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令和３年第２回定例会（１０月議会）

決算特別委員会会議の概要
書記 山 内 雅 絵 録

招集年月日時 令和３年１０月１８日(月曜日)

本会議終了後

招 集 場 所 議事堂 特別委員会室

本定例会（１０月議会）における案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

令和３年１０月１８日（月曜日）

本日の会議案件

１ 席順の決定

２ 会議録署名員の指名

３ 審査日程 （日程協議）

４ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（決算概要説明、審査概要報告）

（部局別審査（４事務局））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

午前１１時５２分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

副知事 神 部 秀 行

教育長 安 田 浩 幸

警察本部長 久 田 誠

総務部長 松 本 欣 也

総務部危機管理監（兼）広報監

土 田 元

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

あきた未来創造部長 小 野 正 則

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

健康福祉部長 佐々木 薫

生活環境部長 柳 田 高 人

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

産業労働部長 佐 藤 徹

建設部長 佐 藤 秀 治

議会事務局長 千 葉 雅 也

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

監査委員事務局長 智 田 邦 英

労働委員会事務局長 岡 崎 佳 治

監査委員 半 田 直 樹

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから、決算特別委員会を開会します。

本日の委員会を開きます。

初めに、髙 代表監査委員が本日所用のため委員

会を欠席したいとの申し出がありましたのでこれを

認め、代わりに半田監査委員を出席者として指名す

ることとしましたので、御承知おきください。

次に、席順についてお諮りします。資料１から５

までの配席図を御覧ください。

先ほど、大会議室で予算特別委員会が開催された

ため、本委員会は本日のみ特別委員会室で、明日

１９日以降は大会議室で開催します。

その席順は、本日、特別委員会室で行う日程協議

・概要説明及び４事務局の審査については、ただい

ま着席している資料１及び資料２のとおりに、明日

以降、大会議室で行う部局別審査については資料３

のとおりに、総括審査については資料４のとおりに、
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討論・採決については資料５のとおりに、それぞれ

決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。席順は、資料１から

５までのとおりに決定します。

ここで、私から一言、挨拶を申し上げます。

このたび、決算特別委員長を拝命しました鈴木健

太でございます。よろしくお願いいたします。

地方自治法に基づいて私たち議会に与えられてい

るこの決算の認定という権限を、これから３週間ほ

どにわたって行使させていただきます。御覧のとお

り１期、２期のフレッシュなメンバーのみとなって

おります。ちょうどこれから予算の編成に向かって

いくところだと思いますので、決してなれ合いに陥

ることなく、しっかりと昨年の予算がどのように使

われどういった成果が出たのか、そしてそれを来年

の予算に建設的に生かすというような議論ができれ

ばと思いますので、どうぞこれからよろしくお願い

いたします。

次に、副委員長から、挨拶をお願いします。

副委員長

先ほどの本会議におきまして副委員長を仰せつか

りました吉方清彦です。

決算審査におきましては、鈴木委員長を補佐し、

各委員の御協力をいただきながら、円滑で効率的な

議事運営に努めるとともに、今後の適正かつ効果的

な県政運営に資する決算審査となるよう精一杯努め

てまいる所存でございます。よろしくお願いいたし

ます。

委員長

次に、委員会の担当書記を紹介します。議会事務

局議事課山内雅絵書記、同じく議事課松江翔一書記、

同じく政務調査課佐々木亨書記、出納局会計課清水

寿子書記、以上であります。

次に、会議録署名員を指名します。会議録署名員

には、島田薫委員、薄井司委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

資料６「付託議案一覧表」を御覧ください。先ほ

どの本会議において、認定第３号「令和２年度秋田

県歳入歳出決算の認定について」が本委員会に付託

されました。

資料７「審査日程（案）」を御覧ください。本日

はこの後、決算審査に当たり副知事から発言があり、

続いて会計管理者の決算概要説明と、代表監査委員

の審査概要報告を行います。本日午後から２６日ま

では部局別審査を行います。２７日は予備日としま

す。１１月２日は午前１０時から総括審査を行いま

す。１１月５日は午前１０時３０分から討論・採決

を行います。

審査日程案について、御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

審査日程は、原案のとおり決定されました。

次に、資料８「決算特別委員会 運営要領」を御

覧ください。委員会の運営は、先ほどの本会議にお

いて決定された、この運営要領に基づき行います。

部局別審査は関係部局別に、初めに部局長説明を、

続いて質疑を一問一答方式で行います。

なお、審査を円滑に進めるため、審査中の委員各

位からの実績確認や資料要求についてはできるだけ

速やかに対応するよう執行部に要求しますが、委員

各位におかれても単なる事実や数字等の確認は、で

きるだけ事前に担当部局等に行うようお願いします。

次に、資料９「総括審査会派別割当時間」及び資

料１０「総括審査 質疑事項 提出書」を御覧くださ

い。総括審査は、資料８の運営要領に基づき、資料

９の「総括審査会派別割当時間」を目安に議事進行

します。質疑者は各会派で決定し、資料１０の「総

括審査質疑事項提出書」に質疑事項を記載のうえ、

１０月２８日木曜日正午までに提出願います。期限

前に提出される場合は、担当書記にお知らせくださ

い。質疑順は提出期限後に決定し、お知らせします。

委員会の運営及び議事進行について、御質問等ご

ざいますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

委員及び執行部各位におかれては、タブレット端

末機を活用した委員会の円滑な運営及び議事進行に

御協力くださいますようお願いします。

次に、決算審査に当たり副知事から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。

副知事

本日からの決算特別委員会におきまして、令和２

年度決算について審査いただきますが、開会に当た

り一言御挨拶申し上げます。

令和２年度は、折り返しを迎える第３期ふるさと

秋田元気創造プランの更なる加速化を図るため、特

に稼ぐ力への投資、人への投資、健康・安全・安心

への投資の３つの視点から予算を編成し、諸施策を

推進してまいりました。

また、新型コロナウイルス感染症が全国的に広が

り、社会経済に大きな影響を及ぼす中、本県におい

ても議会の御理解、御協力を得まして、当初予算に

加え、実に１３度にわたる補正予算を編成し、感染
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拡大防止策と医療提供体制の整備、雇用の維持と事

業の継続、経済の下支えに迅速かつきめ細かな対策

を講じてまいりました。

以下、かいつまんで、３期プランの主な施策及び

新型コロナウイルス感染症対策の実施状況について

申し上げます。

初めに、３期プランの重点戦略について、１つ目

のふるさと定着回帰戦略につきましては、秋田への

人の流れを作るため、首都圏大学等の学生に対する

県内就職の働きかけや、Ａターン就職希望者と県内

企業とのマッチング支援を行ったほか、保育料、副

食費、医療費など、子育て世代に対し手厚い経済的

支援を行いました。

産業振興戦略につきましては、県内企業における

デジタルイノベーションを推進するとともに成長分

野の拡大を図るため、自動車産業における県内サプ

ライチェーンの構築、あるいは航空機システム電動

化等の研究を支援しました。また、ＩＣＴ人材をは

じめとする産業人材の育成、確保と働きやすい環境

の整備を進めています。

農林水産戦略につきましては、園芸や畜産の大規

模生産拠点の全県展開や、シイタケ、枝豆など日本

一を目指す品目の生産拡大により複合型生産構造へ

の転換を進めたほか、次代を担う秋田米新品種「サ

キホコレ」の令和４年デビューに向けて生産体制、

販売体制の強化を進めました。また、林業・木材産

業の成長化に向けて、生産性の向上や再造林の取組

を推進しました。

人・もの交流拡大戦略につきましては、国内外で

知名度の高い秋田犬をキラーコンテンツとして多様

なメディアや新しい手法を活用して本県の魅力を発

信するとともに、旅行スタイルの変化に対応した宿

泊施設への支援を進めております。また、令和４年

度のオープンに向けて本県文化の中核拠点となるあ

きた芸術劇場の整備を進めました。

健康長寿・地域共生社会戦略につきましては、健

康寿命日本一の実現を目指す県民運動を推進したほ

か、県立循環器・脳脊髄センターの大規模改修や三

次救急医療に対応する医療機関の施設整備に助成を

行うなど、医療提供体制の充実に努めました。また、

認知症やひきこもり状態にある方々や、その家族の

支援を行ったほか、増加傾向にある児童虐待への対

応を強化しました。

人づくり戦略につきましては、少人数学習を小中

学校全学年で実施するとともに、キャリア教育やも

のづくり教育の充実に努めました。また、横手高等

学校の建築工事に着手するとともに、新たに鹿角小

坂地区統合校の基本・実施設計に着手しました。

以上６つの重点戦略に加え、県民の安全で安心な

生活を支える基本政策として防災・減災対策や環境

保全対策に引き続き取り組むとともに、平成２９年

から令和２年までに発生した災害からの復旧工事な

どを進めています。

続いて、新型コロナウイルス感染症への対応につ

きましては、感染拡大防止と医療提供体制の整備に

向け情報提供や相談体制の整備、検査体制の強化、

医療機関が行う設備整備への助成による入院治療体

制の強化や宿泊療養施設の開設、運営を行ったほか、

医療・介護・福祉施設の職員に対する慰労金の支給

などを行いました。また、雇用の維持と事業の継続

に向けた中小企業の経営安定資金の融資や休業に対

する協力金の支給、地域経済の回復に向けたプレミ

アム宿泊券や飲食券の発行など、大きな影響を受け

た分野への思い切った支援を行っています。

次に決算状況でありますが、令和２年度決算は前

年度に比較して、一般会計の歳入は約９８６億円、

歳出が約８９９億円それぞれ増加し、実質収支は

１３２億円の黒字、単年度収支は５９億円の黒字と

なっております。財政２基金（緊急を要する施策や

大規模災害等に対応するため、また国の地方財政対

策や金利の変化に対応するため、いわば貯金として

積み立てている財政調整基金と減債基金のこと。）

につきましては、新型コロナウイルス感染症で一時

的に大きく取り崩したものの、その後国の交付金が

措置されたことにより積み戻しを行った結果、年度

末において残高が３７４億円となっています。

また、平成２９年度、平成３０年度の大雨被害対

策や国土強靱化対策等に伴う県債の発行増により県

債残高は４９億円増加し１兆２,４２６億円となっ

ています。

次に、監査委員の定期監査において指摘のありま

した未収金の縮減については、できる限り新たな発

生の抑制を図るとともに、状況に応じた適正な回収、

整理に努めてまいります。

また、財務事務の適正な執行につきましては、令

和２年度から導入した内部統制制度を活用し、その

運用の改善を図りながら、法令遵守の徹底や組織及

び運営の合理化等に継続的に取り組んでまいります。

最後になりますが、人口減少の進展や新型コロナ

ウイルス感染症の長期化による先行き不透明な情勢

を踏まえると、今後も厳しい財政状況が続くと見込

まれます。決算審査を通して、鈴木委員長、吉方副

委員長はじめ、委員の皆様方から多面的な御指導を

いただき、一層の財政健全化、効果的で効率的な事

業運営を行ってまいりますので、よろしく御審査く

ださいますようお願い申し上げます。

委員長

それでは、付託議案に関する審査を行います。

認定第３号「令和２年度秋田県歳入歳出決算の認

定について」を議題とします。
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初めに、会計管理者の説明を求めます。

会計管理者（兼）出納局長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

次に、代表監査委員の説明を求めます。

監査委員

【「令和２年度秋田県歳入歳出決算等の審査につ

いての監査委員の審査概要報告」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明について、質疑等はございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

会計管理者及び代表監査委員の説明に対する質疑

はないものと認めます。

なお、執行部から机上に「令和２年決算特別委員

会において『検討する』旨答弁した事項の検討状

況」が配付されておりますので、後ほど御覧くださ

い。

また、併せて机上配付されております財政課の

「令和２年度決算に基づく健全化判断比率・資金不

足比率について」は、１０月２６日火曜日に予定し

ている総務部の部局別審査の追加資料です。

ここで暫時休憩します。再開は午後２時とします。

午後１２時１６分 休憩

部局別審査（４事務局（議会事務局、人事委員会事

務局、監査委員事務局、労働委員会事務

局））

書記 伴 藤 崇 録

午後 １時５９分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

議会事務局長 千 葉 雅 也

議会事務局次長 伊 藤 徹

総務課長 藤 田 良 彰

議事課長 鈴 木 久

政務調査課長 佐 藤 良 知

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

職員課長 小 潟 智 昭

監査委員事務局長 智 田 邦 英

首席監査監 袴 田 次 郎

監査第一課長 進 藤 隆 男

監査第二課長 高 橋 也 人

労働委員会事務局長 岡 崎 佳 治

審査調整課長 高 橋 一 満

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

委員会を再開します。

部局別審査を行います。議会事務局、人事委員会

事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局関係

の審査を行います。

初めに、議会事務局長の説明を求めます。

議会事務局長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

次に、人事委員会事務局長の説明を求めます。

人事委員会事務局長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

次に、監査委員事務局長の説明を求めます。

監査委員事務局長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

次に、労働委員会事務局長の説明を求めます。

労働委員会事務局長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

質疑は、各事務局一括して行います。

鳥井修委員

最初に、議会事務局からお願いします。昨年来、

新型コロナウイルス感染症の影響で、緊急事態宣言

が出たり県境をまたいだ移動が制限されています。

これまで各都道府県の議員又は首長等が秋田県に視

察で来ていると思いますが、令和２年度は令和元年

度と比べてどのくらい減少しましたか。数字は分か

りますか。

政務調査課長

県外からの調査については、令和元年度と比べて

令和２年度はほとんど来ていない状況です。

鳥井修委員

令和２年度はコロナ禍のため仕方がないですが、

今後は県外の議員等に県内の様々なところを見てい

ただくために、関連する部局と調整しながら秋田県

をＰＲする方策も考えていくべきだと思いますが、

どうでしょうか。

政務調査課長
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新型コロナウイルスの感染状況がある程度改善し

ていけば、県外から本県に調査に来たいという要望

も増えてくると思います。そうした要望があった際

は、関係部局と調整を図りながら対応したいと思い

ます。

鳥井修委員

私は３年連続で決算特別委員になっていて、一昨

年も同じような質問をしていると思いますが、議会

の広報関係について伺います。我々議員の活動とい

うのは、県民から見えづらいところがあります。だ

からこそ、県民の皆様に我々の活動を知っていただ

く取組も大切だと思っています。各議員もそれぞれ

広報を行っていますが、議会広報紙であるあきた県

議会だよりや、テレビ広報番組の県議会だよりがあ

ります。特にテレビ広報番組はとても重要なツール

だと思っているのですが、視聴率は改善されていま

すか。また、議会のウェブサイトのアクセス数など

の数字は把握していますか。

政務調査課長

テレビ広報番組の視聴率は、令和３年１月の放送

が４.９％となっています。

また、議会のウェブサイトは、通常のウェブサイ

トのページ、録画中継、会議録検索システムの３つ

で構成されており、令和２年度のアクセス件数は

４４万４,８６０件でした。令和元年度は４３万

５,５３０件で、平成３０年度は４０万５,６４９件

だったので、少しずつですが増加しています。

鳥井修委員

ウェブサイトに関しては少しずつ閲覧数が増えて

きていて大変いいことだと思いますが、この件数に

ついて、事務局の感覚としては、多いとかもっと見

てほしいとか、どのように感じていますか。

政務調査課長

本会議や総括審査の中継へのアクセス数について

は、令和２年度は２万３,０００件余りで、令和元

年度は３万５,９７９件、平成３０年度は２万

４,７４１件となっており、こちらはやや横ばいの

ような状況です。ほかのウェブサイトと比較してい

るわけではありませんが、せっかく審議の状況を配

信しているので、こういったものはもう少し見てい

ただくようにしていければと考えています。

鳥井修委員

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に関係

する議会が多く開かれており、県民への給付金など、

様々な対策の予算が盛りだくさんだったことを考え

れば、もう少し見ていただければという思いがあり

ます。今後も、ウィズコロナの関係などで我々が審

査する予算等について、多くの県民が興味を持つ機

会が増えると思います。是非その辺は今後とも力を

入れていただければと思います。

小野一彦委員

人事委員会事務局にお尋ねいたします。

県庁の受験者の数は、令和元年度は１,０５８名

で、令和２年度は１,１２８名なので増えています。

これについて、職種別とか何か分析をしていますか。

職員課長

受験者数については、令和２年度は令和元年度よ

り若干増えておりますが、全体としては減少傾向に

なっています。四、五年前は大体千五、六百人程度

で推移していましたので、昨年度はたまたま若干増

えましたが、全体としては減少傾向にあると考えて

います。

小野一彦委員

令和２年度は７０名くらい増えていますが、いっ

たん県外に出て、地元で活躍したいと思って戻って

きた方々がいくらか増える傾向になったのでしょう

か。あるいは横ばいという認識でいいですか。

職員課長

ここ二、三年は横ばいの状況で推移しています。

小野一彦委員

技術職に関してはどうですか。

職員課長

技術職についてはもともとの採用予定者数が少な

いのですが、受験者自体かなり以前から少ない状況

です。

小野一彦委員

受験してもらうための広報活動はしていると思い

ますが、以前、それぞれの分野の職員に焦点を当て

て、こういう仕事に取り組んでいますという冊子が

あった気がします。今もそういう形の「あっ、こう

いう活躍をしているんだったら、自分も後に続いて

みたいな。」と思うような取組はしていますか。

職員課長

職員募集のための総合案内パンフレットを毎年リ

ニューアルして作成していますが、その中で、事務

職員だけではなく技術職員の仕事ぶりや女性職員の

活躍ぶりをＰＲしたりして、幅広く職種の紹介をし

ています。

小野一彦委員

職種別民間給与実態調査ですが、令和２年度は新

型コロナウイルスが流行して、雇用調整助成金も多

く支給されていたと思います。職種によって以前よ

りも状況が悪くなったということはありましたか。

職員課長

昨年度の特徴として、コロナ禍のため調査に入る

のが難しかった病院については除外しています。病

院以外の特定の職種に関して経営状況が悪いといっ

たことは、統計的には把握していません。

人事委員会事務局長

先ほどの採用のためのＰＲに関してですが、昨年
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度は新たに、１人の職員にスポットを当てた新規採

用職員の１日という動画をアップしています。冊子

はなかなかページ数を増やしたりできませんが、動

画など、新しいＰＲの仕方を今後も増やしていきた

いと考えています。

薄井司委員

採用候補者名簿に２５１名が登載されていますが、

実際に採用された人数はどれくらいですか。

職員課長

令和２年度の採用候補者名簿に登載されたのは

２５１名でしたが、その後６２名の辞退者がありま

したので、今年の４月に採用された人数は２５１名

中１８９名であったと任命権者から報告を受けてい

ます。

薄井司委員

令和元年度の辞退者数はどれくらいですか。

委員長

暫時休憩します。

午後 ２時２３分 休憩

午後 ２時２３分 再開

委員長

再開します。

職員課長

令和元年度は、辞退者が５７名でした。

薄井司委員

２年続けて５０人以上が辞退しているわけですが、

２年もこういう状態が続いているということは、何

か特別な事情があるのですか。辞退した人がどうい

った職に就いているのかは把握していますか。

職員課長

任命権者のほうで辞退者に理由を聞いています。

答えない方もいますが、答えられた方の話では、国

家公務員の総合職や他県の県庁に進んだり、あるい

は県内の市町村職員を選択しています。最近の若者

は、同じ公務員の中でも安定志向にあるような気が

します。県庁では異動により親元を離れたりするこ

とがありますが、市町村では実家に暮らすことがで

きて経済的な負担も少ないことから、市町村の職員

を選択する例が多いと感じています。

薄井司委員

このくらいの辞退者が出ることを分かっていると

すれば、採用予定人員をある程度増やしているもの

ですか。

職員課長

辞退者を見越して合格者を出しています。

薄井司委員

ほかのところも受験しているということは、事前

にある程度把握していると思っています。そうした

ことに柔軟に対応していく採用の仕方がいろいろあ

ると思うのですが、いかがですか。

職員課長

２次試験で面接を行うのですが、そのときに併願

の状況を聞いており、どちらも合格した場合はどち

らを選択するかという聞き取りを受験生全員に対し

て行っています。両方合格した場合には県庁に入っ

てほしいというＰＲはしますが、職業選択の自由も

あり、最終的に県庁以外を選ぶ方も若干います。

薄井司委員

そうすれば、特段対策はなく、現状のまま進めて

いかなければならないと理解してよろしいですか。

職員課長

多くの辞退者により採用者数が少なかった場合、

翌年の採用予定者数を増やすなどの調整はしますが、

やはり県庁の仕事の魅力をＰＲすることが本来の形

だと思います。先ほど申し上げた総合パンフレット

や動画の配信、あるいは最近はコロナ禍でオンライ

ンガイダンス（ウエブ会議システムを利用したオン

ライン説明会のこと。）というのもやっています。

オンラインガイダンスは昨年度初めて行ったのです

が、受験者には大変好評で、今後も続けていきたい

と思っています。

鳥井修委員

今年度の初めに建設委員会の所管事項審査で、労

働委員会が取り扱った事件の件数を聞きました。質

問の趣旨は、昨年度はコロナ禍によるリストラや退

職などいろいろあったので、不当労働行為等の申請

が増えているのではないかというものですが、件数

は少ないとのことでした。「その原因は何だと思わ

れますか。」とお聞きしたところ、１つは「テレ

ワークが幸いした。」とのことでした。例えばパワ

ハラの問題に関して、直接職場に行かなくても仕事

ができたことで、上司との関係でもある程度の距離

が取れたから良かったということでした。

「労働組合がしっかりしているところであれば、

パワハラ等への対応もしっかりできるかもしれませ

んが、個人ではなかなか難しいのではないか。」と

いう質問をしたら、「それはそのとおりです。」と

のことでした。労働委員会としては、いろいろと各

地域を回って制度をＰＲしていくということでした

が、昨年度の状況をもう一回お知らせください。

審査調整課長

建設委員会での回答を補足しますと、昨年度は、

地域ユニオン（地域ごとに結成されている労働組合

のこと。労働者１人からでも加入できる。）を個別

に回るということは行いませんでしたが、今年度は

５月から８月にかけまして、全県８か所のうち５か

所を回っている状況です。
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個人の労働者にいかに個別労働関係紛争のあっせ

ん制度に申請していただけるかというところについ

ては、毎年この制度の周知月間である１０月に、戸

別配布される市町村の広報紙に制度の紹介を掲載し

てもらうよう依頼していますが、必ずしも１０月に

こだわらずに掲載を依頼したということもあり、県

内２５市町村のうち１０市町村で掲載していただき

ました。

今年度も引き続き行っていますが、今年度はただ

紹介原稿を送るだけではなく、機会を捉えて、過去

３年間において掲載されなかった市町村に赴きまし

て、広報担当者に直接依頼しています。

なお、先日、早速県北のほうから、広報紙に掲載

された情報を見たということで、労働相談の電話が

１件あったところです。

鳥井修委員

２５市町村のうち１０市町村で掲載されて、掲載

されなかった市町村についてはそれぞれ職員が足を

運んだりして努力しているとのことで安心しました。

今はコロナ禍であり、労働組合に加入していない

個人の方も含めて広く声をすくい上げてほしいとい

う思いで質問しました。来年度に向けても、令和２

年度の成果を更に向上させながら、是非県民のため

に頑張っていただきたいと思います。

宇佐見康人委員

人事委員会事務局に伺います。昨年度は、コロナ

禍によりインターンシップなどはなかなか難しい年

度だったと思います。県は各企業にオンラインでの

実施などを勧めていく立場ですが、採用活動におい

てコロナ禍だからこそできたことがあればお聞かせ

ください。

職員課長

コロナ禍で、デジタル化やオンライン化を進めざ

るを得ないという事情もあって行ったことの一つが

電子申請です。紙による申請を全て廃止して、全て

電子申請によって進めているところです。

また、これまでは首都圏などに職員が出向いて対

面式のガイダンスを行っていたのですが、これもコ

ロナ禍で全て中止としました。その代替としてオン

ラインガイダンスを始めたわけですが、先ほども申

しましたように受験者から大変好評で、アンケート

を取ったところ回答者の９割から良かったという評

価をいただいております。非常にメリットがあると

考えていますので、アフターコロナでも続けていき

たいと思っています。

宇佐見康人委員

もっと工夫をすれば、首都圏に限らず全国の優秀

な学生に対してアプローチができるようになると思

いますので、引き続きよろしくお願いします。

薄井司委員

監査委員事務局にお伺いしますが、県外の事務所

も監査の対象になっていますよね。

監査第二課長

県外の事務所についても毎年監査することになっ

ています。予備監査では全ての事務所を、委員によ

る監査では秋田県から所長を出している事務所を実

地監査することにしています。ただ、今年度はコロ

ナ禍を踏まえて、いずれも書面による監査を実施し

ました。

薄井司委員

この状況が何年続くか分かりませんが、コロナ禍

による不都合はありませんか。

監査第二課長

書面監査になりますと、どうしても多くの書類を

事務所からこちらに移動することになるので、そう

いった負担があります。疎明資料等もありますので、

実地監査が望ましいのですが、今年度は要点を絞り

ながら書面による検証をしたところです。

薄井司委員

完全な形で資料を出してもらい、それに基づいて

決算の監査をするべきだと思うのですが、今後、そ

ういう重要な部分を見直す考えはありますか。

監査第二課長

決算に関わる最低限必要な部分については、毎年

確認しています。それ以外の、例えば事務の規定に

該当するかどうかなどの監査については、特に不備

がありそうなところについて、こちらでいろいろと

考えながら検証を進めていきたいと思っています。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で、議会事務局、人事委員会事務局、監査委

員事務局及び労働委員会事務局関係の質疑を終了し

ます。

本日はこれをもって散会し、明日１９日火曜日、

午前９時３０分に委員会を開き、健康福祉部関係の

審査を行います。

散会します。

午後 ２時３８分 散会
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令和３年１０月１９日（火曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（部局別審査（健康福祉部、あきた未来創造

部））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

部局別審査（健康福祉部）

書記 山 﨑 裕 介 録

午前 ９時３０分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

健康福祉部長 佐々木 薫

健康福祉部健康医療技監

伊 藤 香 葉

健康福祉部次長 伊 藤 淳 一

健康福祉部次長 佐 藤 徳 雄

健康福祉部参事（兼）

保健・疾病対策課長 三 浦 敦 子

福祉政策課長 石 川 修

地域・家庭福祉課長 佐 藤 寧

長寿社会課長 髙 橋 直 樹

長寿社会課国保・医療指導室長

千 葉 圭 司

障害福祉課長 鷲 谷 弘 子

健康づくり推進課長 武 藤 順 洋

医務薬事課長 石 井 正 人

医務薬事課医療人材対策室長

石 川 由美子

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

昨日に引き続き、部局別審査を行います。健康福

祉部関係の審査を行います。

健康福祉部長の説明を求めます。

健康福祉部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部

局長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

健康福祉部関係の質疑を行います。

島田薫委員

会計管理者・部局長説明要旨の３６ページ中央辺

りの感染症対策について伺います。

主要な施策の成果並びに決算説明資料では、

１９７ページの疾病予防費ですが、支出済額の財源

内訳を見るとほとんどが国庫支出金となっていて、

つまりほとんどが国からの補助となっていると思い

ます。一般財源も支出されているようですので、こ

れはどういうものに一般財源を充てたのか、どの程

度利用され、そしてその効果はどうだったのか教え

てください。

健康福祉部参事（兼）保健・疾病対策課長

今回の感染症の事業については、委員がおっしゃ

るように、ほとんどが包括交付金（新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支援交付金）あるいは臨時交付

金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金）という国１０分の１０の事業でした。一般財

源の多くは従来の感染症事業で、こちらは国が２分

の１、残り２分の１が一般財源です。
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これらの財源を組み合わせる形で、より円滑な事

業の実施に努めたところです。

島田薫委員

そうしますと、その一般財源はしっかり活用され、

効果が上がっているという理解でよろしいでしょう

か。

健康福祉部参事（兼）保健・疾病対策課長

従来の感染症事業のほかに、今回のコロナ対策で

新たに追加した事業がありますが、令和２年度は、

周知に努めまして、事業は円滑に進んだと考えてい

ます。

小野一彦委員

主要な施策の成果並びに決算説明資料の３１ペー

ジについて、先ほど部長からも御説明があった部分

ですが、健康づくり県民運動の推進のところで、秋

田県版の健康経営優良法人の認定制度について伺い

ます。

令和元年度に事業がスタートし、令和２年度は２

年目ですが、認定法人数は前年度より２２法人増え

て５４法人になったとあります。認定された法人に

ついては、県のウェブサイトの「秋田健」に紹介さ

れているので、掲載されている法人に実際に問合せ

してみました。

その中で、湯沢市の和賀組（株式会社和賀組）の

社長からお聞きした話で、今まではがん検診等を受

けて、要精検等の通知が来てもそのまま放置してい

た社員が結構いたそうですが、それを社長から「是

非再検査を受けなさい。」と指示するだけではなく、

就業規則を変え、特別休暇制度を用意して再検査を

促すような取組を行ったそうです。ただ宣言するだ

けではなくて、社員の健康のために就業規則の改正

という具体的なアクションを起こした 実際にが

んの方が５名見つかったが、早期発見につながりま

したということでした。

この秋田県版健康経営優良法人認定制度を私は高

く評価しています。しかも健康福祉部が主導して取

り組んでいることがすごくよいと思っていて、企業

に関わる部局と健康福祉部とが一緒に 複数の部

門が連携して健康問題に取り組むことは、働き盛り

世代が早い段階で健康を維持していくことにつなが

ると思うのでよい取組だと思ったのです。我が地元

に話を聞いたら、商工会からそういう話があったよ

うですが、まだ具体の取組には至っていないようで

す。

そこで、令和２年度にはどのようなＰＲを行って、

その結果どのような成果があって、次年度以降はど

のように進めていこうと考えているのか、そこら辺

の成果と課題についての認識を伺いたいと思います。

健康づくり推進課長

健康経営認定制度ですが、健康寿命日本一を目指

すに当たりまして、様々な課題を分析した結果、秋

田県民は健康指標が悪いのですが、特に働き盛り世

代が非常に悪いことがわかりました。これを解決す

るにはどうしたらよいかについては、正に健康経営

ということで、企業のトップが自ら考え方を変えて

いただいて、例えば社員の健康診断について、これ

までそうしたものはただ経費という意識だったかと

思いますが、これを投資だと 社員のやる気も上

げて、更に健康で働き続けていただくことにより企

業の業績アップにつなげる投資であると 非常に

よい制度であるということで取組を始めた経緯がご

ざいます。

まずは、健康寿命日本一を目指すに当たりまして、

県議会の皆様にも参加いただいています秋田県健康

づくり県民運動推進協議会では、毎年テーマを決め

て 例えば昨年度は受動喫煙防止でしたが 熱

心に取り組んでいただいているところを表彰する制

度がございます。そうした健康経営に取り組んでい

ただいているところに積極的にお声がけをして、是

非応募していただきたい旨をお伝えしています。ま

た、制度の活用に際しましては、様々なパンフレッ

ト、リーフレットを作りまして、広報に努めたとこ

ろでございます。

今各地域振興局では、中学生を対象にした企業紹

介の場などもございますが、そうしたところでもパ

ンフレット等をお配りして、積極的に活用していた

だきたいと考えており、若者にも、こうした制度が

あって、認定を受けている会社は社員の健康に配慮

してくれるところであることを啓発したこともござ

います。

また、今年度の事業ですが、先ほど御紹介いただ

きましたウェブサイト「秋田健」の中に、こうした

取組をしているところを是非横展開したいというこ

とで、認定を受けた各企業の取組をアップしまして、

広く県民の方々に見ていただきたいことと、認定を

受けている企業についても、他の企業の取組を見て

いただいて、それぞれレベルアップをしていただき

たいと考えています。

課題としましては、徐々に浸透してきたところで

すが、認定企業数も今現在６０とまだまだ少ないの

で、これをできるだけ増やしていくために、なお一

層効果的な啓発に努めてまいりたいと考えています。

小野一彦委員

そのウェブサイトを拝見したのですが、事前に話

を聞いたら、アクセス数が、令和元年度は総数で７

万５,０００アクセス、令和２年度は９万４,０００

アクセスと増えていますが、ホームページに載せた

からというだけでは世の中に広がるわけではありま

せん。例えば我が子がどこの会社、どういう会社に

就職するかを常に気にかけている保護者や、学校の
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就職担当の先生方、あるいは人手が足りなくて自社

の存続に必死になっている業界団体などに、パンフ

レットを配るだけではなく、実際に足を運んで情報

を提供することについても今後是非取り組んでいた

だきたいと思いますが、そこら辺いかがでしょうか。

健康づくり推進課長

今コロナ禍で、人が集まるところに出向くことが

制限されているところもありますが、先ほど説明し

ました中学生向けの企業説明会には是非当課の職員

も出向いて、我々の取組を伝えたいと考えていたと

ころでございます。

また、健康経営だけでなく受動喫煙防止等様々な

パンフレットには、ウェブサイト「秋田健」に直接

アクセスできるＱＲコードも付けています。当課か

ら出前講座に出向く場面も多々ありますので、そう

した際にも積極的に情報発信してまいりたいと考え

ています。

島田薫委員

受動喫煙について伺います。

会計管理者・部局長説明要旨の３３ページの最後

に受動喫煙防止対策とあって、これに対応するのが、

主要な施策の成果の３２ページの一番上だと思いま

すが、こちらの４行目に喫煙室の撤去等により禁煙

に取り組んだ飲食店に対し５件の助成を行ったとあ

りますが、この５件は想定していた件数に比べてど

うなのですか。そして、東北は秋田県を含め喫煙率

が高い地域と認識していますが、この事業を含めた

受動喫煙防止対策の取組が、秋田県の喫煙率の低下、

あるいは受動喫煙の防止にどの程度効果をもたらし

ているのか、その辺りを教えてください。

健康づくり推進課長

助成制度についてですが、当初予算では２０件を

想定していました。様々な出前講座の機会や新聞広

報等でこうした事業があることを周知したところで

ございますが、コロナ禍で飲食店自体が休業したり

と、なかなか思うように事業が進まなかったと考え

てございます。

今まで喫煙可能にしていたところを禁煙にする場

合に助成することになりますので、喫煙しづらい環

境を増やす意味では非常に有効であると思っていま

す。今年も飲食店は厳しい状況が続いていますが、

今年度も行っている事業でございますので、有効に

活用していただくように引き続き周知啓発してまい

りたいと考えてございます。

喫煙率については、先ほど説明しましたように、

残念ながら働き盛り世代が非常に高い状況にござい

ます。秋田県の受動喫煙防止条例は、法律よりも一

歩踏み込んだ内容となっており、様々な公共交通機

関ですとか、そうしたところで喫煙しづらい環境に

結びつくものになってございます。これをより一層

徹底することによって、禁煙に結びつく動機づけに

なる取組をしてまいりたいと考えてございます。

「受動喫煙ゼロ そして禁煙」のスローガンで日

々仕事しているところでございますので、受動喫煙

の防止は当たり前だと、更に禁煙に向かうという心

構えで仕事をしてまいりたいと考えています。

島田薫委員

受動喫煙防止については、例えば家庭で、子供の

受動喫煙を防止することが１つのきっかけとなって

父親が禁煙したという方が多いです。

ですから、受動喫煙防止が実際に喫煙している方

の禁煙にもつながっていく その更に先には、が

んなどのいろいろな疾患の防止にもつながるという

意味で、是非頑張っていただきたい事業だと考えて

いますので、よろしくお願いします。

鳥井修委員

新型コロナウイルス関係で伺います。私もこの前

まで所管の委員会だったので、いろいろお話は伺っ

て理解しているつもりですが、昨年、緊急事態宣言

が発出されてから、健康福祉部は本当に大変な思い

をされたと思っていますし、特に最初の感染者が出

てから、部長はじめ多くの皆さんが記者会見等を開

くなどかなり御苦労されたことは十分理解していま

す。

その中で、令和２年度に限って振り返ってみると、

秋田県は全国下から３番目の感染者数ですよね。何

が要因でこのように感染者がかなり少ない状況なの

かを自分なりに考えてみると、人口の少なさや県土

の広さ、あとは県民の真面目さなどが挙がってくる

と思います。

そこで部長に伺います。令和２年度の状況を踏ま

えて、新型コロナに対する部としての向かい方や課

題などがあったと思いますが、その辺の部長のお考

えを伺います。

健康福祉部長

昨年の春から感染が続いておりました。当初ぽつ

ぽつと感染者が出ているとき、これが県内に広がっ

たら大変だという認識でおりましたが、第１波が終

わった後に、専門家の方々が第２波、第３波が必ず

来るという話 特に医師会からもそうした御指導

などを伺いながら対策を練ってきたわけでございま

すが、なかなか先が読めなかった部分はあります。

補正予算なども御承認いただきながら、宿泊療養施

設を段階的に増やしていくといったことも対応しま

したが、どのように感染が拡大するのかといったこ

とを読むことがなかなか難しかったことが１つござ

います。

そして、やはり感染の多くは県外からのいろいろ

なルート 出張で行かれたり、あるいは県外から

秋田県を訪れたりされた方からの感染がきっかけと
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いうケースが多かったわけでございます。人の移動

を完全にストップすることは難しい中で、いち早く

感染された方を見つけ出し、その後に感染拡大を防

止するために、検査体制、それから保健所のいろい

ろな健康観察等の体制、そこら辺の判断が 初め

のうちはしっかりした知見といいますか、コロナの

正体がなかなか見えない中で対応しなければならな

かったので、こうしたことが悩ましかった点でござ

います。

おかげさまでいろいろ協力を得られて、本県は全

国でも感染者が少ないところに位置していますが、

先ほど委員からもお話がありましたように、知事か

らの呼びかけ等に県民の方が大変よく反応していた

だいて、自粛等に努めていただいたことが良かった

県内の医療提供体制や医療資源は厳しい状況に

あるのですが、その中において、各方面、大変協力

していただいたといったことがこうしたことになっ

ていると感じています。

鳥井修委員

今部長が言われた県民の真面目さについては、自

分も強く感じるところがあって、先週から今週にか

けて、感染者が１人とかゼロという日ががかなり続

いていますよね。例えば、秋田市内の飲食店街には

まだ人が誰も出ていない状況であり、感染対策に物

すごく気を付けていて、そして用心深いのだと思い

ます。

そういう行動を取っていれば感染しにくいと思い

ながらも、一方で経済活動の面では、このままで大

丈夫なのか 巣籠もりというか、家にいるのが当

たり前の状況になってしまっているので、これがど

のように元に戻るのかは ほかの部にも関係ある

のですが すごく悩ましいと思っていました。

そこで、９月議会の総括（予算特別委員会総括審

査）の中で佐竹知事からも、県民の皆様も、感染症

対策を採りながら、ある程度外食、飲食等をしてほ

しいとの言葉がありましたが、感染対策を採りなが

ら経済を回していかなければならないとすごく思っ

ています。

お聞きしたいのは、その両立について、発信の仕

方 何でもかんでもオーケーではなく、例えばし

っかり感染対策を採りながら外食しましょうとか、

やはり県としての発信の仕方が物すごく大事だと思

っているのですが、その辺はどのように認識してい

ますか。

健康福祉部長

コロナが落ち着いてきている中で、感染防止対策

と日常生活や経済活動の両立は大変重要になってく

ると思っています。その中で、例えば警戒レベルを

下げるといった段階において、引き続き感染防止は、

３密を避けてお願いしますといったメッセージを発

するわけでございますが、そこら辺、なかなかこれ

はうちの部だけでは決められないことでして、どん

な場面のどんなシチュエーションだったらよいのか

とか、もっと具体的なメッセージを発する必要が確

かにあると思います。

医学的な面も含めたそこら辺の判断については、

多くの方から意見を伺いながら決める必要があると

考えます。簡単ではありませんが、知事が県民に向

けて「飲食店を利用しましょう。」と話されただけ

ではなくて、もう少し分かりやすいメッセージの仕

方を考えていかなければならないと考えています。

鳥井修委員

曖昧な言葉だけでは、疑心暗鬼になる部分があり

ますので、県からエビデンスのあることをしっかり

と情報発信していただきたいと思います。

もう１つ、ワクチン接種なのですが、９月３０日

に開催された第２８回の本部会議（秋田県新型コロ

ナウイルス感染症対策本部会議）の資料を持ってい

るのですが、秋田県のワクチン接種率は、多分全国

と比べてもよいのです。９月２７日現在で、１回目

の接種は７７.３％、２回目は６５.２％で、今はも

っと進んでいると思いますが、接種が進むにつれて、

接種できない１２歳未満のところが実は物すごく気

になっています。国としてもこれから動くと思いま

すが、それを受けて、多分県も対応しなくてはなら

ないと思っています。特に先月から今月に掛けて

１０歳未満の子供の感染者が秋田県では出てきてい

ます。これから国とのやり取りがいろいろあると思

いますが、聞いている範囲で構いませんので今後の

予定などはどうなっていますか。

医務薬事課長

ワクチン接種に関しましては、現在は１２歳以上

の方が対象になっておりまして、１２歳未満の方の

接種についての具体的な情報は、今のところござい

ません。ワクチン接種に関して言いますと、この

１１月を目標に、希望する国民の方の２回の接種を

終えるべく、今各市町村は全力を挙げているところ

でございます。それに続きまして３回目の追加接種

ブースター接種の具体的な対象者などについて

は、科学的な知見に基づきこの後具体的に示される

予定ですが、今は２回接種した方全員に対して、８

か月以上後をめどに接種することを想定して準備す

るように国から指示といいますか、連絡を受けて、

そのように市町村とともに準備しているところでご

ざいます。

鳥井修委員

頂いた資料の中だと、１１月で各市町村ともほぼ

終了するようです。事業自体は各市町村になってい

るのですが、県の役目として、こういう取りまとめ

とかもしっかり １１月できっちり終了するめど
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がついているのか、その確認は進んでいるでしょう

か。

医務薬事課長

市町村への聞き取りでございますが、そのように

確認しています。ただ、何をもって終了とするかに

ついては、具体的に明確な基準はございません。各

市町村とも、想定した接種率ですとか、あるいは集

団接種の予約の具合ですとか、そうしたものを見な

がら、一応その終了の時期を見込んで１１月中と回

答されています。もちろん希望する方は１２月以降

も接種可能です。また１２月以降に１２歳になる方

もいらっしゃいますし、そういう体制は維持しなが

ら、一応の区切りとして１１月までに接種を終える

と各市町村から伺っているところでございます。

鳥井修委員

ありがとうございます。

もう１つ、別の話なのですが、県のフェーズの考

え方です。例えば病床数であれば、フェーズ５だと

今フェーズ５ですか。

【「今は４」と呼ぶ者あり】

鳥井修委員

フェーズ４だと週あたりの新規感染者が２５人で

すから、ここ最近を見ると大分少なくなっているの

ですが、これは例えば月単位 月１回の会議で決

めるのか、もう少し柔軟に、１週間、２週間単位で

見ながら、一気に下がってきたらフェーズ自体もそ

れにあわせて柔軟に対応しているものですか。決め

方というか、期間というか……。

健康福祉部長

フェーズを決める場合の一番基本となるのは、や

はり病床利用率といいますか、医療機関に今どのく

らい負荷がかかっている状況なのかといったことを

考慮して決めています。ですので、感染者が増えつ

つある上り坂、あるいは減りつつある下り坂、その

局面によっていろいろ違いますが、現在どのくらい

病床が使用されているのか また、例えば１週間

当たりの感染者数や、あるいは県外、東京方面とか

もにらみながら、今後もっと増える可能性があるの

ではないかといった場合は早めに段階を上げていき

ますし、逆にピークを越しつつあるなといったとき

には、入院されている方の退院の具合を見ながら判

断していくことになります。

最近は、感染状況が下がっていますし、病床使用

率自体もかなり今のフェーズより下がっているわけ

ですが、やはり更にもう一回感染が拡大する可能性

がないわけではありませんので、そこら辺、全国的

な感染の状況とか、いろいろにらみながら決めてい

ます。

病床も、各病院で準備するまでに一定の期間が掛

かります。例えばお願いしてから１週間後に始めま

すとか、あるいは一定の病院については、いろいろ

補助金の関係もあるので、例えば今月いっぱいまで

と１か月単位でお願いしている場合もあります。そ

こら辺は各機関と相談しながら、最終的には県の感

染症協議会（秋田県新型コロナウイルス感染症対策

協議会）で、委員の先生からお話を伺って決定して

いるものでございます。

鳥井修委員

フェーズの変更については、今おっしゃったとお

り、いろいろなことを考慮しながら、例えば冬に心

配される第６波への備えをしっかりしなければなら

ないとすれば、一気に下げられないと思います。聞

きたい内容は、第６波のことは誰も分からないわけ

ですが、第５波以上になるかもしれないし、そこら

辺のライン 例えば第５波の時に最大限の病床を

確保した感じがありますよね。療養施設もそうだっ

たかと思います。その辺のレベル感について、余裕

というか、医療機関に頼める余地はまだあるのです

か。

健康福祉部長

現在の病床確保計画を作ったとき、関係機関から

いろいろ御意見を伺う中で、一般の医療を通常どお

り維持しながら確保できる病床は、今の数が限界に

近いということでございました。ただ、更なる感染

拡大もあるかもしれませんので、１１月末までに新

しい計画を作る作業を始めたところです。その中で、

例えば一部の医療機関において特別に病棟をお休み

していただき、一般の医療を制限していただいて、

そこをコロナ病棟に変えるとか、あるいはふだん使

っていない、休止をしている病棟について、いろい

ろ医療関係者のスタッフを調整しながら、そこを増

やしていただくとか、そうした様々な方法がありま

すので、そこら辺を工夫しながら対応してまいりた

いと思います。

国では今、夏に流行したウイルスの２倍の感染力

があるウイルスが入ってきたことを想定した対応を

と言っています。感染力が２倍だから入院患者が２

倍になるわけではありませんが、そうしたことを踏

まえて対応してまいりたいと思います。

鳥井修委員

限界に近いところはなかなか難しいし、予想も困

難だと思いますが、今部長がおっしゃったとおり、

いろいろな関係機関との協議とか 効率的と言う

とおかしいですが、国からのお金とはいえ予算があ

ることですので、すべからくとは言えませんから、

その中でも最大限できるような体制を取っていただ

ければと思います。大変だと思いますが、この後も

頑張っていただければと思います。

宇佐見康人委員

何点かお願いします。
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まず、コロナのワクチンなのですが、ワクチン接

種は今年度からだと思うので、令和２年度までのコ

ロナワクチン以外のワクチン行政全般を今回のコロ

ナワクチンに対してどのように 接種の進め方や

啓発の仕方など 反映させていったのでしょうか。

健康福祉部長

今回のコロナのワクチンについては、今までにな

い規模、それからスピード、対象者で、正直申しま

して手探り状態であり、国からいろいろと御指導を

受けましたが、大変苦労しながら進めたといった状

況でございました。

予防接種については、そもそも市町村の事務でご

ざいますので、各市町村ともそれこそ台帳を整備し、

それぞれのやり方、ノウハウを持って実施してきた

わけでございますが、やはりこの規模で一斉に始ま

りますと、なかなか困難な局面があったことは確か

でございます。

それぞれの市町村のお話を伺って、いろいろな工

夫をした点 例えば大規模接種会場を設けたりと

か、あるいは医師会の御協力を得て個別の接種会場

を設けたりなど、結果的にそれぞれの市町村によっ

てやり方は異なってしまったのですが、そうしたも

のを情報共有しながら、県として市町村がやりやす

いように、情報提供やワクチンの安定的な供給

これはなかなか国にも振り回された感じはありまし

たが について、県として、例えばスタッフを派

遣しましたが、こうしたことに努めさせていただい

たところでございます。まだ現在進行形、次の第３

回接種もありますので、１回目、２回目の実施状況

を踏まえて、更に円滑にできるように支援してまい

りたいと思います。

宇佐見康人委員

次なのですが、去年から新型コロナがまん延して、

健診に影響があったと思います。あとは、病院の受

診控えが増えている話も各種報道で見聞きします。

コロナによって健診で見つかる病気を見落としてし

まうこともあると思いますが、そうした影響の評価

などはされているものでしょうか。

健康づくり推進課長

委員がおっしゃいますとおり、公式な受診率はこ

れからでございますが、県内の集団健診の多くを担

っている総合保健事業団の実績を見ますと、やはり

がん検診で３割程度、また特定健診でも４割程度落

ち込んでいる状況がございます。それを受けまして、

健診はコロナ禍であっても不要不急ではないと、必

要緊急なのだということで、今年の初め １月か

ら３月まで、テレビ、新聞、ラジオ等で大々的な受

診キャンペーンを行ったところでございます。一部

報道によりますと、病院単位の研究で、早期発見の

がん患者が減って、進行がんの患者が増えていると

いう報告もございました。これが今後本県において

も出てくる可能性はあろうかと思います。

そうしたことを防ぐために、現在も様々な手段で、

「健康診断を受けましょう。」と様々な機会を通じ

て啓発していますし、また環境の整備についても、

受診しない理由が、健診会場に行くと３密が生じて

感染してしまうのではないかとのことで、それを恐

れて受診控えということもございますので、ＩＣＴ

を使った健診予約システム、そうしたものも市町村

に導入するべく、補助などを今行っているところで

ございます。様々な機会を通じて健診を啓発してま

いりたいと考えてございます。

宇佐見康人委員

是非よろしくお願いします。

次に、虐待対策について少し伺います。去年コロ

ナ禍で、休校やテレワークで自宅にいる機会が増え

て、ほかの人と接する機会が非常に減って、虐待を

受けている人が見えにくくなってしまっている現状

だと思います。施策として虐待対応は行っていると

委員会で何度も伺っていますが、このコロナ禍にお

いて、去年の対応として、そうした見えにくくなっ

てしまった虐待への対応は万全だったのでしょうか。

地域・家庭福祉課長

県内においては、児童虐待の件数は年々増加傾向

にあります。これが今回のコロナ禍の影響によるも

のかどうかは、必ずしも結びつくわけではありませ

んが、全国ではそうしたニュース報道も聞き及ぶと

ころです。ですので、児童相談所としては、これま

でも体制強化等を進めてきており、児童福祉司等の

増員を図ってきたところですが、これらの職員が丁

寧に現場の声を聞き、あるいは警察等との協力、連

携をしながら、虐待の早期発見や早期対応につなげ

る意味で、丁寧に取り組んできているところでござ

います。

宇佐見康人委員

是非そうしたメッセージを多く発信する機会を設

けていただければなと思います。

関連してなのですが、子供の貧困対策について伺

います。この実態を把握することは非常に難しいの

ですが、相対的貧困の子供が秋田県内に大体１万

８,０００人いるとのことですが、自治体の対策の

計画が 委員会審査の中で幾つかの自治体はまだ

策定していないということでしたが、そこへの働き

かけなどは、今現在はどうなっているものでしょう

か。

地域・家庭福祉課長

県内でも、そうした貧困対策についての計画をま

だ定めていないところが幾つかございます。こうし

たところに、計画を定めていただくように連絡ある

いは調整するとともに、秋田県におきましては、今
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年度９月から、ひとり親 特に母子家庭は貧困に

陥りやすいので、そうした方を対象にした養育費の

確保を支援するための事業を始めています。ひとり

親家庭の相談窓口となりやすい市町村の方に連絡し

ながら、県ではこうした施策を今回始めますよとい

うことを連絡しながら、お互い頑張ろうという意識

を持って進めているところです。

小山緑郎委員

介護人材について伺いたいのですが、部局長説明

の中で、医療提供体制や介護人材に対して助成した

り、また職員の処遇、労働環境改善など総合的な人

材確保対策を推進しましたと報告がありました。

２０２５年に団塊の世代が７５歳を迎えるに当たっ

て、介護人材不足に対応できているのか、また、新

しい岸田内閣でも処遇改善を訴えていますが、例え

ば人件費にきちんと反映されているのか、その辺り

を伺いたいと思います。

長寿社会課長

介護人材対策については、これまで様々な取組を

しています。県では、まず介護サービス事業所の認

証評価制度を推し進めているところでございますし、

そのほかにも中学生、高校生向けの介護の魅力発見

ということで、若い世代の方々に介護現場を知って

いただく、それから最近では介護ロボットの導入な

ど実際に触れて体験してもらう取組なども含めて、

各種事業を展開しているところでございます。

介護人材については、委員御指摘のとおり、

２０４０年を見据えた中長期的な計画に基づいて、

介護人材の確保対策、人材育成に努めているところ

ですが、まだまだ人材については不足していまして、

これまで以上に取組を進めていかなければならない

と考えています。

人件費なども含めた介護職員の処遇の改善につい

てですが、御案内のとおり介護施設におきましては、

介護職員の処遇改善の加算、それから介護職員以外

の職員の特定処遇改善加算の２種類がございます。

県内では介護施設の約９５％の施設事業所が介護職

員の処遇改善加算を算定しています。それから、介

護職員以外の特定処遇改善ですが、こちらについて

は約７割の施設事業所が算定している状況で、少し

ずつではありますが、そうした職員の給与などにも

反映されるようになってきています。

ただ、この処遇改善については、いわゆる施設を

経営する法人によって、その支払の仕方については

様々です。毎月の給与に反映するところ、それから

賞与 要はボーナスに反映するところなど、支払

の仕方は様々ですので、月額単位での給与にそのま

ま反映されているかどうかは、施設によって異なる

状況です。

小山緑郎委員

介護関係は募集してもなかなか人が集まりづらい

職種なので、施設にはお金が行くかもしれませんが、

本当に職員の給与に反映されているかどうかの指導

も必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

次に、先ほど宇佐見委員からもありましたが、主

要な施策の成果の４１ページに子供の貧困対策の強

化とありますが、この中で、生活困窮世帯の属する

町村の中学生に対し、高校進学のための学習習慣を

身に付ける支援を行って、２町で２５人が利用し、

利用者のうち中学３年生１１人が全て高校に合格し

たとありますが、この内容を詳しく教えてもらえま

すか。

地域・家庭福祉課長

この２町での実施というのは、三種町と羽後町で

す。中学３年生を対象にして、貧困家庭の場合、学

習に掛けるお金がどうしても少なくなりがちなので、

そこに支援をしようということで事業を行っていま

す。外部委託しまして、委託を受けた事業者が学習

の機会を提供する場を設けまして、そこに子供たち

に来ていただいて、学習指導を行うといった内容に

なっています。

小山緑郎委員

それは、今後も引き続き実施されていくことでよ

いですか。

地域・家庭福祉課長

今年度も引き続き実施させていただいています。

小山緑郎委員

もう１つ聞きたいのですが、最近よく子供食堂と

テレビニュースとかで出てきます。例えば今コロナ

禍で、女性がパートの仕事を失って、１日３度の食

事が食べられない子供に対して、民間のボランティ

アがそういう食堂を提供して、御飯を食べさせてい

るのだと思いますが、秋田県の現状を聞いてよいで

すか。

地域・家庭福祉課長

県内では、子供食堂を行っているところは一応

２３団体あるのですが、実際はもっと多く活動され

ています。子供食堂といいますと、どうしても子供

の貧困と結びつけやすい言葉なものですから、「地

域食堂として活動しているので、子供食堂という名

前は出さないでください。」と県に話もあり、そう

した数になっています。

確かにコロナ禍を受けまして、食堂にみんなを集

めるというやり方は難しくなっているようなお話も

伺っていて、対応できるところは持ち帰りや、ある

いは届けるといったやり方をしているところもあり

ます。今そうしたところや県社協（秋田県社会福祉

協議会）とも意見交換しながら、こうしたもののネ

ットワークをどう結びつけるかを話し合っていると
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ころでございます。

小山緑郎委員

食堂の食材は、事業者がボランティアで出してい

るのですか。

地域・家庭福祉課長

食材については、秋田県は食の豊富なところです

ので、様々な民間の方、あるいは個人の方、事業者

の方から寄附を頂いておりまして、それを活用させ

ていただいているところです。

小山緑郎委員

１日３食食べられない子供が増えていく傾向にあ

るとすれば、食材に関しても行政で手を差し伸べて

あげる必要が今後出てくると思いますが、そこら辺

の考え方をお聞きしたいと思います。

地域・家庭福祉課長

秋田県においては、フードバンクのような取りま

とめをしているところがございますが、そうしたと

ころで、これからどのようにネットワークをつなぐ

かが重要と考えています。食材自体が不足する状況

は今のところは余り聞くことはないのですが、これ

からはどのような状況になるか分かりませんので、

様々な事態を想定して、関係者と連携しながら取り

組んでまいりたいと考えています。

髙橋武浩委員

何点かお聞きします。

まず、昨年来コロナ禍で、大変御努力されている

ことに敬意を表したいと思っています。また、コロ

ナの陰でなかなか目にすることが少なかったことに

ついて、健康づくり推進課長に伺います。「秋田ス

タイル健康な食事」認証制度について詳しく教えて

いただけますか。１３事業者の５０メニューを認証

したとあるのですが、これの具体的な内容について

お知らせいただきたいと思います。

健康づくり推進課長

秋田スタイル健康な食事については、これまで減

塩ですとか、野菜摂取、果物摂取、様々な呼びかけ

等をしてきたところですが、複雑なところもありま

すので、よりシンプルな、できるところということ

で提唱しています。自宅だけではなくて、そうした

ものを飲食店やスーパー等でも広く活用していただ

きたいことから、例えばお店の定食ですと、みそ汁

の塩分は０.８％未満ですとか、野菜にはドレッシ

ングはかけないで、主食のたれで味わっていただく

といった一定のルールがございます。それをパンフ

レット等で周知をしまして、そこに応募していただ

いて、それを審査して認定したといった流れになっ

ています。

認定に当たりましては、各地域振興局福祉環境部

の栄養士のところに相談があった場合には、それぞ

れ出向いていって、こうしたところを工夫すればい

いですよとアドバイス等も行っているところでござ

います。

髙橋武浩委員

認証期間は３年間で、随時チェックが入ると思い

ますが、これは今後も認証店を増やしていく事業で

よろしいですか。

健康づくり推進課長

委員おっしゃいますとおり、今は１３事業者５０

メニューですが、これをできるだけ全県でも味わえ

るように徐々に広げていきたいと考えてございます。

髙橋武浩委員

道の駅や事業所の食堂などでいろいろ提供されて

いると思いますが、それを食した人の感想などはど

のように届いていますか。

健康づくり推進課長

一部には野菜の味がより分かりやすいといった話

もありますが、実は県庁の地下の食堂でもモデル事

業として実施した経緯がございます。当初は、やは

り味が薄くなることによってお客さんが離れてしま

うのではないかと店側が心配されていたのですが、

実際にやってみたところ、特に苦情も何もなく、む

しろ健康に配慮したメニューということでイメージ

アップにもつながるものと考えていますので、そう

したよい感想などもありましたら、広報に活用して

まいりたいと思っています。

髙橋武浩委員

答弁を聞いて安心したところがあります。以前秋

田県にも、健康的な食事メニューを売りにした大手

の事業者が来たのですが、県民性といいますか、味

の濃い食事を好む秋田県民にはなかなか受け入れ難

いということで、３年ほど前に撤退してしまった事

例がありますので、是非とも健康寿命日本一に取り

組んでいる中で、今課長の答弁にありましたように、

それぞれの評価の声もあるようですので、何とか県

民の味覚の壁を越えるように、ＰＲして、こうした

事業を進めていってほしいと思います。その件につ

いて部長からコメントを頂ければと思います。

健康福祉部長

ありがとうございます。食生活は、生まれてから

ずっと親しんだ中で作られたところもありますので、

大きく変えていくことはなかなか難しいこともあり

ますが、例えば子供のうちから、そうした塩分の少

なめの食事になれ親しんでいくとか、そうした試み

について、学校等を通じて協力しながら取り組んで

いるところでございます。時間が掛かることでござ

いますが、健康スタイルなどのメニューも示しなが

ら、幅広く、そして地道にといいますか、長期的に

取り組んでいきたいと思っていますので、今後とも

頑張ってまいります。

髙橋武浩委員
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是非頑張っていただきたいと思います。

医務薬事課の事業について確認の意味でお聞きし

ます。ドクターヘリの運航ですが、要請が４７１件

に対して、出動が２８８件、搬送が２４５件とあり

ますが、これはどのような状態で搬送が２４５件に

なったのか、その概要を教えていただければと思い

ます。

医務薬事課長

ドクターヘリの出動と搬送の差については、出動

後のキャンセルなどがあって、いわゆる要請はして、

出動できる体制を整えて、飛び立った 飛び立つ

前の場合もあるようですが 状況の中で、ヘリの

要請を取りやめますという件数が４３件あって、そ

の分が搬送と出動の差分になっている状況でござい

ます。

髙橋武浩委員

ドクターヘリそのものは、そんなに頻繁に使うわ

けではないのですが、過去にドクターヘリで命が助

かったため、非常にドクターヘリの有り難みを実感

している友人がいました。こうした事業が県民の安

心につながるとすれば、効果的だと考えていますが、

具体的な事例として、それこそ時間短縮で搬送でき

て命が助かったような事例があったら教えていただ

きたいと思います。

健康福祉部次長（伊藤淳一）

ドクターヘリに有効なパターンが脳卒中あるいは

心筋梗塞、それから多発外傷ですか 深刻な外傷

といったものです。急性心筋梗塞ですと、治療する

までの時間が早ければ早いほどよいわけですので、

そうしたときにドクターヘリを要請して搬送時間を

短縮することが有効になると思います。具体的に、

それによって命が助かった事例が何件あるかという

統計を取ることは非常に困難ですが、毎年何百件と

搬送しているうちの多くは心臓と脳と、それから外

傷の部分でございます。そこの部分で、より早くド

クターが接触できて治療ができている点で、効果が

あると考えています。

髙橋武浩委員

最後に、２４５件の搬送なのですが、過去と比べ

て、これは増えているのですか。どのように推移し

ているかだけ教えていただければと思います。

健康福祉部次長（伊藤淳一）

スタートしたときから大体年間３００件前後の搬

送件数でこれまで推移しています。ここ１０年近く

同じくらいの数字となっています。

髙橋武浩委員

毎日出動している数だと思いますが、メンテナン

スなどををしっかりしながら、県民の安心につなが

るように取り組んでいただければと思います。

児玉政明委員

同じくドクターヘリの関係ですが、今出動と搬送

の差が４３件とありましたが、要請と出動の数字の

差の理由はどのようなものでしょうか。

医務薬事課長

出動できなかったケースで最も多いのは天候不良

でございます。天候不良で飛び立てなかったケース

が１２６件あります。そのほか重複要請といいます

か、出動中にほかの要請があった場合など、そうし

たもので出動と要請の差分が生じているものでござ

います。

児玉政明委員

ドクターヘリについては、３県 青森県、岩手

県と広域連携を組んでいると思いますが、これまで

に県境越えの出動の事例はどうなっていますか。

医務薬事課長

当県のヘリは秋田市の日赤（秋田赤十字病院）に

あり、他県に飛ぶとなると結構距離があり、余り出

動する機会はないのですが、逆に本県からの要請で、

青森県や岩手県から出動していただいている件数は、

昨年度については、青森県から５件、岩手県から８

件事例がございます。

児玉政明委員

青森県が５件、岩手県が８件ですと、それぞれの

県境に近い地域が多いと思います。具体的にどこら

辺の地域で、県外からドクターヘリが飛んでくるの

か 市町村のところまで分かりますでしょうか。

医務薬事課長

細かい件数までは今手元にございませんが、鹿角

市や大館市、あるいは仙北市辺りも岩手県から来て

いるものと考えています。

児玉政明委員

青森県にはドクターヘリが２機あるはずですので、

それで青森県に接している地域は青森県からの出動

が多いと思っています。

出動要請等があって、なかなか対応できないとい

った要請や搬送に関する課題等は、今現在どのよう

なものがありますか。

医務薬事課長

基本的には自県のヘリが優先ですので、自県のヘ

リが飛べない場合に他県のヘリを要請する形になっ

ています。青森県からの出動は、先ほど５件と言い

ましたが、実際に青森県には１７件要請しておりま

して、そのうち５件について実際に来ていただきま

した。来られなかった理由が重複要請なのか天候不

良なのかについては、資料が手元に今ございません

が、そうした形の中で、要請したものについて対応

いただいているところでございます。先ほど申しま

した自県ヘリ優先の原則について、もっと緩和でき

ないかといった要請があることは事実でございまし

て、それについて３県や基地病院などと協議を継続
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している状況でございます。

児玉政明委員

分かりました。鹿角市からも、ドクターヘリの運

用面に関しての要望が結構あると思います。そうし

た部分でも、ドクターヘリに関して、私の地元であ

る鹿角地域は、医療面で不安な部分があるので、是

非そうした要望にも応えていただければと思ってい

ます。

もう一点、健康づくり推進課の受動喫煙防止につ

いて伺います。本県では一歩踏み込んだ内容で防止

条例（秋田県受動喫煙防止条例）を作って取り組ん

でいるところですが、県の公共施設では敷地内全面

禁煙と思いますが、各市町村の公共施設でも敷地内

は全面禁煙になっているのか、敷地内に分煙して吸

える場所があるのか、そこら辺はどうなっているか

教えてもらいたいと思います。

健康づくり推進課長

目標としましては、各市町村の公共的なところも

敷地内禁煙が望ましいのですが、現実的には今特定

喫煙所ということで、６つの市と町で敷地内に喫煙

所が設置されてございます。これを何とかゼロに持

っていきたいと考えているところでございます。

児玉政明委員

最終的には全部の市町村がそうした全面禁煙にし

ていきたいところであると思いますが、健康づくり

推進課としては、将来的にはたばこを吸う人を減ら

したいという思いで取り組んでいると思います。逆

に、たばこを吸う人が少なくなってきている中で、

ＪＴ（日本たばこ産業株式会社）は減産しているた

め、たばこ農家も少なくなってきていて、たばこ農

家からは、たばこを吸うように、分煙なり、そうし

た部分で進めてくれないかと言われています。たば

こ農家にも補助金を使って作付けの推進をしている

部分もあって、一方では進めている、もう一方では

禁煙という部分があると思いますが、農林水産部の

担当の課でも、やはり将来的な考え方とか、そこら

辺の対応もしていかなければならないと思いますが、

その点についてどうですか。

健康福祉部長

農林水産部の長期的な考え方について、我々は今

時点で承知しておりませんが、いずれたばこについ

ては、受動喫煙の防止 そして禁煙へというのが

基本的な考え方でございますので、たばこを吸う方

は当然減っていくものと私は確信を持っています。

その中で、たばこ農家に与える影響もあることと

思います。契約栽培等をされていると思いますが、

全ての農産物、そのときそのときの需要の中で、ど

のようなものを作付けしていくのか変化していく中

で、恐らく農林水産部でも農家のお話を伺いながら

検討されているものと思っています。

いずれ我々が進めていく施策とのすり合わせは必

要だと思いますので、今後情報交換の機会は持って

まいりたいと思います。

佐藤信喜委員

先ほどの髙橋委員の質問に関連して、ドクターヘ

リからまずお聞きしたいと思います。ドクターヘリ

が出動する場面は、脳卒中や心筋梗塞などの重大な

疾病が多いと思いますが、何となく私の周りの話を

聞いていると、そうした症状は夜に発症している事

例が多い気がします。こうした疾病が発症している

時間帯をどの程度把握しているものでしょうか。何

時から何時までが多いとか、そういう時間帯ごとの

データはお持ちでしょうか。

健康福祉部次長（伊藤淳一）

発症に関するデータは手元にはございません。救

急搬送のデータの中でもしかすればあるのかもしれ

ないですが、今手元に時間帯別のものまではござい

ません。申し訳ございません。

佐藤信喜委員

以前担当にお話を聞いたときがあったのですが、

ドクターヘリは夜間は飛行できないということでし

た。私の周りでは夜間に発症している話をよく聞く

ものですから、例えば他県でも夜間のドクターヘリ

による搬送は一切行っていないのか もしその障

壁を越えることができるようであれば、秋田県でも

夜間ヘリを飛ばす方向で検討するとか、そうしたこ

とは今検討されているものでしょうか。

健康福祉部健康医療技監

ドクターヘリに関しましては、やはり安全性の面

から、日中だけの運行となっています。夜間に関し

ては、基地病院から患者さんがいるところまでの間、

どうしても視界 ドクターヘリは目で見る有視界

飛行が原則となっていますので、そういう視界の悪

い状態でどのくらい安全性が保てるかがやはり大き

な課題となっています。

いろいろな法整備の課題もありますので、そうい

う課題をどのように解決していくかがまず先になる

と思いますので、そういうところを見据えながら、

どのような対応ができるのか、ドクターヘリで対応

しなければならないものなのか、救急車など別の手

段がないものなのかも併せて検討していく必要があ

ると考えています。

佐藤信喜委員

ありがとうございます。救急車なのか、ドクター

ヘリなのか、様々な移動手段があると思います。そ

れによって地域の連携も十分必要になってくると思

いますので、様々な課題はあると思います。ただ、

もしそういう夜間飛行ができるのかどうかについて

は最大限検討した上で どうしてもできなければ

仕方がないのですが やはり一人でも多くの命を



- 18 -

救う手段として、何とか夜間飛行の部分も、今後継

続的に検討していただければと思います。

もう一点、関連してなのですが、先ほど減塩のこ

とでお話がありました。秋田県には発酵食の文化が

あり、例えば漬物であったり、みそであったり、そ

ういうものを生産する側に対して、塩分を控えめに

作るようにとか、そういうことまで考えているのか、

今後その辺りはどのように対応していかれるものな

のかお知らせください。

健康づくり推進課長

秋田県における減塩の運動は随分昔から脈々と行

ってきた経緯がございます。その中心は、どちらか

というと消費者向けが多かったようでございます。

委員の皆様もお聞きになったかと思いますが、今般、

新・あきた減塩音頭を発表して、広くポピュレーシ

ョンアプローチ（様々な疾患や問題行動などの高い

リスクを持った人に限定せずに、ある団体などのリ

スクを全体的に下げるために行っていく支援のこ

と。）を行い、改めて減塩を意識していただきたい、

野菜摂取を意識していただきたいことを呼びかけて

まいりました。

ただ、委員御指摘の通り、製造業者に対するアプ

ローチは、「秋田スタイル健康な食事」事業で提供

する側に対しては効果的な面もありますが、第三次

産業といいますか、そちらの方面に関しては若干手

薄なところもあったように思いますので、そこは今

後意識して考えてまいりたいと思います。

佐藤信喜委員

分かりました。やはり食べる側が気を付けること、

これがまず一番大事なわけで、ただやはりそこに至

るまでに、提供する飲食業が少しでも意識していた

だく、これも大事なのですが、それぞれの素材とい

いますか、そこに入っている塩分の濃度が高過ぎる

場合は、これはなかなか減塩につながっていかない

のかなと思います。やはりトータル的に考えて進め

ていくべきであるのではないかなと思います。

それで、先ほど部長も、喫煙に関しては、力強い

言葉、メッセージがあったのですが、減塩に関して

も、禁煙同様力強く実施していくのかどうか、そこ

ら辺、部長の思いを最後にお聞かせください。

健康福祉部長

県民になじみの食事を一気に変えることは難しい

ですが、今課長が説明しました新・あきた減塩音頭

も作りましたし、様々な形で普及を図りながら進め

ていきたいと思います。これはまさしくこれから確

実に進めていかなければならないことだと思ってい

ますので、いろいろ工夫しながら取り組んでまいり

ます。

委員長

ここで審査の途中ですが、暫時休憩します。再開

は１１時１０分とします。

午前１０時５７分 休憩

午前１１時０８分 再開

委員長

委員会を再開します。他にございませんか。

佐藤信喜委員

それでは、４０ページの里親委託の推進について

お聞きしたいと思います。実は私の友人でこの制度

に取り組んでいる方がいたのですが、資料を見て、

少し気になったところがあって、お聞きしたいと思

います。新たに１３人の児童を里親委託し、そして

また５人の児童をファミリーホーム入所につなげた

と出てきているのですが、この制度が秋田県でス

タートしてから、里親になっている方は合計でどの

くらいいるのか、そして対象児童はどのくらいいる

のかをまず教えてください。

地域・家庭福祉課長

里親委託率は、秋田県はかつて全国的に最下位の

状況が続いていたのですが、最近は上昇しており、

昨年度末のデータになりますが里親委託している子

供の数は３８名となっています。うち里親にお願い

しているのが３０名、ファミリーホーム 里親の

拡大版と言われるのですが、ここにお願いしている

のが８名という状況でした。また、里親として登録

されているのは１１９組です。御夫婦で登録されて

おられても１組という数え方をしますので、実際里

親登録されている人数はもっと多いのですが、組数

としてはそうしたところになります。

佐藤信喜委員

分かりました。それで、研修制度もあって、説明

会を５４回も開催しているのですが、そこにお話を

聞きに来る方はどのような方なのでしょうか。私の

友人の場合は、不妊治療も一生懸命頑張ったのです

が、どうしても心身的にきついことから、里親とし

て頑張っていこうということなので、やはりそうし

た方が多いのか、あるいはこうした子供たちを助け

たいという強い思いの方が多いのか、その辺はどう

でしょうか。

地域・家庭福祉課長

説明会は、県内の全ての市で行っています。参加

者としては、民生委員など、それぞれの市町村の関

係者の方がどうしても多くなってしまうのですが、

中には一般の方であったりとか、里親に興味を持っ

て参加してくれる方もおられます。ただ、そうした

方は今のところは少数となっています。

こちらに問合せがあったときには、制度の説明と

ともに、こうした説明会があることも紹介して、何
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とか参加してくださいと、興味を持っていただきた

いことをお願いをしながらお話をさせていただいて

いるところです。

佐藤信喜委員

分かりました。一般の方は少数というところが、

なかなか里親が認知されていない背景だと感じまし

た。取り組んでいる方の話を聞くと、西日本は、里

親制度がすごく発達していて、秋田県は遅れている

と思うので、もっと広げる努力をしてほしいという

ことでした。

こうした点で、説明会の案内や周知活動をまず一

生懸命取り組んでいくしかないのですが、今現段階

で、周知の点では、ウェブはもちろんのことですが、

どのような媒体を使って、年にどのくらいの頻度で

やっているのかをお知らせいただけますか。

地域・家庭福祉課長

里親については、様々な媒体を使ってはいるので

すが、それ以外にも、秋田赤十字乳児院と児童養護

施設が県内に４つございますが、これはフォスタリ

ング機関 里親の成り手、里親になりたい方の掘

り起こしから、子供とのマッチング 子供と実際

に引き合わせる、あるいは研修の御案内をして、家

庭で子供を実際に育てる方の悩みに寄り添った対応

をしているところです。こうしたイベントも開催し

ていただいて コロナで時期的に厳しい折、先般

予定したものは見送ったのですが そうしたもの

を行いながら、少しでも県民の皆さんに浸透するよ

うに努めているところでございます。

佐藤信喜委員

私もお話を聞いていた範囲で、例えば生まれてか

ら大人になるまでずっと育てるパターンもあれば、

小学校のいっとき、あるいは中学生や高校生を本当

に短期間で預かるような制度もあるそうです。

先ほどの全体的な話でいくと、子供の虐待も当然

あるわけなのですが、虐待につながる前に、今この

子に接するのが非常に厳しい時間だと、そういうと

きにこうした里親制度を活用する そういう連携

はもちろんしているのでしょうが、そうした意味で

は、児童虐待の観点から、やはり里親制度の周知を

今後もっと進めていただければ有り難いと思います。

この点について、秋田県として里親制度をもっと

もっと広めたいのかどうか、その意気込みは今の段

階ではどのようにお考えでしょうか。

地域・家庭福祉課長

非常に強い意気込みを持っているつもりでいます。

子供たちにお話を直接 なかなか面会は難しいの

ですが、アンケート等を頂いても、やはり特定の親

御さんとの関わりを持って育つことは大切だと思い

ます。かといって虐待をする親御さんに愛情がない

かと言えば、必ずしもそうではなくて、手法を間違

えていたりとか、過度な責任感ゆえに暴力に至って

しまうところもありますので、難しい点はあります。

そうした意味で、里親は一定の年齢 おおむね

１８歳までですが まで育ててくれる、家庭を教

えるという意味で、非常に大切な役割を果たしてく

れるものですので、そうした役割について、実親に

も理解を求めながら 里親委託率が重要なのでは

なく それを望む方がいるのであれば、是非それ

を導入していきたい強い気持ちを持っています。

佐藤信喜委員

分かりました。この点については、県内の児童に

限らず、もしかすれば全国から応募してくると思い

ます。そうしたところで、秋田県で育てて、秋田県

に定着していただく、そうした取組にもつながって

いければ将来の人口減少対策にも関わりがあると思

うので、何とかこの点についても理解を深めながら、

全力で頑張っていただければと思います。

薄井司委員

特定健診の関係を伺います。主要な施策の成果並

びに決算説明資料の４５ページです。まず初めに、

特定健診なのですが、ここ何年かの受診率の推移は

どうなっていますか。

委員長

３２ページですね。

薄井司委員

これでいけばページ４５と出てくる。

委員長

タブレットの表示と１３ページずれているようで

すね。

薄井司委員

３２ページと書いてあるページです。（６）のと

ころです。

健康づくり推進課長

特定健診の推移でございますが、開始当初は平成

２０年３５.４％という状況でございましたが、徐

々にですが年々上昇を続けてございまして、平成

３０年度で４９.８％、最新の令和元年度で５１.７

％という状況でございます。ただ、残念ながら全国

平均と比べますと若干差がありまして、令和元年度

で見ますと、全国の平均が５５.３％という状況で

ございます。

薄井司委員

この事業の内容を見れば、協力医療機関２３２か

所に受診の勧奨についてのチラシ等を配付している

と思いますが、この予算 １,７００万円は全部

この経費なのですか。

健康づくり推進課長

これだけの予算ではございません。一部でござい

ます。

薄井司委員
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今協力医療機関にチラシを配付していると思いま

すが、健康診断や特定健診を受けない人の割合は、

令和元年度では半数近くだと思います。受けない人

を対象にしたチラシを医療機関に配付することにつ

いて、効果が全然ないとは言いませんが、そこら辺

どういう判断をしているのですか。

健康づくり推進課長

この事業の内容でございますが、受診率向上の１

つの手段として、「コール・リコール」は御承知か

と思いますが、受診していない方に、是非受けてみ

ませんかと呼びかけをして、更にまた一定期間を置

いた後に、受診していないようであれば、更にリ

コール またお声がけするという手法がございま

す。

当初、県の事業として実施し、それを市町村に移

した経緯がございますが、その中で、我々素人が声

を掛けるよりも、専門家であるドクターにお声がけ

していただければより効果があると思い始めた事業

でございます。協力していただけるお医者さんに対

し、まずは受診しているかどうかを伺っていただい

て、受診していない方にはチラシ等を渡して、受診

してくださいと呼びかけていただいているところで

ございます。その後、事業開始当初は、更に声をか

けた方がしっかり受診したかどうか、そこまで確認

していただいておりました。ただ、今全県まで規模

を拡大していますので、なかなかそこまでやるのは

大変で、今はコール 呼びかけまでにしていただ

いていますが、始めた当初は、声がけしていただい

たうち２割から３割程度の方に受診していただいた

データもあるので、非常に効果が大きいものと考え

てございます。

薄井司委員

最初は県で事業費をかなり出して、そして３年実

施したらもう市町村単独でやるという話を聞いたこ

とがあったのですが、お医者さんからとか、各自治

体によって、もしかすれば対応がまちまちなのかも

しれませんが、統一したやり方で何か取り組んでい

るものですか。

健康づくり推進課長

この事業に関しましては、県医師会に委託する形

で行っています。チラシの渡し方についても、マニ

ュアルを用意していて、例えば受診機会がないとき

に渡しても効果が薄いので、効果的なタイミングを

見計らって担っていただいているところでございま

す。

薄井司委員

受診率が年々上がってきているのですが、なかな

か全国と比較して上がらない理由はどう考えていま

すか。

健康づくり推進課長

特定健診については、各医療保険者が実施主体と

なって実施している経緯がございます。比較的職域

の健診 我々も共済組合ですが、そうした職場単

位でのところはそれなりの受診率がありますが、そ

の中でも被扶養者の方の受診率が非常に悪いです。

あとは、市町村の国保（国民健康保険）が非常に

悪い状況であることも分かってございます。従いま

して、例えば健康経営の中でも、やはり従業員だけ

ではなくて家族にも声がけいただくなど頑張ってい

ただいているところではございますが、更に市町村

国保の方の受診勧奨、そうしたものが重要であると

思っているところでございます。

薄井司委員

今後なのですが、一歩踏み込んだ事業の展開は考

えていますか。

健康づくり推進課長

今健康寿命日本一に向けて様々な事業を行ってい

ますが、県民の健康意識の底上げが非常に重要かと

思ってございます。健康を意識すれば、健診も重要

であることの理解が進むと思っていますので、そう

した県民の健康意識の涵養などを中心にしながら、

さらには健診は早期発見、早期治療に非常に重要で

あることなど、より効果的な事業展開について考え

てまいりたいと思います。

薄井司委員

本当に健康福祉部だけでやるとなれば大変だと思

います。いろいろな機会があるかと思いますので、

部局横断的な対応を考えていければよいと思ってい

ます。よろしくお願いします。

宇佐見康人委員

関連で、健診の受診率向上や健康寿命日本一に向

けた取組の中で、８０２０運動も行っていると思い

ますが、健康寿命日本一を目指す上での歯科検診の

位置づけはどのようになっているのでしょうか。

健康づくり推進課長

委員おっしゃいますとおり、オーラルフレイル

（心身の機能の低下をもたらすおそれがある口腔機

能の虚弱な状態のこと。）がフレイル予防の入り口

と捉えてございます。秋田県の歯科の指標も見てま

いりますと、全国との比較で四、五十歳あたりから、

歯の喪失本数も非常に多くなってございますので、

より口腔保健に関する啓発が重要であると思ってい

ます。

そこで本県では歯科保健センターを立ち上げまし

て、県内に歯科衛生士を配置し、また本庁には歯科

医師も配置して、様々なところに出かけて歯科保健

指導等を行っていますし、また学校については、フ

ッ化物洗口の普及を進めていて、ほぼ全県を網羅す

るところまで参りました。それによって、ほかの指

標が全国と比べて悪い中、中学校１年生の虫歯の本



- 21 -

数が唯一全国平均を下回ったという成果も出てまい

りました。そうしたことも踏まえつつ、より一層歯

科口腔保健対策を進めてまいりたいと思っています。

宇佐見康人委員

ヨーロッパでは医療が手厚いと言われていますが、

自力で食べられなくなったらもうなかなか診てもら

えないという話もありますし、やはり自分の歯で食

べていくことが一番重要だと思います。高齢になっ

てからでは対応できない部分もありますので、なる

べく早いうちから進めてもらいたいと思います。

以前も少し伺ったのですが、ここ１０年、１５年

で子供の虫歯の率が大分下がったとも聞きましたの

で、体の健診だけではなくて、是非歯の検診の部分

も、できれば若年 ２０代、３０代に対する取組

を進めていただければと思います。その点について

再度お願いします。

健康づくり推進課長

委員おっしゃいますとおりで、やはり歯の健康は、

若いうちから取り組む必要があると思っています。

今年度事業で、オーラルフレイル予防として、四、

五十歳の方の口腔状態を調査する事業を実施してい

るところでございます。その状態を踏まえまして、

何歳から対策が必要かを考えまして、来年度以降、

例えば健康経営の中にそうしたものを取り入れたり

する企業を増やしていくなど、働き盛り世代の口腔

状態の向上に役立てていきたいと思っています。

佐藤信喜委員

関連なのですが、今歯科口腔保健の部分について

は、飽くまでもチェック体制の部分であって、例え

ば歯を失った場合、健康保険で対応できる部分は限

られてくるわけなのです。

今のこの資料を見ると、国保特別会計については、

１５億２,１００万円が不用額となっていますよね。

最近はやりのインプラント治療とか、こうしたもの

もあるわけなのですが、いろいろお話を聞いたとこ

ろ、３本以上連なる歯が事故によって欠けた場合は

保険対象になるそうです。事故によって失われたも

のであれば保険対応なのでしょうが、虫歯や、ある

いは治療をなかなか受ける時間がないとか、費用が

ないとか、そうしたことでどんどん歯を失っていく

と 健康を維持していくためには、しっかりかん

で食べることが大切で、そのために健康な歯を維持

することが必要だと思います。これだけ不用額があ

るのであれば、健康寿命日本一を目指す取組の中で、

インプラントも保険適用させることを秋田県で検討

されたことはあるのでしょうか。

健康づくり推進課長

委員おっしゃいますとおり、インプラントに関し

ましては自由診療ですので、公費適用が今のところ

ない状況です。歯科も含めまして、様々な自由診療

の部分が公費負担になれば確かに負担軽減になって、

更に助かる人も増えることは感じているところでは

ございますが、全国的な制度改正が必要なものでも

ございますし、ここは様々な方々の御意見を伺いな

がら考えてまいりたいと思います。

佐藤信喜委員

全国的な流れはもちろん理解できます。とにかく

まずは予防するためにしっかりと検査を行っていく、

これが重要だとは思います。ただ、どうしてもその

先にある４０代、５０代と年齢を重ねていった場合

の失った歯の数を考えますと、いかにして健康寿命

を維持していくか やはり失った歯をどうするか

が重要になると思うので、今後いろいろな需要が高

まってくると思います。

ただ一方で、その不用額は国保会計でのものです

すから、そうした中で、秋田県の取組として、健康

寿命日本一を目指しているのであれば、そうしたと

ころも全国に先んじて検討していく必要があるので

はないかと思っています。口腔ケアから歯を失って

しまった後までの一体的な流れの中で、秋田県とし

て何が考えられるのかを今後検討していただければ

と思いますが、いかがでしょうか。

健康づくり推進課長

例えばフレイル予防に関しましては、オーラルフ

レイルの予防観点で、歯科衛生士の方々を対象に、

オーラルフレイル予防の技術を身に付けていただい

て、様々な場で活躍していただく事業を始めている

ところでございます。

歯医者というのは、私もそうですが、なかなか行

きづらいところもございますので、そうした治療の

必要な方を早期に発見して、是非そうした治療にも

結びつけていく啓発を心がけてまいりたいと思って

います。

鳥井修委員

すみません、１つだけ、長寿社会課の高齢者の生

きがいづくりについて伺います。

健康寿命にもつながっていくのですが、昨年コロ

ナが流行して、人と会う機会が減ったと思います。

高齢者の方々も、老人クラブや地域のいろいろな

サークルなどに多分行けなかったし、御自宅で過ご

された部分が多いのかなと推測されます。

そのような中で、秋田県はこれからもしばらくは

高齢化率が高いままなので、高齢者の生きがいづく

りは健康寿命につながってくると思いますから、そ

こはしっかり取り組んでいかなければならないなと

思います。

主要な施策の成果の３８ページのところに、県社

協（秋田県社会福祉協議会）を通じての相談件数

１,３９３件とありましたが、県として具体的にど

のようにフォローをしていったのか、まずそこを教
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えてください。

長寿社会課長

相談実績については、県の社会福祉協議会に事業

をお願いして、高齢者総合相談・生活支援センター

事業で、高齢者に関する様々な相談を受けています。

この中では、記載のとおり各分野における相談を受

けているわけなのですが、昨年度の主な相談内容と

しましては、家族関係についての相談が３３７件ご

ざいました。それから、財産、金銭など経済関係の

相談も３８１件など、家族の関係とお金の関係の相

談が件数としては多い状況でした。

鳥井修委員

昨年に限定すると、コロナ禍で思うような活動が

できなかったので、多分地域のコミュニティーとか

自分の健康づくりとかの意味も含めて、増えている

のかと思いました。

上位の家庭問題とかは、多分余りコロナと関係が

ないと思っていて、地域との関係性であったりとか、

自分が所属しているサークルが活動できず、人と会

えないとか、そういう相談はなかったものですか。

長寿社会課長

今説明したのは上位の件数でございました。今委

員御指摘の生きがいづくりですとか、そうしたもの

についても、昨年度は趣味、余暇活動についての相

談が１８４件ありました。そのほか、やはり健康で

あるとか移動に関する相談、そうしたものもござい

ました。

鳥井修委員

それらを含めて、最後に伺いますが、自分の調べ

たところ、多分まだ健康寿命の最新データは発表さ

れていませんよね。

健康づくり推進課長

最新の数値が平成２８年になってございます。

鳥井修委員

それを見ると、男性はトップが山梨、女性が愛知

ですよね。秋田は男性が最下位ですよね。女性は

３３位ですが、県の目標でいくと、健康寿命日本一

は、かなりハードルが高いと思いながら、この目標

を目がけてやることは物すごく大切なことだと思い

ます。

実際にトップとは多分２歳くらいの差があるわけ

です。１０年間の計画である健康秋田いきいきアク

ションプランとかを見ると、前期は全国の平均のと

ころまで持っていきましょうとあり、１０年をかけ

て日本一を狙いますと書かれてあるのですが、よほ

ど県として本当に力を入れて、また先ほどから課長

がおっしゃっているところの県民の意識改革がない

と絶対達成は無理なので、やはり今までの施策をも

っとブラッシュアップしていかないと、なかなか目

標にいかないのではないかというのが、正直な思い

です。それはどういう認識ですか。

健康づくり推進課長

確かに県民の意識を改革することは非常に難しい

ことだと感じているところでございます。ただ、県

民総ぐるみという意味合いで、この運動の実施主体

を秋田県健康づくり県民運動推進協議会としており、

こちらに県議会の皆様方からも参加いただいて、医

師会はじめ各経済団体、市町村、さらには各企業に

も参画いただいて、その参加企業数、団体数は年々

増えてきているところでございます。年度ごとに

テーマを決めて、取り組んでいただき、その中で優

れた取組を表彰して、それを多くの方々に共有して

いただいて広げていく指標を取っているところでご

ざいます。

基本的にそうした協議会を中心に意識改革を進め

ていきたいところは変わりはございませんが、確か

に高いハードルに向けて今後進んでいくためには、

この動きをより一層加速していくことが必要かと思

っていますので、間もなく次回の健康寿命が公表に

なろうかと思いますので、それを踏まえて、更にそ

うした意識啓発、全県一丸、オール秋田での仕組み

づくりを、協議会を中心に更に頑張ってまいりたい

と思います。

鳥井修委員

今課長がおっしゃっているところをしっかり行っ

ていただきながら、県民総ぐるみの県民運動は物す

ごく大きなことだと思いますし、これを達成するこ

とで秋田県を全国に「秋田は長寿で皆さん元気です

ね。」とアピールできると思いますので、健康福祉

部だけでの施策や事業だけではなく、いろいろな部

に跨がって、横のつながりも図りながら県と県民が

一体となって、オール秋田で進めていくことがすご

く大事だと思いますし、様々な取組 特定健診の

受診率を上げましょうとか、減塩であったりとか、

受動喫煙防止であったりとか、いろいろな要素が複

雑に絡まっているので、これらをしっかりと連携さ

せながら、目標数値に向かって、全庁を挙げ取り組

んでいただきたいとお願いして終わります。

小野一彦委員

主要な施策の成果と決算説明資料の２０８ページ

で、医師地域循環型キャリア形成支援事業が４億

３,０００万円の執行状況になっていますが、政策

評価の課題認識ですと、初期の研修医の方が高水準

で増えていることと、それから地域枠の方が貸与資

金の関係もあって地域に出ていらっしゃると、そう

いうことで一定の成果はあるのですが、やはり偏在

がある 地域の偏在があるし、依然人数が足らな

いという認識なのですが、令和２年度の取組の成果

の分析と、それから課題について、そして今後どの

ように対応されるのかをお伺いします。
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医療人材対策室長

医師確保対策については、主要な施策の成果にも

記載していますが、修学資金の貸与事業がございま

す。こちらの事業については、県内の公的医療機関

などに医師として勤務しようとする医学生に対し、

修学資金を貸与するものですが、返還免除の条件と

して、原則９年間は県内 うち４年間は知事が指

定する秋田市以外の公的医療機関での従事を義務づ

けているものでございます。この貸与を受けている

医師の勤務状況ですが、令和２年度が１７１名とな

ってございます。その内訳として、初期の臨床研修

医が５０名、それ以外が１２１名になってございま

す。その１２１名のうち、知事の指定する秋田市以

外の公的医療機関での従事が義務づけられている者

が４３名という状況になっています。

なお、今後についてですが、将来的には知事が指

定する公的医療機関での従事が義務づけられている

医師は増加する見込みを持ってございます。今年度

は５６名ですが、令和６年度以降については１００

名規模を見込んでいるところでございますので、こ

うした医師が増えていくことによりまして、地域偏

在の解消につなげていけるものと考えているところ

でございます。

小野一彦委員

秋田県は広いので、医療圏も様々に分かれている

のですが、地域の偏在、やはり都市部 秋田市周

辺に偏在しているのですか。そこら辺はどんな感じ

ですか。

医療人材対策室長

県内の医師の現状でございますが、人口１０万人

当たりの医師数で見た場合に、委員おっしゃるとお

り、秋田市周辺に比べまして、県北それから雄勝地

域ですと、３分の１程度となっています。それ以外

の地域についても、やはり秋田市よりも低い状況に

なっていることは認識してございます。

そうしたこともありますので、この先知事が指定

する公的医療機関での従事が義務づけられている医

師等が増えていく中で、医師の少ないこうした地区

に配置できるよう進めてまいりたいと思っていると

ころでございます。

小野一彦委員

この予算に関連してですが、主要な施策の成果の

２０２ページを見ますと、医業の承継支援の補助金、

これは医務薬事課長さんなのかな 私どもの

方でも、診療所といいますか、いわゆる町医者のド

クターの方が高齢化したりして、「今後どうなるの

だろう」と県民の方が非常に心配されています。医

業の承継に関する事業を始められたというのは本当

に今必要なことだと思いますが、令和２年度実施し

てみて、今はどういう状況で、今後どのように展開

されるのか 支援のスタンスというか立場など、

そこら辺を教えてください。

医務薬事課長

こちらの事業は、昨年度の補正予算で予算計上し

たものでございます。昨年度については、ニーズ調

査といいますか、診療所に対するアンケート調査を

行い、マッチングをするためのホームページの設計

などを実施していただきましたので、それに対して

補助しています。

アンケート調査によりますと、診療所の過半数は

後継者がいなければ廃業を考えなければならないで

すとか、６０代以上の医師が経営する診療所につい

ては、過半数において後継者がいないですとか、そ

うした状況があったようでございます。

昨年度はサイトの設計だけでしたので、サイトそ

のものができたのは今年の７月ですから、そこから

運用を開始しておりまして、７月、８月、９月の３

か月間で、３２件の相談がございました。具体的に

譲渡を希望するといった申出も６件、譲り受けたい

という希望の申出も、県外からのものも含めて８件

県外が３件、県内が５件ございまして、そのう

ち１件については、具体的に話合いの進行なども見

られると聞いています。

この件数が多いか少ないかについては議論のある

ところかもしれませんが、そうしたものを積み重ね

ていくとともに、広報活動といいますか、そうした

ものもあり、１１月１４日にはセミナーの開催

医業継承に関するセミナーを医師会が主催で開催し

ますので、そうした広報活動と併せながら医業の継

承についての取組を進めてまいりたいと思います。

小野一彦委員

私の知るドクターの方には、由利本荘市がすごく

よいところだから移住してきましたという方もいら

っしゃって、実際にそういう承継的な形で今後展開

を考えている方もいらっしゃいますし、南秋あたり

にも移住で来られた若い方がいらっしゃるという話

もお聞きします。

ですので、恐らくあきた未来創造部ですとか、市

町村とも連携されていると思いますが、そういう観

点からも、一人でも承継に是非加わっていただいて、

秋田で活躍していただけるように、全庁的な体制で

是非とも進めていただければと思いますが、いかが

ですか。

医務薬事課長

やはり特に県外から来ていただくことは大変有り

難い話でございますので、そうした他部局との連携

も含めて取組を強化してまいりたいと思います。

宇佐見康人委員

１点だけ、ひきこもり対策について確認したいの

ですが、現状の把握はなかなか厳しいとは思います
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が、ここ数年で改善傾向にはあるのでしょうか。

障害福祉課長

ひきこもりについては、なかなか実態把握が難し

くて、過去に国でサンプル調査をしたことはあるの

ですが、秋田県の状況について把握したものがなく

て、昨年度、全県の民生委員を対象に実態調査をさ

せていただきました。その結果、３,２６７人の民

生委員のうち１,９２６人の方々から回答 回答

率は約６０％ですが いただいた結果、全県に９

８７人のひきこもりの方を把握している これは

実数ではなくて、飽くまでも民生委員が把握してい

る数になるのですが、そうした状況でした。

民生委員からは、身近なところの相談機関が不足

している、あるいはそれを認識できる形で周知され

ていないので、是非とも身近な市町村に窓口を設置

していただいて、そして相談が身近にできる体制を

整えてほしいという要望がございました。それを受

けて、今年度、窓口を設置していない潟上市を中心

に、男鹿南秋地域をモデル地区として、現在精神保

健福祉センターの中にひきこもり支援センターがご

ざいますので、そこを中心に窓口を設置して、そし

て周知に努めています。

全県の状況を見ますと、各市町村に、ほとんど何

らかの相談窓口 ひきこもりに特化した窓口では

ないのですが を設置しています。その窓口で相

談する方も増えてはきているのですが、相談を継続

させるための相談支援者の技術的な面が十分とは言

えないという意見がありますので、県としては、こ

れから地域振興局ごとに各市町村の窓口の設置と、

また支援の強化についてのモデル事業を横展開して

いきたいと考えています。

そうしたことで、ひきこもり相談支援が進んでい

るかといえば、はっきりと進んでいますとはまだ言

えない状況なのですが、市町村がそうした窓口を設

置して、そして取組を見せてきている中で、県とし

てもそこを強化できるように支援をしていきたい、

そういう現状でございます。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で健康福祉部関係の質疑を終了します。

ここで昼食のため休憩します。

再開は午後１時３０分とし、あきた未来創造部関

係の審査を行います。

午前１１時５６分 休憩

部局別審査（あきた未来創造部）

書記 齋 藤 淳 子 録

午後 １時３０分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

理事 陶 山 さなえ

あきた未来創造部長 小 野 正 則

あきた未来創造部次長 久 米 寿

あきた未来創造部次長 水 澤 里 利

あきた未来戦略課長 信 田 真 弓

高等教育支援室長 高 島 知 行

移住・定住促進課長 鈴 木 雄 輝

次世代・女性活躍支援課長

六 澤 恵理子

地域づくり推進課長 萩 原 尚 人

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

委員会を再開します。

あきた未来創造部関係の審査を行います。

初めに、あきた未来創造部長の説明を求めます。

あきた未来創造部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

あきた未来創造部関係の質疑を行います。

島田薫委員

「結婚・出産・子育てに温かい社会づくり」につ

いて質問させていただきます。

こちらの決算説明資料の１４５ページに、プロジ

ェクトチームをにかほ市、羽後町に設置したとあり

ますが、この具体的な活動内容と、それから期待さ

れる効果について教えてください。

次世代・女性活躍支援課長

この事業は、結婚と子育ての未来創造プロジェク

トということで、平成２９年度から令和２年度まで

実施したものでございます。令和２年度は、にかほ

市において子育てを、羽後町においては出会い、結

婚を地域課題として、公募によって集まった住民が

地域課題解決のため話し合いや勉強会を開いたとい

うものでございます。コロナの影響もございまして、

イベント等予定していたものについては、十分に実

施できなかったというところもございますが、地域

の住民が自分たちの身近な課題を自分たちで考える

機会になったと思っております。

これまで横手市、五城目町、鹿角市でも同様の取
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組を実施しており、その結果をほかの市町村にも周

知して成果を横展開できるよう、県としても今後の

事業展開を期待しております。なお、今後は市町村

において、こういった事業の支援を行うことになっ

ております。

島田薫委員

これまでも実施してきたということであれば、そ

の結果といいますか、どのような評価が住民から、

あるいはプロジェクトに関わった方々から寄せられ

ましたか。実際に結婚、出産、育児につながったと

いう声も出ているのでしょうか。

次世代・女性活躍支援課長

横手市では若者が住みやすい街づくり、五城目町

では子育てをテーマに話合いをしており、それぞれ

の地域の取組についてお互いに知った上で、今後協

働して事業を展開するといったことも行われており

ます。アンケート結果等については把握しておりま

せんけれども、こういった広がりのある事業につい

ては、県としても成果があったものと評価していま

すし、市町村においてもこうした取組を継続してい

ただければと期待しているところでございます。

島田薫委員

市町村においても継続してもらいたいということ

ですが、そうすると、年度ごとに地域を変えて実施

して、その後の取組についてはそれぞれの市町村に

期待するという内容なのですか。そうであれば今後

はどういう展開を考えていらっしゃるのか 例え

ばもう少し地域を拡大していくのかを教えてくださ

い。

次世代・女性活躍支援課長

この事業につきましては、平成２９年度から行い、

令和２年度で終了しております。県では、結婚、出

産、子育てに関する機運の醸成ということで事業に

取り組んでまいりました。この事業自体は終了しま

したが、県としては、こういった機運の醸成を図る

ために、幼い頃から結婚、出産について考える機会

の提供ですとか、地元の事業者等の支援を得て行う

取組など、全県域で行う事業を実施してまいりたい

と考えております。

小野一彦委員

今の件なのですけれども、令和元年に県内調査で

羽後町と鹿角市を訪問して、こういう取組について

いろいろと話をお伺いしました。その際、羽後町で

は、若い人たちから「是非鹿角市と一緒に連携して

取組を広めたい。」という話をお聞きしました。

さっき課長がおっしゃったように地域間で協働の

話もあるのだとすれば、県が実施する全県域の取り

組みの中で、地域を越えて縦横無尽にといいますか

圏域にとらわれず、テーマに応じてそれぞれの

地域に暮らす若い人たちが参加するような取組があ

ってもいいと思います。あと、今後の取組を市町村

に期待するというのではなくて、県もきちんと次の

展開を政策として進めていくべきなのではないかと

思うのですけれども、そこら辺はどうですか。

次世代・女性活躍支援課長

羽後町と鹿角市につきましては、交流会を行った

というふうに聞いております。他の市町村において

もそういった活動が見られましたけれども、コロナ

の影響で活動が停滞している状況でございました。

県としては、こういった地域的なイベント等ではな

くて、全県域において、教育現場や市町村と連携を

図りながら、結婚、出産、子育てに関する機運の醸

成を図ってまいりたいと思っております。

小野一彦委員

このプロジェクトは、それぞれなりわいを持って

いろんな立場で生活している社会人の方々が、これ

からの秋田をこうしたいという思いで、時間を作っ

て取り組んで、交流会にまで発展したものだと思い

ます。県民自らの行動を全県域で展開していくには

やっぱりプロセスが必要だと思うのです。せっかく

これまでやってきた、人と人との出会い、いろんな

ディスカッション、そして一緒に力を合わせて取り

組むことができた経験というのは、予算の多寡では

なくて、これも全県展開の一つとして、引き続き県

がきちんと関わりを持って、世の中にアナウンスす

るとか、少し支援するとか、ほかの市町村に伝える

とかするべきではないですか。それこそ、県と市町

村の政策協働の場があるのですから、どうすれば若

い人たちの出会いの場を増やすことができるかとか、

そういう課題解決に対するムーブメントを起こす次

の展開として、令和２年度までに実施した事業を生

かすべきではないかと思うのですけれども、そこら

辺について、部長はどう考えますか。

あきた未来創造部長

本県では全国トップレベルの経済的支援をやって

おりますけれども、結婚したい、子育てをしたいと

いうマインドの醸成というのは、非常に重要なこと

であると考えております。

機運を醸成するには様々な手法があると思ってお

りまして、何が一番適当なのかといった辺りを検討

しながら、より効果の高いものをやっていきたいと

思っております。

小野一彦委員

行政が県民の方に無理強いといいますか 行政

成果を狙って、無理にこうしてほしいと言うことは

できないと思うのですけれども、プロジェクトチー

ムで動いてきた若い人たちのエネルギーというか、

目に見えない関わり合いみたいなものが、これから

も財産 資本として生かせるのではないかと思い

ます。是非そこら辺を新たなプランにおいても検討
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材料として進めていただければと思います。

あきた未来創造部長

そういった機運の醸成は大変重要だと思っていま

すので、次期プラン並びに来年度の当初予算に向け

て、その辺のところは検討していきたいと思ってお

ります。

鳥井修委員

そうすれば、実際に数字が出ているものに関して、

自分で調べた分も含めて、過去３年ぐらいのデータ

の要因や成果、課題について何点かお伺いしたいと

思います。

初めに、移住に関してです。移住について調べた

ところ、平成３０年度から実績は徐々に上がってき

ています。平成３０年度の移住者が２１７世帯

４１９人、令和元年度が２２７世帯４９４人、令和

２年度については決算説明資料に載っていますが、

３０３世帯５７６人ということで、右肩上がりで増

えています。取組の成果が出ているのだと思います

が、この結果をどのように分析し、成果をどのよう

に次に生かしていくか、今のところのお考えをお聞

かせください。

移住・定住促進課長

平成２２年度から移住の促進に取り組んできてい

るわけですが、委員御指摘のとおり、移住者数は毎

年右肩上がりで増えてきております。これは県だけ

の取組ではなくて、市町村と協働の取組といいます

か 市町村の取組も成熟されてきていますし、県

でも社会減の抑制に向けて様々な取組を強化してい

る成果だと考えております。

鳥井修委員

もう一つ付け加えて伺います。この成果を受けて、

今後もこのまま右肩上がりでいくのが理想だと思い

ますけれども、その対策についてはどう考えていま

すか。

移住・定住促進課長

昨今のコロナ禍によりまして、今地方回帰志向が

非常に高まりつつあります。また、テレワークが首

都圏で普及してきておりますので、これまでの取組

に加えまして、こういった新しい働き方を踏まえま

た、新たな人の流れを更に作っていきたいと考えて

おります。

鳥井修委員

では次に、Ａターンについてです。Ａターン就職

者数について、過去３年の数字を見ると大体横ばい

です。平成３０年度は１,１３４人、令和元年度

１,０５８人、令和２年度１,１２０人ということで

あります。コロナ禍の影響等もあると思いますが、

毎年度継続してやられている事業なので、ある程度

はその成果なり反省なり、また今後に対する課題等

も分析されていると思います。そこについてお知ら

せください。

移住・定住促進課長

Ａターンにつきましては、昨年度はコロナ禍によ

りまして、Ａターンフェアなどのイベントが軒並み

中止になったこともあって、前年度より数字は伸び

たものの、思ったほどではなかったという認識です。

また、特に今年に入りましてから、県内の有効求人

倍率が非常に高くなっており、技術職や専門的な資

格等を持つ人材の不足が課題だと認識しております

ので、そういった方のＡターンに向けて、今後力を

入れていかなければいけないと考えております。

鳥井修委員

たしか去年も、Ａターンフェアとかが中止になっ

たと思います。全国的な傾向として、コロナ禍でな

かなか首都圏でイベントを開催できない状況ですが、

この後ウィズコロナ、アフターコロナの中で、社会

減を減らすための施策として、積極的にＡターンに

取り組んでいかなければならないと思います。秋田

県として、他の県より一歩前に出るような行動を取

っていかないと、この後もまた厳しくなるのではな

いかなと思います。その辺はどのような認識でしょ

うか。

移住・定住促進課長

先ほど地方回帰志向が高まりつつあるという話を

しましたが、正に全国、それから地方の競争になる

と思っております。ですので、秋田の優位性ですと

か魅力を発信していかなければいけないですし、ま

た県内の企業におかれましても採用力の向上に取り

組む必要があると思いますので、県はそうした取組

を支援していきたいと考えています。

鳥井修委員

秋田県の魅力などのいろんな情報を様々なコンテ

ンツで発信されていると思います。自分でもいろい

ろと調べてみたら、いいコンテンツがいっぱいある

のに、なかなか多くの人には見られていないように

思うのです。２年前の決算特別委員会でも、多くの

方に秋田県の魅力を発信するために、ＳＮＳであっ

たりインターネット等のいろいろな媒体を使った情

報発信にもっと取り組まないといけないという話を

させていただきました。その辺の改善点というか、

現状も含めてお聞かせください。

移住・定住促進課長

例えば首都圏等に向けた情報発信、魅力発信につ

きましては、これまではＳＮＳあるいはＳＮＳで動

画を配信するといった取組が多かったと思います。

これまでは、例えば何回再生されたとか、何人が見

たかということに重きを置いてきたのですが、果た

して、真に届けたい人に情報が届いているのかとい

った分析が、いささか不十分だったという認識に至

っております。ですので、まずは情報を発信する前
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の段階から、きめ細かいターゲット層に応じた仕様

書を作成しまして、企画提案でターゲットに届けら

れるような事業の提案を出していただきたいと考え

ています。また、情報発信が終わった後は、例えば

グーグルアナリティクス（グーグルが提供するウェ

ブサイトのアクセス解析ツールのこと。）などで分

析して、どれほどの効果があったのか確認していき

たいと考えています。

先日広告会社の人から、今の県のやり方は果たし

てどうなのかについて意見も頂いておりますので、

こういった意見も反映して、より良いものにしてい

きたいと考えています。

鳥井修委員

前回も、「ターゲットをどこに絞っているのか。

こちらからの一方的な情報発信だけではなかなか伝

わらないのではないか。」という話をしたので、今

の話を聞いて安心しました。今課長がおっしゃった

とおり、誰に伝えるのかターゲットを決めて、しっ

かりとした客観的なデータも見ながらやっていくこ

とが大事ですので、今後ともよろしくお願いしたい

と思います。

次に、結婚者 成婚報告であります。これも過

去３年分調べてみたのですけれども、こちらは残念

ながら下がりぎみです。３年分の数字はしゃべりま

せんけれども いずれ令和２年度は１０３人とい

うことで、過去３年の実績に比べ、ちょっと下がっ

ているのですけれども、この分析についてはどうお

考えでしょうか。

次世代・女性活躍支援課長

今の話は、結婚支援センターにおける成婚報告者

数の話だと思います。結婚支援センターにおきまし

ては、登録会員を増やし、きめ細かいサポートをし

て成婚者を増やしていく取組をしております。昨年

コロナがございまして、対面による出会いの機会が

減ったことなどもあって、結婚に対するマインドが

下がっているということで、結婚に向かう気持ちが

先延ばしされる傾向が見られると聞いております。

そうした状況を受けて、結婚支援センターにおい

ては、昨年の１０月から対面ではなくてオンライン

による婚活事業を始めておりまして、新たな生活様

式に対応した新たな出会いの創出にも取り組みなが

ら進めてきた結果、相談件数、問合せ件数は増えて

きております。センターにおいては、今後こうした

新しい取組を進めながら、出会いの機会の創出や成

婚につながるようなきめ細かいサポートに取り組ん

でまいりたいと思います。

鳥井修委員

今の話は、コロナ禍でなかなか対面できないため、

オンラインを使うなどいろんな方法で、できること

をしっかりやっていくということだと思います。で

きない言い訳をするのではなく、どうしたらできる

かを前向きに捉えてやっていただければと思います。

実績が減った原因については、コロナ禍ということ

で十分理解できますし、この後また増えるような施

策を展開していただければと思います。

最後にもう一点だけ、ワーク・ライフ・バランス

のところをお願いします。女性が活躍して働き続け

られる職場を作るためには、やはり男性の育児参加

がすごく大切だと思っています。一昨年の決算特別

委員会で、民間企業の男性の育児休業取得率はどの

くらいか質問させていただきましたが、民間だと女

性が９３.７％、男性が６.２％で、当然男性のほう

がはるかに低い結果でした。また、県庁の取得率に

ついても質問しまして、その数字は書き留めなかっ

たのですけれども、多分民間より少し高かったと記

憶しています。現在、育休を取っている民間又は県

庁の方の数字が分かれば教えてください。

次世代・女性活躍支援課長

今年度は、人事課のほうで非常に強く県庁内に働

きかけを行いまして、対象者に対して各所属で取得

を促すなどした結果、期間は短い方が多いようです

けれども、８割を超える男性職員が取得したと聞い

ております。

鳥井修委員

期間の短い長いはあるかもしれないですけれども、

８割を超える方がしっかりとその制度を使用したと

いうことですね。一方、民間のほうはまだまだ低い

状況で、一昨年の６.２％という数字を見れば、ま

だまだ女性に負担がかかっていることが分かります。

行政が民間に対してどれだけ言えるのか 民間企

業にこうした施策をやっていただくのは難しいとこ

ろはあると思うのですけれども、やはり、男女がし

っかりと子育てに関わり、子供を育てるという文化

を作っていかなければいけないと思うのです。民間

に対するアプローチに関してはどのようにお考えで

しょうか。

次世代・女性活躍支援課長

県においては、あきた女性活躍・両立支援セン

ターを中心に、支援員（女性活躍・両立支援推進

員）が県内企業を回りまして、両立支援について啓

発をしております。次世代法（次世代育成支援対策

推進法）という法律に基づく計画（一般事業主行動

計画）を策定する企業が県内で非常に増えておりま

して、東北で届出率１位となっています。策定数と

しては増えておりますので、経営者の一定の理解は

進んでいると思います。ただ、今委員がおっしゃら

れたように、育児休業の取得につながるような計画

になっているのかというと、そこまで至っていない

ところもありますので、今後は計画の質についても

もっと啓発をして、経営者の理解が進むように、そ
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して経営者だけでなくて従業員に対しても啓発が進

むように取り組んでまいりたいと考えております。

鳥井修委員

率直に言えば、中小企業の中には、女性社員も少

なくて、その方に抜けられると仕事が回らないとい

うところも当然あると思うのです。それはそれとし

ながらも、少しでも職場環境に対する配慮の必要性

について これは経営者の考え方が一番大きいと

思うのですけれども 啓発活動を含めて継続的に

伝えていかないとなかなか変わらないと思います。

今までできなかったことが来年すぐできるようにな

るとは思いませんけれども、やっぱり継続して取り

組むことが必要ですし、中小企業でもしっかりそう

いう制度を活用できるという環境づくりが大事だと

思います。是非そういう施策を継続して展開してい

ただければと思います。

次世代・女性活躍支援課長

委員のおっしゃるとおり継続した取組が重要だと

考えておりまして、両立支援センターにおいても、

啓発のみならず、個々の企業の実情に応じた助言が

できるように、社労士（社会保険労務士）等の専門

家の派遣をしながら、きめ細かく個別の相談に応じ

た対応を取ってまいりたいと思っております。

宇佐見康人委員

育休関係で追加で質問させてください。

まず、県庁全体で男性の育休取得率が８割という

ことだったのですけれども、職員に対する働きかけ

が大きかったかと思います。

それと直接的には関係はないのですけれども

今県庁や国全体で女性の活躍推進のため、女性の仕

事と子育ての両立に向けた様々な支援をしていると

思うのですが、正直、なかなか国全体として女性の

活躍が進んでいないという印象です。その要因とい

うか、県としてはこう考えているというのがありま

したら教えてください。

次世代・女性活躍支援課長

女性活躍が必要だ、進めなければいけないという

意識を持っている方は多いと思いますけれども、そ

れを実行に移すことについては、なかなか制約があ

るのだと思います。例えば従業員の数が少なくて

ローテーションが回らないとか、そういった個々の

企業の事情がありますので進まないということが一

つです。それからアンケートの結果でも出ているの

ですが、女性の意識だけではなくて、やはり経営者

自らが継続して取り組んでいく姿勢が必要だという

意見も見られます。ですので、女性の意識と、企業

経営者の意識、この２つ 両輪が必要なのではな

いかと考えております。

宇佐見康人委員

総括審査や一般質問などでも何度も取り上げてい

るのですけれども、私は、配偶者の意識を変えなけ

れば女性の活躍というのは絶対に進んでいかないと

思います。前回の総括審査でも「男性側は育児に参

加するという意識が強いが、そうではなくて、男性

にとっても育児は権利だという意識を我々より下の

世代は今後目指していくべきだ。」と話しました。

今あきた未来創造部では女性活躍にフォーカスし

て、様々な事業を進めているのですけれども、例え

ば健康福祉部で、プレパパスクールなどの事業もや

っています。そういったところとの連携というのは

しっかり行っているものなのでしょうか。

次世代・女性活躍支援課長

委員のおっしゃるとおり、配偶者の理解というの

は非常に重要だと思います。こうしたものについて

は、企業で休みが取りやすい雰囲気があるかという

ことも関係しますので、やはり企業経営者の意識も

大変重要なものだと考えております。

また、今福祉との連携という話でしたけれども、

女性活躍推進会議（あきた女性の活躍推進会議）と

いう、県庁や県内の１２団体で構成している協議会

がございまして、県庁の福祉部門や教育部門、各関

係機関とも連携を図りながら情報を共有して、この

会議を進めております。そういった意味では県庁内

でも連携は図られているものと考えております。

宇佐見康人委員

経営者へのアプローチというのは分かるのですけ

れども、もっと積極的に、ダイレクトに配偶者へア

プローチしていく必要があると思います。言葉自体

が、女性が両立しなければいけないようなイメージ

が先行していて、幼稚園のママ友とたまに話すと、

「何で私たちが仕事と家事どっちもやらなきゃいけ

ないのか。」と言われます。旦那さんがごみ捨てを

しただけで「すごいね。」って言われたりするけど、

そういうのも違うんじゃないかと思います。ちょっ

と話がそれてしまうのですけれども 例えばごみ

捨てでも、「家からごみ捨て場までごみを持ってい

くのが男性の役目みたいな感じになっているけれど

も、その前にごみを集めてるのは私たちじゃな

い。」とか、結構そういった愚痴を聞かされたりも

するんです。

女性活躍支援のため、ほかの部署も含めてすばら

しい取組をいっぱいやっているとは思うのですけれ

ども、女性が社会で輝くためには、配偶者に対して

もっと家庭回帰しましょうというアプローチをして、

男性の家庭回帰という部分にももうちょっと力を入

れていかないとなかなか進まないと思います。

当然、各年代でそういったものに対する意識とい

うのは全然違うと思うのですけれども、今の３０代、

２０代とかに、それがスタンダードだという意識を

持ってもらえれば、我々世代がおじいちゃんになっ
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たときに、それがスタンダードな考え方になります。

時間は掛かりますが、先輩たちの意識を変えるより

もそっちのほうが結果的には早いと思うので、その

ように取り組んでほしいのですけれども、どうでし

ょうか。

次世代・女性活躍支援課長

やはり女性活躍推進のためには、男女のワーク・

ライフ・バランスの意識と実践が大事だと思ってお

ります。これにつきましては、先ほど企業経営者に

対するアプローチは両立支援センターで行っている

という話をさせていただきましたが、男女共同参画

センターで、働いている男性に対しての両立支援の

講座を開くなどして、男性に対する啓発も行ってお

ります。

また、若い世代の意識の醸成といったものも大事

だと考えておりまして、小学校、中学校、高校にも、

男女共同参画や両立支援に関する副読本を配付して

教育現場において活用していただいています。それ

から６月補正の事業でございましたけれども、子育

てのイメージをアップさせるために、男性が積極的

に家事、育児に参画している家庭の前向きな姿を皆

さんに情報発信するといった取組によって、若い世

代の意識を変えていくということもやってまいりた

いと考えております。

鈴木健太委員

移住・定住促進課長に幾つかお聞きします。

最初に、移住の数字が少しずつ上向いているとい

う部分で、先ほど課長から、市町村とも連携して取

り組んでいるという話がありました。私は、二、三

年前の委員会で、県がカウントしている移住者数は

県に登録した人の数だけを数えていると思うが、市

町村と県がそれぞれ把握している移住者の情報があ

まりリンクしていないので、もうちょっと連携した

ほうがいいのではないかと指摘したことがあります。

最近、市町村の移住の担当者と話していても、あま

り県のそういう 市に移住の相談があったら、県

にもちゃんと報告を上げるような関係にないように

思えるのです。今、２５市町村のうちどれぐらいう

まく連携できているのか、現状を教えてほしいので

す。

移住・定住促進課長

例えば「県にこういう相談がありました。」とか、

「何々市に行きたいという方がいます。」といった

情報については移住のシステムに入力しますので、

それを市町村がいつでも見ることができるようにな

っております。ですので、例えば県に相談があった

方の中に、自分たちの市町村に移住を希望する意思

を持っている方がどれくらいいるかといった情報は

共有されているところであります。

鈴木健太委員

逆はどうなのですか。

移住・定住促進課長

市町村からの情報共有は、確かにあまりされてい

ないかと思います。

（※３５ページで発言訂正あり）

鈴木健太委員

Ａターンだとか移住希望の人が最初に市町村に相

談に行ったときに、県の制度も使えるのに分からな

かったとなればもったいない話です。市町村側の情

報をきちんと県が把握していれば、移住者の 実

数の増加にはならないかもしれませんけれども

県の実績としては当然カウントされていく話なので、

もうちょっと連携したほうがいいのかなとは思いま

した。今後また取り組んでいただければと思います。

移住・定住促進課長

移住に関しまして、移住促進協議会（あきた移住

促進協議会）という、県、市町村、関係団体が一緒

になって年数回情報共有する場がありますので、そ

ういった場を活用しながら、今委員が言われたこと

について更に情報を共有できるように取り組んでい

きたいと思います。

鈴木健太委員

次に、効果測定についてですが、先ほど課長から

結構興味深い発言がありました。グーグルアナリテ

ィクスだとか、データ分析的な話がありましたが、

今いろんなところと話ししていて、どんな構想とい

うか 例えばどういう分析手法を使う可能性があ

るのか、現段階で言える範囲で教えてください。

移住・定住促進課長

今グーグルアナリティクスの話があったのですが、

あれを見ますと、例えば直帰率ですとかセッション

時間が分かりますので、例えば動画からウェブサイ

トに誘導してきた方が、そのページから一瞬でいな

くなったとすれば、効果としてどうなのかというの

が分かるとは思っています。また、分析といいます

か 情報の拡散についても、県の移住関連の情報

を県のウェブサイトに掲載していることは当然日常

的に周知していかなければいけないのですが、一般

の人の中にはそうした情報が県のウェブサイトに載

っていることを知らない人も結構いると思います。

県では移住関係の情報をフェイスブックで発信して

いるのですが、例えば、拡散力のある人にフェイス

ブックのフォロワーになってもらうだとか、そうい

った形で県の情報を更に発信していきたいと思って

います。

鈴木健太委員

分かりました。

最後になりますが、政策評価について伺います。

昨年、社会減の実績が３,０００人を切ったという

ことで話題になりました。１１月に最新の数字が判
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明するようですが、今現在の見込みといいますか、

予想数値みたいなものを教えてください。

移住・定住促進課長

８月末までの数字は把握しているので、残りあと

１か月分なのですが、仮に昨年と同じ数字だとすれ

ば３,０１０人前後になる見込みとなっております。

吉方清彦委員

私からも２点ほどお聞きしたいと思います。

まず、高等教育支援に関してお聞きしたいのです

けれども、決算説明資料でいくと２２ページと

１３９ページです。「質の高い学習の基盤となる教

育環境の整備」ということで、授業料及び入学金の

減免に要する経費を助成したとあるわけなのですけ

れども、これは消費税の増税に伴って行われた国の

高等教育支援制度のことですか。

高等教育支援室長

授業料及び入学金の支援については、高等教育の

無償化の流れで実施されたものになります。経済的

な不安のある方でも高等教育を受けられるように、

令和２年４月から新しい制度として開始されたもの

でございます。

吉方清彦委員

これは、多分消費税が１０％に引き上げられた際

に出てきた国の政策の一部だったと思うのです。年

収２３０万円から２４０万円ぐらいの低所得世帯の

学生が対象で、年間１００万円ぐらいの支援を受け

られて、あと生活費までもらえるという最大限の支

援制度だったような気がします。資料に、秋田大学

と国際教養大学、あと専修学校９校と記載がありま

すけれども、秋田県立大学はこの要件に入らないも

のなのでしょうか。

高等教育支援室長

２２ページの（１）を御覧いただきたいのですけ

れども、秋田県立大学、国際教養大学、私立専修学

校９校に支援しております。

吉方清彦委員

決算額が約１億７,０００万円ですので、一人大

体１００万円と考えても１７０人分です。実際にど

れぐらいの人数がどれぐらいの額の支援を受けられ

たものなのでしょうか。

高等教育支援室長

県が支援している県立大学、国際教養大学等に関

しましては これは国で金額を定めているのです

が 授業料については約５４万円を上限に支援し

ております。世帯収入に応じまして、その全額を支

援するのか、３分の２を支援するのか、３分の１を

支援するのかという区分が分かれてございます。家

族構成にもよるのですけれども、世帯収入が約

３８０万円以下の世帯であれば支援していくという

形になります。県が支援している２つの公立大学と

私立専修学校９校の支援人数なのですけれども、総

数で３９８人に対して支援を行ったという実績でご

ざいます。

吉方清彦委員

これは非常に大きいものだと思うのです。政府の

肝煎りの政策の一つだったと思うのですけれども、

秋田県の進学に対して大分プラスになったものです

か。そして、この制度を、皆さん 高校生とかも

よく知っているものなのでしょうか。宣伝はしてい

るものなのでしょうか。

高等教育支援室長

経済的に不安を持つ生徒に対しては非常にいい制

度で、高校側からも評判がいいと聞いております。

この制度に関しては、高校のほうでも周知をするこ

とになっていまして、高校在学中に予約する 申

込みをすることも出来ます。いずれこの制度は世帯

収入の審査が入りますので、早い段階から予約をし

て、大学に入学してすぐに支給を受けるという手も

ございます。高校等と周知を図りながら、今後とも

進めていきたいと考えております。

吉方清彦委員

この制度がスタートして１年くらいしかたってい

ませんが、例えば進学率が少しでも上がったとか、

そういった効果というものは見られたと感じられま

すでしょうか。

高等教育支援室長

具体的な進学率ですとか、そういったところはま

だ見えてきておりませんけれども、いずれそういっ

た数値も注意しながら進めていきたいと考えており

ます。

吉方清彦委員

コミュニティ生活圏のことについてお聞きしたい

と思います。決算説明資料の２１ページと１５１

ページです。この事業については、実は昨年もお聞

きしているのですけれども コロナの影響で、こ

ちらも事業自体実施できないものもあったと思われ

ます。そういった中で、昨年度はこの事業に

１,０００万円ほどのお金を使っていて、その中

の９９０万円ぐらいがコミュニティ生活圏形成推進

事業で、ワークショップ等を開催していて、そのほ

かコーディネーター育成事業８万円とか、生涯活躍

のまち推進事業で市町村との協議会開催が８万

７,０００円とか、そのぐらいの額になっている

わけなのです。コロナがあった特殊な状態の中で、

こうした事業というのはどういった形で進められた

ものなのでしょうか。

地域づくり推進課長

コミュニティ生活圏形成事業ですが、去年のコロ

ナで 今年も同じなのですけれども 非常にや

りにくい状況であります。本来であれば毎回職員が
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集落に足を運んで、ワークショップをしたり座談会

を行って、計画を作っていくという流れでやってい

るのですけれども、昨年度はコロナの状況を見なが

らできるだけ現場に行くようにしてやっております。

今年度の話をしますと、ずっと現場に行けない状況

が続いておりまして、ようやくここに来て感染状況

がちょっと落ち着いてきたものですから、今慌てて

夜に行ったり土日に行ったりして事業を進めて

いるという状況でございます。

吉方清彦委員

私や、あとほかにも集まりに出られた議員が何人

かいらっしゃるのですけれども、事業というのは予

定どおり進んでいると考えてもよろしいのでしょう

か。

地域づくり推進課長

今のところ予定どおり進んでいます。

吉方清彦委員

予定どおり進んでいるということは、それぞれの

地域の人がまちづくりについていろいろと話合いを

進めているということだと思います。各市町村でも

いろいろと似たようなことをやっていますし、実際

に私も見させてもらいましたが、結構ハードルが高

い事業だと思います。地域の皆さんそれぞれが「自

分のまちではこうしていく。」とか、「我々のいい

ところはこうだ。」とか、「これを生かしてい

く。」といったことを会議でいろいろと話し合って

きましたが、それが、実際の取組に結びついている

事例というのは、まだ出てきていないものでしょう

か。ワークショップの開催にしかお金が使われてい

ないわけだから、多分そういうことだと思いますが、

どうですか。

地域づくり推進課長

実際去年グランドデザインを作った集落につきま

しては、例えば、公民館を地区交流センターとして

再編しまして、多世代交流の取組を始めた集落や、

多世代の交流や買物ができる拠点を作った集落もご

ざいました。それから、頻発する自然災害への対応

としまして、自主防災組織を立ち上げるというよう

な集落もございまして、まだ完全に軌道に乗ってい

るわけではないのですけれども、徐々に成果が見え

始めてきている状況でございます。

児玉政明委員

移住・定住促進課の高校生の県内定着促進につい

てお聞きいたします。昨年は、コロナ禍の中でなか

なか難しい部分があったかと思います。高校生が県

内企業を知る機会ということで、数年前までは高校

２年生の主に就職希望者が多く参加していましたが、

それが高校２年生全体といいますか、進学希望者に

も広まっていき、決算説明資料には高校１年生を対

象とした見学会が開催されたと記載されていて、対

象がだんだん広がっていることが分かりました。資

料には、高校１年生の参加人数が３,８１６人、高

校２年生のほうが３,２２５人と記載されていて、

県内全ての学校が参加したわけではないと思うので

す。コロナの部分もあったと思うのですけれども、

取り組んでこられた人数について教えてください。

移住・定住促進課長

今御覧になっているのは、主要な施策の成果に書

かれている人数だと思います。ここに記載している

のは、県の予算を使って企業見学会、ガイダンスを

実施した学校の高校１年生の人数でして、実はこれ

とは別に、移住・定住促進課の予算を使わずに学校

独自でやっているものもあります。ですので、高校

１年生に関しては県内の全高校で、全生徒を対象に

やっているという状況であります。

児玉政明委員

そうすれば、高校２年生についても、資料に記載

されている人数のほかに、学校独自でやっている部

分もあるのですか。

移住・定住促進課長

高校２年生につきましては移住・定住促進課の予

算でやっている事業がメインなのですが、学校によ

っては、先ほど言った学校独自の取組に１年生以外

も参加しているところもあると聞いております。

児玉政明委員

早い段階から地元の企業を知るための取組が必要

だと言われています。その早い段階というのが、中

学生なのか、若しくは小学生まで広げるのか 地

域によってはそういったこともやっている中学校、

小学校もあると思いますけれども そこについて

はいかがでしょうか。

移住・定住促進課長

実は今県でも中学生に対する企業説明会を各振興

局ごとにやっております。小学生に対しては、我々

としては特段対象にはしておりませんが、やはりあ

る程度の年齢にならないとそういった意識は芽生え

てこないと考えています。小学生については、多分

教育庁のキャリア教育で、そういった職業意識を身

に付けるための取組がなされていると思っておりま

す。

児玉政明委員

地元の企業を知る機会は本当に大事だと思います

ので、引き続き行っていただければと思います。

それともう一点お願いします。若者チャレンジ応

援事業について、地域づくり推進課にお聞きいたし

ます。昨年度は応募３１件中採択が５件で、チャレ

ンジ支援件数が１４件となっています。この１４件

は、それ以前に採択された方も含めての数字という

ことでよろしいですか。

地域づくり推進課長
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これは２年間の支援が受けられるという事業なの

で、令和元年度に採択された人と令和２年度に採択

された人を合わせて１４件でございます。

児玉政明委員

事業費も結構な金額になると思います。競争率も

激しいといいますか、昨年度は応募３１件中、採択

は５件です。この点について、採択されなかった人

方が更にチャレンジできるとか、そういった部分は

どうなっていますか。

地域づくり推進課長

毎回民間の方も入って審査会を開催して、そこで

審査をした上で採択者を決定しているのですが、審

査会で出された意見や、書類審査で出された意見を

ペーパーにまとめて、採択されなかった方にお伝え

しながらアドバイスもしております。また、採択さ

れなかった方が再度チャレンジすることも可能でご

ざいます。

児玉政明委員

事業がスタートした令和元年度に採択された方は、

今現在活躍されていると思うのですけれども、そう

いった事例をちょっと教えてください。

地域づくり推進課長

何件かうまくいっている方がいらっしゃいます。

例えばですけれども、美郷町の商店街の店舗を改修

してジェラート屋をやっている方がいます。その方

は、イタリアのジェラート大学に留学に行って勉強

して、今は地元の食材を使ったジェラートを作って

いるのですが、このジェラートが大変好評で、お店

も非常に盛況でございます。それから田沢湖畔でサ

ウナをやっている若者がいます。その方は、全国の

サウナを勉強しに行って、その後、地元田沢湖でサ

ウナを始めたのですが、サウナに入ったあとそのま

ま湖に飛び込めるということを売りにしていて、今

は大盛況で、予約が取れないぐらいの人が来ている

そうです。あと最近新聞にも出ていますけれども、

旧男鹿駅を改修して、酒蔵にしようという方もいら

っしゃいます。間もなくオープンだと思いますけれ

ども、最初はどぶろくの販売を始めるというふうに

聞いております。ということで、徐々に芽が出てき

ているという状況でございます。

児玉政明委員

自分の夢の実現でもあるし、地域の元気につなが

るような取組も大いにあると思いますので、是非引

き続き応援していただけるようによろしくお願いし

たいと思います。

小山緑郎委員

地域づくり推進課にお聞きします。決算説明資料

の２１ページに「住民主体による地域のにぎわいづ

くりや地域課題の解決に向けた取組を行う１１団体

に助成」と書かれていますけれども、この内容や評

価、今後の取組について説明願えればと思います。

地域づくり推進課長

これは、地域づくり活動を行っているＮＰＯや市

民活動を行っている民間団体が実施する、地域の活

性化に資するような取組に対する補助金でございま

す。令和２年度は１１件に支援しておりまして、例

えばＮＰＯ法人が行いました、コロナ禍における避

難所の運営について学ぶ体験型イベントの開催です

とか、あとは秋田まるごとオンラインフェス実行委

員会が主催するイベントで 今年もやるようです

けれども コロナ禍でなかなかリアルな旅ができ

ない中、オンラインを活用して、秋田を代表する各

地のお祭りや食材などをライブ配信した取組等がご

ざいます。

小山緑郎委員

分かりました。引き続き何とか地域のために支援

をお願いできればと思います。

あともう一つ、全体を通して伺います。秋田県は

人口減少率全国１位で、少子化も進んでいますし、

なかなか若い人の人口流出も止まりません。私は県

外に勉強しに行くことはいいと思うし、それは反対

しませんけれども、秋田に戻ってくることを考えた

とき、県民アンケートの結果を見れば、県内には賃

金の問題も含めてやってみたい仕事がないという意

見があります。けれども、県内にも仕事はいっぱい

あるのです。皆さんのいろいろな取組で、Ａターン

は１,１２０人、移住者は５７６人と、非常にいい

結果が出ていますが、人口減少に歯止めがかかって

いないわけです。これは、秋田県にとって長年の課

題で、何十年と取り組んできた中でも、なかなか結

果を出すのは難しいと思うのですが 別に他県と

競争するわけではないですけれど これは秋田県

にしかないというような思い切った、特徴ある取組

を今後考えていく必要があると思います。もしその

辺りの今後の考えがありましたら、何とかお願いで

きればと思います。難しい問題ですみません。

移住・定住促進課長

確かに今言われましたとおり、様々な取組を行っ

てきていますが、なかなか県民の方に満足いただけ

るような結果になっていないというのが実情であり

ます。ただ、今実施している施策の中で、奨学金の

返還助成につきましては、昨年度の実績でいきます

と、１,３０８人に対して総額１億５,０００万円弱

のお金を支給しているところであり、これは全国的

にも非常に突出した人数、金額です。秋田県の制度

は、専門人材以外も対象としており、正規雇用、非

正規雇用を問わず、広く一般的に支給するもので、

全国の中では突出した制度であると考えております。

ただ、これだけでは今言われたような成果を獲得

することはできません。我々としては 産業政策
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とともに進める必要がありますが これまでもや

ってきた秋田暮らしや県内企業の魅力 例えばあ

まり知られてはいないけれど、世界や全国に誇れる

技術を持つ企業もあるといったことを、まずは多く

の方に伝えていきたいと考えております。

小山緑郎委員

分かりました。これは我々議会側にも責任がある

問題なので、何とか今後いい議論をしながら、県の

ために頑張っていければと思いますので、いろいろ

といいアイデアを期待したいと思います。よろしく

お願いします。

小野一彦委員

自分が住んでいる東由利（由利本荘市東由利地

域）は、平成の大合併の前までは独立した市町村だ

ったのですけれども、去年東由利で生まれた子供は

４人、今年は今のところ１人だそうです。これを聞

いて、自分は今まで一体何をやってきたのかと思い

ました。

今までに類例のない広域的な基礎自治体が県内各

地に出来て、いろんな政策的な能力もあって、県が

全てやるということではないのかもしれませんが、

県はあきた未来創造部を作り、しかもその前から県

と市町村が協働して課題解決に向けて取り組んでき

たのです。今、コロナもリスクですけれども、人口

減少問題はすごくリスクです。私の会派の名前（人

口減少に立ち向かう県民行動会議）の関連もあって、

藤里町のＮＰＯの方ともやり取りしているのですけ

れども、藤里町で生まれた子供の数は東由利と似た

ような状況だそうです。

なので、ワーケーションやリモートワークの取組

を進めて、去年知事が日経に出したああいう部分

（日本経済新聞に掲載した、リモートワークで秋田

暮らしの実現を呼びかける知事メッセージのこ

と。）なども是非生かしていただいて、秋田市だけ

ではなくて、由利本荘市のどこでも、もっといろん

なところに一人でも多く来るような、そういう取組

を危機感を持って是非やってほしいと思うのです。

それは正に小山委員のおっしゃるところと同じです。

そうしたことを是非プラン（新秋田元気創造プラ

ン）に盛り込んで 誘致企業対策とか中山間地域

対策とかいろいろあると思うのですけれども あ

きた未来創造部としても、テレワークによって職場

から離れた地域にも住めるとか、例えば県庁職員も

３日に１回出勤すればいいから住みたいところに住

めるようになるとか、そういう取組を是非進めてい

ってほしいと思います。

あきた未来創造部長

人口減少問題の克服は、次期プランの大きな命題

です。人口減少問題の対策を練る当部としても、人

口減少に少しでも歯止めをかけるための有効な対策

がないのかどうか、県だけでは実行できないことに

ついても、市町村と一緒になりながら考えていると

ころでございます。

今、次期プランの検討を進める中で賃金水準の改

善が大きなテーマになっておりますけれども、我々

としては、職場環境の改善などの取組を、その情報

を必要としている人たちにしっかりと届けて、そこ

に大きな魅力を感じて秋田にまた戻ってきてもらう

といった対策が一つあるかと思っております。

先ほど来、社会減や自然減の話が出ていますが、

やはりキーとなるのは若者 特に将来の出生数を

考えますと、若い女性の方です。県内でも、社会減

について男性と女性を比べると、どうしても女性の

人数が多いということもございますので、若者、特

に女性の方が一度首都圏等に行っても何とか秋田に

戻ってきてもらえるように重点的に取り組んで、社

会減の抑制、さらにはその先の出生数の増加に持っ

ていければいいと考えております。

佐藤信喜委員

人口減少対策というのは、目標を立ててもなかな

かそこに到達できなくて、本当に大変な状況ではあ

るのですが、何事にも立ち向かって諦めずに頑張っ

ていただければということをまず一言お願いしなが

ら、質問に移りたいと思います。

私からは、地域おこし協力隊についてお聞きした

いのですが、決算説明資料に「募集イベントをオン

ラインにより開催した」とか「協力隊の活動の活性

化、退任後の定着を図るため、先輩隊員による研修

会を開催した」とか「隊員への相談対応を行った」

と記載されています。実際に協力隊員として来た方

々のうち、定住した方もいれば、もちろん秋田から

離れていった方もいると思うのです。どういった方

が定住につながったのか、出ていった方々はどうい

う思いで出ていったのかとか、そういった状況とい

うのはどのように把握しているものでしょうか。

移住・定住促進課長

まず、地域おこし協力隊の状況ですけれども、令

和３年７月１日現在で、これまで２２６人の受入れ

をしており、そのうち退任された方は１５０名です。

任期は１年から３年で、任期前に辞めたり任期後に

秋田を離れた方がいらっしゃるのですが、いずれ主

な原因としましては、短期で辞めた方につきまして

は、最初の募集段階で仕事の内容について募集者と

の意思疎通がうまく図れなかったパターンが多いと

聞いております。また、我々は在任中から、任期が

終わった後の起業の促進ですとか様々な定着対策を

やっているのですが、任期満了で帰られた方につき

ましては、そういった部分でちょっと合わなかった

方なのかなと思っております。

佐藤信喜委員
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分かりました。そのように状況を把握しているの

であればいいのですが、隊員の方々の生の声を聞く

と、せっかく秋田を盛り上げよう、活性化に力を貸

したいという思いで応募して来たのに、結局は

今はなくなったのかもしれないのですけれども

行政から臨時職員的な対応を迫られたり、地域の方

々となかなか打ち解けられないといった、いろんな

不満の声もありました。

やはり隊員の方々というのは、首都圏に出ていっ

た県内出身の方が、これを機に秋田に戻って地域活

性化に取り組みたいだとか、県外の方が秋田に来て

秋田を活性化したいといった強い気持ちで多分来て

いると思うのです。隊員同士の情報共有というのも

分かるのですが、その先にやはり市町村の担当者若

しくは民間の方々と情報交換をしていきながら、協

力隊の在り方をもっと前面に出していくというか

応援していくようなことは検討できないものでし

ょうか。

移住・定住促進課長

実は今年度から、市町村の職員を対象に、先ほど

話したような募集段階のミスマッチを防ぐための研

修ですとか、あるいは定住に向けた研究会というも

のを開催しております。また、あわせまして地域お

こし協力隊の皆さんには、協力隊のＯＢ、ＯＧの方

を通じまして、秋田への定住に向けた様々な支援を

行ってきております。市町村職員、そして協力隊員

の双方に対して、秋田に残ってもらうための取組を

強化していきたいと思っています。

佐藤信喜委員

協力隊員が任期の間頑張っていく、その思いはそ

れぞれ違うと思うのです。ただ、前に西日本の取組

を調査したときに、第１期の協力隊にはこういった

取組をしてほしい、後任の方にはそれに続くような

取組をしてほしいというような、ストーリー性のあ

る取組をされていました。具体的には、１期目の協

力隊員には民泊をやってほしい、その次の段階では、

民泊事業で流れてきた人から投資を得て、その地域

を作っていくというか、新たなコミュニティを作っ

ていく取組をしてほしいという、ストーリー性のあ

る取組をしている事例も聞いたことがあるのです。

秋田の場合、私が聞いている中では、隊員によっ

てそれぞれ事業が転換していくようです。その地域

によって違いはあると思いますが、もうちょっと方

向性を持った取組に誘導できないものでしょうか。

あとは、県内の取組で、優良事例といいますか、そ

ういったものというのは何かありますか。

移住・定住促進課長

よく知られているのは五城目町の地域おこし協力

隊の取組で、非常にうまくいっています。今、ＢＡ

ＢＡＭＥ ＢＡＳＥ（五城目町地域活性化支援セン

ターの愛称。五城目町が開設した廃校シェアオフィ

スで、地域おこし協力隊の活動拠点になってい

る。）に、全国から様々なスキルを持った方が集ま

ってきて、いろんな化学反応を起こしているという

状況です。ほかの市町村の方にもそういった事例を

見ていただいたりしておりますし、是非そうなって

ほしいと考えています。例えば五城目町では、町の

職員 会計年度任用職員として雇うのではなくて、

ある業務を委託するというやり方で、地域おこし協

力隊の方にいわゆるミッションを与えて、その範囲

で自由にやっていただくといった取組も行っており

ます。そういった様々なやり方を紹介しながら、地

域おこし協力隊の皆さんが秋田でやりがいのある仕

事を持って、更に定着していただけるように取り組

んでいきたいと思っています。

佐藤信喜委員

ＢＡＢＡＭＥ ＢＡＳＥは、誰もが知っている県

内の大きな取組だと思います。ただ、それに次ぐと

いうか 県内２５市町村、全てを輝かせることは

無理かもしれませんが、やはり目標としては、それ

ぞれの地域に光ったものを創出していくように、行

政として誘導していっていただければ大変ありがた

いと思っています。市町村によっては市町村内の取

組で終わる場合もあるのですが、広域的に取り組み

たいとなった場合は、地域振興局であったり県庁の

方々がしっかりと支えて、取組を広げていってほし

いと思います。この後もしかすれば広範囲的な取組

であったり全県一本の取組を検討するような、アイ

デアのある方が地域おこし協力隊員になってくれる

場合もあると思うので、何とか盛り上げていってほ

しいということをお願いして、質問を終わりたいと

思います。

委員長

審査の途中ですが、いったん休憩します。再開は

午後３時１０分とします。

午後 ２時５７分 休憩

午後 ３時 ９分 再開

委員長

委員会を再開します。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

移住・定住促進課長

先ほど、移住者に関する市町村との情報共有に関

する鈴木委員の質問に対して、県は移住システムで

市町村の情報を見られるとお答えしました。その逆

の、市町村の情報を県が見られるかという部分につ

いて、そうした情報を公開していいと条例で定めて
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いる市町村につきましては、県でもその情報を見る

ことができるシステムに、昨年度改修しています。

そういう状況だということを訂正して補足させてい

ただきます。

（※２９ページの発言を訂正）

鈴木健太委員

全市町村の情報が見られるのですか。それと、そ

の利用状況を教えてください。

移住・定住促進課長

県で見られるのは、現在約半分の市町村となって

おります。

佐藤信喜委員

移住体験オンラインツアーを１０回開催して、延

べ３６５人参加したということなのですが、実施し

た結果、どういった意見等があって、そこから先に

どうつなげていけそうだという感触があるかお知ら

せください。

移住・定住促進課長

移住体験オンラインツアーにつきましては、合同

で実施した市町村もありますので、１３市町村にお

いて計１０回開催しております。昨年度は、県が全

て予算化しまして、市町村の実施内容に対して一定

のルールを設けて、県が主導して実施しました。今

年度は、全体のコーディネートは県がしますが、そ

のほかの部分についてはある程度市町村にお任せし

まして、市町村の自主性を生かしながら、更に昨年

よりもステップアップしたものにすることとしてお

ります。

佐藤信喜委員

コロナ禍ということもあって、今のオンラインツ

アーが即移住につながることはなかなか難しいかも

しれません。しかし、実際に体験して秋田を知って

もらうというのは非常に大事なことだと思います。

こういった取組がプラスになっていくように、県は

サポートしてほしいという思いであります。

移住体験オンラインツアーと、リモートワークや

ワーケーションの事業は、何か関連性を持って検討

されていたものなのでしょうか。

移住・定住促進課長

昨年度につきましては、特段リモートワークや

ワーケーションの事業との関連性は持っておりませ

んが、それぞれの市町村におかれましては、ワー

ケーションの実施に通じる地域資源などを積極的に

ＰＲしていたところであります。

佐藤信喜委員

やはりリモートワーク、ワーケーションというの

も今話題のキーワードですので、今後は県内のそう

したポイントとなる取組につなげていただければと

思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。

移住・定住促進課長

リモートワークやワーケーションにつきましても、

県だけで取り組むのではなくて、市町村にも頑張っ

てもらわなければいけないと考えております。今委

員がおっしゃられたように、それぞれの市町村の魅

力は何で、どうやって首都圏から人を呼び込むかと

いった視点で、市町村と一緒に取り組んでいきたい

と思っております。

佐藤信喜委員

行政とのつながりは非常に大事なのですけれども、

リモートワークやワーケーションの施設には、行政

が誘導しながら作ったものもあれば、民間が独自に

立ち上げたものもあると思います。官民どちらが作

ったかにかかわらず、しっかりと受入を広げていく

ような取組につなげていただくようお願いします。

次に、お互いさまスーパーのことなのですけれど

も、決算説明資料には「ネットワーク会議を３回開

催し、相互の情報共有や機能強化を図った」と記載

されていますが、飽くまでも五城目町、由利本荘市、

羽後町、大仙市の４か所だけがこの会議を開催した

ということでよろしいでしょうか。

地域づくり推進課長

だけがといいますと……。

佐藤信喜委員

ネットワーク会議は、この４市町だけが集まって、

課題であったり、そういったことを話し合ったので

すか。

地域づくり推進課長

そうです。それぞれの運営状況ですとか課題を共

有して、自分たちの取組に生かしていくという趣旨

の会議でございます。

佐藤信喜委員

分かりました。それもやはり大事ではあると思い

ます。ただ、そこで出た課題であったり良さという

部分を、それ以外の市町村にもしっかりと広げてい

くことも大事だと思います。今はまだ大丈夫だとし

ても、将来、例えば地域にスーパーがなくなる可能

性もありますし、自分たちの地域にもお互いさま

スーパーが欲しいと考えている市町村もあると思う

のです。ネットワーク会議を開催した後に、その情

報を各市町村で共有することができれば、また次の

お互いさまスーパーの立ち上げにつながるのではな

いかと思うのですが、その点についてはいかがでし

ょうか。

地域づくり推進課長

先ほどコミュニティ生活圏の成果のところでもお

話ししましたけれども、県北の田代地区（大館市山

田地区）で、このたび交流サロンの機能を併せ持っ

た買物施設が出来まして、そこも将来的にはお互い

さまスーパーに位置づけたいと思っています。最近

もある市町村から、地元の空き施設を活用して、そ
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うしたことができないかという問合せも来ています

ので、既存の施設でうまくいっているところの情報

を共有して、今後の対応に生かしていきたいと考え

ております。

佐藤信喜委員

ありがとうございます。

最後に部長にお聞きしたいのですが、この後、県

財政も非常に厳しくなっていくことが予想されます

が、一方で予算を活用しながら、こういった課題を

しっかりとこなしていくことも必要だと思います。

将来的に本当に財政が厳しくなっていく中で、今少

しずつでも結果を出していかなければいけない状況

にあると思うのですが、そうしたところについて、

部としての意気込みをお聞かせください。

あきた未来創造部長

委員のおっしゃるように、人口減少対策は大変息

の長い取組だと思います。取り組んだ結果が人口の

増減に短期的に ストレートに反映するというも

のでもありませんので、我々としてもその辺を踏ま

えまして、社会減対策、自然減対策、地域づくりの

３つの大きな視点で、限りある財源を有効に使いな

がら人口減少対策に取り組んでいきたいと思ってお

ります。

いずれ先ほども申しましたが、県だけでそうした

対策全てを完結するというわけにはいきませんので、

市町村や関係団体とも協力しながら、いい取組であ

れば横展開をしていって、少しでも効果を全県に発

現できるように、来年度予算についても十分検討し

ていきたいと考えています。

薄井司委員

今の佐藤委員の質問に関連してお伺いしたいと思

います。集落支援員という制度がありますが、県に

は今何人ぐらい配置していますか。

地域づくり推進課長

県としては当課に２名配置しております。あとは

市町村で、２市２町に８名、計１０名活用していま

す。

薄井司委員

実際にその活動内容を見て、各市町村でどういっ

た反応が出ているか把握していますか。

地域づくり推進課長

全員の状況は把握しておりませんが、県南のある

市町村の集落支援員は県外出身の方で、もともと地

域おこし協力隊として相当頑張ってこられて、今で

は地域に精通していて、集落支援員として活躍して

おります。また、ある意味集落の中心人物的な存在

として、非常に頼りにされている方も存じ上げてい

ます。あと当課の集落支援員２名は、年がら年中集

落に赴いて、座談会をしたりする中で新たな情報を

引き出して、それをインターネット等で情報発信し

て、地域の元気につなげるというような活動をして

おります。手前みそですけれども、非常に頑張って

おります。

薄井司委員

先ほど来出ているお互いさまスーパーの話ですが、

今全県で４か所にそういった施設があると思います。

そういう施設で一番問題になってくるのは、運営す

る人だと思います。やっぱり地域のことをしっかり

把握している人が必要だと思うのですが、そういっ

たところに集落支援員を置くという考えはないもの

ですか。

地域づくり推進課長

先ほどお話しした県南の集落支援員は、正にお互

いさまスーパーの運営に直接携わっておりまして、

理想的な姿だとは思っております。ただ、ほかのお

互いさまスーパーについては、必ずしも集落支援員

がいなくても、正にお互いさまというか 支えの

精神で、ボランティアという形で運営して、うまく

いっているところもありますので、集落支援員が必

ずいればいいというものではないとは思っておりま

す。

薄井司委員

多分事業が進んでいけば、人がどうしても足りな

くなると言えばいいですか ずっとボランティア

でやるのは非常に難しい場面も出てくると思います。

いろいろな機会を通じて、集落支援員という制度を

周知していただきたいと思いますので、そこら辺は

ひとつよろしくお願いします。

地域づくり推進課長

集落対策に関する協議会というか、全市町村が参

加する会議を毎年開催しておりますので、そういっ

た中で、地域おこし協力隊ですとか集落支援員の活

用についても働きかけてまいりたいと思っておりま

す。

薄井司委員

例えば先ほど鈴木課長から、地域おこし協力隊の

募集の関係で市町村にも情報提供しながらといった

話がありましたが、地域おこし協力隊の活動終了後、

続けて集落支援員もやれる、ちょっと長いスパンで

活動できるということを、地域おこし協力隊を募集

する際に情報提供してはどうかと思っているのです

が、いかがですか。

地域づくり推進課長

おっしゃるとおり、そういう活用の方法もござい

ます。地域おこし協力隊をやられた方が集落支援員

として活躍している事例もございますので、今現在

そういうＰＲはしていないのですけれども、今後は

そういった形での情報提供をやってまいりたいと思

っております。

薄井司委員
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限られた県予算だと思いますので、集落支援員に

ついては国からの財政支援もありますから、そこら

辺を是非うまく活用していただければなと思います。

地域づくり推進課長

地域おこし協力隊も集落支援員も、国の手厚い支

援がある 地方交付税で措置されておりますので、

積極的に活用するように進めてまいりたいと思いま

す。

薄井司委員

質問を変えたいと思います。子育て支援の関係で、

決算説明資料１９ページの放課後児童クラブについ

てです。この事業は、多分県で補助金を支給してい

ると思うのですが、どのくらい県が関わっていると

言えばいいか 「ああしろ、こうしろ。」と県が

指示できるものですか。

次世代・女性活躍支援課長

子どもの居場所づくり促進事業ということで、放

課後児童クラブを運営する市町村や施設 こちら

は市町村を通してですが に対して運営費を補助

しております。また、市町村の計画で定められた施

設改修や新規創設に対する整備費用の補助もしてお

ります。基本的に市町村が主体となって運営してお

りますけれども、今回のコロナ対策においては、国

からのいろんな通知を県を通じて市町村にきちんと

お伝えしましたし、市町村の状況についても県のほ

うでしっかり把握するということをやっております。

薄井司委員

基準に基づいてそれぞれ補助金が支給されている

と思うのですが、一定の予算の枠内で支給されるの

ですか。

次世代・女性活躍支援課長

運営費に関する経費の一部を国、県、市町村で３

分の１ずつ補助する制度でございます。

薄井司委員

県として待機者に関してはどのような対応ができ

るのか確認したいと思います。

次世代・女性活躍支援課長

放課後児童クラブの待機児童は、令和２年度で

５２名おりました。待機児童については市町村のほ

うで調整するほか、施設が不足する場合は整備計画

にのっとって整備するということで、県は施設整備

に関する支援を行っております。

薄井司委員

分かりました。そうすれば、市町村にいろいろと

働きかけてみたいと思います。ありがとうございま

す。

髙橋武浩委員

県と市町村間の協働推進についてお伺いします。

決算説明資料に「未来づくり協働プログラムにつ

いて９プロジェクトの事後評価を実施した」とあり

ます。これで２５市町村のプロジェクトが全て終わ

ったというふうに思うのですけれども、一つ一つの

事業が終わると、様々な課題とか新たな取組などが

出てくると思います。事業が終了したプロジェクト

について、例えば翌年度、翌々年度に検証とかはさ

れているものでしょうか。

地域づくり推進課長

事業が終了した翌年度に、今委員がおっしゃった

ような事業評価を実施しておりまして、経済波及効

果の分析までやっております。その後については、

特に制度としてはないのですけれども、毎年度施設

の利用状況を聞くなどしております。今年も夏場に

ヒアリングを兼ねて取材に行って、ウェブサイトに

その状況を上げるなどのフォローをしようと思って

いたのですけれども、コロナでそれが実施できませ

んでした。今、感染状況が落ち着いてきたので、多

分来週ぐらいから現場に行って、そういったフォ

ローアップをしたいと考えております。

髙橋武浩委員

確かにコロナでいったん状況が冷え込んだので、

設定した目標に取り組む方法とかも変えざるを得な

いというのが現状だと思うのです。せっかく県と市

町村が協働で取り組んだ事業ですので、県も関わり

を持ちながら、全県的な取組としてアドバイスする

ような形の検証が必要です。コロナが落ち着いてア

フターコロナになれば取り組み方も若干変わってく

るでしょうが、そうした検証作業を進めてもらいた

いと思います。

地域づくり推進課長

委員のおっしゃるとおりでございまして、中には

コロナであっても非常に利用が増えているような優

良事例もございます。そういったところの状況を分

析させていただいて、いいところは是非ほかの施設

にも活用してもらえるように、情報を共有していき

たいと思っております。

髙橋武浩委員

是非そういったＰＲを積極的にやってもらえれば

と思っております。

あと、関係人口の創出についてであります。これ

までは対面形式で地域づくりに関する事業を実施し

てきたと思うのですけれども、昨年来コロナという

ことで、地域づくりの交流事業とかをオンラインな

どで開催されていると思います。昨年度オンライン

でいろいろと頂いた意見などは、令和３年度にどう

いうふうに生かされているものでしょうか。

地域づくり推進課長

まず、令和２年度の交流事業につきましては、予

算計上段階では、全部リアルで お互いに行った

り来たりして交流を深めようというもくろみであり

ましたが、コロナの影響で全てオンライン開催にな
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りました。本来であれば、やっぱり秋田に来ていた

だいたり、向こうに行ったりして関係性を深めるの

が理想です。コロナでそれはかないませんでしたが、

オンラインでもある程度実施できることが分かりま

したので、今年度の事業につきましては、予算計上

の段階からオンラインを前提に事業を組んでおりま

す。オンラインですので、おかげさまで、今のとこ

ろ順調に交流できております。今、感染状況が落ち

着いてきたので、向こうから秋田に来てもらうとい

うことを考えておりまして、もしかしたら冬頃には

実施できるかと思っております。

この事業に限った話ではないと思うのですけれど

も、オンライン開催という、今まで全く想定もして

いなかったことが実施できるようになり、その点は

良かったと思っております。参加者からも非常に好

評でありまして 好評なのは想定できたのですけ

れど 大事なのは、この関係性を何年も続けて、

関係性を深めていくことだと思っておりますので、

できるだけ継続するようにしてまいりたいと思いま

す。

髙橋武浩委員

コロナ禍においても、オンラインという形で交流

が継続されて、いろんな良い意味での意見などもも

らえたという説明でしたけれども、一方で、地域づ

くりに関わっている地元の活動がコロナで停滞して、

地域の活力が落ち込んできている 地域力が低下

してきているという現状もあります。コロナ収束後

は、コロナ流行以前に行われていた地元の活力を生

かした取組とオンラインをうまくマッチさせた取組

に力を入れてほしいと思うのですけれども、その辺

はどのように進めていくお考えでしょうか。

地域づくり推進課長

私も全部に参加しているわけではないのですけれ

ども、非常にいい関係性が出来つつあるとは思って

います。例えばオンラインに全然無縁な集落の高齢

の方も大勢いらっしゃる中で、実際にオンラインで

やってみたら、高齢者の方からも「わあ、良かった

な。」という感想がありました。あまりプラスの話

ではないのかもしれませんが、そういう意味では活

力が湧いてきているというところもあります。答え

になっているか分かりませんが、オンラインも使い

つつ、リアルの交流もできるだけやるように、ハイ

ブリッドでやってまいりたいと思っております。

髙橋武浩委員

是非とも良い意味での刺激を与えて、地域を活気

づけるように取り組んでいただければと思います。

ちょっと質問を変えますけれども、ふるさと納税

についてはあきた未来創造部でよろしいのでしょう

か。決算説明資料にはふるさと納税そのものの記載

がないので、大きい意味での質問になるのですが

県のふるさと納税の寄附メニューは、「明日の秋

田を担う人材を育てたい」とか「活力ある秋田づく

りを応援したい」などの大きなくくりになっていま

す。私、昨年の一般質問で、生活環境部に多頭飼育

の関係で、「動物にやさしい秋田県という看板を掲

げているのだから、県でも、ふるさと納税の寄附メ

ニューに、例えば動物愛護に関するものを加えては

どうか。」とお尋ねしたことがありました。ふるさ

と納税の所管はあきた未来創造部だということだっ

たので、そのときは活用したいという答弁で終わり

ましたが、後でいろいろ説明をお聞きしたら、各市

町村でそれぞれ特徴のある寄附メニューを準備して

いるので、市町村の取組にあまり影響しないように、

県のメニューは大きいくくりにしているという話で

したが、そういった考え方でよろしいですか。

あきた未来戦略課長

ふるさと納税につきましては、今現在５つの具体

的なメニューと、あと、使い方は県にお任せという

メニューで実施してございます。動物愛護に関しま

しては「活力ある秋田づくりを応援したい」という

メニューを選択した方の寄附金額の一部を事業に充

当している状況でございます。

髙橋武浩委員

例えば数年前に秋田犬ブームがありましたが、秋

田犬といえば大館市だろうということで、大館市に

寄附がいくようにという配慮があったと思います。

県の場合、動物愛護に関して、ふるさと納税の寄

附額から数十万円程度活用させていただいていると

いう話でした。今県の動物愛護センターの状況を見

ると、犬や猫が結構収容されていて、施設がパンク

状態になるような話もちょっと伺っています。そう

した中で、去勢やワクチンの費用だったり、「こう

いった多頭飼育の状況があるよ。」とか「責任を持

って動物を飼おう。」といったＰＲ費用に使える、

大きい意味での動物愛護という寄附メニューがあれ

ば、それぞれの市町村の出身者でなくても、秋田県

への寄附につながると思うのです。

企業版ふるさと納税のほうでは、例えば白神山地

の自然保護や動物愛護といった具体的な事業につい

て寄附を募集しています。普通のふるさと納税でも、

例えば教育立県あきたやウッドファーストあきた、

スポーツ立県あきたなどの、今秋田県が力を入れて

いる内容を大きく前面に出せば、例えば、秋田をス

ポーツで応援したいという方からの寄附につながる

と思うのです。そういった考えは県としては持って

いないのでしょうか。

あきた未来戦略課長

今用意しているメニューは、非常に大きなくくり

になっていますが、それぞれのメニューの例として、

委員がおっしゃったような内容も記載しているとこ
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ろであります。

どういった形にすれば一番伝わりやすいのか、他

県のメニューなども研究してまいりたいと考えてお

ります。

髙橋武浩委員

今年度になって、「県立高校を応援したい」とい

う寄附メニューが１つ加わりました。これは、従来

からあった「明日の秋田を担う人材を育てたい」と

いうメニューから分離して、県立高校を応援するこ

とにポイントを絞ったものですが、その理由は何で

しょうか。

あきた未来戦略課長

人材育成のメニューは、やはり対象が幅広くなり

ますが、母校に対して応援したいという思いがある

方がいらっしゃいますので、そういった希望にでき

るだけ添うような形でメニューを準備させていただ

きました。

髙橋武浩委員

そういったつながりや関係性を重視したというの

であれば、全国にいる秋田県のファンが個別の市町

村に寄附をする以外に、秋田県として取り組んでほ

しいという希望に添って、ピンポイントで使い道を

決められるようなメニューも今後検討していくべき

ではないかと思います。県が、ある程度こだわった、

これに関して使いますという寄附メニューを出した

としても、市町村のふるさと納税とはそんなにバッ

ティングしないと思うのですけれども、そういった

考えはないものでしょうか。

あきた未来戦略課長

ふるさと納税の制度創設時点から、基本的には県

内市町村に寄附されるように、県はそれを支援する

というスタンスでやってまいりました。県のメニ

ューにつきましては、今の内容がいいのかというこ

ともございますし、他県の状況なども調べてみなが

ら、必要に応じて研究してまいりたいと考えており

ます。

髙橋武浩委員

これは他県の例ですけれども、ふるさと納税で、

動物愛護に関して１００万円以上の寄附金が集まっ

て、それを動物愛護のＰＲとか、ワクチンとか、去

勢費用の助成に使っているそうです。秋田県でも、

スポーツ立県や教育立県など、県が今一生懸命取り

組んでいる分野に使う財源として全国に寄附をＰＲ

すれば、結構な金額が集まるのではないかと思いま

すので、是非ともそこは今後検討していただければ

と思います。

宇佐見康人委員

ふるさと定着回帰ＰＲ事業についてお伺いします。

決算説明資料に、テレビ番組の制作、放映をした

と記載がありますが、ターゲットはどの年代という

か どの層なのでしょうか。

あきた未来戦略課長

こちらは昨年度の単年度事業でございます。新型

コロナウイルスの感染拡大に伴って、地方回帰とか

地元定着志向が高まってきたことから、県民のふる

さと回帰、定着に向けた意識の醸成を図って、社会

減の抑制につなげていきたいということで事業を実

施いたしました。

宇佐見康人委員

事業のターゲットはどの層なのですか。

あきた未来戦略課長

中学生から大学生、それから県外に家族がいらっ

しゃる県民の方を対象にしております。

宇佐見康人委員

６０分のテレビ番組なのですよね。その番組の放

送日時とか時間はいつだったのでしょうか。

あきた未来戦略課長

昨年の秋頃、ＡＡＢ（秋田朝日放送）とＡＢＳ

（秋田放送）で放送したところでありまして、それ

ぞれ様々な時間帯で放送しています。

宇佐見康人委員

そうすると、６０分番組と３０分番組を様々な時

間帯で放送したのですか。あとは２分３０秒の番組

を、例えば８時五十何分から放送していましたが、

そういった感じだったのでしょうか。

あきた未来戦略課長

３０分番組、６０分番組につきましては１本ずつ

でございますけれども、ミニ番組などはいろんな時

間帯で放送しています。

宇佐見康人委員

先ほど、ターゲットは中学生、高校生、あとは県

外にお子さんをお持ちの親御さんだという説明があ

りましたが、県内の中高生をターゲットにするのだ

ったらテレビ番組ではなくても良かったと思うので

すけれども、そういった考えはなかったものでしょ

うか。自分のめいっ子は中学生、高校生ですけれど

も、友達もほとんどテレビは見ないと言っています。

要はネット ユーチューブだとか、ティックトッ

クなどのほうが効果があるのではないかと思います。

ターゲットがその層で、これだけお金を掛けている

のであれば、もうちょっと違ったことができたので

はないかと思うのですけれども、どうでしょうか。

あきた未来戦略課長

中学生に向けましては、県内で活躍している移住

者ですとか、結婚、子育て情報、あるいは暮らしに

関する情報、住居に掛かる経費、東京との比較、家

計費などを載せたパンフレットを作成して、全中学

生に配付したところであります。

宇佐見康人委員

パンフレットを３万部作成したということですが、
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高校生に対してはそういったアプローチはしていな

いのですか。

あきた未来戦略課長

移住・定住促進課のほうで高校生向けの対策を実

施していますので、こちらの事業では、中学生向け

のパンフレットを作成しました。

宇佐見康人委員

全体で２,０００万円強のお金を掛けていますが、

テレビ番組制作とパンフレット作成の予算の割合は

どれくらいなのですか。細かい数字は後で結構なの

ですけれども、恐らく番組制作のほうがパンフレッ

ト作成より費用が高いと思います。同じお金を使う

のであれば、効果的なＰＲの仕方を検討していくべ

きなのではないかと思います。様々な分野の県の事

業で、やっていること自体はいいことなのに、その

情報を届けたいところにしっかり届けられていない

というのが一番の課題だと思うのです。この動画も

恐らくいいものを作っているとは思うのですけれど

も、せっかく作っても届けたい相手に届けられなけ

れば、作った側の満足で終わってしまう可能性が非

常に高いです。

この事業は単年度ということでしたが、今後様々

な分野でこういった事業をやる際は、是非ターゲッ

トに対してどうやって届けるのかという部分もしっ

かりと検討してやっていただきたいと思います。

あきた未来戦略課長

先ほどの経費の内訳でございますが、新聞広告等

も含め、全体の委託という形で実施いたしました。

また、新聞広告のほかに県の広報紙なども活用して、

様々なチャンネルでＰＲを実施してまいったところ

でございます。

委員のおっしゃるとおり、ターゲット層や世代に

合わせた広報の仕方については、今後とも努力して

まいります。

小野一彦委員

決算説明資料の１３７ページに記載している地域

振興局の事業について伺います。地域重点施策推進

事業の支出済額が約４,３００万円で、その中の地

域施策推進事業として、地域課題の解決に取り組む

ため、約３,８００万円掛けて８８事業を実施して

います。私も現場にいたのでよく分かるのですけれ

ども、各地域で異業種の方たちが市町村の枠を超え

て、そのエリアで人口減少の課題解決に一緒に取り

組んでいます。

政策評価の事後評価結果を見ると、仙北地域振興

局で空き家の無料相談会を実施した結果、空き家バ

ンクへの登録２件、解体３件、売却１件につながり、

空き家の解消に結びついたと記載されており、結果

が出ています。恐らくこれは、行政だけではなくて、

いろんな業種の人たちと一緒にやられたことだと思

います。これは、金額としては小さいですけれども、

実際に県が取り組んだ成果ですから、県は好事例を

市町村に示すというだけではなくて 今後、どこ

に行っても空き家の問題というのは出てくると思う

ので、そこら辺の成果や課題をお知らせください。

地域づくり推進課長

空き家の問題でありますけれども、総務省の少し

前のデータで、本県には約６万件の空き家があると

いう推計がありまして、過去のデータと比較します

と、空き家の数が２０年間で２倍ちょっとに増えて

います。そのうち腐朽等のある空き家は２.６倍に

増加しているというデータもございまして、非常に

深刻な問題だと受け止めております。一方で、今年

度も羽後町や大仙市では空き家解体の予算が足りな

くなって、増額補正したりという話も聞いており、

いよいよ空き家の問題が顕在化してきたと受け止め

ております。

委員のおっしゃるとおり、仙北地域振興局では数

年前から空き家の相談の取組を行っておりまして、

毎回３０件、４０件の相談があるやに聞いておりま

す。それほど住民の意識も高まっているし、さらに

は、最近の豪雪の影響もあって非常に危険な空き家

が増えておりますので、市町村の危機感も高まって

いると感じており、できれば仙北地域振興局のよう

な取組を広げていければと考えております。

空き家の法律（空家等対策の推進に関する特別措

置法）上、県は市町村に対して助言するぐらいの役

割しかないのですけれども、市町村単独ではなかな

かできない部分について、県も何らかのサポートが

できればいいと漠然と考えておりまして、今後の研

究課題にしたいと思っております。

小野一彦委員

私もずっとあなた方と同じ立場で仕事をやってき

て、いつも財政課から「それは市町村の仕事だろ

う。」と言われました。けれども現場に行くと、同

じ自治体として市町村と一緒に頑張らなければいけ

ないと感じることがいっぱいあったのです。今も正

にそういう時期だと思います。一自治体ではなかな

か難しい、あるいはいくら広域的な大きい自治体で

も、あまりに住民に近過ぎて手が出せない部分だっ

てあるのです。さっきも小山委員の話に続けて話し

ましたが、そういう部分についてどう展開するか、

是非あきた未来創造部が音頭を取って、令和２年度

の小さな事業のように見えても、是非丁寧に政策を

生かしていくようなスタンスでやっていただければ

と思います。そこら辺、部長から一言お願いします。

あきた未来創造部長

地域づくり推進課長が話したように、本県におい

ても、全県的な空き家問題が顕在化してきていると

いうのは認識しております。その課題をどう解決す
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るかについては市町村ともいろいろと検討しながら、

どういった対応が一番いいのかといったところをお

互い議論しながら検討していきたいと思っておりま

す。

鳥井修委員

「結婚、出産、子育ての希望をかなえる全国トッ

プレベルのサポート」について伺います。県が全国

トップレベルのサポートをしているのは十分分かる

のですけれども、県民意識調査の結果などを見ると、

サービスの提供を受ける若い人たちはそういう感覚

がないと思います。例えばどこかから秋田に移住し

てきて比較する対象があれば、「秋田っていい

な。」というところが分かると思うのですけれども、

秋田県にずっと住んでいれば、多分これが普通だと

思うはずです。秋田県は子育てに対する支援が物す

ごく充実しているのに、全体的な秋田県民の印象と

して、これが当たり前だと思っていると感じます。

全ての人が満足するというのは難しいと思いますが、

ある程度県民の方に比較できる素材を提供すること

で、郷土愛だったり、秋田でもっと子育てをしたい

という思いにつながると思うのです。県はトップレ

ベルの支援をしていると言いますが、サービスを提

供する側とサービスを受ける若者側の認識のギャッ

プが物すごくあると思うのですけれども、いかがで

すか。

次世代・女性活躍支援課長

委員のおっしゃるとおり、秋田県は安心して子育

てができる環境づくりということで、子供１人当た

りの保育料助成額が東京都に次いで全国２位と、子

育てに関する経済的負担について全国トップレベル

の支援を行っています。このことについて、現在子

育てをしている世帯にアンケートを取りますと、お

おむね十分である、満足しているというような結果

が出ています。一方で、支援制度を知らなかったと

いう方も多くいらっしゃいます。また、独身の方に

質問をしても、経済的支援が必要だという回答がト

ップに来たり、支援制度があることも知らないとい

う結果も出ております。

県では、先ほども申し上げた、啓発意識醸成のた

めの高校生向け副読本の中でも県の取組を紹介して

います。副読本を家に持ち帰って家族で見てもらう

こともできますので、高校生だけでなくその家族の

意識啓発にもつながると考えております。そういっ

たいろんな機会を捉えて、県の取組をＰＲしてまい

りたいと考えております。

鳥井修委員

私自身の感覚でいくと、秋田県は情報の伝え方自

体、少し遅れていると感じます。２年前に私が初め

て一般質問をしたとき、「一人一人の意識改革が大

事だから、県民が秋田の魅力を発信するポジティブ

キャンペーンをやりましょう。」とお話させていた

だきました。秋田市では「そこに行っても何な

い。」という話を必ずされるのですが、そうした認

識を変えるためには、やっぱり意識改革が必要です。

行政だけの責任とは言いませんが、意識改革という

のは行政がある程度音頭を取りながら、民間にも伝

わっていくということが大事だと思います。

秋田に人を呼ぶとなった場合、若い世代や大都会

で暮らす方々にとって、子育て支援策はすごく興味

と関心があることだと思います。あきた未来創造部

で実施している全国トップクラスの子育てサポート

があることを前面に出して、それをしっかりと伝え

る方策をいろいろ考えるべきだと思うのですけれど

も、どうでしょうか。

次世代・女性活躍支援課長

子育て支援のみならず、結婚や若年女性の定着に

ついても、必要とする方に情報がきちんと届くよう

に発信していくことが非常に重要だと考えておりま

す。今後もそういうことを意識しながら事業を展開

してまいりたいと思います。

鈴木健太委員

先ほどの鳥井委員の質問に関連して伺います。

秋田県では全国トップレベルの結婚、出産の支援、

サポートをしているのですけれども、婚姻数、出生

数に関しては目標を大きく割り込んで、どちらかと

いうと全国最下位の状況がずっと続いているわけな

のです。その要因に、鳥井委員がおっしゃった伝え

方の問題もあるとは思います。ただ、それだけでは

なくて 医療費や保育料に対する金銭的な支援と

いうのは、当然、婚姻や出生数を増やすという政策

目標を達成するために実施しているのだと思うので

すけれども、全然そこに結びついていないという現

実をそろそろ直視しないといけないと思います。別

に私は、「だからやめろ。」と言っているのではな

くて、ますます手厚くするほかないと思うのですけ

れども、政策効果の測定という意味で、県でそうい

った視点は持っていますか。また、他県や全国レベ

ルで、こうした支援策と実際の出生数や合計特殊出

生率の相関関係などを研究した事例はありますか。

次世代・女性活躍支援課長

そういった相関関係についてということではござ

いませんけれども 国では、子育て世帯の経済的

負担の軽減のみならず少子化対策にもつながるとい

うことで、令和元年１０月から保育料の無償化をス

タートしております。少子化が全国において一番進

んでいる秋田県では、今国の制度に上乗せして支援

をしているところですが、こうした取組については

毎年アンケートを取って効果を検証しており、人口

減少問題における女性の在り方というものを常に検

討していく必要があると考えております。
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鈴木健太委員

常に検討していく必要があると言われましたが、

これまでの検討の内容を知りたいのです。

あきた未来創造部長

今委員がおっしゃったように、どうやったら出生

数が増えていくかといったことについては、我々と

しても実はこれだという特効薬、決め手がないとい

うのが本音でございます。本県では、今話にあった

ように、結婚、出産に関する経済的な不安を感じて

いる方が多いというアンケート調査結果などをもと

に、全国でも手厚い経済的支援をしてきているとこ

ろでございます。ただ、それだけではなかなか出生

数が増えていかないというのも現実でございます。

補助金と助成金で経済的に支援していくということ

については、これ以上増やすことは難しい、恐らく

今実施しているもので限界だろうと思います。

一方で、結婚や子育てに関しては、気持ち マ

インドが大きく影響しているのではないかというこ

とも分かってきました。個人の希望がありますので、

全ての人にというわけではございませんけれども、

結婚を希望している方々には少しでも早く結婚して

もらい、また子供を持ちたいという家庭には少しで

も早く持ってもらい、それを１人目のみならず２人

目、３人目という状況につなげていければいいと思

っております。

鈴木健太委員

部長がおっしゃるとおり、かなり手詰まり感があ

ります。少子化に関するアンケートでも、希望する

人数の子供を持てない理由の断トツ１位は経済的な

負担です。だから、素直にそれに対する手当をしよ

うという方向はすごく正しいと思うのですが、これ

だけ結果が出ないところを見ると、多分ですけれど

も、「もう一人産もう」という選択をしてもらうた

めには、月数万円程度の保育料や医療費の助成とい

った規模の経済的支援では全然足りていないのでは

ないかと思うのです。理論上は、どんどん支援額を

上げていけば、出生数が増えていくポイントという

のがどこかにあるはずなのですけれども、それを見

つけるのはすごく難しいと思うのです。

おととしぐらいに知事が文化人類学的なアプロー

チみたいなことをした記憶があります。県内の２５

市町村の地域ごとの文化などを分析して、例えば鹿

角市の出生数が多いからどういう背景があるか探る

といった、学術的な研究をしたことがあると思うの

ですけれども、私はああいうマクロな視点は全然が

意味ないと思っています。それよりも、適齢期の女

性が 大抵は夫婦だと思うのですが どういう

意思決定過程で家族計画を考えて子供を産もうと思

うのか、その内的な方向を深く分析するような研究

をするべきではないかと思うのです。今部長が「金

銭的な支援だけではなくて、マインドの問題もあ

る。」とおっしゃいましたけれども、本当にそのと

おりだと思うのです。では、なぜ今産まない、結婚

しないという選択をするのか、若しくは本当は希望

しているのにできないのか、その本当の理由につい

て研究しないまま、これが予算的には限界だといっ

て今までとあまり変わらない支援を続けて、やっぱ

り今年もめちゃめちゃ出生数が減りましたというこ

とをずっと繰り返していけば、東由利は今年でさえ

生まれた子供が１人という状況ですから、合併前の

町村はどんどんなくなっていくという、とても恐ろ

しい時代になっていくと思うのです。これについて

部長はいかがお考えでしょうか。

あきた未来創造部長

どこに根本的な要素があるのかについて、我々も

いろんな分析をしています。例えば秋田県と人口規

模などの形態が似ている島根県や鳥取県は、結構出

生数が多いです。そうした地域と比較していくと、

秋田県は１５歳から４９歳までの年齢人口が著しく

減少している傾向があります。必ずしもそれぞれの

県の地域特性のみが影響しているとは思わないので

すけれども、そういった特性が後々の結婚、出産に

も影響を与え、ひいては出生数の減少につながって

いるのではないかと考えています。

統計的に見て、秋田県は結婚している率 いわ

ゆる有配偶率は決して低いわけではないのですけれ

ども、結婚している人の出生率は他県に比べて低い

状況です。また、平均初婚年齢も、島根などの地域

に比べると高いです。いわゆる晩婚化といったこと

がその背景にあると思われますので、まずは若年層

の人を増やしていって、それから次は子供を産みた

いという家庭であればなるべく早く産んでいただけ

るような意識の醸成ですとか、平均初婚年齢を下げ

る取組を進めて、第１子、第２子の出生へとつなげ

るような取組をしていきたいと考えております。

委員長

ほかになければ終わりますけれども、いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で、あきた未来創造部関係の質疑を終了しま

す。

本日はこれをもって散会し、明日、午前９時３０

分に委員会を開き、観光文化スポーツ部関係の審査

を行います。

散会します。

午後 ４時１５分 散会



- 43 -

令和３年１０月２０日（水曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（部局別審査（観光文化スポーツ部、企画振興

部））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

部局別審査（観光文化スポーツ部）

書記 佐 藤 宏 生 録

午前 ９時２８分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

観光文化スポーツ部次長

岡 部 研 一

観光文化スポーツ部次長

佐 藤 功 一

観光文化スポーツ部

インバウンド推進統括監

益 子 和 秀

観光戦略課長 笠 井 潤

観光振興課長 佐々木 一 生

秋田うまいもの販売課長

柴 田 靖

交通政策課長 小 松 勝 統

文化振興課長 安 田 路 子

スポーツ振興課長 佐々木 重 夫

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。昨日に

引き続き、部局別審査を行います。

観光文化スポーツ部関係の審査を行います。観光

文化スポーツ部長の説明を求めます。

観光文化スポーツ部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

観光文化スポーツ部関係の質疑を行います。

鳥井修委員

おはようございます。お願いします。

多分昨年度は、コロナの影響で、観光業含めて、

観光文化スポーツ部のいろいろな事業が影響を受け

たと思います。その中で、いろいろ新たに事業施策

を展開されたと思いますが、令和２年度の大変厳し

いコロナ禍の中だからこそできた事業など、今年度

に反映できたものはありますか。

観光文化スポーツ部長

今委員からお話のありましたとおり、昨年度はイ

ンバウンドはじめ、様々な事業ができなかったとい

うことが確かにあります。その中で、国のコロナ交

付金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金）を活用して、様々な経済対策を実施させて

いただきました。コロナ禍で旅行者のニーズが相当

変わってきており、密を避けてゆっくり泊まりたい

というニーズに対応した施設の改修、新しい旅行ス

タイルに対応した施設の改修事業を昨年度から実施

しています。

今日の新聞にも、湯瀬温泉の露天風呂付きの部屋

の改修の記事が掲載されましたが、例えば露天風呂
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付きの部屋に改修したり、共用のトイレをやめて各

部屋にトイレを付けるなど、ウィズ・アフターコロ

ナに対応した施設の改修を支援する事業を実施しま

した。また、昨年度観光エリア創生事業ということ

で、各地域ごとにエリアを活性化していくような様

々なモデル事業を実施し、それが新しいコンテンツ

づくりに結びついた事例もあります。

鳥井修委員

昨年の決算特別委員会でも伺いましたが、秋田を

発信するための強みは何かということで、当局から

は、例えば発酵食、温泉、秋田犬などの答弁があり

ました。それらをしっかりプロモーションしながら、

発信していくことが一番大事だという話でした。コ

ロナ禍の昨年度において、今言った秋田の強みをど

うやって多くの方にプロモーションをされましたか。

観光振興課長

観光振興課では、主に秋田犬を通じたプロモーシ

ョンを実施しました。昨年度は、緊急事態宣言があ

り、県外から積極的に呼び込むことはできませんで

したが、人が動ける期間においては、いわゆる大消

費地向けに、集中的に駅で秋田犬のポスターを使っ

たプロモーションやイベントを行ったほか、ウェブ

サイトを３月にリニューアルしました。

鳥井修委員

いろいろな部局で、ある程度、秋田の魅力をＳＮ

Ｓ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス。ウ

ェブ上で社会的ネットワークを構築可能にするサー

ビスのこと。）などで、それなりに意図を持ちなが

ら発信していると思いますが、受け手側がそれにた

どり着くのか、県が思うほど利用者はそこまで意識

していない部分があると思います。いかにターゲッ

トに向かっての発信方法が大事なのか、少し研究す

る余地があると思います。昨日の委員会でも話があ

りましたが、どう捉えていますか。

観光振興課長

大本としての情報をたくさん持っているホーム

ページなどがありますが、そこまでたどり着かない

ということは、確かにあります。ＳＮＳなどを活用

して、いわゆるきっかけをなるべく起こすようにし

ていますが、意外とブームというのは、いろいろな

方が起こしたりしている部分もあります。例えば首

都圏であれば、秋田ゆかりの人たちに情報発信して

共有してもらい、それをきっかけに秋田の情報にた

どりついてもらうという思惑でも動いています。

鳥井修委員

そうした方向に行けばいいと思いますが、実際の

感覚として、つながりは感じられますか。

観光振興課長

所管しているアキタファンというホームページを

３月に立ち上げたということもあり、まだアクセス

数が足りないところがあります。

鳥井修委員

そこに対する強化も必要だと思いますし、具体策

として何かを積んでいく必要があります。結果を受

け、対策を積み上げることに力を入れてほしいと思

います。

昨年から実施している、コロナ禍だからこそでき

た施設の改修について、部長から答弁がありました。

湯瀬温泉等の例もありましたが、税金が使われてい

ますので、もっとアピールし、有効に活用していっ

てほしいと思います。

質問を変えます。昨年の秋田県のプレミアム宿泊

券は、多くの方が使われて、すごく人気があった商

品だったと思う反面、一部の人気宿泊施設に偏りが

出たという事実もあったと思います。その辺の成果

や反省点を教えてください。

観光振興課長

昨年プレミアム宿泊券は、年間５５万枚発行させ

ていただきました。委員おっしゃるとおり、順調に

利用されましたが、どうしても利用する宿泊施設に

順位が付いてしまうことは確かにありました。需要

喚起として、経済波及効果は、約１０３億円で、お

おむねいい結果だったと思います。利用された方の

声についてもアンケートを取り、各施設にフィード

バックさせていただきました。利用されない理由も

それなりにありますので、今後に生かしてもらいた

いと思います。

鳥井修委員

昨年のようなコロナ禍の状況が、起こらないよう

にと思いながらも、この後またどうなるか分からな

い状況です。仮にまたコロナが拡大して、観光産業

や宿泊施設への支援を行うと仮定した場合は、反省

点をしっかり組み入れなくてはいけないと思います。

利用者や宿泊施設からのいろいろな意見を取り入れ

ていくということでしたが、今考えているところで

は、どんなことを取り入れられそうですか。

観光振興課長

この９月補正で、冬期の宿泊の誘客、いわゆる割

引の事業を立ち上げさせていただきました。この事

業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用していますので、均等に行き渡るよう

な形で、泊数の割当てをさせていただいています。

鳥井修委員

東北各県も同じような対策等をされていますか。

本県の支援レベルはどうでしょうか。

観光振興課長

今年度は、各県とも、いわゆる県民割がスタート

することで動きました。本県は幸い年間通じて県民

割を実施することができ、予算もほぼ消化できる見

通しです。
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緊急事態宣言が宮城県や福島県であり、感染が拡

大して、事業ができなかったり、停止していた県民

割を実施しているのが、秋田県、山形県以外の東北

の状況です。

鳥井修委員

令和２年度だけを見ると、自分としてはすごく予

算もつぎ込んで、県民には大変喜ばれた事業だとは

思いますが、事業各施策それぞれに課題もあると思

います。今自分が話したことや課長答弁も含め、次

の機会はないほうがいいですが、仮にそういう事態

が起きたときは、しっかりといろいろな意見を組み

入れて、より県民に、要は納得というか、理解を頂

けるような施策を展開していただきたいと思います。

取りあえず終わります。

小野一彦委員

同じく関連です。令和２年度というのは、鳥井委

員がおっしゃったように、大変だった反面、秋田県

内の地元、足元を見詰め直す良い機会になったので

はないかと思います。ただ一方で、県の観光部門が

文化やスポーツ部門と一緒になったというのは、人

口減少で３６５日住んでいる定住人口による消費が

落ち、秋田県経済に非常に大きな影響を与えている

こと、あるいは今後更に影響があるだろうというこ

とを鑑みたこと、また、全県エリアをいろんな目的

で移動して、消費していろいろな方が歩いていく効

果を期待して１つの部になったと私は理解しており

ます。

観光統計で県内を日帰りで県民の方々が移動する

単価は、令和２年度では、大体３,０００円ぐらい

です。インバウンドで来てもらうこともそうですが、

やっぱり経済波及効果をどう高めていくか、地元観

光をどう高めていくかについて、地元に対するいろ

いろな資源がどう観光商品化されたのか、その課題

や単価をどう高めていくかということについて、昨

年度の取組からどういうふうな知見を得られたかお

聞きします。

観光振興課長

昨年、県内の観光地を楽しむ動きがより出てきま

した。自分たちで回る方もいらっしゃいますが、由

利本荘市でも、お寺を巡ったり、地元食材を使った

レストランに立ち寄りながら地域を回っていくなど、

いろいろな地域の魅力を掘り起こし、県内の旅行会

社が地元のツアーを企画し商品化されたケースが増

えてきています。地元の方などにガイドを頼むと、

意外と地元の方も、お客様が来ると、盛り上がった

りしています。地元の人たちによる新たな地元の発

見といいますか、人が来ることによって磨かれてい

くといいますか、そういったことが出てきているよ

うに思います。

じゃらん（株式会社リクルートが発行する旅行専

門誌）の統計では、去年の秋田県民の県内周遊率は

全国２位でした。県外に行けない分と言ったらおか

しいですが、県内の魅力を見直すいい機会にもなっ

たと思っておりますし、そういったところが増えれ

ば、結果的に観光消費額も増加していくのではない

かと思います。

小野一彦委員

去年友人に誘われて、ふだん通らない県道を通っ

て、ヤマザクラを見ながら羽後町に行ってきました。

大曲の本間家の公開施設を見て、羽後町の道の駅に

行って食事をして、要するに市町村や振興局を超え

た形で回りました。十文字では、県内で３大カツ丼

に数えられるおいしいところに行ってきました。

そういう観点からすると、いろんなテーマを掛け

合わせて、目的を複数コラボレーションした形で県

民が動くような、そしてそれが県外の方に伝わって

いくことで全体の価値を高めていくことが、１年間

やってみたことで分かったことの一つではないかと

思います。それが国内に住んでいる外国人へ波及し

て、いずれコロナが収束したときに、富裕層もいる

欧米の方々などにつながっていくような戦略が新た

な観光ビジョンでも必要なのではないかと仮説を立

てています。その辺はどんな感じですか。

観光文化スポーツ部長

先ほど委員から１人当たりの観光消費額が少ない

というような話がありましたが、そこは我々も課題

だと思っています。県内だけではなくて、県外から

来る方も、他県と比べた場合、秋田県内では消費額

が少ないと。宿泊単価が安いことも一つにはあると

思いますし、あとは様々な体験型のコンテンツが本

県の場合は非常に少なくて、各地で何か物を作った

りする体験はありますが、単価は安いです。１人当

たり例えば５,０００円、１万円などの体験型のコ

ンテンツがないものですから、やはりそういったも

のを事業の中でも作ることを想定しています。消費

額が増えるような体験型のコンテンツを作っていけ

ば、滞在時間も増えてきますし、それは県内だけで

はなくて県外の方、あるいはインバウンドにも当然

対応できるものだと思っています。今コロナ禍でな

かなかお客さんが来られない状況ですが、そうした

受入態勢をしっかり整えていくことが今必要でない

かと思いますし、観光ビジョンにも反映させていた

だいております。

島田薫委員

説明資料の２７ページの文化団体の活動促進につ

いて質問させていただきます。新型コロナウイルス

感染症の影響というところですが、無観客公演及び

その動画制作、配信の取組７件、そしてその下、文

化情報サイトで、やはり動画の制作、募集３６本と

いうことが記載されています。動画配信等に補助を
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したということですが、実際にそれがどのように受

け入れられたというか、閲覧されたというか、どう

結果に結びついたのか教えてください。

文化振興課長

御質問の芸術文化活動を行う事業者の無観客公演

及びその動画制作、配信の取組７件について御説明

します。演劇、民謡、ポピュラー音楽など７件の様

々な取組に対して支援をしました。大体配信を昨年

の９月ぐらいから２月末ぐらいまで行いましたが、

結構アクセスもあり、少なくとも大体２,０００件

から３,０００件ありました。中でも一番反響があ

ったのが民謡で、浅野梅若会さんという、４０代の

若手の方が主体になって、「秋田民謡の至宝～夢の

競演～」というタイトルで無観客公演の動画を作っ

ていただきました。非常に評判が良くて、現在でも

無料で配信されており、今現在大体４万件を超える

アクセスがあります。

こうした取組をきっかけに民謡協会の方たちも、

動画で発信して民謡を広めることができ、すごく良

かったとおっしゃっておりますし、あと４万件とい

うことで、全国各地からも反響もあったようなので、

今回コロナ禍にあって取り組んだことでしたが、非

常に動画配信の力というのが文化の魅力を発信する

一つの有効なツールになったと感じたところです。

島田薫委員

分かりました。秋田県医師会としては、何でも中

止すれば、あるいは動画にすればいいということで

はなくて、どうしたら開催できるのか、感染対策を

しっかりしながら開くという方向性を大事にしてい

ます。今後は多分アフターコロナ、ウィズコロナで

だんだんに正常に戻していくという中で、今お話が

あったように動画が非常にいいツールとして今も使

われているということは、それはそれで非常に良か

ったことだと思います。どうやったら開けるか、是

非その辺りも今後は検討していただければありがた

いと思います。

続いてあきた芸術劇場に関してですが、例えば換

気などの感染対策等は十分考慮されているものでし

ょうか。教えてください。

文化振興課長

感染対策というのは、あきた芸術劇場のというこ

とでよろしいでしょうか。

【「はい」と呼ぶ者あり】

文化振興課長

当然設計段階から、換気のほうは法定基準もある

という話も聞いており、そのところは踏まえた上で

設計、施工しております。

島田薫委員

今後こちらの施設を使って、いろいろなイベント

が行われると思いますので、是非感染対策をしっか

り行っていただきたいのですが、１つ、医学学会と

か地方会などが、秋田市ではなかなか１か所で開催

できないということが言われています。せっかく造

りつつあるものですので、旧県立美術館がすぐ近く

にあって、そちらも改修されたということで、一体

として使えばいろんなイベントができるかと思いま

すが、そういった大きなイベントを開催することに

関しての、何か協力するような体制というのは考え

られていますか。

文化振興課長

委員おっしゃいますように、これまで秋田では、

大きな学会というのが１か所で開けなかったと思い

ます。あきた芸術劇場につきましては、大規模な文

化講演の開催というだけではなくて、コンベンショ

ンなどでも広く使われるようにという考えで、施設

整備を進めてきています。ホールも、大ホールがま

ず２,０００席ほど、中ホールが８００席ほどあり、

２,０００人、３,０００人近い人数を収容できる

ホールですので、今後も指定管理者が中心になって、

そうした学会やコンベンションなどの誘致も視野に

入れながら運営に向けて進めています。まだ施設が

出来ているわけではないのですが、これからあきた

芸術劇場において、大きな学会などもできるように

なってくると思います。

鈴木健太委員

関連でお聞きします。先ほど新しい文化施設の換

気に関する質問に対する答弁がありました。実施設

計はコロナ前からのものでしたが、そこから何かコ

ロナ禍というものを経て、換気というものに対する

考え方が大きく変わっていると思います。何か設計

上の変更があった上で、それで大丈夫と言っている

のか、その当時から たまたまといいますか

大丈夫な状態だったのか、もうちょっと詳しく教え

てください。

文化振興課長

コロナ禍ということで、換気の計画などを見直し

ているということはございません。ただ、通常こう

いった文化施設での換気については、コロナウイル

スの対策ということでも問題はないという話を聞い

ておりますので、そこについては、これまでの設計

どおりで大丈夫だという認識でお話しさせていただ

きました。

鈴木健太委員

明確な何か １年半たったとはいえ、エビデン

スというか、まだきっちり確立していないのだろう

と思いますが、大丈夫と言ったのは誰というか

どういう機関によるお墨付きまではいかないのでし

ょうけれども、誰との対話でそういう結論になった

のですか。

文化振興課長
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当課では、アトリオンなどを所管しております。

それで、アトリオンの換気機能は大丈夫か以前検討

したときに、そういった公共施設の法令上の換気機

能としては問題ないというお話もありましたし、設

計業者からも問題ないということで確認を取ってお

ります。

鈴木健太委員

具体的には、例えば何時間で空気が全部入れ替わ

るとか、そういう数字があっての話ということでい

いですか。

文化振興課長

今手元にそうした具体的な数字は持ち合わせてい

ませんが、基準を満たしているということです。

宇佐見康人委員

先ほどの動画配信について関連で聞かせてくださ

い。何件応募があって、７件の採用だったのでしょ

うか。

文化振興課長

応募は３０件で、採択は７件でした。

宇佐見康人委員

先ほど演劇、民謡ということだったのですが、ほ

かは具体的にどういったものがあったのでしょうか。

文化振興課長

具体的にお話しさせていただきます。

【「簡単で大丈夫です。どんなものがあった

か。」と呼ぶ者あり】

文化振興課長

あきた舞妓さんをメインに据えた、松下を舞台に

した無観客コラボ劇場、秋田のミュージシャンの祭

りをテーマにした音楽演奏、わらび座の「秋田だ、

祭りだ、花火だ、オイサーッ！」という大曲の花火

などもテーマにした舞台公演、藤原美幸さんという

民謡歌手の音楽公演、先ほど申しました民謡の梅若

芸能企画さんによる民謡の公演、あと秋田で活躍、

県内以外で活躍されている秋田市のミュージシャン

の方たちの音楽公演などです。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。採択されなかった事業の

要因があれば聞かせてください。

文化振興課長

採択については、コロナ禍ということもあり書類

審査で行いました。緊急ということで、できるだけ

早く交付を決定し、舞台周りのステージ業者や県内

で活躍する個人のアーティストなどに早く支援する

という目的もあったので、審査は書面で行ったとこ

ろです。外部の有識者の方も入れながら審査したと

ころですが、まず一つに、書類審査になりますので、

やはり申請書類の書き方が慣れている方とか、慣れ

ていない方とか、そうした内容のアピール度がうま

く出せなかった方もいらっしゃったと思います。

内容についても、選ばれた７つというのは、非常に

優れていて、書面からも良さが伝わってくるような

中身だったというところで、そうしたところで差が

あったかと思います。

宇佐見康人委員

内容が優れている、優れていないというところは

分かりますが、７件を秋田の芸術や文化として採用

し、残りの２３件は不採択だったわけです。先ほど

有識者の書面審査ということだったのですが、県の

考える文化というのと県民が考える文化だとか芸術

というところに壁を作ってしまってはいけないので

はないかと思います。例えば自分たちの世代だと、

オタクだって文化芸術だし、ゲームだって文化です

し、そういった採用の審査に当たって、これはいい

けれども、これは駄目という線引きはせずにしっか

りと審査をされたのでしょうか。

文化振興課長

恐らくは、文化や芸術の定義のお話だと思いまし

たが、特に今メディア芸術というくくりで、映画、

漫画、ゲームなども確かに ゲームは娯楽の要素

が強くなってくるかと思いますが こうしたメデ

ィア芸術については、国でも、文化芸術ということ

で一つのジャンルとして振興を推し進めているとこ

ろです。今まで芸術といいますとどうしても音楽、

舞踊などになってしまいますが、そういったところ

ではない、どちらかというと大衆に近いものも対象

だともちろん考えております。

今回の審査でも、そこについては、ジャンルで差

別するとか区別するようなことはしておりません。

今後も、そういったメディア芸術も考慮していかな

ければいけないと思っています。例えば漫画では、

横手市増田のまんが美術館などもありますが、県で

も前からそちらの企画展に補助金を出していますの

で、今後もそういった今の若い人たちが関心を持つ

ようなジャンルについても目を向けながら、事業を

考えていきたいと思います。

宇佐見康人委員

次に第三セクターの鉄道の活用状況についてお伺

いします。観光客は昨年大分減って、赤字の状況だ

ったと思いますが、昨年度に関してはどれぐらいの

減収だったのでしょうか。

交通政策課長

昨年度の状況ですが、少々お待ちください。

宇佐見康人委員

すみません、細かい数字は要らないです。

交通政策課長

収入は大体６割、７割です。利用人数の面で見る

と、そういった状況だと受け止めています。

宇佐見康人委員

今後、国内、国外の観光が復活したときに、こう
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いったコンテンツは取っておく 保存しておかな

いと、いざ観光で人を呼べるとなったときに何もな

い状況になってしまっては駄目ですし、地域の足に

もなっていると思います。決算審査に合う質問かど

うか分かりませんが、今後維持していくための案な

どはありますか。

交通政策課長

三セク鉄道については、おっしゃるとおり、通常

でも赤字が出ている状況ですが、県と沿線市で、運

営費を 一定のラインは引きつつですけれども

きちんと支えていく必要があります。その上で、

利用促進策というのを、沿線市もそうですし、県も

観光施策という観点からも、さらにはアフターコロ

ナを見据えると、インバウンドも回復してくるとす

ればそれもしっかり取り込んでいくこともそうです

し、この瞬間においては県内ないしは県外、もっと

言えば教育旅行とか、そういった取り込めるものを

どんどん取り込んでいく中で利用者を増やしていく

愚直にそういったところに取り組んでいくしか

ないのかなと思っています。県も沿線市も、もちろ

ん住民の団体などとタッグを組んで、しっかり取り

組んでいきたいと思っています。

宇佐見康人委員

多少お金を突っ込んでもここはしっかり残して、

地元の足にもなりますし観光資源にもなりますので、

体力をもたせるような施策を今後も続けていただき

たいと思います。

もう一点、インバウンドで、台湾とのフライトの

調整状況をお聞かせください。

インバウンド推進統括監

インバウンドに関しては、今現在日本全体でスト

ップしている状態です。御承知のとおり、台湾では、

いわゆるゼロコロナ政策ということで、たしか昨日

も国内、それから外から入ってきた方の新型コロナ

の感染がゼロということで、世界の中でも特に台湾

に関しては完全に抑え込んでいる状況です。逆に言

いますと、日本や韓国といったウィズコロナに転換

している国との交流については、なかなか難しい状

況と、最近では報道されています。ただ、台湾に関

しては、コロナ前も非常に大切なマーケットですの

で、現地コーディネーターは引き続き設置しており、

彼らを通じて、航空会社や旅行会社への定期的なア

プローチをしております。

今年度事業としては、チャーター便をよく飛ばし

てくれていたエバー航空（台湾の航空会社）と年内

に、できれば秋田の食を中心に、秋田をＰＲするよ

うな、そういったイベントの可能性も検討中ですの

で、そういった形で、台湾のマーケットとのコンタ

クトを継続的に行って、行き来ができるような状況

になれば直ちに、感染の少ない本県がマーケットと

しては非常に選ばれやすいと思っていますので、引

き続き重要なマーケットと捉えてアプローチを続け

ていくということで進めております。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。何のアンケート調査か、

たしかじゃらんかＪＴＢ（株式会社ＪＴＢ）のアン

ケート調査で、台湾の人たちが海外旅行で行きたい

先の１位が日本になっています。日本の中でも比較

的感染者が出ていないところに行きたいというアン

ケート結果も出ていますので、海外旅行が自由にで

きるようになってから始めては多分遅いと思います

ので、今のうちからしっかりと種をまくような施策

を是非展開していただきたいと思います。要望です。

佐藤信喜委員

安田課長に確認です。もしかすればこれまでの議

会等でいろいろと話題になっていたと思いますが、

文化施設の整備の部分で、プロの演奏家によるアウ

トリーチを実施し、県内高校吹奏楽部２校が参加と

ありますが、実際に演奏された時点では、反響板と

いうのはなかったですよね。まずはそこを教えてく

ださい。

文化振興課長

大変申し訳ありません。最後お話しされたところ

を、すみません、もう一度お願いします。

佐藤信喜委員

この演奏を行った時点では反響板はなかったです

よね。反響板がない中で演奏した結果、実際にどう

だったのかという、そういった感想はあったもので

しょうか。

文化振興課長

すみません、こちらのプロの演奏家によるアウト

リーチというのは、新屋高校と明桜高校の吹奏楽部

の皆さんを対象にして プロの演奏家は仙台フィ

ルハーモニー楽団ですけれども 演奏家に来てい

ただいて、指導もしながら、最後にアトリオン音楽

ホールで演奏会を行ったというものです。

それで、アトリオン音楽ホールにつきましては、

もともと音楽専用ホールで、音響反射板が設置され

ているところになります。ですので、委員の御質問

のところでは、既にアトリオンについては反響板が

付いている状況ですので、その差というのは分かり

かねるところです。

佐藤信喜委員

分かりました。そうすれば、まだミルハス（あき

た芸術劇場の愛称）では音を鳴らしたことはないの

ですよね。

文化振興課長

ミルハスは、今現在内装工事中でございます。移

動式音響反射板については、確かにこれまで議会で

も、購入するお話をさせていただいております。そ
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れで、実際に使ってみないと確かに分からないとい

うところでございますが、移動式音響反射板の納品

が来年４月以降になります。その後本格的なオープ

ンが９月ですので、それまでの間の期間を使って、

移動式音響反射板の使い勝手や効果などを確認する

予定です。

佐藤信喜委員

反響板について様々議論をされてきたと思います

が、当初は必要ないのではないかという話もあって、

最終的に必要なのではないかということもあって、

効果検証をお願いしたいと思います。

質問を変えます。柴田課長にお尋ねしますが、県

内食品事業者に対し、設備導入１件に対し支援した

結果、そして機能性を有する食品素材や規格外農産

品等を原料とした食品素材の生産が開始されたとあ

ります。これは、六次産業化の取組だと思いますが、

たった１件と捉えればいいのか、まずは１件と捉え

ればいいのか、内容について教えてください。

秋田うまいもの販売課長

この１件は、湯沢市の酒蔵の酒かすや米ぬかなど

の副産物を粉末乾燥させる設備について補助させて

いただいたものです。この機能性については、多分

御存じだと思うのですが、酒かすとか米ぬかにはギ

ャバ（ガンマ−アミノ酸。アミノ酸の一種のこと。）

という機能性の素材がありまして、これを酒かすな

り米ぬかから抽出して、それを粉末に化して、それ

を県内外の食品の事業者に使っていただこうという

ことでスタートしております。

加えて、六次産業化という視点からは、県内で今

メガ団地等で特産化を図っている枝豆について、こ

れをさやごと粉末化して、それを使っていただくよ

うな取組も進めているということです。

たった１件か、それともこれからもということで

すが、いずれ新たな部門を設けるという事業者につ

いては、県内では決して多い状況ではありません。

令和３年度についても、県内の納豆製造事業者の

多分御存じの事業者だと思いますが 県内には

少ないフリーズドライの設備を導入して、県内の様

々な食品加工事業者の受託も行っていくという取組

を進めているというところです。この事業について

は、県内の食品事業者の方々に周知しながら、でき

るだけ継続的にチャレンジしていただくように応援

していきたいと思っています。

佐藤信喜委員

やはり農産物を活用した六次産業化について前か

らずっとお話は出ていましたが、県内の取組という

のはなかなか手を挙げる事業者がいない状況の中で

少しずつ理解が深まって、こういうふうに出てきた

ことは非常にありがたいなと思っております。たっ

た１件と言わず、まずは１件、これから何件も増や

していくという、そういう意気込みで何とか取り組

んでいただければ、県内の元気創造につながるので

はないかと思いますので、よろしくお願いします。

小山緑郎委員

先ほどの宇佐見委員の関連でお聞きします。内陸

線、由利高原鉄道も含めてですが、いろいろな対策

を取っても赤字続きです。以前報道で聞きましたが、

赤字が２億円以内だと、引き続き支援していくとい

うのは変わりありませんか。

交通政策課長

内陸線について、先ほど沿線市と運営費のほうを

支援しているという話をさせていただきました。赤

字額を２億円以内としており、方針を変えるとか、

コロナ禍があってうんぬんという議論はありません

ので、引き続き支援をしていくことになると思って

います。

小山緑郎委員

分かりました。なかなか利益は出ませんが、なく

てはならない足として利用されていますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

国内の観光客に選ばれるコンテンツについてお聞

きします。田沢湖関係で、昨日も委員会で出ました

が、サウナ、マウンテンバイクなどの取組の結果が

出て、今非常に忙しいという説明がありました。テ

レビでもニュースでもやっていました。そうした中

で、あれだけ費用を掛けて整備したのにたざわ湖ス

キー場のモーグル大会をやめたと報道されました。

説明をお願いします。

スポーツ振興課長

ＦＩＳワールドカップモーグル大会につきまして

は、今度の２月の大会を最後に本県における開催を

中止したいということで発表させていただきました。

来年２月に、冬季の北京オリンピックが開催されま

すが、それに向けて、トップ選手に県内で合宿をし

ていただくことを当初より目標としてきましたので、

来年度をもって一つ区切りを付けたいと考えていま

す。委員御指摘のとおり、施設も整備しています。

国内の大会もありますので、場合によっては、マウ

ンテンバイクの大会など夏場の使用も検討しながら、

引き続き有効に活用していきたいと考えております。

小山緑郎委員

分かりました。結構盛り上がった大会で、私は地

域に活性化をもたらしたと思っています。課長から

説明があったとおり、できれば国内の大会もやりな

がら、選手の育成に向けた大会としても今後利用し

ながら、本当はワールドカップを開催できればいい

と思います。コロナ禍の影響もあったと思いますが、

せっかく作ったいいコースなので、引き続きよろし

くお願いしたいと思います。

県内のスポーツ合宿は、昨年コロナで動きができ
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なくて、大会も非常に少ない中で、いろいろやって

もらい感謝します。そういったスポーツ合宿は、市

が主体になっている場合が多いわけですが、例えば

大学のチーム、クラブチーム、社会人チームの仲立

をしながら、前日には子供たちに講習していただく

など、練習試合を含めた合宿誘致というのは、関係

人口も含めた取組としてこれからやっていかなけれ

ばならないと思います。コロナが落ち着いた暁には、

スポーツあきたと言われるように何とかよろしくお

願いしますが、いかがでしょうか。

スポーツ振興課長

合宿の誘致につきましては、おっしゃるとおり、

昨年はコロナによりまして、実績も１件にとどまる

という現状でした。予算上は１５０万円ばかり計上

しており、合宿される方１人１泊１,０００円で何

日間か分、補助金を支援させていただいております。

毎年通常であれば数件から１０件前後の合宿に対し

て支援している状況です。今後コロナが収まること

を期待していますが、継続して合宿の誘致には積極

的に取り組んでいきたいと考えております。

小山緑郎委員

よろしくお願いしたいと思います。

秋田うまいもの販売課に聞きしますが、２６ペー

ジの一番上に、県内外に県産品、農産物の販路を拡

大するため、県産食材マッチング商談会を秋田市内

で開催し、６０事業者１３５件の商談が成立したと

記載されています。今年も継続されて商談ができて

ればいいですが、状況はどうなっていますか。

秋田うまいもの販売課長

商談会については毎年実施していますが、昨年は

コロナの影響もあって、リアルの、要は会場にバイ

ヤーの方々、事業者の方々が一堂に会して大きく行

うことは難しい部分がありました。県内や隣県のバ

イヤーは基本的には来ていただきましたが、首都圏

のバイヤーは会社の方針で来られないということも

あり、昨年はオンラインで実施させていただきまし

た。その結果、１３５件の商談が成立になりました。

今年度は７月に実施しましたが、コロナの感染拡

大が止まらず、首都圏も緊急事態宣言という中で、

リアルの開催は断念し、全てオンラインでの商談会

という形にしました。オンラインということで、な

かなか事業者の熱が伝わりにくいというところもあ

ったのか、昨年よりも実際成約の件数や取引額は落

ちてはいましたが、県内の事業者の方々には、商談

機会というのが失われている中で貴重な機会だとい

うことで、大変喜んでいただきました。

今後も、コロナの状況にもよりますが、基本的に

はリアルで開催するような形での商談会を継続して

いきたいと考えております。

小山緑郎委員

分かりました。本県は生産力はありますが、県民

性なのか「山形県や宮城県と比べて商売が下手

だ。」とよく言われます。作るほうは万全だけど、

売るほうも難しい面もありますが、生産者のために

何とか努力してＰＲしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

髙橋武浩委員

引き続き柴田課長にお伺いします。秋田の食の輸

出拡大についてですが、先ほどの説明から、台湾と

中国に対して、昨年県産食品をＰＲした結果、台湾

は２４件、中国は日本酒が新たに２件成約されたよ

うです。コロナ禍ということで求める商品が変わっ

てきていると思いますが、成約後の状況はどうなっ

ていますか。

秋田うまいもの販売課長

中国の企業とはオンラインで商談を重ねていて、

その企業自体が中国で２番目の規模の、要は電子商

店街、楽天などを運営している会社で、ＥＣ販売

（インターネット上でのモノやサービスの売買のこ

と。）向けの商品として、２社で１,５００万円を

超える成約が得られたところです。これについては、

継続的にこれからも取引がされていくものというふ

うに考えています。

台湾についても一部オンラインで、秋田の発酵食

をＰＲするためにイベントを実施し、みそ、いぶり

がっこなどをＰＲしたところ、非常に関心が高い状

況でした。発酵食というと健康にいいというイメー

ジが台湾でもあるようで、そういったところで、み

そ、いぶりがっこについては、今も継続的な取引に

至っていると聞いています。

髙橋武浩委員

県産品を輸出している業者から、感想や需要が高

いものなどについて、何かお聞きしていますか。

秋田うまいもの販売課長

台湾については、現地コーディネーターに委託し

て、ニーズ調査も行っていただいております。非常

に親日家が多く、各県とも台湾を重要市場にしてい

るようです。食品については産地間競争が激しいで

すが、海外にも移行している状態と聞いています。

秋田ならではの特徴ある商品というのがまず求めら

れていると聞いています。

それと、健康志向が日本以上に高い国だと聞いて

いますので、機能性を付加したしたような商品や発

酵を生かした商品については一定のニーズがありま

す。それなりの規模で現地の健康食品を扱っている

メーカーとの信頼関係も今出来つつありますので、

そういったところを通じながら販売拡大を進めてい

きたいと考えています。

髙橋武浩委員

これまで、解約された商品の例はありますか。
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秋田うまいもの販売課長

解約された例というか、スポット的な形で取り扱

っていただき、その後の取引には至っていないもの

は、それなりの数はあると思います。やはり価格面

でなかなか受け入れられないという部分が多いと聞

いております。品質的な部分は、日本産ですのでそ

れなりの信頼を得ていますが、現地に持っていきま

すと、日本の価格の２倍、２.５倍の価格になり、

現地の方々に受け入れられるかどうかというところ

もあって、継続的な取引には至っていないという

ケースもあると聞いています。

髙橋武浩委員

そういった動向もしっかり情報収集、分析しなが

ら、また県産品の販路拡大とかＰＲに努めてもらい

たいと思います。

質問を変えますが、総合食品研究センターの技術

を活用して、６８品目が商品化されたというふうに

ありますが、これは商品化された後、どのような形

で売出しとか、それぞれ取り組まれているのか、具

体的に教えていただければと思います。

秋田うまいもの販売課長

６８商品全てについて販売の状況を把握している

わけではありませんが、米を使った加工品を秋田県

内でもっと拡大していこうということで、あきたコ

メ活プロジェクトというのを平成２９年度から進め

ております。その中で、新商品の開発については、

総合食品研究センターでいろいろ技術支援をしてお

り、例えば日本酒で申しますと、一穂積とか百田と

いう新しい酒米を使った清酒が去年、おととし辺り

からちょこちょこ出始めて、去年は１０蔵で販売し

ているところです。これについては、非常に酒の質

も良くて、かなり好評でした。秋田あめこうじとい

うこうじを使った甘酒やお菓子類などについても、

あめこうじ自体が総合食品研究センターの技術です

ので、それを使った商品もいろいろ販売されていま

す。例えば大潟村の某会社で、このあめこうじを使

った甘酒を海外にも輸出している状況です。

髙橋武浩委員

しっかりＰＲも含めてサポートしていただければ

と思います。終わります。

委員長

ここで審査の途中ですが、いったん休憩します。

再開は１１時５分とします。

午前１０時４８分 休憩

午前１１時 ３分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き観光文化

スポーツ部関係の質疑を行います。

佐藤信喜委員

スポーツ振興課長にお尋ねします。

ジュニアアスリート強化事業についてですが、こ

れは強化拠点校の事業と中学生強化選手事業という

ことであります。たしか国体の活躍を目指してとい

うことで作り上げてきた制度だったような気がしま

すが、制度の目的をまず教えてください。

スポーツ振興課長

この制度の目的ですが、正に委員の御指摘のとお

りでありまして、強化の拠点となる高校を指定して、

重点的に強化を図ると。そしてまた、それにつなが

る中学生についても強化指定を行い、競技団体等で

強化することにより、専ら国体における上位入賞、

得点の獲得を目指して行ってきた制度であります。

佐藤信喜委員

中学生から強化を図って、拠点校に進学し、そし

て国体でいい成績を収める、これが多分この事業の

大きな目的だと思うのです。今回城南中学校バスケ

ットボール部がＵ１５の大会で優勝したことは大変

喜ばしいのですが、ここで強化を図られた選手のう

ち、県内の高校に進学した子というのは何名で、県

外に流出してしまった子は何名ですか。

スポーツ振興課長

高校進学時の県内外の生徒の流動ですが、昨年度

で申し上げますと、２４名が県外に流出したと承知

しています。一方で３１名が県外から県内に入って

きています。令和３年の４月で申し上げますと、県

外には３７名の中学生が高校進学に当たって流出し、

県内には県外から７９名が入ってきています。

流出のほうは、スキーのアルペン、体操、あるい

はバスケットボールといった競技で県外の高校に進

学をしているようです。県内については、野球やサ

ッカーでかなり多くの数が県外からいらっしゃって

いるようです。

佐藤信喜委員

本来であれば、秋田の中学生が秋田に残って、秋

田の学校が全国で名をはせて、国体の得点アップ、

これが一番ですが、強化選手に指定した子にも税金

を掛けているわけで、その子たちが県外に行くよう

であれば、この目的が大きくずれていくのではない

かという気がします。

そういった中で、強化拠点校制度がなくなったと

いうことですが、中学生の強化選手指定というのは、

今後も継続していかれる予定なのでしょうか。強化
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選手の部分についての予算は、どういった使われ方

をされているのかと併せて教えてください。

スポーツ振興課長

中学生の強化指定選手については、引き続きこの

まま実施したいと考えています。委員御指摘のとお

り、強化拠点校に加えて、新しくチームＡＫＩＴＡ

というシステムを立ち上げたところです。中学生に

関しては、引き続き実施していきたいと考えており、

指定を受けた選手が競技団体によるトレーニングを

受けたり、あるいは座学などの研修を受けたり、あ

るいは親御さんも含めて、アスリートトレーニング

を進めるに当たっての注意点に関する研修を受けた

りと、そういったことを中学校の強化指定選手に対

して行っております。

佐藤信喜委員

目的はすごく理解できますが、一方でなぜ県外に

出ていく子に対して税金を投入してやらせるのでし

ょうか。意思確認をした上で、確実に県内に残る子

を育てたほうが高校の強化にもつながるだろうし、

国体の得点アップにダイレクトにつながるのではな

いかという御指摘もやはり受けております。とはい

え進路については、大会が終わった頃に各生徒、各

家庭が判断していくことなので何とも言えないので

すが、県内に残る子を中心に強化していくことを検

討されたことはあるものでしょうか。

スポーツ振興課長

指定等に当たって、その後の本人あるいは親御さ

んの意識の変化ですとか、環境の変化ですとかがあ

ると思いますので、やはり県内に確実に残ることを

条件化していくということまではなかなか難しいと

考えております。

一方で、今年から本格的に取り組んでおります

チームＡＫＩＴＡの育成、強化システムでは、学校

の枠を超えて、地域ないし県の単位で、競技団体が

連携をしてトレーニングをしていくと。小学生の段

階から発掘なんかも行っておりますが、そのように

学校を超えて、競技団体主導で強化を図っていくこ

とによって、小学校、中学校、高校、そしてその後

に至るまでのアスリートのパスウェイ（進路）のよ

うなものを本人たちが認識して未来を描ける、描き

ながらトレーニングをしていくことができます。県

外流出には、より良い練習環境を求めて、あるいは

例えばお兄さん、お姉さんが既に行っているからと

か、いろいろな理由があると思います。県外に流出

するのを完全に止めるわけにいきませんが、やはり

小さいうちから、将来的なパスウェイ（進路）に関

して、自分たちで将来が描けることが大事です。ト

レーニング環境が将来どうなるかも描けたり、体力

テストなども行ってより適正のある競技に向かわせ

るためにも、県内でもやっていけるという意識の定

着を図って、少しでも優れた選手が流出をしないよ

うに取り組んでいきたいと考えております。

佐藤信喜委員

スポーツ王国あきたをうたってから数年経ちます。

年々活躍しているスポーツ競技もありますが、やは

り全体の底上げを図りながら、今コロナ禍で国体も

開催できない状況ですが、秋田のスポーツが全国で

活躍しているというところを県民に見せていけるよ

うに、是非とも頑張っていただければと思います。

ありがとうございました。

児玉政明委員

同じくスポーツ振興課にお伺いしたいと思います。

昨年の国民体育大会、スキー大会ですが、まず開

催事業費に８,５４７万円計上されています。交付

金と宿舎確保協力事業者支援金の支出額を教えてく

ださい。

スポーツ振興課長

昨年度の支出のうち、市に交付したのが

３,９２０万円です。宿泊業者、事業者への支援金

は３,８８８万円でした。

児玉政明委員

宿泊協力金は、補正予算で対応してもらいました

が、予算提案時の積算は２６事業所、

１万１,５１０泊分でした。これは変わりなかった

ですか。

スポーツ振興課長

事業者数は、２４事業者、２５宿泊施設です。泊

数で申し上げますと……。

委員長

暫時休憩します。

午前１１時１４分 休憩

午前１１時１４分 再開

委員長

再開します。

スポーツ振興課長

正確な延べ泊数が手元にありませんが、宿泊確保

人数に対して、５泊分掛ける２分の１という計算で

支出しています。

児玉政明委員

補正予算では、一泊分素泊まりの単価ということ

で、宿泊単価の金額設定が３段階に分かれていたと

思いますが、単価を設定した根拠を教えてください。

スポーツ振興課長

１泊素泊まりについては５段階あり、最も単価の

低いところが３,７４０円で、最も高いところは、

８,６００円でした。

児玉政明委員
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一律の平均した単価で支払われたというわけでは

ないので、各宿泊単価の２分の１ということでよろ

しいですか。

スポーツ振興課長

国体の実施要綱に定められました統一単価から５

段階に各宿を分けまして、いわゆる民宿的なところ

から大規模なところまで、５段階に分けて統一をさ

せていただいております。

児玉政明委員

分かりました。交付金で３,９２０万円ですか。

今年も大会が実施されるわけですが、そのうち備品

については、引き続き使えるものや、例えば去年だ

けしか使えなくて、廃棄といいますか、使われなく

て処分しなければならない部分などあると思います

が、その取扱いはどうなっていますか。

スポーツ振興課長

当初から２年続けて開催の予定でしたので、御指

摘のとおり、例えば服飾や競技に使用する備品など

は去年購入しても、今度の国体でも使用するという

ことで準備をしています。一方、前回固有のもの、

例えば７６回大会と書かれたのぼり旗のようなもの

については、マークとして使っておりますんだッチ

の部分を切り抜いて、クッションやキーホルダーに

して、今度の大会で来られる方に配付するというよ

うな計画を立てています。

購入したエコバッグについても、市内の小中学校

に配付して、タブレットなどを入れて再利用するな

ど、極力有効活用させていただいております。

児玉政明委員

活用されなくて処分しなければいけないというの

も中にはありますよね。

スポーツ振興課長

こうしたグッズなどの物品は、専ら鹿角市の管理

に属しており、全く使用できない物品までは、現時

点では承知していません。

児玉政明委員

いろいろ活用事例を今教えてもらいましたが、例

えば選手に配る参加賞など、行き先がなくて使えな

くなった物品もあるのではと思っていました。言わ

れたとおり、子供たちに配ってもいいかと思います

が、いろいろな制限もあって厳しいのかなとも感じ

ていましたので、使えるところはなるべく使ってい

ただきたいと思ってます。

質問が変わります。東京オリンピック・パラリン

ピックも終わりましたが、それを契機とした交流事

業はできませんでした。多様なスポーツ活動という

部分も含めて、東京オリンピックでも新種目として、

例えばスケートボード、サーフィン、ボルダリング、

空手などのニュースポーツと言われるようなスポー

ツも行わました。それらに対して、今後県内でどう

対応されていくのか、その辺の考え方を教えてくだ

さい。

スポーツ振興課長

委員おっしゃるとおり、スケートボードをはじめ

とするそれらのスポーツは、東京オリンピックで人

気を博しました。むしろオリンピックに向いている

のではないかという話まで出ていたようです。事実

を申し上げますと、本県では国体の競技に対してこ

れまで支援を直接的に行っていますが、いわゆるニ

ュースポーツと言われるものに対しての直接的な支

援は行っておりません。

一方で、県内の、例えばスケートボードをやるよ

うな場所も幾つか把握はしています。利用者も大変

増えてきているという話も伺っております。その意

味では、より多様なスポーツが多様な主体によって

取り組まれていくということは大事であろうと思い

ますし、今後競技としてますます取り組む方が増え

て、重要性も高まってくるとすれば、ニーズをしっ

かりつかんで、必要に応じて支援もまた検討してい

かなければならないと考えております。

児玉政明委員

スケボーに関しても、広い駐車場でやっている人

方もいると思いますし、民間の方が施設を造って行

っている部分もあると思います。次のオリンピック

では、ブレイクダンスという新しい種目もあると思

いますので、そういった新しいスポーツにも対応で

きるようにしていただきたいと思います。

昨年は鹿角のジャンプ台にも億を超える金額が投

入されましたが 県内でも取り組んでいる方がい

るわけですが、どんどん新しいスポーツに愛好者が

増えているような状況も感じております。先ほど、

モーグルの大会が今年で終わるという話もありまし

た。そういった冬季スポーツについては、ワールド

カップクラス級の大会は花輪スキー場のジャンプ台

ではヒルサイズが小さいので無理だと思いますが、

田沢湖や花輪スキー場の施設を利用して、再度国際

大会やその下のジュニアなどの国際大会を誘致する

考え方を持ってもいいと思います。いかがでしょう

か。

スポーツ振興課長

国内大会は様々実施し、誘致もしてきていますが、

御指摘のような国際大会を誘致する具体的な計画は

現在持っていません。そうした中、札幌で冬季のオ

リンピックを誘致することがニュースになりました。

国内あるいは県内で機運が高まって盛り上がってく

れば、県として、大きな大会は経済効果も含めて観

光交流にも資するものとして誘致をしていきたいと

ふだんから思っていますので、これらを踏まえなが

ら、是非大きな大会を誘致することを検討してみた

いと思います。
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佐藤信喜委員

スポーツ振興課長に１点だけ伺います。スポーツ

能力測定会が能代市で開催され、児童９４人が参加

しました。例えば１、２年生などの低学年の場合は

この後どういったスポーツを選択していくのかの参

考になったと思いますが、４、５、６年生の部活に

入っている生徒であれば、例えばバスケットをやっ

ているのに野球がいいのかなど、迷いにもつながっ

たと思います。子供や親御さんの反応はどうでした

か。

スポーツ振興課長

様々なスポーツを体験して、様々な記録を測定し

て、それを更に専門家が分析をする事業です。御指

摘のとおり、あなたにはこちらのほうがより適正が

あるなどといった判定が出てきます。これに関して

は、直接親御さんに聞いているわけではありません

が、実際に競技種目を変えた実績が毎回あります。

自分のより伸びやすい、将来につながるような適正

を把握して部活を変えていくということ自体は歓迎

といいますか、実績として考えていいのではないか

とは考えております。

佐藤信喜委員

この事業をやるに当たって、予算的な部分はどの

ぐらい掛かるものなのか。やっぱり継続していって

ほしいなという思いもあります。能代市だけではな

くて、県北、中央、県南ぐらいで、年度ごとに回し

ていくのか、３地域で毎年開催していくのか、今の

段階ではどう考えていますか。

スポーツ振興課長

今年の当初予算で１０万５,０００円を計上して

いますが、大体１か所で、小学校３年から中学生を

対象に実施してきました。１か所で行うのが今のと

ころは効率的と考えていますが、より参加しやすい

形ということでは、おっしゃるように各地域で実施

することも当然検討したいと思います。

佐藤信喜委員

できれば３地域ぐらいで、もっと集まりやすいよ

うな状況を作って、人数は１００名程度なのか分か

りませんが、もっと参加しやすくできる環境を整え

てやることが大事です。２５市町村を回りながら、

それぞれの地域のスポーツに触れていけるように、

今後検討していただきたいと思います。

薄井司委員

旅行業では、飲食あるいは交通、それから宿泊関

係のいろいろな支援は、今まで何度も補正予算で対

応されています。一番の窓口である旅行業者につい

てお尋ねしますが、今旅行業の登録をしている業者

数と言えばいいですか その推移、廃業あるいは

新規登録された状況など教えてください。

観光振興課長

県内の旅行業の登録業者数は、直近で４９業者ほ

どです。令和２年度からの推移を申しますと、６業

者が廃業の届出をしましたが、コロナの理由で廃業

した事業者は２社になります。

薄井司委員

私もいろいろな関係者の方からお話をお聞きしま

した。業者の場合、手数料収入が大きな収入源にな

っていますが、やはり人が動かない状況の中では収

入が当然入ってこないわけです。県は、旅行業界か

らのそういった声は把握していましたか。

観光振興課長

旅行業者、特に中小の場合は、県内ではどうして

も、秋田から県外へツアーを組んだり、レジャー、

出張などの手配をしている業者が多いですが、去年

はほとんど県外へ行けないという中で、一番影響を

受けていたのだと思います。ただ、県としては、昨

年から宿泊 プレミアム宿泊券などもそうですが、

いわゆる需要喚起で何とか乗り切ってほしいという

思いで、事業者が作った旅行商品に参加する人１人

当たり５,０００円の補助といった形で、需要喚起

の部分について支援してきました。

今年の９月補正でも、冬期分として同じような事

業を展開していますが、その中で、旅行各事業者、

特に個人で経営されている団体から、いわゆるツ

アーを幾ら作っても、宣伝する費用の部分が足りな

いという意見があり今回は広告支援という名目で、

１社当たり３０万円を支援する内容にしています。

薄井司委員

状況は分かりました。廃業件数が思っていたより

多く、大きな事業所もあると思いますが、小さい事

業所は、家族でやっていたり、本当に少人数でやっ

ている業者が多いと感じます。Ｇｏ Ｔｏトラベル

再開の話も、マスコミや首相からもありました。そ

ういった流れになってきたときに、これまでも１社

当たり３０万円の広告支援等があったと思いますが、

引き続き支援していかないと、一番の要となる旅行

業者がだんだんなくなってしまえば、一般の方々が

旅行に行く際の窓口としての役割が果たせなくなる

と思いますので、今後の支援についての考えを、も

しあるのであればお知らせください。

観光振興課長

委員おっしゃったとおり実際の動きは注目してい

まして、本来の姿に戻ることを期待しています。業

界とやり取りして、いろいろな声を聞きながら動い

ていきたいと思っています。

もう一つ付け加えますと、昨年から県外になかな

か行けないということから、県内ツアーをたくさん

作っていく動きが見えてきました。先ほど小野委員

のときもお話ししましたが、いろいろな地域に目を

向けさせるような、県民が、新しい観光地といいま
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すか、見どころを見つけるといったような商品づく

りにシフトしていることは、収入を確保する意味で

もいい展開になっていると思います。この先どうな

るかは予測できませんが、大変なときにはできる支

援をしていくという気持ちです。

薄井司委員

分かりました。よろしくお願いします。

最後に、インバウンド推進統括監として、こうし

た状況に対しての考えを伺います。海外が復活して

きたときに、やっぱり私は、ネットだけの環境では

なくて、こうした取組が必要だと思いますが、いか

がですか。

インバウンド推進統括監

インバウンドについては、なかなか先が見通せな

い状況で、ある有識者に言わせると、元の状態に戻

るのは２０２５年くらいまで掛かるのではないかと、

そういったお話をする方もいます。仮に戻り始める

としても、今までのような爆発的な伸びといいます

か、例えば東北でいうと団体ツアーがばんばん地方

空港にも入ってきて、新しい旅行スタイルも定着す

る中で、逆に本当に個人旅行にシフトしていくので

はないかと思います。

本県の場合、秋田空港の活用も含めて、どういっ

た形でインバウンド誘客をするかというのは、従来

とは違う戦略が求められると考えていまして、現在

策定中の新しい観光振興ビジョンの中でも、ゲート

ウェイ戦略（滞在計画を立てる入口において、顧客

を掴む先手を捉えたマーケティング戦略のこと。）

といったものを、このコロナ禍を踏まえて見直しし

ていく方針であります。

先日仙北市で、玉川温泉と台湾の北投温泉の友好

交流１０周年の関連事業がありました。これまでの

交流の中で海外とのいろいろなパイプが培われてい

る部分もありますので、県としてはそういったもの

も大切にしながら、県民が海外に行く機会もきちん

と確保していく必要があると思います。県内の旅行

業者が手配をして、県内の旅行を回す、それから県

外の送り出し、海外の送り出し、様々な旅行の機会

を確保できるように、我々としても政策、施策の中

でバックアップしていきたいと思います。

宇佐見康人委員

１点だけ手短に伺います。秋田の眠れる魅力発見

・発信事業について成果を見ると、高橋優さんと県

内を紹介するガイドブックの発行や、メディアに向

けて情報発信を行うことで本県がテレビ番組で取り

上げられるというのが事業内容としてあります。成

果の部分ではそういった点には触れられていません

が、どういった認識なのでしょうか。

観光戦略課長

秋田の眠れる魅力発見については、なかなか外に

出ていっていないような魅力を発信するため、フィ

ルムコミッション（映画やテレビドラマ、ＣＭなど

のロケーションを誘致し、撮影がスムーズに進行す

るようサポートする非営利団体のこと。）などの県

内のロケネットワークを推進していく事業になって

います。テレビやガイドブックの部分については、

県ゆかりの人とのネットワークの事業で実施してお

りますので、成果として書かれているものについて

は、フィルムコミッションのロケーションネット

ワークによる紹介研修を成果として挙げています。

宇佐見康人委員

県ゆかりの人とのネットワーク活用に対応する部

分はどこで判断すればいいのですか。秋田ゆかりの

著名人を活用したテレビ番組や冊子等を制作し、本

県の魅力を全国にアピールする、あきた音楽大使の

高橋優さんが県内を紹介するガイドブックの発行等

というのがゆかりの人とのネットワーク活用の事業

だと思いますが、その事業に関する評価とか成果と

いうのはどうなっていますか。

委員長

宇佐見委員、それはどこの資料を見て言っていま

すか。

宇佐見康人委員

去年の……

委員長

昨年の当初予算の概要ですよね。

宇佐見康人委員

はい。それを見て話しています。

観光戦略課長

それについては、様々な事業がありまして、例え

ば音楽大使である高橋優さんのフェス（秋田ＣＡＲ

ＡＶＡＮＭＵＳＩＣＦＥＳ）に合わせた取組のため

のガイドブックを作り、それに合わせた動画を作っ

たり、県外での写真展の開催などを実施しています。

また、ＢＳフジと東北５県で、県ゆかりの方が発信

するテレビ番組を作っております。大きいところで

は、そうした事業になります。

宇佐見康人委員

細かくて申し訳ありませんが、そうしたことを

「主要な施策の成果並びに決算説明資料」に本来書

くべきだと思います。県ゆかりの人とのネットワー

ク活用については、新規事業だったと思いますが、

新規事業に対する評価、成果というのを書くべきだ

と思いましたので聞きました。

観光戦略課長

新規事業という形でしたが、内容的には従前から

実施してきたものをいろいろな事業を組み合わせて、

くくり直して新規という形になっている部分もあり

ました。数字的な部分についても成果として出すと

いう考えもあったかと思いますが、今回は、フィル
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ムコミッションの成果を書かせていただいたところ

です。

鈴木健太委員

今宇佐見委員から質問があって、私も同感でした

が、そもそも論で部長にお聞きします。今回の決算

報告資料を見ていてすごく感じたのは、やっぱり僕

らとしては、予算があって、それに対する決算はど

うなったのだろうという視点で、昨年の当初予算だ

ったり補正予算で計上されていた事業がどうなった

のだろうなと思ってこれを見ると、全然書いていな

いのです。特に昨年に関してはコロナ禍という、当

初予算を決定したのと同時ぐらいに始まった不確定

需要のすごく大きい事業があって、しかも観光文化

スポーツ部は多分一番大きく影響を受けたところな

ので、何ができて何ができなかったのだろうと思っ

て見たところ、「これやりました、あれやりまし

た。」しか書いていないのです。スポーツのところ

は大会中止と正直に書いてくださっていますけれど

も、そこが何かさらっと流されていて、やれたこと

だけ書いてあるのです。コロナ禍では仕方ない話な

ので、こうやって結構当初予算で何億円とか、ばん

と積んだやつが「これこれこういう理由で、全然で

きませんでした。」というのも報告としてあってい

いと思いますが、それはできないものなのですか。

観光文化スポーツ部長

昨年度、補正予算も含めて、決算ベースでプレミ

アム宿泊券を含めて４０億円ぐらいの事業をやらせ

ていただいておりますが、確かに決算説明資料にそ

れを抜き出しているわけではありません。コロナ対

策だけではなくて通常の事業もありますので、全体

の中に溶け込んだ形になっていて、確かに分かりに

くいという御指摘の部分はあると思います。

ただ、この資料には実際の決算として支出して、

それに対する成果という意味で書かれていますので、

例えばできなかった分は不用額になった分や減額補

正の結果、上がってこないというところもあります。

確かに県内流動の面では成果があったと思ってい

ます。一方で緊急事態宣言が昨年度明けて、首都圏

からも人が入ってこられるようになったときに対す

るいろんな支援も行いましたが、またすぐに緊急事

態宣言が出されたりして、あまり県外からの誘客の

部分で実績が上がらなかったというところはありま

す。そこは減額補正になったり不用額になったりし

て、ここには現れてきません。決算資料としては、

できなかった部分はどうしても現れてこないところ

はあろうかなとは思っています。

鈴木健太委員

減額補正となればそうかもしれませんが、不用額

は現に載っているわけです。その辺をどこに書くか、

どういうふうに書くかというのはすごく文章の体裁

として難しい部分はあるかもしれませんが、審査す

る議会側としては、やっぱりもうちょっと分かりや

すく、予算が使えなかったということも 部局長

説明でも別にいいのですが 何らかの形でもうち

ょっと知りたいなということも一応付言をしておき

たいと思います。

委員長

あとなければ終わりますけれども、いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で観光文化スポーツ部関係の質疑を終了しま

す。

ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時

３０分とし、企画振興部関係の審査を行います。

午前１１時４９分 休憩

部局別審査（企画振興部）

書記 齋 藤 淳 子 録

午後 １時２８分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

企画振興部次長 高 橋 一 也

企画振興部デジタル化統括監

坂 本 雅 和

総合政策課長 橋 本 秀 樹

市町村課長 藤 原 亨

デジタル政策推進課長 小 熊 新 也

調査統計課長 田 中 等

国際課長 小 松 弘 樹

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

委員会を再開します。

企画振興部関係の審査を行います。

初めに、企画振興部長の説明を求めます。

企画振興部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

企画振興部関係の質疑を行います。

小野一彦委員

主要な施策の成果の１４ページ、県と市町村協働
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の地域づくりについてお尋ねします。

県内におけるワーケーション（「ワーク」（労

働）と「バケーション」（休暇）を組み合わせた造

語で、観光地等で休暇を取りながらテレワーク等を

行う働き方のこと。）やリモートワーク（自宅など

会社から離れた場所で仕事を行う勤務形態のこ

と。）の推進など３件について、県と市町村が連携

して進めていくことを合意したということなのです

けれども、３件というと、ほかには何があるのでし

ょうか。

市町村課長

もう一件は介護予防事業の取組の推進についてと

いうことで、第８期介護保険事業計画の策定におい

て、自立支援、介護予防、重度化防止の推進等につ

いて、県と市町村が協力して進めていくということ

を合意しております。

小野一彦委員

リモートワークとかワーケーション 特にリ

モートワークの推進ですけれども、これは行政機関

の職員だけを対象としたものですか。それとも、コ

ロナ収束後もできるだけ遠距離通勤をしないように

とか、地元で消費をしたり、地域のコミュニティー

の支え役となっていけるようにといった観点で、官

民を挙げて進めていきましょうというものですか。

そこら辺の内容をちょっとお知らせください。

委員長

暫時休憩します。

午後 １時３７分 休憩

午後 １時３７分 再開

委員長

再開します。

市町村課長

リモートワークに関しましては、市町村の職員等

に限ったものではありません。市町村、商工団体等

で構成するあきた移住促進協議会において、民間団

体等に対してもそういう取組を進めているというこ

とであります。

小野一彦委員

ということは、官民のトップが合意して、これか

らリモートワークを進めていくということですね。

リモートワークを進めるためには仕事のやり方も変

えなければいけないので、デジタルトランスフォー

メーション（進化したＩＴ技術を浸透させることで、

人々の生活をより良い方向に変化させるという概念

のこと。）の推進にも関連すると思います。こうし

た取組は例えば仕事と介護、育児の両立だとか、こ

れからいろいろなことにいい結果を生み出すと思い

ます。県と市町村でそうした合意をしたこと自体が

一つの成果ですけれども、令和３年度はどのような

展開になっておりますか。

市町村課長

あきた未来創造部が所管していますので、詳細に

ついては私のほうで存じ上げてございませんけれど

も、５月の段階では、今年度の取組として、あきた

移住促進協議会にリモートワーク部会（リモート

ワークで秋田暮らし推進部会）を設置いたしました。

その中で、県が整備を支援したリモートワーク拠点

施設あるいは市町村が整備するサテライトオフィス

等の施設の利用や、リモートワーク移住に要する費

用の支援制度の活用等について、市町村と連携しな

がらＰＲしていく予定だと伺っております。

小野一彦委員

令和２年度の予算執行のポイントとしては、本当

に危機 新型コロナウイルス感染症のパンデミッ

ク（世界的大流行のこと。）ということで、大変な

部分があったけれど、やってみたらできたという可

能性を見いだすことができた１年だと思うのです。

県と市町村とで協働するというのが佐竹知事の大き

な政策です。トップがそのように進めていきましょ

うと示しているというのは非常に大きいことですし、

移住だけではなくて、もっと幅広い部分について世

の中を変えていく可能性も出てくると思うのです。

市町村課は協働の場を作ったというだけではなくて、

やっぱり全庁でそういう部分を深めていくようにし

てほしいと思います。部長、そこら辺はどうですか。

企画振興部長

委員のおっしゃるとおり、県と市町村との連携は

大変大事なものでございますし、昨年度のコロナ禍

で様々な事業を展開し、進めていく上で、市町村の

協力は欠かせないところがございました。今市町村

課で市町村協働政策会議の幹事役をやっていますけ

れども、全庁にまたがる施策事業と関係いたします

ので、これからもそうした取組を推進するという視

点で行っていきたいと考えております。

また、今年度は県・市町村緊急時連絡会議を新た

に立ち上げたところでありまして、何かあったとき

には、すぐ県と市町村長が直接リモートとかの形で、

お互いの意見を交換し合ったり情報を共有したりで

きるようになりましたので、そういった場も有効に

活用しながら、市町村との連携を更に強化していき

たいと考えております。

薄井司委員

ちょうどそこのところに関連して伺います。協働

の関係ですけれども、資料に「新たに水道事業の広

域化をテーマとする研究会を設置し研究した。」と

ありますが、どういった理由から水道の広域化につ

いて研究することになったのですか。
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市町村課長

水道事業に関してでございますけれども、やはり

秋田県 全国的にも人口減少が進んでおり、当然

水道を利用する人が少なくなっていきます。水道に

ついては利用料金制になっていますので、人口が減

れば利用者も減り、水道料金 収入が上がってい

かないという中で、現状のままの維持管理方法で大

丈夫か、市町村単位でも大きな問題として上がって

きております。そうした中で、例えば市町村の中で

段階的に見直しをしていくことに加えまして、水道

を広域的に利用して効率的に設備整備や運用ができ

ないかを問題といたしまして、行政運営のあり方研

究会（人口減少社会に対応する行政運営のあり方研

究会）、あるいはこちらに書いている地域連携研究

会等において協議してまいりたいということでござ

います。

薄井司委員

各市町村の事業担当者レベルが集まっていると思

うのですが、当然県の生活衛生課の職員も入りなが

らこれを進めているのですか。どういうメンバー構

成になっていますか。

市町村課長

市町村のメンバーは水道関係の担当になります。

県側は、市町村課だけではなく生活衛生課にも会議

などに入っていただいております。昨年度策定した

水道ビジョン（秋田県水道ビジョン）、あるいは今

年度もプラン（新秋田元気創造プラン）の作成がご

ざいまして、そういったものについては、まず生活

衛生課が先頭になって、市町村を引っ張っていく形

でやっていただいております。その中に市町村課も

入って、一緒になって進めているというところでご

ざいます。

薄井司委員

市町村課のほうでも、各市町村で水道事業がどう

いう経営内容なのか 水道管の老朽化の関係とか

でかなり厳しい状況が続いているのは承知している

と思うのですが、やっぱり財源をどうするかという

のも水道事業の中で非常に大きなテーマかと思うの

で、そこら辺もこの次に……。研究会は、今年度開

催されたのですか。研究会を設置して、年に何回と

かと開催する予定ですか。

市町村課長

年何回か開催するものもあります。今年度はコロ

ナの関係等がございまして、まだ開催していません。

薄井司委員

テーマは細かい部分になればいろいろあると思う

のですが、やはり財源的なところをどうするかが非

常に大切だと思っております。そこら辺は、いろい

ろと国に働きかける部分もあろうかと思いますし、

そこら辺を十分にこの後議論していければと思って

いるのですが、どうですか。

市町村課長

水道事業については、広域的なものが秋田県にな

いので、それぞれ市町村が独自に運営しているとい

う状況であります。個別の市町村水道事業の経営状

態については、市町村課の公営企業の担当のほうで

チェックしながらやっております。その中で財源的

な面でやはり厳しいという話があれば、制度的なも

のについては、知事会等を通したり、総務省とのヒ

アリングの中で訴えてまいりたいということです。

それに加えまして、広域的な管理運営面で効率化な

どを図れないか、こちらの研究会等で研究してまい

りたいと考えております。

島田薫委員

今の話に関連して伺います。今回、権限委譲推進

交付金で人件費等の単価の算定に誤りがあったとい

うのは、ここの部分に関連するものでしょうか。

市町村課長

委員の質問の件ですが、権限移譲推進交付金に係

る過小算定については、権限委譲推進という意味で、

広くいえば市町村連携とか、そういうことの中に入

ってくるとは思いますけれども、過小算定があった

のは、主要な施策の成果に記載している内容とは別

のものであります。

島田薫委員

これは別の話だとしても、今回ああいう誤りがあ

ったということからすると、そういうことが繰り返

されないように、権限移譲事務に関して全般的にし

っかり見直していく必要があるのではないかと思っ

て質問させていただきました。

市町村課長

交付金の過小算定のこともございますけれども、

市町村との連携においても、やはり市町村の担当者

あるいは首長等と常日頃から連絡を取り合いながら、

意見にそごのないようにするのは非常に大切なこと

でありますので、そういったことをこれから更に注

意しながら進めてまいりたいと考えてございます。

佐藤信喜委員

権限移譲の件なのですけれども、「新たに２町に

２事務を移譲した結果、移譲率は８２.３％になっ

た」との記載があります。残りのまだ移譲できてい

ない部分についてなのですが、例えば２５市町村中

３市町村は受けていて、残りの２２市町村は受けて

いないとか、それとも全く移譲されていない事務も

あるとか、そこら辺というのはどういった状況です

か。全く受けていない事務としては、どういったも

のがあるのでしょうか。

委員長

暫時休憩します。
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午後 １時５１分 休憩

午後 １時５１分 再開

委員長

再開します。

市町村課長

権限移譲の項目によってばらつきがありますが、

全く受入れられていない事務はありません。移譲率

が１００％なのが八峰町と東成瀬村で、４５.５％

とちょっと低い市町村もございます。移譲率の低い

事務としては、特に福祉関係で、老人福祉関係の指

定居宅サービス事業者の指定事務が３２％、指定介

護予防サービス事業者の指定事務が３６％など結構

あります。

先ほど委員から指摘がありましたとおり、全体と

しては８２.２％まで来ております。それぞれの市

町村の職員だったり規模だったりいろいろございま

して、なかなか１００％までいくのは難しいかもし

れませんけれども、少しずつ移譲率を上げていきた

いと考えてございます。

（※６８ページで発言訂正あり）

佐藤信喜委員

分かりました。それぞれの市町村の対応状況とい

うのも加味すればこうなるとは思うのです。ただ、

この中でも全く移譲できていない事務があるとすれ

ば外していくしかないのかなという思いもあったの

で質問したのですが、そういう状況であれば分かり

ました。

吉方清彦委員

デジタル政策推進課にお聞きしたいのですけれど

も、１３２ページに地域情報化推進費約５,３００

万円とあります。今５Ｇ（第５世代移動通信システ

ムのこと。）が入ってきているわけで、秋田県でも

生産性を上げるためには、やはり農業とか、あとは

医療分野などいろいろな面で５Ｇが使われるように

なると言われています。県内で駅前辺りでは使える

のですが、どうも電波の入りも悪いですし、このま

まいくと実用化がいつになるかほとんど分からない

状況ではないかと思うのです。昨年度は５Ｇのサー

ビスが始まった年ではありますけれども、県の積極

的な働きかけなどはあったのでしょうか。

デジタル政策推進課長

５Ｇ環境に対する県の働きかけということですが、

基本的には情報通信業を営む者 通信事業者が５

Ｇを敷設し、利用環境を提供することになっており

まして、国がこちらに積極的に取り組んでいくこと

になっております。またもう一つ、ローカル５Ｇ

（通信事業者が全国で展開する均一な５Ｇの通信

サービスに対して、地域・産業のニーズに応じて地

域の企業や自治体等が特定のエリアで個別に利用で

きる５Ｇネットワークのこと。）という動きもござ

います。これは、先ほど申しました通信事業者とは

また別に、独自に無線局免許を申請して取り組むも

のでございます。当課でこちらに対する補助は行っ

てはおりませんが、昨年度ローカル５Ｇ無線局が秋

田県内で開局しております。これがＣＮＡ秋田ケー

ブルテレビ（株式会社秋田ケーブルテレビ）でござ

います。

５Ｇの動きとしては、基本的には先ほど説明した

通信事業者が行う５Ｇの敷設と、ローカル５Ｇの２

つの流れがありますけれども、前者の５Ｇに対して

は、基本的には携帯無線の鉄塔整備を市町村が実施

する場合の国の補助がありますし、県としてもこれ

に補助しているということでございます。これは携

帯無線の鉄塔整備に対する補助ということで、５Ｇ

に特化したものではないのですが、昨年度も県で働

きかけを行っております。

また、駅前でしか使えないという話については、

通信事業者の一つであるＮＴＴドコモのサービスを

私もちょっと注視しているところでございまして、

８月になってようやく県内の全ての市において、５

Ｇに何らかのアクセスができるようになりました。

それまでは利用エリアが全ての市には至っていない

状況でしたので、町村単位で全てのエリアを網羅し

ているかというと、ちょっと微妙なところでござい

ます。

吉方清彦委員

たまに携帯電話に５Ｇと出ていたりするのですけ

れども、「あっ、５Ｇだ。」ぐらいの感じであまり

体感できるようなものではないのです。

でも秋田県としましては、昨年度もずっと、ＩＣ

ＴだとかＡＩだとか言って、デジタル政策に物すご

く力を入れていて、多分５Ｇにも、これを利用した

何々という形で力を入れていたと思うのです。知事

説明とかにもそうした発言が出てくるのですけれど

も、県として何もやっていないとすれば、具体的に

昨年度の政策の中に載っていないのではないですか。

デジタル政策推進課長

まず、５Ｇに関しましては、今年度、２日間にわ

たって県民の方々に５Ｇを体感していただくＩＣＴ

フェアというイベントの開催を考えております。一

昨年度もＮＴＴドコモの協力を得て、ＩＣＴフェア

で５Ｇデモバス（バス車内に４Ｋプロジェクターや

音響設備を搭載して、５Ｇのデモンストレーション

をすることができる移動式５Ｇプラットフォームの

こと。）というものを実施して、県民の方々に５Ｇ

を体験していただきました。ですので、５Ｇの利点

について、啓発あるいは皆様方に体験していただく

場づくりなどをこれからも積極的に展開していきた
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いと思っております。

吉方清彦委員

昨年度末、若しくは現段階でもいいのですけれど

も、秋田県の５Ｇの整備率というのは、他県と比べ

てどうなのでしょうか。

デジタル政策推進課長

サービスを展開する業者のいろんな経営戦略等も

あり、基本的には都市部のほうが５Ｇについての整

備率は高いということになっております。ただ、今

後国の強力な後押しの下、５Ｇが展開されていくも

のと考えておりますし、また秋田県だけが遅れてい

るというわけではなく、地方が都市部に比べて遅い

展開になっているものと認識しております。

佐藤信喜委員

もう一度市町村課長にお尋ねします。

決算説明資料の１２９ページ、知事選挙と県議会

議員補欠選挙の選挙事務費市町村交付金の件なので

すけれども、知事選の不用額は交付された金額の１

割ぐらいではないですか。でも、県議補選のほうは、

１,４５８万３,０００円交付されたものに対して

５５６万２,０００円が不用額となっていて、割合

的にすごく大きく感じます。これはどういう理由だ

ったのでしょうか。

委員長

暫時休憩します。

午後 ２時 休憩

午後 ２時 １分 再開

委員長

再開します。

市町村課長

県議補選につきましては、秋田市と潟上市選挙区

で行われています。知事選と同日選だったため、事

務費に関して、同じような経費が掛かる部分につい

て知事選挙費のほうで使ったため、知事選挙費の不

用額が少なくなっているということでございます。

佐藤信喜委員

分かりました。何かの根拠があって予算を取って

いくものだと思うので、なぜこのぐらい余ったのか

と疑問が生じたものですからお聞きしました。

それと１２８ページの下のほう、県・市町村の協

働・連携加速化事業についてですが、県・市町村連

携促進事業が４万１,０００円の実績に対して不用

額が１１万７,０００円と、不用額のほうが多いわ

けですが、この理由というのはどういったことでし

ょうか。

委員長

暫時休憩します。

午後 ２時 ２分 休憩

午後 ２時 ３分 再開

委員長

再開します。

市町村課長

県と市町村の協働・連携加速化事業につきまして

は、当初の予算が２４万円ほどございまして、２月

補正の段階で不用額として見込みで減額したもので

ございます。

（※６８ページで発言訂正あり）

佐藤信喜委員

分かりました。

コロナ禍でなかなか事業が展開できずに終わった

ということであれば、これは致し方ないと思うので

すが、やはり事業計画あってのものだと思うので、

不用額があまりにも多過ぎるのはどうなのかという

ことで、確認させていただいておりました。

次に１３３ページの情報企画課ですが、個人番号

カード利用環境整備事業で４３０万５,０００円を

使っているのですが、これを活用してどういったも

のがどういうふうになったのか、お知らせいただけ

ればと思います。

デジタル政策推進課長

マイナンバーカードの普及、促進ということで、

カードの交付率を上げるための国のマイナポイント

付与事業 ２万円のチャージ等で５,０００ポイ

ントもらえる というのがございました。

個人番号カード利用環境整備事業は、具体的には

新聞等の広報メディアを使って、マイナポイント付

与事業の周知と、マイナンバーカードの事業やその

普及について積極的に広報を行ったものでございま

す。

佐藤信喜委員

マイナンバーカードなのですけれども、マイナポ

イントの影響もあって、私の周りでもカードを申請

したという方が結構いました。ところが、まだ申請

していないという方もいます。秋田県内では今どの

ぐらいの発行状況になっているか分かりますか。

デジタル政策推進課長

９月３０日時点の数字でございますが、交付率は

３６.０％となっております。

佐藤信喜委員

やっぱり低いですね。マイナンバーカードの普及

が広がっていくことで、デジタルトランスフォー

メーションの推進というか、市町村での申請であっ

たり、いろんなことに使えるようになると思うので

す。多分秋田県の交付率は全国の中でも低いほうだ
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と思うのですが、この後どうやって増やしていくの

か、いつ頃までに１００％に近い数字まで持ってい

きたいとか、そういう目標というのは現段階でどう

お考えでしょうか。

デジタル政策推進課長

実は秋田県の交付率ですが、全国で３４位という

低位でございます。

本日からマイナンバーカードの健康保険証として

の利用が本格実施されております。また、国では、

令和４年度末までにほぼ全国民にマイナンバーカー

ドが行き渡るという目標を掲げております。また、

その先ではございますが、令和６年度末の運転免許

証との一体化についても方針を打ち出しているとこ

ろでございます。

我々も、マイナンバーカードの利便性や取得によ

るメリットを考えると、マイナンバーカードはこれ

から我々のデジタル社会における大きな基盤の一つ

になると捉えています。これが全国民に行き渡るこ

とによって、誰もがデジタル社会の恩恵を受けるこ

とができると思っていますので、積極的に推進して

いきたいと思っております。

佐藤信喜委員

健康保険証と運転免許証という話なのですが、マ

イナンバーカードを持っている人は、県内でも随時

活用できるということでよろしいでしょうか。

デジタル政策推進課長

まず、保険証は本日１０月２０日から本格運用と

いうことでございますが、薬局等も含む医療機関で

のマイナンバーカード対応率が、新聞報道によりま

すと、全国で８％程度となっております。今現在、

秋田県内で利用可能な病院等は１２４か所でござい

ます。ですので、実はマイナンバーカードを取得し

て、保険証利用申込みを行って、マイナンバーカー

ドと保険証を結びつけたとしても、肝腎の医療機関

にはまだまだまだ浸透していないという状況でござ

います。マイナンバーカードに対応している病院で

あれば利用可能でございます。

佐藤信喜委員

ちなみに、運転免許証のほうはどうですか。

デジタル政策推進課長

運転免許証との一体化は、今後そうなるという話

です。

佐藤信喜委員

マイナンバーカードを持っていても何のメリット

もなくて、うちに置いているだけという人が大半の

ような話を聞きます。やはり今伺った保険証と免許

証とマイナンバーカードの３枚が１枚になるだけで

も、財布がすごく薄くなると思うのです。そういっ

た点では、早く県内の普及率を高めてほしいという

ことと、今話を聞いた病院などの利用可能な場所だ

ったり、そういったところの整備についても力を入

れていかないといけないのではないかと思っていま

す。もちろん免許証としての利用が始まれば、運転

免許センターにも端末が必要になると思うので、そ

ういったところも含めて、あらゆるところを想定し

ながら進めるように頑張っていただければとお願い

します。

デジタル政策推進課長

今年中には国のほうでも、ワクチンパスポート

新型コロナワクチン接種済証のスマートフォン対

応といったときに、マイナンバーカードの活用も考

えているやに聞いております。

先ほど私が申しましたデジタル社会で活用が見込

まれる分野においてはいろいろな部局が関係してく

ると思いますが、我々のほうでは、まずはマイナン

バーカードを取得することのメリットを発信してい

きたいと思っております。

佐藤信喜委員

そこを何とかお願いします。

それで、まずは行政職員の方々が積極的に申請し

ていかなければいけないと思います。私の友人の行

政職員 市町村職員なのですけれども には、

まだ申請していないという方もいます。やはり皆さ

んが先に申請をして、その良さをしっかりと伝えて

いく、そういうふうな活動もしていってもらえれば

大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

髙橋武浩委員

国際交流、多文化共生社会の構築に向けた取組と

いうことで、国際課にお伺いします。

今秋田県の在留外国人数は４,０００人前後ぐら

いかと思うのですけれども、資料には、そういった

外国人が安心して生活できるようにいろいろと相談

を受けているとの報告があります。各地域振興局に

配置した９人の地域外国人相談員ですが、どのよう

な方が相談員として活動されているのか。そして、

４３０件の相談に応じたということでありますけ

れども、主な相談内容についてお知らせください。

国際課長

９名の地域外国人相談員につきましては、地域の

日本語教室等で長年日本語指導などに当たっている

方を中心に選んでおります。地域の日本語教室とい

うものは、単に日本語を教示するだけではなくて、

外国人の一種の駆け込み寺みたいな役割も持ってお

りますので、外国人の悩みとか様々なニーズに精通

しているということもあり、相談員に任命している

ところであります。

主な相談内容でございますが、御家族の方からの

相談もなかなか多いということもありまして、外国

語の翻訳や通訳の依頼が多いと報告いただいており
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ます。それから、どこで日本語を勉強できるのか、

あるいは日本の方と交流したいけれど国際交流の行

事はないかといった問合せ、結婚、離婚の問題、ビ

ザ関係の相談、出入国の手続等、また深刻なもので

はＤＶの相談などもございました。

髙橋武浩委員

日本語教室に関わる人、日本語を教える人がみん

な高齢になって、若い人や関心を持つ人が少なくて、

なかなか苦労されているという話があります。そう

したことについて国際課ではどういったサポートを

していますか。それから先ほど通訳とか、日本語に

関する相談があったと答弁がありましたが、それに

ついてどのように対応したのかお知らせください。

国際課長

確かにボランティアを中心に日本語を指導される

方々がおりますけれども、やはり高齢化、後継者不

足という課題がございます。このため、令和２年度

から、新規事業といたしまして日本語指導サポー

ターの養成講座を開催し、６８名の方がこの講座を

修了しました。講座では日本語指導方法や、あるい

は相談対応に関する研修を行っており、受講者の多

くが国際交流協会（公益財団法人秋田県国際交流協

会）のボランティアに登録して、今後様々な面で活

躍が期待されるという状況であり、令和３年度も引

き続き養成事業を行っております。

相談への対応でございますけれども、外国人相談

窓口に来た相談というのは、その場で解決できると

いうものばかりではございませんので、専門的な機

関に引き継ぐ、あるいは深刻な事例であれば、通訳

を紹介して一緒について行く場合もあります。また

病気の相談もございましたので、そういった場合は

実際に病院までついて行った事例もございました。

年２回ではありますけれども、弁護士と行政書士の

無料専門相談会も開いております。そうした対応で、

できる限り寄り添って問題解決に持っていけるよう

に努力しているところであります。

髙橋武浩委員

国語の先生が退職してからボランティアで関わっ

ている事例も聞きます。日本語教室ではもちろん日

本語を教えるのですけれども、それだけでなく、生

活や文化、日本のそれぞれの地域の歴史、文化など

のコミュニケーション的な部分が多いようです。日

本語の文法うんぬんという話とちょっと切り離して

考えないと、なかなか外国人の方が受け入れにくい

という話も聞いていますので、各地域の相談員とも

相談しながら、そういった体制を是非とも継続でき

るように強化していってほしいということをまず要

望しておきます。

それから、外国人がその地域に入ることによって

地域の活性化につながる部分があるので、是非とも

そういったサポートを続けていただきたいと思いま

す。更に今回オリパラ（東京２０２０オリンピック

・パラリンピック競技大会）の関係で、ホストタウ

ンとして交流している地域や、オリパラ以前から交

流している地域 例えば能代市の場合だと、ホス

トタウンの相手国であるヨルダンの食事や文化など

をＰＲして、継続的に広報とかに載せています。そ

ういった他の市町村のホストタウンとの交流、関わ

りについてどのようにそれぞれの地域、県民にお知

らせしているか、情報がありましたらその辺も教え

ていただければと思います。

国際課長

能代市におけるホストタウンの活動といたしまし

て、ヨルダンとの交流を進めているという話は聞い

ておりますし、新聞等でも拝見しております。また、

デンマークのボートチームを受入れしまして、村ぐ

るみで交流した大潟村の事例などもよく取り上げて

おります。実は能代市から、今後ヨルダンと更に交

流を深めたいという相談が来ておりまして、私ども

も微力ではございますけれども協力したいというこ

とで、例えばヨルダンから交流のための人材を呼べ

ないかなど、そういったことを働きかけているとこ

ろであります。同じように大潟村につきましても、

デンマークとの交流を更に活発化させるために、そ

うした人材の継続しての受入れなども検討している

ということで、県としては側面から支援する体制を

取っております。

髙橋武浩委員

いずれコロナで交流が途絶えたり中断している部

分があります。中国甘粛省との交流も、平成２９年

に３５周年を迎えた際に私も伺いましたが、それ以

降、計画はあるのですけれども、コロナでなかなか

行けない状況です。せっかく交流が深まって、これ

から次の段階へというところで、ちょっとコロナで

足踏みしている状況です。

秋田県は外国人の在留者数が東北でも最下位のほ

うです。今コロナの中にあっても、そういったオン

ラインなどいろんな形で交流を続けながら、コロナ

後に交流を再開して、是非とも東北最下位から一つ

でも上がれるように、国際課の努力に期待して、質

問を終わります。

児玉政明委員

高度情報化の推進ということで、先ほども５Ｇの

話が出ましたが、資料に沿って質問させていただき

ます。

携帯電話が不感となっている４地区で解消が図ら

れたとなっていますが、その後、携帯電話のカバー

率はどのぐらいになったのでしょうか。

デジタル政策推進課長

毎年６月に県で調査をしているところでございま
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すが、令和３年６月時点で、不感地域が２３集落で

１０５世帯となっております。そしてカバー率でご

ざいますが、少々お待ちください。

委員長

暫時休憩します。

午後 ２時２３分 休憩

午後 ２時２３分 再開

委員長

再開します。

デジタル政策推進課長

カバー率は９９.７％となっております。

（※６３ページで発言訂正あり）

児玉政明委員

率だけ見ればほぼカバーできている感じですけれ

ども、この２３集落、１０５世帯については、今後

も解消するという計画はないのでしょうか。

デジタル政策推進課長

こちらは、市町村が実施主体となる事業に国と県

が補助をしているということでございますので、市

町村から申請があれば、県で補助していくことにな

ります。これは鉄塔整備に対する補助でございます

が、今、令和４年度に向けて、鉄塔を立てたいとい

う市町村が１か所出てきておりますので、当然、不

感地域が減っていく方向に進んでおります。

児玉政明委員

ちなみに、不感というのは、通話が途切れ途切れ

になるのではなくて、まるきり通じない地域のこと

ですか。

デジタル政策推進課長

ソフトバンク、ＡＵ、ＮＴＴドコモ、この３キャ

リアのいずれかがつながれば、そこは不感地域とみ

なさないということにしています。３つとも入らな

いところが不感地域となっております。

児玉政明委員

ちなみに、やはり山間部といいますか そうい

う地域でしょうか。

デジタル政策推進課長

集落はあるのですが、傾向としては、都市部より

は山あいというようなところが多いです。

児玉政明委員

またちょっと話は変わるのですけれども、光回線

の通っていない地域といいますか、カバー率でもい

いのですけれども、そこら辺は分かるものですか。

多分、携帯電話と同じ地域になると思うのですけれ

ど。

デジタル政策推進課長

光ファイバーの敷設率でございますが、９７.９

％となっております。

児玉政明委員

いずれこれから５Ｇの整備とかもあると思うので

すけれども、やはり基本的な携帯電話やインターネ

ットの光回線もかなり重要だと思います。そちらも

解消できるように進んでもらいたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。

デジタル政策推進課長

やはり５Ｇ無線局単独ではなく、光ファイバーが

敷設されているということに無線局としての意味が

あるところです。秋田県の光ファイバー敷設率は

９７.９％と、全国で３２位で、こちらも低位でご

ざいます。こちらもなるべく推進していきたいとい

うことで、国等にも働きかけをお願いしているとこ

ろでございます。

恐れ入ります。先ほどの携帯電話の世帯カバー率

について９９.７％と答弁しましたが、９９.９７％

に訂正させていただきます。

（※６３ページの発言を訂正）

宇佐見康人委員

情報統計について１点確認だけさせてください。

現在調査を行う場合、紙の調査表と、あとはスマ

ホとかネットで回答ができると思うのですけれども、

紙で答える人とネットで答える人の割合は大体どれ

ぐらいなものでしょうか。分かればでいいです。

委員長

調査統計課が実施している調査についてですか。

宇佐見康人委員

県ではいろんな調査をしていると思うのですけれ

ども。

委員長

全般ということでいいですか。

宇佐見康人委員

全般です。

調査統計課長

申し訳ないですが、全般の数字は捉えておりませ

ん。ただ調査統計の流れとすれば、まずは、調査員

が説明も兼ねて文書 資料を対象世帯にお渡しし

ます。それで、回答するときに、調査員を経るのか、

郵送するのか、あるいはオンラインで回答するか、

対象者が回答方法を選択することになります。今は

ほぼ全ての調査でオンライン回答ができるようにな

っていますので、あとは対象者のインターネットの

利用環境などが関わってくると思います。

ちなみに、国勢調査であれば、本県の場合ネット

回答率が３３.６％というふうになっております。

全国を見ても３７.９％ですので、本県は若干全国

平均よりは低いのですけれども、似たような数字に

なっています。

宇佐見康人委員
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意外と低いという印象を受けました。うちにもた

まに子育てのアンケートだとかが届きますが、紙で

回答しなければいけない 郵便で返さなければい

けないものとかもあります。ネットで回答できるの

であればすぐにやるのですが、紙の調査表だと本当

に面倒くさくて、そういう調査はあまり前向きな回

答にはなりません。

今後は世代で変わってくると思うのですけれども、

次の国勢調査に向けて、ネットやスマホでも回答で

きることをもうちょっと周知すれば 国勢調査な

ので、全世帯がやるべきものではあるのですけれど

も もっといい数字が出てくると思います。そこ

ら辺の認識をお聞かせください。

調査統計課長

国でも周知していますけれども、県のほうでも特

にネットを通じまして周知しています。例えば、

「国政調査が実施されます。」という話、それから

「こんな回答方法がありますよ。」、あるいは「回

答を忘れていませんか。」という話など、時期を見

て段階的に周知の内容も変えています。

国においては、国勢調査の昨年度のネット回答率

の目標が５０％だったと聞いております。昨年度コ

ロナがあって、非接触で回答したいというニーズが

あったけれども、結局は４割を切っているという状

況でございました。いずれ５年後の調査に向けては

私もネットで回答しましたけれども、ネットの

場合、非常に簡便に回答できますので、利用可能な

環境にある方は是非そちらを利用いただきたいとい

うことを更に周知していきたいと思っております。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。

次に、読書全般についてお伺いします。今年度か

ら新たな計画（第３次秋田県読書活動推進基本計

画）が出来ましたけれども、読書が好きと回答する

人の割合が８割、３０分読書する人の割合が こ

ちらは数字を忘れてしまいましたけれども、それら

の割合について目標が設定されています。現状では、

年齢が上がるにつれて読書が好きと答える人の割合

が減っていますが、令和２年度ではその要因をどう

分析して、８割という目標を設定したのでしょうか。

総合政策課長

読書が好きだという人の割合については目標を

８０％に設定し、１日３０分以上読書する人の割合

については目標を７０％に設定しているところでご

ざいます。我々としては、世代、年齢、あまり関係

なくといいますか 全ての人に読書に親しんでも

らいたいということで進めていますが、やはり年齢

やライフステージごとに取り組み方も多少違ってく

るところがあると思い、小さい頃の読み聞かせから、

シニア層にはシニア層向けの取組をしております。

一般的な傾向の分析はしっかりできてはいないので

すけれども、コロナの関係が少し影響しているとい

ったこともあります。シニア層向けでは、具体的な

取組はあまり多くないのですけれども、例えば教育

委員会のほうで、県立図書館にシニアコーナーのよ

うなものを設置していただくなど、できるだけ読書

に親しんでもらうような取組をしているところでご

ざいます。

小野一彦委員

決算説明資料の１３３ページです。デジタルガバ

メント総合推進事業については、昨年度の当初予算

と５月補正、そして９月補正に計上されたんだった

かな 国の財源が来たこともあり、是非これを機

にということで、すごく意欲的に進められたと思っ

ております。

事業の各項目があるのですけれども、例えば

去年も聞きましたが （２）庁内業務効率化推進

事業については、当初予算の説明資料には、ソフト

ウエア型ロボット、ＲＰＡや人工知能、ＡＩ等のＩ

ＣＴ技術を活用して庁内業務の効率化を図るとあり

ます。令和２年度の執行状況や成果、課題など、そ

ういうことについてお尋ねいたします。

デジタル政策推進課長

こちらの事業でございますが、ＲＰＡ ロボッ

トを使って庁内業務を効率化するというものです。

令和２年度におきましては、自動車税申告書確定業

務等の３件に活用させていただき、業務時間にして

２,６０６時間の削減効果がありました。

また、当該事業ではＲＰＡだけでなくＡＩを活用

した事業も行っております。これは、庁内の職員か

らのよくある問合せに対して、職員の代わりにＡＩ

が答えるというもので、曖昧な問合せにもきちんと

お答えするものです。ＡＩによる回答実績が令和２

年度だけで１万２,９２１件ありまして、業務時間

相当で約１,１４０時間の縮減が図られたと捉えて

おります。

小野一彦委員

課題はありませんか。

デジタル政策推進課長

ＡＩについては特に課題というところはなく、庁

内に積極的に取組を広げていきたいと考えていると

ころでございます。一方ＲＰＡについては、ＯＣＲ

という技術 これは手書きの文字をデジタル化す

る、古くからある技術ですが、意外にここにてこず

っているのが課題でございます。ここに、今度、Ａ

Ｉ―ＯＣＲといって、ＯＣＲに更にＡＩ技術を加え

た新たなＯＣＲ処理を行えば、業務の精度がより高

いものになるといったところがありますが、実は、

業務によってはＡＩでも歯が立たないものもありま

す。このように業務の効率化についても向き不向き
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がありますので、ツールは万能ではなくて、やはり

課題解決しやすい業務を見極めて、きちんとその部

署に周知し、展開を図っていかなければいけないと

考えております。

小野一彦委員

さっきのＡＩの話ですが、いろいろあるのでしょ

うけれども、例えばどういう問合せに対応している

のか教えてください。

デジタル政策推進課長

実はデジタル政策推進課の前身である情報企画課

で、庁内のパソコンの使い方やインターネット接続

環境の不具合、あるいはいろんなウェブ会議でのト

ラブルだとか、様々なデジタル機器、ＩＣＴ機器に

関する相談対応をしています。情報企画課に電話を

かける代わりに、例えば「このセキュリティーパッ

チは最新でしょうか。」といった問合せ内容を文字

入力すると、それに対して、よくある回答例として

事前に用意していた内容が表示されるというＦＡＱ

システムでございます。

小野一彦委員

いろいろと成果が出ているということですね。Ｒ

ＰＡの関係で庁内に問合せてみたら、場合によって

は、ＲＰＡをやるよりも、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂ

ａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍの略。

全地球測位システムのこと。）のほうが精度が良く

てやれそうな業務があるという話も聞いたことはあ

ります。こうした話はまだデジタル政策推進課に伝

わっていないのかも分からないし、やってみた結果

だから、それは前向きなアクションの結果だと思う

のだけれども、いずれこういう部分については、令

和３年以降ももっともっと積極的に進めていくので

すよね。

デジタル政策推進課長

我々は新規の取組を推進して、その手法が合わな

い業務については別の手法でということを考えてい

て、あまりエラーは出したくないものの、若干トラ

イ・アンド・エラーという要素もあると思います。

我々の立ち位置としては、なるべくツールの利点を

生かせる業務を見いだすために、積極的に新規の取

組を促すように庁内に展開していきたいと考えてお

り、令和３年度におきましては、更に新規業務を追

加することとしております。

また、ＡＩにおきましても、ＡＩの可能性をＦＡ

Ｑシステムにとどまらず、庁内だけではなくてもう

少し庁外にも対象範囲を広げていく試みを令和３年

度にしております。

小野一彦委員

ＷＥＢ会議システム利用環境整備事業の成果や課

題とか、何かあったら教えてください。

デジタル政策推進課長

この事業は、ウェブ会議を庁内のＬＧＷＡＮとい

う有線回線ではなくインターネット回線に流すため、

庁内に無線ＬＡＮ環境 Ｗi―Ｆiのアクセスポイ

ントを設置したものでございます。こちらのアクセ

スポイントは、山王（秋田市山王）の県庁舎だけで

はなくて、東京事務所だとか各地域振興局にも設置

しています。

このウェブ会議システムについて、今のところ使

っていて不便なところは基本的にはないのですが、

アクセスポイントから発する電波の範囲にやはり限

りがございますので、建物の扉が遮蔽性の高いよう

なものであるとたまに電波が入りにくいなど、アク

セスポイントとの距離によって電波が入りにくく、

ウェブ会議が途切れてしまう場面が若干あるのが課

題だとは思っております。

小野一彦委員

いずれこういうデジタル関係の事業を令和２年度

に更に進めた結果、職員の仕事の仕方とか、仕事の

相手方にも波及するような、そういう芽が出てきた

という理解でよろしいですか。

デジタル政策推進課長

一つの見方として、新型コロナウイルスの感染拡

大状況等によりデジタル化が加速したところもあっ

たと思っております。実際、ウェブ会議の昨年度と

今年度半年間の使用率を見ましても、やはり利用は

増えておりますので、新型コロナが収束してアフ

ターコロナになっても、今後もウェブ会議は便利な

ツールとして活用されるのではないかと思います。

我々も不便なところは何らかの対応方法で、その不

便さをきちんと解消するような方向で施策に組み入

れていきたいと考えています。

小野一彦委員

一言だけ。令和２年度にそういう形で成果が出て

いるのだから、できれば予算執行状況のページだけ

ではなくて、部門別成果のページにも、全部書かな

くても例示でもいいので、アウトカムとして是非明

記してほしいと思います。委員長もさっき言われた

ように、やっぱり決算というものは、計数的な審査

だけではなくて、次年度以降に生かしていくという

部分が一番大きいので、是非今後検討していただき

たいと思います。これについては、フォーマットや

盛り込む内容 特にそういう成果について、出納

局のほうで基本的な指示をされているのですよね。

会計管理者（兼）出納局長

主要な施策の成果の文例といいますか、基本的な

書き方についてはこちらから示しているところです。

小野一彦委員

なかなか実施した事業しか書けないという部分も

あるかもしれないけれども、やっぱり主な部分につ

いて、事業を実施した結果こうだったという部分を
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数字を明記しながら記載することを今後是非検討し

ていただければと思います。

鳥井修委員

「ふるさと秋田元気創造プランの推進」の冒頭の

部分です。多分昨年も聞いたかもしれませんけれど

も、県民意識調査の実施だったり、あとは総合政策

審議会とか、専門部会を開催したりして次年度の事

業等に関する提言を受けたとありますが、提言がど

のように次年度に反映されたとか、具体的な例があ

れば、まずお知らせください。

総合政策課長

例えば、総合政策審議会で様々な提言を頂いてお

りますけれども、提言された内容に関して、既に関

連する何らかの事業をやっている場合も多くありま

す。ただ、何も取り組んでいない場合であっても、

必ずその提言を基に、実施できるのかできないのか

各部局ごとに検討して、その結果、事業をやるかや

らないかを明らかにしているところでございます。

今まで取り組んでいなかった事例として、例えば

観光の部門などでは、今コロナで３密を避けるとい

う趣旨の下で、アウトドアのアクティビティーなど

を充実させるべきだという提言がありました。大き

な範囲ではそういう取組もしていると思うのですけ

れども、具体的にピンポイントの取組はなかったも

のですから、提言を受けて今年度から観光文化ス

ポーツ部で、アウトドアのコンテンツの充実という

か、磨き上げの事業として研修などの充実を図って

います。

鳥井修委員

先ほどお話しした県民意識調査の内容を見れば、

いろんな事柄について満足度を５段階で評価する項

目があります。例えば昨日審査したあきた未来創造

部関係でも、子育て支援など、「ふつう」の３点ま

でいっていない部分があったりとか、多分県民意識

調査の中からいろいろと酌み取れる部分があると思

うのです。県民全ての意見というのは反映できない

と思うのですけれども、その意向はこの調査からあ

る程度酌み取れるし、政策に十分反映できると思う

のです。毎年県民意識調査を実施して、それを政策

に反映するに当たっての取組状況を教えてください。

総合政策課長

県民意識調査では、基本的に政策についての満足

度調査というものをメインにやっております。満足

度調査で「不十分である」あるいは「やや不十分で

ある」と回答した方には、その理由をできるだけ書

いていただくようにしております。その理由などを

分析して、同じような回答や意見が多いとすれば、

それをまとめて 実は当方で政策評価を実施して

おりまして、調査結果を政策評価に反映して、両者

の一体化を図りつつ、次の事業、施策に生かしてい

くという仕組みを取っております。

鳥井修委員

昨日のあきた未来創造部の審査でも議論になった

のですけれども 秋田県の子育てに関する支援は

全国でもトップレベルなのに、実際にお金を使って

支援しても実績が出ていない。支援にいくらでもお

金を掛けられるわけではないので、その分岐点をし

っかり見極めていかないといけないという話が鈴木

委員長からありました。これに対して、あきた未来

創造部長も、際限なくお金を掛けて子育てを支援す

るのはなかなか難しいので、例えば意識改革が必要

だといった話をされました。

総合政策課で県民意識調査などの結果を組み入れ

て知事に提言したりとか、そうしたところの取組の

具合はどうなのですか。結局政策を決めるときには、

費用対効果もありますし、政策的な考え方もあると

思うので、そこに首長 知事の政治判断があると

思うのです。最終的には知事が決めると思うのです

が、県民の思いとか 例えば我々も選挙で選ばれ

て、県民の皆さんの負託を受けていろいろなことを

お話しするわけです。その全てがかなうわけではな

いのは十分分かるのですが、例えばそういう思いを

どのくらいまで組み入れて計画を立てているのか。

ちょっと難しい質問なのですけれども、どうでしょ

うか。

総合政策課長

様々な意見を、例えば県民意識調査あるいは政策

評価の結果などいろんな形で頂いていて、政策評価

については自分たちで自己評価した後で外部委員に

評価してもらうという仕組みを取っています。こう

したものを知事に報告しますけれども、その際には

我々の物事の考え方 一方的な説明や一つの考え

方ばかりではなくて、様々な状況のデータを示して

総合的な判断をしていただくようにしています。総

合政策課の職員や企画振興部だけの意見ではなくて、

各部にも照会するなどして、いろいろと多方面から

の考え方だとか見る目をクロスさせて、できるだけ

広い分野から判断していただくというような考え方

で取り組んでいるところでございます。

鳥井修委員

秋田県は本当に多くの課題を抱えていて、人口減

少対策も含めてやることがすごく多くて、来年、再

来年ですぐに解決できる問題ではないと思います。

いろんな意見があるのは十分分かりますし、課長の

おっしゃったとおり多様な意見を示した上でのトッ

プの判断になると思いますが、そうした意見を正確

に伝えないと そんなことはないと思いますが

恣意的な意見を示しては絶対駄目だと思います。

やはり県民の思いもしっかりと受け止めていただき、

率直に現状とかエビデンスとかをしっかりと伝えて
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政策判断をし、それを実現していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

あともう一点、県勢要覧のところです。これは毎

年出されている資料だと思うのですけれども、すご

く見やすくていいと思います。そのほかに、去年だ

と「秋田県の日本一と全国ベスト３」というのもあ

りまして、これもいいと思いながら見ています。そ

れと「あきた１００の指標」という資料もあったの

ですが、多分去年変わっているのです。この辺の経

緯を教えていただけますか。

調査統計課長

統計資料の県民への周知、発信のため、今紹介の

ありました「あきた１００の指標」や日本一とベス

ト３、県勢要覧、そういった資料を作っておりまし

た。特に１００の指標につきましては県勢要覧とも

重複するような部分もあったりしまして、それから

課内で少し業務の見直しも必要になりまして、県勢

要覧に統合する形で令和２年版で終了としておりま

す。

鳥井修委員

そうすれば、この後は秋田県の日本一と全国ベス

ト３の作成は継続していく しばらくの間そうい

う方向性で向かうという理解でいいですか。

調査統計課長

日本一とベスト３につきましては、今のところ継

続する予定でございます。それから、県勢要覧につ

いても引き続き作成してまいります。

鳥井修委員

ちなみに、自分は今、冊子を持っているのですけ

れども、これは県民の皆様にも配布されているので

すか。

調査統計課長

県勢要覧は大変ボリュームが多いので、今は美の

国あきたネットへの掲載をもって周知に代えていま

す。必要な方は各自で印刷をお願いしたいと思って

おります。

鳥井修委員

自分も、すごく勉強になるなと思って見させても

らっています。多くの方に見ていただきたいと思っ

ていて、今ネット社会ですので、ウェブサイトにア

クセスすれば見られるわけなのですけれども、そこ

にたどり着くまでについては少しＰＲ不足かと思い

ます。実は、こうした資料の存在をみんな分かって

いるのかなと思っていて、友人とかに聞いたら「え

っ、こんな資料あったの。」と言われることがある

のです。せっかくいいものを作っても、見ていただ

かなければ意味がないので、そこはちょっと課題と

して捉えてもらえればいいと思います。

例えば我々議員も、いろんな都道府県の数値と比

べて、「あっ、秋田県ってここが劣っているな。先

進地ではこういういいところがあるね。」とか

逆の場合もあるのですけれども 勉強になるので

す。多分一般の県民の方々でも、「秋田ってこんな

に全国と比べてすごいところがあるんだな。」とい

う発見もあると思うのです。いい資料であれば多く

の方に見てもらったほうがいいと思うのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。

調査統計課長

おっしゃることは大変ごもっともでございますの

で、周知の仕方につきましては、こちらも工夫して

まいりたいと思っております。

それから、県勢要覧は非常にボリュームが多いの

ですけれども、ほかに県民手帳というのも毎年売ら

れています。間もなくすれば書店とかコンビニの棚

に並ぶと思いますが、こちらにも、ちょっと字は小

さいのですけれども、県関係のデータをコンパクト

に掲載しています。例えばそういったものを手に取

っていただいて、それを取っかかりに、県勢要覧な

り日本一とベスト３などに誘導できればいいと思い

ました。

鳥井修委員

この質問をした意図というのは 秋田県人の性

格として、あまり自分の自慢はしないし、おとなし

い部分があって、「秋田の自慢をしてください。」

と言ったときにすらすら出てくる人は少ないと思う

のです。こういう資料があれば、自慢の一つのネタ

になります。自分も秋田市議会議員のときに全国の

いろんな中核市とかを回らせてもらって、ちっちゃ

い市町村にも行ったのですけれども、どこでもまち

や市の自慢を 特に人口の少ないところでは、子

供から大人まで、自分のまちのいろんな自慢やＰＲ

をしてお客様を受け入れているのを見て、いい事例

だと思っていました。

秋田県は、面積は大きいけれども人口は少ないほ

うだと思いますので、県民一人一人の意識改革の一

つの手段としていいツールになると思っていて、も

っとＰＲしたほうがいいという思いで質問させてい

ただきました。やり方はいろいろあると思うのです

けれども、お金を掛けなくてもできると思うので、

是非その辺を考慮してやっていただければと思いま

す。

調査統計課長

やはり地元に対する肯定感といいますか、愛着を

持っていただく、あるいは誇りを持てる、そういっ

たものを高めるためにも、今おっしゃられたデータ

特に元気が出るようなデータについて、より積

極的にＰＲしていきたいと思っています。

日本一とベスト３で取り上げているデータにつき

ましては、今年県の広報紙「あきたびじょん」に

「あきたイチバン星」ということで、杉の人工林日



- 68 -

本一とか、高齢者の働く割合日本一といった項目が

取り上げられていました。掲載に当たって調査統計

課に何か連絡があったわけではないのですが、私ど

もの考えていたことが既に「あきたびじょん」に取

り上げられておりました。このように、いろんな

ツールで県民にそういうデータが届けられるように

取り組んでいきたいと思います。

企画振興部長

ただいまの指摘はそのとおりだと思います。県民

の皆様がすごく元気を出せるようなデータを今後も

幅広く周知していきたいと思っております。

参考までにですけれども、議員の皆様にもお配り

していますけれども 総合政策課で作っている県

政概況の一番最後のページにも、「データでみる秋

田県」ということで、一部ではございますけれども、

秋田県の日本一と全国ベスト３を載せております。

この資料もいろいろなところに配布していますので、

こういったツールなども引き続き活用しながらＰＲ

に努めてまいりたいと思っております。

市町村課長

さきに佐藤委員から質問があった点で、２点修正

させていただきたいと思います。

１点は、権限移譲の移譲率の話です。私、全体と

して８２.２％と申し上げましたが、今年度は昨年

度の取組によりまして８２.３％になっております。

こちらの説明資料にもそのように記載されています。

私の言い間違いでした。大変申し訳ございません。

それから、もう１点です。県・市町村の協働・連

携加速化事業の説明の際に、当初予算で２４万円と

申し上げましたが、減額補正後の予算額が２４万円、

執行額が１１万円ということでございます。こちら

も言い間違いとなっております。

いずれにいたしましても、佐藤委員から指摘のあ

りましたとおり、コロナ等の影響もありましたけれ

ども、不用額等が生じないようにしっかりと予算管

理を行ってまいりたいと思います。

以上２点修正させていただきます。大変申し訳ご

ざいませんでした。

（※５９ページ及び６０ページの発言を訂正）

薄井司委員

デジタルガバメント総合推進事業の不用額につい

て確認したいのですが その前に、決算附属書類

１８２ページの委託料の関係で伺います。７億

５,９００万円ぐらいの金額が記載されていて、こ

れは多分、主要な事業を全部積み上げだ金額だと思

うのですけれども、あまりにもまとめて書かれてい

て、どれが何だかちょっと分かりません。そこら辺

を大まかでもいいですので説明していただけますか。

デジタル政策推進課長

説明します。委託料７億５,９４３万８,７００円

ですが、情報システムの構築と維持管理に係る契約

の総額でございます。

デジタルガバメント総合推進事業については、主

要な施策の成果並びに決算説明資料１３３ページに

記載していますが、支出済額１億２,２８１万

７,０００円の中に、委託料もあれば旅費等の経費

も含まれている状況でございます。総合推進事業は

複数の内訳事業に分かれていて、金額が大きいもの

としては（８）行政手続デジタル化推進事業の約

５,８００万円があります。委託料だけでみますと、

支出済額１億２,２８１万７,０００円のうち、１億

１,３７９万７,５９６円が委託料で、こちらも複数

の内訳事業に分かれています。

薄井司委員

決算附属書類に記載されている数字には情報企画

課の事業が全部入っているのだと思います。今回約

４,５００万円が繰越明許費になっていますが、こ

れはどういう理由があって年度内にできなかったの

ですか。

デジタル政策推進課長

デジタルガバメント総合推進事業の中の行政手続

デジタル化推進事業で、新たに、起案、決裁、保存

等の公文書管理を電子化する文書管理システムを構

築しました。こちらに関しては、行政手続等の押印

や書面、対面方式の見直しに伴いまして、昨年度の

３月以降に公文書管理関係の規定の改正やそれに伴

う運用方法の見直しが見込まれており、旧システム

から新しいシステムへのデータ移行時期が令和３年

度にずれ込むということが分かったため、１億１０

万円のシステム構築のうち、４,５１０万円を繰越

ししたものです。

薄井司委員

令和２年度の補正で予算が付いたのですか。

デジタル政策推進課長

こちらは、令和２年９月補正でお願いした予算で

ございます。

薄井司委員

そうすれば、年度末まで掛かれば、ある程度竣工

と言えばいいですか 終わらせることが可能だっ

たと思うのですが、そこら辺はどういう状況でこう

なったのですか。

デジタル政策推進課長

公文書関係の規定の改正内容が定まらないとシス

テムの詳細も固まりません。年度内に改正内容が固

まらなければ、システムにその内容を反映できない

のですが、改正内容が固まるのが令和２年度末

令和３年３月以降ということだったため、事業を令

和３年度に繰越しさせてもらったということでござ

いす。

この事業自体は、今年の９月末で既に完了しまし
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て、文書管理システムは９月の初旬に稼働を開始し、

現在本運用をしている状況です。

薄井司委員

当然委託契約する段階で履行期間等を決めたと思

うのですが、それはちゃんと契約どおりになってい

る状況ですよね。

デジタル政策推進課長

改めて繰越しをした中において、きちんと履行確

認して検査確認も終わっており、順調に事業は完了

しております。

薄井司委員

ということは、今回事業を繰越したことによる不

利益等はなかったということで理解してよろしいで

すか。

デジタル政策推進課長

こちらの新文書管理システムは、庁内だけの管理

システムでございますので、庁外の方に特に不利益

等はございません。また、このシステムは９月６日

から仮運用して１０月１日から本運用するという計

画でやっており、事業を繰越して令和２年度内に終

わらなかったことで、庁内で何か不利益等が生じた

ということはございません。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で、企画振興部関係の質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日、午前９時３０

分に委員会を開き、生活環境部関係の審査を行いま

す。

散会します。

午後 ３時１３分 散会
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令和３年１０月２１日（木曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（部局別審査（生活環境部、農林水産部））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

部局別審査（生活環境部）

書記 山 﨑 裕 介 録

午前 ９時２８分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

生活環境部長 柳 田 高 人

生活環境部次長 長 嶋 直 哉

生活環境部次長 川 村 之 聡

生活環境部参事 持 主 美 彦

生活環境部参事（兼）環境管理課長

古 井 正 隆

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

庄 司 浩 久

県民生活課長 齋 藤 秀 樹

県民生活課八郎湖環境対策室長

石 井 公 人

温暖化対策課長 髙 橋 佐紀子

環境整備課長 高 橋 正 嘉

自然保護課長 澤 田 智 志

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから本日の委員会を開きます。

昨日に引き続き、部局別審査を行います。生活環

境部関係の審査を行います。

初めに、生活環境部長の説明を求めます。

生活環境部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部

局長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

生活環境部関係の質疑を行います。

鳥井修委員

おはようございます。よろしくお願いします。

最初に、ツキノワグマ関係です。昨年も質問させ

てもらった経緯があったので、順を追って質問して

いきます。

今年に入ってからも、大分熊による人身被害や事

故が起きていますが、昨年度の被害等の状況をまず

お知らせください。

自然保護課長

ツキノワグマの人身被害でございますが、昨年度

は９名、そのうち死者が１名となっています。

鳥井修委員

昨年、対策等のところで、カメラトラップ法を使

って、各地域ごとに定点カメラを設置し、３年掛け

て観測するという説明を聞きました。その状況につ

いてお知らせください。

自然保護課長

カメラトラップによる調査については、令和元年

度までの調査で完了しておりまして、そのデータを

基に令和２年４月の推定生息数を約４,４００頭と

算出したところでございます。それ以降、カメラト

ラップによる調査は行っておりません。

鳥井修委員
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推定生息数については、昨年確か２,８００頭か

ら６,０００頭の中間値で、４,４００頭というお話

を伺いました。その後の状況の変化とかがあるので

あればお聞かせください。

自然保護課長

私どもとしましては、委員がおっしゃった

２,８００頭から６,６００頭までの中間値である

４,４００頭で数字を把握しておりまして、推定生

息数は当面その数字を使っていくことで考えていま

す。

鳥井修委員

一番最初の質問に戻るのですが、昨年度９名の人

身事故があって１名死亡されました。今年に入って

からも大分人身事故があると思います。この生息数

との関係性は分からないのですが、熊の生息数が少

し増えている状況の中で、要因はどのように考えて

いますか。

自然保護課長

４,４００頭を推定した段階で、推定の方法を人

里まで広げたのですが、山だけではなく、人家周辺

とか人里に熊が出没する件数が多くなっていると、

人身被害等も依然として続いている状況であると認

識しているところでございます。

鳥井修委員

熊による人身被害、特に死亡事故は絶対起こして

はならないと思いますし、いろいろな対策を組まな

くてはならないと思いますが、昨年度からの経緯を

踏まえて、新たな対策等についての考え方をお願い

します。

自然保護課長

昨年７月に、自然保護課内にツキノワグマ被害対

策支援センターを設置し、専門職員による、学校や

地域に対する熊対策に関する普及啓発など、地道な

活動を行っています。

また、地域においては集落点検を行う地域を県内

に９か所設定しまして、熊の誘引木となります栗な

どを除去するといった取組を進めている状況でござ

います。

鳥井修委員

今の話を聞いて、県民に対する啓発活動が物すご

く大事だと思いますし、熊に出くわすというのは特

異な状況だと思いますが、我々県民もそういうとこ

ろになるべく行かないといった、自己防衛が物すご

く大切だと思います。そこで、啓発活動に対する更

なる強化の考えはどうでしょうか。

自然保護課長

対策センターを昨年の年度途中に設置して取組を

始めたばかりですので、まずは今の取組を地道に進

めることが大事だと認識しているところでございま

す。

熊に限らず、電気柵を使用して守るなどの新たな

方法もありますので、そういう技術も導入しながら、

自然保護課並びにツキノワグマ被害対策支援セン

ターの体制を整備してまいりたいと考えているとこ

ろで、それを基に県民への普及啓発も強化してまい

りたいと考えているところでございます。

鳥井修委員

ハード的な部分の対策と、啓発活動と、両方によ

る対策は当然必要なことですし、ハード面について

は電気柵などもやられていると思いますが、すべか

らくはできないと思いますので、地道な啓発活動が

主たるものになるのかなと思いますが、そういう考

え方でよろしいでしょうか。

自然保護課長

そのとおりでございます。同時に、私どももその

事故現場に関しましてはいろいろと分析をしまして、

どのようなところに注意しなくてはならないのかを

考えているところでございます。

鳥井修委員

これまでも熊による人身事故にはいろいろなケー

スがあったと思いますが、ある程度のパターンなど

があると思いますので、そういうのも研究しながら、

是非県民の方に周知をしていただいて、まず熊に対

する我々の意識を変えるためにも積極的な啓発活動

を行っていただければと思います。

もう一点、動物愛護について伺います。一昨年ワ

ンニャピア（秋田県動物愛護センターの愛称）が

オープンしました。県の方針として殺処分ゼロを目

指して取り組んできたと思いますが、昨年の実績を

見ますと、秋田市を除く県全体で犬を５２頭、猫を

６３０頭処分したとあります。前年比で、犬が２３

頭増加、猫が３６１頭増加と全体的に増加傾向にあ

ります。この状況についての認識をお願いします。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

昨年度、殺処分数が増えたことについては、動物

愛護センターを令和元年度に開設して以来、いわゆ

る持込み数が増えてございます。それの分析を現在

進めているところではございますが、高齢化社会を

反映したもの、それから地域で、いわゆる飼い主不

明の猫に対して餌を与え増えてしまったもの、それ

から多頭飼育など様々な要因が見えてきましたので、

現在さらに全県の情報を把握しながら分析しようと

しているところでございます。

鳥井修委員

以前私も福祉環境委員会でいろいろと伺った中で、

飼い主の意識の部分が物すごく大きく、多頭飼育で

あったり、飼えなくなったらすぐ処分するとか、自

分で飼育を放棄してしまう部分がすごく大きいなと

思っていますし、以前の委員会で宇佐見委員が多頭

飼育のところをいろいろと質問されていた覚えがあ



- 72 -

るのですが、これを解決するための方策はなかなか

難しいと思います。今課長がおっしゃった研究とい

う話もあるのですが、大体そういう研究や分析をし

て対策まで持っていくのには時間が掛かると思いま

す。スケジュール感というか、どういう方向性を出

して、どのくらいまでやるのか、お考えがあればお

聞かせください。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

これまで多くの委員の先生方に御指摘いただきま

して、私どもも動物愛護センターがオープンしてか

ら情報を集めて分析した結果、やはり先ほど述べま

した３つの点が当県においては解決に向けた課題に

なるだろうと考えています。

今一生懸命、特にボランティア団体と協働でいろ

いろな事業に取り組んでいて、そうした細かい内部

事情や背景を頂いています。それに対しては３つの

カテゴリーに分けて、それぞれ丁寧に、市町村の御

協力もいただきながら、現場を見ながら対応してい

くしか今のところ方法はないと考えております。

ただ、今年度作成した第３次動物愛護管理推進計

画の中にも多頭飼育や猫の譲渡、それから引き取り

の減少などをうたってございますので、これを踏ま

えながら、いつまでと現時点では申し上げられない

のですが、取り組んでまいりたいと考えています。

鳥井修委員

先ほどの話の中で、持込みが多いという話があり

ました。ワンニャピアにしても、持ち込まれた方に

いろいろなお話をされると思います。やはり飼い主

の責任であったりとか、今の持込みの数の多さとか、

いろいろなことを含めてお話をされると思いますが、

例えば持ち込んだ方と、いろいろなお話をして納得

されて、もう一回自分で持ち帰って、また飼育して

くれる方はいらっしゃったのですか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

もちろんおられます。どうしても秋田市以外の方

は、まずお電話で相談というケースが非常に多うご

ざいまして、その場合は、例えば県内の新聞に無料

で新しい飼い主さんを広告している制度とかもござ

いますので、様々なやり方を御紹介させていただい

た結果、何とか見つかったというお話もございます。

ただ、やはりやむを得ずどうしようもないと持ち

込まれる方が多いのも事実でございます。

鳥井修委員

持ち込まれた犬とか猫を引き取ってから殺処分す

るまでの期間はどのくらいですか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

基本的には、平均すると１週間程度は観察したい

とは考えていますが、入ってきたときに例えば感染

症 猫の場合ですと白血病、猫エイズ、それから

パルボ（猫パルボウイルス）、これらの症状が心配

される場合には、直ちに検査を行いまして、もし陽

性であれば、現在飼っている猫たちに感染してしま

うと大変なことになってしまいますので、これは数

日のうちには、もっと言うとその日のうちには安楽

死処置することもございます。

鳥井修委員

今後いろいろな啓発活動をしながらも、仮に右肩

上がりに殺処分件数が増えていったときに、施設に

収容する数も限られると思いますし、そうなった場

合はどう考えていますか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

猫については、大体７０頭から８０頭が施設的に

は限界であると考えていますが、例えばボランティ

アルームとか、ほかの部屋を使いまして、実際に

１００頭以上飼っていた時期もございます。できる

だけ譲渡できる個体については譲渡に向けて頑張る

のだという意識で職員は取り組んでおるところでご

ざいます。

鳥井修委員

最後になるのですが、秋田県の政策として県民の

意識等に対するアプローチは物すごく大事だと思っ

ていて、昨日、おとといの審査でもいろいろな意識

改革の話が出ていました。特に動物の飼育に関して

も、飼い主の気持ちや意識が本当に大切だとつくづ

く感じています。

行政は限られた予算の中でやらなくてはならない

ことを考えれば、やはり意識改革に向けてのＰＲを

しっかりしていただいて、県民が動物を育てること

に対して、その環境や意識づくりをしっかりしてい

かなければならないと思います。この先すぐには目

に見えてがくっと下がることはなかなか難しいと思

いますが、継続的に、また積極的に続けていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。

佐藤信喜委員

ツキノワグマの件ですが、個体数が令和元年度現

在で４,４００頭になっているとのことですが、令

和２年度の数値はどの程度になっていて、適正な数

値は何頭くらいなのか、その辺をまずお知らせくだ

さい。

自然保護課長

推定個体数については、年度ごとの数値は出して

おりません。令和２年４月の平均で４,４００頭と

いう数字をしばらくは使っていくことにしています。

実際には年間６００頭から７００頭を捕獲していま

すが、それとは別に新たに出生する頭数もいるもの

ですから、個体数を正確に把握するとすれば、３年

間かけてカメラトラップをするにしてもかなり予算

が掛かりますので、その辺は状況を見ながら、また

個体数調査が必要になれば新たにそれを導入する必

要もあると思いますが、今のところは４,４００頭
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という数字を使っていく、そういう考え方です。

佐藤信喜委員

今ツキノワグマに関しては、被害がどんどん増え

てきている現状の中で、過去には大体１,０００頭

がずっと継続されてきた数字だと思います。

では実際にどのくらいいるのかを把握するにして

も不可能であると思います。しかしながら、これだ

けあちこちで被害があって 先日も三種町で被害

がありました。やはり被害を受けた地域であったり、

被害を受けた方は、一刻も早くツキノワグマ対策を

進めてほしい、こういう強い要望があるわけです。

県としては、今駆除から共生へ向かう流れになっ

てきていると思いますが、共生に向かうにしても、

どの程度の数値を維持できれば共生という話でよい

のか それを超えた場合、やはり駆除に向かわな

ければならないのか、多分そういうラインがあると

思いますが、その辺はどう考えているものでしょう

か。

ちなみに、もし秋田市内で熊が出た場合、多分大

騒ぎになって、駆除に向かうなど積極的に動くと思

いますが、田舎だからなかなか動かないのか、山に

逃がせばよいからそれでよいと思っているのか、そ

の辺を県としてどう考えているのか、お知らせくだ

さい。

自然保護課長

ツキノワグマは保護する動物ですので、共生もう

たっていますが、人里に出てくる熊については出て

こないようにすることが大事なことでございます。

そのため、山にいる熊に関しては、被害防止につい

ては山に入る人が注意するよう注意喚起はしますが、

人里については、熊の誘引木になる餌、果実の実、

そういうものに対して必要であれば伐採したり、あ

とはやぶを刈って見通しを良くすることにより、熊

が人里に来ない環境整備を進めていくような取組が

県としては大事だと考えています。

佐藤信喜委員

今御説明いただいた下草刈り等は、県で一生懸命

やってもらっていると思います。ただ、人里で発見

されている事例も数多くあると思いますので、そう

したところについては切り分けた上で対応を考えて

いく必要があると思うのです。

狩猟の魅力まるわかりフォーラムであったり、狩

猟免許新規取得者への助成の関係で、１６７人が狩

猟免許を取得したようですが、全体的な数値として

狩猟免許所持者は今どのくらいいるのですか。また、

どのくらいを維持できれば適切な対策ができるのか、

県はどう考えていますか。

自然保護課長

新規の狩猟免許取得者に対しましてはいろいろな

助成を行いまして、五、六年くらい前から百五、六

十人台で推移している状況です。狩猟登録者数に関

しましては今１,６９４人 大体１,７００人くら

いおりまして、そのうち県の猟友会会員が

１,４６７人おりますが、６０代、７０代の方が中

心となりますので、やはり若返りを図る 若い狩

猟者を少しでも増やす必要があると考えているとこ

ろでございます。

佐藤信喜委員

まずは人を増やしていく、これはすごく大事なこ

とですが、いろいろな話を聞いていると、今県で助

成しているから免許を取ろうとか、銃も所持しよう

といった話をする人もいます。その結果、趣味の狩

猟の部分には行っているものの、有害鳥獣駆除の部

分 ツキノワグマやカラスなどの有害鳥獣の部分

にはなかなか若い人たちが来ないという話も聞いて

いるのですが、その辺はどういう認識でしょうか。

自然保護課長

県の補助を受けるための絶対条件が鳥獣被害対策

実施隊に入ることですので、補助を受けながら免許

を取られる方は、しっかり鳥獣被害の対策に当たる

ことを前提に免許を取っていただきます。単純に趣

味で取られる方は補助の対象になりませんので、そ

こはそういう整理になると思います。

佐藤信喜委員

取得しようと考えている人たちの話なので、逆に

言うと、そういうところがあまりアナウンスされて

いないのかも知れないので、しっかりと周知してい

ただければ大変ありがたいと思います。

ツキノワグマに関しては、もう少しで冬眠に入っ

ていくのでしょうが、被害を受けている現状は変わ

りありません。対策をしっかりとしていただければ

県民の安心、安全につながっていくと思いますので、

よろしくお願いします。

児玉政明委員

同じくツキノワグマの関連なのですが、先ほど推

定生息数４,４００頭で、カメラトラップによる調

査 どこでやったか分からないのですが、要は密

度の問題だと思いますが、例えば市町村ごとの頭数

は把握できているのでしょうか。

自然保護課長

カメラトラップによる調査については、全県をブ

ロックに区切りまして、３年間掛けて調査していま

すので、市町村単位は難しいですが、それに近い単

位で推定生息数は出しています。

児玉政明委員

例えば、私の地元は鹿角ですが、鹿角地区にある

程度の頭数が多くいたとする場合に、面積に対して

何頭いるという基準で駆除に向かわなければならな

いとか、あるいは都市部 秋田市の周辺の山間部

にはそんなに頭数がいないことが分かるようであれ
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ば、各市町村での取り組み方もまた変わってくると

思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

自然保護課長

手元にそのデータがないものですから、どこの地

域が多い少ないといったことは申し上げられないの

ですが、確かに個体数の多いところと、そうでもな

いところがあったことは認識しています。今のとこ

ろは、人里に下りてくる熊を人里に近づけないこと

に特化した対策を取っています。委員がおっしゃる

ように、個体数が多いところにおける対策も考えて

いかなくてはならないと思いますが、まずは人里に

下りてくる熊を下りてこさせない、それを第一にや

るべきだと考えているところでございます。

児玉政明委員

過去にゾーニングの対策事業をやられたと思いま

すが、昨年度はそうした事業は実施していなかった

でしょうか。特に決算書に載っていないのですが…

…。

自然保護課長

ゾーニング管理としまして、モデル地区を設定し、

鹿角市におきまして４か所ですが、平成３０年度か

ら令和２年度に、集落の環境を点検しまして、その

結果を基に熊の誘引木となる餌や、それから放置さ

れた木などがあれば、それを伐採する方向です。こ

のような重点的に管理すべきモデル地区については、

私どもの自然保護課で予算をつけまして誘引木の伐

採等の作業を始めたところでございます。

児玉政明委員

モデル地区で取り組んだ結果、ある程度データと

いいますか、結果も分かったと思います。モデル地

区については、例えば集落単位ではなくて、もっと

広域的にゾーニングをできるように、予算はつけな

くても別によいのですが、そうした取組を各地域に

促すようにはできないものですか。

自然保護課長

当然モデル地区だけで済む問題ではございません

ので、モデル地区で行った取組の成果を全県の市町

村に「こういうことをやったらこういう効果が出ま

した。」と広めまして、各市町村で同様の対策を取

っていただけるのであれば、それを促す取組を進め

てまいりたいと考えているところでございます。

児玉政明委員

分かりました。昨年、モデル地区の集落とモデル

地区ではない集落のちょうど境界で、高校生が熊に

襲われた事件がありました。あそこ一帯をモデル地

区にしてしまえばよかったのではないかと思ったの

ですが、それについてはいかがですか。

自然保護課長

具体的なそういう地区のエリアについては、該当

する市の担当の方々と打合せをしまして、今後どう

していくかも検討していく方向で進めたいと思って

います。

児玉政明委員

先ほど捕獲頭数のこともあったのですが、目撃情

報はある程度、新聞とかにも載りますが、捕獲の情

報については載せることはできないのですか。

自然保護課長

捕獲状況に関しましては、振興局からデータは上

がってくるのですが、捕獲されたかどうかのデータ

が出てくるのが遅いので、どうしても目撃に比べま

してタイムラグがあって、後で追加されることもあ

ります。なので、なかなか正確な数字がリアルタイ

ムで出てこないところがございますので、今のとこ

ろは捕獲情報をあまり多く新聞等に載せることは考

えておりません。

また、保護団体に対する配慮もあり、あまり載せ

ますと全国の保護団体から文句が来る可能性もあり

ますので、そこは慎重に扱う必要があるのではない

かと思っているところでございます。

宇佐見康人委員

今の保護団体に対する配慮ですが、計画は計画と

して進める必要性があるのであれば、保護団体を気

にしてというのは違うのではありませんか。やるべ

きことはしっかりやっていかなければならないでし

ょうし、そこら辺はどういう考えで今の答弁だった

のでしょうか。

自然保護課長

県としてのスタンスは、保護団体を気にしながら

捕獲をしないとか、そういうことではないのですが、

人の命を守る考え方からいきますと、まずはどのく

らい目撃されたか、それからどれくらいの被害があ

ったか、そういう情報が第一ではないかと思ってい

ます。したがって、捕獲の数字を出すべきかどうか

については、聞かれたときには答えますが、そこは

あえて私どもから積極的に「これだけ捕獲しまし

た。」と言うことはございません。

小山緑郎委員

有害駆除の関連でお聞きします。決算のことから

少し離れてしまいますが、以前カラスの有害駆除に

関して、スピーカーによる駆除の実験をしていたと

思いますが、今もそういう実験はしているのですか。

自然保護課長

スピーカーを使用したカラスの駆除については、

他県では聞いたりするのですが、秋田県では、私の

ところでは存じ上げないのですが……。

小山緑郎委員

分かりました。結果的に、この前市でも何か貸出

し 確かあれは民間なのかな 何かやっていた

かもしれないが、その結果を聞きたいと思ったので

す。
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カラスは追えば別のところへ行くので、スピー

カーを使用した実験をして、例えば大仙市でやれば

仙北市へ行ったりするので、やめてくれとかと何か

いろいろあったと……。その実験は県ではノータッ

チなのかな……。そこを聞きたかったのですが。

自然保護課長

スピーカーで撃退している話は、自然保護課には

上がってきておりません。大仙市ですか。

小山緑郎委員

民間の取組かもしれません。

自然保護課長

民間ですか……。そういう情報があるか確認させ

ていただきます。

小山緑郎委員

例えばそれが比較的効果があるとすれば、今後何

か取り組んでいく計画は、今のところ県ではないの

ですね。

自然保護課長

カラスについても、果樹や枝豆などへの被害もご

ざいますので、一定の有害駆除は申請があって、そ

れに基づきまして有害駆除の許可を出しています。

髙橋武浩委員

動物愛護に関して１件伺いたいと思います。

先ほど鳥井委員との議論の中で、昨年度の殺処分

の数など、生活衛生課長から動物愛護センターの対

応などについて説明がありました。これに関しては、

２０３０年度までに犬猫の殺処分ゼロという目標を

掲げて今一生懸命取り組んでいる中において、実際

は引取り件数等が年々増加してきている現状です。

受ける側 県の体制や方向性は分かるのですが、

やはり大事なのは飼い主の意識であったりモラルで

あったり、そちらの方の強化といいますか、認識を

しっかりするのも大事だと思います。

それで、県でいろいろ取り組んでいるしつけ教室

の取組や、様々なアナウンスをしていることは、意

識ある飼い主さんはしっかりそれに対応しているの

です。

今核家族化が進んで、犬猫が家族の一員のように

大事にされている、これはすごくよいことなのです

が、中には２匹、３匹いて、名前もしっかり付けて

いない、その他大勢みたいな感じで餌をやったり、

そうしたケースも多々見られます。

今年の５月に三種町で高齢男性が亡くなったとき

に、三十五、六匹の猫がその住まいにいて、殺処分

となった事案がありますが、このことは地域の人や

その方の親戚も実際にはあまりよく把握されていな

いようでした。

そこでお聞きしますが、これは県と市町村とが連

携してやっていると思いますが、適正飼育、適正飼

養以上の個体を持っている状況などを、市町村と連

携を取ってしっかりと把握されているものでしょう

か。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

昨年来委員から御指摘を受けまして、私どもも今

保健所を中心に市町村からも情報を頂きながら把握

に努めましたところ、当初私どもが把握していた倍

以上の５０近い、飼い主のいるパターンと飼い主の

いない餌やりのパターンが洗い出されてきた状況で

ございます。今後はそれぞれのケース１つ１つにつ

いて、状況が全部違うものでございますので、市町

村の協力をいただきながら対応する形になろうと考

えてございます。

髙橋武浩委員

そういう状況で、幾らか把握される体制が出てき

ていて、そして動物愛護法の中においては指導でき

る立場にあるとは言うものの、現実はなかなか介入

できない、指導まで至らない現状があるのではない

のかと思いますが、その辺どうでしょうか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

確かに私どもは、直ちに強権を振るう権限はござ

いますので、直ちに強権を振るって 例えば飼い

主から犬を強制的に引き離して連れてくることも可

能ではございますが、そういうことは基本的にはや

らない体制でこれまでやってまいりました。

ただ、どうしても非常に悪質な事例 例えば藤

里町でのケースのように、長年私どもと町、それか

ら警察とも協力しながらも、なかなか説諭だけでは

解決しなかった問題については、ある程度の権限を

講じまして、捕獲や保護といった形を取ったところ、

かなり改善された状況もございました。

今後は１つ１つ、その背景等を踏まえながら、臨

機応変に対応していくことが非常に重要になってき

ているのではないかと現在は考えてございます。

髙橋武浩委員

各市町村における、動物愛護や多頭飼育等につい

て伺いたいのですが、町や市の議会でもいろいろな

議論になるのですが、町独自あるいは市独自の条例

改正は現実的には難しいのが現状です。ある一定数

を飼育するときには届け出る制度 できれば事前

届出制度等を、今第３次の動物愛護管理推進計画を

進める上で、県と市町村とで詰めてみてはどうでし

ょうか。そういう一定のルールづくりを進めていけ

れば、こうした多頭飼育、それから引取りに関して

もある程度関心を持ってもらって、動物を大事にす

るといった方向性になると思います。県としての殺

処分ゼロの目標に幾らかでも近づくための１つの

ルールが必要ではないかと考えますが、その辺どう

でしょうか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

委員の御指摘を受けまして、全国の状況を調査し
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ましたところ、現在９の都道府県が届出制度を導入

しているようです。政令市、中核市では６つの市で

導入されている状況もございます。私どもではそう

した導入事例を研究といいますか、視察させてもら

うなど コロナ禍でこの後になろうかと思います

が 情報を集めまして、市町村の衛生担当者だけ

でなく福祉担当の方々も交えて御意見を頂きながら、

今後研究を進めてまいりたいと考えています。

髙橋武浩委員

実際、例えば災害に遭ったときにペットと一緒に

避難したり、ペットを飼っている高齢者が入院や介

護施設に入所されたときに、それをケアマネージ

ャーが把握していて、その情報をしっかり共有でき

ればよいのですが、現実的には厳しいと思います。

そうした意味では、ある程度飼い主さんの自覚や責

任として、何匹飼っていますと 一匹でも二匹で

もそれを市町村や民生委員など皆さんが状況を把握

できる体制づくりが是非とも必要だと思います。

そこで部長に伺いますが、先ほど課長にも伺いま

したが、是非とも事前の届出制度なるものを各市町

村で整備して、そういう運用や活用できる体制づく

りを進めていただきたいと思いますが、その辺のお

考えを伺います。

生活環境部長

多頭飼育等を把握する上で、我々もいろいろと市

町村から情報を得ているのですが、それには限界も

あるので、いろいろな手法を駆使して取り組んでい

く必要があると思います。今お話を伺って、届出制

度という対応も１つの方法としてあり得ると思うの

で、今課長が答弁したように、ほかの先行事例など

も研究して、その実効性等を踏まえて考えていきた

いと思っています。

髙橋武浩委員

それに関連するのですが、昨日、あきた未来創造

部の審査でもいろいろお聞きしましたし、一般質問

でも取り上げましたが、動物の命を救う観点から、

ふるさと納税の寄附メニューに入れてはどうでしょ

う。今までは県のほう これはあきた未来創造部

なのですが ふるさと納税は広い意味での人材育

成であったり、産業振興を目的としていると思いま

すが、令和３年度からは、県立学校を応援するとい

う、ピンポイントの項目ができました。内容を確認

すると、自分の母校である県立学校に寄附をするこ

とができるようです。また、今年の２月には歌手の

藤あや子さんが、猫のワクチン分として寄附されて

います。全国でも動物愛護に関しては関心を持って

いるし、やはりそうした取組に協力したい、応援し

たいという方は多数いると思います。

そこで、先ほど来鳥井委員とのやり取りの中でも、

動物愛護センターの役割はすごく大きいのですが、

限られた財源の中でやりくりしている現状ですし、

殺処分件数も年々増加していることを考えると、例

えば去勢費用の助成であったりとか、感染症のワク

チンであったりとか、そうした動物愛護センターの

運営を応援する形で、県として動物愛護を応援する

ことに特化したふるさと納税の寄附メニューが私は

あってもよいのではないかと思います。

その辺あきた未来創造部と協議する必要があると

思いますが、いかがでしょうか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

その点につきましても、委員の御指摘を受けまし

て、あきた未来創造部の担当といろいろ情報交換を

しています。

県としましては、ふるさと納税については、基本

的には市町村を優先するという一番大きい目標がご

ざいまして、そういう意味ではどうしても動物愛護

は目玉になるところで、県が市町村を邪魔してはな

らないという考えはあるようでした。

ただ、大きいメニューとしては出ておりませんが、

事例の１つとして動物愛護を掲げておりまして、実

際に毎年全国から寄附を頂いているところでござい

ます。寄附でございますので、金額の多い少ないは

別にしましても、非常にありがたいものでございま

すので、引き続き続けていただけることはありがた

いことだと感じています。

あとは、ふるさと納税だけではなくて、実は一般

の県民から日々様々な物やお金を寄附していただい

ているところです。

それから、今環境省が主導していますアマゾン

（アメリカ合衆国に本社を置く世界最大のオンライ

ンショッピングサイトを運営する企業の名称。）と

コラボした、餌が中心ですが、そういう寄附を全国

の動物愛護センター等々に提供するシステムも新し

く出来まして、それにも参加して、県内及び県外か

ら様々な支援を頂きながら、私どもも殺処分ゼロに

向けた取組を強化してまいりたいと考えています。

髙橋武浩委員

最後にしますが、先ほど市町村への影響について

心配しているような話でしたが、秋田を応援すると

いう意味では、これは市町村とはあまりバッティン

グしないと思います。先ほどから話題となっている

餌代や、全県に対する適正飼養のＰＲなど、いろい

ろなアナウンスもできます。そうした面からいくと、

ふるさと納税のメニューとして全国に発信してやる

と動物愛護センターの応援の財源の一部になる、そ

うした思いが共有できるという意味ではやはり必要

だと思いますので、その辺を是非とも検討していた

だければと思いますので、部長からひとつコメント

を頂ければと思います。

生活環境部長
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実際に動物愛護センターの普及啓発等は、企業様

からいろいろ御協力いただいてやっております。そ

れを一般の方にも広げられれば、非常に財源も安定

する面もありますので、１つの有力な話 アイデ

アだと思います。

県の立場とすれば、先ほど課長から説明したとお

りふるさと納税は市町村を中心としているのですが、

あきた未来創造部ともよく相談して対応を決めてい

きたいと思います。

佐藤信喜委員

今の件についてなのですが、他県の状況 ４７

都道府県、ほかに全くないのであれば分かるのです

が、もし同様の取組をしているようであれば、秋田

県も動物愛護センターを設置したわけですし、やは

り前向きに検討すべきではないかと思いますが、い

かがでしょうか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

委員の方々から御指摘を受けて、私どもも全国の

調査を実施したところ、例えば関東の自治体では、

基金を作って対応している事例が多いようです。神

奈川県川崎市などでそうした取組をされているので、

私どもも、今職員を派遣することはできないのです

が、電話等でそのやり方などをいろいろ教えてもら

っているところでございます。

佐藤信喜委員

たしか東北でもあったような 宮城県や福島県

辺りで取り組んでいたかと思いますが、その辺の情

報はありますか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

福島県は、東日本大震災の関係でそういう基金が

あることは承知しておりましたが、宮城県について

は承知しておりません。

佐藤信喜委員

なかなか関東には行けないのですが、東北管内で

あれば今後可能になると思いますので、そうした近

場も調査の中に入れていただければ大変ありがたい

です。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

状況を踏まえながら、東北各県の取組を参考にし

ながら研究してまいりたいと思います。

島田薫委員

温暖化対策について質問させていただきます。

主要な施策の成果の４４ページに「あきたエコマ

イスター」に登録とか環境大賞として表彰とあって、

これは大切な事業だと思います。ただ、より直接的

な温暖化対策としては、例えば太陽光発電等に対す

る補助など、これは実施している市町村、していな

い市町村があったり、あるいは実施していてもレベ

ルの違いがあると思いますが、全県的な、より直接

的な温暖化対策についてどのようにお考えになって

いるか教えてください。

温暖化対策課長

太陽光発電の補助については、県もかつて実施し

ていたことがございますが、現在は各市町村にそれ

ぞれ取り組んでいただいているところです。

島田薫委員

市町村によっての違いといいますか、今国でも、

あるいは県でもこの温暖化対策をより積極的に進め

ていく中で、過去は実施していたが、今は実施して

いないという辺り、あるいは市町村の違い、この辺

りについてどうお考えなのかを重ねて伺いたいのと、

それから例えば地域振興局などを含めた県の施設で

の温暖化対策についての進み具合について、更に積

極的に進めているのか、あるいは普及率というか実

績を教えてください。

温暖化対策課長

県の太陽光発電の補助事業については、平成２６

年度まで実施しておりました。平成２７年度に廃止

した理由としましては、平成２２年に事業仕分けな

どで、補助金制度ではなくて経済メリットを提供し

て普及を促す制度に移行することが望ましいことか

ら廃止をしています。

委員長

暫時休憩します。

午前１０時３１分 休憩

午前１０時３１分 再開

委員長

再開します。

温暖化対策課長

申し訳ありません。各市町村の取組については、

秋田市を始め様々取り組んでいらっしゃるのですが、

太陽光発電に限らず各市町村のお考えで補助を実施

しているところでございます。

それから、県の施設の普及率については、すみま

せん、今手元に資料がございませんので、いずれ太

陽光発電とか導入はしているところでございますが、

実績については、今お答えできない状況です。

島田薫委員

例えば太陽光発電などは温暖化対策でもあります

し、災害時の対策にもなると思います。国、県が積

極的に進めると言っているので、是非把握していた

だきたいと思います。

温暖化対策課長

太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの

導入に対する補助の創設については、県では今は考

えていないのですが、国の補助メニューなどを積極

的に活用できるように情報提供に努めていきたいと
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思います。

鳥井修委員

今の島田委員の質問に関連してですが、１０年前

の東日本大震災以降の原子力発電所が停止した中、

民主党政権は再エネに舵を切りました。その当時、

固定価格買取制度（ＦＩＴ）により一般家庭で１キ

ロワット４８円で買い取るため、多分国民の多くの

方々に経済的負担を担っていただいて、電気料金も

かなり上がっている状況です。

私の考え方で話をさせてもらいたいのですが、１

つの電源に頼ってしまうと安定供給が厳しい部分と、

経済的にもすごく心配な部分があって、あまり過度

に再エネに頼り過ぎるのはよくないと思うのです。

かといって再エネを導入しないわけではなくて、あ

る程度の割合までは行ってほしいのですが、例えば

温暖化を防止する、二酸化炭素を出さない発電方法

で言えば、再エネも原子力も同じはずです。ただ、

なかなか世論的にはそうはなっていなくて、多分そ

の辺で少しミスリードな部分があると思うので、国

の施策に沿って県もいろいろな方策を出していると

思いますが、しっかりその辺の理解というか、正し

い情報を流さなくてはならないと自分はつくづく思

っています。

県の進む方向も、例えば県内の経済活動の１つと

して洋上風力の建設などいろいろな施策を進めてい

くのは十分理解できるのですが、反何何などと、そ

ういう対立構造の中でエネルギー政策は進めるべき

ではない、また温暖化対策についてもそういう対立

構造を作るべきではないという部分があるのですが、

その辺の基本的な考えについて、部長にお聞きした

いと思います。

生活環境部長

県としては、まず温暖化対策もあるし、経済的な

効果等も考えて、今風力発電を中心とする再エネの

導入を進めているところでございます。これは別に

原子力対再エネとか、そうした発想ではなく、やは

り今説明した経済対策とか温暖化対策といったとこ

ろにあろうかと思います。

あと、原子力を含めたエネルギーミックスについ

ては、なかなか自治体単独で方向性を出すことは難

しい問題だと思っていますので、やはり国全般のエ

ネルギー政策を見て、それぞれの個別の施策の段階

で都道府県が対応していくといったやり方になるの

ではないかと思っています。

鳥井修委員

部長のお話は分かるのですが、基本的な考え方と

して、国の示す方向がすべからく正しいわけではな

いと思っていて、何が一番言いたいかというと、多

分電気をお届けする中で一番大事なのは安定供給だ

と思います。例えば太陽光でいくと、設備容量の

１０％しか発電できないのです。風力でいけば３５

％です。つまり物すごく膨大な設備投資が必要で、

それを回収するためには物すごく設備投資が必要で、

結果その分は電気料金の上昇に跳ね返ってくるので、

その辺は上手くバランスを取って電源構成をしなく

てはならないわけです。地球温暖化対策として太陽

光だけでずっと突っ走るべきではないとすごく思っ

て、だからこそ今ＦＩＴが物すごく下がってきてい

るのです。多分それは経済対策の１つなのですが、

そういう国の動向や経済動向も見ながら、やはり県

の進め方も考えていかないと、結局は県民や国民が

メリットを享受できない 要は電気を安価で安定

的に届けられないと自分自身は思っているのですが、

その辺の県の施策との関連について、なかなか難し

いのですが、部長の考え方をお聞かせください。

生活環境部長

私も今委員がおっしゃったとおり、電力で一番重

要なのはやはり安定供給だと思っています。これは

平常時もそうですし、特に災害発生時にどうやって

安定供給を確保するかは、県民の生活に非常に大き

な影響を与えますので、災害時の対応等も考えて、

どのようなエネルギー構成が望ましいのかを、県と

しては国の動向も見て もちろんそれを全て良し

とするわけではなく、そこに県独自のいろいろな地

域状況等も踏まえて判断していくことになると思い

ます。

鳥井修委員

秋田県には、再エネに対するポテンシャルが物す

ごくあって、それは県の発展や経済の発展に対して

十分有効に使うべきだと思います。

また、今部長がおっしゃったところの、国の施策

がすべてではない、その辺も十分に考慮していただ

きながら、またこの地球温暖化対策の施策について

も、それらも考慮しながらつなげていただければと

思います。

具体的に私からどうこうという話ではないのです

が、基本的な考え方のところでお願いしたいと思い

ます。

小野一彦委員

温暖化の関係なのですが、今の電源構成の話と、

供給サイドの問題と、それから得られた電気をでき

るだけ使わない、あるいはＣＯ２を発生させないと

いう省エネ対策など、そういう部分は一人一人の行

動による効果よりも、そういう行動が積み重なって

全体で大きな力を発揮する部分もあって、要するに

需要サイドの問題としてあると思いますが、その需

要サイドの中でも、各家庭でどういう行動を取るか

にかなり大きい部分があると思います。そういう部

分について温暖化対策課で、今回この主要な施策の

成果には、エコマイスターだとか、こどもエコクラ
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ブだとか、いろいろ取り組んでいると記載されてい

ますが、ポイントとしては、今県人口は１００万人

切ったのですが、９６万人の秋田県民がいかに参加

して、拡大してやれることを増やしていくかがすご

く大事だと思います。令和２年度はコロナでイベン

トは少なかったかもしれないのだが、今後新プラン

の１つの柱になるわけなので、生かせるというか、

拡充していくような何かプラスの要素はあったので

しょうか。

温暖化対策課長

ありがとうございます。委員おっしゃるとおり、

一人一人の意識と行動が温暖化を防ぐ、これは国で

も国民一人一人のライフスタイルの変革が必要だと

話していますので、そこが重要だと思っています。

確かに昨年度はコロナ禍で、イベントも一部開催

できなかった部分があるのですが、いわゆる無関心

層といいますか、そういう方に情報をいかに届け、

行動変容につなげていくかが大切だと思っています。

例えば行動変容を促すアプリですとか、ＳＮＳを活

用した取組などを進めておりまして、来年度以降も

そうした方々への情報を伝える手法、様々な媒体を

使って情報をまずはお届けするといったところに力

を入れていきたいと思っています。

小野一彦委員

そうしたときに、無関心層が、自分ができること

のアクションを起こすことを増やしていくのはすご

く大事だと思います。やはりデータが重要で、「自

分たちがこういう行動を取ったことによって、ＣＯ

２の削減について、全体としてはこれくらいの効果

につながるのだ。」と、自分の主体性と結果のリン

クについて、そういう部分の情報を 事業所の排

出の部分もあるのでしょうが 県民に共有をして、

もっと分かりやすく共有して、新プランでの施策が

成果を上げてほしいと思いますが、そこら辺どうで

すか。

温暖化対策課長

今展開しているアプリ（あきエコどんどんプロジ

ェクト）でも、環境に優しい行動をするとポイント

がもらえる仕組みがあるのですが、それとともにど

れくらいＣＯ２が減らせるかも見える形になってい

ます。

それから、家庭の省エネのところですと、省エネ

診断という手法があって、どのようなことをすれば

省エネにつながるか、どれくらい削減できるかを無

料で診断できる、そうした仕組みもありますので、

そうしたところを、来年度はもう少し力を入れて普

及していきたいと思っています。

小野一彦委員

ぜひそういう観点で進めてほしいのですが、今話

がありましたように、省エネ住宅を造っている事業

者や、あるいは省エネ機器を導入している会社とか、

そういう産業ともつながってる これは県全体で

進めていくことだと思うので、そういう市民の活動

とともに供給する事業者へのつながりについても是

非ＰＲしていただければと思います。

温暖化対策課長

おっしゃるとおりでございまして、事業所ともい

ろいろな連携を深めていきたいですし、特に住宅関

係については、秋田県の場合は家庭からのＣＯ２排

出量が割合としては全国に比べて多い特徴がありま

すので、住宅関連の事業者と更に連携を深めて様々

な施策を推進していきたいと思っています。

委員長

審査の途中ですが、ここで暫時休憩します。再開

は１１時とします。

午前１０時４６分 休憩

午前１１時 再開

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き、生活環

境部関係の質疑を行います。

小山緑郎委員

水質についてお聞きします。田沢湖の水質改善と

載っていますが、中和処理はこれまでも長期にわた

りやってきました。以前、高校生がいろいろな中和

処理施設で実験したりしてましたが、クニマス

これは農林水産部の担当になるかもしれませんが、

最終的には田沢湖にクニマスが棲めるくらいの水質

改善をする、そういう何か目標を持って県は取り組

んでいるものなのか、そこら辺を聞きたいと思いま

す。

生活環境部参事（兼）環境管理課長

田沢湖の水質については、玉川の大噴源泉からの

酸性水が原因となっておりまして、対策としてはそ

の酸性水を中和処理しているところですが、田沢湖

の水質をｐＨの酸性度６にすることが今の中和処理

施設の目標です。そのｐＨ６でクニマスが生息でき

るかについては、今の知見では難しいようですので、

クニマスが田沢湖に棲めるようになるところまでは、

今の目標としては想定しておりません。

小山緑郎委員

つまり、クニマスが棲める状況に持って行く取組

ではないということでよいですか。

生活環境部参事（兼）環境管理課長

それを達成できれば理想だとは思いますが、現状

としてはｐＨ６のところにもまだ手が届いていない

ところでございまして、まずはそこの改善を進める

ことが第一と思っています。
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小山緑郎委員

次に、アスベスト対策についてですが、４８か所

立入検査したとあります。これには発がん性物質な

どがあったりして、非常に危険であると……。まだ

アスベストが残っている建物はあるものですか。

生活環境部参事（兼）環境管理課長

アスベストについては、使用されていた時期が長

かったため、建物に使用されているところはまだあ

ります。吹きつけアスベストという一番飛散しやす

いものについては対策がかなり進んでいまして、そ

れについては大丈夫なのですが、それ以外にも建材

の中に飛ばない形で 昔の家ですとボードの中に

そういうアスベストが含有されている建材も使われ

ており、今後そういう建物が寿命を迎えて解体され

ることが想定されていますので、引き続きそういう

アスベストの対策を実施していきます。

小山緑郎委員

そうすれば、まだかなりあるものですか。昔で言

えば体育館とかの鉄骨組みとかにあるが、まだかな

りある感覚でよいのかな。いろいろと気をつけなけ

ればならないと思っているのですが。

生活環境部参事（兼）環境管理課長

先ほど話しましたとおり、目に見える形の吹きつ

けアスベストなど、そういうものについてはほとん

ど除去されていますので、その対策は取られていま

すが、今は一定の建物については建物を解体する前

に、アスベストが使われているか使われていないか

についての調査が義務づけられていますので、その

上で、アスベストがあった場合には適切なやり方で

除去した上で解体しています。また、解体時のアス

ベストの飛散をいかに防ぐかや、作業員の方が吸い

込んでがんになったりすることを防ぐ対策が取られ

ている状況です。

髙橋武浩委員

能代産廃（能代産業廃棄物処理センター）につい

て伺います。

昨年度約１,２６０万円の環境保全対策事業費の

不用額がありましたが、この内容について教えてい

ただきたいと思います。

環境整備課長

すみません、不用額の……

委員長

不用額の内容について。

環境整備課長

不用額の１,２５７万円ですが、工事などの実績

減と、それから電気代です。能代産廃処分場につい

ては、汚水をくみ上げて、それを浄化処理して、更

にその浄化したものを下水に流すという処理工程で

すので、くみ上げのポンプなどの水処理施設にかな

りの電気代を使うことになります。それは３月まで、

ぎりぎりまでお金を確保しておかなければならない

ので、どうしても余裕を持った予算を３月まで設定

しておく必要があります。こうしたものが不用額と

して出てくることになります。

髙橋武浩委員

掘削工事においてどこか減額されたとか、掘削し

ていて変更になったとか、そうした部分も含まれて

いますか。

環境整備課長

掘削工事については、当初予算で事業を進めてい

く過程で、一部住民から増掘要望があったほか、想

定していなかった場所からドラム缶が出てきたため、

一度増額変更しています。確保した財源については、

ほぼ適正に使い切っていると考えています。

髙橋武浩委員

そうすれば、ポンプをくみ上げる分の電気代など

の予算を確保しておく必要があったが、それが最終

的に１,２００万円ほど不用額になった、そういう

理解でよろしいですか。

環境整備課長

そうでございます。

髙橋武浩委員

長期にわたっての環境対策で、能代産廃の処理に

当たられているわけですが、定期的な地域住民との

協議会等を通じて、昨年度、県に対して地域から要

望等が様々あったかと思いますが、その概要につい

て少しお知らせいただきたいと思います。

環境整備課長

地域住民との協議会を定期的に開いておりまして、

県からはその年に予定していること、行った成果、

それから今後の県の考え方などを示しながら意見交

換をしています。昨年度の住民要望として、管理し

ている土地の中で不法に埋められているドラム缶を

撤去するようにとあり、これを受けて実際ドラム缶

を掘り当てて処分しましたが、ここ１年、２年

今年もですが、掘り出したドラム缶の処分を事業と

してやっています。まずはこの処理を進めたいとい

うことで住民側の理解を求めておりまして、新たな

要望は今年度は出てきておりません。

髙橋武浩委員

能代産廃そのものの地下水の浄化は、これからも

ずっと続けていく必要があると思いますが、ドラム

缶の撤去に関しては、昨年度で大体１つのめどがつ

いたということでよろしいですか。この後の方向性

をお知らせください。

環境整備課長

能代産業廃棄物処理センターの環境保全対策は、

基本的に国の支援を受けた中で実施しており、遮水

壁を回して、その汚染源を封じ込める対策なのです

が、封じ込めた中の対策については県単事業となり
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ます。ドラム缶の掘削撤去で昨年５,６００万円く

らい掛かっていたかと思いますが、この後掘り出し

たドラム缶の処分にまた相当なお金も掛かりますの

で、今年度と来年度、この２か年で全量を処分する

予定にしています。

髙橋武浩委員

地域住民からの要望に対して真摯に対応していた

だいており、地域の方々の不安解消にはかなり大き

くつながったと思いますが、これからまだそうした

浄化についても環境の保全対策は継続していくと思

いますので、是非とも地域住民の声を聞いて、でき

るだけ早めに、そして真摯に対応していただきたい

と思いますので、その辺要望しておきます。

鳥井修委員

県民生活課の消費生活の安定と向上について、昨

年来国からのいろいろな給付事業があって、例えば

持続化給付金についての詐欺や不正申請などいろい

ろとニュースなどで目にしますが、昨年度の消費者

事故や特殊詐欺の内容について、事例があれば教え

てください。

県民生活課長

令和２年の特殊詐欺被害の状況ですが、警察から

の情報によりますと、４１件で被害額が９,６９３

万２,０００円となっています。一番多いのは、い

わゆる架空請求で、例えば高額当選しましたとか、

あなたのパソコンにウイルスがありますとか、うそ

のメールや通知によるものが一番多くて４１件中

１８件、被害額が７,１００万円ほどになっていま

す。その次が預貯金詐欺と言われるもので、銀行員

や市の職員、警察官を装いまして、キャッシュカー

ドをだまし取る手口で、それが１０件で被害額が

１,０００万円という状況です。また、いわゆるコ

ロナ関係の詐欺については、この４１件の中に被害

の報告は今のところありません。

鳥井修委員

過去何年かでもよいのですが、増加傾向とか、景

気が悪くなったときにそういうのが増えるという印

象ですが、その辺はどうでしょうか。

県民生活課長

件数自体については、令和２年が４１件で、その

前の令和元年が３８件、平成３０年が３３件ですの

で、増加傾向にあると考えています。金額について

は、令和元年が２億円ほど被害があって、それは１

件で多額の被害があったのですが、前年の２億

１,０００万円から９,６００万円ですので、金額に

ついては１件の被害が多かった年があったので、そ

れに比べては下がっていますが、件数としてはやや

増加傾向にあると言えます。

鳥井修委員

対策として警察との連携やチラシの配布等といろ

いろ出ていると思いますが、その取組に対しての成

果はどうだったでしょうか。

県民生活課長

もちろんチラシも作って関係機関と連携して配っ

てもいますし、コンビニでの被害が多いので、電子

マネー用の封筒を作成したり、ＣＭ等も放映してい

ますし、いろいろやっています。

あとプラスして、直接そのチラシを届けることで、

民生委員とかそういう福祉関係機関等の協力をいた

だいて実施しているのですが、結果的には件数が増

えてしまっているので、まだ道半ばと考えています。

鳥井修委員

例えば全国ではなくても東北６県とかと比較して、

秋田県は件数的にはどのくらいの水準なのでしょう

か。

県民生活課長

東北でいきますと、４１件という件数は多いほう

から４番目になっています。多い順からいきますと、

宮城、福島、岩手、秋田の順です。その後、青森、

山形となるのですが、高いほうではないです。やは

り東北でいきますと、宮城と福島が群を抜いて多く

なっています。

鳥井修委員

いずれ宮城は東北で一番規模が大きいですし、人

口の多いところだから件数も多いと推測できます。

人口比からいけばどうすか。

県民生活課長

人口比で割り返しましてもやはり宮城が１番です。

人口１０万人当たりでも宮城と福島がやはり１位と

２位で、秋田は４位となっています。

鳥井修委員

では、対策についてなのですが、警察とも協力し

ながらいろいろな対策を講じていると思いますが、

それでも増加傾向であることを考慮すると、継続し

て取り組んでいくものと、令和２年度にいろいろな

ことがあって、それに対応するため新たに取り組ん

でいくことも追加していかなければならないと自分

は思いますが、その辺は、令和３年の対策等につい

てどのような進展がありましたか。

県民生活課長

継続するものはやはり継続しなければならないの

で、例えばチラシですとか新聞広告などは継続して

います。また、自動通話録音機 電話から詐欺が

始まるので、そういう電話の自動通話録音機能、そ

れも継続しています。あとは、啓発の仕方ですが、

例えば５億円が当選しましたといったメールが来た

としても、やはりそんなおいしい話はないというこ

とをいろいろなマスコミや新聞などに載せています

が、そういうことを頭の隅に置いていただけるよう

な啓発をしていくと……
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委員長

齋藤課長、すみません。もう少し大きい声でゆっ

くりとお願いします。

県民生活課長

すみません。５億円当選しましたというメールが

ありますが、そういうおいしい話はないので、そう

いうところを改めて頭に残るような啓発をしていき

たいと思います。

繰り返しになりますが、民生委員が直接お届けす

る方法、警察の安全・安心アドバイザーもいるので

すが、直接働きかける機会を去年にも増して継続し

て、力を入れて取り組んでいるところです。

鳥井修委員

例えば高額当選のお知らせとか、いろいろな話が

あったときの詐欺に遭われた方は、やはり高齢者の

方が多いのですか。

県民生活課長

被害者の半分以上は、やはり高齢者となっていま

す。

鳥井修委員

最後にします。対策としては今課長のおっしゃっ

た、民生委員や警察の方などの人的な対策もあると

思うし、チラシなどの媒体を使った啓発、また高齢

者であるとインターネット環境とかの話にもなって

くるので、少しずつそこは今後考えていかなくては

ならない前提でお話をしますと、やはりうまい話は

ないと、そういう意識改革について多分に占める部

分があって、それはお金をどれだけ掛ければよいか

分からないのですが、そこが強いと思いますので、

是非とも一人でも出ないような対策を講じて、でき

ればやはり前年度よりは被害者が少ない状況になる

ように、継続した取組を何とかお願いしたいと思い

ます。

県民生活課長

委員御指摘のとおりで、件数がゼロというのが理

想ですので、関係機関とも連携しまして、あといろ

いろなメディアも使いまして、今若者対策としてＳ

ＮＳなどにも広告が出るような取組をしていますの

で、そういうのを含めて、少しでも被害が減らせる

ように一生懸命頑張っていきたいと思っています。

委員長

答弁者の皆さんにお願いなのですが、マスクのせ

いだと思いますが、聞き取りづらいので、はきはき

と答弁していただければありがたいです。委員の皆

さんもよろしくお願いします。

宇佐見康人委員

関連で、消費者行政全般で特殊詐欺に関してなの

ですが、広域化していることが一番の問題なのかと

思います。先ほど秋田県は上から４番目、下から３

番目だったのですが、宮城とか福島の場合であれば

東京から近いので、恐らく直接取りに来る訪問詐欺

などが件数の上位を占めていると……。秋田県の場

合は、恐らく振り込む、あとは電子マネーのところ

の対応をしっかりしていけば、ある程度減らせるの

ではないかという思いを持っています。

まずは、令和２年度は、前半は訪問が多かったと

思いますが、令和２年度からの広域化への対応だと

か、そうしたものはどのように変化してきたのでし

ょうか。

県民生活課長

警察とも関連するのですが、データを見ますと、

電子マネーに関する被害は、昨年でいいますと４１

件分のうち１０件となっていますので、それは引き

続き電子マネーの封筒を利用して啓発していくこと

になると思います。

訪問型には、いわゆるオレオレ詐欺や、預貯金詐

欺、それからキャッシュカード詐欺盗（警察官や金

融機関職員になりすまして被害者宅を訪問し、隙を

見てキャッシュカードをすり替え、だまし取る詐欺

の手口のこと。）があるのですが、昨年それがやや

増加傾向にあります。一回新聞でも特集がありまし

たが、秋田県ではないところから来て、それを持っ

ていく事例もあると思いますので、そこは警察とか

と連携して対応していかなければならないと思いま

すが、相手も進歩しているので、なかなか難しいと

思っています。

宇佐見康人委員

福祉環境委員会で改めてゆっくり伺いたいと思い

ますが、相手も進歩している中で、こちらも対応を

どんどん変えていかなければ、あちらは半分仕事、

半分楽しみながらやっている連中だと思います。こ

ちらはホワイトハッカーであり、楽しんでやってい

るハッカーとは堂々巡りになってしまうのかと思い

ます。何かの本に書いていたのが、被害に遭ってい

る人たちの性格を見ると、頑固な人が多かったり、

あとは地域とのコミュニケーションがなかなか取り

にくい人が多かったりということもだんだん分かっ

てきています。

だから、そういう人たちにこちらから各市町村を

通してダイレクトにアプローチしていくことも、民

生委員を通してやっているとは言いますが、もっと

頑固な人だとか、コミュニケーションがそもそもな

い人とか、民生委員の人も受け入れないという感じ

の人もいますので、そうした人たちに対してどうす

るか ゼロにするためには必要なのかなと思いま

すので、是非検討していたければと思います。

県民生活課長

委員指摘のとおり、いろいろな講座を開いたり、

例えばチラシを配ったり、テレビＣＭも放映してい

るのですが、それを見ないとか、拒否というか、あ
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まり関心を持たない人も多いので、警察や弁護士な

どいろいろなチャンネルがありますので、そういう

方々と相談しながら、情報を直接届ける仕組みをい

ろいろ考えていきたいと思います。

薄井司委員

主要な施策の成果の４７ページ、水道対策につい

て伺いたいと思います。生活衛生課で水道事業を担

当していると思いますが、専門職といいますか、技

術管理者等の有資格者の職員は在籍していますか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

水道の有資格者はおりません。ただ、いわゆる土

木系の技術職員は１名在籍しています。

薄井司委員

昨日の市町村課の質疑のところで、水道の広域化

についてテーマを設けて新しい検討を始めている状

況で、生活衛生課との連携が必要ではないかという

問に対して、当然必要だと認識しているという答弁

があったのですが、昨年度は生活衛生課はその会議

に参加されておりましたか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

オブザーバーとして参加させてはいただいていま

す。

薄井司委員

広域化を進めていく場合に、それぞれの水道事業

者の状況を把握していくことが大変重要だと思って

います。幾ら広げても、個々のところが弱体化して

いる事業体であれば、広域化するにも机上の話であ

り、なかなか技術的な部分が伴わないことが大変懸

念されていると思います。そういう意味で、前の総

括でもお話ししましたが、土木と水道は私は違うも

のだと認識しているのですが、それに対する答弁の

中で、県が単独でそういう事業を実施していないと

いう話だったのですが、ここは実際広域化の検討が

始まっている中であれば、やはり専門の担当者ある

いは経験者を置く必要があると思いますが、いかが

ですか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

委員の御指摘はそのとおりなのですが、やはり技

術者不足は市町村だけでなく私ども県も同じでござ

いまして、我々が今持っている技術の中で 水道

の技術者ではありませんが 勉強しながら対応し

ている状況でございますので、現時点ではそれが限

界かと考えてございます。

薄井司委員

人の配置については、人事当局でいろいろ権限が

あると思いますが、これから人事当局に対して、や

はりこうした有資格者が欲しいといった要望等は出

すつもりがあるのかどうか、その確認をしたいと思

います。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

お答えからすると、今のところはございません。

といいますのは、私ども県の立ち位置といいますか、

責務としては、実際の水道事業者たちが事業をしや

すいように、基本的には国からの補助について、更

にその補助率を上げるとか、若しくは条件を緩和す

るなど、そうした点に力を注ぐことが現実的と考え

ております。

確かに技術的な指導等ができれば一番よろしいの

ですが、やはり５０年、１００年近く培ってきた

１００年まではいきませんか、７０年くらい培っ

てきた市町村の技術は相当すばらしいものがござい

ますので、私どもは市町村から要望されたところを

バックアップできる体制に今は注力したいと考えて

ございます。

薄井司委員

そういう方向であれば、いつの日かそうなること

を期待していますが、それぞれの市町村の事業者と

やはりそうした意見の相違がないような、そういう

指導の方法を取っていただきたいと思います。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

令和元年度から水道ビジョンの策定が始まりまし

て、今年度は広域化推進プランの策定に入ってござ

いますが、全市町村には、作業部会を立ち上げまし

たのでそこに参加していただき、担当レベル、それ

から私を含め課長レベルで常に意見交換をしながら、

策定を進めていると自負してございます。ですので、

このプランの策定が終わった後もこの作業部会は形

を変えてでも残しながら、市町村とコミュニケーシ

ョンを取って作業を進めてまいりたいと考えてござ

います。

薄井司委員

前にも話したのですが、全国的にも水道管の破裂

などでいろいろと人的被害が出ています。そうした

ことがこれから加速していくと思っていますので、

そこら辺、結局は県民の安心、安全につながること

だと思いますので、よろしくお願いします。

それからもう一点ですが、次の４８ページに「水

質検査の法定回数不備等の２１施設について速やか

に改善するよう指導した」とあります。法定回数の

不備以外に何が指導の対象になっていたのですか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

小規模水道の残留塩素不足です。これについては

塩素が切れてしまった事例が多いので、それは直ち

に足していただく形で改善、指導してございます。

薄井司委員

そういう小規模水道の点検等検査は行われている

と思いますが、その中で施設の関係については、か

なり老朽化が進んでいると私は理解しているのです

が、その辺については、指導の対象にはなっていな

いと思いますが、例えば検査しに行って、これはお
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かしいというような事例はありますか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

例えば小規模水道であれば、組合長の立会いの下

で監査を行い、いろいろヒアリングを行うのですが、

その中で将来的には市町村の事業の中に入れてもら

いたいとか、そういう御要望はありますので、それ

については、先ほど申しました市町村との作業部会

の中でお伝えしているところでございます。

佐藤信喜委員

主要な施策の成果の４７ページですが、ＰＣＢ廃

棄物処理対策について、これは確か国の処理期限を

間もなく迎えると思いますが、もう調査を終えて県

内にあるものは全て把握していて、今は処理に向か

っているのかどうか、今の状況をお知らせください。

環境整備課長

細かい数字についてはすぐに出てきませんが、高

濃度ＰＣＢと低濃度ＰＣＢとあります。低濃度ＰＣ

Ｂについては、この先処理していかなければならな

いものですが、今委員がおっしゃった、処理期限が

間近に迫っているものとしましては、高濃度のＰＣ

Ｂを使用した機器になろうかと思います。さらに、

高濃度のＰＣＢ使用機器についても、トランス、コ

ンデンサーといった機器と、古い照明に使われてい

る蛍光灯の安定器、こうしたものに分けて処理対策

を進めています。コンデンサーとかトランスといっ

た比較的大型の機器 小さいのもあるのですが

そうした電気保安協会みたいなところが検査に行

くものについては、全数を既に把握されております

ので、そういうものの把握は基本的には終了してい

ます。今年度までに処理できないものについては、

来年度が期限となりますので、一応全数を把握して

いるものと考えています。

ただ、処理主体がいないもの、あるいは見つから

ないものについては、来年度以降、代執行のような

ことで全数の処分をしたいという計画を立てていま

す。代執行になりますと能代産廃ではありませんが、

いろいろ費用面の負担も出てきますので、まず直接

の機器の所有者であれば期間内に処理することをお

願いしていますし、所有者がもういなくなっている

ケースもあるので、関係者、倒産した会社の役員で

すとか、そうした方々に主体的に処理してもらえな

いかお願いしています。実際にそうした要請に従っ

て対処してくれるところについては、国の支援もあ

りますので、そうした中で処理をしていますが、ま

だ数台です。

そうした電気機器についても懸案となっているも

のがあり、安定器については、ある年代以前の建物

に使われている可能性があります。恐らく２万件程

度の建物について、３年くらいかけて調査を進めて

きています。これまでに２万２,０００件の施設に

ついてアンケート調査を行いまして、アンケートで

不明となっている約１万件弱については追加調査を

している状況にあります。

佐藤信喜委員

なぜこの質問をしたかというと、今のこの調査が

始まる前なので結構前に、土地改良区だったと思い

ますが、安定器の処分に困っていると聞き、処分費

の助成でもあれば大変ありがたいということでした。

そこから処分期限が設けられてきて、多分処分はさ

れたと思いますが、やはり漏れのないようにまずし

っかりと調査して進めていただきたいと思います。

また、今言ったとおり安定器の関係でいきますと、

たまたまうちの農業用倉庫が事業用倉庫と見られ、

通常の蛍光灯だったのですが、対象になっていたの

で、こういう実態が分かっていました。１万件ほど

の追加調査が必要であれば、不明な部分は非常に難

儀すると思いますが、徹底して、漏れのないように

頑張っていただければと思います。

質問を変えます。海岸漂着物の件なのですが、毎

年、三種町でもやっていますし、いろいろな海水浴

場でもクリーンアップ作業をやっています。

ただ、全体的にできているかとなると、そうでは

ないと思いますし、やれる範囲とやれない範囲もも

ちろんあるのですが、海岸に漂着するごみは大変な

量です。ある程度限られた予算の中でやっていくし

かないと思いますが、こうした予算は年々増えてき

ているものなのか、あとはこの後どういう方向

例えば観光的なところ、男鹿の国定公園を中心に行

うとか、海水浴場を中心に行うとか、そうした方向

性についてはどうお考えなのかお知らせください。

環境整備課長

特に今は海洋プラスチックごみですとか、いろい

ろ注目を浴びているかと思います。先日、秋田魁新

報で報道されたプラスチックの地層みたいなことも、

随分県民の皆さんも驚きを持って再確認されたこと

とは思っています。

民間のボランティア団体等といろいろな会社が自

主的にごみの回収などを行っていることは、全てを

把握することはできておりませんが、海岸漂着物の

回収については、国の補助があり、それに従って毎

年計画を立ててクリーンアップや回収事業を行って

います。昨年度、第３次の海岸漂着物の計画（第３

次秋田県海岸漂着物等対策推進地域計画）を立てま

して、計画的に進めていくこととしています。そこ

に位置づけられたものについては国の支援が来るこ

とになります。事業費についても、若干制度の変更

はありますが、ほぼ前年並みの予算を確保して毎年

事業を進めていくことができているものと思ってい

ます。この後もしばらくはそのスキームの中でやっ

ていけると思っています。
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回収箇所については、海岸管理者 漁協ですと

か市町村、あるいは県の建設部ですとか、こうした

ところと共同して重点地域を決めて、特に人が集ま

るところですとか、それからそうしたものがあって

危険なところなどを指定して回収しておりまして、

回収しても回収しても、なくなることがないといっ

たものでもありますが、回収量がどんどん増えてい

るわけでもないので、例年どおりで進めてきていま

すので、このまましっかり継続していけるように努

力していきたいと思っています。

佐藤信喜委員

海岸漂着物については、各地区から多分要望もあ

ると思います。予算的には６,１３０万円ほど使わ

れているのですが、逆に実績減、これは請け差なの

でしょうが、６６４万円ほど残していますよね。も

しかすれば、これを使えばもう一か所であったり、

もう何トンとか、そういう処理を進めることができ

たのではと思いますが、その辺についてはやはりそ

ういう対応はできない予算の枠組みなのでしょうか。

環境整備課長

実績減もそうですが、市町村は計画を立てて処理

をしていますので、そうした計画、あるいはプラス

アルファの部分についても対応できていると思って

います。

ただ、御存じのとおり木造船の漂着が昨年度はほ

とんどありませんでした。処理実績としても２件で、

年度中に漂着したものはその中でも１件だけで、そ

の分は年度末まで取っておかなければならないお金

なので確保していたのですが、場合によっては、回

収事業などほかに使いたいときには工面をしたりす

ることもあるのですが、結果として不用額になった

ものです。

佐藤信喜委員

これも本当に環境対策であり、大きな課題だと思

いますので、何とか頑張っていただければと思いま

す。

次に同じ資料の４５ページなのですが、八郎湖の

水質保全について、汚濁負荷量の削減は徐々に進ん

でいる、水質については横ばいが続いているが、環

境基準を超過しているとあります。これは環境基準

内に抑えていく方向で進めていると思いますが、そ

の目標についてどう対応していくのか、そこら辺を

まずはお聞かせください。

八郎湖環境対策室長

環境基準は各湖沼ごとに決まっておりまして、例

えば化学的酸素要求量であれば、湖水１リットル中

の量が３ミリグラム以下となっています。現実には、

それを約２倍から３倍くらい超過している状況であ

るとここで書かせていただいています。

一方、湖沼の特措法（湖沼水質保全特別措置法）

に基づいた水質保全計画を６年ごとに立てておりま

して、その中で、水質基準とは別にその期間内の水

質の低減目標も作っています。それについては、平

成１９年から６年間の第１期については化学的酸素

要求量と全窒素、全リンの３指標がございますが、

八郎湖の東部承水路、調整池、西部承水路の３か所

ですので、３掛ける３で都合９項目になります。そ

のうち６項目については達成しました。平成２５年

度からの第２期については、また少し厳しめの目標

にして、それについては９項目中３項目を達成しま

して、今現在は３期計画の３年目でございますので、

各々６年の期間の最終年で目標を達成しているかど

うかを判断するものでございます。

もう一方、そもそも論の負荷量という物質の量で

ございますが、第１期から現在まで約１５年間経過

しましたが、ＣＯＤ 化学的酸素要求量では８％

くらい、それと全窒素、全リンでは１５％くらい、

物質の量としては低減になっていますので、ここは

やはり引き続き取り組んでまいりたいと思っていま

す。

ただ、どうしても水質は濃度でございますので、

物質量割る水の量になりますから、水の量はどうし

ても気象条件に左右されることがございますので、

そこら辺は人為的な対策ではいかんともし難いとこ

ろもあります。やはり入ってくる汚濁物質を減らす

農地からの濁り水ですとか、事業者や工場から

の排水ですとか、民家からの生活排水など、そうい

うものをきっちり低減してまいりたいと考えていま

す。

佐藤信喜委員

ありがとうございます。今室長がお話ししたとお

り、ここに落水管理とか、その対策をやられてきて

いるとありますし、やはりこれに関しては時間の掛

かることではあると思います。やはり継続は力なり

ではないのですが、しっかりと対策していただけれ

ばと思います。

そうした中で、実証試験として、例えば水生植物

の生育場の整備であったり、高濃度酸素水供給装置

による水質改善のための実証試験、これも試験的と

はなっているのですが、この結果を本当に実行して

いくお考えなのか、その辺についてのお考えを聞か

せてください。

八郎湖環境対策室長

実証試験については、今委員がおっしゃったとこ

ろに書かせていただいています。例えば西部承水路

において、高濃度酸素水の供給については平成２８

年度からやっていますので、もう一定の成果が出て

いると考えておりまして、西部承水路のくぼ地が酸

素がなくなって貧酸素状態になって、そこから窒素

やリンがヘドロからまた水に戻ってくると 溶出
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してくることがあるものですから、その底質、ヘド

ロのところに酸素を供給してやることは一定の成果

が出ています。ただ、名古屋の特許を持っている企

業さんのものを使っていますので、やはり特許です

ので、コストがどうしても掛かってしまうことはご

ざいますから、もっと本格的に、くぼ地全体をめど

にやりたいのですが、そうなりますと今の１か所を

最低でも数か所くらい増やしてやらないとならない

ので、それにコスト面のところも考えていかなけれ

ばならないですから、そこら辺は、３期は今のまま

継続させていただいて、４期以降 令和７年度以

降になりますが そういう抜本的な対策を講じて

いかなければならないと考えています。

佐藤信喜委員

分かりました。それについては、継続して頑張っ

ていただければと思います。

あと最後に、１つお願いがあって、たしか八郎湖

には監視カメラをつけていたと思います。私も前に

調べたことがあったのですが、ネットで見つけたカ

メラの運営要領には、５台と書いているのですが、

今日の説明資料の中には６台と記載されているので、

もし資料が古いようであれば、やはり訂正していく

べきだと思うので、何とかよろしくお願いします。

八郎湖環境対策室長

大変申し訳ございませんでした。今御案内のとお

り、実際は最新状況では６台設置していますので、

情報が古いものをそのまま掲示していたようです。

その辺については大変申し訳なく思っていますので、

至急訂正させていただければと思います。ありがと

うございました。

吉方清彦委員

当該委員会でもありますので、簡単にお答えいた

だければよいのですが、秋田県ＨＡＣＣＰ認証制度

についてお聞きします。

主要な施策の成果の４７ページには、１１７回講

習会を開催し３,１２２人が参加した結果、新たに

３７件が認証を取得し、認証件数は１４３件となっ

たと記載がございます。３,１２２人が講習会を受

けて３７件が認証して、そしてトータルの認証件数

は１４３件というは、これは少ないのではないかと

思いますが、今まで取り組んできた中で認知度はど

うなっているのか、そして必要性は感じられている

のか、今後これは絶対必要となっていくものなのか、

昨年度の取組を通してお答えいただければと思いま

す。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

この件数は、いわゆる秋田県版ＨＡＣＣＰ認証の

施設数でございまして、今回はコロナ禍もございま

して、法の義務化になった施設に対する説明会、そ

れから通常の衛生説明会の中で県版のＨＡＣＣＰ認

証制度についても御説明をしたものですので、全部

合わせての件数と御理解いただければと思います。

県版のＨＡＣＣＰ認証については、法改正により

ＨＡＣＣＰが制度化された以降も申請が増えており、

これは法の求める以上の管理に取り組もうとする企

業が多いと受け止めております。私どもとしまして

はニーズがある以上は今後も認証制度を継続してま

いりたいと考えているところでございます。

吉方清彦委員

ある程度大手のところは、全国展開するとなれば、

当然ＨＡＣＣＰを取るのでしょうが、一般の人が営

業するレベルでは、これは皆さん、認知度とか必要

性は感じておられるものなのでしょうか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

実際に取得したケースを見ますと、いわゆる漬物

製造業から始まりまして、菓子製造業、それから小

さな個人のパン屋さんなど、そうしたところが自分

の考えの下で必要なのだと、将来自分の事業を展開

していくに当たって取っておいたほうがよいという

御判断で取られるケースもございますので、何も大

きい企業だけが取られているわけではございません。

ただ、御指摘のとおり、これは非常に労力が掛か

るものでございまして、確かに継続のときにやはり

大変だとおやめになるケースもございまして、その

辺りは私どもも何らかの支援を今後考えていかなけ

ればならない部分はあろうかと考えています。

吉方清彦委員

実際、おおよそどれくらいの方が、ＨＡＣＣＰを

分かっているのか 例えばもう半分くらいまで来

ているとか、３分の１くらいまで意識しているだと

か、それとも１０人いれば１人くらいであるとか、

現段階でどのような感じでしょうか。

生活環境部参事（兼）生活衛生課長

正直なかなか難しい御質問でございまして、私ど

もは一方的な感じでの周知になってしまっていると

ころは否めないかと考えていますが、１０年以上前

から我々はこの法改正を見込んで事業を行ってまい

りましたので、ＨＡＣＣＰの名前を知らないという

ことはない ほぼ９割以上の方は一回は聞いたこ

とがあるだろう、そして、大体どういうことをやら

なければならないとか、いわゆる記録を取らなけれ

ばならないなど、面倒くさいというくらいのことは

感じていらっしゃる方はいると思いますが、実際に

導入となると半分までにはまだまだ行っていないの

が実情だと考えてございます。

宇佐見康人委員

１点だけ確認させてほしいのですが、水質汚濁の

健康項目でフッ素とありますが、これは玉川のこと

でよいのですか。

生活環境部参事（兼）環境管理課長
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玉川ダムで基準を超過しています。

宇佐見康人委員

原因は、雨が降らなかったからということでしょ

うか。

生活環境部参事（兼）環境管理課長

フッ素については、玉川の大噴源泉に濃度が高く

含まれていまして、今委員のおっしゃいましたとお

り、昨年度は雨が少なかったことが主な原因ではな

いかと推定しています。

宇佐見康人委員

では、自然な状態で基準を超過しているので、特

段県として何かをするわけではないですよね。

生活環境部参事（兼）環境管理課長

自然由来のもので、対策が取りようがないところ

ですが、下流の利水に当たっては、直近の神代ダム

のところで農業用水として使用しています。そこの

地点では環境基準を下回っていますので、利水上の

問題はないと思っています。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で生活環境部関係の質疑を終了します。

ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時

３０分とし、農林水産部関係の審査を行います。

午前１１時５６分 休憩

部局別審査（農林水産部）

書記 藤 澤 直 洋 録

午後 １時２９分 開議

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 沼 倉 直 人

農林水産部参事（兼）農地整備課長

舛 谷 雅 広

農林政策課長 藤 村 幸司朗

農業経済課長 本 藤 昌 泰

農業経済課販売戦略室長

本 郷 正 史

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 草 彅 郁 雄

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

加賀谷 由 博

園芸振興課長 黒 澤 正 弘

畜産振興課長 畠 山 英 男

水産漁港課長 大 山 泰

林業木材産業課長 清 水 譲

森林整備課長 三 森 道 哉

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

委員会を再開します。

農林水産部関係の審査を行います。

初めに、農林水産部長の説明を求めます。

農林水産部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

農林水産部関係の質疑を行います。

鳥井修委員

初めに、秋田ブランドによる畜産振興ということ

で、昨年度はコロナ（新型コロナウイルス及びその

感染症のこと。）の影響で秋田ブランド、特に比内

地鶏等の需要が大分低下して売れなくなったので県

でもかなりの助成をしたと思うのですが、それに関

して質問させていただきます。コロナ前はどのぐら

い比内地鶏の需要があったのかと、昨年のコロナ禍

で受けたダメージがどのぐらいで、県が入れた公費

はどのぐらいか、まず教えてください。

畜産振興課長

比内地鶏につきましては、コロナ前の令和元年度

の全県の生産量が５５万羽です。昨年度はコロナの

影響があり、それが４８万羽まで下落したところで

す。下落したことに関して、比内地鶏の販路拡大と

いうことで、外食に大きく依存していた販路を外食

以外の学校給食とか中食（調理済み食品を購入し、

自宅等で食べること。）とか、多角化に取り組ませ

ていただき、事業費総額で１億３,０００万円ほど

を支出しております。

鳥井修委員

去年の説明の中で、比内地鶏の在庫が大分増えて

かなり冷凍庫にあったということを聞いていたので

すが、その在庫は特段処分することなくある程度需

要に回ったのですか。

畜産振興課長

在庫につきましては、１年前からコロナの影響で

増えた分が約５２トンほどございました。それにつ

きましては、今説明したようないろいろな取組と、
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主産地である北秋田市や大館市、それから民間団体

の方々の努力により、昨年の年度末で全て解消され

ております。

鳥井修委員

令和３年度もまだコロナ禍の状況が続いていると

思いますが、今年度は令和２年度に比べてどういう

状況ですか。

畜産振興課長

年度末には、先ほど話しましたように、過剰な在

庫は全て解消された状況にはなりました。しかし、

今年度につきましても、首都圏において５月以降緊

急事態宣言がずっと継続されている状況にありまし

て、年度末に比べるとまた在庫が増えている状況に

あります。そうしたことを見据えまして、今年度の

６月補正予算において、社食や中食での値引き販売

に対する支援や贈答用として買い物していただくと

きの送料に対する支援、それから小売店でのフェア

などによる販路拡大に取り組ませていただいており

ます。

鳥井修委員

そうすれば在庫がまた過剰に残ることはある程度

回避できて、それなりの生産と需給の調整というか、

イコールぐらいにはなるのでしょうか。

畜産振興課長

そういったコロナの状況がありましたので、昨年

の時点で４割ほどの生産調整をしておりました。去

年のコロナ対策のおかげでそこは少し緩和されたと

ころではありますが、今なお２割は生産調整をして

いる状況です。ですから、再び販路が増えていかな

い限りはまだそれが続きますので、昨年から取り組

んでいる販路の多角化を定着させることを今関係者

とともに頑張っているところです。

鳥井修委員

２割の調整があるという話でした。この後コロナ

の状況がどうなるか分かりませんが、仮にある程度

回復してきて需要が今までぐらいのところに戻って

きたとして、この２割の調整というのはすぐ対応で

きる体制なのですか。

畜産振興課長

正直に申し上げますと、ひなを入れるところから

出荷するまで半年の時間が掛かるものですから、回

復してきた需要にすぐに対応できるかというとそう

ではなく、追いつくまで１年ぐらいは時間が掛かる

と思います。今その対応をするには目下の状況

なかなかひなを増やすところにまでは行っていませ

んので、まずは消費回復に取り組み、その様子を見

ながら少しずつ生産数を回復させるように取り組ん

でまいりたいと思います。

鳥井修委員

関連で販路拡大のところです。昨年も同じような

質問をさせていただいたのですが秋田牛について、

コロナ禍前であれば海外 台湾とかタイとかその

辺にかなり出して販路を拡大していきたいという話

を伺いました。具体的には鹿児島が全国トップレベ

ル 昨年のメモ書きを見ると３４万トンぐらい、

秋田牛は２万トンとかなりの差があって、量や価格

では対抗できないので何とかトップセールス等を通

じて信頼関係を作りながら、販路を拡大していきた

いという話を伺いました。その状況を受けてですが、

コロナ禍である今なかなかトップセールスもできず、

信頼関係の構築に向けて知事が直接足を運んでのア

ピールができない中で今後の対応をどのように考え

ていますか。

畜産振興課長

委員から御指摘の昨年の話については全くもって

対応は変わっておりません。ただ、台湾、タイへの

輸出に関しては、台湾は当初あまりコロナの影響が

ないという状況もありましたが、以後はタイ、台湾

ともコロナの影響があってという中で、ＥＣサイト

（インターネット上で商品やサービスを販売するた

めのウェブサイトのこと。）は以前よりも活発に取

引されており、秋田牛は平成２７年から輸出を開始

しましたが、昨年度はこれまでで最高の１０トンま

で輸出を拡大したところです。これにつきましては、

もちろん行ったり来たりはできないのですが、佐竹

知事にＰＲビデオに出演していただいて、それを向

こうの店舗で流してもらうという形でＰＲしたり、

あとは既存の取扱事業者との連携を強化しながら

やはりロットや価格では大産地の鹿児島等には太

刀打ちできませんので、取り扱ってくださっている

業者が望む、例えば月々のフェアに対して販促資材

を提供するなどのきめ細かいサポートをしながら、

販路を拡大させていただいているところです。今後

もこうした取組を続けてまいりたいと考えておりま

す。

鳥井修委員

昨年聞いたところでは、トップセールスで信頼関

係を構築して販路拡大するということで、知事の対

応が物すごく大きいと思っていました。今の課長の

話で、きめ細かくやっていくということで一つ安心

しましたが、知事をメインにトップセールスしてい

くのは全然いいのですけれども、それが主になって

しまうと 知事は食通で肉も大好きだし、いろい

ろな発信ができると思いますが、多分トップセール

ス一つを基軸に置いた戦法だと、伸び代が少ないの

かなという部分があります。いろいろな方策がある

と思うので検討しながら販路拡大に是非つなげてい

ただきたいと。鹿児島など畜産王国のところまでは

なかなか無理だとしても、秋田牛のおいしさをどう

やって広めていくかというのはこれからの研究課題
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になると思いますし、是非その辺は次年度以降も課

題として研究して、全国の皆様においしい秋田牛や

比内地鶏など、秋田ブランドを広めるために頑張っ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

畜産振興課長

今の輸出のことに関しましては、昨年も一昨年も

既存の取扱事業者に新たな事業者を加えて取引させ

ていただいているところです。増えたのは、輸出し

ている県内の事業者の方々の努力であったり、一度

輸出したものを買って味見していただいて、評価を

頂いたといったことで販路が拡大しているところで

あります。全国の皆さんをはじめ、輸出業者などに

食べてもらう機会も作りながら販路を拡大して、最

終的にはそれが生産者の所得向上につながっていく

ように今後とも努めてまいりたいと考えております。

小野一彦委員

２５７ページ（主要な施策の成果並びに決算説明

資料）の予算執行状況ですが、畜産振興課の生産振

興対策費で、秋田県獣医師職員確保対策事業に①か

ら④まであります。令和２年度の予算の執行状況、

取組状況とその成果、あるいは今後の方向性につい

てお尋ねします。

畜産振興課長

獣医師職員確保対策事業ということで、獣医系の

大学を卒業した者が秋田県の職員となることを条件

とした修学資金の貸付けという内容が、①番から③

番です。①番と②番につきましては、現役の大学生

に対して貸付けする修学資金で、③番につきまして

は獣医系の大学に入学する高校３年生に対して入学

金等の学費を貸し付ける制度です。それぞれ①番、

②番、③番については、昨年度１１人に貸付けをし

て、うち３人が昨年度からの新規ということになっ

ています。それから、④番の大学、高校での事業Ｐ

Ｒにつきましては、獣医系の大学に対して、秋田県

の獣医になるための修学資金制度の紹介をしたり、

県内に１５校ある進学校に対して、同じく制度のＰ

Ｒに努めさせていただいた経費です。

小野一彦委員

地元の畜産農家の方々から最近よく相談があった

り、今後のことで心配の声が寄せられているのは

県職員の獣医師の確保ももちろん大事な話ですが、

一方で地元に住まわれて、何かあったときに夜中で

も来てくださる、そういう地域で一緒になって畜産、

特に和牛の関係をやっていただける方々が高齢化し

てきて、これから５年後、１０年後のことを考える

ととても不安だとのことです。人材確保はとても大

変なことではあるのですが、そういう部分について

の対策をより充実してほしいと言われております。

そういう意味で、③と④ いずれ県職員以外で地

元の共済組合とかに従事される、そういう獣医師の

確保について、今後 令和３年も含めて どん

なことをやっていきますか。

畜産振興課長

事業を実施している背景として、まず県職員の獣

医師も少ないというのがあって、その確保のために

先ほど話したような制度をもって確保につなげよう

としています。現状をお話しすると、新たな職員と

して採用される方のほとんどが修学資金を借りた方

前はそれ以外の方もたくさんいらっしゃったの

ですが、今はほとんど修学資金を借りた方になって

いるということで、一層修学資金の貸付け枠を確保

することイコール獣医師職員の確保になっています。

実際には定員３７人に対して３４人ということで、

未達の状態がここ５年間ぐらい続いていることにな

り、県職員の獣医師も足りない故にこういう事業を

やっているということになります。

それと、委員御指摘の農業共済 現場で農家の

方々の牛、豚を治療する獣医師も同様に少ない状況

にあります。全国で獣医系の大学が１７あり、毎年

卒業生が１,０００人ぐらい出るのですが、その中

で一番多い４割以上が犬、猫の獣医でありまして、

農業共済や県職員の公務員獣医師は３割程度という

ことで少ない。加えて、どうしても首都圏に就職す

る方が圧倒的に多くて、地方では確保に難儀してい

るのが現状です。

したがって、先ほど委員御指摘のように畜産農家

の方が先々心配だという声はそのとおりだと考えて

おりますが、ただ、県も不足している、農業共済も

不足しているということで、農業共済と連携しなが

ら今年度も高校生を 地元、県内出身の獣医学生

を確保するのが一番重要なことだろうということで、

高校生を対象にした職場体験研修を８月に実施させ

ていただきました。枠が１２名だったところに２１

名の応募があり、今回はやむなく半分でお断りした

ところだったのですが、実際にやってみると大変好

評でした。そういった県内の若い方々に対するＰＲ

を続けながら、農業共済についても県についても獣

医師確保を進めていきたいと考えております。

小野一彦委員

地方創生ということで、私たちが住んでいる中山

間地域で若い人たちが、今まで先輩たちが培ったい

ろいろな技術や地域の資源を生かして冬でも収入を

上げて暮らしていくことを考えたときに、日本の宝

と言われる和牛に関わったりと、畜産というのは本

当に大事だと ほかの業種の品目もそうですが

思っています。ですから、これからのプランのこ

とを考えるときにも是非そういう部分で、令和３年

度や令和２年度の取組を更に伸ばしていくようなこ

とを是非進めていただければと思います。そこら辺

は部長にお伺いしたいと思います。
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農林水産部長

課長が言ったように、県も現場も獣医師が不足し

ています。ただ最近ちょっと感じているのは、例え

ば高校生に獣医の仕事はこんな感じですと研修みた

いなことをやれば、結構女子の学生が多いです。最

近修学資金を借りているのも女子の方で、現場で獣

医というのはこんな仕事ですと見せるのも意外と女

性です。女性の職員にやってもらうと、意外とかっ

こいいと感じてくれる人がいるということがあるの

で、その方々が実際に県庁に入るか、共済のほうに

行くかは分かりませんが 来るにはまだ、もう６

年か何年か掛かるのですが 女性の方々が魅力を

感じるような形を作っていけば少し流れが変わると

いう感じは持っています。今の若い方々も意外とサ

ラリーマン志向が多いのだと思うのですが、そうで

はなく現場で生き物に触れたいだとか、そういう価

値観を持っている方もおられると感じますので、今

すぐ来年からなどというのはなかなか難しいと思い

ますが、そういう形で少しずつ働き方というか、そ

ういう方も働けるというのをＰＲしながら、何とか

うちの県にも獣医を呼び込みたいと。そうしていか

ないと県庁自体ももたなくなって我々も大変なこと

になりますので、そんな形で進めていきたいと思い

ます。

小野一彦委員

資料（主要な施策の成果並びに決算説明資料）

２４５ページ、元気な中山間農業応援事業について、

資源活用のプランの策定とか畑地化整備、先ほどの

部長の説明でもありましたが資源を生かす生産体制

整備とか、あるいは中山間地で営農しながら太陽光

発電をするモデル実証事業、そういった取組がここ

に報告されています。その取組についての令和２年

度の成果と、それから今後に向けた発展の目みたい

なもの、そういう成果の部分についてお尋ねします。

農山村振興課長

元気な中山間農業応援事業につきましては、中山

間の条件の悪いところの農業を支援していきたいと

いうことで平成２６年度から実施しております。こ

れまで県内の５５地域を指定して活用していただい

ているところで、こういった事業を活用して水稲以

外の作付が困難だった水田を畑地化したり、冷涼な

気候を生かした園芸作物の作付を拡大したり、徐々

に成果が表れてきております。数字的に言いますと、

事業が完了してから達成するまでに時間が掛かりま

すので、成果として見えている分ということですが、

２９の事業の結果としては、農作物の販売額が事業

前の１７.２億円から２６億円という形で５割ほど

増加してきています。また、作付面積も９００ヘク

タールほどから１,２００ヘクタールほどというこ

とで、取組も拡大しているところです。

例えば、全域が中山間地域という東成瀬村の地域

では全面的に活用していただいておりまして、畜産

では赤べこ（東成瀬村で生産している肉牛のブラン

ドのこと。）の生産の拡大であるとか、法人が堆肥

を利用して仙人米（東成瀬村で生産している米のブ

ランドのこと。）の作付であるとか、トマト、リン

ドウ、アスパラガスの生産拡大を村全体で進めてい

る状況です。トマトにつきましては加工品という形

で首都圏、ＥＣサイトでの販売を行いまして、女性

の雇用の場にもつながるように村全体の産業を押し

上げているような状況です。

あと、太陽光発電モデルにつきましては、今雄和

（秋田市雄和）のほうで実証試験を行っております。

営農型太陽光ということで、全面的に太陽光パネル

があるわけではなくて、３分の１程度の隙間がある

ところに太陽光発電パネルと、その下に作物を植え

て、そこで収量や品質の変化を見ている状況で、太

陽光につきましては遜色のない収量が見込まれると

いう成果を得ております。枝豆もやっておりますが、

違う作物でも引き続き実施していきたいと考えてい

ます。

小野一彦委員

補助率が高いということで人気があった部分もあ

りますが、平成２６年からの取組でいろいろと成果

が出てきていると思います。これをやってみて東京

のマーケットとつながったとか、この太陽光みたい

に新たな取組で次に展開ができるような事例に発展

したということが多いと思いますので、是非他の業

種ともつながりを持ったり他のエリアとのつながり

をもっと拡大していったり、横展開していくような

形でこれからも進めていただきたいと思いますが、

次のプランでの取組のスタンスはどのような感じで

すか。

農山村振興課長

これまでは、それぞれの地域を個別に支援してい

ったという形でしたが、そういった形ではその地域

全体の活性化であるとか県全体の押し上げにはつな

がっていかないということで、今後は他地域との連

携であるとか農業掛ける他の産業 例えば観光で

あるとか食品産業であるとか教育旅行であるとか、

そういったことを結びつけて、新たなビジネスとし

て発展できるようにしたいと考えております。また、

その取組を地域の活動と相交えて地域の活性化にも

取り組んでいきたいと考えています。

小山緑郎委員

新規就農者の支援体制についてお伺いしますが、

結果的に１１６人が研修を受けて就農したというこ

とで本当にありがたい結果であります。そうした中

で、この実績のほうに書かれていますけれども、各

地域振興局の就農定着支援チーム 例えば就農資
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金というのは多分補助金をもらって５年後に本格的

に就農するというものですが、たまにそのフォロー

アップに結構難儀している方もいると聞きます。そ

ういった面のフォローアップは県が主体でやってい

るのか、市が主体でやっているのか、その辺りの現

状をお伺いします。

農林政策課長

就農定着支援チームにつきましては、やはり身近

な出先機関が入ることが大切でして、県の場合は地

域振興局を中心に、そして市町村ももちろん一緒に

なって、あとはＪＡ、共済、農業委員会、様々な立

場からフォローアップをするということで、チーム

を組んで活動しています。実際一番のところは技術

面の確立で、その結果きちんと収益を上げられるも

のを作るという収支のところの指導ということにな

ってまいりますので、その点についてはこちらの普

及指導員が中心になったり、ＪＡが中心になって、

連携しながら栽培指導等を行っているところです。

小山緑郎委員

ありがとうございます。今までずっと補助金をも

らってやってきた新規就農者がいるのですが、結果

として現状は全員が成功しているわけではないと思

います。そういったことのデータというか、結果、

業績というのは分かりますか。辞めた人が何人いる

かとかほとんど成功だとか、そういったことは分か

りますか。

農林政策課長

実は就農から５年後の状況を追跡調査しておりま

す。その結果ですが、大体３割ぐらいの方が離農さ

れているという状況がございます。近年の傾向とし

ては、自営で就農するのではなく法人等に雇用され

て就農する方が多くなってきております。そうした

方々については、やはり雇用ですので自ら何かを投

資したという状況ではないため実は離職しやすい状

況にございまして、思いと違ったとか働き方がちょ

っと厳しくて体がついていかないとか様々な理由が

あります。最近のデータが令和元年のもので、５年

前ですから平成２７年頃の方々の追跡を継続して実

施しておりますが、傾向としては大体そのような形

になっているということです。

小山緑郎委員

分かりました。補助金終了後のフォローアップも

結構大切だと思います。今後も市と十分連携しなが

らその辺りのフォローアップをお願いできればと思

いますので、よろしくお願いします。

農林政策課長

我々もフォローアップが非常に大切だということ

を改めて認識しておりまして、就農した方々にアン

ケート調査を実施しました。そうしたところ、就農

したらフォローアップが少なくなったような意見を

出す方もいらっしゃいました。そうしたことがない

ように、もう一度体制の見直しを含めてねじを巻き

直してフォローアップに努めたいということで、来

年度特に力を入れて取り組んでいこうと、現在施策

的にもそれを強化するような内容を検討していると

ころです。

島田薫委員

つくり育てる漁業の推進について質問させていた

だきます。６１ページ（会計管理者・部局長説明要

旨）にマダイ、ヒラメ、アワビの種苗生産等への支

援とありますが、これはそれぞれ何件ずつこういう

事業がなされているのかお知らせください。

水産漁港課長

つくり育てる漁業として放流を行っているのは、

マダイ、ヒラメ、トラフグ、キジハタ等です。マダ

イについては令和２年度で３９万匹、ヒラメが約

３３万匹、トラフグが８万匹と、おおむねそうした

数字になっています。

島田薫委員

それぞれ何か所で行われているかというのはいか

がでしょうか。

水産漁港課長

何か所といいますか、主に北部漁協のほうだとか、

男鹿の中央支所のほうだとか、それから南部と箇所

別に放流する場所がありまして、例えばヒラメであ

れば八森（八峰町八森）のほうが多いですし、そう

した地区別に分けて放流するようになっております。

トラフグは、主に船川（男鹿市船川港船川）という

形になっています。

島田薫委員

アワビに関して言うと、八峰町でやっていた事業

者が事業を停止して、そこを別の企業が引き継いだ

と聞いております。多分アワビは１か所かと思うの

ですが、ほかにもやっているところはあるのでしょ

うか。

水産漁港課長

多分八峰町の事業者はアワビの陸上養殖の箇所だ

と思いますが、そこは残念ながら今やめております。

アワビにつきましては、栽培漁業協会のほうで種苗

を生産しておりまして、それを漁協が放流するとい

う形で一応全県展開をしておりますが、特に南部の

ほうで多く放流しているという状況です。

島田薫委員

説明資料の２６７ページに北限のふぐ資源増大対

策事業という項目がありますが、これは先ほどの漁

協等において行っている放流という内容でよろしい

のですか。

水産漁港課長

これは、フグの卵を水産振興センターで入手して、

種苗を生産して放流するといった事業です。



- 92 -

島田薫委員

２６９ページのハタハタ資源対策ですが、ふ化放

流とあります。最近ハタハタの資源が減少して、実

際に捕れる数が減っていると報道されていますが、

このふ化放流が、例えば令和２年度どの程度効果が

あったのか これを増やせば単純にその資源が増

えるというものでもないとは思うのですが、この辺

りのお考えを教えてください。

水産漁港課長

この事業におけるふ化放流というのは、浜辺に打

ち上げられたブリコをそのまま放置しておくと乾燥

したりして死んでしまうので、そうしたものを集め

て籠に入れて、海水中に入れて卵をしっかり管理し

てふ化させようという取組です。それを全県の９漁

港で、大体５,０００万粒ほど行っております。そ

のふ出率（ふ化する割合のこと。）が８０％とする

と、大体４,０５６万尾の稚魚換算となり、そうし

た放流効果はあると見ております。

ただし、そうした稚魚の生残率といいますか、一

体何匹ぐらいが沖合に出て帰ってくるかというとな

かなか追求できないところがありまして、しっかり

とした明確な効果 正確な数字での本当の効果と

いうのはちょっと難しいところです。

島田薫委員

ハタハタについては、県で資源を増やす努力とし

ては、このふ化放流をやっていることと理解してよ

ろしいですか。

水産漁港課長

現在、実際に行っているふ化関係はこうした取組

です。あとはハタハタ資源対策協議会で、資源に基

づいた漁獲枠を設定したりしております。

島田薫委員

秋田県の大事な資源といいますか、県外の方々に

もこのハタハタが秋田県の特産として認知されてい

ますので、これをどうにか増やしていける方法はな

いかと考えているところですが、そのほかに何か方

策は考えていますか。

水産漁港課長

ハタハタは割と低水温で生息する魚で、現在温暖

化等の影響でなかなか県の沿岸のほうに寄らないと

いった事情もあるようです。そうした自然現象に左

右される面が非常に大きいので、明確な手だてとい

うのは残念ながら見つけられておりません。まずは、

今ある資源をしっかりと守っていくような漁業を引

き続きやっていきたいと考えています。

宇佐見康人委員

関連でハタハタについてお伺いします。

まず、先ほどの島田委員の質問は、科学的データ

に基づく適切な資源管理というところだと思うので

すが、科学的と銘打っているのであれば、ＤＮＡ調

査だとか、そういうところまで踏み込んで追跡調査

もしたほうがいいのではないかと今の答弁を聞いて

いて思ったのですが、その辺の考えをお聞かせくだ

さい。

水産漁港課長

ハタハタの追跡調査ということで申しますと、そ

れこそ大分資源が少なくなってきて 時期は後で

申し上げますが、水産振興センターで、稚魚の耳石

といいますが、耳のほうに色をつけるような標識を

つけて放流して、その回帰率や行動を大分前に調査

しています。ただし、そのときでもなかなか明確な

生存率などは見いだせなかったというのが現状です。

現在、科学的と申しているのは、水産振興セン

ターで資源量予測ということをやっておりまして、

それに基づいたいろいろな漁獲枠の設定等を行って

いるという状況です。

宇佐見康人委員

秋田県の総量を科学的に決めているという認識で

いいのでしょうか。

水産漁港課長

現在においてはその資源量予測ということで、水

産振興センターのほうで努力している状況です。

先ほど、以前放流調査を行ったと言いましたが、

大体平成元年から平成十五、六年辺りまでやってお

りました。

宇佐見康人委員

１年ぐらい前に全国のハタハタの水揚げ量を調べ

たのですが、全国の総量の中で秋田県は大体８％か

ら１３％で推移している状況でした。ただ兵庫県や

鳥取県は、そこら辺の調整を全くせずにいっぱい捕

れる年もあれば秋田県同様低い年もあると。秋田は

１２月末から捕れますが、鳥取や兵庫のほうは３月

から４月辺りに捕れるということで、県魚を守って

いく上ではそこら辺の全国での調整というか協議会

を設けていかなければ、幾ら秋田県が放流したり科

学的に県で調整したりしても、なかなか秋田県とし

て復活しないのではないかと思っています。その辺

の他県に働きかける 東北ではやっているのでし

ょうが、もうちょっと西のほうにも働きかけるとい

う努力はされないものでしょうか。

水産漁港課長

日本海側で捕れるハタハタには主に２つの群

群れがありまして、兵庫などで捕れるのが日本海の

西部系群です。それから、秋田、山形、青森、新潟

という能登半島を境に北のほうが日本海北部系群と

いうことで、２つの群があるとされています。秋田

県は当然日本海北部系群ですので、関係する青森、

山形、新潟、そうした各県で作っている協議会とい

ろいろと連携、情報交換をして、しっかりと資源を

守っていこうという取り決めはなされています。
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宇佐見康人委員

それでは、兵庫、鳥取で捕れるハタハタの群れと、

秋田、東北で捕れるハタハタの群れというのは交じ

らない、それぞれ別々の群だという認識でいいので

しょうか。

水産漁港課長

全く交じらないかといえば海ですので、能登半島

が境目と申しましたが、そこの回遊時期等がうまく

合えば当然交じることもあろうかと思いますが、基

本的に先ほど申し上げた２つの大きな系群に分かれ

ると御理解いただければと思います。

児玉政明委員

もう一度畜産関係に戻りたいのですが、先ほど秋

田牛のブランド等について、販路拡大といった部分

がありました。一番手っ取り早いＰＲ方法は、私は

全共（全国和牛能力共進会）の成績によるものと思

います。前回宮崎県が総合優勝したということで、

宮崎県はそれ一本で牛肉の販売、ＰＲに効果を現し

ているようなところがございました。来年鹿児島で

開催される全共では幸義福（種雄牛の名。以降、松

糸華、第１花国、黄金乃花も同様。）と松糸華が上

位を狙えるとのことでしたが、それは十分可能なの

でしょうか。

畜産振興課長

一般質問のときも答弁させていただきましたが、

今回の全共に向けて４頭の種雄牛を調整させてもら

ったところです。具体的に申しますと、いずれも義

平福よりもサシの入り方 脂肪交雑が優れている

とのことですし、肉量も同様とのことであります。

今の時点では、ほかの県の枝肉の出来具合と直接比

較できるものがありませんので何とも説明できない

のですが、県の中ではこれまでで最もレベルの高い

牛が出来たと認識しておりますので、それをもって

全共での上位入賞を目指して頑張ってまいりたいと

考えております。

児玉政明委員

是非上位を目指してもらいたいと思います。

もう１点、第１花国の血統がある黄金乃花は、今

回の大会には無理だということですか。

畜産振興課長

黄金乃花につきましても実はその４頭のうちの１

頭でして、今話のありました幸義福とか松糸華とも

同じぐらい優秀です。サシの入り具合だとそれより

も更にという牛です。ただ、出品する月齢が今ぎり

ぎりのところですが、間に合う可能性も十分にあり

ます。そういう意味では、フリーの出品区 どの

種雄牛でもいいから出してもいい８区という区があ

りますが、それに向けては黄金乃花も含め今調整を

しているところです。

児玉政明委員

黄金乃花もかなり優秀な成績を取れそうですので、

是非出してもらいたいと思います。

あと、畜産クラスター事業ですが、昨年も何地区

かで牛舎等の建設が行われていました。これは何年

か続いていたのですが、この事業を使う地域が結構

偏っていると思います。ほかの地域では手を挙げる

人はいないのですか。

畜産振興課長

肉用牛に関しては、やはり繁殖や肥育が盛んな由

利地域と仙北地域での活用が多いです。ただ、それ

でも昨年度は男鹿市などでも使われておりますので、

少しずつ広がってきているとは感じております。

児玉政明委員

肉用牛以外での実績はどうなっていますか。

畜産振興課長

肉用牛以外につきましては、例えば採卵鶏であれ

ば秋田や仙北、それから大きい養豚場ですが北秋田

市で整備を進めているところで、畜種を問わずとい

う話であれば全県の多くの地域で取り組んでいただ

いております。

児玉政明委員

クラスター事業の関係で、地域協議会とかを設立

するのがなかなか難しいという声も聞いておりまし

た。堆肥の処理など耕畜連携の部分で課題はありま

すか。

畜産振興課長

畜産クラスター協議会が作りづらいという話は、

たまにお伺いするところではございます。ただ、今

までもなかなか難しいところでも地域振興局や市町

村が中心になったりして、農協とか飼料メーカーと

か、いろいろなところに参画いただいて、協議会を

作って進めておりますので、そこはそれほど問題に

ならないと思っています。

その中で、地域で１つ大きい畜産経営体ができれ

ばそれでいいかというと、そういうものではありま

せん。そういうものができたことで地域の、例えば

水田と耕畜連携 堆肥、わらの交換ですとか飼料

作物の生産拡大ですとか、そういうもので畜産が核

になって地域が活性化していき畜産経営体の収益向

上を目指す取組ですので、関係する多くの方々と一

緒に同じ目標を持って、そういう組織づくりも含め

て今後も取り組んでいきたいと思っております。

児玉政明委員

是非そういうチャレンジをしたいという人がおり

ましたら、関係団体等と協力していただいて相談に

乗ってもらえればと思っております。

それから、水田総合利用課にお伺いします。ここ

何年か、主食用米以外でも加工用米、飼料用米、ま

た野菜等の戦略作物等を植えて少しでも水田をフル

活用しようということですが、活用されていない水
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田 耕作放棄地になると思うのですが の面積

は毎年だんだん増えている状況でしょうか。

水田総合利用課長

令和２年度の数値的な状況を申し上げますと、水

田台帳面積が１２万５,０００ヘクタールほどある

うち、主食用米が７万５,０００ヘクタールほど作

付されまして、生産調整や転作の面積が約４割の５

万ヘクタールほどという ちょっと大まかな数字

ですが 状況です。

こうした中、米を主体として転作加工用米や飼料

用米、あるいは大豆、野菜といったものをかなりの

面積で頑張っていただいているのですが、結果とし

て調整水田や自己保全管理といった形で作物が作付

されていない面積が令和２年度で１万５,０００ヘ

クタールほどありまして、面積的には少しずつ増え

ているという状況にあります。

児玉政明委員

調整水田につきましては、植えていない部分はそ

のまま自己保全管理になると思いますが、収穫する

作物を何も植えないけれども手をかけなければなら

ない部分の今後の取扱いについて、産地づくり交付

金とかそういうものは使えないわけなのですが、そ

こら辺の考え方といいますか……。何もなければ、

多分皆さん、そこは来年以降は手をかけないという

ふうになってくると思うのですが、そこの考え方は

どういう方向性でしょうか。

水田総合利用課長

どの地域でどれだけの面積があるとの詳細までは

把握しておりませんが、いずれ水田台帳という枠の

中で水田として入っている農地ですので、地域の担

い手と言われる規模の大きい個人の認定農業者です

とか、あるいは法人のほうになるべく集積をかけて

いきまして、規模拡大を進めていく中で不作付地の

解消を進めていくということが１つあると考えてお

ります。

児玉政明委員

分かりました。数年前まで自己保全管理について

も、例えば各地域の再生協議会等で拠出金を出しな

がら、また同額を受け取ったという事例もあったの

ですが、最近はやはりそれも厳しいということでお

伺いしました。

最後に１点、多面的機能支払交付金につきまして、

昨年までは９８５地区、９万７,０１１ヘクタール

とのことですが、これに参加していない集落の扱い

といいますか……。いつも小規模な集落は隣同士で

一緒にできればと考えるのですが 大きくやって

いるところもあるのですが そういった部分で参

加できていない集落の今後の救い方といいますか、

何かそういったことは考えていますか。

農山村振興課長

先ほど遊休農地の話もありましたが、委員がおっ

しゃったとおり国の交付金があって遊休農地を再生

するような取組を支援してきたところで、それに加

えて今年度から遊休農地を再生して今後の生産活動

につなげていくような取組を支援していく事業を実

施しているところです。そういったところにつきま

しては、多面的機能支払の活動組織に参加していな

い農家を対象として、草刈りであるとか下刈りであ

るとかそういうところに使用して農地を使えるよう

な形にしていただいて活動組織に参加してもらい、

その後は国の多面的機能支払交付金を活用して５年

の協定を結んでしっかりと農地を維持していただい

た上で生産活動を行えるようにということで、今年

度から支援している状況です。

また、多面的機能支払交付金の取組面積は、全県

の耕地面積でいうと７割程度ですが、農家が経営す

る面積でいうと８割、９割ほどをカバーしている状

況であり、残りの部分につきましては市町村を通じ

て今やっている組織への加入といった取組が進むよ

うに指導しているところです。

児玉政明委員

多面的機能支払交付金は農村関係を守るという意

味ではかなり効果のある交付金だと思いますので、

是非広く取り組めるように引き続きよろしくお願い

したいと思います。

小山緑郎委員

部局長説明要旨の６１ページに、秋田の海・川資

源を生かした水産ビジネスの展開についてとありま

す。サケとかいろいろな川の産業がありますが、今

盛り、旬なものに川ガニがあるのです。あれは魚で

ないから対象外になっているのか、ちょっとそこだ

け 単純な質問ですみません。

水産漁港課長

ここは、主に県の内水面漁業に関する支援ですが、

サケの放流であったり、アユ、イワナ、ヤマメ、そ

ちらのほうに重点化しておりまして、川ガニは支援

対象とはなっておりません。

小山緑郎委員

ちょうど今は川ガニが旬で、この前大仙市が結構

ＰＲしていました。秋田の太平川は今まだいっぱい

捕れて季節の風物詩になっていますが、雄物川が若

干減ってきているような話なので、そういった調査

をしているのかと思ったので……。対象外だとすれ

ば申し訳ないですがいい食ビジネスだと思っていた

ので、今後そういう考えはないものでしょうか。

水産漁港課長

各河川に内水面漁協がありますので、そうした漁

協のほうの考え方で、調査してしっかりと資源とし

て支援していくような事業の発案等をいろいろとし

ていただければ、国の内水面事業等もありますので、
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そうしたものの活用を促していくことは可能と考え

ております。

委員長

ここで審査の途中ですが、暫時休憩します。再開

は２時５５分とします。

午後 ２時３８分 休憩

午後 ２時５４分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き農林水産

部関係の質疑を行います。

髙橋武浩委員

林業関係についてお伺いします。

資料には書いていないので、数字を聞いて大変恐

縮ですが、林業大学校の第５期、第６期の入校者数

を教えていただければと思います。

森林整備課長

第５期となります令和元年の入校者は１５名、第

６期となります令和２年の入校者は１６名となって

います。

髙橋武浩委員

資料（主要な施策の成果並びに決算説明資料）に

は第５期、６期の研修生３１名ということで、入校

した数から１人、２人減ったのかと思ったのですが

１８名の定員に対して１５名、それから１６名

という現状だと思いますが、定員に足りないという

のはどのように分析していますか。

森林整備課長

今まで高等学校の就職などが比較的良くて、当時

は林業大学校の定員に満たなかったと解釈していま

す。ただ、令和３年度の入校者数は１８名となりま

して、定員を満たしている形です。

髙橋武浩委員

特に林業大学校は民間も力を入れていて、そこで

研修を終えて、また地元へ就職するという良いサイ

クルができていると考えておりますし、平成２７年

に始まった当時から大変いい取組だと期待をしてい

るところです。

ただ、高校の生徒数の減少などで、林業だけでな

く全産業においても若い人が就業する全体数が減っ

ていっているという現状もあります。その中で、東

北の中でも秋田県は若い人が林業に数多く就業して

いますし、それから若手の参入についても１５０名

前後ぐらい就業していると思うのですが ちなみ

に昨年の就業者数は何名でしたでしょうか。

森林整備課長

昨年の林業への就業者数は１４６名でございます。

（※９５ページで発言訂正あり）

髙橋武浩委員

第３期プラン（第３期ふるさと秋田元気創造プラ

ン）での目標就業者数は何名ですか。

森林整備課長

１５５人です。

髙橋武浩委員

先ほど若い人が就業する数が少ないという話をし

ましたが、県でも大変努力をしているということは

感じております。

ただ、ベテランと言われる高齢者の皆さんが退職

していくことを考えれば、やはり若手の参入が少な

いというところはありますので、過去に就業された、

いわゆる先輩方の声をできるだけ若い人へ伝えるよ

うに工夫していただきたいと思いますが、林業大学

校を卒業して数年経過した就業者にアンケートとか

いろいろな調査はしているのですか。

森林整備課長

林業大学校は、委員からの話がありましたとおり、

平成２７年に開設しまして８０名の修了生が林業会

社に勤めています。そういった方たちに追跡調査と

いいますか、今どういう状態かというのは常々聞い

て、新たな担い手の方にそういった声を伝えていき

たいと考えています。

すみません、失礼しました。先ほど私、昨年度の

就業者数を１４６名と申しましたが、一昨年度の就

業者数でして、昨年度の就業者数については現在調

査中です。失礼いたしました。

（※９５ページの発言を訂正）

髙橋武浩委員

全産業の中で就業者数がだんだん減ってきている

中で、林業に関しては若い人が幾らかずつコンスタ

ントに入ってきているという現状です。就業した若

い人に話を聞く機会があって、仕事してみてどうだ

と聞くと、林業に対するイメージが全然変わってい

て、今はもう機械化が進んでいて意外と興味深いと

いうか楽しいというような話をしていました。ある

意味ギャップがある ベテランの高齢者と今の若

い人の林業の機械化に対する考えのギャップがちょ

っとあるのですが、そういった林業に対する認識が、

若い人にとっては数年前から比べると格段に違って

きているというのが現状です。そういったところを

うまくＰＲしながら、林業県秋田として就業者数を

しっかりと確保するような取組に力を入れてもらい

たいと思いますが、そういった取組について具体的

にこういうことをやっているというのがあればお知
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らせ願います。

森林整備課長

まず、今の林業というのは、先ほどおっしゃられ

たように機械化ですとか、それから自然の中で働く

仕事だということで、重労働だとかそういった今ま

でのイメージを払拭するように、県あるいは団体を

通して皆さんにＰＲするような取組もしております。

それから、高校生等に対して林業の体験研修等を

通じて、今の林業はこのような形で取り組まれてい

るのだといったＰＲ等もしているところです。これ

も引き続き実施してまいりたいと考えています。

髙橋武浩委員

能代市に国内最大の木材会社が来るということで、

その原材料が供給できるかといった議論がいろいろ

とあるのですが、実際現場に聞くと、労働力さえ確

保できれば幾らでもできるそうです。人手が一斉に

国有林に行くと民有林のほうが一切止まってしまう

ので、できれば一緒に手がけられればという話は聞

くのですが 林業従事者の数に限りがあるのでそ

ういった不安の声も聞こえてきますので、是非とも

若い労働力を、県のＰＲも含めながら せっかく

林業大学校といういい取組がありますので大いに活

用しながら、従事者確保に努力していただきたいと

いうことを要望して終わります。

農林水産部森林技監

委員がおっしゃったとおり、林業に対する意識と

いうのは確かに数字にもかなり表れてきております

し、実際若い人からいろいろな話を聞く中でも、思

った以上に機械化が進んでいるなどといった話は聞

いています。そういったいい面は当然アピールしな

がらやっていきますし、そういうことに対応したカ

リキュラムを林業大学校でもしっかり教え込んで、

そういうイメージを損なわないように、長年にわた

って働いていただけるような人材を育てていきたい

と思っています。

一方で、そのイメージというところで言いますと、

確かに伐採作業につきましてはかなり機械化が進み、

その辺りは多くの事業体でそのイメージに沿った仕

事ができますし、実際に若い人が従事しているので

すが、近年議会の中でも御議論いただいております

造林作業、それから下刈り等の初期の保育作業の辺

りの機械化、省力化については、若い人たちが意欲

を持って参入しやすいかというと、まだそこまでは

追いついていないのが実態です。その辺りはなかな

か一朝一夕には解決しない問題ではあるのですが、

少しでも効率的で労力の掛からないやり方 ５０

年前、６０年前と同じではないもう少しスマートな

やり方を少しずつでも取り入れることによって入り

口段階でイメージを良くして、入ってきていただい

た方に次代の資源の造成にも意欲を持って携わって

いただけるようにすることは、これからの大きな課

題であると認識しております。

小山緑郎委員

森林関係についてお伺いします。部長説明に載っ

ていますが、ナラ枯れ 私も遠くから見れば山が

枯れてすぐ分かるので、やはり増えてきているよう

な傾向がありますが、例えば山に関して地域から連

絡を受けてから対応するのか、それとも定期的に山

の巡回、パトロールをして対応しているのか、その

辺りの現状をお聞きしたいです。

森林整備課長

ナラ枯れの被害状況につきましては、９月中に市

町村と地域振興局が合同で調査している状況です。

小山緑郎委員

これは伝染していくので初期対応が非常に大切な

わけですが、今は随時そうやってパトロールして発

見して、駆除や予防注射をしているわけですか。

森林整備課長

被害状況を見て、その上で対応しています。

ただし、当然被害木全部を除去することはできな

いため、守るべきナラ林というのを設定してその中

の被害木については除去しているという状況です。

それから、国道沿いやそういったライフラインに

倒れてきて民生に影響を及ぼすケースの場合には、

森づくり税（秋田県水と緑の森づくり税）を用いま

して枯損木の除去という形で対応している状況です。

小山緑郎委員

分かりました。例えば林業業者とかが各地域へ

不法投棄ごみのパトロールを委託している人を利

用したり、林業業者とタイアップして連絡をもらっ

たりして対応しているということはないのですか。

森林整備課長

巡視員がおりまして、発見に一役買っています。

小山緑郎委員

最近増えてきたようなので、早期の予防も大切で

すからよろしくお願いします。

宇佐見康人委員

先ほどのハタハタの件で、もう一度お願いします。

自分が数年前に調べたことで、先ほどの答えとちょ

っと違ったのが まずハタハタの藻場には韓国系

の藻場と秋田県沖の藻場があって、近年のＤＮＡ調

査だと、どれぐらい流入しているかは分かりません

が秋田県沖の藻場で誕生したものが西部系群に流出

している可能性があると出ています。どれぐらい出

ているか分からないので具体的にどうやって対策を

していくかは分からないのですが、県全体としてこ

れぐらいの漁獲量が欲しいというものがあるのであ

ればそこら辺も加味しながら、兵庫県や鳥取県とも

話し合っていくべきではないかと思います。その辺

をもう一度お聞かせください。
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水産漁港課長

先ほど委員がおっしゃった藻場は、産卵場のこと

と思いますが、先ほど話しました日本海西部系群は

韓国の藻場を産卵場とした１つの群れ、そして日本

海北部系群が秋田の沿岸の藻場を産卵場とした群れ

です。日本海北部系群を説明しますと、秋田で生ま

れた稚魚が春先 ２月、３月に深場に潜っていっ

て非常に低温の中で成長します。そして成熟期を迎

えるとまた沿岸に戻ってくることになります。そう

した特に日本海の沖合で生息する中にあって、例え

ば餌が豊富であるだとか、あとは西部系群の資源量

が非常に増えてくれば、それが北部系群のほうにし

み出してくるだとかそうした影響は当然あるわけで

す。ただそのしみ出しの量といいますか、系群の交

わる量というのは残念ながらつかみ切れないところ

ですので、まずは資源管理ということで北部の秋田、

山形、青森、新潟でしっかり協定等を結びまして、

その中できちんと資源管理をして守っていきましょ

うという取り決めをしているところです。

宇佐見康人委員

北日本で取り決めをしているのは分かるのですが、

１９５３年からの漁獲量をずっと追っていくと、

１９６６年辺りに２万トンを超えてそこから徐々に

減少しています。この１回目の減少は恐らく乱獲

いっぱい捕って減少したと思うのです。そこから

復活したのが２０００年ぐらいで１,０００トンぐ

らいまで回復して、一時期３,０００トンまで回復

しました。これは、本当に資源管理をして復活した

と思うのです。ここ数年でまた１,０００トン台を

切っているのはいっぱい捕っているからというのも

あると思いますが、確定的には言えないですけれど

も環境の変化というのも考慮して対策をしていかな

ければならないと思います。この調査自体は

２０１９年の調査で、どれぐらい出ているか分かり

ませんが、秋田県沖を藻場としているハタハタが西

のほうでも捕れ始めていますという報告なのです。

そうであれば、今どれぐらい出ているか分かりませ

んが、これからもっと海流や水温などの環境が変わ

っていけば、もっと流出していく可能性も考えられ

るので、早めの対応が必要ではないかと思います。

まずは東北、新潟で調整していくというのも分かる

のですが、今後どれぐらいまで回復すればいいのか、

どれぐらい減ったら本当にまずいという感じになる

のか、そこら辺まで考えるべきではないかと思うの

ですが、どうですか。

水産漁港課長

まず、日本海北部系群と西部の関わりなのですが、

秋田沖合で一番資源管理に重要な時期といいますか

産卵期に来た魚を捕るのが秋田、日本海沿岸の

漁法ですので、そこでしっかり漁獲枠を定めて資源

をしっかり残そうということです。それを日本海西

部のほうに当てはめると、韓国が産卵場なわけです

ので、例えば同じ取組をするとすれば韓国が産卵場

のところでしっかり漁獲を保護する取組をして、そ

れが回遊してくる日本海西部の兵庫とか鳥取のほう

の、韓国側からすると沖合で捕る漁業でも協力して

ということになるかと思います。ということで、ま

ずはできる取組として、一番資源にインパクトを与

える日本海沿岸の漁業の中でしっかりやっていこう

と考えています。

それから、今後の資源の動向といいますか

６７ページに書いてありますとおり、日本海北部の

ハタハタについては国の委託を受けながら資源量の

調査もきちんとやっております。そうした資源量の

調査の中で、例えば何歳の魚がどれぐらいの組成を

占めているといったことを科学的に分析して、今の

資源量や今年どれだけ捕ってもいいだろうかという

ことを毎年割り出しております。

また、昨年も漁獲枠に満たない漁獲で終わってお

ります。その影響としては、ちょうど産卵期に日本

海に暖水塊という水温の高い地域が局地的にあって、

北部、南部、男鹿の辺りでの捕れ方が大分違ってい

るという状況もあります。基本的には資源量の減少

もありますが、そうした海水の影響もかなり受けて

います。そうしたことから、これぐらいが適正量で

漁獲量がこれぐらいだというのがなかなか現段階で

は 当然毎年この後のハタハタ資源対策協議会の

中で話し合って決めていく内容ではありますが、確

定的に何トンなどというのはここではちょっとお話

しできない状況です。

宇佐見康人委員

要望になってしまいますが、ハタハタは県魚です

ので、秋田県だけが努力して秋田県の漁師が我慢を

するといった結果にだけはならないように是非よろ

しくお願いします。

吉方清彦委員

紙資料（主要な施策の成果並びに決算説明資料）

でいけば５７ページですが、タイや台湾に対して秋

田牛の販売促進をしているとのことです。そういっ

た中で、コロナがありながらも台北市内の高級スー

パーで令和２年６月から令和３年２月まで試食販売

会を毎月行ったとあります。日本では外食産業は駄

目だったのですがスーパーなどの小売は大変いいと

いった状況もある中で、台湾での秋田牛の伸び方は

いかがなものでしょうか。例えば比内地鶏ですとや

はり国内では落ちているのですが、海外の場合はど

のようになっていますでしょうか。

畜産振興課長

台湾につきましては、昨年はまだコロナの影響が

なく外食は普通に動いていたという状況でした。た
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だ、こちらからトップセールスですとか販売促進で

出かけるわけにはいきません。国内のほうがそうい

う状況ではありませんでしたので、秋田牛を取り扱

ってくださっている事業者を通じて、台北市内の飲

食店等で秋田牛のＰＲを兼ねたフェアを開催してい

ただき、そういうことの積み重ねで輸出が伸びたと

いうところです。

吉方清彦委員

タイのほうはどうなっていますでしょうか。

畜産振興課長

タイのほうはコロナの影響が若干ありました。そ

ういう意味で外食とかは思うようにならなかったと

ころもあるのですが、その分タイで秋田牛を輸入し

てくださっている事業者が新たにＥＣサイトを活用

して取引を始めたということもありまして、そうい

う取組の結果として伸びたという状況にあります。

吉方清彦委員

ほかの県も当然台湾やタイに出しているわけでし

ょうが、こういったコロナというピンチのときにあ

る意味止められて、ここから再スタートするときに

それはチャンスに変わるわけです。秋田県は他県と

比べて出遅れがないようにしていただきたいのです

が、他県の動向はどのようになっていますか。

畜産振興課長

先ほどもちょっと触れさせてもらいましたが、鹿

児島や宮崎などは、やはり国内でのマーケットの縮

小を想定していち早くタイ、台湾を含めてヨーロッ

パ、アメリカということで輸出の範囲、それから量

を大きくして取り組んでいるところです。秋田県と

してはそういう国内の主産地には量でも価格でも真

っ正面からは立ち向かえませんので、今つながって

いる事業者を大切にしながら丁寧に要望に応えてい

くことで、この後も取組を拡大していきたいと考え

ております。

吉方清彦委員

６５ページ（主要な施策の成果並びに決算説明資

料）のＣＬＴ（Ｃｒｏｓｓ Ｌａｍｉｎａｔｅｄ

Ｔｉｍｂｅｒの略。繊維方向が直交するように積層

接着した木質系材料のこと。）の床版（橋梁の床板

となる部分のこと。）についてお聞きしたいと思い

ます。ＣＬＴは非常に期待されて大きな話題になっ

たのですが、どうしても利用度が低いということで

最近全然聞かなくなってしまったことは以前も質問

したことがあります。その中でも床版等に使われる

ことになりまして大館で新しい会社ができたことも

聞いているのですが、こういった土木用のものや床

版というのは、一時的に話題になってからその後続

いていますでしょうか。

林業木材産業課長

ＣＬＴ床版につきましては平成２７年度に県で着

手したのですが、平成３０年からＣＬＴ床版の安全

性、耐久性という視点から木高研（秋田県立大学木

材高度加工研究所）で研究を進めております。その

後県有林ですとかプラザクリプトン（秋田県森林学

習交流館）の裏側の遊歩道ですとか、そういったと

ころに設置してラッピングして、今は耐久性の暴露

試験といいまして、野ざらしにした状態でその後の

経年変化を観察するという段階に入っております。

次から次へというわけにはいきませんが、現在そう

いったところも実例として紹介しながら 例えば

荷重がどうかかってとか、そういった試験データに

あまり関係のない、気軽に使っていただけるような

ところから少しずつ広めていきたいと考えておりま

す。

なお、ＣＬＴにつきましては、引き続きそれ以外

も県のほうで継続してやっております。令和２年度

にはそちらの観察と併せまして、仮に車が通った場

合の安全性 ＣＬＴ自体もそうですし、今度は防

護柵をつけた場合はどうなのかということで、ＣＬ

Ｔ床版の防護柵の接合についても、県の木材加工推

進機構を通じて木高研の先生と一緒に試験したとこ

ろです。こちらのほうも今後実際にどんな状態にな

っていくのか観察していく段階に入っております。

なお、ＣＬＴにつきましては、委員が指摘したと

おり大館の工場にこれまで県で培ってきた技術が移

転されまして、現在ＣＬＴ製造工場として稼働して

おります。製品全体からすればごく一部なのですが、

このたび石巻（宮城県石巻市）のＣＬＴの会社から

そこでは作れないＣＬＴを作ってほしいとの委託が

あり、合同で出荷しているようです。

ＣＬＴの製造工場でＪＡＳ認定を受けたのが全国

で１０社あり、この会社も受けています。東北で合

わせて２社がＪＡＳ認定を受けておりますので、公

共事業等にも使われていくこととなっております。

これからは１社だけでなく２社、あるいは近隣の工

場とタイアップしながら、お互いの得意分野を合体

させた生産体制に取り組んでいきたいとのことでし

た。

吉方清彦委員

ほかの県ではＣＬＴを使って、いろいろな建造物

を造ったり商用化したりしています。お聞きすると、

まだ秋田県は平成３０年からとか令和２年から試験

段階だということで、これではちょっと太刀打ちで

きないのではないかと思います。去年までの実績を

踏まえてほかからの委託もあったとは言うのですが、

新しい工法がどんどん入ってきてＣＬＴを使ったも

のがいろいろと普及している中で、そういったもの

を使って普及させるような取組はしなかったのでし

ょうか。

林業木材産業課長
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すみません、橋の話しかしなかったのですが、動

物愛護センターで一部ＣＬＴを使ったり木高研の倉

庫などでも使っております。

ただ、実際に使うとなりますと、やはり単価がち

ょっと高上がりになります。施主の予算の都合もあ

りますので、そちらのほうが今後課題として残って

くると思っております。

小山緑郎委員

繰越明許費の「地元関係者との調整に不測の日数

を要したため」というのは、コロナの関係だったの

ですか。

もう１つ、不用額で 就農支援資金もそうです

が 林業の貸付事業も非常に執行率が悪いので、

この理由をお聞かせください。

委員長

部局長説明要旨の６６ページですか。

小山緑郎委員

「地元関係者との調整に不測の日数を要したた

め」とほとんど同じ理由なので、これはコロナの影

響なのかと思ってです。

森林整備課長

県単事業につきましては、令和２年７月に災害が

ありましたので、それを復旧した事業です。工事に

当たり、資材の搬入路の関係で土地所有者の方と折

衝するに当たって不測の時間を要したものです。

小山緑郎委員

これは災害関係ですか。分かりました。

あと、次のページに不用額があったのですが、就

農支援資金特別準備金補助金の実績減というのは、

実際に借りる人が減っているということですか。次

の貸付金（林業・木材産業改善資金）もですが、非

常に収入率は高いのに支出率が非常に悪くて……。

コロナの影響があったのかどうか分かりませんが。

農業経済課長

この就農支援資金につきましては、今はもう新規

の貸付けが発生していないということで、借りる人

がいないという状況になっています。

児玉政明委員

１点、園芸メガ団地についてお聞きします。平成

２６年から令和２年までで４１団地が完了して、新

たに５団地の整備に着手したとのことでした。団地

について今後さらに計画している部分はありますか。

園芸振興課長

園芸メガ団地につきましては、令和３年度までに

シイタケ団地と園芸メガ団地合わせて５０団地を目

指しております。現在、令和３年度におきましては

継続が５団地、新規が４団地ということで合わせて

９団地を整備する予定ですので、４１団地と合わせ

て５０団地になります。

児玉政明委員

分かりました。令和２年度において５団地が目標

の販売額１億円を達成したとのことでした。販売額

１億円はいいのですが、農業者にとってみれば手元

に幾ら残ったか １円でも１０円でも多く収益を

手元に残したいという気持ちでやっていると思いま

す。その部分で、例えば１億円にいかなくても収益

を残した団地もあると思いますし、１億円を達成し

ても手元にあまり収益が残らないこともあります。

その辺の経営についてアドバイスしたり管理したり、

そういった部分はどうなっていますでしょうか。

園芸振興課長

園芸メガ団地につきましては、地域振興局ごとに

プロジェクトチームを編成しておりまして、関係機

関と一緒にその経営指導に当たっています。特に園

芸メガ団地は、初めて大規模な経営に取り組むとい

う方も多いですし、新しい作物に取り組む場合もあ

ります。また、規模が大きいですから、労働者もた

くさん雇用する必要があります。そういったことで

経営がつまずかないように、逐次指導しているとこ

ろです。その中でコストの低減や品質の高度化、反

収の増加といったものを指導して、できるだけ所得

や実入りが多くなるように努めているところです。

児玉政明委員

今言われたとおり、所得が少しでも残るようにア

ドバイスしていただきたいと思います。

ちなみに、今年の作物等の販売はもう終了の時期

かと思うのですが、昨年に続いて１億円を突破する

ような団地はさらに増えるのか、見通しはどうなっ

ていますか。

園芸振興課長

今の段階で１億円を超えているのは５団地ござい

ます。５０％未満という達成率の低いところも１０

団地ほどある状況ですが、それ以外のところは目標

達成に向けて頑張っております。サテライト団地で

あれば目標額は３,０００万円なのですが、メガタ

イプやネットワークタイプについては１億円を目指

しているところです。

４１団地の整備が完了したのですが、完了してか

ら柵をつけてそこから売っていきますので、実際に

販売を始めるまでは少しタイムラグがあります。今

販売を始めているところは３５団地ですが、その中

で本格稼働しているのが２６団地です。その中で今

５つということですので、先ほど申し上げた５０％

未満のところは重点指導でできるだけ底上げしてい

きますし、そこより上のところは幾らでも上積みし

て１億円達成を目指してまいりたいと考えておりま

す。

宇佐見康人委員

秋田米ブランド推進についてです。間もなく今年

の先行販売が始まりますが、去年配られた米だとい



- 100 -

うものがメルカリ（株式会社メルカリが運営するフ

リーマーケットサービスのこと。）などで販売され

ていました。そういうことがあるとブランドに傷が

つくと思うのですが、今年度はその対策を考えてい

るのでしょうか。去年の反省を生かしてどう戦略を

打っていくのかという部分をお聞きします。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

昨年度はキャンペーンですとか様々なイベントで、

大体２合入りの袋を１万袋ぐらい県内外の消費者に

お配りし、サキホコレのおいしさを実感してもらっ

たところですが、そうした米がどのような形でイン

ターネット等に載って販売されているかは、大変申

し訳ないのですが承知しておりません。今後令和３

年産の販売、それから令和４年産の本格的な販売を

進めるに当たって、サキホコレをできるだけ大事に

扱ってくれるような店 例えばこだわりの消費者

を客層に抱えているような百貨店ですとか、こだわ

りの商品を取りそろえた米穀専門店、こうしたサキ

ホコレを丁寧に大切に取り扱っていただける店を集

中的に販売チャンネルとして構築していくことで、

そうしたある意味安売りにつながるような事態を防

ぎたいと考えております。

鳥井修委員

今のブランド米のところで、予算を見ると秋田米

ブランド推進室で年間予算が１億円使われています。

昨年度は本当にサキホコレのデビューということで、

米の名前をつけたり佐竹知事が前面に出ていろいろ

なことをやって、全国に対してもそれなりにアピー

ルできたのではないかとは思うのですが、実際に現

場のほうの反応というか 他県からもいろいろな

産地米が出ていると思うのですが、反響とかはどう

でしたか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

昨年１年間、名称の募集やその周知活動、様々な

プロモーション、ＰＲに取り組んできたことで、流

通関係事業者等を中心にサキホコレの名前は相当浸

透してきているのではないかと考えております。

現在令和３年度のプロモーションを進めている中

で、首都圏の卸売あるいは百貨店、米穀専門店など

の小売から集荷団体のほうに、令和４年度以降は是

非積極的な扱いをしていただきたいという声も数多

く寄せられているところで、これまでの取組は一定

の成果が表れているのではないかと考えております。

鳥井修委員

令和４年度には７１９ヘクタールで米を作り、本

格的な流通ということでそれをしっかりとある程度

の価格を持って販売しなくてはならないと思います。

全国には有名なブランド米があって、価格競争であ

ったりいろいろな部分で対抗していかなければなら

ないと思うのですが、今の話を聞くと昨年に関して

はうまくいったとのことでした。今年度は来年度の

本格的な販売に向けた対策が非常に大事だと思うの

ですが、昨年度 令和２年度のデビューにかけて

の成功体験と言っていいのでしょうか、それを受け

て今年度はどうですか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

今年度は４００トン規模の先行販売を来月６日か

ら全国一斉にスタートします。まず東京で先行販売

スタートのキックオフイベントを開催し、メディア

を多く集めた会場で知事がトップセールスを展開す

るという形で、全国の消費者の皆様にサキホコレの

先行販売がスタートすることを広くお知らせしてい

きたいと考えております。

また、キックオフイベントに続きまして、県内外

でサキホコレのＰＲを図るためのキャンペーンを展

開したいと考えております。まず、サンプル米のプ

レゼントということで、できれば４００店舗程度で

お客様に対してサンプル米をプレゼントするような

フェアをやりたいと考えていますし、また県内外の

宿泊施設や飲食店 大体合わせて２０店舗ぐらい

になると思うのですが でサキホコレを材料に使

ったメニューを提供し、サキホコレのおいしさを消

費者の皆様にじかに味わっていただきます。こうし

た取組を通じて令和４年度の本格デビューに向けた

消費者の期待と関心をできるだけ高めて、勢いをつ

けて本格販売に臨みたいと考えております。

鳥井修委員

最後に、日本全体の話になると思うのですが、多

分最近は米を食べる人の数は少なくなっていると思

います。そういうことを考えると、米の特にブラン

ド力とか希少価値とか、多分そういうものがすごく

大事になってくると思います。去年試食をさせても

らったのですが、いつもあきたこまちを食べ慣れて

いるせいか、すみませんがそんなにめちゃくちゃお

いしいとは思いませんでした。１回しか食べていな

いので、食べ慣れてくれば違うと思うのですが。味

もしかり、またＰＲの仕方もしかり、いろいろなこ

とを複合化させてＰＲしていかないと ちょっと

表現が難しいのですが、いろいろな知恵を使って販

売戦略を立てていかないと埋もれてしまうのではな

いかとすごく心配です。せっかくいいネーミングを

したし、次第に食べ慣れればおいしい米だと思いま

すので、そこはやはり知恵を絞っていただいて、来

年度の本格販売に向けて是非頑張っていただきたい

という思いで質問をさせていただきました。是非頑

張ってください。

佐藤信喜委員

６１ページから６２ページ（主要な施策の成果並

びに決算説明資料）、異業種連携による６次産業化

の促進についてお聞きします。産業労働部のほうで



- 101 -

も６次化という加工の話が出てきていて、今回の決

算の資料を見ていて６次産業化が徐々に進み始めた

という気がしています。それで、ＪＡによる６次産

業化の促進と異業種連携の強化というところで、商

品開発を支援したとかセレクトショップと連携して

取り組む商品開発等を支援したとありますが、具体

的な取組を教えていただければと思います。

農業経済課長

まず６次産業化の推進に当たっては、異業種との

連携強化と新たな商品開発を支援していきましょう

というのが今県として推し進めている取組です。

（１）の１つ目にありますが、今メガ団地が県内で

増えてきており、そこで生産される例えばニンニク

などといったものが出てきています。そういったも

のについて、これまでは農業者が単独でいろいろな

取組をしていましたが、農業者であれば、加工や売

るノウハウがなかなかないので、例えば生産者、食

品加工業者、金融機関といった人たちがクラスター

協議会というのを開いて、そういった一次加工品を

開発していきましょうという取組です。例えばここ

にニンニクとありますが、令和２年度は生産者と県

北の加工業者、県の総食研（秋田県総合食品研究セ

ンター）などと連携を取りながら、成分分析をした

り企業訪問をしたりして、おろしニンニクの製造と

販売を開始しております。そういった形でこれから

は異業種との連携ということで、異業種の力を借り

て６次化を進めていきたいというのがまずこの１つ

目です。

２つ目の商品開発は、今までは商品を開発すれば

近くの直売所や県内での販売がほとんどでしたが、

これからは消費者が多い首都圏で売れるものをいか

に作っていくかといった意味合いで、首都圏の業者、

セレクトショップなどと連携しながら一緒に商品開

発していくと。要は秋田で売れるものではなくて、

秋田で売れるもの以外にも東京で売れるデザインと

か味とか、そういったものをこれからはいろいろな

異業種と連携しながら進めていきたいという取組で

す。

佐藤信喜委員

分かりました。確かに課長がおっしゃるとおりで、

知事もよく言いますが首都圏のほうではどのような

ものが売れるのか、そういったマーケットインの視

点からの検討は大事だと思います。やはり生産者は

生産者であって 自分たちが何を作りたいのか決

めるのが生産者であって、それを加工する人たちは

何を加工したいのか。そういった意味では、クラス

ター協議会や６次産業化推進協議会といったのも含

めていろいろな情報交換をしているようですので、

何とかそういったものをもっと進めて６次産業化も

盛り上げていただければありがたいと思います。

次に、６０ページ（主要な施策の成果並びに決算

説明資料）の高品質・低コスト生産技術体系の確立

というところで、スマート農業のＰＲに努めたとか

先端技術を体系的に組み合わせた現地実証を行った

とか、いろいろと書いております。今年に関しては

米価下落もあって、農家の皆さんは本当に価格につ

いてはすごく敏感になっているのですが、逆に低コ

スト化を図っていく取組をしっかりとこちらで実証

して将来的に農家のほうに提案していければ、差引

きで所得は維持できるとかプラスに持っていけると

かそういう取組になると思うのですが、この実証の

結果の部分についてお聞かせください。

水田総合利用課長

スマート農業技術を活用した稲作の低コスト化、

省力化につきましては、昨年のみならずこれまでも

いろいろと継続した実証事業等に取り組んでまいり

ました。一例を挙げさせていただきますと、大仙市

の大規模な農業法人で自動トラクターによる耕うん、

直進アシスト田植機による田植、これにいわゆる密

苗栽培というものを織り交ぜて、収穫については収

量コンバイン等で刈取りをするという一貫体系で年

間を通じた稲作の実証試験を行ったところ、特に水

稲関係の資材費が５％減の目標に対して２９％減少

したり、収量も５％増加したというようなことでか

なり低コスト化に結びつく取組だと実証できたと考

えております。

そのほかスポット的な取組になりますが、稲作の

作業の中では水管理に結構な手間が掛かるためセン

サーで自動的に水位を調整するというシステムも最

近できてきており、それを導入した北秋田の農業法

人が年間３０回水回りをしていたものが七、八回程

度で済むということで大変楽になったというような

試験等、様々な結果が出ております。

佐藤信喜委員

スマート農業の実証というのは、たしか３０町歩

のまとまった農地での試験でしたよね。

水田総合利用課長

先ほど御紹介した大仙市の例はもっと大規模な話

なのですが、我々の考え方として今委員がおっしゃ

ったように３０ヘクタールを１つのユニットと捉え

て１台のトラクター、田植機、それからコンバイン

に主たるオペレーターが１人というものをワンユニ

ットとします。それに加えて最近規模が拡大するに

つれて品種が偏るといいますか集中すると、どうし

ても田植が遅くなったり稲刈りが遅くなったりして

品質低下を招いているのではないかという懸念もあ

りますので、そうしたワンユニットに加えて品種を

複数組み合わせることと、それから作付体系として

例えば中苗だけでなくて密苗を組み合わせるとか直

播を組み合わせるとか、そうしたことによって労働
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力の分散を図りながら適期作業を進めていくことで

品質向上を図っております。併せまして、品種が増

えますので業務用米への対応も可能になってくると

いうことで、様々な角度からワンユニット３０ヘク

タール系というものを今いろいろと試しているとこ

ろです。それを進めるためのソフトを昨年作り上げ

たというのが成果になると思います。

佐藤信喜委員

分かりました。そういうまとまった団地というこ

とになると、今度は農林政策課の担い手の集積、集

約ということになると思います。延べ１,０１２経

営体、３,０２４ヘクタールの農地が貸付けされた

ということで、昨年度いろいろな話題の中で集積よ

りも集約に向かっていかなければならないというこ

とを私たちも質問していたと思うのですが、この集

積率、集約率というのは把握しているものですか。

農林政策課長

集積率は把握していますが、集約率という考え方

はなかなかなくて、その点については数値として把

握はしていません。

佐藤信喜委員

全県的に各地域振興局管内を見たときに、集約は

進んでいると感じるものなのか、それともまだまだ

なのか、そこら辺のニュアンス的なものはどういう

状況でしょうか。

農林政策課長

ほ場整備の進捗率と非常にリンクしているという

印象を持っておりまして、特に最近ほ場整備をした

地域であれば法人を担い手として位置づけてまとま

った形の農地集積を進めております。

一方で、早い時期に１ヘクタール区画に整備した、

あるいは３０アール区画に整備した地域では個人へ

の集積が多くて、その後例えばリタイアされたりと

いうことがあって 当時はある程度まとまってお

渡しして耕作をしていただいていたはずなのですが、

その後入り乱れている地域がございます。地域性と

いうよりはむしろ、ほ場整備の実施年度によって違

ってきているという印象です。

そういった集約化への要望が非常にあるものです

から、実は今年度から実際に県内の３地区に入り込

んで、どういった形で進められるのかというモデル

を作っているところです。一例を申し上げますと、

ある市で川を挟んで法人がそれぞれ設立されている

のですが、実際の作業は川を渡ってお互いに作業を

しなければならないような事例もあります。こうし

たところで実際に集約化、入替えをして、自分たち

の法人の近くに農地を集めることが具体的にできな

いかというようなことも、今実際に入り込んでその

進め方のモデルを作っていこうと取り組んでいると

ころです。

佐藤信喜委員

今基盤整備の話が出たので農地整備課長にお聞き

します。基盤整備もここ最近ずっと話題になって、

秋田県内でもあちこちで基盤整備が盛り上がってき

ているようですが、まだまだ取り組みたいという集

落があるのか、それともちょっと下火になってきて

いるのか、その辺の状況はどういう感じですか。

農林水産部参事（兼）農地整備課長

ほ場整備についてはまだまだ地元の要望がござい

まして、昨年度末時点で全県の水田面積を分母にし

ますと３０アール以上に整備されたほ場の面積は

７０.４％です。残り３割についてもまだ要望がコ

ンスタントに上がってきており、今年度は約８００

ヘクタールの面工事をしていますが、来年度も同じ

ように８００ヘクタールほどの面工事をしていくと

いう計画になっております。

今後は中山間地ですとか、あるいは平場でも小規

模な団地のほうにシフトしていきますので、地区数

はそれなりにあっても、面積、規模的には少なくな

っていくと考えておりますが、地元からのニーズは

まだたくさんあるという状況です。

佐藤信喜委員

分かりました。将来的に農業者の人口も減ってい

くと思います。そういった中で将来を見据えると、

私もやはりスマート農業を導入したほうが秋田県農

業を守っていけるのではないかと考えているので、

そういった点では基盤整備を進めた先が集約化とな

っていくのか 本当にこの時期を逃さずしっかり

と地域に入り込んで、農業の在り方について農家と

認識を共有していただければ大変ありがたいと思い

ますのでよろしくお願いします。

児玉政明委員

資料（主要な施策の成果並びに決算説明資料）の

６２ページ、「首都圏等における販売力の更なる強

化」のところで、本庁にマッチング推進員を１人、

東京事務所に企業開拓員を１人配置しているとのこ

とですが、昨年はコロナの中、企業開拓員の方もか

なり苦労されたのではないかと思います。１７９件

の取引が新規に成約に至ったとありますが、どうい

った取引が成約に至ったのか具体的な内容について

教えていただきたいと思います。

農業経済課販売戦略室長

委員の御指摘のとおり、昨年はコロナ禍というこ

とで、実際にバイヤーが産地に来て対面で商談する

ような機会がやはり減ったので、確かにかなり苦労

したところはあったと思います。ただ、商談先の傾

向として、外食とかは当然落ちていますので外食と

かホテルの商談は減少傾向にありましたが、逆に地

域の量販店ですとか地域に密着した商品で差別化し

たいというようなスーパーの動きはかなり強くなっ



- 103 -

ているところもございまして、そういった量販店や

小売店の商談件数は増加する傾向がありました。

そういった中で一例を申しますと、昨年県内の大

手量販店に イオンですが 地元の法人が例え

ば美郷レンコンというものを作っていますが、それ

を新たにマッチングしてそこでフェアもできました

し、生鮮だけではなくイオンの惣菜にも活用してい

ただいたというようなことで、まず１つつなげるこ

とができました。

また、同じスーパーで、例えば県北のニンニクな

ども地元の密着商品ということでうまく量販店につ

なげることができたというのも１つです。

児玉政明委員

コロナ禍にあって本当に頑張っていただいたと思

います。こういった取引件数は、コロナではなかっ

たおととしとかその前の年ではもっと数字は上だっ

たのですか。

農業経済課販売戦略室長

これは過去に取引成立したものを継続的にフォ

ローアップしているものも含めてということになり

ますが、商談件数自体は年々増加しています。実は

昨年であっても令和元年度よりも多く、商談件数自

体からいけば９３４件 これはアイテム数になり

ますが の商談をしました。令和元年度は８４１

件ですので件数自体は増える傾向がありました。

ただ、成約件数は令和元年度が継続案件等を含め

て４２５件に対して昨年度はトータルで４００件と

いうことで、若干ですが減少しています。これは、

新規が昨年度 令和２年度は１７９件でしたが、

令和元年度は２５１件でしたので 新規の部分が

ちょっと減ったということでトータルでは微減にな

っています。ただ、コロナ禍にあっても、こうした

マッチング推進員と企業開拓員の活動の成果といい

ますか、商取引等に非常に精通したこの方々の活動

によってどうにかこのような成果を上げることがで

きたのではないかと捉えております。

児玉政明委員

東京事務所に１人配置とのことですが、いろいろ

なことを行うのに件数も伸びているとなると１人で

はかなり厳しいような感じもするのですが、例えば

増員とかその辺はどうお考えでしょうか。

農業経済課販売戦略室長

企業開拓員という形では１人ということになりま

すが、当然東京事務所の職員にもこういう農業関係

の営業活動ができる人間が２名ほどいまして、実際

には３名ぐらいで企業訪問をしたりニーズの収集を

行ったりしています。

児玉政明委員

輸出等も大事なのですが、首都圏との流通販売体

制の構築、確立に向けて、是非とも引き続き頑張っ

ていただきますようお願いしたいと思います。

佐藤信喜委員

森林整備課長に聞きます。まず、生活環境部の審

査でツキノワグマの話が出ました。それで、熊等の

出没抑制のための緩衝帯等の整備を１６５ヘクター

ルということでやっていますが、この１６５ヘク

タールは８地域振興局をくまなく行っているものな

のか、どこかを集中的に行っているものなのかを教

えてください。

森林整備課長

８地域振興局くまなく実施されています。市町村

でいいますと１７市町村で実施されています。

佐藤信喜委員

それは、その中でも調査の中で熊が出やすい場所

を中心にやってきたとか、熊が出たという目撃情報

があるような集落から先にやってきたということで

よろしいですか。

森林整備課長

そういうところから要望が上がってきますので、

対応しているという状況です。

佐藤信喜委員

今度は水田総合利用課長にお尋ねします。ツキノ

ワグマの被害対策研修で狩猟者の育成に努めたとの

ことですが、これをやった結果どういう状況になっ

たのか、中身について教えていただけますか。

水田総合利用課長

鳥獣被害の防止に関する研修会として、昨年１０

月１９日に市町村等を対象に熊などの被害防止対策

の内容、あるいは県内の優良事例の紹介等を研修会

で勉強していただきました。具体的に言いますと、

湯沢市の猟友会の協力をいただいて、イノシシの捕

獲方法の１つとしてくくり縄による捕獲方法を演習

しました。数字的にそれがどういうことかとなると

なかなか証明は難しいところがありますが、実際に

そういう内容に触れる機会はない方も多いと思いま

すので、知識、見識を深めることはできたと思いま

す。

それから１１月１７日に電気柵の活用研修会を行

いまして、実際の電気柵の仕組みについての講演で

すとか設置の仕方の実習を行っています。国の交付

金を使って今年度小坂町で実際に電気柵を設置する

事業に取り組んでおりまして、引き続き来年につい

てもそのハード事業を続けたいという要望を受けて

おります。

佐藤信喜委員

この被害対策研修は、もちろん生活環境部であっ

たり県警のほうと連携しながらやっているのですか。

水田総合利用課長

鳥獣による農作物の被害対策につきましては水田

総合利用課で国の交付金を活用して、市町村に設置
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されている鳥獣対策の協議会の活動ですとか、それ

から実際に捕獲活動や追い上げ活動を行う被害防止

対策実施隊というものを各市町村が組織しておりま

すので、そういった活動に対して支援を行っており

ます。

農林政策課長

去年水田総合利用課におりましたので補足させて

いただきます。鹿角地域で肉用牛等の餌を食べられ

る被害があったりしまして、自然保護課を中心に畜

産振興課と水田総合利用課も併せて現地に入って研

修会を行うといった活動をしています。

委員長

ありがとうございます。

なければ終わりますが、いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で農林水産部関係の質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日２２日金曜日、

午前９時半に委員会を開き、産業労働部関係の審査

を行います。

散会します。

午後 ４時１３分 散会
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令和３年１０月２２日（金曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（部局別審査（産業労働部、建設部））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

部局別審査（産業労働部）

書記 佐 藤 宏 生 録

午前１０時 １分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

産業労働部長 佐 藤 徹

産業労働部次長

（兼）産業技術センター副所長

斉 藤 耕 治

産業労働部新エネルギー政策統括監

齋 藤 篤

産業労働部食品産業振興統括監

（兼）観光文化スポーツ部次長

渡 部 謙

産業労働部参事

（兼）エネルギー・資源振興課長

阿 部 泰 久

産業政策課長 今 川 聡

産業政策課

デジタルイノベーション戦略室長

小 林 栄 幸

地域産業振興課長 齊 藤 大 幸

地域産業振興課輸送機産業振興室長

杉 山 重 彰

産業集積課長 松 井 信 光

商業貿易課長 佐 藤 裕 之

雇用労働政策課長 仲 村 陽 子

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。昨日に

引き続き、部局別審査を行います。

産業労働部関係の審査を行います。初めに、産業

労働部長の説明を求めます。

産業労働部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部

局長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

産業労働部関係の質疑を行います。

鳥井修委員

おはようございます。よろしくお願いします。成

長産業分野関係で最初に何点か 新エネルギー関

係で洋上風力関係をまずお伺いします。

昨年度来 もっと前から私も一般質問等で県内

の経済波及効果であったりとか、いろんな県内の企

業と大手企業のマッチング等と、いろいろ聞き、そ

の都度答弁を頂きました。令和２年度に限っての話

ですが、洋上風力のことに関して特段力を入れたこ

と、その成果や課題等があればお知らせください。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

特に力を入れたことからお話しさせていただきま

す。洋上風力発電事業の計画が秋田県で進められて

いる中で、県民の声として地元にメリットがないの

ではないかといった声が多く聞かれています。県と
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しては洋上風力発電について、まずは今現在進めら

れている事業者が誰になるかが分からなければなか

なか事業ということで進めにくいものですが、特に

風力発電メーカーとして日本国内で部品を製造して

いきたいと言っている企業が２グループありますの

で、そういった事業者を本県にお呼びして部品等の

マッチングと更には個別面談を行いました。また、

企業訪問を行って、実際その会社、工場での製造の

可能性について話し合ってきました。これについて

は引き続き取り組んでいくとともに、今後事業者が

決まれば、この事業に参画する県内企業、それを創

出するためのマッチング、更には建設工事に関する

マッチング、そしてメンテナンスに関するマッチン

グ、そういったものに取り組んでいくこととしてお

ります。

鳥井修委員

確かにまだ事業者選定のための公募の段階で、ど

この企業が取るか分からない状況の中で、なかなか

議論の進め具合というのは難しいと思います。自分

がいろいろなところから資料などを集めたりお聞き

した部分だと、取りあえず今おっしゃったとおり、

日本で風車自体を造るメーカーがないという状況の

中で、例えば海外資本メーカーがメインになり、そ

れが入ったときのメインのメンテナンス等は、その

海外のメーカーがほぼ主体となって行われます。

全体の工事費、設備、トータルの中でも、なかな

か本県に経済波及効果は少ないのではないかと素人

の私が見させてもらった部分があって、やっぱり今

おっしゃったとおり、国内メーカーでしっかりとそ

ういう製造ができるところを持っていくのが一番大

事だと思います。それに関する本県の取組 本県

だけではないと思いますが その辺の令和２年度、

また今後についての取組についてお知らせください。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

一部答弁が繰り返しになってしまいますが、現在

国で官民協議会を立ち上げて、今海外で製造されて

いる風車の部品等の６０％を国内で供給していく目

標を立てて進めています。その最中ですので、県と

しても先ほど言ったようなことしかお答えしかでき

ませんが、海外メーカーや海外メーカーとタッグを

組む日本のメーカーに秋田に頻繁に来てもらって、

県内企業を数多く訪問していただいております。と

にかく今はそれを重点的にやっていこうということ

で取り組んでいます。

鳥井修委員

これから洋上風力等の建設、メンテナンスまでの

かなり長い期間で考えていくとしたら、やはり地元

企業に対する経済効果が大きくなるなと思いますし、

県民も多分そこを一番望んでいると思います。

そうした中で、自分が今一番不安というか、頑張

ってほしいことは、マッチングというお話もありま

したが、なかなかその域を脱していないとは少し思

っています。去年かおととしも同じような質問をさ

せてもらいましたが、「まずそういうマッチングの

会をやりました。今はそのぐらいの状況です。」と

いうお答えを頂きましたが、多分まだその域を脱し

ていないのかなという部分はあります。同じような

答弁が返ってくるかもしれませんが、何が言いたい

かといえば、これから先のところはもう少し見通し

があるのかなということです。意気込みというか、

令和３年度について 確かにまだ決まっていない

のは大前提で今お話ししていますが、意気込みを込

めてもう少しお話ししてください。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

これまでのことを話しさせていただきますと、実

は陸上風力、これも初めは県民からは地元にメリッ

トがないということを言われておりました。これに

対して県が何をやったかといいますと、発電事業者

と県内企業とのマッチングを行い、県内企業を多く

参入させようということを取り組みました。その結

果、現在３１３基ほど大型風車が建っておりますが、

この中の事業ベースで４０％程度が県内企業が参入

している事業となっています。

建設工事についても努力することで県内企業の参

入率が上がってくるというのも分かってきており、

意識して取り組んだ場合、４割程度まで県内企業が

工事の作業を受注できているといった状況です。

今回は、初めて日本で行われる本格的な港湾内洋

上風力発電工事が進められております。議会にもお

示しさせてもらいましたが、現時点での参入率は、

１２％程度とやや低い数字になっております。これ

は、陸と違ってまだまだいろんな課題があることと、

県内の企業が陸と違って海に対する工事に対する能

力がやはり不足している部分があったというのも事

実だと思います。こうした部分をこれから引き上げ

ていかなければいけないと思っています。

メンテナンスについても、陸上の話ですが、必要

なスキルを身に付けてもらうために、いろいろな研

修に対して助成してきています。その結果、延べで

６０名を超える人たちが研修に参加して、現在

１３０名ほどの人がオペレーターでメンテナンスに

従事しているところまで来ております。こういった

陸上で行ってきたことを海でもより強く取り組んで

いくことで、その成果を上げていきたいと思ってお

ります。いずれにしても、まだ事業者も決まってい

ない段階ですので、本当に意気込みとしてしか言え

ませんが、県としてはそういった取組を今後も進め

ていきたいと思っています。

鳥井修委員

県の本気度が民間の事業者にもつながると思い、
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質問させていただきました。今後洋上風力の海域に

指定されたところの公募が始まりますし、一般質問

でも、「県内企業へのフォローもお願いします。」

という話をさせていただき、知事答弁でも「しっか

り頑張ります。」というお言葉も頂きました。新エ

ネルギー産業、特にこれからの洋上風力、カーボン

ニュートラルに向けて、これから国自体がそちらに

向かっていきますので、是非とも地の利も生かしな

がら、要はそうした資源がいっぱいありますので、

今後の秋田の成長に関し、人口減少等を考えるとシ

ネネルギー産業の振興は、一番大きい要素になると

思います。まだ分からない部分は多々あると思いま

すが、これまで以上に取組を強化して、是非とも洋

上風力で秋田を元気にしていただきたいという思い

で質問させていただきました。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

今年度から新エネルギーに関する担当職員の数も

増やしております。是非フルに力を発揮して、秋田

県に最大限地域効果をもたらせるよう取り組んでま

いりたいと思います。

鳥井修委員

よろしくお願いします。

小野一彦委員

先ほど、県内企業は海での技術力を高めなければ

いけないと答弁がありました。これは、ほかの分野

も含めての課題かもしれませんが、技術を高めてい

く戦略として、下請企業に積極的にパートナーとし

て参画したり、技術職員の養成や採用に努めるなど

の取組を連鎖していくことが必要になりますか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

イメージとしては、そういう形で進めていくこと

になると思います。先ほど申し上げましたのは、陸

上だと頑張れば４割の県内受注がありますが、現在

の港湾内洋上における工事について把握している数

字では１２％です。受注率が下がることは 単純

にそう言っていいか分かりませんが 入札価格が

弱かったのかもしれません。他県、特に新潟県など

と比較すると、やっぱり落ちているという気がしま

す。

小野一彦委員

洋上風力発電は新プランにおいて、県庁全体で取

り組むときの産業政策として、各部局連携して取り

組む政策課題だということですね。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

洋上風力については、建設部の港湾空港課と一緒

に取り組んでいます。他部との連携というのは当然

だと思いますし、地元企業の体力、能力的なものを

アップさせていくためには、今後計画が進み、事業

者が決まって、工事をするＥＰＣ

（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ

ａｎｄ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの略。設計・

調達・建設の工程を一貫して引き受ける事業者のこ

と。）が決まったときに、連携しながら県内のスキ

ルアップに取り組んでいくことになると思います。

宇佐見康人委員

令和２年度の法定協議会の中でのマイナス意見に

対する対応状況をお聞かせください。

新エネルギー政策統括監

漁業関係、音、低周音という形で心配される方が

たくさんいらっしゃいました。そうした疑念を払拭

するためには、やはり専門家の方々の意見を聞かな

ければいけないということで、協議会の中でも専門

家の方をお招きして、どういう影響があるか、今後

どうすればいいのかということを意見を聞きながら

対応してきております。その中で各専門家から説明

を受けて、最終的には開発計画に対する異議はない

形にはまとまりましたが、今でもやはり低周音、騒

音、景観に関して疑念を抱いている方々はいらっし

ゃいますし、その方々からも今もいろいろ投書を頂

いています。県として洋上風力を進めていくために

は、そういう方々の意見を聞きながら、説得しなが

ら事業を進めていく必要がありますので、今後も説

明に関しては丁寧に行っていきたいと考えています。

宇佐見康人委員

昨年度、私たちも長崎県の風力発電を視察に行っ

たときに、行政と住民 行政が間に入って丁寧な

説明することで、漁業関係者や地域住民と折衝がう

まくいったことも聞いていますので、景観や低周波

に関することも丁寧に対応をして、半数以上の方か

ら積極的に前に進めていこうと思ってもらえるよう

な進め方を是非していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

新エネルギー政策統括監

景観や低周波に関しても、委員がおっしゃったよ

うに、なかなか分かっていないところもあります。

現在、漁業関係者ともいろいろ話しながら、建設地

はどこなのか、建設後の漁獲高はどうなるのかとい

う心配がありますので、県が中心になりまして漁業

関係者、発電事業者も含めて３者でいろいろ話し合

って、地域のためになる洋上風力発電を進めていき

たいと思っております。

薄井司委員

４割ぐらいは県内受注とのことでしたが、残りの

６割の部分について、県内企業は何か弱いところが

あるのか、今後その６割分を洋上にどう生かしてい

くのか、お聞きしたいと思います。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

事業スタートまでにある程度の必要な調査を行う

わけですが、６割のほとんどが風車そのもの、発電

機そのものでございます。したがいまして、洋上風
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力のときの質問でもお答えさせていただきましたが、

風車に係る部品の受注割合を上げていく必要がある

と認識しております。

薄井司委員

洋上もそうした傾向に多分あるのかなと思います

が、現状を克服していくだけの能力があるのか、そ

の辺は県としてどう考えていますか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

部品製造については、鳥井委員の答弁と同じくな

りますが、風車製造メーカーと県内企業のマッチン

グを進めながら部品製造を強化していきたいと考え

ています。現在、将来に向けた商談も進められてお

りますし、港湾内の洋上においては一部その成果が

出ております。

先ほど工事についても海は弱いと言いましたが、

そうした中で県内でも、海での作業船を新規に投資

して工事に参入しようという意気込みを持っている

企業もありますので、そういった状態も踏まえて工

事、設備、部品の受注に県内企業が入っていけるよ

うに努めていきたいと考えています。

鈴木健太委員

関連して伺います。先ほど国内製造の余地がある

というか、可能性のある２グループがあって、そう

いった方とのヒアリングをしたというようなことを

おっしゃったような気がしましたが、どういう感じ

だったのか、もうちょっと詳しく教えてもらえます

か。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

事業者は新聞等でも報告されています。デンマー

クのヴェスタス社（デンマーク・オーフスに本拠を

置き、世界７０か国以上に現地法人を持つ、風力発

電機の設計、製造、販売会社）と日本の三菱重工の

グループ、それからアメリカのゼネラル・エレクト

リック（アメリカ合衆国が主な拠点の電気事業を

ルーツとする多国籍複合企業。略称ＧＥ）と東芝の

グループ、この２グループが国内での製造の強化を

今目標に掲げて取り組んでおります。

県としても、その２グループに実際どういったも

のを発注できる可能性があるかといった講演会を開

いております。講演会の次に、県内企業と個別の会

談の場をセットしております。一度に複数のターゲ

ットを想定していくとなかなか進めにくいので、絞

って行っています。今は、鉄組みに参入するために

マッチング会議を開いて、それから個別に面接し、

県内企業を訪問して、工場を実際見て、会社の能力

というもの、可能性を見ていただいて、更には三菱

重工グループなどから指導していただくことを実際

に行っています。

今後もそうしたことを強化しながら、県内で事業

を受注できるように取り組んでいきたいと思ってい

ますし、そのためにはまずその２グループにきちん

と日本国内でその事業を進めていく計画を立てても

らう必要があると思っています。

国の助成金も活用しながら取り組んでいるところ

であり、県としてはそういった動きも注視しながら、

並行して今の取組を進めていきたいと思っています。

鈴木健太委員

国内製造というのは、どういうレベルのものが可

能性があるのか。マッチングとおっしゃいますけれ

ども、県内企業が今までどおりの体制で部品を造っ

て、それを納めるという形なのか、それとも県内に

何らかのメーカーなり、今まで秋田になかった会社

が製造拠点を設けるような可能性もあるということ

ですか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

今のその２グループの方向性としては、ヴェスタ

ス・三菱重工のグループはやはり中心的な工場は長

崎という方向で動いています。ＧＥ・東芝のグルー

プは横浜で、既存の工場を活用してそういった取組

をしていこうということで動いています。そこは最

終的にアセンブリ（組立部品）が中心になってきま

すので、必要な部品は各地から集めていきたいとい

うことで考えているようで、風力発電を地元の理解

を得ながら進めていくためには、風力発電が立地す

る可能性がある場所の企業と連携して部品を調達し

ていただきたいと、県では事業者と国に働きかけて

おります。その結果、両グループとも、今本県で取

組が進んでいるわけですから 秋田に最初に部品

の可能性を求めて訪問に来ていると。ただ訪問に来

ているだけではなくて、やはり県内企業を見ていた

だいて、その中で商談を進めていっていただきたい

ということで、水面下で商談が進んでいることは事

実です。

鈴木健太委員

２グループのそれぞれの製造拠点というか、アセ

ンブリが長崎なり横浜なりということは、秋田で造

った部品はいったんそっちに行くということになる

のですか。あまり地の利を生かせてはいないのです

か。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

１つはそのとおりで、秋田で造ったものをわざわ

ざそこまで運んで、また持ってくると、地の利を生

かしていないものがある一方で、現地で組み立てて

もいいものはないか２グループに働きかけを行って

おります。今のところは、まずいったん長崎やら横

浜に集めて組み立てるものから始めていますが、両

グループには次のステージとして現地で組み立てら

れるもの、これについてお願いしているところです。

鈴木健太委員

事業者選定は基本的に国が行うことで、県がどう
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いった立ち位置でこのようなことをしているかとい

う話でいくと、アウトプットというか、それは結局

知事の意見というか、いわゆる４０点の部分に反映

するということに尽きるのですか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

この評価の仕方については、風力発電事業が地域

にメリットのある事業であっていただきたいという

ことから、経済の活性化に導くような風力発電事業、

そのためには部品等をその地域で造るといったこと

を評価していただきたいということを国に要望して

まいりました。その結果と言えば強過ぎるかもしれ

ませんが、そうした要望をしている中で、国として

全部で２４０点満点の評価になりますが、価格点が

１２０点で、１２０点のうち８０点が事業実現性等

を重視した評価、そして残りの４０点が地域への貢

献といった評価になっておりまして、県としては、

この評価に対しての発言というものは基本的に権限

はありませんが、ガイドライン上で県知事の意見を

求めることになっています。地域経済効果の部分に

ついては、知事の意見をガイドラインで求めるとい

うことですので、そうした点を踏まえて県知事意見

を出していきたいと考えております。

鈴木健太委員

製造過程に参画するというのをまず置いておいて

も、これからかなりの数の洋上風力発電を秋田県沖

に設置するに当たって、取りあえず仮置場、後背地

というものがかなり大きく必要になってくるはずな

のです。そこの準備は大丈夫なのでしょうか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

それについては、国土交通省と経済産業省がタッ

グを組んでおり、県では港湾空港課が中心となって

進めていくことになります。現在、能代港と秋田港

でそのための工事が行われております。

また、広い土地が必要だということで、産業集積

課で管理しているＡ―ＢＩＺ（秋田湾産業新拠点）

についても一部活用しています。今後事業が進んで

いった場合、更に土地を必要とするということも十

分考えられますので、そういった点も踏まえて秋田

の港を全て使うようなことも想定しながら、できる

だけ県内の港でそういった対応ができるように取り

組んでいきたいと考えています。

鈴木健太委員

最後に要望にしますが、県の経済規模に対してボ

リュームの大きい事業だと思うので、その他のもの

との兼ね合いとか、県のそういった湾岸地域の活用

については戦略を持ってやらないと、せっかくの機

会をむざむざ無駄にする可能性もありますので、そ

こは広い視野を持ってしっかりと進めていただきた

いと思います。答弁は結構です。

鳥井修委員

県内経済の下支え、昨年度コロナ禍でいろいろな

需要が大変落ち込んで、特に中小企業であったりと

か飲食店が物すごいダメージを受けました。県とし

ても休業するところに対する協力金の支援なども行

いました。プレミアム飲食券等々も発行しながら対

応したと思いますが、実際に昨年度は、中小企業や

飲食店ではどのくらいの影響があったものですか。

数字はありますか。

産業政策課長

売上げ等の動向調査は県でも行っていますが、２

か月前ぐらいのデータを追ってきています。数は多

くはありませんが、当時はプレミアム飲食券のおか

げで１２月辺りの忘年会シーズンはいったん息をつ

くことができたというようなお話も伺っています。

いろいろな業種がありますので、また消費者心理と

して、店舗のほうに家族で割と行く傾向もありまし

た。例えば居酒屋やビアホール等の夜の営業のとこ

ろはそれなりに飲食券は使われてはいます。店舗数

が多い業態は全体の額は多くても、割り返すとやは

りファミリー層が行くところでどうしても多く使わ

ました。一定の効果はあったと思います。

鳥井修委員

昨年度、県として新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金や基金を使いながら大きな支援

をしました。国と例えば県が協力金を支給しました

し、秋田市もありました。昨年でいくと、緊急事態

宣言ということで、先が何も分からないから外に出

るなと、その分、休業補償しましょうと。１年半経

過して、人流であったりとかいろんな予防策をすれ

ばある程度感染が抑えられますよということになっ

て、令和３年になりましたが、今年度も、まだまだ

飲食業界などは以前の状況に戻っていないはずだし、

中小企業もまだ厳しい状況です。

要は県としての下支えの部分です。自分が思った

のは、昨年度あれだけ大きい財政調整基金を使って

国の交付金を財源振替して戻ってくる分は抜き

ですよ。今年も、昨日新聞に載った売上金額

３,０００万円につき３０万円ありますよね（秋田

県飲食店等事業維持緊急支援金事業のこと。）、そ

れは確かに行われていると思いますが、ある程度

ターゲットを絞ってもう少しきめ細かな支援があっ

てもいいのかなと思っています。政策を立案する際

に考え方はどうだったのですか。

産業政策課長

いろいろな業態、業種の方々にお話も伺っていま

すが、ほかの業種の方でも同じ状況です。どうして

もコロナの関連で制限が掛かっているところがまず

は一番影響を受けていますので、そこをまず重点的

に支援してきたところです。それは、やはり飲食店、

宿泊事業者、交通事業者だと思っています。
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今回飲食店と飲食関連事業者を含めたのは、飲食

店の休業で直接の影響を受けるのは飲食店ですが、

飲食店に卸している方々も長期間、影響を受けて大

変だという方もいらっしゃいます。同じ業態でも、

例えばスーパーマーケットに卸しているのが主であ

ればそこまでは影響を受けませんが、近くの飲食店

に納める量が多い場合はなかなか大変だという声も

ありますので、今回は少し広げて支援する形になっ

ています。

実際には、県としても資金的な余裕があれば、そ

のほかの業種も一体的に支援したいところではあり

ますが、限られた財源の中で、全てに対し十分な支

援はできませんので、厳しいところを重点的に支援

するという考えで今のところは来ています。

鳥井修委員

考え方は理解しました。昨年は、第一次、二次、

三次まで交付金が来る中で、ある程度各業界にも、

先に支援したところと、例えば代行業も含めてその

後いろいろな業界が追加されており、柔軟で素早い

対応については、大変ありがたいと思っています。

今は感染者も大分少なくなって、県の警戒レベル

も下がりました。医療体制はまた別になりますが、

今後の第６波も想定して準備というか、考えておか

なくてはいけないと思います。この冬とかにかけて、

感染が爆発というか、多くなったときの考え方的に

は、一番影響のあるところからまずいって、順次対

応していく考え方でよろしいですか。

産業政策課長

県の自主財源でその額を用意することはなかなか

難しいので、国からの臨時交付金を活用している事

業が大半を占めております。その中でも事業者支援

に特化したものもあり、交付金を使える部分と使え

ない部分がありますので、県としてはやはり一番苦

しいところに対応したいと思います。ずっと苦しん

できていてなかなか支援の手が届いていないところ

もあると思いますが、ある程度の金額があれば幅広

い業種に対応したいという気持ちもあります。ただ、

次の経済対策としてどれぐらいの規模なのかを踏ま

え、次の対応を考えていきたいと思います。

鳥井修委員

いろいろんな経済団体や業界が、知事に対して要

望活動をされていると思います。ある程度知事の判

断もすごく大事になると思いますが、自分的には、

状況は多分去年のときより今年のほうが厳しいので

はないかと思います。川反や山王に人がいない状況

もある中、県民は真面目で、活動が活発化しない部

分があり、知事もこの前の総括のときだっけ、「ま

ず行きましょう。」というお話をされましたが、そ

れでもなかなか足が遠のいています。ではこれから

どうやって飲食店などに足を戻すかという方策も、

庁内で議論していただいて発信していかないといけ

ません。お金がなくても、そういうことも一緒に考

えていかなくてはいけないと最近つくづく感じます

が、いかがですか。

産業政策課長

飲食店等の利用促進は、感染状況を見ながら、積

極的に産業労働部としても対応する必要があると思

います。昨年のように、今すぐ商品券という形には

なりませんが、できるだけ利用していただくために、

新型コロナウイルス感染防止対策飲食店の認証を受

けた店舗をまず増やして、安全安心に飲食ができる

環境を作っていくことを進めていきたいと思います。

それとともに、そういった店舗を私たちも積極的

に利用していき、私たちが利用することで、ほかの

自治体、商工団体の利用も広がっていくのではない

かと思います。ただ、感染状況もありますので、し

っかり注視しながら進めていきたいと思います。

鳥井修委員

昨日の委員会が終わった後に懇談する機会があっ

て、あるところに行ったのです。大体言われるのが、

大手企業と県庁、市役所はまず来ないというわけで

す。行ってはいけないという話ではありませんが、

何かそういう雰囲気があるという話を聞くわけです。

今おっしゃったとおり、我々議員もそうですが、し

っかり感染対策をして、お店にも対策を取っていた

だいて、利用する雰囲気と環境を作っていかないと、

いつまでたっても脱しないなとすごく思っています。

昨日、お店の人から「何とか言っておいて。」と頼

まれてきました。是非、県庁の皆様も積極的に出て

もらって、消費喚起というか、県内経済を回してい

ただければと思いました。部長、どうですか。

産業労働部長

我々も飲食店関連の事業者にお伺いしますと、少

しずつ前よりは戻ってきているというお話もありま

した。事業継続に向け、９月補正で可決いただいた

予算をしっかり執行していきたいと思っていますし、

また我々としても認証を受けている飲食店を中心に、

しっかり対策を取りながら、可能な範囲で少しずつ

進めていきたいと考えております。

鳥井修委員

是非お願いしたいと思います。県民は我々議員や

県庁、市役所職員の姿を見ていますものね。そうい

うところはすごく影響が大きいなと思うので、しっ

かり我々も同じところに気持ちを持ってやっていか

ないと、秋田は厳しい状況にありますので、是非と

も率先してやっていただければなということで、最

後お願いです。以上です。

島田薫委員

新型コロナについて、説明資料の７４ページです

が、医療現場や介護現場では昨年、マスク、ガウン、
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手袋などの医療物資が不足し、非常に困ったという

ところがありました。ここにあるように、医療物資

の地域供給体制を構築するものづくりＴｅａｍ Ａ

ｋｉｔａは、非常に良い試みだったと思います。こ

こに医療用ガウン等とありますが、等についてはほ

かにどういうものがありましたか。

介護も６件助成したとありますが、具体的に、全

部ではなくても、こういうものがあったということ

をお知らせください。

地域産業振興課長

１点目のものづくりＴｅａｍ Ａｋｉｔａで、関

連の製造事業者に作っていただいた医療物資ですが、

フェイスシールド、医療ガウンのほかに、感染防止

のための医療機関とか介護施設とかで使えるパーテ

ィションや消毒液の足踏み式のスタンド、オゾン発

生器があります。

２点目の介護現場での感染予防医療物資等の開発

の助成の中で一番大きいのは、ストレッチャーに患

者さんが横になったときに、医療従事者の方々に飛

沫とかが飛ばないようにするモールドのようなもの

を作製しています。

島田薫委員

非常に良い事業だったと思います。それで、通常

であればコスト面から、どうしても県外、あるいは

中国辺りで作っているものを買っている現状があっ

て、今回のような有事において、それがサプライチ

ェーンとして機能しないというときに、危機管理と

いう意味でも、県内でそういうものが作られ、販売

されるということを継続していくことは非常に大事

なことだと思います。つまり国外に比べれば品質が

高いとか、丁寧に作っている、そういうところにま

た価値を見いだして続けていくということが大事か

なと考えております。これはその後、昨年度以降も

こういう事業といいますか、製品が作られ納入され

ているという実態はあるものでしょうか。

地域産業振興課長

今年度事業ですが、ものづくりＴｅａｍ Ａｋｉ

ｔａで作られている製品につきまして、県内の医療

機関や介護老健施設等に対してのモニタリングを実

施する事業をしています。そうした中で、ある程度

の応募数は頂いている状況で、実際使っていただい

たアンケート等を見ますと、介護や医療現場におい

ても秋田で作られているところへの安心感というも

のが声として上げられています。当然使い方等につ

いても、それの評価を頂きつつ、また逆にモニター

ですので、声を頂ければ製品を修正していくという

取組もできるといったところで、ある程度の評価を

得ている状況です。

島田薫委員

是非続けていただきたいと思います。以上です。

薄井司委員

介護現場の課題解決に資する機器の開発ですが、

例えばどういったものがあるのか、どういうレベル

のところまで達しているのか、教えてください。

地域産業振興課長

具体的に共同開発ができた事例を１つ申し上げま

すが、臨床工学技士会との共同開発が昨年度１件あ

りました。先ほどの質問でもお答えしましたが、飛

沫が飛ばないようにプロテクトするようなモールド

を、実はこの共同開発の中で作っています。臨床工

学技士会のニーズ把握の取組をした中で、声を実際

お聞きしながら介護現場に向かっていくような商品

化を図ったものという事例です。必ずしも全てが商

品化に一気に行き着くわけではありませんが、こう

した事例も昨年１つ挙げられています。

薄井司委員

前年度からも継続しながら８件ありますが、何か

もうちょっとあってもいいのかなという感じがしま

す。介護職場といえば、いろいろな分野であるのか

なと思うのです。

地域産業振興課長

こちらに記載の事業ですが、実は課題解決型介護

福祉機器開発事業という事業を令和元年度から続け

ており、その中で実際に補助をしながら製品化に向

けて取り組んだ製品というのは、フェイスシールド

の開発や介護施設向けの体温や室内環境の計測シス

テム、あとは、先ほどもお話しした足踏み式の消毒

液スタンドもあります。

薄井司委員

いずれそういった県内企業が商品化することによ

って一定程度の需要が見込まれるというふうに

補助はしたけれども結果が伴わないとなるのはやっ

ぱり避けてもらいたいと思いますが、その辺はどう

ですか。

地域産業振興課長

企業が開発した商品に関して、マッチングの話と

いうのが非常に重要になってくると思います。昨年

度も実施しましたが、医療現場の方々とニーズを把

握するために意見交換をしっかりやっていくという

のを続けています。そうした中で医療機関に対して

の商品の周知といいますか、そういったものをしっ

かりしていくのと併せて、商品についてはいったん

プロットを作っても、その後改定を加えていかない

と、現場の状況はいろいろ変わってきますので、そ

うした声をしっかり聞きながら商品を改良していく

ことが重要だと思っています。そういった意見をし

っかり聞き取った上でのマッチングを続けていきた

いと思います。

小山緑郎委員

先ほどの鳥井委員の質問に関連してお聞きします。
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飲食店が非常に厳しい状況になって、そうした中で

も認証制度を何十万円も掛けて、県の立入り調査も

受けて実施されています。今後そうした認証した店

としない店のすみ分けについて、県民に対しての働

きかけなどがありましたら、教えてください。

商業貿易課長

認証制度については、当課で所管している、飲食

店に対する認証を目指す上で必要な設備を導入する

ための補助制度というのがあります。必要な設備導

入に当たって県が５分の４、上限３０万円で補助を

しております。

認証の状況については、最新で５２０件申請が上

がってきているということで、当初はなかなか認証

が進まないという状況もありましたが、ＰＲ等に力

を入れて、ここに来てようやく少しずつ増えてきて

いる状況です。

県が今後いろいろな施策をしていく中で、認証と

非認証を区別していくというような考えは、今のと

ころ特に持っているわけではありません。国のＧｏ

Ｔｏ Ｅａｔについては、他県において認証を条

件にするところがあります。今後、国で同様の事業

が実施される場合にどのような考え方が示されるの

かというところもありますが、今のところ県が行う

事業で明確に区分することは考えてません。

小山緑郎委員

分かりました。ただ、いろいろな投資をしながら

店でも努力していますので、例えば店に入ればステ

ッカーがあるなど、そういった形での動きももしか

すると必要な状況になってくるかもしれません。今

後の状況を見ながら、努力して頑張ろうというもの

に対しての働きかけが必要な場合は、対応をお願い

します。よろしくお願いします。

商業貿易課長

今委員がおっしゃられたとおり、お店の努力とい

うこともあります。県としても、先ほど来答弁させ

ていただいているとおり、利用する場合は、やはり

認証を得ているお店は安心して利用できるというこ

とですので、そういった呼びかけを続けていきたい

と思いますし、飲食店に認証を取っていただきたい

という周知、ＰＲとともに、県民にもやはり認証店

を使って安心して会食、飲食をしていただきたいと

いうことで発信していきたいと思います。

宇佐見康人委員

関連です。認証制度そのものは多分今年度予算に

なりますが、考え方として、安心して飲食店を利用

してもらえるというのは分かりますが、認証を取っ

たからといって１００％安全ではないわけですよね。

いろいろな考え方がある中で、認証を取ったからオ

プションを付けるとかというのは、私は若干違うの

かなと思っています。今後国は恐らくそういうふう

に進めていくとは思いますが、例えば、認証を受け

たいけれども受けられない人たちも当然いるわけで

す。そういった漏れたところへの対応というのも慎

重に考えていかなければいけないのかなと思います

が、考え方をお聞かせください。

商業貿易課長

認証制度を直接所管して技術的なところを管理し

ているのは生活環境部ですが、おっしゃられたとお

り、お店の構造等によっては認証を取りたくても取

れないというお店があることは我々も承知しており

ます。ですので、先ほど来お話ししているとおり、

県としては認証を取っているところを優、取ってい

ないところを劣みたいな形で区分した形の取扱いと

いうのを基本的には考えておりません。安心安全と

いう中で、こういう安全な環境の中で是非御利用く

ださいというＰＲはしていきますが、仮に国で今後

両者を分けるような取扱いが出てきた場合には、県

として外れた飲食店に対してどのような対応ができ

るのかについては考えていきたいと思います。

小野一彦委員

デジタルイノベーション戦略室と、雇用労働政策

課にお聞ききします。令和２年はどういう年だった

かという観点からですが、県では３つの課題解決を

図るため、情報サービス産業の振興戦略を平成３０

年から立てています。１つは、売上げをもっと高め

なければいけないので、首都圏のマーケットに向か

っていくと、あとは人材を育てなければいけない、

それから県内企業へＩｏＴ（様々なモノがインター

ネットに接続され、情報交換することにより相互に

制御する仕組みのこと。）やデジタルを実装しても

らって生産性を高めたり、地域課題を解決していか

なければいけないという３つの課題に向けて情報産

業の振興を図るという計画をプランと一緒になって

進めてきています。令和２年度予算の観点からする

と、予算執行調書が分かりやすい感じで、２８８

ページの商業振興費の中の（３）で、情報関連産業

の商品開発支援事業で３件の開発が出たという説明

になっています。これまでも取り組んできたと思う

のですが、コロナの関係もあって、いろいろ後押し

的な部分もあったかもしれませんが、その辺の商品

開発の実積と、どういう内容のものが商品開発され

たか、マーケットの規模を教えてください。

デジタルイノベーション戦略室長

商品開発については、昨年度３件支援しています。

その中身ですが、１件は飲食店で、飲食店に行くと

注文するわけですが、コロナということでなるべく

人との接触を少なくしようということから、店員と

の接触も少なくしようということで、テーブルにＱ

Ｒコードを置いておいて、そのＱＲコードからアプ

リを読み込み、飲食のオーダーをするシステムを開
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発した企業です。

もう一社は、コロナということもありますので、

従業員の健康管理という意味で、顔認証つきの、今

いろんなところに行くと顔を写して体温を測ります

が、従業員の顔を認識して自動で従業員の体温を

データとして取ったり、体温の測定と従業員の健康

管理システムをつなげるアプリを開発したという企

業です。

もう一社は、コロナとは関係ない取組ですが、産

業廃棄物の収集車の管理を行う、地図上でルート管

理したり、併せて運転手の勤怠管理もするというよ

うな商品を作った企業です。

この３社については、販売からまだ日が浅いとい

うこともありますので、まだ大きな売上げにはつな

がっていませんが、平成２７年度から商品開発を支

援しており、昨年度までで２１件の商品の開発を支

援してきました。この中では売上げ１,０００万円

を超えるような商品も８件ほど出てきております。

これまで２１件の支援した商品の売上げの合計でい

きますと約２億円となっておりますので、一定の成

果があったものと考えております。

小野一彦委員

開発されたものについての販路拡大というか、県

内だけではなくて、例えば仙台圏や首都圏などへの

セールスやマッチングのサポートは企業活性化セン

ターで行っていますか。

デジタルイノベーション戦略室長

当室でも、ＩＣＴ企業が自社の商品を大規模な

マーケットに販売していく取組を支援させていただ

いております。すみません、ちょっと……

委員長

暫時休憩します。

午前１１時１３分 休憩

午前１１時１３分 再開

委員長

再開します。

デジタルイノベーション戦略室長

例えば人間ドックの関係の健康管理ソフトを販売

するために、人間ドック協会に申請するための経費

を支援しています。

小野一彦委員

分かりました。あと２８８ページでＩｏＴの先進

システムの横展開事業というのがあります。当初予

算の委員会資料からは、平成３０年頃からＩｏＴを

使ってシステム化がされ、そういう仕組みを社会に

もっと展開するための応援をしていくということで、

一回試して、横展開ではなくて一気にやっていく予

算と承知しています。令和２年度でどういう感じで

展開されたのでしょうか。概要で結構なので教えて

ください。

デジタルイノベーション戦略室長

おっしゃるとおりで、これまでＩｏＴの先進技術

の実証事業ということで平成３０年と令和元年度で

作業工程の見える化システムなどを構築してきたと

ころです。これを同じ業界団体の中で別の企業に使

っていただきたいということで、昨年度まではトラ

イアルに係る経費を支援してきたところですが、ト

ライアルだとなかなか使いにくいという意見があり

ましたので、一気に導入する経費を補助するという

ことで、昨年度補正予算で可決していただいたとこ

ろです。縫製業が３件、小売業１件、電気工事業１

件の５件で活用していただきました。縫製業の内容

は、見える化システムに加えて、業務全般のペー

パーレス化や検査管理システムの導入が行われまし

た。その結果、その会社では作業員の方の意識向上

につながり、加工指示書や検品などをデータ化する

ことで、無駄な紙を探す手間が省けたとか、日報作

成の作業が楽になったなどの声を聞いているところ

です。

小野一彦委員

分かりました。あと、デジタルに関してはもう一

つだけ伺います。２８８ページで人材確保・育成の

ワーキンググループについて、予算的には小さな額

ですが、ワーキンググループの開催でいろいろ検討

されたと記載されています。人材の確保や育成につ

いてはどういう論点がこのワーキンググループの中

で出てきて、令和３年度、それから新しいプランの

中でどういうふうに生かされようとしているのか教

えてください。ポイントで結構です。

デジタルイノベーション戦略室長

昨年度、ＩＣＴ人材の確保・育成に関するワーキ

ンググループを４回開催しました。メンバーは、秋

田大学、秋田県立大学、秋田高専の教授に加え、情

報関連産業や製造業を代表する方、プラス行政、教

育委員会の担当者で進めてきております。

人材の確保に向けては、県内大学等に企業の情報

をもっと発信するべきだとか、県内企業について学

生が働きたいと思うような就業環境を整備していく

こと、加えてＩＣＴに興味を持つ人の裾野を広げて

いくことも必要だというような意見がありました。

人材育成については、ＩＣＴ企業ではＡＩ（人工

知能）やセキュリティーといったスキルを持った人

材が必要だということと、製造業などにおきまして

はＩＣＴの基礎的な知識を持っている人材が必要だ

というような意見があったところです。

それを踏まえまして今年度から始めた企業内ＩＣ

Ｔ人材の育成事業では、その企業の現場の方がＩＣ
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Ｔのスキルをアップしていただくというような研修

をしております。というのは、企業でＩＣＴを導入

していくためには、その企業の課題等をよく知って

いる方がＩＣＴの導入に向けて実践していかないと

なかなか難しいこともあり、そういった事業を実施

しているところです。

小野一彦委員

いずれそういう形で今年度の事業、そしてプラン

にも反映されて拡大していくということでよろしい

ですね。

次に、雇用労働政策課にお尋ねします。新しい働

き方ということで、去年技術専門校で、企業の社員

を対象としたテレワークの研修を実施されましたよ

ね。それについて、参加した企業の方々のアンケー

トというか、反応はどんな感じでしたか。

雇用労働政策課長

テレワーク導入に向けた訓練については、３か所

の技術専門校で計７回開催し、５４名の参加を得て

おります。参加者からの反応としては「期待どおり

であった。」あるいは「期待以上であった。」が９

割を超えており、満足を頂けたのかなと思います。

一方で、ニーズとしてはセキュリティー対策につい

てもっと知りたいといったような声も聞かれており

ますので、今年度の訓練に役立てていきたいと思い

ます。

また、昨年度参加していただいた企業につきまし

て、今年の４月になってからその後の状況をアン

ケート調査をしたところ、テレワークを導入してい

るところ又は間もなく導入するといったところを合

わせますと５５.５％の企業が導入を進めていると

いうことでしたので、この訓練については一定の効

果があったのではないかと考えております。

小野一彦委員

そういう効果があって５５％という話だったので、

テレワークというのは企業の生産性向上だけではな

くて、働き方改革、そして仕事と育児の両立とか、

いろいろな部分で官民で広げていける、そういう

ツールだと思います。是非庁内でそういう成果を共

有していただいて、次のプランでも全庁で進めてい

けるように考えてほしいのですが、いかがですか。

雇用労働政策課長

テレワークについては、感染対策という目的のほ

かに、働き方改革という大きな目的があると思いま

す。時間にとらわれない、あるいは場所にとらわれ

ない柔軟な働き方を導入していくということは必要

だと思いますので、いろんな成功事例などを共有し

ながら県内企業への導入が進むように、来年度から

の新プランにもそうした多様な働き方を広めていく

ような取組を盛り込んでいければと思っております。

委員長

ここで審査の途中ですが、暫時休憩します。再開

は１１時３５分とします。

午前１１時２３分 休憩

午前１１時３４分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き、産業労

働部関係の質疑を行います。

児玉政明委員

先ほどの小野委員の質問に関連します。ＩＣＴ人

材について、各室各課でもいろいろと取り組んでい

ると先ほど説明を受けました。数年前から行われて

いると思いますが、全体的に見まして、目標として

いる人材育成に対して 細かい数字は不要ですが

おおむね順調に進んでいるのか、まだまだ取組

が足りないのか、どういった感じになっていますか。

デジタルイノベーション戦略室長

ＩＣＴ人材の確保・育成につきましては、今年度

から本格的に実施しているところであり、今後３年

間で地方創生推進交付金を活用し、企業内ＩＣＴ人

材の育成事業等を実施していくことにしています。

児玉政明委員

昨年につきましては、コロナの関係もあって、も

しかすれば思ったようにいかなかった部分と、例え

ばオンラインを使ったことによって進んだ取組等も

あったと思います。その点についてはどうですか。

デジタルイノベーション戦略室長

昨年度はＡターンフェア等がリアルでの開催がな

くなり、オンライン開催となったこともあって、な

かなかＡターン人材の確保という面では厳しい状況

だったと聞いています。来年度以降もオンラインを

活用した取組をしていく必要があると考えています。

児玉政明委員

テレワーク等により、例えば移住してこちらへ来

た人材や本社機能の拠点を移してきた企業は、ＩＴ

技術などが優れている部分があると思います。そう

いった方々と県内企業の意見交換や情報交換、また

秋田で会社を運営していく良さを伝える取組などの

交流が十分行われているのか、あるいは、これから

行われていくのでしょうか。

産業集積課長

当課では、本社機能移転促進事業という補助制度

があり、昨年度は３件ほど補助金を交付しておりま
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す。この３件の企業は、ほとんどが製造業になりま

すが、先ほど言われましたＩＴ関係については、今

年は６件ほど誘致認定しました。その中で、システ

ム開発の企業誘致も２件ほど決まっており、そうし

た企業の方々と県内企業とのマッチングも進めてい

きたいと考えています。

児玉政明委員

是非そうしたシステム関連の企業の情報などを県

内企業にも広めていってもらえるように、またコロ

ナが収束した暁には、特に取組を拡大して行ってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

産業集積課長

当課も企業誘致をしていますが、コロナの関係で

県外出張がままならない状況でした。東京の企業立

地事務所や名古屋事務所や大阪事務所もありますの

で、そうした県外事務所の県職員が県外にある親会

社を訪問しています。市町村との連携も強化してお

り、当課でも市町村から５名ほど受入れをしていま

す。企業立地事務所に８名、名古屋事務所に１名配

置し、市町村と連携しながら、更に企業誘致につい

て頑張っていきたいと思っております。

鈴木健太委員

ＩＣＴ人材の育成に関連して、佐藤部長にお聞き

します。今お聞きしている産業労働部のメイン業務

は、社会人のＩＣＴ能力の向上だったり人材定着だ

と思いますが、裾野である子供たちのＩＣＴ教育か

ら抜本的に頑張らないといけないと思います。当然

それの所管は教育委員会だとは思いますが、恐らく

教育委員会にそういった知見はないだろうと思いま

す。現場も大変ですし、大きな視点で本県の将来を

担っていくＩＣＴ人材を育成するという意味では、

僕は教育委員会に任せた状態ではなかなか進んでい

かないという実感を持っていますが、教育委員会と

の共同だったり連携はどういう状況に今あるのでし

ょうか。

産業労働部長

委員御指摘のとおり、ＩＣＴ人材の裾野を広げる

活動は非常に重要だと思っています。県でも、これ

までも児童にはそういった関心を持ってもらうよう

な取組を進めてまいりましたし、昨年度も県内の高

校において、ＩＣＴ等に関係するようなクラブ活動

について、県内企業が訪問して、いろいろメンター

（指導者、助言者）となってスキルアップに向けた

取組を進めておりますので、今後もそういった取組

を強化してまいりたいと考えております。

例えば自主的に行うようなプログラミングの研究

や観光に関する情報発信のアプリについていろいろ

研究するような取組をしておりますので、そういっ

た取組を進めてまいりたいと考えております。今年

度からそういった事業を進めておりますので、これ

からも強化してまいりたいと考えております。

鈴木健太委員

私が申し上げたいのは、そういった啓発もそうで

すが、肝腎の教育委員会が行う学校ＩＣＴ教育とい

うものに対して、一応産業労働部にはデジタルイノ

ベーション戦略室があるわけでして、そこに直接的

な支援だったりするのは難しいと思います。肝腎の

ＩＣＴ教育自体が教育委員会で行われている状態だ

と思いますがその助力というか、そういう機能はあ

りませんか。

産業労働部長

我々も高校を訪問した、そういった実際教育をさ

れているＩＣＴ企業の方々と直接お話を伺って、状

況についていろいろ意見交換をする機会があります

が、教育委員会からそういった問いかけがあれば、

もちろん支援してまいりたいと思います。我々から

も状況を伺い、スキルアップに向けた取組の強化に

向けて取り組んでまいりたいと考えております。

宇佐見康人委員

航空機産業の電動化についてお聞かせください。

コロナ禍で輸送機自体がなかなか世界中で使われな

いという状況の一方で、環境に配慮した輸送機の開

発というのは急務ですが、今現在の県内の研究や開

発の進捗状況をお知らせください。

輸送機産業振興室長

現在は、秋田大学と県立大学を中心として電動化

システム共同研究センターを４月に設置しました。

そこで航空機の電動化に係る研究を行っていますが、

進捗状況は、電動化の実際のモーターを評価する評

価設備を今年度中に旧種平小学校に設置することに

なっています。実際の研究は、県内企業が入ります

が、ＩＨＩ（株式会社ＩＨＩ。東京都に本社を置く、

重工業を主体とする製造会社）がアドバイザーとし

て入りまして、電動化で必要となるブロワーという、

言わば空調に使うモーターの開発を県立大学と秋田

大学が中心になって進めております。月に１回進捗

会議を行いまして、その進捗状況を確認して進めて

おり、完成にはまだ至っていませんが、そういった

ことを進めている状況です。

宇佐見康人委員

是非今後、まだまだ先かもしれませんが、県内企

業でも横展開できるような取組にしていただけるよ

うに要望して、航空機に関してはこれで終わります。

次に、食品関係でお伺いします。統括監というの

は３部に渡る統括監ですよね。

食品産業振興統括監

委員の御指摘のとおり、農林水産部、観光文化ス

ポーツ部、産業労働部の３部の連携をするという位

置づけの中で、平成２６年から配置されています。

宇佐見康人委員
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県内では、六次産業化で一番弱いと言われていた

のが製造と加工で、特に加工の部分が弱いと言われ

てきました。令和２年度は、コロナによりサプライ

チェーンも見直していく流れになった中で、何か前

向きな変化はあったものでしょうか。

食品産業振興統括監

今回コロナの中で、作っている種類、どこに納め

ているかによって異なり、清酒関係では業務用がか

なり厳しかったということがあります。日々家庭で

消費するような日用品などはあまり動きがなかった

といいますか、やや伸ばしたところもあり、同じ食

品でも違いがあります。

巣ごもり需要の中で、小ロットといいますか、個

包装というような、少量パックのようなものを作り

たい人たち向けに商品開発しようという中で、いろ

いろ生産者でも、例えば農業現場で使えなくなった

規格外のものを何とかしようということで、それを

持ち込んで、商品化に向かった事例もあります。

佐藤信喜委員

資料の８０ページに、外国人材の受入れ支援があ

ります。コロナ禍で外国からの人の流れが抑制され

ている中で、受入れ環境を整備したとあります。３

件で合計３３万３,０００円になっていますが、た

ったこれぐらいの規模での整備というのはどういっ

たものなのか、教えてください。

雇用労働政策課長

外国人材受入れ・定着支援事業については、実績

としては３件あり、例えば日本語翻訳機器の設置や

商工団体に対する補助もありましたが、こちらは雇

用に関するセミナーの開催経費などへの支援を行っ

ております。

佐藤信喜委員

そういう内容であれば分かりました。次に、女性

の新規就業促進のためのセミナー、座談会について

ですが、２１１人が参加して、７３人が新たに就業

したとありますが、参加された女性の年齢的なもの、

例えば独身なのか、既婚なのかとか、そういった

データはもちろん把握はされていると思います。こ

の就業というのは、飽くまでも正社員としての就職

なのか、それともパートを含むものなのか、全体的

な概要を教えてください。

雇用労働政策課長

女性の新規就業支援事業については、まず参加者

ですが、年齢は２０代から３０代が主体となってお

ります。主に、例えば結婚ですとか出産を契機とし

て離職した方などが中心となっており、ほぼ既婚者

になっております。

就業については、こちらは必ずしも正社員という

ことではなくて、やはり女性によっていろいろな働

き方を希望されている方もいますので、雇用形態は

問わず就職に結びついた数でカウントしております。

佐藤信喜委員

残りの１３７人は、ここにあった企業ではマッチ

ングできるような企業がなかったということですが、

その後も就業は希望しているということでよろしい

でしょうか。

雇用労働政策課長

おっしゃるとおりで、この事業は令和元年度から

スタートしております。令和元年度に参加した方々

もずっとフォローアップしておりまして、その年度

中に就業できなかった場合でも、その後いずれかの

企業に就業した方についてはカウントしております。

佐藤信喜委員

大変すばらしい取組だと思いますので、何とかこ

れも継続していただければと思います。

その１つ上の職場定着セミナーの件でお聞きしま

す。まずは、若年従業員等の指導に関わる管理者、

入社後おおむね３年以内の従業員に対してというこ

とで、これはどちらかというと社員向けであって、

次のページに行くと経営者向けのセミナーというこ

とで、ダブルで開催されているように見えます。こ

の３年以内の従業員の方々に対しては、参加しても

らった上で、例えばアンケートも実施していますか。

雇用労働政策課長

参加者に対してアンケートを実施しております。

アンケートの調査結果を見ますと、若い人たちは、

「３年経過ということでちょっと自信がなくなって

いた時期だったので、このセミナーを通して何か自

分に自信が湧いてきました。」といったような意見

がありました。離職を考えていたというようなタイ

ミングだったという人もいまして、「コミュニケー

ションの大事さなどを実感したので、簡単に離職す

ることはやめようと思う。」といった率直な意見が

寄せられておりました。

佐藤信喜委員

例えば離職の要因が、今説明のあったやる気の部

分であれば、お話しした上でまた頑張ろうという気

持ちになっていくと思います。私も言われた記憶が

ずっと残っているのが１件あって、私の母校の後輩

ですが、木材関係の会社に就職して、高校を卒業し

て手取り１３万円、１０年たっても１３万円で、

「この状態で結婚できますか。」という相談を受け

たことがありました。頑張って別の会社を紹介する

という話もしましたが、１０年もやっていると辞め

る勇気がないということでした。こうした人たちも

いるのです。もしかすればこういうセミナーに参加

していて、ただお話を聞いて何か辞めづらくなって

しまったということがあれば それはそれでいい

のですが、何となくその辺が気になりました。

逆に経営者側のセミナーではしっかりと給与を上
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げていく、待遇を考えていくことをしっかりと提案

していってもらえればありがたいと思いますが、そ

ういった取組は行われていますか。

雇用労働政策課長

経営者を主に対象にしたこのセミナーは、経営者

側も若い人向けのコミュニケーションがなかなかう

まく取れないといったお話も聞こえてきておりまし

たので、主にそういった若者にどう接したら良いか

といったような内容を中心に開催しました。

委員の御意見を伺って、そもそもの労働環境、労

働条件がしっかりしていないと、それもまた離職に

つながるということも改めて認識しましたので、今

後の企業側へのセミナーについては、そういった観

点も取り入れながら取り組んでいきたいと思います。

佐藤信喜委員

是非お願いしたいと思います。若い人たちは何を

もって地元に就職するか、求人票を見て当然就職す

るわけですが、この会社に将来夢があるのかどうか

というのを一枚の求人票で判断するわけなのです。

そこに初任給は書かれていても、なかなか平均年齢

であったり、平均月収というのは出てきません。そ

れがもし記載されていれば、将来この会社に勤めて

いても３０歳になったら幾らになるのだとか、そう

いう夢を持っていけると思うのです。このお話は企

業側にも私は結構しています。そうした努力を企業

側に働きかけてもらい、もちろん出せない企業もあ

ると思いますが、そういった情報を積極的に出すこ

とで、一人でも多くの子たちを県内に残していける

のではないかという思いもありますので、何とかそ

ういったところも配慮いただければありがたいとい

うか、お願いして終わります。

雇用労働政策課長

委員おっしゃるように、求人票の書き方一つで学

生が受ける印象というのは随分違うということで、

いろんなセミナーの中でも求人票の中にいかに企業

側の熱意を伝えるか、魅力を伝えるかといった書き

方についての講習も行っております。引き続きそう

いった企業の魅力が伝わるような情報発信を含めて

県としても支援していきたいと思います。

宇佐見康人委員

先ほどの女性の離職のセミナーについてですが、

アンケートでは離職される前の職業を把握している

ものなのですか。

雇用労働政策課長

前職までは把握していません。

宇佐見康人委員

結婚や出産を機に離職をされた方への取組だと思

いますが、そもそも結婚や出産で離職をしなくても

いいような啓発だとかと ここの部署でやるべき

ことなのかどうかは別問題として そういったも

のの取組は現状では行われていますか。

雇用労働政策課長

女性の新規就業支援事業の中でも、女性に対する

意識啓発のセミナーだけでなく、企業側を対象にし

たセミナーも開催しておりまして、その中でいかに

女性が働きやすい職場を作るかというところの具体

的な職場改善の方法や具体的にどういった柔軟な働

き方を取り入れたら良いかを啓発するセミナーも開

催しておりますので、そういった中で対応しており

ます。

宇佐見康人委員

結婚や出産を機に辞める理由として、女性側の都

合、例えば結婚を機に家庭に入りたいから辞める、

けれども家庭に入ってみてやっぱり社会に出たいな

という方もいらっしゃいます。逆に出産が間近なの

で会社から やってはいけないことではあります

が 辞めてくれと言われて辞めた方も中にはいら

っしゃると思います。

前職を聞いているかどうかというのは、自分で辞

めたくて辞めたのかどうかというところからスター

トしなければいけないと思っていて、女性の職場環

境の改善に向けて全般を語っていく上では、自分で

希望して辞めたかどうか 体の負担などを考慮し

て辞めたのであれば、例えば事務職に配置転換がで

きる職場であったかどうかも含めて考えていければ、

離職しなくていいのではと会社も意識を変えていけ

るのかなと思います。

女性の活躍というのは、これから国全体を挙げて

やっていくべきことでもありますので、そういった

経営者の方への普及啓発はもっと強くやっていかな

ければいけないと思います。令和元年度からの事業

だと思いますが、今後の考え方を教えてください。

雇用労働政策課長

この事業は令和元年度から、計画では令和６年度

までの６年間の事業となります。６年間で、目標と

しては６５０人の新しい雇用を生み出すという高い

目標を掲げて取り組んでいる事業です。委員の御指

摘があったとおり、なぜ辞めたのかというところが

スタートだというのは大変気づきを与えていただい

た御意見でしたので、そういった視点を取り入れな

がら今後取り組んでいきたいと思います。

令和３年度は、ちょうど折り返し地点になります

ので、今年度の取組も含めて、まずは３年間の効果

の検証を行って、より効果が上がるような取組を進

めてまいりたいと思います。

薄井司委員

障害者の雇用促進について伺います。今回受入れ

事業所が７１事業所で決算になっていますが、この

事業所に対するアプローチの仕方というのですか、

どういった事業所に、どのような形でアプローチさ
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れましたか。

雇用労働政策課長

この事業は、民間企業における障害者雇用を促進

するために障害者の短期職場実習を支援する事業で

す。職場のアプローチについては、８か所にある障

害者就業・生活支援センターが担っておりますが、

支援している障害者のニーズ、特性や希望に合わせ

て、例えば農作業をしたいとか、あるいは清掃業務

をしたいとか、パソコンを使った業務がしたいなど

のニーズに応じて適当な事業所がないかどうかとい

うところでマッチングを行っております。

薄井司委員

就業支援センターにはいろいろな人が相談に行っ

ていると思いますが、そういった情報を入れながら

企業を雇用労働政策課で指名してお願いしていると

いう形ですか。

雇用労働政策課長

基本的には、受入れ側の企業の開拓については障

害者就業・生活支援センターで行っています。その

事業に対して県が手当などを支給する流れになって

います。

薄井司委員

これは、委託費を払っている事業ですか。

雇用労働政策課長

こちらは、職場実習をした障害者に訓練手当を支

給するものと、それから受入れ側の企業に奨励金を

支給する事業になっております。

薄井司委員

これは最後までどれくらいの方が実際就労したか

までは把握はしていますか。

雇用労働政策課長

就職数については把握しています。令和２年度は、

実習した方が８６名、それに対して就職がかなった

方が５９名で、就職率は６８.６％という状況にな

っております。

薄井司委員

主な職業でいいですが、どういうところに就職さ

れておりますか。

雇用労働政策課長

農事組合法人、介護施設、あるいはスーパーマー

ケットなどがあります。

薄井司委員

農林水産部や教育委員会等で障害者の雇用につい

てそれぞれの事業を持ちながら進めていますが、雇

用労働政策課と関係部とのいろいろな連携について

はどのようになっていますか。

雇用労働政策課長

特別支援学校を卒業した方もいらっしゃいますし、

教育委員会とは、連絡会議ということで、今日も午

後から開催されます。関係者が集まり、いろいろな

課題や各機関に対する要望などについて意見交換を

する場を設けて情報共有を図っております。

薄井司委員

農林水産部とはどうされていますか。

雇用労働政策課長

農林水産部とは、雇用労働政策課としての連携ま

では行っておりません。

薄井司委員

実際今は農福連携という形で、農業法人が主なる

就職先になっています。今後はそういった部分も必

ず、それぞれの部門だけでなくて、一つの連携した

形で進めていかないとその効果がなかなか現れてこ

ないというか、より良い事業を進めていくために、

是非今後そういった３者と言えばいいですか、情報

共有だけはやはり一緒にしておいたほうがいいと思

いますが、いかがですか。

雇用労働政策課長

委員御指摘のとおりでして、障害者の雇用の業種

を広めるという意味でも大変重要な取組だと思いま

すので、今後庁内の関係するところと情報共有しな

がら取り組んでいきたいと思います。

薄井司委員

もう一点、部局長説明書の７６ページの繰越明許

費について伺います。ちょっと気になったものです

から、航空機システム電動化研究・開発推進事業に

ついて、入札の不落の結果などと説明が記載されて

いますが、もう少し説明をしてください。

輸送機産業振興室長

旧種平小学校にモーターの評価装置を設置するた

めに、学校の体育館の改修工事を進める予定にして

おりました。入札をして、電気設備は入札できまし

た。体育館の床に厚いコンクリートを敷くために基

礎工事が必要でしたが、こちらは入札業者が現れず、

落札できませんでした。昨年度は、県内の学校に空

調を設置するということで、県内業者がすごく忙し

い状況で対応できなかったと伺っております。

すいません。入札額が予算額と合わなかったとい

うことでした。

薄井司委員

積算がまずかったということですか。

輸送機産業振興室長

結果的には、そういうことになるとは思います。

従前の見積りで積算しましたが、業者が忙しくなっ

て、人件費が上がり、資材も高騰していたというこ

とで、結果的に値段が合いませんでした。

（※１１９ページで発言訂正あり）

薄井司委員

これは、いつ頃の契約ですか。年度のいつ頃契約

して、入札に掛けた事業ですか。

輸送機産業振興室長
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何月かですか。

薄井司委員

何月頃ですか。

輸送機産業振興室長

少々お待ちください。

委員長

暫時休憩します。

午後 ０時１２分 休憩

午後 ０時１２分 再開

委員長

再開します。

輸送機産業振興室長

すみません、先ほどの発言を一部訂正させていた

だきます。先ほど積算が間違っていたというような

発言をしましたが、積算は間違っておらず、想定価

格を満たす企業がなかったということです。

先ほどの質問については、１０月と１２月の２回

入札を行っています。２回行って、１０月の入札で

契約して年度内に工事できれば良かったのですが、

落札できなかったので１２月にもう一度入札したと

いうことになります。

（※１１８ページの発言を訂正）

薄井司委員

１２月でもやっぱり間に合わない状況でしたか。

輸送機産業振興室長

不落ですので、値段が合わなかったということに

なります。

薄井司委員

今年度は契約済になっていますか。

輸送機産業振興室長

今年度は契約済で、既に基礎工事は完了しており

ます。

薄井司委員

大変苦労されたような気はしますが、業者がいな

いという、人手不足の状況が今回の事態に至ったと

理解してよろしいですか。

輸送機産業振興室長

そのように理解していただければと思います。

薄井司委員

分かりました。

吉方清彦委員

私からは、新エネルギーに関して２点ほどお聞き

しす。資料７５ページに記載されている大規模地熱

発電所に関してです。実は私どもの会派でも山葵沢

地熱発電所（湯沢市秋ノ宮）へ視察に行きました。

４万６,０００キロワットという結構大きい地熱発

電所で、２３年ぶりの稼働と書いてあります。その

下に、湯沢市内３地域の事業化に向けた取組が進め

られているほか、再エネ関連産業マッチングフォー

ラムにより県内企業の参入拡大を後押ししたとあり

ます。菅首相が替わってしまいましたが、グリーン

成長戦略というのはほぼ変わらない状況の中で、本

県の置かれた状況も変わらないと思います。この地

熱発電所は、新しい技術も投入されていますが、今

後ほかの地域の事業化は進んでいくものでしょうか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

山葵沢地熱発電所に続いて、今事業化の可能性の

調査として、小安地域、木地山・下の岱地域、矢地

ノ沢地域、八幡平、新しく鹿角地域の菰森での調査

が始まっております。

その中で、小安地域については令和６年運転開始

に向けた具体的な取組が進められておりますし、木

地山・下の岱につきましても令和１１年運転開始の

予定で事業が進んでいます。

吉方清彦委員

続々と新しく出来るということで期待されますが、

発電規模は、どれぐらいの大きさになってきますか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

現在調査をしながら、一部では環境アセスに着手

しております。アセスに着手している事業者につい

ては、予定発電規模がもう定まってきており、小安

地域では１万４,９９０キロワット、木地山地域で

は１万４,９００キロワットの予定で事業が進めら

れております。

吉方清彦委員

再エネ関連マッチングフォーラムで、県内企業の

参入について話がありましたが、どういった県内企

業が今後参入していくと考えられていますか。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長

山葵沢地域で稼働し始めました。それに携わった

県内企業は１社の事業でしたので、統計上は調べる

ことができなくて、相手の協力によって知り得る情

報になりますが、全体の企業数、下請事業者数の４

割が県内企業だったと聞いております。

また、事業をやる前には、山葵沢地熱発電所の事

業者や工事業者と県内企業のマッチングをしており、

地熱発電の場合は特に土木工事と配管が中心になり

ますから、そういった工事を県内で受注していると

ころです。

吉方清彦委員

中身は違いますが、洋上風力発電に近いような地

元企業の構成になっていくと思います。

ほかでもお聞きしますが、例えばエタノール、最

近ではアンモニアが注目されております。その辺に

関しては、昨年度のエネルギー戦略の中でどういっ

た扱いだとか、進捗状況だったのか教えてください。

産業労働部参事（兼）エネルギー・資源振興課長
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国で掲げているカーボンニュートラルに向けたグ

リーン成長戦略等の中に、火力発電所によるアンモ

ニアの活用やら水素の活用といったものがうたわれ

ております。そうした中で、県内でそうした取組に

追いつけているかといいますと、国が動き出したば

かりで、これから検討していくという段階にありま

す。

吉方清彦委員

その点に関しては、資料の３０７ページの中で、

水素エネルギーの導入というのが記載されています。

水素コンソーシアム（複数の企業が共同企業体を組

成して、一つのサービスを共同で行う取引のこ

と。）について、私も以前も質問しましたが、大分

前からあるもので、本格的に今度動き出すというこ

とで説明を受けました。昨年コロナもありながらも

セミナーは１回開催したということですが、本県の

水素コンソーシアムとしての今後の方向性について、

どういったものがその場では得られてきましたか。

新エネルギー政策統括監

県では、平成２８年３月に第２期秋田県新エネル

ギー産業戦略を立て、その中で水素エネルギーの導

入を進めていくことにしております。水素に関しま

しては、まだ国としても実験段階で、なかなか前に

進まないという状況でありながら、県では平成２８

年時点で将来的な見込みがあるという形でいろいろ

勉強してまいりました。

今回の見直しについては、水素エネルギーを更に

進めていこうと考えております。現在県としては、

ＮＴＴデータの研究所と共同研究しておりまして、

今後の県の方向性を見据えた形で２０３０年度、

４０年度に向けて、中長期的な水素の戦略を今後立

てていきたいと考えております。

吉方清彦委員

その中身はよく分かりませんが 例えばその戦

略を平成２８年から進めましたと。昨年もやっとま

た動き出しましてセミナーを開催しました。実際、

能代市などは結構水素に対する取組、ＪＡＸＡなど

と一緒に取り組んでいますが、県としてこのコン

ソーシアムの中で、具体的なものがあるのでしょう

か。

新エネルギー政策統括監

県としては、短期、中期、長期という形に分け、

ＮＴＴデータとの共同作業の中で計画を立てており

ます。短期的には、既存の需要に対し、グリーン水

素（再生可能エネルギーなどを使って、製造工程に

おいても二酸化炭素を排出せずにつくられた水素の

こと。）の提供を進めていくことを考えております。

中期的には都市ガスに水素を混合する混合ビジネス

をスタートさせる計画を立てております。また、最

終的にはＦＣＶ（燃料電池自動車）、バス、発電分

野への供給、石炭火力との混焼という方向に向けて、

検討を進めていくことを考えております。

吉方清彦委員

そこには製造の部門は入っていないと思いますが、

考えられないのでしょうか。

新エネルギー政策統括監

製造については、洋上風力余剰電力を使いながら

水素を作るという計画もあります。現在どれだけの

余剰電力があるのかということも含めて、ＦＩＴ

（再生可能エネルギーの固定価格買取制度のこ

と。）もありますので、水素をどれぐらい供給でき

るかを今後研究していく必要があると考えています。

吉方清彦委員

ＮＴＴデータには、水素がどんな部門としてある

ものなのでしょうか。全て開発しているということ

でしょうか。

新エネルギー政策統括監

ＮＴＴデータ研究所は、シンクタンク（市場経済

や各業界についての分析を行なう目的で設けられた

研究機関のこと。）でして、実際にエネルギーを自

分たちで作っているわけではありません。手法につ

いて、一緒に研究している会社です。

吉方清彦委員

それから更に新しく、コンソーシアムですからい

ろんな企業体を作っていきながら進めていくと思い

ますが、現状ではどういったところと組むなどの方

向性はまだ全然定まっていない、若しくは去年の段

階では新しい方向性、何でもいいですが まだ作

る段階ではないということなのでしょうか。

新エネルギー政策統括監

今水素に関しては、アンモニアを含めて、水素コ

ンソーシアムと商工会の交通部会で協働しながら勉

強会を開いております。水素の製造にかかっていく

企業があれば、県としても補助金などの支援を行う

方向で進めていくことを考えています。

委員長

ほかにございませんか。

先ほどの杉山輸送機産業振興室長が発言を取消し、

訂正をされました。これを許可するということでよ

ろしいですよね。

【「はい」と呼ぶ者あり】

委員長

ほかになければ終わりますが、よろしいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で産業労働部関係の質疑を終了します。

ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時

３０分とし、建設部関係の審査を行います。

午後 ０時２５分 休憩
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部局別審査（建設部）

書記 伴 藤 崇 録

午後 １時２８分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

建設部長 佐 藤 秀 治

建設部建設技監 田 中 倫 英

建設部港湾技監 鮫 島 和 範

建設部次長 佐々木 寿 一

建設部次長 奈 良 滋

建設部建設産業振興統括監

浅 井 学

建設部参事（兼）営繕課長

佐 藤 温

建設政策課長 三 浦 卓 実

技術管理課長 小 野 潔

都市計画課長 伊 勢 弘

下水道マネジメント推進課長

川 村 潤

道路課長 川 辺 透

河川砂防課長 田 森 清 美

港湾空港課長 伊 藤 邦 昭

建築住宅課長 中 野 賢 俊

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

委員会を再開します。

建設部関係の審査を行います。

初めに、建設部長の説明を求めます。

建設部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

建設部関係の質疑を行います。

島田薫委員

新型コロナウイルス感染対策について質問します。

資料の中で言葉としては特に出てきていないよう

に思いますが、例えばダム建設現場など、県外ある

いは外国の労働者がかなり県内に入ってきていると

承知しております。最近では、洋上風力発電の作業

船内においてクラスターが発生しています。多くは

鹿島建設（鹿島建設株式会社のこと。大手総合建設

会社。）とかそういう大きな建設会社が入ってきて

いると承知しておりますが、昨年度そういうところ

に対して感染対策の指導などは行いましたか。

建設部長

国土交通省から、コロナ対策のいろいろな通知文

書が出ています。国ではそれに基づいて、成瀬ダム

を含めてしっかりと対応しています。成瀬ダムでは、

朝礼のときにサーモグラフィーで体温を測り、それ

で駄目であれば再度しっかりと体温を測ったりして

います。また、現場に飯場（鉱山・土木・建築工事

などの現場近くに設けられた、労働者の宿泊所のこ

と。）がありますので、飯場においてもしっかりと

感染対策をするようにしています。そういう徹底し

た感染対策を実施してもらっています。

島田薫委員

それは、県の担当者が現地に赴いて、そのような

指導をしたということですか。

建設部長

発注者が国ですので、国土交通省からの通知に基

づいて国においてしっかりと対応しているという状

況です。

島田薫委員

発注者や業者に任せていたがために、この前のよ

うな作業船内のクラスターが発生したのではないか

と考えています。クラスターが発生した作業船の図

面を見ると、聖域と書いてあったそうです。聖域と

いうのは何かというと、船に乗る前に検査をして陰

性だから、もうこの船の中は大丈夫なのだというこ

とで作業船の中ではマスクもしないで作業をしてい

たということを聞いています。やはり業者任せでは

なくて、県としても指導していくことは必要なので

はないかと感じたので質問しました。

建設政策課長

建設業者の感染防止や発生してしまった場合の対

応については、県発注、国発注にかかわらず、国か

らの文書や県の文書等により丁寧に周知していると

ころです。

実際に感染が発生してしまった場合の対応は、基

本的には保健所などの専門機関からそれぞれの現場

において指導していただき、各業者が対応するとい

うことが基本となっています。

県においては、そうした事案が発生した際に速や

かに報告を受けたり、事案が何件か散見された際に、

各工事現場における感染対策の徹底に向けて下請も

含めて情報共有のために、改めて県から独自に文書

を発出したりという対応に努めています。

島田薫委員

おっしゃることは分かりますが、こういう有事の

際は更に踏み込んだ対策が必要だと考えていますの

で、御検討をお願いしたいと思います。

鳥井修委員
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社会資本の長寿命化の推進について伺います。こ

れは毎年進めていて、しっかりとした計画があると

思いますが、令和２年度に関しては老朽化した橋梁

１６橋を補修したとあります。予算が大きかった代

表的なものをお知らせください。

道路課長

橋梁の長寿命化については、県の長寿命化修繕計

画に基づいて、国庫補助事業又は県単独事業を活用

して事業を実施しているところです。

令和２年度の完成工区としては、大曲田沢湖線の

堀口橋 １４３メーターの橋梁を補修したほか、

横手大森大内線の雄物川に架かる大上橋の耐震補強

を実施しています。

鳥井修委員

県内で老朽化している橋梁の補修の進捗状況はど

れくらいですか。

道路課長

県内には２メーター以上の橋梁が約２,３００橋

あります。平成２６年に、道路法の改正により５年

に１度の法定点検が義務づけられました。

２,３００橋余りの橋梁を点検して、１巡目は終了

したところです。点検結果である健全度はⅠからⅣ

まであり、Ⅰは健全、Ⅱは予防措置段階、Ⅲは早期

措置段階、Ⅳは緊急措置段階で速やかに改善しなけ

ればいけない橋梁です。

点検結果によると、本県の橋梁については、緊急

に措置しなければいけない橋梁はありませんが、健

全度Ⅲの早期措置段階にある橋梁が２３８橋あり、

そのうち去年までに約１８０橋 ４分の３程度に

は着手しています。

鳥井修委員

２３８橋全ての終了予定はいつですか。

道路課長

長大橋（川や谷を跨ぐような規模の大きい橋のこ

と。）の架け替えもあるので、予算措置の状況によ

って全てが終了する時期は変わってきます。また、

毎年点検しており、今まで健全度Ⅱだった橋梁がⅢ

になる場合もありますので、順次、点検結果に基づ

いて対応していきたいと考えています。

鳥井修委員

点検は外部委託ですか。

道路課長

県の場合は外部に委託しています。点検は重要な

ので資格を持っている業者に委託し、義務づけられ

ている目視によって点検しています。

鳥井修委員

今後の点検などにより、健全度Ⅱの橋梁が健全度

Ⅲになる可能性があるという話ですが、健全度Ⅱの

予防措置段階にある橋梁は幾つくらいあるのですか。

道路課長

１巡目の点検結果では、健全度Ⅱは１,８１９橋

ですが、道路や線路に架かっている跨道橋や跨線橋

については健全度Ⅱの段階から橋梁補修の対応をし

ています。緊急輸送道路についても必要に応じて対

応しています。

鳥井修委員

年数が経過すれば経年劣化により健全度Ⅱは健全

度Ⅲに進むので、緊急性が高いところから国の補助

を受けながら順次進めていってください。

また、危険になっているところもあると思います

が、そういう情報は市町村から報告されてくること

もあると思うので、十分連携を取って速やかな対応

をお願いします。

道路課長

橋梁の長寿命化については、国においても重点施

策となっており、重点的に予算を付けてもらってい

るところです。引き続きこの事業を活用しながら、

橋梁に限らずトンネルやシェルターの長寿命化にも

対応していきたいと考えています。

鳥井修委員

今、橋梁に限らずトンネルやシェルターの長寿命

化という話がありましたが、建設部が所管していて

長寿命化の対象になっている社会資本を担当してい

る課はどこですか。

道路課長

道路に限った話をすれば、橋梁のほかシェルター

なども入れて、道路施設６種別の長寿命化計画を作

成しています。

河川砂防課長

河川砂防課関係の長寿命化計画ですが、河川構造

物として樋門、樋管（堤防の中にコンクリートの水

路を通し、逆流防止用のゲートが付いた施設のこと。

樋門と樋管に機能の違いはないが、一般的には、比

較的規模が小さい場合は樋管と呼称される。）があ

り、全県で１,１００基ほどあります。また、海岸

保全施設として既設護岸（既に整備されている、河

岸または海岸をコンクリートなどで被覆して侵食か

ら守り、河水、海水などが陸側へ浸入するのを防ぐ

施設のこと。）や離岸堤（海岸から離れた沖合に、

海岸線とほぼ平行に設置される海面上に現れている

施設のこと。）、人工リーフ（海岸から離れた沖合

に、海岸線とほぼ平行に設置される幅広型で水面下

にとどめられている施設のこと。）等があります。

これらの施設については、令和元年度にインフラの

個別施設計画を策定して公表している状況です。

また、ダムが１４基あり、昨年度長寿命化計画あ

るいは個別施設計画を作っています。砂防関係では、

砂防堰堤（河川に設置され、土石流など上流から流

れ出る有害な土砂を受け止め、貯まった土砂を少し

ずつ流すことにより下流に流れる土砂の量を調節す
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る施設のこと。）１,２００基、地滑り防止施設、

急傾斜施設等の砂防関係施設についても、昨年度個

別施設計画を策定して公表しています。

以上のように、大きく４種類の施設について長寿

命化計画を策定しており、これに基づいて施設の補

修整備等を進めています。

鳥井修委員

橋梁に関して詳しく話を聞かせてもらいました。

そのほかにもダム、樋門、砂防関係施設などいろい

ろとありますが、県内のそういう社会資本施設は今

後の経年劣化により大分お金が掛かっていきます。

国の補助も県費も税収が減っていく中なので、なか

なかタイムリーには対応し切れない部分はあると思

います。しかし、そのために県民や市民が怪我をし

たりすることは絶対にあってはならないことだと思

いますので、危険な箇所にはしっかりと目を光らせ

て注意してください。今後の計画にのっとって、ま

た柔軟な対応をしながら作業を進めていただければ

と思いますが、いかがですか。

道路課長

橋梁の長寿命化修繕計画においては、従来であれ

ば壊れてから直すという事後保全型でしたが、壊れ

る前に直してライフサイクルコスト（建設費用だけ

でなく、企画・設計・施工・運用・維持管理・補修

・改造・解体・廃棄に至るまでに必要な費用の総額

のこと。）を下げるという予防保全型にシフトして

います。そういう考えに基づいて引き続き適正に修

繕を進めていくとともに、通常の道路施設に関して

はパトロールの中で危険箇所等の点検をしていきた

いと思っています。

児玉政明委員

道路の維持又は整備についてですが、パトロール

で見回りしているという話がありました。特に雪解

け後には道路に空いた穴ぼこでタイヤがパンクする

など、車の破損に関する専決処分などがよく出てき

ます。パトロールの頻度や方法については、どうな

っていますか。

道路課長

道路の管理については、全県をブロック毎に分け

て道路管理業務委託により日常的にパトロールをし

ています。頻度は週１回、土曜日となっています。

加えて県の職員もパトロールしており、危険箇所若

しくは道路の路面状況をチェックしています。

児玉政明委員

道路に危険箇所などがあった場合、利用者からは

どのような手段で連絡が来ますか。

道路課長

利用者からの苦情もありますし、警察からの連絡

もあります。また、郵便配達員が道路の異常等で何

か気づいたことがあれば県に報告する制度も設けて

います。

児玉政明委員

危険箇所等の連絡は、道路の利用者からが一番早

いと思います。その場合、市役所や県庁、地域振興

局などに連絡すると思いますが、例えば利用者がス

マートフォンで現場を撮影して、メールやＳＮＳの

やり取りで瞬時に危険箇所の場所を知らせるとか、

そうした取組はしていますか。

道路課長

ＳＮＳを使ったやり取りは行っていません。大体

電話で連絡を受けて、職員等が駆けつけて対応して

います。

児玉政明委員

同じようなことを市役所にも話したところ、市役

所でも行っていないとのことでした。しかし、現在

は様々な部署でデジタル化が進んできていると思い

ます。メンテナンスに関しても、デジタルメンテナ

ンスということで進んでいる地域もあるようです。

今後はそうした部分を考える必要があると思います

が、それについてはいかがですか。

道路課長

道路管理分野のＤＸ（デジタルトランスフォー

メーションのこと。進化したデジタル技術を浸透さ

せることで社会をより良いものへと変革するこ

と。）については、委員がおっしゃったような路面

の話もありますし、橋梁やトンネル等の施設点検を

ＡＩ（人工知能のこと。）の技術で進めている例も

あります。今、新プランを作成する中でＤＸの推進

が一つの大きなテーマとなっていますので、道路分

野においても、そういったものも含めて研究してい

きたいと思っています。

建設部建設技監

今のデジタル化の話は今後の課題ですので、しっ

かり勉強したいと思っています。一方で、道路に落

下物があったときに、利用者はその道路の管理者が

分からないということが以前から言われています。

高速道路、国管理道路、県管理道路、市管理道路と

いろいろあります。今はあまり注視されていないか

もしれませんが、「＃９９１０」という道路緊急ダ

イヤルがあって よく道路情報板にも、何かあっ

たらそこに掛けてくださいとあるのですが そこ

に掛けていただいくと、ワンストップでそれぞれの

管理者に伝えるシステムがありますので、そうした

システムも活用しながら利用者の声を把握していき

たいと思っています。

小野一彦委員

３期プラン（第３期ふるさと秋田元気創造プラ

ン）にある中小企業の生産性の向上のところに、秋

田県の経済を支えている、あるいはインフラを支え

ている建設産業の生産性の向上として、ＩＣＴ工事
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について載っています。

政策評価における県の自己評価によると、ＩＣＴ

モデル工事については、「ＩＣＴ建機の導入に経費

の掛かり増しがあり、大規模な工事では受注者の負

担が大きくなる、また、女性の担い手がまだ多くな

い。」という課題認識がありました。

昨年度の決算特別委員会で 私は委員でしたが

ＩＣＴ工事について質問したときに当時の建設

部長から、「ＩＣＴモデル工事についてはもっと簡

素化したものを取り入れて、より受注者から手が挙

がるような形で進めたい。」という答弁がありまし

た。令和２年度のその後の取組では、どのように進

めていきましたか。

技術管理課長

昨年度、もっと簡単にＩＣＴ工事を進められるよ

うにということで、年度の後半に簡易型のＩＣＴ活

用モデル工事を新たに創設しました。現在進めてい

るＩＣＴ工事の多くは土工事なのですが、年度の後

半は土工事にあまり向かないタイミングでしたので

昨年度の実績は残念ながらありませんでした。今年

度は土工事のボリュームに応じて簡易型のモデル工

事を対象に発注しており、今のところの実績は３件

という報告を受けています。

小野一彦委員

建設産業担い手確保育成センター事業について伺

います。決算説明資料では３１４ページ、主要な施

策の成果では８２ページです。建設産業団体や教育

訓練機関と連携して取り組んだ結果、県内建設業就

職者数は１５２人であり、うち女性は２６人となっ

たとあります。

建設部の委員会提出資料を見ると、令和２年度の

当初の方針は、若者の離職防止、県外流出者のＡ

ターン促進、女性活躍ネットワークの拡大、そして

建設ＩＣＴ活用の加速化の４つを重点事項として進

めていくとなっています。若者の離職防止のために

研修会を行ったと思いますが、委員会提出資料を見

ると、２年目から５年目の社員１００名程度を想定

して実務能力やコミュニケーションスキルの向上、

同世代の横のつながりを深めることを建設業協会

（一般社団法人建設業協会）で実施するとあります。

実施した後にアンケートを取るなどしたと思います

が、どのような成果が認められましたか。

建設政策課長

せっかく就職した方が３年以内に離職する割合に

ついて、建設業の場合は他産業よりも高く４割程度

になっていることは本当に残念に思っています。

こういう状況を踏まえ、離職防止対策を強化して

いかなければいけないと考え、昨年度においては建

設業協会が中心となって行う若年者向け研修に対し

て補助をしました。その研修自体が定着に向けた内

容といいますか、仲間づくりといったところも含め

て、できるだけ若者たちが働きやすくなるように、

あるいは建設業に愛着を持ってくれるようにという

ことをテーマにしたものです。この事業については

研修後のアンケートで具体的に目に見える成果が出

るというものではなく、継続していく中で長いスパ

ンで成果を見ていくような性質の取組と考えていま

す。

小野一彦委員

研修などのソフト事業では、アンケートは必須で

す。鳥海山で言えばいきなり１０合目には行かない

と思いますが、「これはやりがいがありそうだ。」

とか「こういう仕事の仕方をすれば大丈夫そう

だ。」とか意識が変わって、それが行動変容につな

がっていい結果になる場合もあります。また、例え

ば女性活躍の優良表彰を受けている企業の業種を見

ると、建設業も数多くあります。

統計的な分析というよりも一人一人の自由記載で

もいいのです。この研修を受けて「自分はこういう

形でこの業界でやっていけそうだ。」とか、あるい

は午前中の話だと逆のパターンもあろうかと思いま

すが、是非実施した団体と連携を取りながら、引き

続き秋田に残って活躍していく人たちを一人でも多

く増やすようにしていただきたいと思います。

建設政策課長

企業や建設業協会が行う取組としっかり連携を図

りながら、更には労働局など応援団になってくれる

関係機関もありますので、離職防止は来年度以降も

大きなテーマとして長期的に頑張っていきたいと考

えています。

小野一彦委員

決算資料の主要な施策の成果では、地域振興局が

どのようなことに取り組んだのかほとんど分かりま

せん。先ほど申し上げた政策評価の資料の中には出

ているのですが、人材確保の関係で地域振興局で建

設産業の子供向け体験会を開催しています。そうい

う取組は建設産業担い手確保育成センターと連携を

取っていて、後で課題や成果を共有しながら分析し

たりしていますか。

建設政策課長

センターの機能は建設政策課にありますが、各地

域振興局の建設部にもスタッフを配置しています。

各高校への出前講座や先駆的な取組としてのオンラ

インによる小学生向けのＰＲなどは、建設政策課で

行っています。ただ、基本的には各地域振興局の建

設部が地域の建設業協会等と連携しながら、その地

域の企業を前面に出すような形で取り組んでいます。

その中で、小中学生という次の世代へのアプローチ

もそれぞれの地域において大変工夫して取り組んで

います。そうした取組については我々と情報交換し
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ており、いい取組事例は他の地域振興局に紹介して

全体としてのレベルアップや調整をしています。

小野一彦委員

私が秋田地域振興局に勤務していた平成３０年に、

建設業の方々が太平川のすごく狭いところで、様々

な機材を運んで施工しなければならない大工事を行

っていました。そのことに関して私の部下がいいパ

ンフレットを作ってくれて、小学校で是非勉強して

くださいということで配布していました。

三つ子の魂百までもですので、是非子供たちに建

設業の方々が地元の身近なインフラを力を合わせて

造っていることを小さいうちから、知らせていく取

組をもっとしてほしいと思います。また、このよう

な取組をもっと見える化してほしいと思います。そ

ういうことから人材確保の取組を進めてほしいと思

います。

建設政策課長

各地域振興局単位での事業も根づいてきており、

徐々に増えてきています。今後はマスコミ等を上手

に活用しながら、一般県民にもメッセージが伝わる

ように県全体として取り組んでいきたいと考えてい

ます。

宇佐見康人委員

女性活躍について伺います。女性登用モデル工事

に関してですが、県内事業者の女性技術者の悩みと

して、数年前にトイレや更衣室の整備がなかなか進

まないという声がありました。そうした整備の進捗

状況はどうですか。

建設政策課長

整備の進捗状況についての資料は今手元にありま

せんが、昨年度の取組を若干紹介します。昨年度を

もって、県内８つ全ての地域の建設業協会に女性部

会が立ち上がりました。それを包含する全県組織と

してクローバーという組織があり、そのクローバー

においてそういった女性が働く職場についてのアン

ケート調査をしました。調査の結果、女性就業者が

従事する工事現場において快適なトイレがないこと

がやはり大きな問題点として上がっていました。こ

の調査の成果の一つとして女性活躍のための重視す

べき視点をアンケートに基づいて整理し、令和３年

１月にクローバーの代表者から知事に対して提言し

た経緯があります。

宇佐見康人委員

その提言を受けて、令和３年度に反映したものは

ありますか。

技術管理課長

県では、発注者指定型と受注者希望型のモデル事

業を発注しています。女性技術者は偏在しているこ

ともあり一様に女性登用が進んでいるわけではあり

ませんが、今年度は８月末の時点で合計１３件のモ

デル事業を発注しており、女性技術者の配置実績と

しては、主任技術者が７人、現場代理人が３人、担

当技術者が３人という内訳になっています。

宇佐見康人委員

様々な分野で女性の活躍がうたわれています。是

非昨年度受け取った提言を基に、女性の視点で今後

も進めていただきたいと思います。

小山緑郎委員

新型コロナウイルスにより、クルーズ船の入港を

ずっと中止しています。また、秋田空港も新型コロ

ナウイルスの影響で便数が非常に減っていて、着陸

料の補助などをしています。

クルーズ船の寄港が以前のように戻るにはまだか

なりの日数が必要になると思いますが、大体どのく

らいのレベルになったら受け入れるとか、また、空

港に関しては便数がどれくらいになったら補助をや

めるとか、そういう目安や計画はありますか。

港湾空港課長

クルーズ船については、緊急事態宣言が解除され

たので全国的には１０月から再開しています。秋田

県は、県独自の警戒レベルが３以上であれば受入れ

しないというマニュアルを昨年度に作りましたので、

それに基づいて運用しています。

今後は、新型コロナウイルスのワクチン接種も進

みますし、来年度は寄港の予約も結構入っています

ので、少しずつ元に戻るのではないかと期待してい

るところです。

空港については、半分くらいが減便になっている

状況です。今後の感染状況によりますが、航空会社

もかなり大変なので、少しでも回復してくれたらと

思っています。

小山緑郎委員

一日でも早く元どおりに近くなるように、国民の

ために頑張ってほしいと思います。よろしくお願い

します。

宇佐見康人委員

警戒レベルが３以上であればクルーズ船の受け入

れをしないというマニュアルについてですが、ク

ルーズ船の協議会などから見直しなどの要望は出て

いませんか。

港湾空港課長

３月に県のガイドラインを作り、最終的にはあき

たクルーズ振興協議会の承認を得て運用しているの

ですが、その会員からはそういった声は上がってい

ません。

宇佐見康人委員

高知は昨日か一昨日からクルーズ船の受入れが始

まり、大船渡は６月頃には受入れをしていたと思い

ます。そのような状況の中で、秋田県だけ県独自の

警戒レベルを理由に受入れはしないとなると、ク
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ルーズ船会社としては依頼しにくいと思います。

また、新型コロナウイルスの終息を見据えて経済

活動を再開していきましょうという状況になったと

きに県の警戒レベルがまだ３であれば、発展的な受

入れ態勢にはならないと思います。今後、マニュア

ルを見直す予定はありますか。

建設部港湾技監

クルーズ船については、県のガイドラインで県の

警戒レベルが２以下の場合は受け入れオーケーとし

ています。一方で、今ワクチン接種が進んでおりま

すので、今後国のガイドラインが改定される可能性

があります。我々としても受け入れられるところは

できるだけ受け入れていきたいと思いますので、国

の動向を見つつ必要に応じて県のガイドラインの改

定等を考えていきたいと思います。また、警戒レベ

ルに関することなので、医療機関とも協議しながら

検討を進めていきたいと思っています。

宇佐見康人委員

警戒レベルも大事かもしれませんが、県の病床確

保計画で定めるフェーズを中心に考えればいいので

はないかと思いますので、その点も含めて検討して

もらえればと思います。

小山緑郎委員

静岡県で盛土の土砂災害があり、秋田県でも盛土

に関して調査したようですが、そうしたことも含め

て山、川、海など災害が発生する箇所は様々です。

国では５か年計画による国土強靱化のための予算を

出しています。建設部として、特にこうした箇所の

強靱化を図っていきたいという計画や考えはありま

すか。

建設部長

国土強靱化予算の枠については、予防保全や事前

防災などいろいろとあるわけですが、基本的には内

容がある程度決まっており、それに合わせて実施し

ています。

また、地方公共団体の橋梁であれば、先ほど言い

ました健全度区分ⅢやⅣのものに関しては、令和７

年度までに修繕着手率７３％という目標が国から示

されているので、できるだけ目標に沿うように実施

していきたいと考えています。

小山緑郎委員

県内の盛土調査の結果はどうでしたか。

河川砂防課長

静岡県熱海市で起きた土石流災害を受けて、全国

的に盛土の調査を行っています。秋田県においても、

国からの調査要領に基づいてそのような土砂災害が

起きる可能性のある箇所について抽出したところで

あり、その抽出した箇所について法令等を所管する

部局が現地調査を進めています。調査結果は１１月

頃を目途にまとめる予定です。

小山緑郎委員

もし危険なところがあったら、早急に手を加えて

いただくようにお願いします。また、住民に対して

の注意喚起も怠りのないようにお願いします。

薄井司委員

主要な施策の成果の８５ページにあるコンパクト

なまちづくりの推進について、事業内容を教えてく

ださい。

都市計画課長

少子高齢化、人口減少が進んでいる中で、将来的

に都市の人口密度が減った場合に、それに付随して

住民の利便施設も減っていってしまうことが危惧さ

れています。そのため、市町村は一定区域の人口密

度を維持するために立地適正化計画（都市再生特別

措置法第８１条に基づき、人口減少を始めとする厳

しい社会情勢の中でも既存の市街地の質と価値を高

め、居住や都市機能を集約し、コンパクトで効率的

なまちづくりを目指す計画。）を策定するなど、将

来にわたって持続可能なまちづくりに取り組んでい

ます。県としても、そうした計画策定を支援するた

め、市町村の取組に協力していくという事業です。

薄井司委員

支援したところは能代市ですか。

都市計画課長

はい。能代市では令和２年度から立地適正化計画

の策定をしており、その支援をしました。また関連

して、市民の意見を聞くためのワークショップの開

催や、そこで出てきた意見によるまちの賑わいづく

りの社会実験も行いました。

薄井司委員

能代市のマルヒコのところ（能代駅前の畠町通り

の旧丸彦商店周辺）だと思いますが、いろいろな人

の話を聞くとかなり賑わいがあったと伺っています。

県としては、今回のこの事業に対しての評価はどう

ですか。

都市計画課長

おっしゃるとおり、昨年度リノベーションを進め

ていた旧丸彦商店の付近でイベントを開催しました。

当日は天候が悪かったのですが、かなりの方におい

でいただきました。地元の方が主体となって開催し、

手応えを感じたようです。また、今後も自分たちで

イベントを企画したいという話を伺っていますので、

そうした取組が継続されることを期待しているとこ

ろです。

薄井司委員

今回の社会実験は能代市ですが、今後は県内の自

治体が手を挙げてくるのか、それとも県から働きか

けるのか、どういう方向で進めていく予定ですか。

都市計画課長

現在のところ、５市で立地適正化計画を策定済み
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となっています。そのほか、能代市と小坂町におい

て、現在計画策定に着手しています。今後は、まだ

策定していないところに策定に向けた情報提供など

を行っていきたいと思います。また、策定に着手し

た小坂町においても能代市と同様の取組を進めてい

きたいと考えています。

薄井司委員

分かりました。郡部に行けば人の流れが徐々にな

くなって寂しいところがたくさんありますので、積

極的によろしくお願いしたいと思います。

この事業では、執行額の倍くらいの不用額が出て

います。これは、もう何か所か実施する予定だった

のが１か所しかできなかったということですか。

都市計画課長

人を集める講習会や各種打合せなどについては、

新型コロナウイルスの影響でなるべく小規模にした

り回数を減らしたりしました。また、予定していた

先進地視察を中止したので、バスの借り上げ費用が

不要になったことが大きいです。

薄井司委員

分かりました。

吉方清彦委員

港湾についてお聞きします。能代港も秋田港も

主に洋上風力発電関連だと思いますが 港湾計

画が改訂されています。高速道路は結構細切れにな

っていていつ開通するか分からないようなところが

まだありますが、港湾の改築に関しては予定どおり

に進んでいますか。

港湾空港課長

今は能代港を重点的に整備しており、国と県で分

かれてそれぞれ整備しています。

国では今は岸壁を整備しており、令和５年度を目

途に完成したいということで鋭意進めています。特

段遅れているという話は聞いていませんので、目標

年次には完成するものと思っています。

県では、岸壁の背後の埠頭用地約１０ヘクタール

を令和２年度から整備しています。今は設計が終わ

り、埋立て免許の申請等の手続きをしています。順

調にいけば来年の秋口くらいには工事に取り掛かる

予定となっています。こちらも今のところ順調に進

めているところです。

吉方清彦委員

全体像をできるだけ見せていく必要があると思い

ます。というのは、能代港は洋上風力発電の基地港

湾になっており、促進区域に指定されています。こ

れから事業計画を立てて洋上風力発電を建設すると

なると、港を使う計画になっていきます。その先に、

地元にお金が落ちるのかどうかは港を使うかどうか

にかかってくると思います。

現に能代港の港湾区域で洋上風力発電の工事をし

ていますが、能代港では間に合わないということで

秋田港を使っています。一部の資材を能代港に置い

たりしていますが、利用度は低いです。こうしたこ

とから、この年度までにはこれが完成するといった

計画を示していく必要があると思います。そういう

ことに関して、今後国に働きかけてなるべく早く予

定を教えてもらうことは可能ですか。

建設部港湾技監

現在実施している事業については、国が事業評価

などの委員会において完成年次などの予定を示して

いますので、対外的には公表されていると思います。

ただ、そうしたことを事業者などに対しても情報発

信していくことは必要だと思いますので、国と連携

してうまくできるように考えていきます。

吉方清彦委員

県の担当する部分に関しても、大体この年度まで

にはこれが完成するといった予定は作られているの

ですか。

建設部港湾技監

能代港の背後の埠頭用地については、令和６年度

にオープンする予定で今進めており、一応対外的に

は公表しています。

吉方清彦委員

秋田県の洋上風力発電は今後大きく注目されてい

くわけですが、そこで秋田県にお金が落ちるかどう

かは港を使ってもらえるかどうかに大きく依存する

と思います。地元企業が参入できるように、うまく

機会を提供してほしいと思います。

鈴木健太委員

下水道マネジメント推進課長にお聞きします。秋

田臨海処理センターの下水道リノベーションについ

ては、昨年度から令和７年度までの６か年で取り組

むと見たことがあるのですが、進捗状況はどうです

か。

下水道マネジメント推進課長

秋田臨海処理センター下水道リノベーション計画

というのは、利用されていない土地も利用しながら、

また、古くなっているものを更新しながら、新しい

エネルギーを作っていく事業です。今年度はまだ検

討段階で、設計をしたり基本計画の策定を進めたり

している段階です。

鈴木健太委員

エネルギー供給拠点化という側面と憩い・賑わい

の拠点化という側面の二つが県のホームページでも

上がっています。それぞれの現在の検討状況を教え

てください。

下水道マネジメント推進課長

まず、余剰の土地に風力発電施設を作れないか検

討しています。また、広い土地なので、太陽光発電

についても基本設計をしているところです。
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鈴木健太委員

それはエネルギー供給拠点化のほうですよね。も

う一つのほうはどうですか。

下水道マネジメント推進課長

消化槽などの古くなっている施設を新しくして、

そこでもエネルギーを作ろうとしています。

鈴木健太委員

私が言っているのは憩い・賑わいの拠点化のほう

です。

下水道マネジメント推進課長

憩い・賑わいの拠点化に関しては、県内でそうい

う珍しい取組をしているところに声かけをして検討

している段階です。まだ設計などの詳細を詰めてい

る段階ではありません。

鈴木健太委員

スケジュールとしては、いつ頃どのように決まる

予定ですか。

下水道マネジメント推進課長

今年度は基本的なところを考えて、来年度にはい

ろいろな場所で公表できると思います。

児玉政明委員

部門別成果には記載されていないですが、予算執

行状況調の３３０ページの営繕課についてお伺いし

ます。県有建築物大規模修繕と県有建築物天井等耐

震化推進事業について、結構な金額ですが内容をお

知らせ願います。

建設部参事（兼）営繕課長

県有建築物の大規模修繕事業については、あきた

公共施設等総合管理計画の個別施設計画に基づいて

進めており、令和２年度は平鹿地域振興局庁舎の冷

暖房設備の改修工事や花輪スキー場のところにある

トレーニングセンターの屋根防水改修事業等を行い、

引き続き県有建築物の安全安心の確保と施設の長寿

命化を図っています。

県有建築物天井等耐震化推進事業については、脱

落による重大な危険を生ずるおそれがある天井を改

修する事業であり、令和２年度は県立総合プール等

の天井の改修を行い耐震性を確保しています。

児玉政明委員

どちらも危険な箇所を発見して急に必要になった

事業ではなくて修繕の管理計画にのっとって行って

いる事業ということですか。

建設部参事（兼）営繕課長

飽くまでも計画に基づいて行っています。

児玉政明委員

この事業は単年度で終わっている事業ですか。そ

れとも２年、３年にわたる事業ですか。

建設部参事（兼）営繕課長

工事は単年度ですが適切な時期に工事をしたいと

いうこともあり、前年度に設計して翌年度に工事を

するものが結構多くなってきています。

児玉政明委員

分かりました。

宇佐見康人委員

あきた安全安心住まい推進事業の不用額の要因は

何ですか。

建築住宅課長

令和２年度は、年度当初からリフォーム事業に新

型コロナウイルスの影響がかなり生じていました。

具体的に言いますと、リフォームの場合はどうして

も人が住んでいる家屋の中に業者が入ることがある

ので、それをためらわれるケース、あるいは世界的

なサプライチェーンのダメージなどで資材が入って

こないことにより給湯器装置や台所の流し台の供給

がおぼつかなかったという話を聞いています。想定

した全体計画に対して、新型コロナウイルスが大き

く影響したと認識しています。

宇佐見康人委員

今年度も似たような状況ですか。また、ウッドシ

ョックの影響は現在ありますか。

建築住宅課長

今年度については、新設住宅着工統計にも表れて

いますが、住宅産業は比較的好調に推移しています。

その好調さは住宅リフォームにも影響があり、昨年

度のような状況ではありません。加えて今年度の前

半には、昨年度の冬場に発生した豪雪や暴風雪によ

る住宅被害の復旧をする方が多かったため、非常に

好調に利用されました。

そうしたことから、今年度は昨年度のように多く

の不用額が出る状況ではありません。今後も執行状

況を適切に把握しながら推進してまいります。

宇佐見康人委員

汚泥のリサイクルについて伺います。秋田県にお

ける再利用率は全国の中でかなり下位だったと思い

ますが、改善傾向にありますか。

下水道マネジメント推進課長

昨年度から、県北地区において汚泥等を集約処理

して土壌改良補助材として有効利用しているので、

再利用率は少し改善されています。また、来年度か

ら始まる予定の県南地区における汚泥の再利用がま

だ始まっていませんので、それが供用開始すれば再

利用率は更に上がると思っています。

宇佐見康人委員

県南地区のリサイクルを含めれば、リサイクル率

は何％くらいになりますか。全国のリサイクル率は

七、八割くらいだと思いますが、そこまで行くのは

かなり厳しい状況ですか。

下水道マネジメント推進課長

現在、秋田県は４０％程度にしかなっていません。

県南地区の汚泥がリサイクル率に含まれても、秋田
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臨海処理センターの汚泥量がかなり多いので七、八

割には届かないと思っています。

髙橋武浩委員

建築住宅課の事業について伺います。県営住宅ス

トック総合改善事業費が計上されていますが、これ

は毎年同額程度で推移していますか。

建築住宅課長

年額で３,０００万円から４,０００万円くらいの

措置をしています。

髙橋武浩委員

不用額が計上されていますが、これはどのような

要因で計上されたのですか。

建築住宅課長

想定した工事は全て実施しており、請差等で発生

した残額を不用額として処理しています。

髙橋武浩委員

改善して環境を整えていると思いますが、空き室

の状況はどうなっていますか。

建築住宅課長

令和３年度８月時点の入居率は８１.６％程度に

なっています。２割近くの空き室があります。

髙橋武浩委員

毎年同じような状況ですか。

建築住宅課長

経済情勢にも影響されますが、最近は空き室が若

干増加傾向で推移しています。

鈴木健太委員

建設部全体について、部長にお聞きします。今日

は部局別審査５日目です。主要な施策の成果の記載

内容の薄さに驚いています。ほかの部と比べてあま

りにも内容が薄いです。建設部は粛々と進める部だ

とは思いますが、建設産業における担い手の確保や

ＩＣＴに関する取組、まちづくりの推進などいろい

ろな事業があるのに、一、二行の記載しかないのは

いかがなものかと私はすごく感じました。この決算

資料と部局長説明で審査してくれという話なのでし

ょうが、建設部が昨年度取り組んできたことの報告

としてはあまりにも薄いのではないかと思います。

これは是非改善していただきたいと思います。いか

がですか。

建設部長

主要な施策の成果に関しては今までこの形で作成

していたということもあるとは思いますが、確かに

建設部の事業は突発的に出てくるものではなくて、

長く継続的にインフラを整備して、その結果として

ストック効果（移動時間の短縮、輸送費の低下等に

よって経済活動の生産性を向上させ、経済成長をも

たらす効果（生産拡大効果）と衛生状態の改善、災

害安全性の向上等を含む生活水準の向上に寄与し、

経済厚生を高める効果（厚生効果）のこと。）を生

み出して県の産業振興、人流、物流、観光振興、日

常生活に寄与するものです。基本的には、大きな計

画がある中で少しずつ進めているのでこのような中

身になっていると思いますが、今指摘されたとおり

昨年度はこれだけの成果があったとかトピックスの

ように強調すべきところとか、建設部も頑張ってい

ることを県民の方々に知ってもらえるようにもう少

し内容を濃くしていきたいと思っています。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で建設部関係の質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、来週２５日、月曜日、

午前９時３０分に委員会を開き、教育委員会関係の

審査を行います。

散会します。

午後 ２時４６分 散会
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令和３年１０月２５日（月曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（部局別審査（教育委員会、警察本部））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

部局別審査（教育委員会）

書記 松 江 翔 一 録

午前 ９時２９分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

総務課施設整備室長 安 田 一 彦

教職員給与課長 丸 山 隆

幼保推進課長 熊 谷 仁 志

義務教育課長 和 田 渉

高校教育課長 渡 辺 勉

特別支援教育課長 佐々木 孝 紀

生涯学習課長 橋 本 裕 巳

生涯学習課文化財保護室長

武 藤 祐 浩

保健体育課長 寺 田 潤

福利課長 太 田 司

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。２２日

に引き続き、部局別審査を行います。

教育委員会関係の審査を行います。初めに、教育

長の説明を求めます。

教育長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

【「すみません、訂正」と呼ぶ者あり】

教育長

１０４ページの６行目、新たに３園を認可のとこ

ろを私、許可と読んでしまいました。認可に訂正さ

せていただきます。申し訳ありませんでした。

委員長

教育委員会関係の質疑を行います。

島田薫委員

特別支援教育について質問させていただきます。

説明資料の９２ページの下のほうですけれども、特

別支援学校８校において、理学療法士等の外部専門

家を活用とあります。この事業はもう複数年続けて

いらっしゃると思うのですが、大体何年ぐらい続け

ているかお知らせください。

特別支援教育課長

外部専門家の事業でありますけれども、最初は国

の事業として県で行いました。実際に県で外部専門

家を配置することに関しましては、約１０年にわた

って続けております。

島田薫委員

この事業は効果が上がっているということで続け

られているのでしょうか。

特別支援教育課長
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障害を持つ子供たちは、例えばふだんの姿勢であ

ったり、非常に難しい状況を持っている子供たちが

たくさんおります。学習に向かうにあたり、姿勢を

安定させるために専門家の知識及び力を借りまして、

私たちが教育しやすい環境を作っていくということ

で活用させていただいておりますので、教育現場で

は非常に役立っていると認識しております。

島田薫委員

この活用という言葉の意味をお知らせください。

特別支援教育課長

飽くまで教育の環境のために活用させていただく

ということで 医療としてのリハビリテーション

を外部専門家の方々は本来の業務として行っている

わけですけれども、教育に活用するという意味合い

で活用という名称を使っております。

島田薫委員

理学療法士等のリハビリのスタッフは、例えば県

立の医療療育センターやリハビリテーションセン

ター、循環器・脳脊髄センターに多数在籍している

と思いますが、それ以外にどういうところに協力を

依頼しているかお知らせください。

特別支援教育課長

県内各市単位で特別支援学校がございますが、そ

れぞれの地域の病院から御協力を頂いております。

医療療育センターなどにもお願いをしておりますが、

公立の病院に限らず、地域の病院で日常的に学校と

関係を持っていただけるところにお願いしています。

島田薫委員

民間もとのお話ですけれども、そうするとこの活

用という言葉は何か上から目線のような、民間の職

員を活用しているのだというように取られかねない

と思いますが、その点いかがでしょうか。

特別支援教育課長

実際に民間の病院にお願いする際には、院長とも

懇談を持ちまして、学校教育への協力について理解

をしていただいた上で活用させていただいておりま

す。

島田薫委員

非常に成果が上がっているということで、いい事

業だとは思うのですが、その活用という言葉が

例えば協力など、もう少し誤解を招かないような言

葉にするとか、あるいは成果が上がっているのであ

れば、例えば県でそういう職員を常勤として雇用す

るとか、そういうことも考えてみてはいかがでしょ

うか。

特別支援教育課長

現在は、非常勤という形で各学校で雇い入れる形

を取っておりますので、事業というわけではないの

ですけれども、毎年継続して雇用していく方向で考

えております。

島田薫委員

分かりました。以上です。

鳥井修委員

昨年来のコロナ禍の影響で、様々なところで影響

を受けていると思います。特に子供たち、高校生ま

で含めていろいろな行事ができなかったり、その中

でもできることをやってきたのだと思いますけれど

も、コロナの影響によって、子供たちが受けた影響

について、県としてはどのような認識でしょうか。

少し大きい話なのですけれども。

教育次長（石川政昭）

各校種とも一番影響を受けたのは、様々な体験を

通した交流に大分制約がかかったという部分かと思

います。ですが、そういった部分を少しでも子供た

ちのために緩和したいということで、学校のほうで

は別のやり方で授業を行ったり、あるいは様々な場

面において制約がある中でもできるだけ交流できる

ように配慮しておりますので、通常どおりにはいか

ない部分もありましたが、学校の中では最大限配慮

をして進めてきているものと考えております。

鳥井修委員

いろいろ工夫されていることは、十分認識してお

ります。逆に、生徒や保護者の方々から御意見とか、

こういう状況だからこういうこともしてくださいと

か、できなかったことのフォローなどについての御

意見とか、そういうものはあったでしょうか。

教育次長（石川政昭）

春先は授業等に大分制約が出ましたので ただ

秋田県の場合は、感染者がその後あまり多くなりま

せんでしたので、授業そのものをストップしたりと

いうことがあまりなかったのですが、これが長引い

たり、あるいはもっとひどくなったときにはオンラ

インを活用した授業ですとか、そういったことも考

慮してもらいたいというような要望があったと認識

しております。

鳥井修委員

それらにしっかり対応できたという理解でよろし

いでしょうか。

教育次長（石川政昭）

校種によっても異なりますが、通常の学校の運営

に戻ってからも、非常時に備えてできないかという

ことで準備は進めてきております。

鳥井修委員

先ほど、交流というお話がありました。要は接触

を避けようということで、それが主体的な対策にな

ると思うのですけれども、例えばスポーツ系では、

全国大会に参加できないときは、県独自の大会をや

ったりということがありました。例えばそのほかの

文化部とか、スポーツ以外のところでも授業以外の

活動がいろいろあると思うのですが、その辺で県と
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して何かやられたかお知らせください。

高校教育課長

昨年度の全国大会等については、中止になること

が多かったのですが、県独自で開催するなど、対応

に努めてまいりました。ただ、やはり感染予防が第

一義でしたので、その意味では全てを集めた形で大

会等を実施することは困難な場面が多くあったかと

思います。

鳥井修委員

先ほど自分は具体的にスポーツと言ったのですけ

れども、そのほかでは、ほとんど代替措置はできて

いなくて、ほぼ中止ということで良かったですか。

高校教育課長

例えば農業クラブの全国大会などが予定されてい

たのですけれども、残念ながら中止になりました。

やはり全国的な規模の大会に関しては、実施が困難

だったと思っております。

鳥井修委員

昨年度のコロナ禍の中では、いろいろな制約があ

って、できなかったことは当然だと思います。それ

でも高校時代であったり、一番貴重な時間がいろん

な制約を受けて 多分人生の中の一番大事という

か、思い出に残る年頃に制約を受けていろいろなこ

とができなかったということを考えると、やはり何

かしらのフォローが、今年度も含めて必要ではない

かと思うのですが、昨年度のコロナ禍で 今年も

まだコロナ禍は続いているのですけれども そう

いう経験などができなかった子供たちへのフォロー

に関して、何か対策とかは考えられましたか。

高校教育課長

今年度に関しては、昨年度の危機的な状況を踏ま

えて、感染予防に努めながら高校生のインターハイ

を実施しましたし、更には全国高校文化祭も開催し

ました。大会運営についても、各都道府県でしっか

り感染予防に努めながら、高校生の発表の場を何と

しても確保したいという熱意を我々も感じることが

できました。そういった意味で多方面において、本

当に努力していただいたなと感謝をしております。

鳥井修委員

ありがとうございます。

昨年度の感染防止対策等において、ある程度統一

してやられた部分はあると思うのですけれども、少

しまちまちなところもあったかなと思うのです。基

本的には、感染対策をしっかりやりながら、できる

ことはしっかりやったほうが良かったのかなと思う

ところもあるので、今は感染者もいなくなって

今はたしか入院者もいなくなりましたね、感染者も

ゼロという状況で この後第６波が来るとの話も

ありますが、去年の知見や経験があるので、何とか

子供たちの思い出に残るようないろいろな活動につ

いて極力できる方向でやっていただきたいと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。

高校教育課長

中止の判断をすることは簡単です。どのようにす

れば実施できるか、そういった工夫をしながら、目

の前にいる生徒たちのために、いろいろな意味で頑

張っていきたいと思っています。

島田薫委員

新型コロナに関連して質問させていただきます。

説明資料の９４ページに新型コロナウイルス感染

症対策とありますが、ここに校務サポートスタッフ

という項目があります。これは、その３行上に記載

のある働き方改革においての校務サポートスタッフ

と性格が違うのですか。つまり、働き方改革という

のはこれから継続して進めていかなければいけない

ことだと思うのですが、新型コロナに関して言えば、

先ほど鳥井委員からもお話があったように、感染の

状況によって必要が高まったり、それほどでもなく

なったりという変動があるかと思います。この辺り

のサポートスタッフの雇用形態と、それから雇用継

続の見通しというのは違いがあるものでしょうか。

義務教育課長

働き方改革における校務サポートスタッフについ

ては、例えば教員の授業の準備とか、教材研究の手

伝いとか、そういった形で教員の負担軽減に努めて

おります。それから、新型コロナウイルス感染症対

策における校務サポートスタッフの位置づけですが、

こちらは主に消毒作業、それから窓の開放とか、そ

ういった 先生方の働き方につながるのですけれ

ども 子供の安全確保のために作業をしています。

雇用の形態につきましては、非常勤職員という形で

雇用しています。

それから、今年度につきましては、新規事業とし

て、豊かな学びと新しい生活様式の支援員配置事業

ということで、同程度の人数を配置しています。こ

の先に関しては、なかなか予想できないことですの

で、感染が懸念される以上は継続してまいりたいと

考えているところです。

島田薫委員

新型コロナに関して言えば、学校の先生たちから、

消毒作業などで仕事量が増えて大変だという話は聞

いておりました。このサポートスタッフを配置した

のは非常に良かったと思います。是非必要に応じて、

事業を続けてほしいと思います。

義務教育課長

私たちも、子供の安全の確保が第一、そして教員

の働き方改革という点においても継続してまいりた

いと思っています。

宇佐見康人委員

鳥井委員の関連で何点かお願いします。
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まず、去年の１年間で部活動だとか、各種大会が

中止又は延期、あとは規模縮小など、いろいろな形

態になりましたが、昨年度の反省を踏まえて、今年

度はこういう工夫をして開催できる方向でやってい

ますというのがありましたら 甲子園予選やイン

ターハイ予選は、一部観客制限をしてやっていると

いうのは知っているのですが、改めてお知らせくだ

さい。

保健体育課長

各種スポーツ大会の開催については、それぞれの

団体が医師会の指導の下、様々なマニュアル等を作

っておりまして、観客の有無も含めて事前に検討し

ているところであります。例えば保護者の入替えを

するだとか、そういうふうなことも踏まえて、可能

な限り大会を開催できるように、各団体が子供たち

の発表の場を設けられるように、工夫しながら取り

組んでいるものと捉えております。

宇佐見康人委員

昨年度もそうでしたし、今年度もそうなのですが

県に言ってもどうしようもないかもしれないで

すが 各地区の中学校だとか、スポ少（スポーツ

少年団）だとかで保護者の有観客の度合いが違った

り、例えばラグビー、サッカー、野球などの各種大

会において、一方の大会では出場校から陽性者が出

たら出場を見合わせるという規定があったり、一方

では延期してやりましょうというのがあって、保護

者の間でもなかなか納得できないまま進んでしまっ

たのかなというのが正直なところです。

去年は１年目でコロナがどれくらい広がっていく

のか、どういう脅威があるのかが分からないまま進

めなければいけなかったというのも十分分かるので

すが、そういった去年の反省を踏まえて、今年度以

降は変えていかなければいけないと思います。来週

から警戒レベルを下げるということになっています

が、どこまで警戒レベルが下がれば普通どおり観客

を入れられるだとか、そういったことは、教育委員

会としては検討しているものでしょうか。

保健体育課長

先ほども申しましたように、大会の開催だとか、

有観客だとか、無観客だとか、そういったことにつ

いては、例えば体育連盟であったり、それぞれの主

催となる競技団体が最終的な判断をすることになっ

ております。

ただ、県のほうでも何も関わっていないわけでは

なく、様々な場面で中学校体育連盟や高等学校体育

連盟などから相談も受けておりますので、我々のほ

うでも、こういう場合にはこういう対応をしてくだ

さいというようなことも意見として言っております。

ただ、外でやる競技であったり、中でやる競技で

あったり、それから会場の規模であったり、競技種

目の特性によってもその判断は異なってきますので、

全ての競技がこの基準でということはできません。

なので、高体連（高等学校体育連盟）であったり、

高野連（高等学校野球連盟）、あるいは中体連（中

学校体育連盟）でいろいろと基準を決めてはいるの

ですけれども、その基準を基にしながら、この会場

であれば、この人数であれば、どの程度の規模で開

催できるのかという辺りを最終的に判断していくも

のと捉えております。

宇佐見康人委員

もう一点、スポ少関係なのですけれども 県の

所管ではないかもしれないのですが ９月に警戒

レベルが上がって、部活動をなるべくやらないよう

お達しが出ました。各市町村からスポ少も同様の基

準でお願いしますとの連絡があった中で、徐々に感

染者数が減っていった際、Ａ市ではスポ少が徐々に

再開されているものの、Ｂ市ではなかなか再開され

ない。市に問合せをしたところ、県がまだ厳しいま

まなのでこのままでいきますという形で県の対応に

合わせてやっているところもあれば、自分たちの市

は感染者が少ないから練習ぐらいはオーケーでしょ

うとか、市内では対外試合もオーケーですよとか、

自分たちで考えている市町村もありました。昨年度

も実際そういうことがあったのですけれども、今年

度も残念ながら同じ形になっています。その辺の調

整などはしているものでしょうか。

保健体育課長

県のほうから、様々な大会の参加であったり、練

習の在り方であったり、練習試合や宿泊はどうかと

いう辺りに関して留意事項を出しているわけですが、

小学生、中学生、高校生の活動はそれぞれ交流の範

囲が大分違っており、高校生になると県外との交流

もかなり頻繁に行われるようになってきます。小学

生でももちろん全国へ行く場合もありますけれども、

その地域での活動が多くなってくるのかなと思いま

す。スポ少に関しては、県のスポーツ少年団のほう

で我々の通知文書を基にして統一した留意事項を各

市町村のスポーツ少年団に出しており、それを基に

しながら、各地域のスポーツ少年団が、例えば市の

教育委員会等と相談しながら地域の感染状況に応じ

た基準を定めて対応している状況にあるものと捉え

ております。

小野一彦委員

昨年のコロナによる大きな影響を受けて進められ

た部分についてですけれども、資料の９４ページに

あるオンライン学習の関係で、わか杉学びネットを

立ち上げて、家庭学習や学校におけるＩＣＴ活用の

推進を図っている、それからセミナーを開催してい

ると。これは、予算執行状況でいうと３５３ページ

のオンライン学習支援事業、これでいいのですよね。
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去年補正で予算措置されたものだと思いますけれど

も。

義務教育課長

はい、そのとおりです。

小野一彦委員

補正予算要求時の委員会提出資料を拝見しますと、

オンライン学習を進めるにあたり、ポータルサイト

を作られているということで、その内容は学校の授

業とか、家庭学習で活用できる教材だとか、各市町

村の教育委員会が作成した授業動画となっています。

これは設置してから、令和３年も含めて今後中身を

どんどん入れていくスタートアップの段階だと思い

ますけれども、令和２年度に補正で予算化されて以

降、例えば家庭学習で活用されたとか、学校でこの

ような取組事例を掲載しているとか、そういう活用

事例はありますでしょうか。

義務教育課長

内容につきましては、子供たちのための学習コン

テンツ、それから教職員の研修に使用できるものを

掲載しております。件数でいいますと、平均して月

に大体８００件は利用されております。各学校の校

内研修とか、それからモデル校というのもあります

けれども、そういったところではこのホームページ

を立ち上げていることを積極的に保護者にお知らせ

しているようで、活用は進んできていると思います。

ただ、始まったばかりといいますか、着手して、

これから正に充実させようというところですので、

モデル校の取り組んでいる内容などをこれから更に

充実させてまいりたいと思っています。

小野一彦委員

去年一斉休校があったときに、地元の方からもす

ごく不安や心配の声が寄せられて、自分たち県民と

しても、また第何派とかが来てこういうオンライン

学習を本当にやらなければいけない場合に備えて勉

強しなければいけないのではないかということで、

前任の課長にも来ていただいて３回くらい勉強会を

やりました。やはり学校ごとに、あるいは先生方の

スキルの状況に応じて、いろいろな課題があるよう

に見えるのですけれども、令和２年度からやってみ

て、課題等はどのように認識されていますか。

義務教育課長

年度当初は、設定がなかなか進まなくて、教職員

なども切替えが円滑にできなかったという点があり

ましたが、夏季休業中に研修会もありまして、教員

の操作に関するスキルも大分上がってきております。

それから、県で指導主事訪問がございまして、そ

の状況を聞いていますと、まず一つは子供たちの操

作技術はかなり高まっていると。なれ親しんでいる

様子が見えるということが報告されています。

また、教職員につきましても、これは課題になる

かもしれませんが、個人差はあるものの、リーダー

シップを発揮している先生もおりますので、そうい

った先生方がスキルを共有して取り組んでいるとい

う状況です。

学校現場ではかなり使ってはいるのですけれども、

授業において効率的、効果的に使うというところが

一番大事な要素になってきますので、そこは今後の

課題と捉えています。

小野一彦委員

コロナ対策だけではなくて、オンラインというの

は遠隔地の、例えば大規模といいますか、子供たち

がたくさんいる学校と、それから少人数 本当に

少ない人数の過疎地で学んでいる子供たちが一緒に

学んだり、そういう交流を通して学ぶ意欲を高めな

がら、高い内容の学習ができるというメリットもあ

ります。コロナで後押しされたオンライン学習です

が、どんな地域にいても高い質の学びができること

について、大いに戦略的に活用できる取組だと思い

ます。文科省（文部科学省）でもそういうモデル事

例等をウェブサイトで公開していますけれども、県

あるいは各市町村教育委員会の取組において、そう

いう遠隔地学習を後押しするようなものは何かお考

えですか。

義務教育課長

大きく分けて２つあります。まず１つは、先ほど

お話ししましたけれども、ふだんの授業の中でのパ

ソコン・タブレットの活用についてです。それから、

もう一つは、リモート 遠隔地における活用とい

うのがありますが、後者につきましては、実際に小

規模校を指定しておりまして、どういった活用がで

きるのかという検証をしています。実情を申し上げ

ますと、学校のインフラ整備はかなり進んでいます

ので、学校と学校のリモートに関しましては、交流

等をしている学校もございます。

ただ、課題は家庭のインフラです。学校と家庭と

いったときに、ここがまだ十分ではないと捉えてい

ます。この分に関しては、文部科学省の補助事業も

ありますので、そういったものの活用を促す通知も

出しております。この後、進捗状況も確認しながら、

支援できるところは支援していきたいと思っていま

す。

小野一彦委員

そういう部分は、令和２年が大変だったと思いま

すが、可能性と希望が芽生えてきた１年だという観

点から、そういう中山間地や過疎地などの子供が少

ないところでも可能性が開けるような、そういう部

分を新しく策定するプランの中でも是非取り組んで

ほしいと思います。そこを最後にお願いします。

義務教育課長

大変ありがとうございます。私たちも学校によっ
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て、特に小規模校では交流が少ないと感じています。

そういう点では、今回のパソコンやタブレットの導

入によるリモートというのは交流を深めるチャンス

にもなっていますので、そういった視点で拡大して

いくように努めてまいりたいと思います。

佐藤信喜委員

オンライン授業に関わる教員の指導力向上という

点では、多分資料の９６ページにある指導主事向け

ＩＣＴ活用研修会も関係してくると思います。これ

は３回実施し、１１０人が受講したとのことですが、

今回受講した１１０人の先生方がこの後それぞれの

学校に行って、他の教員に指導していくということ

なのでしょうか。

義務教育課長

指導主事を対象としているものは、研修会という

よりも、いろいろな訪問のときに指導できるように

ということです。教員向けにはオンライン授業ス

タートアップセミナーというものからスタートしま

して、２５市町村を対象に専門の方をお呼びして講

座を開きましたけれども、実際に実施したのは１７

市町村でありました。いろいろな事情があったのか

もしれません。そこから全職員が休校時に備えてリ

モートの操作方法を学ぶということです。平常時に

つきましては、様々な研修会がございますので、そ

ちらのほうでスキルアップに努めているところです。

佐藤信喜委員

ありがとうございました。先ほど子供たちのほう

が端末操作に慣れ始めているという話もお聞きしま

したけれども、正にそのとおりで、子供たちが逆に

教員の方々の指導力を見ているというのもあるので、

あの先生はできる、できないといった話も伺います。

そういった点では、なかなか慣れるのが難しいなど

とタブレットを嫌うのではなくて、指導していかな

ければいけないという思いを持って、何とか教員全

体のスキルアップにつながるような取組を早急に進

めていただければと思いますが、その点については

いかがでしょうか。

義務教育課長

校内研修も県の研修も教員を対象として進めてい

ますけれども、委員御指摘のとおり、やはり子供と

同じように教員にも個人差がありまして、その辺の

ギャップをいかに埋めていくかというのが課題であ

ります。

ただ、もしかしたら子供たちから学ぶ場面もある

かもしれませんし、今各学校でリーダーシップを発

揮している得意な先生がいますので、そちらの方々

を育成することによって波及させていく、そういっ

たアプローチを考えています。

佐藤信喜委員

他県の取組がどの程度進んでいるのか分からない

のですけれども、やはり秋田県は教育に関してはト

ップレベルでありますので、何とかこの分野でも力

強く進めていただければと思います。

関連してですけれども、先ほど不用額について、

ｅ―ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン事業で実績

減が８億２,２６５万５,０００円ということであり

ました。４億９,７３１万５,０００円の執行があっ

て、８億円も不用額が出ている。これはかなり大き

な額だと思います。総務課施設整備室のＧＩＧＡス

クール構想に関連する予算だと思うのですが、この

不用額の主な内容をお聞かせください。

総務課施設整備室長

ｅ―ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン事業の不

用額の経緯について、少し詳しくお話ししたいと思

います。

この予算ですが、令和元年度から令和２年度に明

許繰越した事業であります。国の補正予算でＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向けた校内通信ネットワー

ク整備事業が予算化されたことに伴い、本県では県

立学校５９校の校内ＬＡＮ整備等を実施する事業と

して、令和元年度の２月補正予算で追加提案させて

いただいたものであります。予算額は１３億

１,９６１万８,０００円で、財源は国が２分の１の

６億５,９９８万５,０００円、残りが起債 補正

予算債となっております。

予算額については、１月下旬に文科省に提出した

交付申請見込額と同額となっております。国では当

初、１校当たりの上限額を３,０００万円としてい

たことから、本県ではモデル的な高校１校で見積り

を徴取して、約２,２００万円で積算したところで

あります。議決後の３月上旬に文科省から補助金の

内定額が約２億４,９００万円と示されたため、補

助金見合いの事業費を約４億９,８００万円として

執行したところであります。この４億９,８００万

円と予算額１３億１,９６０万円の差が不用額とな

っております。

この補助単価が安くなったことについて、文科省

では、申請数が多く、要望額も高額となっている自

治体が多かったため、自治体間の不公平感を解消す

るとともに適切に補助金を執行する観点から普通教

室等の学級規模に応じて補助単価を定めたためとし

ております。このため、本県でも補助対象事業費の

範囲内で事業内容を精査し、普通教室と各学校が授

業で使う特別教室等を整備対象として計画を変更し、

事業を実施したものであります。

繰り返しになりますが、明許繰越した事業であり

まして、途中で翌年度補正等で減額するということ

ができなかったため、最終的に不用額という結果と

なっています。

薄井司委員
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関連してなのですけれども、不用額のところで、

１,７００万円ぐらい金額に差が出ているのです。

教育長が説明した資料と実際の説明資料は、内容が

同じなのですけれども、金額が少し違っているので、

何か別の事業が入っているのでしょうか。

総務課施設整備室長

令和元年度の２月補正予算において同じ事業名で、

施設整備室ではオンライン通信ネットワークの整備

に関する予算、高校教育課では義務教育関連のタブ

レット等の整備に関する予算を組んでいたため、そ

ちらの不用額も合計した形が部局長説明の金額とな

っているものです。

薄井司委員

その分プラスされているということなのですか。

高校教育課長

同じ事業名でｅ―ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プ

ラン事業の中で高校にタブレット端末、それから大

型提示装置、実物投影機などを設置しておりまして、

その実績減と請け差で１,７００万円の不用額とな

っております。

薄井司委員

それを全部一緒にしたわけですか。なるほど分か

りました。

先ほどの件ですけれども、こういった起債とかの

関係は全部しっかり処理されているでしょうか、当

然だと思うのですけれども。起債の関係はどうなっ

たものですか。

総務課施設整備室長

予算を組んだときはまだ正式な交付決定前だった

と先ほどお話ししましたが、議決後に交付決定され

たことによって、県としては予算どおりに繰り越し

ております。もちろん県で高額な金額を予算化して

いたというのは国のほうも承知しておりまして、そ

の後のやり取りにおいて実際に内定額に合わせた形

で再度申請をしておりますので、起債についても、

その金額に合わせた形で決算となっています。

薄井司委員

確認ですけれども、繰越明許になった場合に補正

できないというのは、財務規則などで決まっている

わけですか。

総務課施設整備室長

そのとおりです。明許繰越したものは、そのまま

予算上執行して、余った場合は不用額になるという

形になります。

吉方清彦委員

デジタル教育関連でお聞きします。

私も学校教育の現場を見る機会があるのですけれ

ども、すごく変わっていますね。びっくりするぐら

いに、もう我々が高校で勉強した時代とは全然違っ

ています。これは大きな転換なのですけれども、Ｇ

ＩＧＡスクール構想 これは基本的なことなので

すが、いつ頃からこういう体制になると決まって準

備を始めたものなのでしょうか。設備というよりも、

特に先生方の講習とか、そういうものに関していつ

頃から準備に入られましたか。

教育次長（石川政昭）

実はコロナが流行する前、これほど教育のありよ

うが変わるとは正直想像できない部分がありました。

実際、学校現場については、昨年度からコロナに合

わせるかのように、いろいろなことが急激に変化し

てきている実態にあります。

吉方清彦委員

多分そうだと思います。急激に変わって驚いたの

ですが、そういった中で学校もいろいろな種類が

技術系もありますし、進学系の学校もあるのです

が、子供たちは本当に毎日が大事な時間です、どの

学校でもそうなのですけれども。そこで先生方の指

導がうまくやれていないとか、去年の段階で感じら

れたことはあるものなのでしょうか。うまくいって

いるとはっきり言える部分はあるのでしょうか。

高校教育課長

この４月に全ての学校で端末が配置された形にな

りますので、昨年度時点ではコロナによって３月か

ら４月いっぱいまで休校となったこともあり、どう

にかして対応しなければならないという意識はあり

ましたけれども、各学校においてＧＩＧＡスクール

に関した研修をすぐに行うとか、そういった体制は

整っていなかったと思います。

吉方清彦委員

今年から始まったので、去年の決算では関係ない

部分なのかもしれないのですけれども、非常に大き

な転換だと。そしてこういった中で、先ほども遠隔

地の教育などとの表現もありましたが よく幼稚

園から小学校に上がる際のギャップを埋める、小学

校から中学校に上がるまでのギャップを埋めるとい

う事業もあるわけです。これは高校からそういうも

のを使っていくという大きな変化の中で、昨年度の

段階で中学から高校に上がる、若しくは小学校段階

でこういったものに対する先鞭というか、そういう

ものは考えられたものでしょうか。いきなりという

ことでは多分高校生の中にもできない人がいると思

うのです。高校に入って一からやるものと設定して

いるものなのですか。

高校教育課長

高校においては情報の授業もありますし、各学校

にコンピューターも設置しておりますので、これま

でもそういった情報教育はやっておりました。個々

にタブレット端末が配布されて個人で使うことにな

るということについては、なかなか準備できなかっ

たのですけれども、各自が持ったことによって自宅
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に持ち帰り、家庭学習に活用するとか、更には家庭

学習の通信手段に使うとか、今年度から新しいこと

が行えるようになってきたので、教育の幅は広がっ

てくるのかなと思っています。

義務教育課長

小中学校につきましては、成長の段階によって、

かなり異なっております。小学校１、２年生であれ

ば、なかなか卓越した能力を発揮はできませんので、

例えば指で動かすとか、なれ親しむところから。小

学校高学年になってきますと、徐々にキーボードを

打ったり、中学校になるともっと専門的な取組をす

るという形になっています。ただ、この４月から本

格的に始まったばかりですので、体系的な操作方法

のステップに関しましては今作成している段階と捉

えています。

吉方清彦委員

昨年度いろいろと準備が大変だったと思うのです

けれども、スタート時点ではそういうのがまだ考え

られていなくて、今年からやっているという意味合

いと捉えます。本当に子供たちにとっては毎日の教

育の時間は非常に大事で、そこの部分が足りないか

らすぽっと抜け落ちたまま受験しますとか、よく勉

強できていなかったとか、それでは非常に残念なこ

とになってしまうので、子供たちにとって不利益と

いうか 去年のことを生かしながら、今年につな

げるというのは、是非やっていただきたいなと思い

ます。

薄井司委員

先ほどのｅ―ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン

事業の関係で、なかなか理解できないのですけれど

も、高校教育課のほうにも不用額１,７００万円、

執行額１４億円とあります。この事業と施設整備室

の事業はどういう関係なのか。

総務課施設整備室長

施設整備室では校内ＬＡＮの整備、いわゆる工事

に関係する仕事を所管しておりますので、繰り返し

になりますが、今回の事業の中では校内ＬＡＮの整

備と一部電源キャビネットの設置という内容になっ

ております。

薄井司委員

高校教育課の事業も同じことですか。

高校教育課長

施設整備室のほうは高等学校学習環境整備事業、

高校教育課のほうはｅ―ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推

進プラン事業という形で、先ほども申し上げました

が、その中のタブレット端末や大型提示装置、実物

投影機といったものを購入する事業になります。

薄井司委員

それぞれ違う事業と理解していいのですか。

総務課施設整備室長

こちらのネットワークの整備というのは、今高校

教育課長がお話ししましたが、１人１台端末を整備

するということを前提に、国の補助事業としてネッ

トワーク整備事業という形で交付決定を受けた事業

になります。我々のほうで校内ＬＡＮを整備して、

その次に高校教育課で 県立学校が対象になりま

すが １人１台端末と大型提示装置などを整備す

るという流れになっています。

薄井司委員

事業そのものが別物だと思うのですが、別物との

理解でいいのですか。

高校教育課長

学校の施設の中に校内ＬＡＮを設置する、それか

らＷi―Ｆiの機器を設置するのは施設整備室の仕事

になります。生徒１人１人に対してタブレット端末

を配布する、備品を配布する、これは高校教育課の

仕事になります。その区分だと思っております。

薄井司委員

補助申請は別々に行うのですか、それとも同じく

くりの中で申請ということになりますか。

総務課施設整備室長

補助金はどちらも文科省の事業でありますが、我

々のところについては飽くまでも校内通信ネット

ワーク整備事業という形での申請となりますし、高

校教育課の 端末整備の事業名まで詳細は把握し

ていませんが いずれ事業名が違っていたかと思

っております。

高校教育課長

高校教育課では、コロナの交付金（新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金）を１００％

活用しています。

薄井司委員

施設整備室はまた違う事業ですよね。補助事業で

すね、国費が２分の１ですから。

総務課施設整備室長

令和元年度の明許繰越分の事業としては、高校教

育課にも一部予算があります。我々のほうは校内の

ＬＡＮ整備、高校教育課については県立学校、特別

支援学校の義務教育課程分の端末整備の予算がそれ

ぞれの課と施設整備室で繰り越しされております。

２月補正予算で予算を提案したときは１つの事業の

中ですみ分けをして事業を進めていきますと議会に

も説明させていただいたところですが、各課室の予

算がそれぞれ繰越明許になったという流れにはなっ

ております。

それに加えて、先ほど高校教育課長がお話しした

のは、６月の補正予算でコロナの交付金を使って高

校生と特別支援学校の高等部を対象に１人１台端末

を整備するという予算を要求しておりまして、最初

に言った義務教育課程分の端末等については、繰り



- 138 -

返しになりますが、令和元年度に繰り越した、当初

我々と同じ事業名で進めていた事業が対象になる。

要は県立学校分については、補助金の対象になりま

せんので、そういったすみ分けで予算措置をしてい

るということであります。

薄井司委員

まず分かりました。

鳥井修委員

小中学校教育の充実に関して、３０人程度学級を

平成２８年度から実施とあります。ここには臨時講

師８０人と非常勤講師７４人が配置されたとありま

すが、３０人学級をこのままずっとやっていくとし

たら、今後も非常勤講師や臨時講師は必要なのです

か。この人数がずっと必要になっていくという考え

方ですか。

義務教育課長

教職員の数につきましては、義務教育標準法（公

立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準

に関する法律）に基づき、学級数ごとの定数が決ま

っております。それでいきますと、例えば小学校

１、２年生は３５人、それ以上は４０人という基準

で配置されています。本県の場合、少人数学習推進

事業ではそれよりも手厚く、きめ細かに子供たちを

見ていくということで、小学生の場合は３３人、中

学生の場合は３４人を一つの目安にしていますので、

その人数に応じてこれからも継続していきたいです

し、学力の保障、学力の向上、生徒指導も含めて今

後も継続していきたいと思います。

鳥井修委員

内容は分かりましたけれども、いずれ国の定数等

に係る予算の関係とか、国から来るお金の関係もあ

ると思いますし、多分この説明資料でいくと３５４

ページの中学校非常勤講師配置事業の約７,１００

万円、この辺からお金が行っているのですか。

義務教育課長

そのとおりです。人件費に当たります。

鳥井修委員

多分秋田県だけではどうしようもない部分がある

と思うのですけれども、いずれ学校が少人数学級に

なれば、割り返していくと当然教員の数は多くなく

てはいけないと思いますし、それをずっと県費で補

填していくというのも財政的には少し厳しいのかな

と思う部分があります。国への要望等も含めて知事

会であったりとか、国会議員であったりとか、そう

いう要望活動はされているのですか。

義務教育課長

要望しております。国では、小学校の場合 今

年度は小学校２年生ですけれども 段階的に３５

人学級にしていくというのと、それから中学校につ

いても検討するということですので、本県としまし

ても、小学校は決まってきていますけれども、中学

校に関しましては要望しておりますので、国の検討

を後押ししていくことによって、県にとってもメリ

ットがあると思います。

鳥井修委員

全国の学力テスト等で、ここ１０年ぐらいずっと

上位の成果が出ているというのは、多分少人数学級

も一因なのかなと思いますし、講師の先生の中には、

なかなか教諭になれない方がいっぱいいらっしゃる

ことを考えると、県としてもできるだけ採用枠を広

げるように上位機関にもっと強く訴えていただきた

いなと思うのですけれども、今後についてはどうで

しょうか。

義務教育課長

教職員定数につきましては、子供の人数の減少、

それから学校統廃合、そしてこれからの再任用や定

年延長等もありますので、そういったことを踏まえ

て、定数を決めていきます。

少人数学習推進事業については、それとは別に外

づけの数となっています。他県もやっていますけれ

ども、本県の場合はより手厚くやっていますので、

そこは継続していきたいし、そのほかにティーム・

ティーチング（学級担任の教師が進める授業にその

教師とチームを組む他の教師が入り、生徒の習熟度

などに合わせて担当教師を助力しつつ行う授業の形

態のこと。）というのも、本県では国の定数を活用

していますので、それを掛け合わせて子供たちの学

力の質の保障も現在行われていますので、これは継

続していきたいと思っています。

鳥井修委員

質問した内容の真意として、当然人口減少で子供

も減りますし、統廃合もあって、学校の先生の人数

はそれなりに減ってはいくと思うのですけれども、

今は過渡期というか、まだそこまでいっていないの

で 非常勤講師なども含めれば１５４人ですよね、

この方々も多分教員を目指して精いっぱい努力され

ていると思いますし、こういう方がしっかり教員に

なれるような方向に是非つなげていっていただけれ

ばなという思いがあって質問させていただきました。

義務教育課長

本県の課題ですけれども、大量退職に伴う大量採

用ということで、もうどんどん採用しています。も

っともっと採用していかなければならない、そうい

った予定はあります。大体向こう１０年間は採用を

多くしていかなければならないという状況がありま

すので、それを考えますと、確かに非常勤講師の方

もいらっしゃいますけれども、この方々は若い人だ

けではありませんので、講師もそうですけれども、

若い人を採用していきたいという思いはあります。

鳥井修委員
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ありがとうございます。是非その方向で、若い人

がしっかりと本県に採用されて、子供たちを元気に

していただければと思います。

委員長

審査の途中ですが、ここで暫時休憩します。再開

は１１時とします。

午前１０時４５分 休憩

午前１０時５９分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き、教育委

員会関係の質疑を行います。

鳥井修委員

ネットパトロール事業についてお伺いしたかった

のですけれども、概要をまず教えてもらっていいで

すか。

生涯学習課長

ネットパトロール事業は、子供たちがインターネ

ットを健全に利用できるように、不適切な投稿がさ

れていないか、県内の小中高、特別支援学校も含め

た全校種を対象に、ツイッターやインスタグラムへ

の投稿についてネット上でパトロールを行っている

事業でございます。それとともに、教員やＰＴＡ、

保育士、幼稚園の先生などに対しましても、イン

ターネットの扱いについて研修を行うという事業と

なっております。

鳥井修委員

ちなみに、ネットパトロールをして不適切な書き

込み等の事例があったか。あった場合、どのような

対応をしたかお知らせください。

生涯学習課長

昨年度は、そのパトロールによって、全体で

６７８件の不適切な投稿を検知しておりまして、そ

の内訳ですが、個人情報の流布 人の名前を書い

たとか、そのようなものが約９割を占めております。

そのほか、いじめや中傷が１０件ほどございまして、

その他もろもろなのですが、全部で６７８件となっ

ております。

それで、いじめや中傷などは、それこそいじめや

様々な問題につながっていきますので、リスクレベ

ルが高いものとして、投稿した本人が分かれば本人

から取り下げてもらうのですが、分からない場合は

プロバイダーに連絡をして削除していただくと、そ

ういうことをしております。

鳥井修委員

今、ほとんどが個人情報の流布という話でした。

自分はいじめのところが気になったのですけれども、

結構インターネット、例えばＳＮＳで言えば、ライ

ンのグループの仲間外しとか、何かいろいろそうい

うことがあるみたいで、ここが一番気になっていま

す。例えばこういうネット上のいじめで子供たちが

学校を長期的に休んだとか、そういう情報はありま

すか。

委員長

暫時休憩します。

午前１１時 ２分 休憩

午前１１時 ２分 再開

委員長

再開します。

義務教育課長

小中学校につきまして、私たちの調査では、小学

校はないのですけれども、中学校ではパソコン等で

中傷、嫌なことをされたというのが、いじめの原因

で６％ございました。

高校教育課長

高校において、いじめの原因がＳＮＳであるとい

う調査までは行っておりません。きっかけにはなる

かと思いますけれども 高校生になると、スマー

トフォンを９８％程度所持しておりますので、ＳＮ

Ｓにそういった書き込みをすることがどういうこと

になるのかというのは理解していると我々も見てお

ります。やはり言葉による誹謗中傷であったり、い

ろいろな行動によるいじめが多いものと我々はつか

んでいます。

鳥井修委員

今年になってＳＮＳの書き込み等によって女の子

が自殺するという事案がありましたよね。そういう

のは多分まだ氷山の一角で、すべからくはつかみ切

れないとは思うのですけれども、やはりアンテナを

高くしてできるだけ防がないと、またそういう痛ま

しい事故が起きれば、人の命は取り戻せませんので、

何とかそこは気を配って今後も対応していただきた

いと思うのですが、どうでしょうか。

高校教育課長

インターネット上のそういう不適切な書き込みに

関しては、学校のほうからもすぐに教育委員会に報

告が来ることになっております。そして、生涯学習

課で所管するネットパトロール事業とも密接に連携

をしながら、不適切なものは随時消去していただく

ようお願いをして、未然防止等に努めていきたいと
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考えています。

鳥井修委員

あともう一点、ネットの依存症について伺います。

今スマホを高校生の９８％が持っているという話な

のですけれども、小中学生とかで１日何時間ぐらい

ネットを見るとか、スマホをいじるとか、アンケー

ト調査などでその辺の把握はしていますか。

委員長

暫時休憩します。

午前１１時 ５分 休憩

午前１１時 ６分 再開

委員長

再開します。

高校教育課長

高校では所持率に関しては調査をしているのです

が、１日どれぐらい使っているかというような詳し

い調査は行っておりません。

義務教育課長

小中学校全体ですけれども、ウェブサイトを見て

いる割合について、２時間以上が４.８％、１時間

から２時間が９.３％、３０分から１時間が１４.３

％、３０分以内が２３.１％、ゼロが４８.４％とな

っています。

委員長

そのウェブサイトを見ているというのは、どうい

う設問なのですか。

義務教育課長

これは、インターネット上のウェブサイトを見て

いる時間と捉えています。

鳥井修委員

自分の子供が小学校のときにＰＴＡとかもやらせ

てもらって、秋田市だと結構スマートフォンの使い

方とか、秋田市のＰＴＡ連合会とかが主導してかな

り気を付けてやっていたなという記憶があります。

行政だけではなくて、やはり家庭教育の中でもしっ

かり親が管理して、フィルターをかけたりとか、常

に親が目を配って なかなかこれは人頼みにはで

きない部分があると思うのですけれども、例えば小

中学校から家庭、保護者に対してのアプローチは積

極的に行われているのですか。

義務教育課長

情報教育につきましては、特にモラル教育にかな

り力を入れています。学校も総合的な学習の時間と

かを使って子供を対象に教育していますし、それか

ら保護者向けに関しても、ほとんどの学校では必ず

と言っていいほど外部講師を呼んだり、あるいは生

徒指導担当が使い方について必ず説明等していると

捉えています。

あとフィルタリングについても、学校の姿勢とし

ては、購入の際には必ず入れるように指導していま

す。

鳥井修委員

いずれ今ＩＣＴ教育も含めて、小学生でもスマホ

を持っている時代になっています。本当に使い方を

一つ間違えれば、いろいろな犯罪とか事故とかにも

巻き込まれる可能性が高いので、やはり特に子供た

ち、小学校の低学年であったりとか、まだ世の中の

いろいろなことが分からない状況の中でスマホやイ

ンターネットの怖さというのを、行政だけでなくて

家庭も含めてしっかり教えていかなければいけない

と最近つくづく思っています。ですので、いずれ義

務教育課のほうでも、小中学校、また家庭との連携

を含めて、より強い発信であったり、父兄に対する

啓発等を引き続きやっていただければと思いますが、

いかがでしょうか。

義務教育課長

これまで、そして現在もそうですが、家庭でのス

マホに加えて、今度はパソコン・タブレットの自宅

への持ち帰りという話も文部科学省から出てきてお

ります。したがいまして、保護者の協力はもちろん

ですけれども、一番はやはり情報モラル、ここをし

っかりと子供たちに教育をして、併せて保護者に理

解していただくということで、今マニュアルを市町

村でそれぞれ作っております。まだパソコン・タブ

レットの持ち帰りは進んでいませんけれども、これ

はある意味では慎重になっているものと捉えていま

すので、そういったところを県としても支援してい

きたいと思っています。

宇佐見康人委員

関連でお願いします。

まず、先ほどのスマホの関係なのですけれども、

そもそも何が危ないとか、一歩間違えれば命の危険

につながるというのはリスクの管理でしかないと思

うのです。例えば包丁だって、家庭科の時間で使い

方とか教えますけれども、それだって一歩間違えれ

ば人を殺すことができますし、プールの授業だって

一歩間違えれば命の危険につながると。これをどこ

まで家庭に対して スマホの教育だとか、テレビ

ゲームの教育だとか、テレビの視聴時間だとかとい

うのは、学校の教育もある程度は必要なのかもしれ

ないですが、そもそも家庭でのコミュニケーション、

親子関係というのが一番重要になってくるのかなと

思っています。

その上で、私は今３７歳ですけれども、私たちは

ぎりぎりデジタルネイティブ世代（学生時代からイ

ンターネットやパソコンのある生活環境の中で育っ

てきた世代のことで、日本では１９８０年前後生ま
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れ以降が該当するとされる。）で、もうちょっと下

にいくと、ソーシャルネイティブ世代（デジタルネ

イティブの最初の世代よりもさらにテクノロジーに

精通し、ＳＮＳによって人とのつながりを重要視し

ている点が特徴。）になって、スマホだとか、イン

ターネットだとか、ＩＣＴに対する考え方、価値観

というのがそもそも違う中で、私たちがどうやって

指導していくかについてはもっと慎重に進めていか

なければいけないと思うのです。行政側から規制す

るという考えもありなのかもしれませんが、一緒に

考えていく視点がもう少し足りないのかなと思うの

で、そこら辺に関して考え方をお聞かせください。

教育長

正に御指摘いただいたとおりで、学校の指導で一

番難しい部分かなと思っています。スマートフォン

等に関しては、それこそ例えば使う時間もそうです

し ゲームだったり、ラインだったりという、使

用時間が問題であったりとか、使い方も問題だった

りします。では学校がどこまでそれを指導できるか

となれば、情報教育というのは行っていますけれど

も、どこまでというのは……。ただ、保護者の方々

と一緒に考えるというような話が今ありましたけれ

ども、学校ができることの一つとして、例えばＰＴ

Ａ等で生涯学習課の担当を呼んできて、こういう使

い方がいいですよ、駄目ですよという話をしたり、

ドコモを呼んできて使い方を一緒になって学ぶ機会

を作ったりと。学校から親御さんによく話をするの

は、スマートフォンを買うときが勝負なので、その

ときに家庭で子供さんとよくお話しして約束を作っ

たり、使い方に関して一緒に話し合っていきましょ

うと、そして何かあったら学校に相談してください

と。そんな働きかけは結構やっているのですけれど

も、やはりもっとそういったところに関しては、我

々県教委（県教育委員会）もそうですけれども、学

校は何ができるかというのをもう少し考えて、一緒

になってやっていく必要性があるのではないかと思

います。

宇佐見康人委員

決算の認定に直接関係ないかもしれないのですけ

れども、どんどん家庭に対して介入していくことで、

何か全て学校 最近は幼稚園とか、小学校低学年

とかだと箸の持ち方、靴のそろえ方だとかまで園や

小学校で指導してくれという親御さんも大分増えて

きていると、本でも読んだことがあります。個人的

には、そういった指導は学校が担うものではなくて、

家庭で 家庭環境にもよるのかもしれないですけ

れども その家庭環境でカバーできないところに

対して学校や行政が介入していくべきことであって、

全体を網羅するような進め方というのは少し違うと

思うので、そこら辺は、表現の自由だとかも関わっ

てくることでもあるし、慎重に判断していただきた

いなというのが正直なところです。これに対して考

え方を再度お聞かせください。

教育長

当然子供さんの個性であったり、御家庭の事情だ

ったり、あるいは御家庭でどういう生活をしたり、

学習をしたりというのは全部違いますので、そこに

対して学校が全部介入というのはもちろんできない

話です。ただ、学校としての役割は当然あるはずで

すので、それぞれの家庭との関係を密にしながら、

必要なときに学校が応えてあげられるような体制は

作っていかなければならないと思います。

佐藤信喜委員

生涯学習課長に先ほどのネットパトロールのこと

で再度確認したいのですが、先ほどツイッターやイ

ンスタグラムという話が出ました。その２つだけで

すか、それともほかにまだパトロールしている案件

というのはあるのでしょうか。

生涯学習課長

ツイッター、インスタグラムのほかに爆サイ（特

定の地域に特化した電子掲示板のこと。日本全国各

地域のスレッドが開設されており、投稿者が自由に

書き込めるようになっている。）というのもござい

ますし、高校受験ナビとか、みんなの高校情報とか、

そういうサイトもあるようです。ラインなど、閉鎖

的なグループ内でやり取りが行われるようなＳＮＳ

につきましては監視できませんので、オープンとな

っているツイッター、インスタグラム、爆サイなど、

そのようなものが監視の対象となっております。

佐藤信喜委員

そうだと思います。実際インターネットでのいじ

めは、やはりラインであったり、皆さん聞いたこと

あるかと思うのですが、質問箱であったり、そうい

ったアプリを活用しながら誹謗中傷等が行われて、

それでいじめを受けたという気持ちになっている子

たちがいるという事実があります。ただ、そこら辺

については、パトロールの対象外になると思うので

すが、逆に言うとそういったところのいじめの有無

を正確につかんでいかなければいけないのではない

かと思います。例えばそういったウェブサイトでい

じめを受けたという認識がある子の気持ちになって、

寄り添った形で相談を受けるとか、こういったウェ

ブサイトでいじめを受けた場合はすぐ相談しなさい

とか、そういうふうに逆に学校側からとか、ソーシ

ャルワーカー側から子供たちに知らせておくべきで

はないかなと思うのですが、そういったことについ

ては子供たちへ相談窓口や相談方法を教えているも

のでしょうか。

高校教育課長

高校のほうですけれども、生涯学習課にお願いし
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ているのは、ネットパトロールのほかに各高校でい

じめアンケートを取っております。 学期ごとに

１回とか、年３回という学校が多いようですが

それを通してあらかじめ発見するような形を取って

おりますので、当然ネットパトロールも必要なので

すけれども、閉ざされた空間で何としても見れない

という場合もありますし、そういった場合にはスク

リーンショットを撮ってすぐ提示してくれる生徒も

おります。そういったことを事前に生徒にも知らせ

ながら、早めに発見できるように努めていきたいと

思っています。

義務教育課長

小中学校も同様です。まず把握の方法としては、

アンケートを定期的に取っていますので、その中で

こういったインターネットに関する中傷について伝

えてもらうという方法です。それから、日常的に担

任あるいは副担任の先生方に相談をすると。あとも

う一つは、校内で先生方にはなかなか言いづらいと

いうお子さんに配慮して、スクールカウンセラーの

先生に伝えるといった方法がございます。

佐藤信喜委員

分かりました。いずれこの件については、今回コ

ロナの関連でも書き込みをされて心を痛めた子もい

たので、徹底されていないというところもあります。

子供たちに対して、そういったオフラインのウェブ

サイトの使用について十分に気を付けるようにとい

う指導と相談窓口の徹底、それからもしそういった

事実があったときに、早期に相談してほしいという

メッセージを強く発信していただければと思います。

それに関して全てがインターネットでのいじめと

いうことではないと思うのですが、昨年度途中で転

校をされたとか、転入したとか、そういった生徒と

いうのは何人ぐらいいて、その中でインターネット

によるいじめが原因だったものは何％ぐらいとか、

その点は分かりますか。

委員長

暫時休憩します。

午前１１時２３分 休憩

午前１１時２３分 再開

委員長

再開します。

義務教育課長

小中学校については把握しておりません。市町村

教育委員会では把握していると思います。

高校教育課長

高等学校における中途退学の調査はしております。

昨年度は１９１名の生徒が中途退学をしております

が、ほとんどが進路変更によるもので、４６.６％

が進路変更、それから学校不適応が３１.４％、そ

して本人に関わる理由ということで、病気等が

２１.５％という状況でした。いじめによる進路変

更というものについて報告はもらっていないのです

が、実際に学校の状況を詳しくは把握できない部分

もあります。もしいじめによる転校となると重大事

態になりますが、そうしたことまでは至っておりま

せんので、去年の退学者の原因は以上のようであり

ます。

佐藤信喜委員

分かりました。いじめではないことが多いのでし

ょうけれども、例えば学校が合わないという理由で

も、実際にはいじめを受けたことが本当の理由とい

う生徒も中にはいるようです。私も実際にその相談

を受けていたものですから。本当の理由が何なのか

も把握していかないと改善につながっていかないと

思いますので、その辺については本当に寄り添った

形でお話を聞いてあげてほしいなというところであ

ります。

それで、その先の話になるのですが、学校を退学

して、転入した先が県立であれば明徳館高校であっ

たり、私立学校であったりというのも多分あると思

うのです。転入先が私学となったときに、高等学校

等就学支援金の関係が出てくると思うのですが、高

等学校等就学支援金のところに記述のある私立高等

学校５校というのは、どこの学校のことを指してい

ますか。

総務課長

秋田市内からいきますと、聖霊高校、明桜高校、

国学館高校、令和高校、それから大仙市の修英高校、

この５校であります。

佐藤信喜委員

分かりました。これは飽くまでも学校に対して行

う補助事業なのか、それとも生徒に対して行う補助

事業なのかお答えください。

総務課長

対象が私立高等学校に在籍する生徒ということに

なっておりますので、生徒に対する支援でございま

す。

佐藤信喜委員

だと思うのです。それで、先ほどから一連の流れ

でいきますと、やはり質問箱とか、オフラインのウ

ェブサイトでいじめを受けた子が学校をやめて、転

入した先が、例えば秋田でいくと第一学院高校とか、

クラーク（高等専修学校秋田クラーク高等学院）と

か、これも私立高校でありますよね。ただ、そこに

ついては、生徒たちがなかなか支援を受けていない

という話も聞いておりましたので、そこら辺につい

てはどう考えているのですか。
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総務課長

私立学校と申しますのは、学校法人が運営する学

校でございまして、クラークや第一高等学院は学校

法人の運営ではないので、私立学校とは分類されて

おりません。

佐藤信喜委員

学校法人に分類されていないというのは分かるの

ですが、これは飽くまでも生徒に対しての支援です

よね。この支援を行うに当たって飽くまでも学校法

人が運営する学校に入学する生徒に対する支援と明

確に決まっているのであれば仕方ないのですが、一

応秋田県内の高校生の話なので、そこで不公平感が

あるのではないかと思います。その点についてはど

のようにお考えでしょうか。

総務課長

高等学校就学支援金の話になりますと、支援の対

象が飽くまで私立高等学校に在学する生徒というこ

とになっておりますので、例えばクラーク高等学院

ですと専修学校になるわけですので、この就学支援

金の対象にはならないということです。公平感とい

うことを考えますと、同じ年代の生徒でありながら、

片方は支援の対象であって片方は支援されないとい

うのは確かに公平が保たれていないようにも思いま

すけれども、まずこの制度の中ではそのようになっ

ているということでございます。

佐藤信喜委員

この学校に通った子たちには支援できないという

ことであれば、逆に遡って、なぜいじめを早く見つ

けられなかったのか、なぜ質問箱等を使わせていた

のか、これは学校側としてどういう考えがあるのか

ということになるのです。そういったいじめがなけ

れば転校する必要もないと思うのです。そうではな

いですか。だからこそ、やはり全体的な取組として、

まずはいじめを防ぐということが一番大事でありま

す。でも、その先にいじめられた子たちが転入先と

してそういった選択をする場合もあることは教育庁

としてもしっかりと認識した上で、今後どうするべ

きか検討していただきたいと思うのですが、いかが

でしょうか、教育長。

教育長

委員御指摘のとおり、最初の段階でそういった生

徒を出さないという未然防止、早期発見をまずは第

一に考えていかなければならないなと。そのための

手だてを学校において先生方もやっていますけれど

も、ただ全くなくなるわけでは当然ないわけですの

で、我々も支援しながらやっていくと。解決に至ら

ない、あるいは解決の段階で進路変更をするという

ような生徒も実際にはおるわけでして、その際にも、

その子にとってどういう進路変更が一番いいのか、

あるいは変更先とかも含めて、今言ったような様々

な形がありますので できれば学校に残るのが一

番いいわけですけれども それも全部含めて、学

校として丁寧に対応していかなければならないし、

生徒に不公平感がないように、我々も考えていかな

ければならないなと思います。

佐藤信喜委員

分かりました。その点については、秋田県の子供

たちを守るという意味で前向きに検討していただけ

れば大変ありがたいと思います。

小山緑郎委員

部長説明の１１１ページの運動部活動の推進のと

ころで、運動部活動指導員を６市に３６人配置した

と書いております。コロナの影響でなかなか活躍の

場は少なかったのでしょうけれども、これはどのよ

うな方がなっているものですか。社会人ですか。

保健体育課長

部活動指導員ですけれども、平成２９年に学校教

育法施行規則の一部改正ということで、いわゆる部

活動の指導だけではなくて、外部の方が教員に代わ

って大会の引率等もできるという方々に当たります。

令和元年度から本県も希望する市町村に配置してお

りまして、昨年度は３６名を配置したところであり

ます。

小山緑郎委員

どのような方がなっているのですか。

保健体育課長

職業ということですか。

小山緑郎委員

はい。

保健体育課長

元教員であったり、自営業であったり、あるいは

会社員であったりという方々になります。

小山緑郎委員

この方々の例えば賃金とか、待遇はどういった感

じになっているのですか。

保健体育課長

これは国の事業を活用して行っているものであり、

国が３分の１、県が３分の１、市町村が３分の１の

負担となっております。事業の中で上限が決められ

ておりまして、１時間当たり１,６００円となって

おります。指導できる時間も年間２１０時間が上限

となっております。

小山緑郎委員

これは今後全県に拡大していく考えですか。まだ

これから人数を増やしていくというような……。

保健体育課長

こちらで毎年、各市町村に意向調査をします。つ

い先日も来年度配置を希望するところはどれぐらい

あるかという調査をしたのですけれども、今年度ま

でに希望していなかった５市からも希望が出ており
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ますので、増やしていく方向で考えております。

小山緑郎委員

分かりました。

質問を変えますけれども、高校の再編関係につい

て伺います。先ほど少人数学級という話もあって、

１クラス４０人というのが、今度３５人とかになる

わけですけれども、例えば高校入試の募集要項を見

たりすると、昔と違って定数ぎりぎりのところが結

構出てきたようですね。子供の数については、今後

増える要素がなくて減っていくと思うのですが

３５人にしているから、ちょうどいい感じになって

いますけれども 子供も減るので、今後先を見て

教育委員会として高校のことを考えていかなければ

ならない時期が来ると思います。そこら辺りはやは

り難しいこととは思いますが、どのように考えてい

るでしょうか。

高校教育課長

生徒数の減少については１５年先まで分かってい

ることですので、この後やはり大変なときを迎える

ことになると認識はしております。そして、生徒数

によって教員定数も決まるものですから、教員数も

減らしていかなければならないという認識も持って

おります。ただ、学校現場で教員の数が急激に削減

されていきますと、教育の充実に影響を与えかねま

せんので、徐々に減らしていきながら、募集定員の

ほうも極力我慢して減少させているという状況であ

ります。

それから、統合等の再編整備についてですが、鹿

角地区において現在統合が進められておりまして、

令和６年４月に鹿角地区の３校を統合した学校が開

校する予定でありますけれども、各地区においてそ

のような統合がどんどん進められております。そう

いう状況も踏まえながら、各地区において、どうい

った環境整備が一番適切であるのかについて、今後

第８次の秋田県高等学校総合整備計画を見据えるた

めに来年度から新たな委員を募集しまして、各委員

から様々な提言を頂き、今後の学校の在り方につい

て更に検討を進めてまいりたいと思っております。

小山緑郎委員

分かりました。住民にとっては、学校がなくなれ

ば地域が寂れるというような感覚があるものですか

ら、なかなか難しいと思うのですけれども、先は見

えてきていますので、地域住民の理解を得ながら、

何とかよろしくお願いしたいと思います。

宇佐見康人委員

何点かお願いします。

先ほどのいじめ関連で、不登校・いじめ問題等対

策事業ということでいろいろやっているのですけれ

ども、いじめを受けた被害者側への対応だとかケア

という部分は全国どこでもやっているのかなと思い

ます。アメリカなどでは いじめを受けた側への

ケアというのも十分やってはいるのですけれども

日本との考え方の違いとして、いじめをする子の

ほうが精神だとか家庭環境が安定していませんよね

というところからスタートしています。そういった

加害者側のケアなどはこの対策事業では行っている

のでしょうか。

義務教育課長

いじめにはいじめる側といじめられる側がありま

すけれども、ややもするといじめを受けている側の

ケアとなるのですが、決してそういうことではなく、

いじめる側についてもいろいろな原因がありますの

で 行為そのものは許しません。ただ、成長段階

においていろいろ背景がありますので、そういった

点については校内職員はもとより、スクールカウン

セラーとか、あるいは家庭状況に応じてスクール

ソーシャルワーカーの活用もしております。

宇佐見康人委員

コロナ禍で家にいることが増えたりだとか、そう

いった問題で子供たちの心の面も不安定になってし

まうのかなと。そういった場合に、憂さを晴らす場

所というのがなかなかない中で、今後もしかしたら

いじめだとか不登校が増えていく可能性が十分にあ

りますので、是非細心の注意を払っていただきたい

なと思います。

質問を変えて、ビブリオバトルについて伺います。

ビブリオバトルについては、大学生とか高校生の全

国大会も開催されていますけれども、先日オンライ

ンで兵庫県の大会を見ました。ビブリオバトルとい

うものを初めて見たのですけれども、この本を読ん

でみようかな、読みたいなという気持ちになりまし

た。秋田県でも県大会まではやっているのですけれ

ども、その後の大会だとか、あとは現状ＡＬＶＥ

（秋田拠点センターＡＬＶＥ）でやっていると思う

のですけれども、その大会のオンライン配信だとか、

そういったものは検討されているものでしょうか。

生涯学習課長

ビブリオバトルですが、今県内７地区で予選を盛

んにやっております。私も土曜日に大仙市に行きま

して中高生のバトルを見てきたわけですが、非常に

レベルの高いものでありまして、劇団員みたいな方

がもう５分間立て続けに台詞をしゃべるので、よく

ここまで覚えたなと。本の内容が非常に分かりやす

く、ついつい読みたくなるような、そんなすごいバ

トルを聞いてきました。

それで、その７地区の予選の後は各地区で勝った

人の全県大会があるのですが、それがＡＬＶＥで、

今年であれば１１月２３日に開催するのですが、そ

こで勝った生徒につきましては全国大会を予定して

おります。昨年の全国大会はコロナの影響で中止に
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なったわけですが、今はコロナの感染状況が収まっ

てきておりますので、確実な情報はないものの、今

年度の全国大会は実施するのではないかと考えてい

ます。

全県大会についてのオンライン視聴のお話でした

が、今年度についてまだ考えていませんでした。昨

年はＤＶＤ化しまして、それを各学校に配ったりし

たわけですが、今年度は予算の関係でＤＶＤを作れ

なくなってしまいましたので、開催まであと１か月

ないのですが、オンライン視聴の検討を進め、でき

るだけやれる方向で挑戦してみたいなと思っていま

す。

宇佐見康人委員

この事業でどれくらい読書好きが増えているだと

か、実際にどれくらい本を読んでくれる子が増えた

とかについて数値化するのはなかなか難しいとは思

うのですけれども、これをやる以上は、一人でも多

くの生徒が見ることで、本当に本を手に取るきっか

けになると思うのです。県のほうでも条例を作って、

読書の推進を進めていますので、兵庫県の大会がた

またまレベル高かったとは思っていませんし、恐ら

く秋田の大会もレベルは高いのだと思います。そう

いったものを見ることで、中学生、高校生がもっと

本に触れる機会が増えれば 先ほどスマホを見る

時間とかの話が出ていましたけれども 本を読む

時間が増えればスマホを見る時間も減っていくと思

いますので、そういったところも考えながらやって

いくべきだと思います。いかがでしょうか。

生涯学習課長

全くそのとおりでございまして、本を読みたいと

思わせるような大会というのがねらいであります。

会場には５０人から１００人くらいしかおりません

が、それをもっと多くの人に伝えていかなければな

らないと思っております。昨年はＤＶＤとかラジオ

でもやったのですが、今年度はできるだけお金の掛

からないような形で皆さんの、特に中高生の目、耳

に入るように開催していきたいと思っております。

宇佐見康人委員

お願いします。

質問を変えて、保育士の確保についてお伺いしま

す。各市町村で保育士の充足状況だとかはばらばら

なのですけれども、令和２年度で保育士の不足が原

因で待機児童が発生してしまった市町村だとか、施

設はありますでしょうか。

幼保推進課長

令和３年４月１日現在の数値ですけれども、待機

児童が発生したのは３市で、全部で１０名となって

おります。ただし、保育士の不足というよりも施設

とその需要のミスマッチというのがありましたので、

単純には保育士の不足が原因とは言い切れないよう

な状態だと思います。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。秋田は少子化というか、

完全に少子社会になっていまして、保育士を増やそ

うとしても、今後のことを考えると増やしたはいい

ものの、では５年後、１０年後にどうなるかという

部分でなかなか責任を負えないのかなと思います。

さらに、ここに来てコロナ禍があって、今年や来年

は恐らくもっと子供の数が減るということを考える

と、早ければ３年後に保育士が余ってしまうのでは

ないかということも想定できます。今年生まれた人

が３年後にいきなり増えるということはないので、

今年生まれた子の数を基に３年後、４年後の保育士

の調整などはできるものなのでしょうか。

幼保推進課長

保育士の数につきましては、一義的には市町村で

調整する形になっておりますが、全県的なことです

ので、県でも考えなくてはいけないと思ってはおり

ます。ただ、保育士の数はゼロ歳から３歳児につい

ては、児童３人に対して１人の保育士を配置するこ

とが義務づけられておりますが、ゼロ歳から３歳児

の入所率が非常に高くなっておりまして、そうした

ものも含めると、保育士が急激に要らなくなるとか、

そういったことはないとは考えております。

宇佐見康人委員

ゼロ歳から３歳児に対して保育士を多めに配置し

なければいけないとか、いわゆる３歳未満児への対

応だとかというのは十分分かっているのですが、こ

の前何かの新聞で、今年度生まれる子供の数がもし

かしたら７０万人台になってしまうのではないかと

の記事が出ていました。恐らくそれ都道府県別に割

り返していくと、今年間の出生数が４,０００人台

なのが４,０００人台前半から３,０００人台後半に

なる可能性もあるわけですよね。このコロナの状況

がいつまで続くか分からないのですけれども、恐ら

く来年度も似たような出生数の推移で進むと思うの

です。

現在、保育士が不足して待機児童が発生している

事例は少ないと思うのですけれども、２年後、３年

後 今年生まれた子、来年生まれる子が３歳にな

って保育園だとか幼稚園に入るときになって ゼ

ロ歳から３歳児が入れば保育士が多めに必要だとい

うのは分かるのですけれども ３歳から入る子た

ちへの対応は少なくて済むわけではないですか。そ

うなると、現状の保育士の数がもしかしたら余って

しまう可能性もあるのではないかなと思うのです。

民間の施設もあるのでなかなか難しいとは思うので

すけれども、そこら辺の調整というのは今後できる

ものなのかを少しお伺いさせてください。

幼保推進課長
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保育士の養成は保育士養成校のほうで行うもので

すのでその数の調整というのはできません。また、

出生数が減少するというのは 民間の調査で出生

数が７０万人を切るというのは承知はしておるので

すが、秋田県の減少がそれに比例するかというのも

分からないですし、あまりにも不確定要素が多く、

３年後に児童数が減るというのもなかなか分からな

いものでもありますので、そういった方策というの

は打ち出しにくいと考えております。

宇佐見康人委員

では最後質問をもう一回変えますが、文化財の保

護についてお伺いします。要望になってしまうかも

しれないのですけれども、個人的に一般質問でも触

れたのですが、秋田県が日本一文化財を抱えていて、

令和２年度も縄文遺跡群の世界遺産登録に向けて積

極的にやってきた中で、そろそろ室から課に変えて

もいいのかなと思うのですが、そこら辺の思いをお

聞かせください。

生涯学習課文化財保護室長

ありがとうございます。文化財保護室が出来てか

ら２０年になりまして、おかげさまで着々と成果を

積み重ねてこられたものと思っているところです。

令和２年度に、この後の県全体の文化財保護の方向

性を示すための指針を作らせていただきましたので、

それを踏まえながら、引き続き県全体の文化財保護

をあまり偏りのないように進めていかなければなら

ないと思っているところです。

課にしてはどうかというのは非常にありがたい話

なのですが、全体の中での課室の統合等ということ

があるかと思いますので、その点はなかなか私のほ

うからはお答えしにくいところだと御了解いただけ

ればと思います。

児玉政明委員

資料の３４９ページの部分で教職員給与課に質問

させていただきます。予算現額に対して支出済額が

少なくて、不用額等の主なる理由としては現員現給

によると書いてありますけれども、ここについて教

えてください。

教職員給与課長

現員現給の意味なのですけれども、給与費の決算

見込額に対して、その後の人員の変動や実績手当の

変動などにより実際に支給した額 現員に対する

現に支給した給与諸手当ということで現員現給と表

現しております。意味合いとして、給与費の実績に

よるものというのと同じでございます。

児玉政明委員

分かりました。予算を組む段階で、例えば残業手

当などはどのぐらい見ているものですか。

教職員給与課長

当初予算は、前年度の実績を参考にしまして、平

均の単価や実績単価というのを参考にしながら組み

立てていきます。

児玉政明委員

支出済額にはいろいろな手当があって残業手当も

含まれていると思うのですけれども、例えば予算に

対して支出済額が少なければ少ないほど残業手当の

支給が減っているとか、各校における働き方改革の

進捗などを見られる数字はありますか。

教職員給与課長

働き方改革に直接つながるような動きというのは

はっきり言えないのですが、昨年度はコロナの影響

があったものですから、例えば時間外手当は令和元

年度実績よりもかなり少なくなりました。これは多

分コロナの影響が出ていると思います。ただ、令和

２年度になりますと令和元年度ほどではないのです

けれども、また実績が増えているような見込みとな

っています。ただ、実際に働き方改革というところ

まではこちらでは分かりかねます。

児玉政明委員

分かりました。あと、今後退職者が大量に出て、

代わりに若い方々が入ってくるとか、そういうこと

も関係すると思うのですけれども、全体の給与費に

ついて今後の見通しはどういう感じになりますか。

教職員給与課長

今までの給与費の推移を見ますと、やはり人員減

に伴って給与費は年々下がってきております。当然

生徒が少なくなってきて教職員も少なくなってくる

ということで、各課の人員見込みが減少してきてい

るので、給与費のほうも全体的には下がってくるよ

うな感じです。

退職手当については、令和３年から令和４年が

ピークになると考えております。その後は徐々に減

っていくのですが、このたびの定年延長の関係で、

更にピークがならされていって、完全に６５歳定年

退職になる令和１４年度まではマイナスの影響が見

込まれており、退職手当も平均すると当初よりは若

干少なくなるような感じです。それ以降は、また徐

々に上がっていくような感じになります。

児玉政明委員

分かりました。

あともう一点、福利課にお伺いします。資料の

３６３ページの児童手当について、職員数

１,７７６人、対象児童２,７９０人と書いているの

ですけれども、これについて大きな変化とかはあり

ますか。

福利課長

児童手当につきましても、職員数の減少の影響を

受けておりまして減少傾向にあります。

児玉政明委員

分かりました。あと、教職員の方々が元気でない
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と良い教育をできないと思うのですけれども、なか

なか仕事もきつくて、心や体に大きなダメージを受

けている教職員も多いと思います。健康や心のサ

ポートといいますか、メンタルヘルスについてどう

いったサポート体制となっているのかお知らせくだ

さい。

福利課長

メンタルヘルスにつきまして、教育委員会としま

しては公立学校共済組合と連携しまして、大きく分

けて３つの柱で対策をしております。

まず１つ目はストレスチェックであります。職員

各々が自身のストレスに気づくきっかけを与えよう

とするものでございまして、これをまず行っており

ます。

それから２つ目として、相談事業を行っておりま

す。これについては、各県のほかに公立学校共済組

合や公立学校共済組合の直営病院などに相談の窓口

を設けており、そちらで相談対応をしております。

３つ目といたしましては、研修会等の開催であり

ます。これは、主にメンタルヘルス不調者の周りの

方々を対象としたもので、例えば管理職員向けの研

修会として、実際に教職員のメンタルヘルス不調者

への対応に当たっている精神科医の先生をお迎えし

て講演会等を行っております。

教育委員会としては、こういった形で公立学校共

済組合と連携しながら対策を進めているところであ

ります。

児玉政明委員

分かりました。是非各市町村の教育委員会等とも

連携しながら進めていただければと思いますので、

よろしくお願いします。

薄井司委員

生涯学習課長にお伺いしますけれども、令和２年

度末で社会教育主事の資格を持っている人は今何人

おりますか。

生涯学習課長

２２０名ほどおります。

薄井司委員

これは令和２年度で何人増えているのか。講習を

受けて資格を取った人がいるのか、いないのか。

生涯学習課長

昨年、弘前大学で講習が行われる予定だったので

すが、コロナの影響により中止になりまして、オン

ラインで受講した１名だけとなっております。

薄井司委員

そうすれば、予算は確保しているということです

よね。

生涯学習課長

予算は確保しております。

薄井司委員

コロナの影響によるものだと思いますけれども、

今後も社会教育主事の資格を持つ人を各学校に一定

程度配置していただけるような体制を望みますが、

いかがですか。

生涯学習課長

県としましても、計画的に社会教育主事を養成し

ようと思っているところでございます。今北東北の

３県が持ち回りで、岩手大学、弘前大学、秋田大学

で講習を行っているわけです。その大学連携が今後

どうなっていくのかまだ分からないわけですが

これまでは順調に３大学で回してきたのですが、今

後どのような回り方になるのか、そこら辺に少し不

安要素はあるのですが できるだけ計画どおり社

会教育主事を養成できるように努力していきたいと

思っております。

委員長

ほかにありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で教育委員会関係の質疑を終了します。

ここで昼食のため休憩します。再開は、午後１時

３０分とし、警察本部関係の審査を行います。

午後 ０時 ５分 休憩

部局別審査（警察本部）

書記 松 江 翔 一 録

午後 １時２８分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

警察本部長 久 田 誠

警務部長 後 藤 健太郎

生活安全部長 阿 部 清 喜

刑事部長 永 井 広 幸

交通部長 三 浦 潔

警務部参事官（兼）首席監察官

佐 藤 雅 宏

警務部首席参事官（兼）警務課長

町 井 浩 一

生活安全部首席参事官

（兼）生活安全企画課長

荻 原 勲

生活安全部首席参事官

（兼）サイバー犯罪対策課長

納 谷 貴 志

刑事部首席参事官（兼）刑事企画課長

佐 藤 利 広
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交通部首席参事官（兼）交通企画課長

佐々木 薫

交通部首席参事官

（兼）運転免許センター長

佐々木 恒

警備部首席参事官（兼）警備第一課長

三 浦 悟

警務部参事官（兼）総務課長

一 関 雄 一

生活安全部参事官

（兼）人身安全対策課長

畠 山 洋

交通部参事官（兼）交通規制課長

虎 谷 一 美

警務部会計課長 浅 沼 圭

生活安全部地域課長 古 屋 建 一

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

委員会を再開します。

警察本部関係の審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

警察本部長

本日、平間警備部長と蛯名警備第二課長が公務に

より欠席します。そのため、部局別審査における答

弁については、三浦警備第一課長が務めることにな

りましたので、よろしくお願いします。

委員長

次に、警察本部長の説明を求めます。

警察本部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

警察本部関係の質疑を行います。

薄井司委員

最初に、人口減少、少子高齢化への対応強化につ

いて、高齢者の安全・安心アドバイザー事業がかな

り前から行われているようですが、この事業概要に

ついて説明願いたいと思います。

交通部長

高齢者安全・安心アドバイザー事業の概要につい

て御説明します。

秋田県においては、高齢者の方が交通事故に遭う

割合が高いということ、特殊詐欺の被害に遭う高齢

者も多いと、こういう情勢に鑑みまして、こうした

高齢者の方々をこれらの事故、犯罪から守るために

行った事業であります。

具体的に中身を申しますと、１４警察署それぞれ

に２名ずつアドバイザーとなる地元の女性を会計年

度職員として採用しまして、この方々がそれぞれの

地区の高齢者宅を直接訪問して、その地域の交通事

故の実態ですとか、高齢者がどういうところに気を

付ければ事故に遭わずに済むかについて伝えたり、

反射材の配付などといった活動をして交通事故の防

止に努めます。また、他方で特殊詐欺の最近の手口

などを御紹介して 電話が来てお金の話になった

ら詐欺だよということを直接語りかけて、犯罪に遭

わないようにする活動でございます。

薄井司委員

一番の弱者と言われている高齢者に対しての活動

だと思うのですけれども、こういう形で検挙された

といった良い事例とか、あるいは事業に対する地域

住民の反応とか、もしありましたらお知らせ願いま

す。

交通部長

２つ事例を紹介いたします。

１つは、交通事故防止の関係で、高齢者宅を訪問

しまして、反射材をバッグですとか、それから犬の

散歩をする方ではリードに付けるとか、そういった

ことを具体的に指導して、大変感謝されたという報

告を受けております。

もう一つ、特殊詐欺の被害防止でございますが、

実際に訪問した高齢者が、既に電子マネーの請求を

受けていて、その相談を受けて、それは詐欺なので

一切関わらないでくださいということで、詐欺を未

然に防止したと、こういう報告も受けております。

薄井司委員

最近ラジオで着物とかを買取りに伺いますという

ことで、現金で３６万円も買い取ったとか、そうい

うのが頻繁に流れています。何か詐欺のような感じ

がするのですけれども、そういった事例とかはまだ

ないですか。

生活安全部長

現在のところは個別にそういう話はありませんけ

れども、各種相談だとか、巡回連絡等で目にした際

には、的確に対応するよう防犯教育をするとともに、

犯罪に関わるようなものにあっては、直ちに捜査を

開始するという対応をしております。

薄井司委員

最近のテレビや新聞記事とかを見ても、かなり詐

欺に遭われている方々がいるようですので、そうい

った犯罪が起きる前に、やはり地域を訪問して、犯

罪を防いでいただければなと思います。

それで、今回のコロナの影響で、個別に訪問する

というのは大変だったと思っておりますけれども、

そういった関係で何か影響はあったものですか。
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交通部長

昨年から全国に緊急事態宣言が出た期間もござい

ました。それから、県独自の警戒レベルが４になっ

た時期もございました。アドバイザーの皆さんはフ

ェイスシールドですとか、マスクですとか、手指消

毒、これを確実にやってはいるのですが、さすがに

全国に緊急事態宣言が出されている間、それから県

内の警戒レベルが４になった期間についてはやはり

訪問される方もちょっと構えてしまうでしょうから、

それぞれ個別の家庭への訪問ができない期間もござ

いました。

薄井司委員

高齢者にとっては、ふだんから話し相手が少ない

方もいると思いますので、そういった声かけも含め

て、今後もこの事業が太く長く続くようにしていた

だきたいと思います。

小野一彦委員

生活環境部の部局別審査でもありましたけれども、

知事部局と県警本部で一緒に特殊詐欺の対応をして

いると思いますが、例えば１０１ページの犯罪の起

きにくい社会づくりの推進という中で、認知件数が

増加し、先ほども説明がありましたが手口もますま

す悪質、巧妙化してきているとのことです。例えば

キャッシュカードをすり替えたりとか、コンビニで

電子マネーを使わせるとか、今までのオレオレ詐欺

などよりもすごく高度で悪質化してきているように

感じます。しかも高齢者にとってはなかなか分から

ないといいますか、そういう特徴が令和２年度辺り

から出てきているような気がするのですけれども、

その辺はどんな状況でしょうか。

生活安全部長

県内における特殊詐欺の認知状況等について説明

いたします。令和２年にあっては４１件と、令和元

年と比較してプラス３件、被害金額が９,６９３万

円と、令和元年比１億円の減ということになってお

ります。

中身を分析しますと、当選金詐欺だとか、あとＰ

ＣサポートやＮＴＴファイナンスをかたる架空請求

だとか、様々な手口が発生しているところでありま

す。特に懸念されているのが、委員御指摘のとおり、

高齢者が被害に遭う割合が非常に多くなっておりま

して、令和元年にあっては被害件数の約６割、被害

金額の約９割、令和２年にあっては被害件数の約７

割、被害金額の約９割を占めており、特殊詐欺にお

ける高齢者対策が喫緊の課題となっているところで

あります。

我々としましては、特殊詐欺被害防止のために、

３本柱を立てて対策しております。その１つ目が広

報啓発活動ということでありまして、高齢者等が参

加する各種講習会の機会を利用しまして、今お話し

した様々な手口などを周知徹底するとともに、固定

電話に留守番電話機能をつけることを推奨していま

す。このほか、県警独自の対策としましては令和２

年５月から これは若者向けになるかと思います

が ツイッターによる犯罪被害防止の広報を実施

しているほか、高齢者が特に見るようなＮＨＫにお

いて令和２年１２月からデータ放送 ｄボタンを

押すとありますよね あれに特殊詐欺の最近の手

口だとかを注意喚起しております。

また、昨年もＳＯＳ４７ということで俳優の杉良

太郎さんだとか、奥様の伍代夏子さん、あとコロッ

ケさんだとか、様々な俳優の方が参加するプロジェ

クトチームのテレビＣＭを警察庁で作成しまして、

それを夕方だとか、皆さんが見られるような時間帯

に放送しています。

２つ目は、水際対策であります。これは、もしだ

まされた場合、若しくはだまされそうになった場合、

ちょっとおかしい動きが見られる高齢者の方がいる

ということになれば、いわゆるホットライン通報と

いうことで直ちに警察署に通報が来まして、現場に

必ず警察官が出動、出向しまして、必要な措置、対

策を取っているところであります。

また、コンビニエンスストア対策に力を入れてお

ります。今コンビニにおける電子マネーの被害が非

常に多いということで、ここ数年やっているのが秋

田犬の写真を活用した電子マネー被害防止封筒を県

内約４５０店舗に対して昨年は２３万枚交付してい

るほか、警察署ごとにコンビニエンスストアで働く

従業員に対する講習会を徹底しまして未然防止を図

っているところです。コンビニエンスストア等にお

ける阻止件数も非常に増えてきているところであり、

今後も続けていきたいと考えております。

３本柱の最後としては、物理的な被害防止対策で

あります。これは、県警のほうで自動通話録音警告

機という、不審電話が入った際に警告音や音声を発

する電話機の貸出しを実施しているほか、留守番電

話機能付き電話機の購入について広報啓発している

ところであります。

小野一彦委員

そうした中で、そういう特殊詐欺が発生するエリ

アというか、地域ごとの特性だったり、発生しやす

い状況だったり、事後的な分析でそういう特徴とい

うのはあるものですか。それともそういった特徴は

あまりないものですか。

刑事部長

最初の頃は電話帳などの上のほうから順番に電話

を掛けたとか、そういう定型的なものもございまし

た。現在では、ランダムな電話掛け又はメールとい

う形になっておりますので、エリアを絞ったりとい

うのはなかなか困難な状態であります。
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この犯行グループにつきましては、その拠点を海

外や首都圏等に置きまして、電話あとはメールで無

作為に誘いをかけて、受け子と呼ばれる者がその誘

いに応じた被害者宅へ訪問して現金を受け取るとい

う形になっています。

小野一彦委員

そういうことで、全体で把握するしかないのでし

ょうけれども、お金などを受け取るために実際に家

にも来られる事案があるとすれば、やはり地域での

見守りというか、無関心ではなく、地域の中でお互

いに独り暮らしの高齢者世帯を守るような活動もま

すます必要になってくるように思うのですけれども、

そこら辺は何か安全活動とかやっていますか。

生活安全部長

地域安全ネットワークということで、地域住民、

警察、自治体が協働して、そういう機運を高める活

動を実施しております。その中でも、やはり町内会

の活動だとか、また警察においては交番・駐在所連

絡協議会だとか、様々な機会を通じて広報を実施し

ているところであります。

また、民間団体でも、例えば民生児童委員の団体

だとか、あと我々の関係団体であります防犯協会が

各地で根強く活動しておりますので、そうした方々

と協力しながらやっているところであります。

また、令和２年５月から巡回連絡の中で、特に高

齢世帯、独居の世帯も含めて重点的に対策を取って

おり、例えば外に出られない方なども含めて広報啓

発等を行い、未然防止活動を推進しているところで

あります。

島田薫委員

歩行者ファーストについて質問させていただきま

す。

説明資料の１０３ページの下から６行目に、運転

者に対する「歩行者ファースト」意識の醸成とあり

ます。この事業はいつから始めているのか。そして、

この事業の具体的な内容をお知らせください。

交通部長

歩行者ファーストについては、手で合図し合う運

動、ドライバーが歩行者にどうぞと合図をして歩行

者が横断するといった、お互いに意思疎通の上で譲

り合って事故防止に努めましょうということで平成

２４年頃に始めました。最近は少し名称を変えまし

て、歩行者ファーストということで提唱しています

が、内容は全く同じです。道路交通法上、信号機の

ない横断歩道は歩行者が優先ですので、車は歩行者

が横断歩道の近くにいる場合は止まらなければなら

ないのですが、それが守られていない場合があると。

あわせて、横断中の歩行者が被害に遭う交通事故の

割合がなかなか下がらないということもありまして、

この歩行者ファーストに力を入れているところであ

ります。

具体的な事業内容としては、広報啓発がまず一番

であります。これは県ともタイアップして、ホーム

ページでの広報のほか、様々な講習会などの機会を

捉えてやっております。あと関係機関や団体への働

きかけも行っていまして、実際に車を使われる事業

者の方 バスとか、トラック、タクシー、こうい

った事業者にも御協力を頂いて、横断歩道で止まる

車が大分増えたものと認識しております。

島田薫委員

東京とか、あるいは欧米に比べれば、秋田県は横

断歩道に歩行者が来たときに自動車が止まらない割

合が高いと感じます。横断歩道に歩行者が来たとき

に自動車が止まらない割合などは、県で調査とか把

握というのはされているものでしょうか。

交通部長

警察で独自にそのような調査はしておりませんが、

ちょうど先週、１０月１８日にＪＡＦが 日本自

動車連盟ですが 毎年１回、全国の一時停止率を

公表しております。そのデータによりますと、令和

２年の秋田県は２１.８％、具体的に言いますと１

００台の車が通れば２１台ちょっとが一時停止をす

るというデータでしたが、令和３年は４６.９％と、

停止率が倍以上上がっているという結果が出ており

ます。一方で４６.９％ですから、まだ約半数の車

は止まらないということでもありますので、なお一

層強力に推進していきたいと思っております。

島田薫委員

私もＪＡＦのデータを見ていますが、２０１８年、

２０１９年、２０２０年と、確かに秋田県も徐々に

数字が上がってきているのですけれども、２０２０

年の調査では 都道府県別に全部出ているわけで

すが 秋田県が２３位で全国の真ん中ぐらいとい

うことですよね。今回も数字が上がってはいますけ

れども、これが成果になるのかというのはちょっと

……。ただ、やはり止まる車が増えるということは

交通事故防止につながることですので、実績といい

ますか、成果が上がるような事業を続けていただき

たいと思います。

宇佐見康人委員

関連でお伺いします。まず、歩行者ファーストと

いうのは前提として、例えば歩行者がいるので車が

止まりました、でも歩行者から先に渡ってください

と言われて車が先に移動した場合は違反になるので

すか。

交通部長

個別の案件について、この場で違反になる、なら

ないというのは私の口からは差し控えさせていただ

きたいと思います。

宇佐見康人委員
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分かりました。それはいいのですけれども、例え

ば行けと言われたので行きました、近くにたまたま

警察がいましたというときに、その指導の体制とし

て、横断歩道を過ぎたところで指導するよりも横断

歩道の手前のところで指導したほうが効果があるの

ではないかと思うのですけれども、そこら辺の考え

方を教えてください。

交通部長

正に検挙するのか指導にとどめるのかという議論

かと思いますが、県内には物すごい数の横断歩道が

ございまして、それら全てに警察官を配置するとい

うのは困難であります。他方で信号機も物すごい数

があるわけです。道路交通法上、運転免許を保有す

る方はそういった信号に従う、それから横断歩道に

歩行者がいれば止まるということが規定されている

わけでして、そういったことを遵守する前提で運転

免許証を持たれているという認識であります。した

がいまして、事前に警察官が指導してくれればいい

ではないかという議論も確かにあるかもしれません

が、原則としては道路交通法をしっかり守っていた

だくことになるのだろうと思います。

宇佐見康人委員

全ての横断歩道や信号機に立ってくれという議論

ではなくて、たまたま近くにいるわけですよね。歩

くのが遅いのか何なのか分からないのですけれども、

歩行者側から先に行ってくれという合図を受けて発

進したところを検挙されたという事例を聞いたりし

ますので、それは何か違うのではないかなと。一般

住民の感覚と県警の感覚が少し違うのかなと思いま

したので質問した次第です。県警の考えは分かりま

した。

吉方清彦委員

先ほどの教育委員会関係の部局別審査でも質問が

ありましたが、いじめが最近問題になっております。

そういった中で、前と違い今はいじめ問題の中にも

警察が公的機関として介入しなければいけないよう

な状況もあると聞いております。警察というのはや

はり威厳が大事ですし、威厳があって初めて犯罪抑

止につながっていくものと思うのですけれども、例

えば必要に駆られて高校生なり中学生なりに聞き取

り調査をされる際に、警察というのはそれだけの威

厳がありますから、やはり子供の負担も大きくなっ

てくると。そういった聞き取り等は、今はどういっ

た部署がどういった形でやられているのでしょうか。

まさか制服を着た生徒を署に呼んでということはな

いのでしょうけれども、いかに今の時代に合わせた

形でそうした問題に介入しているのかお聞きしたい

と思います。

生活安全部長

いじめ問題を警察で認知すると、まずは被害少年

の安全確保、そして加害少年に対する適切な指導等

を行っているところであります。

なお、加害少年の呼び出しなどは警察署であれば

生活安全課の少年係若しくは少年サポートセンター

に配置されている少年補導員が対応することとなり

ます。もちろん少年係、少年サポートセンターの職

員も少年の心情にしっかり配意して、呼び出す際に

も確実に保護者の了解を取った上で、ほかの方に見

られない場所だとか、時間帯だとかに配慮して適切

に対応しているところであります。

吉方清彦委員

確かに皆さんがしっかりやられることは大事なこ

とですが、その上で二次的に話がおかしくなってし

まうこともあります。今の時代は警察が介入してい

くことも前よりは多くなると思います。今後どんど

ん警察に入ってもらうことも多いと思いますので、

そこら辺は注意していただきたいなと思います。

もう一点、今度は採用のことについてお聞きした

いのですが、今県内の高校生の就職率が高まってお

ります。一方、先ほど審査をした教育委員会もそう

なのですが、退職に伴って新たに採用しなければい

けないと。そういった中で、今はある程度の採用倍

率を保っているのでしょうけれども、実際にトレン

ドとしては下がり気味なのか、人材の質がいいとか

悪いとかという表現にはならないかもしれませんが、

そういった採用に関する将来的な不安などはないも

のでしょうか。

警務部長

本県においては、平成２９年以降連続して警察官

の採用倍率が５倍以下となっており、厳しい状況に

あります。こうした中、受験者を増やすための取組

でございますが、採用制度の改正や新たな技術を活

用した採用活動を行っております。例えば採用試験

の回数について、受験機会を増やす観点から こ

れは大卒の区分ではありますが 令和２年から年

２回試験を開催することにしております。まだ本年

を含めて２回しか実施されておりませんが、２回目

の試験のほうが倍率が高い傾向にあります。

このほか採用活動につきましては、特に最近はコ

ロナ禍の影響もありますので、従来の対面型による

就職説明会が思うように実施できない中、より多く

の学生等と接触する機会を得るためにインターネッ

トを活用したオンライン就職説明会などを実施して

おります。

なお、このオンライン説明会ですが、利用者から

は会場へ向かう費用と時間が節約できたなどと非常

に好評となっております。

このほかにも採用情報のリアルタイム更新やＱ＆

Ａの大幅な見直しなど、県警ウェブサイトの充実化

に加え、ＳＮＳによる情報発信を行っております。
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吉方清彦委員

採用倍率が５倍以下ということで、少なくなって

いるとのことですが、以前はどれくらいあったもの

でしょうか。今の時代、本当に子供が少なくてどの

分野も大変なのですが、どう考えられていますか。

警務部長

もちろん倍率が高ければ高いほどこちらも優秀な

人材を選べますので、倍率が高いにこしたことはな

いのですが、一方で景気が良くなったりとか、ある

いは若年層が減ったりしますと倍率が下がってしま

います。何とかそれを補うために、きめ細やかな採

用活動を行っていきたいと考えております。

吉方清彦委員

それに関連してですが、地域との交流というのは、

イメージを上げていく部分で大事だと思うのです。

今までよく町内会に来ていただいたりだとか、いろ

んな面での交流があったのですけれども、コロナの

影響で警察のほうでは外部との接触などが制限され

てきました。これは多分普通の公務員の方々よりも

ずっと厳しい制限だと思うのですけれども、現状で

はコロナに関連する制限はどうなっているでしょう

か。

警務部長

国で緊急事態宣言が出された期間や県の警戒レベ

ル４となった期間においては、一部の警察活動が制

限され、思うように実施できなかったところもござ

います。例えば巡回連絡、これは各家庭を戸別に訪

問するわけですが、一時実施を見送るような状況で

ございました。

吉方清彦委員

現状では、まだ制限を緩めるという話にはなって

いないのですね。例えば町内会での地域との交流だ

とか、特にそういう方針の変化はないのですね。

警務部長

例えば全警察署に置かれている警察署協議会です

が、これは対面型の会議を再開するようにしていま

す。

宇佐見康人委員

１点だけちょっと確認させてください。

今秋田県内で破防法（破壊活動防止法）に基づく

調査対象団体は何団体ぐらいあるものでしょうか。

警備部首席参事官（兼）警備第一課長

破防法につきましては、県内に関係者がいる場合

には県警でも関心を持って対応しているところです。

委員長

何団体あるかという質問だったと思うのですけれ

ども。答えられるか、答えられないかでいいんです

けれども。

警備部首席参事官（兼）警備第一課長

県内というよりも、これは国の規定で定められて

おりますので、その関係者等がいる場合については

関心を持って対応しているということになります。

宇佐見康人委員

質問変わります。警察のワークライフバランスに

関して、男性署員が圧倒的に多いとは思うのですが、

育休の取得体制だとか、取得率というのは何％ぐら

いでしょうか。

警備部首席参事官（兼）警務課長

県警でもワークライフバランス推進に係る取組計

画を立てておりまして、男性の育児休業についても

相当力を入れております。取得率をまず２０％以上

にしようという目標を立てておりますが、今年度

１０月末現在で３０％以上となっております。

宇佐見康人委員

その３０％のうちで短期とか長期だとかの割合は

すぐ分かるものでしょうか。分からなかったら、後

で教えていただければ。

警備部首席参事官（兼）警務課長

データ的なものはまだまとまっておりませんが、

１か月以上の期間の休業を取得した人は１人しかお

りません。おおむね２週間の方が多いということで、

今後は長期の休業を取れるようにすることが課題と

なってきますので、その点については今後検討して

まいりたいと考えております。

宇佐見康人委員

警察や自衛隊、消防などでは、市民の安全、安心

を守るために、１人の穴を埋めるのがなかなか大変

なイメージがあるのですが、そこら辺の調整も今後

進めていくということでしょうか。

警備部首席参事官（兼）警務課長

検討段階でありますけれども、当然１人が休業に

入るとその間穴が空きますので、そこに例えば本部

の執行隊などの応援派遣によって、穴埋めするとい

う措置ができないか今検討しております。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。もう一点、質問変わりま

す。

防犯カメラについてですが、防犯カメラの設置に

よって、犯罪の抑止率は上がっているものなのでし

ょうか。

生活安全部長

県警では平成２７年から防犯カメラによる対策を

取っておりまして、令和２年段階では６市、７９台

の設置でありました。昨年の犯罪認知件数をそれぞ

れ設置箇所別で見ますと、多い市もあれば少ない市

もあるという状況であります。

ただ、防犯カメラを設置した場所において設置開

始当初である平成２７年の犯罪認知件数と令和２年

の認知件数を比べると、やはりかなり減少しており

ますので、一定の効果はあったものと認めておりま
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す。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。あと１点確認したいのが、

防犯カメラを設置したことで事件の解決につながっ

た事案はどれくらいあったものでしょうか。

生活安全部長

防犯カメラについては、例えば車上狙いの事件捜

査やその他の凶悪事件の捜査等、様々なものに活用

しているところです。令和２年の防犯カメラの活用

件数 いわゆる事件捜査に活用したものとしては、

２５３件中の検索件数のうち１１６件となっており

ます。

なお、犯罪捜査以外でも、例えば行方不明者だと

か、あとは前兆事案といいまして、子供や女性に対

する付きまといだとか、そういった事案にも活用し

ているところであります。

宇佐見康人委員

もう一点、これは賛否両論あるかとは思うのです

が、今は民間で防犯カメラだとか、監視カメラを付

けているところが多数あります。県に言ってもどう

しようもないのかもしれないのですけれども、そう

いった監視システムのネットワーク化というのはで

きないものなのでしょうか。

生活安全部長

県警としましては、今のところネットワーク化に

ついては考えていません。ただ、県警でも先ほど言

ったとおり６市、７９台の防犯カメラを設置してお

りますが、警察だけが防犯カメラを設置すればいい

というわけではありませんので、これまでも様々な

民間団体に働きかけ等を行いまして、現在はかなり

多くのところに防犯カメラの自主設置をしてもらっ

ています。例えば大館市において、大館北秋商工会

のメンバーの方々がそれぞれ事業所等の付近に防犯

カメラを設置し、運用しておりますが、我々も必要

な際には協力いただいているところであります。こ

の間は、たしか北秋田市でしたか、通学路対策で信

号機に防犯カメラを設置したということがありまし

たので、今後とも必要性を踏まえながら増設すると

ともに、各自治体や教育庁、各民間団体に働きかけ

て、様々な対策を取っていきたいと考えております。

鳥井修委員

１点だけお願いします。交通信号機整備事業に関

してです。予算額でいくと４億４,５４８万

３,０００円です。最初に、令和２年度に設置した

信号機の数であったり、この事業の内容を教えてく

ださい。

交通部長

令和２年度に新たに設置した信号機は５基であり

まして、その総額は約３,５００万円です。今委員

がお話しされた約４億４,０００万円はそれ以外の

信号柱や制御器の更新など、もろもろの経費も含ん

で４億４,０００万円ということであります。

鳥井修委員

予算の関係もあると思いますけれども、信号機の

設置については、全県でかなり要望があると思いま

す。私は秋田市選出の県議ですが、地元の御所野地

区も１０年ぐらい要望して、やっと付けていただい

た信号機がありまして、かなり高い壁だなと思って

います。予算としては、例えば交通事故とかいろん

なことを踏まえて、要望があった箇所を積み上げて

いくのか、逆に一定の予算額があって、その中で優

先順位を決めて設置していくのか、どちらの考え方

ですか。

交通部長

各地域から要望があったものを積み上げて、その

中で優先順位をつけて新設箇所を決めており、予算

枠ありきではありません。

鳥井修委員

ちなみに、令和２年度は何件の要望があって、そ

のうち５基の設置だったのでしょうか。

交通部長

令和２年度は２２基の設置要望のうち５基を新設

したところであります。

鳥井修委員

前の年に要望された箇所についてすべからく対応

できない状況の中で年々新たに要望があると、かな

りの要望の数が積み重なっていくと思うのですけれ

ども、これらは年次計画等を立てながら順次消化と

いうか、設置していくという考え方でよろしいでし

ょうか。

交通部長

基本的にはそのような考え方になりますが、１年、

２年で道路状況が変わる場合もございますので、や

はり新設の前年度にもう一度ゼロベースで要望箇所

を見直した上で、優先順位をつけていくという考え

方です。極端な話ですが、１０年待ったからやっと

付くというものでもなく、１０年の間に道路事情、

交通量等が変わるものですから、やはり最新の道路

状況等を鑑みて設置を決めていくということであり

ます。

鳥井修委員

信号設置に関しては、警察庁交通局長からの通達

ですよね、交通局長からの。それで車道の幅であっ

たりとか、１時間当たりの通行台数とか条件がいろ

いろあって、自分でも調べてみたのですけれども

これは基本的には絶対に守らなくてはいけない項

目なのですか。その中でも重大事故があった箇所と

か、いろいろと書いてあるのですけれども、設置基

準についてある程度各県警の裁量はないのですか。

交通部長
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正に委員御指摘のとおり、警察庁である程度の指

針を示していますが、それに合致したから付ける、

合致しないから付けないというわけではございませ

ん。委員御指摘のとおり、その県や地域の実情とい

うのもありますし、事故の発生状況も違いますから、

それらを総合的に判断して決定しております。

鳥井修委員

今のお話を聞いて少し安心したのですが、要望な

ど、警察にいろいろなお願いをすると取りあえずこ

の指針を言われるわけです。地域の方々はそれを分

かりながらもやはり安全第一ということで、特に子

供の通学路とか物すごく要望が多いです。私も地域

の交通安全とか、いろいろなことをやらせてもらっ

ているのですが、例えば先ほど課長がおっしゃった

１０年待って 本当に１０年待って付けてもらっ

たので……。要は地域要望と実際の信号機の設置に

少しずれがあるので、なるべく要望に応えていただ

きたいという思いで質問させていただきました。課

長のおっしゃるとおり、ある程度地域の事情などを

考慮してやっていただけるというお話であれば、そ

れはそれでしっかりとまた御相談もできると思いま

したので、今後ともそういう事案があった際には相

談させていただきながら、設置に向けて検討してい

ただければと思います。

小野一彦委員

資料に特に表れていないのですが、人口減少によ

って空き家が物すごく増えています。先日のあきた

未来創造部の部局別審査でも２０年間で空き家が６

倍程度増えたという話がありましたけれども、秋田

県内において令和２年に空き家で犯罪が発生したり

というのはありましたか。

刑事部長

令和２年において、住宅等への侵入による窃盗事

件が２２９件発生していますけれども、そのうち空

き家が対象となったのは４６件確認されています。

小野一彦委員

それこそそれはランダムではなくて、空き家はあ

まり人が来なそうなところなのでそうなっていると

思います。空き家でも割と良さそうな家だとか、い

ろいろな特徴があるかと思うのですけれども、その

事件に共通するような、今後教訓として生かせるよ

うな特徴がもしあれば教えてください。

刑事部長

回答になるか分かりませんけれども、被害のあっ

た空き家について、無施錠というのが９件ございま

す。他方で窓ガラスなどを破壊されて侵入されたの

が３６件という数字になっております。管理という

部分では、施錠していただく、頻繁に確認していた

だく、そういうようなことをやっていただければ幾

らかでも被害の抑止にはつながるのかなという印象

でございます。

小野一彦委員

空き家についても先ほど申し上げましたように、

人口減少が進む中で大きな課題になっていますので、

知事部局における対策協議会のような場面でも、是

非そういう情報を共有していただいて、各地域ある

いは市町村の取組に生かしていただければと思いま

す。

刑事部長

情報等は共有させていただいて、適宜、的確な対

応がされるようにやっていければと思います。

生活安全部長

いわゆる防犯対策として、空き家に関してはやは

り付近の住民が非常に不安を感じるものであります。

警察としては、先ほど言った巡回連絡だとか、あと

様々なパトロール活動を通じまして、その把握とと

もに住民の方に安心感を与えているところでありま

す。

なお、この関係に関しては警察だけではなくて、

例えば消防だとか、各自治体の担当者と連携を密に

しながらやっております。自治体の中には空き家対

策協議会を設置しているところもあり、警察署の署

長若しくは生活安全課長がその委員となって対策に

取り組んでいるところがありますので、今後とも引

き続き関係機関、団体と連携の上、的確な警ら、巡

回活動を通じて被害の防止を図っていきたいと考え

ております。

佐藤信喜委員

先ほどの質問に関連してなのですが、防犯カメラ

と沿岸防犯協会というか、沿岸の防犯について併せ

てお聞きします。たしか数年前に佐々木雄太議員が

沿岸防犯協会の件で、能代港に協会が独自に設置し

たカメラを引き合いに出して、沿岸部の防犯カメラ

設置について県警と連携できないかという質問をし

ていたと思います。そのときはこの後検討するとい

った話でした。街頭の防犯カメラとはまたちょっと

違った意味合いにはなると思いますが、沿岸地域の

防犯という観点からそういったことはこれまで検討

されていたでしょうか。この後の方向性などをお聞

かせください。

警備部首席参事官（兼）警備第一課長

沿岸警戒のためのカメラにつきましては、検討し

ております。現在沿岸の警戒については、先ほど委

員からお話のありました沿岸防犯協会等の協力によ

る広報啓発活動のほか、パトカーによる沿岸の警戒

活動を強化しているところであります。

佐藤信喜委員

沿岸の警戒というのは、やはり外国からの不法侵

入ということになるのでしょうけれども、３６５日

２４時間ずっと警戒していてもいつ来るか分からな
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いので、費用対効果という観点から見るとなかなか

難しい課題だと思います。やはり事件が起きてから

では困るので、事前にいろいろな対策について検討

していただければというお願いをして、この質問は

終わりたいと思います。

質問を変えます。昨年、熊に関係した出動回数と

いうのは何回ぐらいあったものでしょうか。

生活安全部長

令和２年における熊の目撃件数は９２９件と、一

昨年と比較してプラス２５９件と大幅に増加してい

るところであります。

なお、出動件数として取りまとめたデータはあり

ませんけれども、１１０番通報だとか、警察署に直

接通報が来るものに関しては、間違いなく警察官が

パトカーで現場出動するとともに、猟友会だとか、

自治体と連携を取りながら対応しているところであ

ります。多分この目撃件数の９２９件とほぼ同じく

らいの出動件数になるかと思っております。

佐藤信喜委員

ありがとうございます。目撃件数の９２９件のう

ち、例えば人に対する被害がなさそうな山であった

り、田んぼ、畑というところでの目撃もあれば、一

方では住宅街ということもあると思うのです。住宅

街で発生した被害 もちろん山で発生した被害も

あるのですけれども、やはり住宅街でもし熊が目撃

され、そこに住家があって人がいるといったときに、

駆除なのか、それとも捕獲なのかという選択がある

と思うのです。若しくは追いやるというのも含めて

３つの選択があると思うのですが、できれば駆除し

てほしいというのが地域住民の願いだと思います。

これまで総括審査などでいろいろと質問をしてきた

中で警察が猟銃を持って対処できないかという話を

してきました。もちろん猟銃は持つことができない

ということは分かりましたが、そうであるならば警

察が所有している拳銃ではなくて、熊を倒せるよう

な殺傷能力の高い銃、装備というのを警察で所持し

ているものでしょうか。

生活安全部長

県警では殺傷能力の高い武器は保有しております。

ただし、熊等の有害駆除等に使うものではありませ

ん。

佐藤信喜委員

もちろんそういった装備というのは、テロ対策な

どで使うように用意されていると思っております。

ただ、熊がもし人に危害を加えそうな場合に警察官

がその場にいて何もしないというよりは、何かそう

いう装備を持っていって万が一のときに使用するこ

とができないのかという質問でした。そういった殺

傷能力の高い武器を住宅街でなかなか使用できない

というのは理解できます。そうであるならば、数年

前北海道の住宅街で猟友会の方が発砲したときに

警察官がいるところで発砲して、狩猟免許の取消

しだったり、銃所持の許可の取消しとなってしまっ

たわけなのですが、そういったときに現場の警察官

がより早く許可を出せるような状況であれば、猟友

会員の方が発砲して熊を確保できるのだろうと思い

ます。警察側の迅速な許可というか、そこら辺を早

めていくことは可能なのでしょうか。

生活安全部長

いわゆる警職法（警察官職務執行法）第４条によ

る避難等の措置ということで駆除を命ずることです

けれども、熊が住宅街に出没した際には確実に警察

官がパトカー等で現場出向するとともに、自治体へ

の連絡、そして鳥獣駆除の隊員、いわゆる猟友会の

メンバーにも連絡しまして、現場で自治体の責任者、

猟友会の責任者、そして警察からは地域課長若しく

は生活安全課長が現場責任者として集合して、最善

の対策を検討することとしております。

また、実際に被害が発生しそうだということで警

職法第４条を適用する場合にあっても、これは流れ

弾だとか跳弾による被害を確実に防止するとともに、

事前の交通規制だとか、付近住民の避難誘導措置を

取るという安全対策が一番の課題になりますので、

早くとは言いますが、警察としましては、その対策

をしっかり取った上で対応しているところでありま

す。

なお、この関係につきましては、昨年以降、自治

体、県、そして猟友会等ともかなりの回数の協議を

重ねており、いろんな疑問等が出ましたが、それに

対する回答を県警からさせていただき、一応理解を

得ているものと考えております。

また、昨年においては警察署で約１１回の机上若

しくは実地訓練をやっていますし、今年についても

ほとんどの警察署で自治体、猟友会と訓練を実施す

るなど、情報共有を図っているところであります。

大切なのは関係者の顔が見える関係だと思いますの

で、これを構築して、しっかりとした信頼関係のも

とで対策を取れるように進めているところでありま

す。

佐藤信喜委員

ありがとうございます。そういった会議が行われ

ているのは見ておりましたし、大変ありがたいこと

だなと思っております。これからもしかすれば秋田

市内での熊の出没、目撃したという事例が出てくる

かもしれません。そういったときのために早い段階

から、状況に応じてどういうことをするのかしっか

りと打合せをして、マニュアルのようなものを作っ

ておいてもらえればとお願いをして終わりたいと思

います。

生活安全部長
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マニュアルについてですが、昨年から県が主体と

なりまして各自治体でいわゆる対応マニュアルを作

成しており、猟友会とも共有しております。今年度

中にほとんどの自治体でマニュアルが完成すること

となっており、そのマニュアルに応じて警察署でも

関係者と訓練を行っているところであります。

児玉政明委員

１点お願いします。サイバーセキュリティー犯罪

の関係なのですけれども、資料には昨年において

４５件、３４人を検挙したとあります。サイバー犯

罪に関しましても年々悪質化、巧妙化しているとい

うことです。サイバー空間における脅威ということ

で、我々が知らない、見えない部分でそういったサ

イバー犯罪が行われていると思いますけれども、サ

イバー犯罪が起こる前の段階で、どういった予防策

なり対策を行っているのかお伺いします。

生活安全部長

県警では、サイバー犯罪対策課が発足されており

まして、課長以下１７名で様々な対策を取っている

ところであります。サイバー犯罪に対処するために

は、やはり人材、組織の基盤の育成ということで、

いろいろな機材等の使用も含めてサイバー犯罪対策

捜査員などに関する様々な研修や訓練を実施してい

るところであります。

加えて、一般の方々がサイバー犯罪の被害に遭わ

ないために必要なこととしては、やはり日頃からの

広報啓発活動であります。年々様々なサイバー犯罪

の手口が出ますので、そうした情報は我々のウェブ

サイトだとか、警察署や交番等で出しているミニ広

報紙などで周知徹底しています。また、サイバーボ

ランティアということで平成２４年から実施してい

る対策でありますが、秋田の大学生、例えば秋田大

学だとか、県立大学、ノースアジア大学の学生さん

を募集しまして、サイバー空間に対する脅威を軽減

するための各種ボランティア活動を実施してもらっ

ています。その活動の中でも自分たちでウェブサイ

トに動画を掲載して若い方々に訴えてみたり、あと

はコロナの関係で昨年はできなかったのですが、様

々な講習会だとか研修会、イベントに彼らが出て行

って、サイバー空間における脅威の恐ろしさや対策

を教えるなどして、啓発活動を進めているところで

あります。

児玉政明委員

分かりました。サイバー捜査員の対処能力といい

ますか、そういった捜査員の能力の向上策について

はいかがですか。

生活安全部長

サイバー捜査員の能力の向上策としては、やはり

日頃からの研修ということであります。昨年は民間

研修ということで、自治体のサイバー防衛の研修会

だとか、あとは秋田コアカレッジというコンピュー

ター専門学校に捜査員を派遣して、様々な研修を行

っているところであります。

また、県警では、これまでサイバー能力検定とい

うものを実施しておりまして、初級、中級、上級に

分けて個々のサイバー対応能力の向上を図っており

ます。

また、昨年はサイバー協議会ということで、各警

察署を主体としてサイバー犯罪に関する事例を出し

て競技大会を行うなどして、各警察署のレベルアッ

プも図っているところであります。

児玉政明委員

各種取組等は分かりました。それで、決算書では

サイバーセキュリティー戦略推進事業ということで

８５万６,０００円ですか、いろいろな取組をして

いる割には金額が少ないかなと思うのですけれども、

これで十分なのか、そこら辺はどうですか。

生活安全部長

今回の８５万円の予算は、サイバー機器のリース

料とか、あとは本来であればやるはずであった銀行

へ捜査員を派遣して行う研修もありましたが、これ

はコロナの影響で取りやめております。今後必要な

対策があれば、必要な予算要求等を行い人材育成に

努めてまいりたいと思います。

小山緑郎委員

交通安全の関係でお聞きします。最近子供が巻き

込まれる悲しい事故が全国で起きていまして、たし

か県でもいろいろな調査をしていたと思いますが、

あれによって何か通学路とか子供に関係するもので

改善したことなどはあったものですか。もしあった

らお伺いしたいのですけれども。

交通部長

通学路対策についてお答えします。

まず初めに、学校の通学路の安全対策につきまし

ては市町村の教育委員会、それから学校が中心とな

って日々実施しておりまして、必要に応じて警察が

要望を受けているというのが原則であります。その

中で、今委員からお話しのあったとおり、千葉県八

街市で重大な事故が発生しまして、９月に文部科学

省から通達が出て、国交省（国土交通省）、それか

ら文科省、警察庁が連携して通学路の安全をしっか

り点検しなさいということで、緊急の合同点検を実

施したところであります。この合同点検を９月末ま

で各地域で実施しまして、要望される箇所が大体仕

上がりました。具体的に申しますと、対策が必要な

箇所は９６か所で、１２０の施策が必要との要望が

ありました。どういうものがあるかといいますと、

押しボタン信号機の新設ですとか、横断歩道の新設、

それから一時停止標識の新設、横断歩道や道路標示

の塗り直し 薄くなっているところを塗ってくだ
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さいと こういった要望がトータルで１２０件ほ

どございました。９月末に対策すべきところが取り

まとまる前に、もう既に横断歩道等の塗り直しを始

めている箇所もありますので、できることはどんど

んやっております。令和３年度中には、横断歩道の

塗り直しや横断歩道標識の補強などについてどんど

ん対応していく方針であります。一方で、お金の掛

かる押しボタン信号機の設置ですとか、横断歩道の

新設などは来年度以降の予算に盛り込もうと検討し

ております。

小山緑郎委員

分かりました。よろしくお願いしたいと思います。

もう一つ、交通部長にちょっと聞きたいのですけ

れども、一時停止の標識がありますよね。それで、

例えば優先道路 十字路で同じ幅の道路の場合、

一時停止標識がなくて危ないから標識を付けてくれ

と言ったときに、一時停止を片方に付けると他方の

道路が優先だろうということでスピードを出す車が

いるから一時停止標識はあまり付けないようにして

いるというような指導を県警でしたことがあります

か。何年か前ですけれども。

交通部長

一律にそのようなことはないかと思います。道路

の形状と交差するそれぞれの道路の通行量などを加

味して、どちらに一時停止標識を付けるのが妥当な

のか、若しくは４方向に付けるのが妥当なのかなど、

総合的に検討し、判断していくものと思います。

小山緑郎委員

私は予算がなくて付かないのかなと思ったら、い

ろいろな状況を確認されて、標識を付けないという

わけではないですけれども、確実にどちらかが優先

道路だとなれば、減速せずにどんどん通行するとい

うことで、逆にお互いに注意をさせるために標識を

付けない場合もあると言われたことがあります。そ

ういう方針があったのか確認したくてでした。

委員長

ほかにありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で警察本部関係の質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日２６日火曜日、

午前９時３０分に委員会を開き、総務部関係の審査

を行います。

散会します。

午後 ２時４１分 散会
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令和３年１０月２６日（火曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（部局別審査（総務部、出納局））

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

部局別審査（総務部）

書記 齋 藤 淳 子 録

午前 ９時２９分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

総務部長 松 本 欣 也

総務部危機管理監（兼）広報監

土 田 元

総務部次長 石 黒 道 人

総務部次長（兼）副危機管理監

山 木 將 弘

総務課長 菅 生 淑 子

秘書課長 門 間 兵 悦

人事課長 伊 藤 政 仁

財政課長 村 田 詠 吾

税務課長 小 林 伸 也

税務課徴収特別対策室長

鈴 木 亮 一

広報広聴課長 中 嶋 由美子

総合防災課長 佐 藤 和 彦

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。昨日に

引き続き、部局別審査を行います。

総務部関係の審査を行います。初めに、総務部長

の説明を求めます。

総務部長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

次に、財政課長から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

財政課長

【令和２年度決算に基づく健全化判断比率・資金

不足比率について提出資料により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

総務部関係の質疑を行います。

鳥井修委員

おはようございます。よろしくお願いします。

広報広聴課についてです。決算説明資料の１２０

ページ、１番、広報事業費の（１）、広報・広聴推

進費で知事への手紙６６７件とありますが、昨年の

ことでありますので、例えばコロナ禍に関係した内

容もあったと推測します。具体的にどういう内容が

多かったか、まずお知らせください。

広報広聴課長

昨年度の知事への手紙ですけれども、計６７７件

受けております。こちらは、一昨年度に比較しまし

て２.８倍ということで、非常に多くの手紙を頂き

ました。
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内容についてですが、委員御指摘のとおり、コロ

ナ関連の質問が約半数を占めております。内容とい

たしましては、Ｇｏ Ｔｏ キャンペーンですとか、

協力金（秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止

協力金）、プレミアム宿泊券（「秋田のお宿」県民

応援事業）や飲食券（「秋田の飲食店」県民応援事

業）に関わること又は学校の休校措置に関わること

が多かったところでございます。

鳥井修委員

今、半数がコロナの関連という説明がありました

が、多分多くの皆様が不安を感じて、知事に直接と

いう形で手紙を出したのだと思っております。昨年

コロナ禍で、各部でいろんな対応とか事業をしたと

思うのですけれども、この手紙等によって事業に反

映されたものはありますか。

広報広聴課長

例えばですけれども、Ｇｏ Ｔｏ キャンペーン

やプレミアム宿泊券の対象となる部分について、有

効期間が短い長いとか、いろいろな御意見をいただ

きましたので、そういうところは所管部局に意見を

流しまして、改善されたところもございます。

鳥井修委員

ということを考えると、知事への手紙に対する県

の対応というのは迅速に行われたのだと思いますが、

逆に反省点等があれば教えてください。例えばいろ

んな要望に対して、なかなか応えられない部分があ

ったと思うのですけれども、どうですか。

広報広聴課長

反省というか苦労したところになるのですけれど

も、やはり委員がお話しされたとおり、はけ口をど

こに求めればいいか分からないというような 悩

み、苦悩、戸惑いといった気持ちをぶつける先にな

っている内容もかなり多くございました。全ての内

容を所管課に振り分けて、知事にも目を通していた

だくのですけれども、そこでなかなか適切な回答が

できない案件も中にはございましたので、そこはち

ょっと苦労したところではございます。

鳥井修委員

知事の手紙以外にも、各部局にいろんな手紙が届

くと思いますが、そういったものは広報広聴課のほ

うに一回集まってくるのですか。各部だけで対応し

たとして、その情報は広報広聴課にちゃんと上がっ

てきているものですか。

広報広聴課長

各部局に直接届く文書のうち、知事宛てのものは

知事への手紙として処理するということで、一度当

課に来て、再度関係課に振り直すという手続は取っ

ております。知事宛てではない、それぞれの事業課

に対する内容の確認といった文書は、当課を経由し

ないものもございます。

鳥井修委員

飽くまで知事に対する 要は県への要望といっ

た内容の文書は広報広聴課が処理するという考え方

ですか。

広報広聴課長

そのとおりでございます。

鳥井修委員

ちょっと質問が変わります。その下の広報事業費

のところで、新聞広告については地元紙１社に６回

掲載、あとテレビ広報については民放３社で各２４

回放送とあります。多分コロナ関連の県民への呼び

かけで知事がいっぱい出られたものと思うのですが、

ちょっと内容を確認してもよろしいでしょうか。

広報広聴課長

こちらに記載しているものは、当課が当初予算で

要求して、通常の広報として実施したものです。ま

たこの予算とは別に、委員がお話しされたような、

国の交付金を活用し、健康福祉部から再配当を受け

て実施したコロナ対策の新聞の全面広告も、当課で

実施しています。

鳥井修委員

ちなみに、新聞広告ですが、地元紙への掲載で予

算をどのくらい使ったものですか。あとテレビ広報

についても教えてください。

広報広聴課長

新聞広告については、令和２年度は１,３００万

円ほどでございますけれども、コロナ対策として健

康福祉部から再配当を受けて実施したものにつきま

しては、それを上回る５,０００万円ほどです。

（※１５９ページで発言訂正あり）

鳥井修委員

あとテレビ関係広報で、民放３社、計２４回実施

したものについて教えてください。

広報広聴課長

新聞が５４０万円ほど、テレビが１,３００万円

ほど、ラジオが２００万円ほどとなっております。

（※１５９ページの発言を訂正）

鳥井修委員

ありがとうございます。

さっき健康福祉部の関連で５,０００万円という

話がありました。昨年度は地元紙だとかいろんな部

分で、コロナ関連の県民へのお願い事項とかをたく

さん周知されていて、自分もかなり目にしました。

これは県民に対しても強いＰＲになったと思うので

すけれども、その辺はどう認識していますか。

広報広聴課長

コロナ関連の注意喚起につきましては、新聞では

６紙に掲載しました。６紙の県内普及率は８割ほど

になります。地元紙３紙におきましては全面広告を

行いました。かなり短い期間で企画立案をして新聞
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に掲載するというところで苦慮はしましたが、まず

皆さんに伝えたいメッセージをどういう言葉にすれ

ば伝わりやすいのか、県民の行動変容につながるの

かを意識しながら、最終的には知事にも全て目を通

していただいた上で、いろいろと工夫して広報を行

ったところでございます。

鳥井修委員

何か反応とかは聞こえてくるものですか。

広報広聴課長

一番最初に行った、昨年の４月、５月の辺りの協

力金関係の広報については、なかなか分かりづらい

という意見も多くございましたので、改めて分かり

やすい表現に変えて、また新聞広報を行ったという

経緯もございます。

鳥井修委員

いずれ今現在、感染状況も大分落ち着いてきてい

ますが、第６波という話もあるので、昨年度やった

ことに対する成果だったり反省を踏まえて、ある程

度は今後に向けて やるやらないは別ですが

準備をしておく必要があると思うのですけれども、

その辺の考え方を教えてください。

広報広聴課長

今年度は若者にワクチン接種を呼びかける新聞広

告を行わせていただきましたけれども、その際も若

者に刺さるような言葉、ビジュアルなどを工夫して

行ったところでございます。また、コロナについて

は、年末にかけて第６波が懸念されるところではあ

りますので、どういう位置づけで、どういうメッ

セージを伝えるかなど、今から考えて検討している

ところでございます。

鳥井修委員

多分人に伝えるということ自体が物すごく難しい

と思います。なかなか全ての人には思いを伝え切れ

ないと思うのですけれども、多分広報広聴課の皆様

も苦労されて、いろんなアイデアを出して、最終的

には知事が判断されてやられていると思います。ま

ずは令和２年度の反省点も踏まえて、しっかりと工

夫をして、是非多くの皆様に伝わるような広告を出

していただければありがたいという思いでありまし

た。

これで終わります。

佐藤信喜委員

説明資料の１１ページですが、個人住民税の収入

確保という点でちょっとお聞きしたいと思います。

滞納整理機構（秋田県地方税滞納整理機構）です

けれども、県と市町村が協働してということなので

すが、今現在何人程度の方が滞納整理に当たってい

るのでしょうか。

徴収特別対策室長

令和２年度につきましては、合わせて９名の市町

村職員の派遣を受けております。１名が常勤で徴収

特別対策室のほうに常駐しておりまして、残り８名

につきましては、主たる勤務地は市町村ということ

で派遣を受けております。

佐藤信喜委員

県の職員は何人ぐらいいるのでしょうか。

徴収特別対策室長

県職員は、徴収特別対策室に、私も含めまして４

名おります。

佐藤信喜委員

ありがとうございます。計１３名で、全県の滞納

整理に走り回っておられることと思います。令和２

年度の未納繰越額が前年度に比べて９,５３５万円

減ったということですが、職員の皆さんの頑張りが

この結果につながったのか、それともどういう理由

でこの結果につながっていったのかについて、どう

分析しておられますか。

徴収特別対策室長

地方税滞納整理機構は平成２２年度から設置され

ており、その間市町村から職員派遣を受けまして、

研修などを実施してきました。そこでのノウハウを

持って市町村に戻った職員などが、自ら市町村にお

いて滞納整理を行った成果が大きいと思っておりま

す。

佐藤信喜委員

分かりました。

それで、未納繰越なのですけれども、７億

３,０７７万円のうち、どうしても納められないと

いう方もいるでしょうが、やはり悪質なケースもあ

ると思うのです。そういったケースについては、肌

感覚で何となく感じられているものでしょうか。

徴収特別対策室長

機構では、これまで市町村が対応してきた中で徴

収できずに繰越しをした案件について処理依頼を受

けているのですが、機構の中で市町村と協力しなが

ら財産調査などを行いまして、必要な処分、あるい

は財産がない場合などにつきましては、滞納処分の

執行停止の助言をするなどして対応しているところ

です。

佐藤信喜委員

分かりました。

いずれ昨年からコロナウイルスが蔓延して、経済

活動も少し下火になって、もしかすれば今年度なか

なか納められないという方が増えそうな雰囲気もあ

る中で、今後の展開についてどのように考えていら

っしゃいますか。

徴収特別対策室長

今申しましたように、適正に調査などを行いまし

て、税法に基づく徴収あるいは徴収の猶予などの必

要な対応を適正に行っていくべきものと思っており
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ます。

佐藤信喜委員

そのとおりだと思うのです。

ただ、もし例えば未納繰越額がすごく多くなって、

件数が増えることになれば、今の１３名で対応し切

れるのか、それとももっと職員を増やすのか、金額

や件数が減れば職員数を減らすとか、そういう職員

数の増減というのは都度考えながらやられているも

のですか。

徴収特別対策室長

市町村からの派遣につきましては、まずは市町村

の意向によっているところです。機構の設立当初は

常勤職員として派遣されていたのですが、最近は、

市町村で県に常勤で派遣するのが難しいという事情

もあろうかと思いますが、非常勤の職員が多いです。

あとは機構に処理依頼する案件につきましても、

ピークのときは１,０００件以上あったのですけれ

ども、昨年度につきましては５９件ということで、

処理依頼自体も減っているところです。ですので、

現状では市町村からは、職員に対する研修とか、あ

るいは困難事案に対するアドバイス、助言が機構の

役割として期待されていると考えております。

佐藤信喜委員

機構では、対応が非常に難しい案件を取り扱って

いると思いますので、頑張っていただければと思い

ます。以上です。

薄井司委員

今の佐藤信喜委員の質問に関連して伺います。令

和２年度の歳入歳出決算審査意見書の１２ページ、

県税のところなのですけれども、収入未済額が前年

度と比較して３億３,０００万円ぐらい、３３.８８

％増えているのですけれども、これはやっぱりコロ

ナの影響によるものなのか、そこら辺の内容を教え

ていただきたいと思います。

税務課長

今回前年度を上回った分については、コロナの影

響が全てと言っていいと思います。昨年度、コロナ

の影響で困窮を極めている方とかに対する、コロナ

に特化した徴収猶予制度というものが時限的に創設

されました。その猶予制度を適用した金額が大体５

億円弱ありますので、収入未済額の前年度比増のほ

とんどが猶予中に決算を迎えたものということであ

ります。

薄井司委員

内訳が１３ページに書いていますけれども、そう

すれば、その中身のほとんどは県民税の個人分にな

りますか。

税務課長

税別の区分でいきますと、法人事業税など法人関

係がほとんどであります。

薄井司委員

今年も去年とそんなに変わらない状況なのですけ

れども、そうすれば、さっき徴収特別対策室長から

説明がありましたけれども、見込みとしては今年度

も昨年度と同レベルぐらいの減になるというふうに

想定してよろしいでしょうか。

税務課長

今年度につきましては、業種 納税者の方が営

んでいる事業によって違いがあり、例えば飲食だと

か宿泊業についてはかなりダメージがありますので、

税収が落ち込むと考えております。一方でいわゆる

巣籠もり需要といったものもありますので、いろん

な業種をトータルで見ますと、必ずしも昨年度と同

じ状況ではなく、昨年度より少しは補塡するのでは

ないかと思っております。

昨年度やその前から増えました未納繰越額の３億

円余りでありますけれども、決算時点では３億円ほ

どの増となっておりましたが、その後納税されたり、

制度的なもので申告によって減額された分もあり、

かなり圧縮されておりますので、令和２年度決算よ

りは未納繰越額も少なくなるのではないかと、今の

現段階では考えております。

薄井司委員

そうすれば、未納だった部分が、ある一定の期間

を置いてしっかり入ってきている状況にあると理解

してよろしいでしょうか。

税務課長

正確に言いますと、未納だったものがその後納税

された部分もありますけれども、その後の確定申告

で減額になるという制度がありまして、そもそも納

めるべき税額が減額になった部分のほうが数字的に

は多くなっております。

薄井司委員

分かりました。

ちょっと質問を変えます。今回不納欠損額が約７

億７,０００万円ありますけれども、この一番の理

由と言えばいいですか どういうものが不納欠損

の理由になっておりますか。

税務課長

制度上、不納欠損になるものは大きく分けて２つ

あります。１つは時効によって不納欠損になるもの、

もう１つは滞納処分できるような財産がないという

判断をしてから３年経過した場合に徴収権 納税

義務が消滅するというものです。いずれこの２つが

大体同じような額を占めております。

薄井司委員

時効による不納欠損は、納税者が行方不明だとか

そういう場合に行われると思います。不納欠損とす

ることもなかなか難しいだろうとイメージしている

のですけれども、そこら辺は適正に、公示送達する
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などの手続を取っているということでよろしいです

か。

税務課長

市町村が担当している個人県民税について詳細は

把握しておりませんけれども、県税事務所で行って

いる分については、全て財産を調査して、やるべき

ことはやって 先ほど時効と申し上げましたけれ

ども、これについても全て財産調査等を行い、ある

いは生活の状況を調査して、これは法律上徴収する

ことができない、あるいは徴収することが適切でな

いという判断をした上で欠損の処分をしたものであ

ります。

薄井司委員

もう一点伺います。財産処分のときに、公売とか

がいろいろと行われると思います。最近は何かネッ

トとかでも公売を実施していると聞いたりするので

すけれども、今県が行っている処分の方法は主にど

ういうものですか。

税務課長

財産処分で一番多い財産は債権でありまして、給

与債権とか預貯金債権が多くを占めております。給

与所得者ではない方や預貯金がない方については、

金額的にそれなりの価値のある自動車等があれば、

それを差し押さえて、インターネットで公売すると

いうこともしております。ただ、事務効率の点から

考えますと、先ほど申し上げた給与債権のほうが効

率的ですので、そちらが多くなっております。

薄井司委員

難儀する部分もあるでしょうし、大変苦労なされ

ていると思いますけれども、税金を有効に活用する

ため、今後も対策をよろしくお願いをして質問を終

わります。

小野一彦委員

総務課にお尋ねします。行政改革の関係で、説明

資料の１１ページに、２２項目にわたる行政改革に

取り組んだと書いております。令和２年度は、コロ

ナ禍の真っただ中で１年間が過ぎたわけですけれど

も、在宅勤務やＩＣＴをもっと積極的に使ったなど、

コロナで大変な状況に対応するために実現できたと

いうか、コロナによって行革が進んだ部分はありま

したか。総務課としての分析をお聞かせください。

総務課長

コロナによって進んだというところで言いますと、

先ほど委員もおっしゃっていた在宅勤務若しくは時

差出勤制度を利用する方が非常に増えました。特に

時差出勤については、従来よりも選択できる勤務時

間帯を増やして、選択の幅を広げたところ、利用す

る方が非常に増えております。

それから、ＩＣＴについては、ＡＩ（人工知能）

やＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーシ

ョン。主に定型業務などのデスクワークを、人間の

代わりに仮想知的労働者などと呼ばれるロボットに

行わせること。）をもう少し活用できるのではない

かと考えております。コロナだからこそ今後一層活

用を進めなければいけないと思いますし、同様の意

見が行革の委員会（秋田県行財政改革推進委員会）

からも出されています。

それと、県民の意見を聞く機会としては、これま

では地域の意見交換会など対面形式で行われていま

したが、現在は、オンラインを活用するなど、いろ

んな手法ができるようになったというのも大きな成

果だったのではないかと思います。

小野一彦委員

行革の取組状況の評価調書を見ているのですけれ

ども モバイルワーク用やテレワーク用パソコン

等の貸出を行い、県外事務所等で在宅勤務が進んだ

と思います。在宅勤務を実施した結果、こういう業

務は役所に行かなくても自宅でやることができたと

いうような、在宅勤務に適合するというか、やりや

すい、親和性のある業務の分析ができたのかどうか

そういう部分を今後に是非生かしていただきた

いと思います。その結果、通勤手当だとか、そうい

った経費の削減にもつながるかもしれないし、仕事

と介護や子育ての両立にも適合するかもしれません。

そういった在宅勤務の分析と今後についてのお考え

はあるでしょうか。

人事課長

テレワークにつきましては、昨年度の状況で言い

ますと、従来から実施している、テレワーク用の

ノートパソコンを用意して職員に貸し出すケースと、

それから自宅のパソコンにテレワークシステムのラ

イセンス アプリケーションを入れた上で職場の

パソコンにアクセスするという２つの手法を取って

います。おおむね事務的な仕事 書類の作成です

とか、あるいは計算等の作業は非常に在宅勤務にな

じむと見ております。

今年度は、ライセンス数を段階的に増やしながら、

更に技術系の職場ですとか、あるいは出納などの部

門も含め、庁内の様々なシステムのアクセスあるい

は使い勝手などを検証しながら、効果や課題を整理

した上で、また次の段階を考えていきたいと思って

おります。今年の１０月からは新たな文書管理シス

テムの運用が始まり、在宅で書類の決裁もできるよ

うになりましたので、そういった意味では在宅勤務

でできる仕事の幅はかなり広がっていると見ており

ます。

小野一彦委員

在宅勤務にしてもＲＰＡにしてもお金が掛かるこ

となので、そこら辺の損益分析というか、費用対効

果みたいな話は当然出てくると思います。ある意味
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で年度を越えた投資みたいな経費にもなるかと思い

ますので、そこについては是非いろいろと検証して

みていただければと思います。

それで、１つ人事課長にお伺いします。これもオ

ンラインの関係なのですけれども、自治研修所の研

修についてです。決算調書にも、市町村と一緒に研

修をやられたとか、管理職の研修を行い政策能力を

高めたとか、いろいろと記載がありますが、わざわ

ざ交通費や宿泊費を掛けて東京から講師に来ていた

だかなくても、オンライン等で一流の先生の話を聞

くことができるような研修を 我々も、先日、オ

ンライン形式でタブレット端末の操作研修を受けた

のですけれども 令和２年度は、そういうような

成果はあったものでしょうか。

人事課長

委員のおっしゃるように、特に自治研修所で行う

研修で、県外に住まわれている講師の方については

そういったオンライン方式での研修といったことも

実施しました。また、自治研修所の研修には市町村

職員も参加しますが、県職員もそうですけれども、

研修に参加する職員が県内各地で勤務しているとい

う状況の中で、コロナの感染防止対策に伴い、いろ

いろと行動の制約、制限等がございました。そうい

った中で、あえて研修所に来ずに、例えばそれぞれ

が勤務する庁舎あるいは自宅等からでも研修を受け

られるようになったのは、一つの成果だったと思い

ます。ただ、講師の中にはオンライン方式の講習に

なじみの薄い方もいらっしゃいましたので、その辺

は講師の方々それぞれの特性に応じて対応してきた

ところでございます。

島田薫委員

東日本大震災や最近の災害を踏まえた防災対策に

ついて質問させていただきます。

部局長説明要旨の７ページにありますが、災害に

強いまちづくりの取組には、代表的なものとしてど

のようなものがあるかお知らせください。

総合防災課長

民間の住宅等をはじめとする耐震化が代表的な例

でございます。

島田薫委員

例えば支出済額ですとか、あるいはその取組につ

いて、特にこの１０年間、増減はあるのでしょうか。

総合防災課長

防災対策に関しては、地域防災計画のアクション

プランとして策定した秋田県防災・減災行動計画に

基づいて、市町村も含めた行政がそれぞれ一定の数

値目標を立てて、目標の達成に向かっていこうと取

組を進めています。「災害に強いまちづくり」は、

防災・減災行動計画の取組テーマの一つになってお

り、その中で住宅の耐震化であるとか、県の施策と

しては建設部で進めている橋梁の耐震化などについ

て数値目標を掲げて、県や市町村といったそれぞれ

の実施主体が事業を実施しているということです。

総合防災課として特に予算を掛けて実施するという

ものではございません。

島田薫委員

そうすれば、７ページに支出済額が記載されてい

ますが、その内容としてどのような事業があるので

しょうか。

総合防災課長

この中で、総合防災課で具体的に費用を計上して

実施している事業はございません。それぞれの担当

部局が目標達成に向けて予算を計上して、目標達成

のために事業を実施しているという状況でございま

す。

島田薫委員

関連して伺います。先ほどの箇所の４行ほど後に

「本県に避難している３世帯に対し応急仮設住宅と

して供与しました。」とありますが、これは、新た

に避難されてきた方なのか、あるいは県内に避難し

ていた方が住宅を移る際にこのような扱いとしたの

か、お知らせください。

総務課長

この３世帯については、東日本大震災により秋田

県内に避難してきた福島県からの避難者になります。

継続して県内に避難している方の３世帯の家賃とな

っております。

島田薫委員

継続しているという理解でよろしいのですか。

総務課長

この取組は福島県からの応援要請により実施して

いるものですが、その費用については全額福島県に

求償することになっております。対象となるのは避

難指示区域から避難してきた方ということで、年々

対象世帯は少なくはなってきております。

島田薫委員

今言いたかったのは、この３世帯が新たにこうい

う扱いになったのか、あるいは継続されているのか

ということですけれども。

総務課長

すみません、継続して対象世帯となっております。

島田薫委員

避難者は減少してきているという話ですよね。た

しか４００名ほどの方々がまだ県内に避難されてい

ると理解していますけれども、その数は徐々に、僅

かずつ減ってきているのですか。

総務課長

避難者自体は年々減ってきておりまして、ピーク

時に比べると、かなりの数が減ってきております。

ピークだった平成２３年には６４４世帯１,５７１
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人の方が秋田に避難しておりましたけれども、今年

の１０月１日現在ですと１７３世帯４４４名の方が

避難していると県では捉えています。

島田薫委員

震災から１０年たちました。そして今年、秋田県

選出の国会議員、冨樫先生（冨樫博之衆議院議員）

が復興副大臣になられたということもありまして、

大震災を忘れない、風化させない、そしてこうした

災害に強いまちづくりや被災者の支援をしっかり継

続していくことが必要だと考えて質問させていただ

きました。以上です。

児玉政明委員

関連して伺います。本県への避難者は３月末時点

で１９０世帯４８４人で、昨年に比べて１２世帯

２５人減少したとありますけれども、その２５人の

方々はどうしたのでしょうか。

総務課長

今すぐにはその内訳は出てこないのですけれども

避難者というのは、自分は避難者だということ

で登録（全国避難者情報システムへの登録のこと）

している方の人数ですので、秋田に定住すると決め

て、避難者ではないということで登録から外れた方

もいますし、若しくは県外に引っ越ししたとか、避

難元に戻ったとか、そういった理由になるかと思い

ます。

児玉政明委員

そうすれば、この１２世帯２５人については、秋

田に定住されたのか、地元に戻ったのかまでは把握

していないということですね。

総務課長

すみません。そうした資料は今手元にございませ

ん。把握していないです。

児玉政明委員

そうすれば、例えば秋田に定住するとなった場合

も、避難者数のカウントとしては少なくなっていく

ということですね。

総務課長

秋田への定住を決めたからといって、そのことで

避難者の数から単純に引かれるということではあり

ません。秋田に定住していても、避難者である意識

を持ちたいという理由から、そのまま避難者の登録

をしている方もおります。秋田に定住すれば避難者

から外れると一概には言えないところが非常に問題

というか、微妙なところだと思います。

児玉政明委員

先ほど、ピーク時の避難者数が１,５７１人との

説明がありました。その中で秋田に定住された人も

かなりいると思うのですけれども、避難者の意識の

違いによって避難者数がはっきりしないという考え

方なのですか。

総務課長

移住した方 定住した世帯数という意味でしょ

うか。

児玉政明委員

定住しても本人に避難者だという意識があれば、

その方はこの数字に反映されないという説明だった

のですけれども。

総務課長

定住しても避難登録を続けていきたい方も入って

いる そういう方は避難者数からは外れないとい

うことです。

児玉政明委員

そうすれば、３月末現在で１９０世帯４８４人い

る避難者の方というのは、秋田に定住しているのだ

けれども避難者登録を継続している方と、地元に帰

りたいと思っている方のトータルの人数だと思いま

す。そういった人たちの今後の意向などの確認はど

うなるのですか。

総務課長

避難者の方については、毎年アンケートを行って

います。現在の状況とか、困っていることとか、今

後の意向などについて年１回アンケートを行って、

大体の動向というか、考え方は把握しております。

児玉政明委員

アンケートを毎年１回実施していることは分かり

ました。

次に、避難者支援相談員４人を雇用して、延べ

５８回の戸別訪問を行ったとありますが、これは全

戸訪問を５８回実施したのか、ただ単純に５８回し

か訪問していないのか、これについてはどうですか。

総務課長

全戸訪問ではなくて、個別訪問を５８回行ったと

いうことです。高齢世帯や母子家庭など生活にちょ

っと不安な要素を持っている方をこちらのほうで見

守り世帯という形で把握しておりますので、そうし

た方などに随時電話連絡をしております。そういっ

た中で希望があれば訪問したり、電話連絡などで見

守っているというところです。

児玉政明委員

もう一回さっきの数字の話に戻りますけれども、

例えば被災者の支援交付金（被災者支援総合交付

金）などへの影響もあるから避難者数の数字を減ら

さないという考え方もあるのですか。

総務課長

そういったところに影響はしておりません。これ

は飽くまでも避難者情報システムに登録している人

数だと捉えております。

佐藤信喜委員

決算説明資料の１１４ページ、財政課にお聞きし

ます。
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財政管理費の（１）番に、印刷費と委託料等で

３,２９７万８,０００円と記載がありますが、その

内訳をお知らせください。

財政課長

会計年度任用職員の報酬が２００万円程度、職員

旅費が１８０万円程度、議案の印刷外注費と用紙等

で８００万円余りです。あとは、高速複写機 自

前で印刷できる大型の印刷機があるのですが、その

リース代が６２０万円程度となっております。

佐藤信喜委員

そうすれば、システムの部分というのはどのぐら

いですか。

財政課長

システムの保守とコピー料込みで５００万円ほど

となっております。

佐藤信喜委員

ここに記載されているのは飽くまでも保守と改修

という業務委託の部分だと思うのです。財政関係で

使っているシステムというのは幾つあるものですか。

財政課長

財政関係では、予算編成システムと起債管理シス

テムがございます。

佐藤信喜委員

ちなみに、そのシステムというのは秋田県独自の

ものですか。例えば国や市町村と共同で運用されて

いるものなのか、その点についてお知らせください。

財政課長

どちらも県独自のシステムでございます。予算編

成システムについては、政策評価システムと一体と

なったシステムであり、市販のアプリケーションシ

ステムを活用して、県独自の改良を加えて整備した

ものでございます。起債管理システムにつきまして

も県独自で作ったものでございます。

佐藤信喜委員

例えばシステムに関しては、財政課はもちろんで

すけれども、各部局全てにおいていろんなシステム

が入っていると思うのです。やはり単独利用より共

同利用のほうがコスト削減につながると思うのです

が、財政関係の２つのシステム 政策評価システ

ムも合わせれば３つになるのでしょうけれども

について、現段階でそういった共同利用のシステム

があるのか、それとも今後そういう方向に向かって

いくのか、今現段階ではどのようにお考えでしょう

か。

財政課長

予算編成システムを導入したときに、各県の予算

編成方法を調べたのですけれども、やはり各県でい

ろいろとやり方が違いました。市販のアプリケーシ

ョンがいろいろあって、各県とも、そうしたものを

ベースにして、それぞれの県のやり方に応じて独自

に手を加えているという状況で、当時はなかなか共

通化ということまで考えが至りませんでした。むし

ろ県庁内部としましては、予算編成システムと財務

会計システム これは大きく分けて予算と決算の

システムという位置づけになるのですけれども、そ

のシステムの親和性をもう少し高めていくほうがよ

り効率的ではないかと思っております。いずれはそ

ういうことを検討していきたいと考えております。

佐藤信喜委員

分かりました。この後、行革という点からも進め

ていかなければいけないと思います。こういったシ

ステムにおいては、ノーカスタマイズが一番コスト

削減につながっていくと思うので、その辺を十分に

検討しながら進めていただくようにお願いしたいと

思います。

もう一つ、その上の一般管理費について伺います。

５９万９,０００円の実績に対して不用額が５９０

万円と、ちょっと不用額が大きいような気がするの

ですが、この内訳についてお知らせください。

財政課長

一般管理費に計上している６５０万円ですけれど

も、これは、国庫返還金の返済期限が短いなど、予

算的に間に合わないような不測の事態が起きた場合

に使っているものです。年度によって執行額の多い

とき、少ないときといろいろありまして、令和２年

度決算ではそういう緊急を要する返還が少なかった

ことから決算不用額が出ておりますけれども、例年

の動向を見まして、６５０万円の予算を計上してい

たということでございます。

宇佐見康人委員

何点かお願いします。

まず、ウェブサイトとソーシャルメディアの運用

について伺います。県からの情報発信としてツイッ

ターとかフェイスブックを使っているわけなのです

けれども、これをどのように使い分けているのか、

まずお聞かせください。

広報広聴課長

ウェブサイトとＳＮＳ……。

宇佐見康人委員

主にＳＮＳです。ツイッターとか、フェイスブッ

クとか、インスタとかを利用されていますが、それ

ぞれ特性が違うので、使い分け方だとか方針があれ

ばお聞かせください。

広報広聴課長

公式のＳＮＳ ツイッター、フェイスブック

（県公式ツイッター「秋田県庁」及び県公式フェイ

スブック「秋田県庁」のこと。）につきましては、

当課のほうで運用しております。ツイッターにつき

ましては、文字数の制限もございますので、より若

者に向けて短い言葉で分かりやすく、ビジュアル的
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にインパクトのあるものを使ってやっているところ

でございます。フェイスブックにつきましては、

ターゲットとする年齢層が若干高めということもあ

って、じっくりと読んでいただける傾向にございま

すので、もう少し文字数を長めにしてやっていると

ころでございます。

また、当課の公式のツイッター、フェイスブック

のほかにも、県庁全体として、今のところ１０５の

アカウントが運用されていると把握しております。

ＳＮＳは利用しやすい、ハードルが低い、予算を掛

けなくても開設できるなどのメリットがありますの

で、各部署で工夫を凝らしながら情報発信している

ところだとは思います。ただ、今委員がおっしゃら

れたように、ターゲットに対してその媒体が適切な

のか、ターゲットをしっかり定めているのかなど、

戦略的に弱いところもちょっと見受けられますので、

各部局に対して、まずはしっかりとターゲットを定

めて、効果分析をしながら運用していくように、当

課から働きかけているところでございます。

宇佐見康人委員

それで、今ツイッターで１０５のアカウントがあ

るという説明がありましたが……。

委員長

ツイッターだけではないですよね。

宇佐見康人委員

ＳＮＳ全体で１０５のアカウントがあるというお

話ですが、例えばツイッターは即応性があるものな

のですが、県で、災害や水害などの情報を発信する

ようなツイッターのアカウントというのは持ち合わ

せているものなのでしょうか。

総合防災課長

災害情報を発信するアカウントは持っていません

が、秋田県防災ポータルサイトというウェブサイト

があります。防災ポータルサイトの中に災害情報発

信システムというものを入れておりまして、災害が

発生した際、行政側がシステムに災害関連情報を入

れると、その情報を知りたい方がツイッターで「＃

秋田県大雨」などの文字を入力すれば、現在の災害

情報を見ることができる仕組みは持っております。

宇佐見康人委員

防災ポータルサイトの情報は、県庁のツイッター

で発信する形になっているのですよね。

総合防災課長

はい、そのとおりでございます。

宇佐見康人委員

自分も県庁のツイッターとかタイムライン（ＳＮ

Ｓでのコメントやツイートを時系列で表示した画面

のこと。）を見るのですけれども、「今度これをや

ります。」といったイベント情報などの中に、例え

ば大雨の避難情報などが流れてきます。防災とその

ほかの県の情報の発信は分けたほうが利用者として

は分かりやすいし伝わりやすいと思います。そうい

った運用の仕方も今後考えていくべきかと思うので

すけれども、そこら辺はどうでしょうか。

総合防災課長

課としては、一応今現在でも切り分けていて、防

災ポータルサイトにアクセスしていただければ県内

の災害情報や避難情報を把握できますという考え方

です。ただ、ツイッターなどのＳＮＳという手段を

使って情報を集める際にはそうした切り分けがなく

なっていると思います。そうしたところがもしかし

たら改善すべき点だということであれば、今後はそ

うしたところは検討をしていきたいと思います。

宇佐見康人委員

できれば発信者側のやりやすい、やりにくいとい

う視点よりも、利用者側の視点に立っていただきた

いと思います。東日本大震災や熊本地震のときも、

デマ情報が一般の利用者から流れて混乱があったり

だとか、あとは熊本地震のときも県庁が発信した情

報を引用した誤情報が流されたということがありま

した。

重要なのは、そういった災害が起きたときに正し

い情報を迅速に伝えることだと思うのです。わざわ

ざ防災ポータルサイトにアクセスしなければ見られ

ないというよりも、ダイレクトに災害だとか防災、

大雨の情報を 今回のコロナに関してもそうなの

ですけれども しっかりと責任持って発信できる

アカウントがあれば、誤情報の拡散などは未然に防

げると思うのです。なおかつ利用者側からしてみた

ら、わざわざ何回もクリックしなくてもいいですし、

信頼性もありますので、そこら辺は是非検討してい

ただきたいと思います。

総合防災課長

確かに我々もそうしたＳＮＳを活用した情報発信

というのは常に検討をしております。例えば民間の

事業者がやっていらっしゃるようなものにのるとい

いますか、そうした形も検討の俎上には上げるので

すけれども、やはり誤情報などの取扱いがネックに

なりまして、なかなか一歩踏み出せないというとこ

ろがございます。ＳＮＳを活用した正確、的確な情

報提供については、引き続き検討していきたいと思

います。

宇佐見康人委員

ＳＮＳに限らず、情報の発信というのはリスクコ

ミュニケーション（関係者間でリスクに関する情報

を共有し、相互に意思疎通を図ること。）でもある

と思います。令和２年度からコロナが蔓延して、県

庁としても様々な情報を発信していましたが、情報

発信しても正確に伝わらなければ意味がないわけで

す。最近特に多いのが 県からは、連休期間中だ
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とかに、あとは緊急事態宣言が出ていた地域との往

来を自粛してくださいといった情報を発信している

わけですよね。けれどもそれを「また秋田県から来

るなと言われた。」と受け取る人もいるわけです。

「何々のために県外との往来を自粛してほしい。」

という場合、その理由をしっかりと伝えることが大

事で、それがないと県側の意図を勘違いした人が発

信した情報が更に拡散して広がってしまう危険性が

あると、この２年感じました。

県外との往来の自粛は、初期の段階では、県内は

病床が少ないので、ウイルスが県内に持ち込まれて

広まってしまったら、すぐに医療崩壊が起きてしま

うから、まずは県外との往来を控えてくれというも

のでした。最近の場合であれば、国のほうで人流抑

制しているし、病床の確保はうまくいっているけれ

ども、感染者が多く出ればすぐに病床が満杯になっ

てしまうからという理由を丁寧に伝えなければ、勘

違いした人たちの情報のほうが早く、わっと広まっ

てしまう危険性が高いと思っていました。そういっ

たことも踏まえて、県ではどういうふうに、そうい

った情報の広がり方だとかを分析しているものなの

でしょうか。

総務部危機管理監（兼）広報監

どのように拡散しているか、全てを把握すること

はできません。ただ、やっぱり委員御指摘のとおり、

広報の考え方として、一般的な広報もそうですし、

災害とかコロナも同じなのですが、正確な情報を的

確に迅速に提供することで県民との間に信頼関係を

結び、それにより県の施策 コロナでいえば感染

防止対策に県民が協力してくれる、それが目的であ

ると思います。文字数の関係があるので、ＳＮＳだ

けでは正確な情報発信はできないと思いますので、

コロナ対策の本部会議（秋田県新型コロナウイルス

感染症対策本部会議）の内容や、知事のメッセージ

を、そういった中で丁寧に発信していきたいと考え

ております。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。是非よろしくお願いしま

す。

話題が大分変わるのですけれども、秘書課の関係

で伺います。令和２年度の行幸啓だとかお成りに関

する事業が延期若しくは中止されたと思うのですけ

れども、延期になったものは来年度以降開催する方

向で動いているのですよね。

秘書課長

今年度予定されておりました全国食生活改善大会

ですけれども、これは、今年度はコロナの影響で見

送りになりました。来年度に関しましては既に開催

県が決定されていましたので、それ以降の開催にな

ると思いますけれども、現時点ではまだ確定はして

おりません。その大会の動向によって、お成りもあ

るかないかということになるという状況です。

委員長

審査の途中ですが、ここで暫時休憩します。再開

は１１時５分とします。

午前１０時４９分 休憩

午前１１時 ４分 再開

委員長

再開します。休憩前に引き続き総務部関係の質疑

を行います。

髙橋武浩委員

人事課にお伺いします。職員厚生費ですけれども、

その大部分は健康管理費であります。この中で定期

健診の受診者数延べ５,８７６人とありますけれど

も、受診率はどの程度ですか。

人事課長

定期健康診断につきましては、人間ドックなども

含みますし、また婦人科健診等も含んだ人数になっ

ています。対象者は正職員のほかに会計年度任用職

員なども含んでおりまして、受診率としては９９％

近い状況です。病気にかからないように予防するこ

とが大事ですので、未受診の職員がいる場合につい

ては、当課に健康支援員という保健師を配置してお

りますので、受診の勧奨 健康診断を受けるよ

うに促しているところで、未受診者は減ってきてい

る状況でございます。

髙橋武浩委員

ストレスチェックについてもですけれども、昨年

度の実施者は４,０３０人となっておりますが、大

体何人ぐらいの実施を見込んでいたのでしょうか。

見込みよりも多かったのか、少なかったのか、まず

そこを教えていただければと思います。

人事課長

対象となる職員を網羅して、必要なストレスチェ

ックを受けられるように予算措置しておりますので、

基本的に見込みより多かったということはなくて、

見込みより若干下回るというのが実情です。ストレ

スチェックにつきましても、職員がいろんな形でサ

ポートして受診を促していますし、高ストレスとい

った判定が出た場合は、事後指導、あるいは産業医

との面談といったことで連携をしながら取り組んで

いるところでございます。

髙橋武浩委員

ストレスチェックを受ける人数の推移をお知らせ

ください。

人事課長

ストレスチェックは、基本的に全職員が毎年受け
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るとことになっております。いわゆる高ストレス者

という定義がございますけれども、その割合は標準

的には１０％程度と言われているようなのですが、

秋田県の場合はそれを若干下回って、８％台から９

％台といったところでございます。年代別に見ます

と、やっぱり若手、中堅どころの３０代、４０代の

男性職員の割合が比較的高いといった結果が出てお

ります。

髙橋武浩委員

これは民間の話なのですけれども、ストレスチェ

ックを受けても実際のところ効果がなかったとか、

メンタルヘルス不調者が減った実感が少ないとか、

様々な声が聞こえてきます。ネガティブに考えると、

正直に話したことが自分の不利になるのではないか

と心配する職員もいると思うのです。ストレスチェ

ックの実施が職員のメンタルヘルスの改善につなが

るような工夫などがもしあったらお知らせいただけ

ればと思います。

人事課長

今委員のお話にありましたように、もしかすれば、

正直に答えて良いものかどうか迷う職員もいるとは

思います。従来は、ウェブサイトから回答する方法

と、紙の調査表に記入してもらう方法を併用してい

ましたが、現在はウェブサイト上で、個人がそれぞ

れのＩＤ、パスワードを入力して回答する方法をと

っています。ストレスチェック自体の制度の浸透も

あると思いますけれども、このようにそれぞれの本

音で答えていけるような環境は作っております。ウ

ェブサイト版の場合は、回答後、直ちにストレスチ

ェックの結果が出ますので、職員はその場で結果を

確認することができます。また先ほども申し上げま

したけれども、高ストレス者についてはその後のサ

ポートもしていくといった形で、できるだけ職員が

メンタルヘルスの不調に陥らないように取り組んで

おります。

髙橋武浩委員

ちなみに、知事部局で、休職者は前年度から比べ

て増加しているのか、横ばいなのか、その辺の概要

を教えていただければと思います。

人事課長

メンタルヘルスによる長期病休ということでいき

ますと、年間５０人程度います。１か月以上の病気

休暇と、その後の病気休職中の職員を合わせると年

間５０人程度です。その年々によって若干の変動は

ありますけれども、特に増加傾向にはなくて、病気

休職だけでみると２０人程度で推移しております。

特に病気休職の場合は主治医やかかりつけ医との

対応になりますし、症状が回復してきましたら、試

行勤務というような制度も設けております。健康支

援員が、段階ごとに業務の負荷を増やすような形で

の復帰計画を立て、健康面でのアドバイスもしなが

ら、円滑な復帰につながるように支援しているとこ

ろでございます。

髙橋武浩委員

通常の業務に加えて、昨年はコロナ対応とか、そ

れぞれの部局で大変な苦労をされていると思うので

す。そういった状況を考えると、各部署で負担が増

えたところもあるだろうと思い、先ほど休職者が増

えたのかお聞きしたのです。

コロナによって業務の負担が増えているといった

各部局の声を拾って、改善していると思うのですけ

れども、いろいろと情報を入手しながら業務の分担

などについて工夫されているものでしょうか。

人事課長

コロナ対応ということでいきますと、正に直接担

当している健康福祉部あるいは保健所の職員、それ

から事業者の支援を行う各産業系、事業系の部局、

あるいは予算を担う部門などで、非常に業務量が増

えているところがございます。

健康福祉部や保健所について申し上げますと、会

計年度任用職員を配置したり、あるいは保健所では、

地域振興局内で他部がバックアップする体制を取っ

ておりますし、司令塔の役割を担う本庁の各課につ

きましては、今年度当初に人員の配置もしておりま

す。また今年度もワクチン接種等様々な新しい業務

が出てきましたので、そういった部分については全

庁的にカバーをするような対応もしながらサポート

しているところでございます。

髙橋武浩委員

いずれ昨年度、そしてまた今年度と、コロナもま

だ収束したとは言えない状況ですので、各部局の職

員の健康状態をしっかり把握して欲しいと思います。

県民に対して健康寿命延伸を呼びかけ、取り組んで

いる県の職員が健康を害しているようであれば大変

困りますので、その辺はしっかり対応していただけ

ればとお願いして終わります。

薄井司委員

今髙橋委員からいろいろと質問がありましたけれ

ども、保健所に関連して、今回コロナの関係で休職

している人、あるいはちょっと休んでいる人はおり

ますか。

人事課長

コロナ関連の業務量等が原因で休職している保健

所の職員がいるかという質問だと思いますが、地域

振興局で休職や病気休暇を取っている職員はおりま

すけれども、その中に保健所の職員がいるかどうか

については、今資料を確認してお答えしたいと思い

ます。

薄井司委員

コロナに関連して業務量が増えた部分については、
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人事課でいろいろと対応していただいているのだと

思います。多分併任とか兼務といった方法で対応さ

れている場合もあると思いますが、実際に仕事する

段階においては、兼務発令とか併任という方法では

やりづらい部分が結構あると思います。状況に応じ

てだとは思いますが、完全に異動という形で対応す

るのか、それとも兼務とかでやる方法をとるのか、

そこら辺はどういうふうに考えておりますか。

人事課長

定期人事異動におきましては異動で対応するとい

うことで、増員要望や業務量の動向を見ながら判断

していきたいと思っています。年度途中におきまし

ては、特に今回の保健所のケースを見ますと、クラ

スターが発生した保健所において急激に業務が増加

する傾向が見られますので、兼任、兼務といった形

でやったほうが手続的にはスピーディーに、機動的

に対応できるのではないかと考えております。機動

性等を考えますと、そのほうが人的な配置、業務へ

の対応といった面では比較的やりやすい、あるいは

効果の出る方法ではないかと認識しております。

薄井司委員

この後、第６波への対応も想定していると思いま

す。現場サイドから人事当局にどういう要求が出て

くるのか分かりませんけれども 人事課の方針も

あろうかと思いますが、できるだけ現場の意向を反

映していかないと、人がいても効率良く回らないと

いう場合もあります。そこら辺を十分配慮していた

だければと思います。

人事課長

委員のおっしゃるとおり、現場が動くというとこ

ろが最大の目的になると思いますので、現場の声を

丁寧に聞きながら必要な対応をしてまいりたいと考

えております。

小山緑郎委員

防災・危機管理体制の強化と意識の高揚につきま

してお聞きしたいと思います。ここに防災訓練につ

いて記載があり 私、前に提案したこともあるの

ですが 令和２年１２月に冬の防災訓練を実施し

ていただいております。

今あちこちで災害が多く発生して、１００年に１

度という規模の災害が毎年起こるような状況の中で、

こういった訓練を行うことは非常に大切です。ただ

こうした対応を全てやろうとすると、いくらお金が

あっても足りません。全てに対してお金を掛けるわ

けにはいかないし、限界があるわけです。そうした

中で、こうして夏冬通して防災訓練を実施した中で

の課題というのは 今後強化していくこととか、

何か見いだしたことがありましたらお聞かせくださ

い。

総合防災課長

まず、訓練の実施状況についてですけれども、例

年、９月１日の全国の防災の日の週に合わせまして、

県で、秋田県総合防災訓練という夏の訓練を１回行

っております。また、その年度の２月に冬期防災訓

練を行っているのですが、昨年度は、開催地であっ

た横手市において、豪雪による雪害対策対応がござ

いまして、残念ながら訓練は中止しました。昨年度

はその代わりに、１２月以降の県南を中心とした雪

害対応の検証を行っております。

反省点といいますか、課題についてですが 総

合防災訓練ですので、県民の救助や火災の消火、避

難所の開設、物資の運搬、本部の体制づくりなど、

本当にいろんな訓練を行っています。全ての災害に

対応できるような訓練を実際に行っているので、基

本的には新しい課題が見つかるということはなかな

かないのですけれども、あえて申し上げれば、住民

への情報伝達を正確に行わなければいけないという、

課題というか、反省は毎年しております。

大雪災害対応の検証の際に浮き彫りになったので

すけれども 昨年度、実際に災害対応として、自

衛隊の派遣要請や災害救助法の適用などを行ったの

ですが、その情報がマスコミを通して住民の皆さん

に伝わった際に、「自分の家にはいつ自衛隊が来て

くれるのだ。」といった問合せが各市町村に殺到し

たため、どのような条件で自衛隊の皆さんが雪下ろ

しや除雪を行うのか、事前に、正確に情報伝達でき

れば良かったと今思っているところでございます。

小山緑郎委員

分かりました。ちょっと聞きたいのですけれども

私は、災害が発生したら、できるだけ現場に駆

けつけるように心がけています。例えば先ほど言っ

た情報伝達や、ハザードマップの連絡とか、救護の

トリアージ（災害発生時など多数の傷病者が発生し

た場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先

度を決めること。）などについて、こういったとこ

ろを我々市民にサポートしてもらえれば助かるとか、

こうした協力体制があればもっといいのではないか

というものは何かありますか。

総合防災課長

基本的には災害対応は行政 国であったり県で

あったり市町村が行っていくべきものです。例えば

大雨が降って洪水が起きそうな場合、県から市町村

に情報を流して、市町村はその情報を基に避難指示

を出しますが、住民側に切にお願いしたいのは、そ

うした避難指示をしっかり守っていただきたいとい

うことです。避難指示を出してもなかなか避難して

くれない状況があり、どうやったら全員避難という

状況を作れるのか、我々としては非常に思い悩んで

いるところです。例えば各市町村のそれぞれの地域

のリーダーの方などが率先して避難をする、あるい
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は避難を呼びかけることで、我々の最大の目標であ

ります全員避難を達成できるのではないかと考えて

おります。

小山緑郎委員

最後は、自分の命は自分で守るという意識が大切

です。そういったことを、ふだん何か集まりがあっ

たときに、皆さんにいろいろと注意喚起していけれ

ばと思います。そうした場面で発言して、運用体制

について常に考えていきたいので、そういったこと

についてもよろしくお願いします。以上です。

鈴木健太委員

災害に関連してお聞きします。先ほど宇佐見委員

が質問していた災害情報の話に関してです。今年の

７月、大雨によって被害が発生しました。そのとき

に、２年ほど前に導入した災害情報発信システム

さっき課長がおっしゃった、キーワードを入れて

検索すれば、災害情報にたどりつくというものです

に上がった情報の数を教えてください。

総合防災課長

今年度の７月の大雨に関しては、情報は上がりま

せんでした。

鈴木健太委員

ですよね。私も常々災害があれば見ているのです

けれども、ほとんどというか、全く使われていない

状況です。これ、今後どうしていきますか。

総合防災課長

誤った情報の発信を防ぐために、運用の初期段階

で、このツールを使って情報を発信できる人を、例

えば県職員や、消防職員、消防団員、市町村職員と

いった、いわゆる災害対応する側の人間に限定をし

ている状況がありました。実際に災害が起きてしま

うと、災害対応する側の人間は、なかなか情報発信

するいとまがないだろうと思いますので、先ほど宇

佐見委員のときにもお答えしたように、情報発信で

きる人の範囲をもう少し広げられないか、日々検討

しているところでございます。

鈴木健太委員

これは、直接的に県がそういう範囲を決めている

のではなくて、たしか各市町村に相当決定権限が分

けられているとお聞きしましたが、消防団員に関し

て言えば、秋田市では誰もそういう話を聞いたこと

がないという状況です。システム導入から２年たつ

と思うのですけれども、導入当初に発生した災害の

際にも全然使われなくて、私、以前問題提起をして

います。今年７月の大雨でも一回も使われていない

状況で、今、課長からは「検討しなければならない

と思っている。」という答弁がありました。これで

は、やる気があるように全く思えないです。

災害情報の発信が難しいとか、もう何年もそうい

う機会がないといったことはすごく分かります。実

際にバシャバシャと雨が降っている現場に行って、

そこからツイッターで情報を上げろと言われても難

しいのはよく分かるのです。ただ、工夫の仕方によ

っては、例えば避難所の開設情報 どこの市民セ

ンターで避難所を開設したといった情報であれば上

げられると思うのですが、こういう情報すら全く上

がっていないわけです。

せっかく１,０００万円ぐらい掛けてやった

そんなに掛かっていませんでしたか いずれ、そ

れなりに予算を掛けたシステムですから、このまま

ではもったいないです。本気で活用しようと思えば

幾らでも工夫できると思いますので、次に災害が起

きたときには、確実にいろんな情報が発信されて、

「あっ、こんなシステムがあるんだ。」と多くの県

民が気付いて ツイッターのプッシュ通知（ス

マートフォン等に新たなメッセージ等が届いた際に、

自動的に通知が表示される機能のこと。）が届くの

か、サイトに情報を見に行くのか分かりませんけれ

ども、一度使えると思ってもらえれば、多分お気に

入りに登録して情報を見に来る人も増えると思うの

です。是非そういう実効性のあるシステムにしても

らうようにお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

総合防災課長

例えば気象情報については、県の公式アカウント

であるツイッターに自動的に上がる仕組みがありま

す。そうした仕組みを引用して、避難所情報といっ

たものをツイッターアカウントのほうに自動的に載

せることは、技術的には可能であると思いますので、

そうしたところは実施する方向で検討したいと思い

ます。

また、携帯電話事業者がそれぞれの携帯電話に災

害情報等を配信する緊急速報メールという仕組みが

あるのですが、県や県内全ての市町村は携帯電話事

業者と協定を結んでおりまして、県あるいは市町村

が自ら、避難所開設情報などを緊急速報メールに載

せられる状態にはなっております。そうしたところ

の運用と比較、検討しながら、これからも検討をし

ていきたいと思います。

吉方清彦委員

私からも２点ほど、防災関係についてお聞きした

いと思います。

今の質問と少し関連するところもあるのですけれ

ども １年ぐらい前にあった、能代市で避難指示

が出たときに一人も避難しなかった事例について、

たしか去年の決算特別委員会で、「困ったこと

だ。」「なかなか大変なことだと考えている。」と

いったやり取りをしたことがありました。

今回もまた情報伝達が弱いという質疑が出ていま

す。もちろんコロナがあって、いろいろ考えていた
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取組もスタートできなかったと思うのですけれども、

例えば秋田県で、ハザードマップとか、土砂災害特

別警戒区域とかを発表しているし、今は自主防災組

織の結成促進などの取組もやっているわけです。こ

ういった特別警戒区域とかを設定しているのであれ

ば、それをただ発表するだけではなくて、その話に

特化して、「この地域はこういう災害が起こりやす

いですよ。」ということを伝える そういった形

でうまく、効率的に運用していくようなシステム、

やり方が必要だと考えるのですけれども、その点に

関してはどう思われるでしょうか。

総合防災課長

運用システムについては現状では何とも言えない

のですけれども、そうした情報伝達の仕方というか、

災害が起きる前の段階で、「こちらの地域について

はこういった災害リスクがある。」というようなと

ころを事前にお伝えするという意味での仕組みづく

りは非常に有効であるだろうと考えております。

吉方清彦委員

現状で土砂災害特別警戒区域とかを発表している

わけですが、これを災害防止にどう活用されていま

すか。ただ発表しているというだけですか。それと

ももっと徹底して、「あなたの住んでいる地域は本

当に危ないですよ。後ろの崖が崩れる危険性がある

から、避難指示が出たら避難してくださいよ。」と

いうような呼びかけはやっていますでしょうか。

総合防災課長

特に土砂災害警戒情報が発令された場合は、その

対象となっている市町村に直ちに連絡を取りまして、

現場の状況を確認しながら必要に応じて、レベル

（警戒レベル）４の対応 避難指示ということに

なりますけれども をしてくださいと、警戒情報

が出るたびにそうした対応をしております。

吉方清彦委員

情報発信が弱いということも認められていますが、

行政が発信した情報を住民に本当に危機感を持って

受け止めてもらうには、実際に雨が降ってからの情

報提供だけではなく、もっと前々の段階で、「この

地域はこういう危険性があるから、自主防災組織を

作ってください。」だとか、「こういうときは時に

こういった部分に気を付けるべきです。」といった

呼びかけが必要だと思います。「大きな地震が来た

らこのように逃げてください。」といった一般的な

呼びかけではなくて、「あなたの地域はこうです

よ。」というような、その地域に合ったオーダー

メード的な取組があってもいいと思うのですけれど

も、そこら辺の取組は今までされていなかったとい

うことでしょうか。

総合防災課長

それぞれの地域に特化した情報を、それぞれの地

域に対して、口頭あるいは対面で伝えるという形は

取っておりませんけれども、いわゆるハザードマッ

プをそれぞれの市町村が作成して、全戸配布してお

ります。ハザードマップには、自分の身の回りにど

のような災害リスクがあるのかを知ってもらうため

に配布している側面もありますので、一応全体的に

なのですけれども、災害が起きる前の事前の情報伝

達、情報提供をやっているかやっていないかという

話になれば、「やっている。」とお答えしたいと思

います。ただ、「あなたの地域ではこうですよ。」

というようなところまではまだ踏み込んでいくこと

ができていないという状況でございます。

吉方清彦委員

情報発信の弱さを補う一つの手法として提言させ

ていただきたいと思うのです。

加えて、消防団員の充足率の低さについて伺いま

す。これについては私も何度か質問したこともござ

いますし、ほかの方々も心配されていろいろと質問

されているわけなのですけれども、自衛隊の派遣以

前により細かいことができるという意味合いで、消

防団の役目は非常に大きいと思っております。消防

団に関しては一義的には市町村が対応するものなの

ですが、秋田県としてもこのように業務としてやっ

ているわけです。ずっと消防団員の充足率が低いと

言われている中で、昨年度の事業などで、どういう

ふうに取組をしていったものでしょうか。ただ「団

員数が少ないな。」というだけで終わってしまった

のでしょうか。

総合防災課長

御指摘があったとおり、各市町村の条例で定めて

いる消防団員の定数が充足されていないという状況

はございますし、団員数が増えているところも一部

あるのですけれども、年々多くの市町村で減少して

いる状況でございます。そうしたことが地域防災力

の低下につながるのは明らかですので、例えば企業

に対して、消防団員に入ろうという社員がいれば配

慮してくださいというようなお願いをしております。

それから、消防団員一人一人に対する報酬があまり

にも低過ぎることが団員数減少の原因の一つである

とも指摘されておりますので、各市町村に、なるべ

く報酬を高く設定してくださいというようなお願い

をしております。

ただ、先ほど申し上げた企業へのお願いなどにつ

いては、コロナの影響で昨年度はできていないとい

う状況でございますが、例年だとそのような取組を

行っております。

吉方清彦委員

報酬の問題は大きいと思いますので、各市町村に

報酬の増額をお願いしているというのは、すばらし

いことだと思います。こうした取組を何年もやられ
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ているのでしょうけれども、コロナという特殊な状

況を考えたとしても、やっぱり減少に歯止めがかか

っていないという現状なのでしょうか。

総合防災課長

県全体の人口減少も一つの要因なのだろうと思い

ますけれども、歯止めはかかっておりません。

吉方清彦委員

大きなテーマですけれども、何年も掛けてずっと

やっていかなければいけない取組だと思うので、何

とか増えるように頑張っていただければと思います。

以上です。

佐藤信喜委員

今地域の消防団ということで話がありました。私

はこの仕事をやる前は市町村役場職員でありました

けれども、そのときに、役場職員であっても、地域

でこういう消防団活動をしろと言われて半強制的に

入らされ、今も継続しております。

それで、県職員のうち地域の消防団活動をしてい

る方は、実際何割ぐらいいるものですか。

総合防災課長

県職員の消防団への入団の状況は、トータルで

５７名でございます。

佐藤信喜委員

その５７人の方は、比較的年齢の若い方なのか、

中間なのか、全体バランス良く入っているのか、そ

の辺は把握しておられますか。

総合防災課長

すみません、年齢階層については把握しておりま

せん。

佐藤信喜委員

分かりました。

強制ではないのですが 地域に戻った際に、地

域住民の一員として消防団活動に協力していくこと

も必要ではないかと私は考えております。もちろん

消防団員になったからといって、全ての火災、災害

現場に駆けつけられるわけではありません。消防団

員も出られるときに活動に参加するわけですから、

団員数が多ければ多いほど消防団の機能が拡充して

いくと思います。そういった意識を県庁内でも高め

ていただければ大変ありがたいということをお願い

したいと思います。

総合防災課長

御指摘のとおりでありまして、先日になりますけ

れども、県職員の消防団活動に特段の配慮をお願い

しますという文書を県庁内に発出しました。今後、

今年度内には県庁の中で、職員の消防団員への加入

について説明会も開催する予定でございます。

佐藤信喜委員

何とかその説明会もお願いしたいと思います。

またあわせて、退職された方々についてですが、

地域でリーダーシップを発揮しながら、いろんなこ

とを地域に落とし込んでいく 消防に関してもそ

うですけれども、行政的な知識も含めて、消防団活

動の中で交流を深めていければと思います。消防団

員を引退した方が機能別隊員（能力や事情に応じて

特定の活動にのみ参加する消防団員のこと。）とし

て登録されている事例もありますので、年齢を問わ

ず、一人でも多く消防団員が増えるように頑張って

いただければありがたいと思います。

総合防災課長

正規の消防団員だと年齢制限があるので、退職後

の加入は難しいのですが、御指摘のとおり機能別団

員という制度もございますので、そうした制度を是

非活用して、ＯＢの方々にも協力を求めてまいりた

いと思います。

佐藤信喜委員

防災に関してもう一点ありまして、防災士の件な

のですが、資料には「防災士２８人を自主防災アド

バイザーとして委嘱」とありますが、秋田県内に防

災士は何人ぐらいいるものでしょうか。

総合防災課長

防災士としての資格を持っている方は、現在

１,３０４人です。

佐藤信喜委員

防災体制の強化、意識高揚ということで、度重な

る災害に向けて、この後の体制を整備していくとい

うことだと思うのですが、県としては防災士を増や

していきたいのですか。防災士を増やすためには研

修を開催するなどして資格取得を支援することにな

るのだと思います。防災士研修センターのウェブサ

イトを見ると、これまで県内で研修が１１回開催さ

れていて、それが資格取得につながっていると思う

のです。ウェブサイトには、秋田市で２回、能代市

４回、大仙市４回、由利本荘市で１回研修会が開催

されて、合計４９２名が受講したと載っています。

となれば、それ以外の方々は、当然県外であったり、

いろんなところで研修会に参加して資格を取得した

のだと思います。

ウェブサイトには、防災士資格取得の助成制度の

ある自治体情報が掲載されており、本県では男鹿市、

能代市、大仙市、由利本荘市が載っています。その

ほかに、にかほ市については、市のウェブサイトに

助成制度の記載があります。全国的に見ると、そう

いう助成制度を活用しながら防災士を増やしている

自治体もあるのですが、秋田県としては、市町村が

やるべきなのか、それとも県が主導して防災士をも

っともっと増やして、地域で防災活動に当たる人を

増やしていこうとしているのか、その点も併せて、

これからどのような方向に持っていくべきか、今段

階で考えていることを教えていただけますか。
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総合防災課長

地域防災力強化の課題の一つが、先ほどの消防団

員数の減少です。もう一つは自主防災組織の関係な

のですが、組織の新規結成は結構ある一方で、これ

も人口減少が影響しているのか、解散してしまう現

象が近年非常に多くなっております。その原因とし

て、いわゆる自主防災リーダー 例えば町内会で

すとか自治会のリーダーになるような方が高齢で引

退してしまい、その結果組織が維持できなくなると

いう状況があるため、新たな自主防災組織の形とい

いますか、そうしたものを考えなければいけないと

思っております。

高齢化する自主防災組織リーダーに代わる人とは

一体誰なのかと考えたときに、一番最初に思いつく

のが防災士です。３年前から防災士の育成というこ

とで、手挙げ方式なのですが、防災士を育成したい

という市町村の事業に対して県が補助する事業を行

っております。ただ、この形ですとどうしても、や

る気のあるといいますか 防災士の数が増えてい

く市町村と全く増えない市町村とで濃淡が出てしま

うので、これからは２５市町村で均等に防災士が増

えていくような取組をしていかなければならないと

考えております。ちょっと勇み足になるかもしれま

せんけれども、来年度以降は、県が、防災士資格取

得のための養成機関としての認定を受けて、直接防

災士を増やしていく取組をしていきたいと考えてお

ります。

佐藤信喜委員

それは大変ありがたいことです。今現在、都道府

県で養成研修の実施機関になっているのは、東北で

は岩手県、山形県の２つだと思うのです。ですから、

秋田県にもそういった研修実施機関があれば、もっ

ともっと防災士への意識の高揚につながると思いま

すし、何とかお願いしたいところであります。

また、市町村への補助についてですが、今の段階

ではやる気のある市町村に対して実施しているとい

うことなのでしょうけれども、市町村経由で実施す

るがいいのか、それこそ消防団の皆さんに直接お願

いして資格取得を希望する方を育てていくのか、そ

の辺も踏まえて検討していただければと思います。

防災士研修センターのウェブサイトを見ると、防災

士資格取得に関する特例規定の対象となるのは、消

防官を退職した方であったり、警察官の巡査部長以

上であったり、消防団員であれば分団長以上という

ことで、やはり先輩方が取るような そうした役

職のある方が優遇されているような感覚があります。

実際に現場で動くというところを考えますと、若い

人たちはそういう役職を持っていないと思うので、

そういった部分を県が補いながら、資格取得に誘導

するような仕組みを取っていただければ大変ありが

たいとお願いして、質問を終わりたいと思います。

薄井司委員

歳入歳出決算審査意見書３ページの３番、意見の

「改善を要する事項」に「交付金の事務処理につい

て」とあります。これは総務課になるのか人事課に

なるのか把握しておりませんが、この事案について

どういう状況だったのかお知らせ願いたいと思いま

す。

会計管理者（兼）出納局長

この交付金の事務処理について、概要を説明いた

します。

「国からの交付金の受入事務が行われず未処理だ

った」ということについてですが、県の出納整理期

間は５月末日までなのですが、国の出納整理期間は

４月末となっています。この事案では、国に対する

交付金の受入手続が４月中にできず、５月になって

から手続をしたところ、国でも処理できないという

ことで たしか金額的には４００万円とか５００

万円ぐらいだったのですけれども、その分が令和２

年度の歳入として受け入れられなかったというもの

です。令和２年度中に受け取れなかった交付金につ

いては、現在国と、過年度収入として処理できない

か協議をしているということは聞いております。

薄井司委員

これは、どこの所管になりますか。

会計管理者（兼）出納局長

生活環境部の自然保護課の事業になります。

薄井司委員

これはどういった 補助金の関係ですか、それ

とも別の何かですか。中身をもうちょっと詳しく、

分かっていたら教えていただきたいと思います。

会計管理者（兼）出納局長

どの程度の率だったのかというのは今分からない

のですけれども、いずれ国から補助金をもらって県

が行う事業というふうに理解しています。

薄井司委員

今回このように意見書に記載されるということは

大変大きいことだと思います。交付金が入ってくれ

ばいいのですが、例えばその事務処理によって最終

的に県に損害を与えたとなった場合にどういう対応

になるのか、ここで答えられる方はいますか。人事

課になるのか、総務課になるのか、そこら辺はどう

いうふうになりますか。

総務課長

今の件については、令和２年度の内部統制評価報

告書でも、運用上の不備に該当すると報告をしてお

ります。そして再発防止に向けた対応について庁内

で情報共有して、再発を防ぐような対応をしており

ます。

薄井司委員
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直接ではないのだけれども、状況については総務

課で把握していたということですよね。

総務課長

各部局から内部統制の自己評価の報告を受けた時

点で、そういったことがあったことを把握して、こ

ちらのほうで取りまとめて評価をしております。

薄井司委員

会計管理者になるのか分かりませんけれども

この後の対応として、国が交付金を入れられないと

なった場合に、４００万円相当の欠損になった部分

についてはどのような対応になると想定されますか。

会計管理者（兼）出納局長

実際のところ、令和２年度決算としては歳入され

なかったという取扱いになります。現在は、令和３

年度決算における取扱いについて、担当部局と国で

しっかり折衝しているところです。うちの県の今回

の事例だけではなくて、他県でもこうした事例は実

際にあったようです。そういった場合にはきちんと

協議して、再発防止等も含めた上で、翌年度に歳入

になるというケースが多いと思っています。実際の

ところ、過年度分の収入として令和３年度中に県の

歳入になるのではないかと受け止めているところで

す。

薄井司委員

状況、経過は分かりました。例えばこういった案

件があった場合に、これまで人事課としてはどうい

うふうな対応をしているのか、そこら辺、もし答え

られるようであれば答えていただきたいと思います。

人事課長

人事課としての関わりといたしましては、職員に

対する処分的な話になるかと思います。こういった

事務ミスの類いにつきましては、他県の事例ですと

か、あるいは本県の過去の事例ですとか、そういっ

たものを踏まえながら、懲戒処分に該当するのかし

ないのかも含めて、個別のケースに応じて判断して

いるところでございます。

薄井司委員

分かりました。

もう一点お聞きします。ちょうど人事課のところ

なのですけれども、障害者雇用事業で５,６６２万

２,０００円とありますが、これは県で障害者雇用

している３４人全員の給料の関係になりますか。

人事課長

障害者雇用につきましては、正職員の採用と、会

計年度任用職員の採用の２本立てでやっております。

この決算書にございますのは、会計年度任用職員と

して配置している職員の人件費等でございます。

薄井司委員

共済費とかも含みますか。

人事課長

そのとおりでございます。報酬と共済費等を含ん

だ額ということでございます。

薄井司委員

単純に計算して一人当たり年間百何十万円

２００万円にも届かないのだけれども、どういった

業務に当たっているのですか。

人事課長

業務につきましては、それぞれの職員の障害の特

性に応じた対応をしておりますけれども、一般的に

は事務補助ですとか、あるいはデータ入力が多くな

っております。

それから、勤務時間につきましては、３０時間又

は２０時間という形で、本人の希望に合わせた比較

的短時間の勤務になっておりますので、報酬もそれ

に応じた額となっております。

薄井司委員

今、本人の希望という言葉があったのですが、例

えば本人がもうちょっと働きたいとなれば、勤務時

間を増やすことは可能なのですか。

人事課長

年度途中ということになりますとなかなか難しい

と思いますけれども、そういった要望があれば、必

要に応じて翌年度の予算で対応を検討することにな

ろうかと思います。

薄井司委員

採用する段階でかなり苦労していると思うのです

が、ハローワークを通じての採用になるのか、そこ

ら辺はどういうふうな形で採用していますか。

人事課長

新規募集の場合はハローワークを通じてという形

になりますけれども、比較的継続して勤務されてい

る方が多いということがございますので、退職者が

出た際にハローワークで改めて募集するというよう

状況でございます。

薄井司委員

例えばこういう業務に就きたいなど、特別支援学

校からの働きかけあるいは要望等は、県のほうには

届いておりますか。そういう事例はありますか。

人事課長

私のところでは、直接そういった話は伺っていな

いというのが現状でございます。

薄井司委員

最後ですけれども、県庁の障害者雇用の割合はど

のような状況ですか。

人事課長

地方公共団体の障害者の法定雇用率は２.６％な

のですが、県としては今年度は３％を若干上回って

いる状況でございます。

委員長

ほかにございませんね。
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【「なし」と呼ぶ者あり】

人事課長

先ほど薄井委員から質問のありました保健所職員

の病気休職の件ですが、確認したところ、そういっ

た職員はいないということでございます。ただ、時

間外勤務が多い職員もいますので、そういった場合

は必要に応じて産業医の面談等を通じて健康管理を

している状況です。

委員長

以上で総務部関係の質疑を終了します。

ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時

３０分とし、出納局関係の審査を行います。

午後 ０時 ５分 休憩

部局別審査（出納局）

書記 伴 藤 崇 録

午後 １時２９分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

出納局次長 片 村 有 希

出納局次長 武 藤 秀 男

出納局参事（兼）財産活用課長

池 田 公 幸

出納局参事（兼）総務事務センター長

相 馬 真 一

会計課長 嘉 藤 佳奈子

検査課長 酒 井 不二彦

委員長

委員会を再開します。

出納局関係の審査を行います。

初めに、出納局長の説明を求めます。

出納局長

【「令和２年度決算についての会計管理者・部局

長説明要旨」により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

出納局関係の質疑を行います。

島田薫委員

災害に強い庁舎の整備と省エネルギーの推進につ

いて質問します。

災害に強い庁舎の整備のところに、耐震性を確保

するためと書いてあります。これも非常に大事なこ

とではあるのですが、１０年前の東日本大震災のと

きに、大災害時の停電に対する電源の確保も非常に

大事なことであると経験しています。例えば自家発

電があっても、重油や軽油などの入手が困難になっ

たということも経験しています。本庁舎の屋上に太

陽光発電を設置していますが、東日本大震災のとき

の経験からすると、建物での非常時の電源という意

味でそれは災害対応になりますし、平時では省エネ

につながるので、両方に寄与するものです。本庁舎

の屋上に設置しているような大規模なものでなくて

も、小規模なものでも各建物に整備することは、今

述べた２つの意味があると考えています。

私が太陽光発電の話をしているのは、太陽光発電

だけを強化してほしいということを言っているので

はありません。以前から、資源エネルギー庁がエネ

ルギーミックス（安定的な電力供給ができるように、

複数の発電方式によって電力を作ること。）という

考えを出していまして、今般、脱炭素に向けてそれ

をギアチェンジして更に進め、自然エネルギーのミ

ックスの比率を高めるという提言が出ています。

質問ですが、庁舎も含めて県有施設での太陽光発

電の導入率や導入実績を把握していますか。また、

その計画や目標はありますか。

出納局参事（兼）財産活用課長

県有施設での太陽光発電の導入状況についてです

が、県全体に関しては把握していません。出納局が

所管している県庁舎に関しては、本庁舎、第二庁舎、

総合庁舎の３か所に太陽光の発電設備を設置してい

ます。併せて、非常時の蓄電設備も３か所に設置し

ており、災害時に対応できるようにしています。

島田薫委員

老朽化している建物に太陽光発電の設備を設置す

ることは難しいという考えもあるとは思いますが、

例えば、計画的に建物を建て替えたり新しいものを

造るときは、防災や省エネルギーについて十分考慮

することになっていますか。

会計管理者（兼）出納局長

確かに老朽化している建物に新たな設備を導入す

ることは、経済的な面でも慎重にならざるを得ない

と考えています。ただ、再生可能エネルギーなど、

脱炭素化、温暖化防止に向けての取組は国際的な目

標もあるので、いずれ国の取組目標も示されてくる

と思います。そういった目標やロードマップを見定

めて、県庁舎を管理する者として率先して取り組ん

でいきたいと考えています。

島田薫委員

脱炭素の流れと防災、両方を兼ねて検討していた

だきたいと思います。

小野一彦委員

ＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃ Ｐｒｏｃｅｓｓ
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Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎの略称。ソフトウェアロボ

ットが定型業務やルーティンワークなどを代行・自

動化する概念のこと。）の導入状況について、総務

事務センターにお尋ねします。以前、物品調達の予

定価格の調査に関する業務について、令和元年度に

ＲＰＡを導入し、令和２年度も継続して取り組んで

いるという説明を受けました。

一方で、行政改革の進捗状況についての調書を見

ると、令和２年度にＲＰＡが導入された業務は３業

務だったという報告があります。この３業務の中に、

物品調達の予定価格に関する業務は入っているので

すか。

出納局参事（兼）総務事務センター長

物品調達の予定価格の調査については、継続とい

う扱いになっています。令和２年度の対象業務とい

うことになりますと、総務事務センターの事業とし

ては、公共料金の支払業務に関して、各種請求書を

ＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ

Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎの略。活字や手書き文字な

どを画像データとして取り込み、編集可能なテキス

トデータに変換する技術のこと。）で読み込んで、

エクセルで使えるデータに変換するというものをデ

ジタル政策推進課に取り上げてもらいました。

小野一彦委員

やってみてどうでしたか。

出納局参事（兼）総務事務センター長

物品調達に関する業務もそうだったのですが、Ｏ

ＣＲの読み込みの精度がいま一つという印象を持っ

ています。電気、水道、ガスなど様々な公共料金の

請求書を全て網羅することは難しいと思い、令和３

年度においては対象を絞り込んで省力化につなげる

ことをデジタル政策推進課と協議しているところで

す。

小野一彦委員

様々なフォーマットの請求書があり、全てをＯＣ

Ｒで読み込むことには支障があると思います。そも

そもの請求書のフォーマットをある程度統一すると

いったことは考えられませんか。

出納局参事（兼）総務事務センター長

そういったことも含めて、我々の効率化につなが

るように考えていきたいと思っています。

小野一彦委員

会計課長にお尋ねします。「令和２年度決算特別

委員会において『検討する』旨答弁した事項の検討

状況」があります。先ほどと同じようにＲＰＡの導

入について昨年度に私が質問した内容で、「今後検

討していきたい。」という答弁でした。その後の検

討状況の報告として、「公文書の電子決裁を想定し

ているが、会計事務の審査は確認する書類も多く、

現段階ではＲＰＡや電子決裁にまで踏み込めない状

況であり、今後は財務会計システムの改修等を考え

ていく中で、可能なものはＲＰＡの活用ができるよ

うに関係部署と協議していく。」とあります。今後

というのはいつ頃を想定していますか。

会計課長

財務会計システムが構築されてから８年が経過し

ていると聞いています。こういうシステムは、一般

的には１０年くらいを基準に新しくすると言われて

おりますので、改修する中でそういうことも一緒に

検討していきたいと思います。所管するデジタル政

策推進課とも協議しながら、実際にいつ頃そういう

ものができるのか、これからいろいろと調整を図っ

ていきたいと考えています。

小野一彦委員

午前中に行政改革を所管している総務課長から、

ＲＰＡは行政改革の中でもっと進めていきたいとい

う意気込みをお話しいただきました。ＲＰＡは、実

際に数字として成果が現れたり、職員の働き方にお

いて目に見える形で結果が現れたりする可能性があ

ります。

令和３年１月に総務省から、自治体におけるＲＰ

Ａ導入ガイドブックというのが出ています。都道府

県や市町村のいろいろな事例が載っていて、その中

を見ますと、財政・会計・財務の導入事例などが列

挙されています。これを見ると、先ほどの市場価格

調査や債権者登録、支出帳票の作成、それから公会

計システムへの入力や監査調書の作成について、財

務会計システムを改修しなくても シナリオの作

成や経費、手間はあるかもしれませんが 既存の

財務会計システムにＲＰＡを導入して改善につなげ

ることができるような事例もあります。これからデ

ジタルガバメント（コンピュータやネットワークな

どの情報通信技術を行政のあらゆる分野に徹底活用

することにより、市民や企業の事務負担の軽減や利

便性の向上、行政事務の簡素化・合理化などを図り、

効率的・効果的な電子政府・電子自治体を実現して

いる状態のこと。）ということでいろいろ進めてい

く中で、こうした事例や令和２年度の検討も踏まえ

て、個別にできるようなものはどんどん進めるべき

だと思うのですが、そこら辺はどうですか。

会計課長

今の委員からの御意見も踏まえて、デジタル政策

推進課とも協議していきたいと思います。

薄井司委員

令和２年度の歳入歳出決算審査意見書にある調定

に関してお伺いします。先ほど話が出た自然保護課

の件です。４００万円が歳入に入ってこないという

ことは、収入未済額が生じると考えていたのですが、

資料を見てもその処理がなされていないような状況

になっています。このことについて、もし分かるよ
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うであれば教えてください。

会計管理者（兼）出納局長

実際のところは分からないのですが、収入未済額

に計上されるかどうかについては、調定があったか

なかったかによると思います。調定がなされていな

ければ収入未済額としても計上されなくて、調定の

事務がなされていれば収入未済額に計上すべきもの

と認識しています。

薄井司委員

調定を起こす流れを教えていただけますか。各課

から調定の情報が来ますよね。それを受けて会計課

で歳入として入れているのですか。そこら辺の流れ

を教えてください。

会計課長

調定の事務に関しては会計課の審査を通りません

ので、各所属で行っています。

薄井司委員

会計課を通らないということは、担当部署で調定

も歳入も全部一括して処理するという流れであると

理解してよろしいですか。

会計課長

国費については会計課を通りますが、県の歳入に

関しては会計課の審査はありません。

薄井司委員

この歳入歳出決算審査意見書に出ている自然保護

課の件は、国庫補助の関係だと私は理解しているの

ですが、これは会計課に関係があるということです

よね。

会計課長

会計課は調定の書類が回ってきた段階で把握する

のですが、原課で調定をしていない分については知

り得ないということになります。

薄井司委員

そうすれば、飽くまでも原課が調定処理をしてい

ないと、会計課ではそれを計上することはないとい

うことですか。

会計課長

調定がないと把握できないということになります。

薄井司委員

今回の自然保護課のケースは、恐らく期間を過ぎ

てしまって、そもそも調定をしていないため歳入も

ないということなので、書類上は全く現れてこない

のですが、監査によって初めて明らかになったのだ

と思います。そうすれば、こういう体制自体いろい

ろと不正が起こる可能性があると思うのですが、そ

こら辺はどのように考えていますか。

会計課長

今回の経緯については私のほうでも把握できませ

んでしたので、原課から正確に情報を頂いた上で回

答させていただきたいと思います。

会計管理者（兼）出納局長

国費については、会計管理者が国の機関から委任

を受けて支出の決定をしているものもありまして、

一部の国費については、会計管理者を通じて各担当

課に情報を知らせたり、受入れの手続きについても

会計管理者が国からの委任を受けて執行したりする

ケースもあります。

今回の自然保護課の件については、５月に入って

から担当課が国に支出の依頼をしようとしたところ、

支出できないという状況になりましたので、会計管

理者を通じた手続きが発生した部分もあろうかと思

います。そういうことを考えると、私にも一定の責

任があるのではないかと認識しており、こういうこ

とがないように各部局にも注意喚起をお願いしてい

きたいと考えています。

薄井司委員

調定を起こさなければならない事案が発生したの

は４月を経過した後ですか、それとも４月中ですか。

会計管理者（兼）出納局長

詳細についてははっきりしないのですが、担当課

から出納局に、そういった手続きができないため、

令和２年度の歳入にならないおそれがあるという話

が来たのは連休明けの５月に入ってからです。

薄井司委員

状況は分かりましたが、お話を伺っていると、原

課の自然保護課だけで全部処理しているようなイ

メージを受けます。監査委員から指摘されているよ

うな内容であれば、今後何らかの対策をしていかな

いとまた同じような状況になって、出納局は知らな

いとかそこまで関与していないとか、そういうこと

になるイメージがあるのですがいかがですか。

会計課長

大変申し訳ございませんでした。国費の事務処理

についてもその時々、例えば年度末においても各所

管課に締切日などをお知らせしているところですが、

９月頃には様式などいろいろな基本的事項も含めて

まとめたものを各所属に配付して情報共有をしたと

ころです。

薄井司委員

交付決定など国から来ているものについては、そ

れが年度内であれば無条件で令和２年度の調定とす

るイメージを持っていましたが、課ごとの対応が必

要だとすれば、課長がおっしゃったようにこの後の

対応をよろしくお願いします。

宇佐見康人委員

令和２年度の県営工事の検査件数は１,４３１件

とありますが、不適や指導の対象になった件数は何

件くらいありましたか。

検査課長

令和２年度については１件もありませんでした。



- 178 -

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で、出納局関係の質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、来週１１月２日火曜

日、午前１０時に委員会を開き、総括審査を行いま

す。

総括審査の質疑者は各会派で決定し、明後日２８

日木曜日、正午までに総括審査質疑事項提出書を提

出願います。その後、質疑順を決定し、お知らせし

ます。

なお、各質疑者が質疑補助資料を配付する場合は、

当日の午前１０時前までに必要部数を事務局に提出

してください。

散会します。

午後 １時５８分 散会
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令和３年１１月２日（火曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（総括審査）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

午前１０時 １分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

知事 佐 竹 敬 久

副知事 神 部 秀 行

副知事 猿 田 和 三

理事 陶 山 さなえ

教育長 安 田 浩 幸

警察本部長 久 田 誠

総務部長 松 本 欣 也

総務部危機管理監（兼）広報監

土 田 元

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

あきた未来創造部長 小 野 正 則

観光文化スポーツ部長 嘉 藤 正 和

健康福祉部長 佐々木 薫

生活環境部長 柳 田 高 人

農林水産部次長 齋 藤 正 和

産業労働部長 佐 藤 徹

建設部長 佐 藤 秀 治

議会事務局長 千 葉 雅 也

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

監査委員事務局長 智 田 邦 英

労働委員会事務局長 岡 崎 佳 治

会計管理者（兼）出納局長

奈 良 聡

委員長

ただいまから本日の委員会を開きます。

初めに、委員の皆様に申し上げます。佐藤農林水

産部長から、所用のため本日及び５日の本委員会を

欠席したいとの申し出がありましたのでこれを認め、

代わりに齋藤農林水産部次長を説明者として指名す

ることとしましたので御承知おきください。

それでは総括審査を行います。質疑者の順序は総

括審査質疑事項一覧のとおりに、議事の進行は総括

審査会派別割当て時間を目安として行います。

会場に設置したタイマーは、会派別割当て時間の

残り時間若しくは超えた時間を表示します。質疑者

は、会派別割当て時間を遵守されるようお願いしま

す。

それでは質疑を行います。初めに、髙橋武浩委員

の質疑を行います。

髙橋武浩委員

おはようございます。トップバッターを務めさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。

初めに、動物愛護の推進についてお伺いします。

犬、猫の殺処分ゼロに向けた活動の拠点である秋田

県動物愛護センター「ワンニャピアあきた」では、

動物に優しい秋田の推進に向けて様々な取組が行わ

れています。犬、猫の飼い主を対象にした飼い方指

導、しつけ教室、様々な啓発活動に取り組んでいま

すが、昨年、犬５２頭、猫６３０頭が殺処分されて

おり、その数も年々増えている状況です。数値を見

るとコロナ禍ということもあって影響があると思わ

れますが、センターにお聞きしたところ、開所以来、
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相談件数、引取り件数が年々増えている状況だそう

で、むしろセンターに対する期待感 愛犬家、愛

猫家のよりどころになっていると感じています。

そこで、昨年度の動物愛護管理業務の取組、犬、

猫の収容件数、殺処分数、譲渡数など、それぞれの

実績をどのように分析されて、今後の進め方に生か

しているのか、まず生活環境部長にお聞きします。

生活環境部長

昨年度の殺処分件数は、委員も指摘されたとおり、

犬が５２頭、猫が６３０頭となっています。特に猫

の殺処分の件数が増えているということで、非常に

心配しているところです。収容数につきましても、

昨年度は犬が１４７頭、猫が１,０６０頭となって

います。これらについては、譲渡の推進も進めてい

まして、犬でいけば昨年度譲渡したのが８２頭、猫

の場合は４３３頭となっていますが、やはり引き取

った数に比べるとまだ全てが譲渡できるわけではな

いということです。

髙橋武浩委員

活動拠点としての機能はかなり発揮されていると

思っています。コロナ禍ということで癒やしでペッ

トを求める方も多いと思うし、様々な状況で動物愛

護に関する関心が高まっている中で、譲渡事業に関

しては動物愛護センターと、加えて協力体制にある

動物愛護団体、ボランティア、そういった方の協力

が大きいと思うのですが、その団体もみんな寄附で

運営されているとのことで、いろいろと苦労がある

と思います。県としてそういった団体に対してどう

いった支援をされているのか、お聞かせください。

生活環境部長

動物愛護団体とは日頃から情報交換をして、様々

なイベント等について御協力いただいています。特

に力を入れているのは合同で譲渡会を開くことで、

やはり単独でやるよりも体制が整うということで、

譲渡につながっているものと思います。また、会場

についてもワンニャピアなども活用できるようにし

ていますので、そういった面でも支援しています。

髙橋武浩委員

県では、殺処分ゼロに向けて取り組んでいます。

今後やはり様々なそういった団体との協力を強化し

ていかなければならないと思っています。殺処分ゼ

ロに向けてと言うか、基本的には飼い主の責任だと

思うのです。しっかりしつけをして、適正飼養を徹

底すれば殺処分ゼロという動物に優しい秋田は推進

できると思うのですが、そういった中にあって今年

５月、三種町で高齢者男性宅で３６匹の猫が見つか

り、それが殺処分されているということでした。県

全体、各市町村でそういった動物を飼われている情

報を把握する上で、それこそ三種町ではそういった

事件があったということで、民生委員（厚生労働大

臣から委嘱され、それぞれの地域において常に住民

の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社

会福祉の増進に努める方々のこと。）を通じて情報

把握している状況です。県としては、そういった今

問題となっている高齢者あるいは多頭飼育等につい

てどのように把握されているのか、その辺をお知ら

せ願います。

生活環境部長

多頭飼育については、やはり情報を得ることに非

常に困難を感じていまして、実態としては、苦情が

生じてからそこに行って状況を把握するといったこ

とが多くなっています。また、市町村の、特に福祉

部局から情報が入りまして、それで一緒に対応して

いる事例が多くなっています。

髙橋武浩委員

今ペットを飼う方が多い、そしてまたそれぞれの

地域で情報を把握するタイミングというかきっかけ

がなかなか難しいと思うのですが、やはりそういっ

た状況を把握することが今後の適正飼養につながる

し、殺処分ゼロの目標に向かって取り組んでいくこ

とになると思うのです。

ちょっと話題は変わりますが、今ペットは大事に

されていて過度に擬人化した 洋服着せたりとか

いろいろとやるのですが、あれは犬や猫は喜んでい

るのかどうか分かりませんが、ある意味虐待ではな

いかと思うのですが、知事はどう思いますか。

知事

私の経験からすると、一般的に犬の場合は虐待の

ようには感じていないようですが、猫はやはり何か

ほかの異物を身に付けるのは嫌がるようです。です

からうちは何も付けていません。

髙橋武浩委員

何も私も口を出せることではないのですが、そう

いった感じで動物愛護センターに来る、これから飼

う人に対して、やはりきちんとそういうところを

しつけであったり飼い方を徹底してもらえればと

思っています。３０年度までに殺処分ゼロという目

標を掲げていますが、そういった地道な作業とかい

ろいろな県でやっている取組をきちんとやれば、私

も実現可能だと思っています。猫の場合は繁殖力が

強い関係で発生元が分かっていますので、出口の蛇

口を閉めればある程度抑えることができるかと。で

すから、シンプルですがその解決策はやはり避妊、

去勢だと思っています。そういったことで、にかほ

市でそういった補助事業 去勢手術の半額などを

出しているのですが、県でもそういった取組、避妊

去勢手術の補助金などを拡大してはどうでしょうか。

生活環境部長

今委員から御指摘、御意見があったように、まず

今何よりも重要なのは、特に猫について繁殖の制限
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をよく認識していただくことだと思います。県とし

ても団体やボランティアなどと協力して、地域で合

意が得られたものについてはセンターで避妊等を行

うといった支援もしていますので、直接の補助制度

ではないが、センターでもそういった地域猫活動

（地域の理解のもと野良猫の不妊去勢手術を行うと

ともに、地域の住民等の有志により野良猫を適正に

管理していくことで、野良猫の数とトラブルを減ら

していく取組のこと。）やＴＮＲ活動（Ｔｒａｐ・

Ｎｅｕｔｅｒ・Ｒｅｔｕｒｎを略した言葉で、捕獲

器などで野良猫を捕獲し、不妊去勢手術を行い、元

の場所に戻す活動のこと。）といった活動について

は今後も強力に進めていくつもりです。

髙橋武浩委員

その辺をしっかり取り組んでもらえればと思いま

す。

時間がないので次に移ります。ふるさと納税につ

いてお伺いします。今年の２月議会で、鈴木洋一議

員がふるさと納税の活用について取り上げていまし

た。そのときの答弁は、県と市町村では市町村を優

先して、県はその下支えをするという取り決めがあ

るとの内容でした。そういった中、今年度のふるさ

と納税に関して、県立高校を支援するという寄附メ

ニューが追加されましたが、これは市町村には影響

がないという判断でよろしいですか。

あきた未来創造部長

今回県立高校に対する寄附については、受入れの

実績や寄附者からの意見などを踏まえて設置したも

ので、これはほかの市町村には影響ないものと考え

ています。

髙橋武浩委員

だとすれば、先ほどらいちょっと話していますが、

県で運営する動物愛護センター これはいろいろ

と関係者の話を聞くと、やはり動物の医療品、医薬

品であったりボランティア団体の協力とか、様々に

運営資金等の手だてがあれば、いろいろと動物愛護

の推進に役立てられるということです。他県でも動

物愛護に関しては特別枠で寄附メニューを設けてい

ますので そういう意味では今のふるさと納税の

中に動物愛護等もあるのですが、独立させて寄附メ

ニューを追加してはどうでしょうか、知事。

知事

あまり私が言うと猫気違いと言われるのですが、

ほかの県も動物愛護 幾つかあるようです。そう

いう意味からすると、動物愛護という名目で寄附メ

ニュー これはワンニャピアを中心に県が全県的

な展開をするという名目で集めるので、これはよろ

しいのではないかということで、早速検討してでき

るだけそういう方向にしたいと思います。ただ余談

ですが、私のところのミール君（平成２５年に秋田

犬の返礼としてロシアのプーチン大統領から贈呈さ

れたシベリア猫のこと。）は世界猫ランキング７位

（ミール君の猫種であるサイベリアンのランキング

のこと。）です。世界的に有名ですからミール君を

中心にＳＮＳ、ウェブで ＰＲ等効果があると思

っています。

髙橋武浩委員

ミール君の動画はユーチューブでも拝見していま

す。あえて言うのは、やはり猫好きの知事が前面に

出て 県全体が動物に優しい秋田をＰＲする意味

では先ほど言った寄附 ふるさと納税も活用する

ことは大いに進めていくべきだと思うし、是非とも

先頭に知事に立ってもらえればということで質問さ

せていただきましたので、前向きに検討してくださ

るようお願いして質疑を終わります。

委員長

以上で髙橋武浩委員の質疑は終了しました。

次に、吉方委員の質疑を行います。

吉方清彦委員

質問させていただきます。順番を変えて「コロナ

禍における首都圏へのテレワーク・移住のＰＲにつ

いて」から先にお聞きしたいと思います。昨年度、

「過密を避け秋田へ」人の流れ拡大事業に１億

３,０００万円、その中でリモートワークで秋田暮

らし推進事業に３,７００万円が出されています。

資料も配付していますが、昨年１０月５日の日経新

聞に全面広告が載ったわけです。２００万部に掲載

して１,８００万円掛けたということですが、同時

に行ったアンケートには幾らくらい掛かっているも

のでしょうか。

委員長

暫時休憩します。

午前１０時１６分 休憩

午前１０時１７分 再開

委員長

再開します。

あきた未来創造部長

アンケート調査には７４２万６,０００円です。

吉方清彦委員

この広告 その後もウェブ広告に４,８００万

円くらい使っているわけで、大変大きい額なのです

が、この広告の評価、そしてこのアンケート分析は

どのように捉えられていますでしょうか。

あきた未来創造部長

全国に向けて、秋田暮らしということで知事がこ

ういった形で全国的な日経新聞を使ってＰＲしたこ

とに関しては、広告掲載後の読者のモニター調査で
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もタイミングがいいとか話題性があるとか、比較的

好意的な回答が多数寄せられており、そういった意

味で本県のリモートワークの推進という意味ではイ

ンパクトを与えたものと考えています。

それから、その後にアンケート調査、協力をした

約４,０００社に対してアンケート調査を実施しま

して、移住に前向きな回答をした６３社に対しまし

て、今産業労働部とも連携しながらいろいろとＰＲ

活動をしているということでございまして、今本県

でもリモートワーク（従業員が会社に出社すること

なく、会社以外の遠隔の場所で業務を行うこと。）

の推進に関して手厚い支援をしていますが、そうい

った支援を考える上でもこのアンケート結果なども

参考にしながらやったということで、一定の効果は

あったものと考えています。

吉方清彦委員

個人的には 大変お金が掛かるのですが こ

のように発信していくことは大変良いことだと私は

思います。この手の広告は続けることが非常に大事

だと思うのですが、その後の引き続きの秋田県のア

クションはどういったものがあるでしょうか。

あきた未来創造部長

まずはこのアンケート結果を受けて、秋田県での

リモートワークに前向きな回答があった企業に対し

て営業活動をしていくと。それ以外にも、実際にリ

モートワークを考えている企業 ＩＴ企業が大変

多いということでそういうＩＴ企業ですとか、また

リモートワークを推進するための課題の一つに社内

制度 服務管理も含めた社内制度が必要というと

ころもありましたので、そういった社内制度が整っ

ている企業に対しても営業活動をしていくというこ

とです。

それと今年度、今月３０日になりますが、同じ日

経新聞と共催で本県へのリモートワーク維持をＰＲ

するオンラインフォーラムにも知事に出ていただく

ことを予定していまして、引き続き全国に本県のリ

モートワークの取組について広くＰＲしていきたい、

リモートワークの誘致につなげていきたいと考えて

います。

吉方清彦委員

やはり見える形での広告は非常に大事だと思いま

す。一例として、御存じでしょうが、和歌山県の白

浜町 南紀白浜ですがワーケーション（Ｗｏｒｋ

とＶａｃａｔｉｏｎを組み合わせた造語で、テレ

ワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園

等、普段の職場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ

仕事を行うこと。）の聖地と呼ばれているわけです。

早くからＩＴ産業を中心とした企業誘致をしている

わけです。そういった中で、昨年新型コロナウイル

スでリモートワークが注目されたときにいち早く

早々にすばらしいＰＲ映像を作って東京から近い

だとか設備がどれくらい充実しているかを全国放送

で流したわけです。私もたまたま見たのですが

びっくりして感動したわけなのですが、秋田県もこ

ういった面での映像でのＰＲをすべきではないかと

思うのですがいかがでしょうか。

あきた未来創造部長

私も和歌山に関しては非常に 特にワーケーシ

ョンという意味で、今おっしゃられたように南紀白

浜を中心としたそういうＰＲ活動を非常に熱心にや

っているという印象を持っています。今後媒体はい

ろいろと検討していかなければいけないとは思うの

ですが、本県もワーケーションという意味では観光

資源がたくさんありますし、ワーケーション自体に

つきましても奨励金という形で 企業に奨励金を

出して誘致活動をしていますが、先月２社から県内

に来て実際にワーケーション活動を実体験していた

だいているといったこともありますし、今ワーケー

ション協会のウェブサイトの立ち上げもやっていま

すので、そういった形で本県の持つ優位性、例えば

自然、食べ物、そういったものをＰＲしながら誘致

に努めていきたいと考えています。

吉方清彦委員

今の答弁の中にもあるのですが、ワーケーション

からリモートワーク、そして会社移転、移住という

流れで、やはり必要なのはリモートワークの環境で

す。白浜町は、Ｗi―Ｆiの密度が全国で２位だそう

です。ワーケーションの宿泊施設も備えているわけ

です。一方で、秋田県のこのアンケートを見ますと、

６ページに書いてあるのですが、秋田の魅力の上位

は自然環境、食文化、これは分かります。一方で、

リモートワーク環境には魅力を感じていないと、か

なり下位にあるわけです。これでは都会から人は来

ないと考えるのですが、どう思われますでしょうか。

あきた未来創造部長

おっしゃるように、リモートワークを推進する以

上はＷi―Ｆiを含めた環境が大変必要になってくる

と思います。駅前にオープンしているアトリエアル

ヴェ（秋田駅に直結しているリモートオフィスのこ

と。）も５Ｇ（高速・大容量を進化させたほか、低

遅延、多数接続の特徴を持った通信のこと。）の回

線を引いてトップクラスの回線環境を整えています

ので、我々としてもそういう拠点 秋田市に２つ、

あと県内にも２７か所ほどそういった拠点がありま

すので、そういった環境をしっかりとＰＲしながら

誘致に努めていきたいと思っています。

吉方清彦委員

私はまだまだ足りないと思うのですが、また別な

例でいけばパソナグループ（人材派遣会社の株式会

社パソナなどを傘下に持つ持株会社のこと。）
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有名ですが ２０２３年度までに本社機能を兵庫

県淡路島に移転すると。１,８００人中１,２００人

を移転するのだと。社長の出身が兵庫県なのですが、

淡路島を国際的な商業都市にしていくことが夢だと

しています。これは事業継続計画 ＢＣＰ（災害

などの緊急事態における企業や団体の事業継続計画

のこと。）の観点もあると言っています。そこで知

事にお聞きしたいのですが、秋田県が本気でリモー

トワークを入り口とした移住推進政策を進めるとし

たら、何が大事だと思われるでしょうか。

知事

やはりどちらかというと、県の境だとか市町村の

境や、県民性、県の優位性というよりも、いわゆる

全体的な雰囲気が非常にオープンだと。要するに、

よそ者扱いしないと 実はそこら辺が本県の弱点

なのです。そこを、我々と同じ秋田県人というより

も同じ地球人だというくらいの状況認識があればか

なりいいと思いますが、実は移住者の方もやはり息

苦しいという 人間関係の息苦しさがちょっと西

日本と違って、東日本は本県のみならず一般的にあ

ると。北海道に行くと、あそこは全国からの移住者

ですので県民性はないのです。ですからあそこは

オールジャパンなのです。そういう意味からすると、

秋田県というのをあまり出さないで そこら辺の

バランスが非常に必要だと思います。

吉方清彦委員

もっと話したいのですが時間がないので。県民の

若い世代の人と話をしても、やはり移住政策に大き

く期待しています。知事がおっしゃるように、子供

を増やすとか結婚とかという前にやはり移住が大事

なのではないかと。そして、移住してくる地域は、

そこで生まれ育った若い人たちにも残れる地域、魅

力がある地域だと思うので、魅力的な移住政策とい

うのもやはり我々も共に考えていきたいと思ってい

ます。

次に、農業・漁業のブランド化についてお聞きし

ます。今正に能代市で種苗交換会（秋田県種苗交換

会。秋田県農業協同組合中央会が主催し、秋田県で

毎年秋に開催されている農業の総合イベントのこ

と。）が開催されています。サキホコレも大きい

ブースがありました。昨年はサキホコレのスタート

の年でもあり、昨年、本年と秋田県の意気込みは大

変大きなものが感じられ、本年の先行販売、そして

来年の本格販売と大きく期待できるところです。し

かし、秋田県の米は、当然サキホコレだけではない

わけで、その中で昨年あきたこまちＲが出来たので

すが、これはどういった米なのでしょうか。

農林水産部次長（齋藤）

あきたこまちＲは、土壌中のカドミウム（鉱物中

や土壌中などに天然に存在する重金属のこと。自然

環境中のカドミウムが農畜水産物に蓄積し食品とし

て摂取することで一部が体内に吸収され、主に腎臓

に蓄積され、腎機能障害を引き起こす可能性があ

る。）を吸収しない特性を持ったコシヒカリ環１号

が国で開発されており、それとあきたこまちを複数

回戻し交配して、結果的には出穂期や品質、食味と

いったものの特性があきたこまちとほとんど同じと

いった特性を持った品種です。

吉方清彦委員

ではどういったところに 誰が栽培してどのよ

うに売っていく米なのでしょうか。

農林水産部次長（齋藤）

今県内でカドミウムを吸収する地域が何地域かあ

ります。まず当然そういった地域で作付していく方

向で進めていきますが、結果的には県内全域をあき

たこまちＲに替えていきたいと考えているところで

す。

吉方清彦委員

そうすると、その表現のまま低カドミウム米とし

て売るのでしょうか、それともあきたこまちとして

売るのでしょうか。

農林水産部次長（齋藤）

こういった品種の場合、ほかの地域もそうですが、

同じ特性を持ったものについては、あきたこまちだ

ったらあきたこまちという一つの群で流通すること

ができることになっていますので、今後はあきたこ

まちという名前で流通することになります。

吉方清彦委員

米の種類に関しては、全国で品種だけでも４０種

類以上あると聞いています。産地ブランドも入れる

と何百種類のブランドもあるのですが、その中で秋

田県の奨励品種が１０種類あって いろいろある

のですが、そのブランド 今後のブランドの管理

はどのようにしていくつもりでしょうか。

農林水産部次長（齋藤）

あきたこまちを中心に、先ほど委員からおっしゃ

っていただいたサキホコレをトップに様々な品種が

県のウルチ米では奨励品種が９種類ありますが、

前の農林水産部長が例えとして話しましたが レ

クサスからカローラまでという多様な品種を並べて、

その強みを生かして売っていこうということなので

すが、まずはトップのサキホコレといったものを基

幹としながら、レギュラー品種であるあきたこまち、

そしてまた多収米で業務用に向いている品種 め

んこいなだとか そういったもののラインアップ

をそろえて、そのニーズに応じた生産販売をしてい

きたいと考えています。

吉方清彦委員

前からその話をよく部長がおっしゃられるので話

すけれども、やはり米の生産は車とはちょっと違う
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わけで、作り手は個々の生産者なのです。そういっ

た中で９種類をどのように 例えばすぼめなけれ

ばいけないところもあるでしょうし、広げていくと

ころもあるだろう。失敗してもある程度その人の自

己責任になってしまうので、そういうブランドの管

理はどのようにしていくものなのか、この後減らす

ものは減らしていくという考えなのでしょうか。

農林水産部次長（齋藤）

今コロナ禍でこれまでと違った市場ニーズがあり

まして 巣籠もり需要ということで、これまでは

家庭用の品種、特にあきたこまちなどは結構売れて

いたのですが、通常年に戻ればやはり業務用の品種、

できれば低価格で多収の米を作っていくことがこれ

から必要だということで、今まで大体２割くらい業

務用の品種の生産だったのですが、２倍にして約４

割くらいまで業務用品種を作付していきたいという

考えを持っていまして、家庭用と業務用のバランス

をうまく取った生産体系を敷いていく。まずは１０

アール当たり、１反当たりの収益を同じにして、ど

の品種を付けても収益を確保できるという体系で農

家の方々に作付誘導を図っていきたいと考えている

ところです。

吉方清彦委員

会派から時間を分けてもらっていますので、続け

たいと思います。最近よく６次産業化と言われます。

私は大変大切なことだと思うのですが、ＪＡの幹部

の人でも６次産業化は全体の隙間産業的な面もある

のだと……。やはり生産、加工、販売の分業体制は

しっかりしていかなければいけないと言っています。

農林水産部が他の部署と大きく違うのは、やはり生

産だけではなくて、販売まである程度責任を持たな

ければならない部署であるのではないかと思います。

逆に言えば、一つの部署としてちょっと無理がある

と。特に販売が大事なのですが、販売に関しては観

光文化スポーツ部に秋田うまいもの販売課がとても

重要な位置付けとしてあり 米にかかわらず様々

な秋田の農産品のブランド化を観光文化スポーツ部

ではどのように考えているでしょうか。

観光文化スポーツ部長

当部では主に加工品を扱っていますので、農林水

産物、一次産品は農林水産部で販売戦略を考えてい

ただき売り込みをしていただくことになっています。

ただ、様々な商談会ですとか、特に海外に売り込み

する場合には、当然農林水産部と連携を取りながら

売り込みを図るということもやっていますので、引

き続き連携はしっかり取りながらやっていきたいと

考えています。

吉方清彦委員

農林水産部としてはどう考えていますでしょうか。

販売というのは非常に重要なのですが。

農林水産部次長（齋藤）

当部にも販売戦略室というのがあります。基本は、

農産物全般が農協出荷だったり市場出荷だったりと

いう大きい流通の中で販売していく、大きいロット

を確保して販売していく、これはこれで一つの販売

戦略なのですが、そのほかにも例えば大きい法人が

業務用のこういった商品が欲しいというものをマッ

チングし、それを農家の生産につなげ、また所得に

つなげていくということも必要ですので、そういっ

たマッチングをしながら、当然秋田うまいもの販売

課の情報、または東京事務所にもそういった推進員

もいますので そういった情報をうまくマッチン

グして、農業法人につなげていくといったことにも

取り組んでいきたいと思っているところです。

吉方清彦委員

それと知事にお聞きしたいのですが、秋田うまい

もの販売課は非常に大事だと思うのですが、昨年の

決算額は７億円ほど、人数は１１人くらいで、拡充

すべきではないかと思うのですがいかがでしょうか。

知事

人数もありますが、やはり売るものの品ぞろえ、

その物語性、あるいは品質 やはり今は単におい

しいとか、単に自然豊か これと全く関係なくて

やはりファッション性だとか、そのときの流れにど

のように乗るか。ですからそこら辺は民間との連携、

特に物販の商社あるいはデパートの力を そこと

の連携をどのように非常に密に取るかがこれからの

鍵だと思っています。ですから、逆に言えばそうい

うところとのネットワークをしっかり築いていく、

そこら辺にまだ課題もありますので、研究課題とい

うことで、そこら辺をどのように捉えるかというこ

とは努力したいと思います。

吉方清彦委員

最後に、短く魚に関してもお聞きしたいと思いま

す。昨年、キジハタ７００匹を放流したとあります。

今後は大変期待できるのですが、ブランド作りをし

ていかなければいけない中で、実は私も含めて県民

はほとんどキジハタを食べたことがないという状態

ですが、そういったものをどうやって広げていきま

すか。

農林水産部次長（齋藤）

キジハタは、今委員おっしゃっていただいたよう

に、なかなか県民にはなじみの薄いものです。また、

高級魚ということで値段も張りますので、漁師から

すれば注目している魚です。何とかこの漁獲を上げ

たいということで、これまでに種苗生産、それから

放流をやっていこうという それで量産していこ

うと狙っているのですが、その種苗の生産がまだな

かなか順調に確立できていないというか、他県のい

ろいろな情報も入れながらやっているのですが、ち
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ょっとまだ十分に確立できていないということで、

まずはここを確立するようこれからちょっと続けて

いって、それを放流につなげて漁獲につなげていき

たいと思っています。

吉方清彦委員

ブランド化するにはやはり売らなければいけない、

名前を売らなければいけないですから、そのことに

関してはどのように。

農林水産部次長（齋藤）

まだ漁獲が、実際１００キロとか４００キロとい

う程度の量ですので、まだまだちょっとブランドと

いうまでいけるところではないのですが、いずれそ

の漁獲が高まった段階で……。やはり秋田の キ

ジハタという魚は根づきの魚というか、放流すれば

その地域でとれる魚だと聞いていますので、できる

だけ秋田のキジハタの特徴あるところを見いだして、

それを売り込んでいくということですが、一つは煮

魚だったり 刺身はあるのですが 例えば秋田

の鍋料理につながるとか、そういった売り方もこれ

から考えていかないといけないのですが、まずは漁

獲を高めていく取組を進めていくことが最初だと思

っています。

委員長

以上で吉方委員の質疑は終了しました。

次に、佐藤信喜委員の質疑を行います。

佐藤信喜委員

おはようございます。ます初めに、個人番号制度

の普及についてお伺いします。委員会でもお聞きし

たのですが、マイナンバーカードの普及率が低いと

いうことで、秋田県の取得率３６％で全国３４位と

聞いていました。同時に、１０月２０日からは健康

保険証機能が付与されると伺っていたのですが、様

々な課題あると思いますが、この普及率というか取

得率について、まず現状と課題をどう捉えているの

かお聞かせください。

企画振興部長

今委員がおっしゃられたように、９月末時点での

マイナンバーカードの普及状況は全国平均の

３８.３％と比べても２.３ポイント低い状況となっ

ています。年間の交付実績を見ますと、令和２年度

は約１２万３,０００枚ほど交付していて、前年度

末と比べると約１２ポイント程度上昇しており、そ

れぞれ取組は進めているのですが、なかなかマイナ

ンバーカードの取得が全県的に進んでいない現状だ

と認識しています。

佐藤信喜委員

そういった中で、秋田県内では大仙市で自治体マ

イナポイントモデル事業として進められているとイ

ンターネットで見ました。中を調べていくと、結婚

支援に対するもの若しくは子育て、出産祝金という

部分で地域商品券の代わりにこの自治体マイナポイ

ントでちょっとかさ上げした形で付加価値を付けて

交付するといったものを活用しながらマイナンバー

カードの普及に取り組んでいる自治体もあります。

また全国を見ると、石川県の加賀市が商品券を

５,０００円分ポイントで配布するということでマ

イナンバーカードの普及に取り組んだ地域もあり、

全国を見れば様々な取組があると思うのですが、こ

ういったものを県はどのように把握しながら普及と

拡大につなげていこうと研究されているものでしょ

うか。

企画振興部長

今紹介のあった他県やほかの市の事例については

うちでも把握しており、そういった好事例といいま

すか、普及率の向上につながった事例について県の

デジタル政策推進課で各市町村を訪問する機会があ

りますので、そういった機会にそのような事例を紹

介しながら、今後取得率を向上していきたいと考え

ています。

佐藤信喜委員

是非その点についてはお願いしたいと思います。

ただ、秋田県にとってはこのマイナンバーカード

デジタル推進については、やはり高齢県というの

も大きな課題だと思うのです。ただ一方で、このマ

イナンバーカードが全国的に普及されていって、こ

れから健康保険証や免許証という話も出てきていま

すので、やはり時代の流れに即した形で進めていか

なければいけないのですが、まずはマイナンバー

カードの発行をさせるということが大事であると思

います。それで、部局別審査でも話はしていたので

すが、県職員の皆様だったり やはりまずは自治

体の職員の皆様が１００％に近い数字を出していけ

るようにまず努力してほしいと。また、併せてそこ

からいろいろな紹介方法、手法を使いながらやって

いってほしいとお願いしたいのですが、その点につ

いてはどうでしょうか。

企画振興部長

行政職員自身がまずマイナンバーカードのメリッ

トをしっかりと理解しながら自ら取得して、それを

また住民の皆様にお知らせしていくことも必要だと

思いますので……。ただ今現在まだ県職員の取得状

況は令和３年の３月３１日時点で５８％となってい

まして、これについては年２回県職員の取得状況を

調査していますので、年々取得率は確実に増えてい

る状況です。引き続き県職員についてはそういった

形で数値を把握しながら取得向上に努めるとともに、

市町村に対しても先ほど申し上げたような機会を通

じて引き続き向上に努めてまいりたいと考えていま

す。

佐藤信喜委員
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取得した日によっていろいろなポイントがもらえ

るとかもらえないとかそういうことにならないよう

に、もしそういったポイントを使いながら取得を推

進していくのであれば、過去に申請した方も対応で

きるようなことも検討していただければと。ただ、

これは一義的には市町村が取り組む課題ではあると

思うのですが、県でどのようにして誘導していくの

かとか、そこら辺は市町村としっかりと協議を重ね

た上で進めていただければと思います。

先ほども申したとおりマイナンバーカードに１０

月２０日から保険証機能が付いていると。ただし、

利用できる医療機関の拡大など、県としてはどのよ

うに取り組んでいるのか。質問の中では、このマイ

ナンバーカードを使えるのはまだ１２４施設ほどし

か 病院だったり薬局がないということだったの

ですが、この普及拡大にはどのように取り組んでい

くおつもりなのか。やはりカードが普及しても、使

える機関が少ないということであれば、カードの意

味がなくなると思うのですが、その点についてはど

のようにお考えでしょうか。

健康福祉部長

健康保険証として使用できる医療機関等ですが、

今現在 １０月２４日現在で１５１施設まで増え

てまいりました。まだ全体の数からすれば１割程度

ということで、まだまだこれからというところです。

これまでも県ではウェブサイトにも掲載しています

が、市町村に対して情報提供することによって

県民への普及はそういったルートでやっていますし、

また医療機関には補助制度ということで、社会保険

診療報酬支払基金（社会保険診療報酬支払基金法に

基づき、医療費の適正な審査及び迅速適正な支払を

行うことを使命として設立された法人のこと。）で

医療機関への補助制度を持っています。こういった

ものを普及していくことで、今後拡大を進めていき

たいと考えています。

佐藤信喜委員

分かりました。

それではちょっと質問を変えて、この後運転免許

証としての利用も検討されているという情報は得て

いるのですが、現状はどのようになっているのか、

県警本部長からお聞かせください。

警察本部長

御指摘のとおり、運転免許証もマイナンバーカー

ドと一体化するという方向性は示されておりまして、

警察庁からは令和６年度の末に、これから一体化を

開始するという連絡を受けています。ただその一体

化に向けて具体的にどのようなものにするのかとか、

そのスケジュール等々についてはまだ詳細な連絡が

ありません。普及という観点からの御質問かと思う

のですが、警察としても検討の推移を見ながら関係

機関と連携して対応していくことを考えています。

佐藤信喜委員

多分医療機関と 健康保険証と運転免許証とい

うと、どちらかというと運転免許証のほうが早く進

むと思います。なぜならば行政と民間という形があ

ると思うので、やはりそういった点では国の動向を

見ながら、情報を早めに取り入れながら対応をしっ

かりとしていってもらえればと思います。

それで、マイナンバーカードの普及全体の話にな

るのですが、これに対して知事はどのようにお考え

なのか、是非最後に一言お願いしたいと思います。

知事

これはかなり課題があります。まず、住基カード

（住民基本台帳カード。市町村又は特別区が発行す

る個人の住所、氏名、生年月日、性別、住民票コー

ド等が記録されたＩＣカードのこと。）、あれが大

騒ぎしてやって何も使えないなと。どうも国民の間

にまたかと……。それとこのマイナンバーカードの

例えば健康保険証は、今普通になくしてもすぐ

出ます。マイナンバーカードは再交付が大変なので

す。また、暗証番号８桁 これ高齢者は多分マイ

ナンバーカードに暗証番号を書くと思うのです。あ

と、やはり国民の間にはこのマイナンバーカードに

よって銀行預金が全部把握されるのではないかと、

そこら辺が非常にそういう不安があるのです。です

からそこら辺を、特に組織に属した人間は フ

リーの方は非常にそこら辺が懐疑的なのです。あれ

がもし紛失すると、全部の個人情報が簡単に 実

は幾らプロテクトを掛けてもすぐ読めるのです。で

すから、これをなくしたら全部ばらされると……。

そこら辺の不安が非常に大きいのです。ですから、

そこら辺がどのようになるか。意外と民間 ある

会社がうちは健康保険証は全部これにするというと、

ばっと変わるのです。ですから、もうそういう動き

が出ていますので、いろいろな組織に属するところ

はスムーズにいくけれども、組織に属さない方々が

最後まで残ると……。この不安をどのように解消す

るか。これ政府が、単純に言えば個人資産について

は一切触れないとか、そういう言明をするとすっと

いきますよ。これ、どうもそのように国が税金の徴

収に使うのではないかという不安が これをはっ

きり言ってもらうと、そうしないと言うとちょっと

いくと。これが非常に今の不安感なのです。ですか

ら、特に財産を持っている高齢者の方でフリーの方

々が非常に嫌っていることは確かです。

佐藤信喜委員

そういった点については、私どもも要望はしてい

きますが、知事からも是非とも知事会とかで、そう

いった話題もどんどん出していただければ大変あり

がたいと思います。
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それでは、質問を変えます。いじめ対策というこ

とで、部局別審査でもいじめ問題の被害者のことに

ついて触れていましたが、反対に加害者への指導等

ということについてはどのようにしているのかお知

らせください。

教育長

学校側がいじめを認知した場合に、まず事実関係

を正確に把握して、そして双方の児童生徒、そして

保護者の方々に丁寧に説明しながら必要な指導、援

助を行うということです。今話のありました加害者

の児童生徒に対してですが、これは当然学校で校長

先生なり生徒指導なり、あるいは担任の先生が指導

していくと。そのときであっても、被害者の児童生

徒の気持ちを尊重しながら、被害者を守るというこ

とを第一に考えながら、加害者の生徒に対しても組

織的に指導に当たっていると。その加害者の児童生

徒に対しては、当然先生方が繰り返し面談を行いな

がら、いじめは人を傷付ける行為であると、絶対ど

ういう理由があってもやってはならないのだといっ

た辺りを理解させ、反省させることで再発防止を図

っていると。更に言えば、スクールカウンセラーで

あるとかスクールソーシャルワーカーであるとか、

専門的な方々に面談していただいて、そのいじめの

背景等を方向を探りながら指導を充実させていると

いったところです。

佐藤信喜委員

分かりました。

それでは、逆にいじめを受けている生徒の話はよ

く聞くこともあるのですが、加害者がどうしても分

からないという場合の対応はどのようにしているの

か教えてもらえますか。

教育長

実際に加害者が分からないという場面もあると思

います。そういった場合であっても、例えば聞き取

りであるとかアンケートであるとかそういったこと

を繰り返し行って、まず情報収集 ほんのちょっ

とした情報でもあれば、そこから事実確認をしたり

しながら何とか被害者を守るという体制で学校は行

っていると。最近ＳＮＳ等での誹謗中傷など、これ

も発信者が分からなかったりという場面もよくあっ

たりして非常に難しいケースもよくあるのですが、

こういった場合であってもまずできる限り情報を集

めて、事実がつかめるところはそこを探っていくと

いうこと、あと保護者とか関係機関にお願いしたり

連携したりしながら情報の削除であるとか、あるい

は拡散防止とか、そういったことを繰り返しながら、

まず被害者を守るということを行っていると。いず

れにしても、被害者の児童生徒の心のケアであると

か、あるいは被害者の意向を踏まえながら、保護者

と十分に連携して支援に当たるようにはしていると

いった状況です。

佐藤信喜委員

いずれ委員会でも、例えばツイッターとかのオン

ライン、またオフラインサイトもあるということで

す。やはりどうしても私に聞こえてくる話は、オフ

ライン側の話がよく聞こえます。ただ、いろいろと

調べていくとどうしても行き詰まってしまう点とい

うのもありますので、逆にそういった点については

学校入学時点でも構いませんので、とにかくオフラ

インの使用の仕方といったものも学校側としても指

導していただければ大変ありがたいと思うのですが、

その点についてはいかがでしょうか。

教育長

スマホ、携帯等の使い方とか、それから時間とか

を含めて、生徒にはもちろん指導しています。あと、

併せて保護者、家庭での状況等もありますので、保

護者、ＰＴＡであるとか、あるいは携帯を買うタイ

ミングでの指導とか、そういったところに関しては

生徒、保護者を巻き込んで注意喚起、指導している

ところです。

佐藤信喜委員

分かりました。

最後に、秋田県のいじめ問題対策審議会での取組

状況を教えていただけますか。

教育長

いじめ問題対策審議会、これは例えば法律とか医

療、心理あるいは教育とか、そういった専門家の方

々に構成員となっていただいて審議会を開いている

もので、県のいじめ防止基本方針に基づくいじめの

防止等のための対策を実効的に行うことを目的にし

て年１回行っているものです。昨年度は、例えばい

じめの重大事案への対応の在り方についてと、いじ

めの防止等に係る教職員研修の在り方についての２

つを協議議題として行うなどしているところです。

佐藤信喜委員

分かりました。いじめ対策については、県でもし

っかりと取り組もうとしている姿勢は分かるのです

が、やはり問題が大きくなって子供が例えば あ

ってはならないことですが 自殺したとか、そう

いったことにつながっていく、これが本当に一番残

念なことでありますので、やはりがんではないです

が早期発見、早期対応ということに取り組んでいた

だければと思います。

最後に、知事から、このいじめ問題についての考

えをお聞かせいただければと思います。

知事

特にいろいろな場合がありますが、学校について

若干教育長はちょっと耳が痛い話ですが 学

校の先生方はどうもプライドがあり過ぎるのです。

要するに自分の学校からいじめが出ると恥だと、そ
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ういう意識を捨てることです。これは いじめは

どこにもありますから、これをどのように未然に防

ぐか。また、あったとしても、被害、問題を大きく

しないか。これが、何かあればうちの学校の名誉が

傷付くと。これ名誉は関係ないですよ、正に名誉を

捨てていじめをなくすように、表に出ても表面化し

てもこれをしっかりやると。こっちのほうがいい名

誉なのです。先生方の認識の持ち方を変えることに

よって、むしろどんどん出すと。中の悪いところを

全部出すと。こっちのほうが今非常にいい名誉なの

です。そういう認識を持ってもらいたいと、そのよ

うに思います。

佐藤信喜委員

私もそのとおりだと思います。問題が表面化しな

いことで、やはりそれでいじめ問題が隠れて終わっ

たということではなくて、明らかにすることでこう

いった事例がある、これは駄目なのだということを

子供にも知らせていくことはできると思いますので、

そういった点については公表するときは公表する、

そういった対応も最後に検討していただければと思

います。その点について、最後に教育長から一言い

ただいて、質問を終わります。

教育長

学校においては、まずは未然防止ということで子

供たちの心を育てるということが第一。あと先生方

に関しては、アンテナを高く上げてちょっとした変

化とかちょっとしたものを見逃さないで、そういっ

たものに対して以前であれば知事がおっしゃられた

ようにプライドがあって出したくないという思いも、

最近はちょっとしたことであってもすぐに初期対応

をしっかりして解決していくという方向性がありま

すので、そういった部分に関しては適切に早急に対

応していじめをなくしていきたいと思っています。

委員長

以上で佐藤信喜委員の質疑は終了しました。

ここで暫時休憩します。再開は午前１１時１５分

とします。

午前１０時５８分 休憩

午前１１時１４分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き質疑を行

います。

小山委員の質疑を行います。

小山緑郎委員

私からは、クルーズ船観光の受入れ態勢について

何点か質問させていただきますので、よろしくお願

いします。

まず初めに、入港基準について質問させていただ

きます。昨年のクルーズ船内における新型コロナウ

イルス感染が記憶に新しいわけですが、クラスター

が発生してしまい、しばらくの間大変な状態になっ

たというニュースが連日放送されていました。コロ

ナ禍以前は、クルーズ船の受入れ観光ということで

経済効果も非常にありにぎわっていましたが、昨年、

また今年と新型コロナウイルス発生の影響で、受入

れ中止ということで停滞状態となっています。そこ

で、部局別審査でいつ頃からの再開を考えているの

かと質問したら、１０月から始めているとの答弁で

したが、全国で新型コロナウイルスの感染者数が小

康状態となってはいますが、県内に新型コロナウイ

ルスを入れない体制がいましばらく必要だと思われ

ます。

そうしたことから、入港基準等、下船された際の

検査体制、また受入れマニュアル、警戒レベル、ガ

イドラインについて見直しを行ったのか現状のまま

でいくのか、まず最初にお伺いしたいと思います。

建設部港湾技監

県のクルーズ船受入れについては、昨年９月に関

係業界団体のガイドラインや国の要請があり、それ

も踏まえつつ健康福祉部や保健所等との協議を行っ

た上で、県や商工会議所、県観光連盟等々から成る

秋田クルーズ振興協議会があるのですが、そちらに

県で策定したクルーズ船受入れに係る感染症予防拡

大防止対策指針を諮り、そこで了承をいただき内航

クルーズ船の受入れを再開しているところです。

内航クルーズ船の受入れに当たっては、当該指針

に基づき県の新型コロナウイルス感染警戒レベル３

を受入れ中止の目安としながら、健康福祉部等との

協議により受入れの可否を判断しているところです。

なお、外航クルーズ船については、現在国の方針

等が示されていない状況ですので、受入れは再開し

ていない状況です。

なお、基準の見直しについては、先月１０月２７

日に県の新型コロナウイルス感染警戒レベルの新規

感染者数に係る指標が見直されたところです。秋田

県港湾につきましては今年度の寄港はなく、来年度

に向けた準備を進める必要があります。今後新型コ

ロナウイルスの状況に応じて、内航クルーズ船に係

るガイドラインの見直しのほか、外航クルーズに係

る方針等の動向も出てくる可能性もありますのでそ

の動向も踏まえながら、健康福祉部など関係機関と

協議しつつ方針見直しの必要性を検討していきたい
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と考えています。

小山緑郎委員

例えば、下船して入港するときに多分簡易的な新

型コロナウイルスの検査をすると思うのですが、ク

ルーズ船は人数が多いものですから、そのチェック

で例えば１人、２人とかと感染した場合は全員の入

港とか下船許否とか、そこら辺は何か考えておかな

ければならないと思います。例えば掛かった人だけ

は認めるけれども、多分こういうクラスター 伝

染病だから多分全員駄目だと思うのです。そこら辺

も考えておかなければならないと思いますが、そう

いった点はまだちょっと 来年だとしても考えて

おく必要があると思うのですが、その点はどうでし

ょうか。

建設部港湾技監

クルーズ船の感染者発生時の対応については、関

係業界団体のガイドラインで示されており、現在は

今年の１０月からＰＣＲ検査を２回やった上で陰性

の場合、乗船するといった形で運用されているとこ

ろです。

また、仮に発生したときですが、発生者への対応

は寄港する港の保健所等に要請します。それ以外は

隔離の上、ツアーを中止して最初の港、例えば大体

横浜港とか神戸港とか大きな港に帰っていく運用方

針になっています。現在、我々のこの指針について

は、３月以降関係業界団体のガイドラインが出れば

適宜見直しを行っているところですので、今後もそ

の見直しがあれば、それに合わせた形で指針につい

ても見直していきたいと考えています。

小山緑郎委員

分かりました。

質問変えますが、次に 順番変えますが、３番

目の今後の運航予定についてお伺いします。

新型コロナウイルス感染症が小康状態になったと

はいえ、感染者がゼロになったわけではありません。

第６波も心配される昨今で変異株等の関係もあり、

元どおりに近い生活状態に戻るのはいましばらく期

間が必要と思われますが、少しずつでもコロナ前の

入港回数に回復する見通しはあるのか。外国船はま

だだと言ったけれども、国内船、外国船含めてお伺

いします。

建設部港湾技監

秋田県へのクルーズ船の寄港の回復について、新

型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度は２６回

寄港がありまして、そのうち１５回が外航クルーズ

になっています。ですので、寄港を新型コロナウイ

ルス感染拡大前の水準に回復していくためには、外

航船の回復が重要なキーになっています。

現在の動きですが、先ほど話しましたとおり、内

航クルーズ船については既に１０月から運航を再開

しています。一方、外航クルーズについてですが、

やはり国際、外航のクルーズ船社でも動きがありま

して、例えば秋田にも寄港していたダイヤモンドプ

リンセスのプリンセスクルーズ社とか、ＭＳＣスプ

レンディダのＭＳＣクルーズなどの国際クルーズ船

社で構成する日本国際クルーズ協議会を設置してお

り、そちらで運航再開に向けた検討を進めています。

現時点で商品化されているわけではないのですが、

岸壁使用に係る予約が入っている状況で、一応来年

度の予約数は令和元年度の実績を上回っている状況

です。やはり新型コロナウイルスの状況が落ち着く

かがキーになるとは思うのですが、今後その外航ク

ルーズに係る国の方針とか、先ほどの日本国際ク

ルーズ協議会のガイドラインが公表されて、外航ク

ルーズの運航も再開すれば、一足飛びとはいかない

かもしれないのですが、本県の寄港は回復していく

ものと推測しているところです。

小山緑郎委員

分かりました。来年も計画ではいろいろとあると

いうことで大変安心しました。例えばそのように来

年度であるとすれば、今まで行っていた歓迎セレモ

ニーとか 例えば花火やなまはげ太鼓などをやっ

ていましたが、ああいった歓迎セレモニーは順次

いつ頃から予定していくのか、それと併せてやっ

ていくのかお伺いします。

建設部港湾技監

一応感染対策を行ってというのが前提条件になる

と思うのですが、実際来年度商品化されて来る段階

になりましたら、新型コロナウイルスの状況を踏ま

えた上で、やはり必要な 県独自の特徴的なおも

てなしというのはクルーズ旅客にとってもいい思い

出になりますし、リピートという観点からも重要だ

と思いますので感染状況を見ながら、対応について

は地元の自治体とも相談しながら対応していきたい

と考えています。

小山緑郎委員

分かりました。

次に、観光促進についてお伺いします。今までも

行っていた停泊中の観光誘致はほとんどが日帰り

朝着いて夜には出発するということで、あまり遠

くへは行くことができませんが、乗船客は比較的富

裕層の方が多いと思いますので、うまく案内しなが

らお金を落としていただくと、人数も多いし今まで

停滞していた土産屋、観光地にとっては経済効果も

ある程度期待できると思います。そうしたことから、

東北の三大夏祭りの代表である竿燈をはじめ、土崎

港曳山祭り、角館の山ぶつけや花見など、ＪＲとタ

イアップしながら、また観光業者やバス会社等と連

携しながら、ＰＲ活動等に力を入れて行っていくの

か。またそれに対して 今冷え込んだ観光の起爆



- 190 -

剤として何か新しい計画を考えているのか、お伺い

します。

観光文化スポーツ部長

クルーズ船の観光については、先ほど委員からも

話がありましたように観光施設だけではなく飲食、

土産、交通事業者、幅広い分野に波及効果がありま

すので、クルーズ船の受入れ再開は観光関連事業者

も相当期待が大きいものと考えています。

アフターコロナにおけるクルーズ船の受入れは、

何よりも乗客に寄港地で安全、安心に観光していた

だくというのが最も重要だと思っていますので、そ

ういった意味では本県は全国的にも感染者が少なく、

自然が豊かで開放感のある観光地ということで、ほ

かの寄港地に比べてもアドバンテージがあるものと

考えています。

あと、昨年度について、オプショナルツアーに県

内の交通事業者の貸切りバスが利用されていますが、

その感染防止対策に支援したところですし、またイ

ンバウンドにも人気の高い酒蔵の見学施設などの感

染防止対策等にも支援したところです。それから街

歩き、例えば秋田市街の県立美術館やねぶり流し館

といったところを街歩きする際に、多言語で温泉ア

プリで見られるようなものも昨年度整備したところ

ですし、より安全、安心に県内の観光地を周遊して

楽しんでもらえるような環境を整備したところです。

今後も安全、安心に観光できる環境をＰＲしながら、

観光地の更なる魅力向上や観光客の利便性向上とい

ったものに努めてまいりたいと考えています。

小山緑郎委員

分かりました。そうしたことで活性化といいます

か元に近い状態まで回復してきますと、場所によっ

て人数が多いことも考えられるので、当然祭りの主

催者側といいますか、受入れ側とも新型コロナウイ

ルスの関係での連絡も必要になってくると思います

が、その点についてもどのように考えているのかお

伺いします。

観光文化スポーツ部長

これまでのクルーズ船の受入れの中では、特に竿

燈祭りの際にダイヤモンドプリンセスが入港して祭

りを楽しむといった事例もありますし、恐らく来年

度以降もそういったツアーや入港が想定されている

と思います。その辺についてはクルーズ振興協議会

等の関係者と連携し、そういった感染防止対策等に

ついてしっかりと協議をしながら、下船された方々

も一般の観戦される方々も安心して観光していただ

けるような、祭りを楽しんでいただけるような環境

になるように、しっかり連携して取り組んでいきた

いと思っています。

小山緑郎委員

クルーズ船観光ということで、知事からも何か一

言、もしありましたらお願いしたいのですが……。

知事

まず、国内の内航クルーズは徐々に もう既に

船会社でも来年に向けていろいろな企画が進んでい

ます。そういうことで、内航クルーズは徐々に回復

と……。問題は、外航はなかなか これは国際的

な問題ですので、そう簡単にはいかないと……。た

だ気を付けなければならないのは、この後外航ク

ルーズが完全に戻ったときに、中国の関係は非常に

不明確です。今まで中国が一番多かったのですが、

今の中国の政治体制、習近平氏のあの対応から富裕

層の海外への渡航について非常に抑制的です。そう

いうことから本県の場合、中国との関係 インバ

ウンドはないですから、そういう影響はないと思い

ますが、外航クルーズの市場あるいは相手国が相当

違ってくる可能性があります。そういうことで、情

報を早めに取って、どういう国が可能か、あるいは

その流れはどうなのか、これを分析しながら効果的

なＰＲあるいは売り込みを図っていく必要があるの

ではないかと思っています。中国の関係については、

今月中旬に中国の関係の方と私がじかに少し話合い

をする予定になっています。

小山緑郎委員

このクルーズ船は、例えば国内も外国もですが、

１回来れば毎年来てくれるというものではないと思

うのですが、これはやはりその年その年で募集を掛

けてやっていくのが現状ですか、それとも何年か継

続して来てくれるというものではないのですか。そ

こだけお聞きします。

知事

祭り関係、例えば竿燈はもう何年も同じ船会社が

必ず来るのです。そういう祭り中心のところは、あ

る程度同じ船会社が同じ旅行社とともに継続的であ

ると。ただ一発のやつは、これは一回うまくいけば

次に、好評であれば次が続くということで、ですか

ら最初に来るときにそれをちゃんとつかむことが非

常に必要だと思っています。

小山緑郎委員

分かりました。観光もかなり冷えていますので、

何とかそういう起爆剤として秋田の観光ＰＲも含め

た地域性を出してやっていっていただければと思い

ますので、よろしくお願い申し上げまして、ちょっ

と時間が余っていますが私の質問を終わりたいと思

います。どうもありがとうございました。

委員長

以上で小山委員の質疑は終了しました。

次に、鳥井委員の質疑を行います。

鳥井委員の質疑時間は１２分の予定でしたが、会

派の残り時間が１０分３６秒ですので、タイマーの

表示をそのようにします。
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鳥井修委員

では、早速入らせていただきます。今回は、コロ

ナ禍の県政運営ということで、またコロナ関係につ

いてお伺います。

猛威を振るった新型コロナウイルス第５波も、全

国的に見れば昨日東京は感染者９名ということで、

現在はほとんどなくなっている状況だと思います。

本県を見ると、１０万人当たりの感染者数が全国で

一番少ないという状況であったと思います。昨日の

感染状況 累計を見ますと、本県で累計感染者は

１,９０８名、入院者が今６名、重症者はいません。

宿泊療養が１人ということです。これらの状況を踏

まえ、まず昨年度 令和２年度の本県の新型コロ

ナウイルス感染症対策についての知事の自己評価と

いうか、どのように捉えているか、まずお知らせく

ださい。

知事

感染防止についてはいろいろな見方がありますが、

まず非常に県民の皆さんの御協力、そして医療関係

機関との連携が本県は割とうまくいったと。また、

いろいろな御協力をいただいた。もう一つは、当初

から県内の生活実態、あるいは県民の行動の特徴を

捉えて相当きめ細かく注意喚起……。そして高齢県

ですので、単にＳＮＳだけではなく新聞あるいはテ

レビを活用して相当注意喚起を繰り返した結果、県

民の方も非常に県からの情報発信を受け止めていた

だいて、まずは結果論ですが日本で一番人口当たり

の感染者数が少ないということはうまくいったと…

…。ただ経済面ではやはり相当隙間もあったし、こ

の捉え方については今までのものを教訓としながら、

今後またそういう状況に至った場合は検証した結果

をうまく生かして、可能な限り経済が動くように。

これはある程度宿題でございます。

鳥井修委員

新型コロナウイルスの感染について、秋田県が少

なかった理由に関しては知事がおっしゃった医療体

制 調整も、また行政も速やかに対応した結果だ

と思います。あと、県民の協力、理解もあったと思

うのですが、多分他県など比べてみるとやはり県民

性とか、真面目な性格の秋田県民はやっぱり慎重で

あるとか、多分すごくその辺が大きいと思います。

１つ例を出すと、例えば川反でクラスターが出まし

た まずほとんど川反で飲み歩かないとか、かな

り慎重だったと思いますし、結果それが感染症とい

うか、新たなクラスターも発生していないです。そ

ういう部分が多々あると思うのですが、その辺はど

う思われますか。

知事

県民性というか、ＮＨＫの受信料の納付率が高い、

あるいは交通違反の罰金の納付が日本一と……。そ

ういう意味からすると非常に 県民の方がある程

度行政の情報をしっかり捉えて注意していただくと。

ただ一方で、少し冒険心というか これは今この

新型コロナウイルスの中で冒険心は困るのですが、

慎重さは非常にあると。特に高齢県ですので、最初

はこの新型コロナウイルスは高齢者が掛かると一番

危ないという情報が流れて、高齢者が非常に慎重に

なったと。高齢者が各家庭にいますので、やはり自

分のじいちゃん、ばあちゃんに万が一があればとい

うことで家族も慎重になったと。そういう点が今回

は非常にプラスになったと思っています。

鳥井修委員

昨年来新型コロナウイルス対応で、知事も大分難

儀をされたと思います。その中で、日本の統治機能

である中央集権型の中で、財源や権限など、多分か

なり歯がゆい思いをしながらいろいろな対策をして

こられたと思うのですが、去年を見た場合それが如

実に現れたのかと。多分全国知事会などでも、知事

からも発言というか話があったと思うのですが、そ

の辺はどう認識していますか。

知事

今回東京があのとおりひどい状況 明らかに数

字的に、例えば人口１０万人当たりの感染症病床は

秋田が全国で４位です、４番目。東京は全国でびり

に近い。ですから、感染症病床が東京は異常に少な

いのです。人口当たりは約１５倍。実際に感染症病

床は、何と秋田が３.３倍なのです。そういうこと

からすると東京と地方、感染症については地方のほ

うが命が助かると。そういうことで、やはり過度な、

東京のように人口密集地は非常に危険だという状況

がはっきり現れています。

鳥井修委員

次に、病床確保等宿泊療養施設についてお伺いし

ます。昨年来の全国の都道府県の取組を見ています

と、医療であったりワクチンであったり、検査もそ

うですが、まず国が動く前に先手先手で動いた都道

府県が医療体制をしっかり確保しながら、感染者数

も少ないという状況であったと思います。それらを

踏まえて、本県の病床確保や宿泊療養施設の設置に

ついて、昨年度 令和２年度の評価、課題につい

てお知らせください。

健康福祉部長

昨年第１例目が３月６日だったと思いますが、そ

のときに対応できる病床 第２種感染症病床は９

病院３０床でした。その後、感染の拡大に伴いまし

て、４月末には１５病院１０５床、現在は１９病院

２７３床という体制で組んでいます。また、宿泊療

養施設も順次増やしていきまして、今４施設３９５

室になりましたが、増やしていくタイミングといっ

たことが やはり感染状況を見極める、あるいは
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先読みするといったことが大変難しい状況にあった

ことは確かです。そういった中で、本県では入院患

者、それから宿泊療養者についても全部対応できた

と。結果的に自宅療養といったことがなく、ここま

で対応できていることは、拡大していく局面にそれ

なりにうまく対応できてきたとは思っています。確

かにいっとき急に感染者が増えたときに調整に難儀

したことは事実ですが、今後の感染拡大に向けてま

た準備をしていくことも忘れずに対応していきたい

と思っています。

鳥井修委員

いずれ第５波が収束に向かっているとはいえ、こ

の後の状況は誰も分からないので、例えば外国を見

るとイギリスやシンガポールなど、ワクチン接種率

は上がっていても、イギリスだと一日に何万人も感

染者が出ていることを考えると、まず第６波はしっ

かりと対応、準備しておかなければいけないと思っ

ています。それらを踏まえて、今後の本県の取組に

ついての考え方をお知らせください。

健康福祉部長

第５波は大分収まってきたといったところですが、

世界の状況、そしてまた新たな変異株といったもの

も心配される中、次の感染拡大にも備えていかなけ

ればならないということで、現在新たな保健・医療

提供体制確保計画として、病床、それから宿泊療養

施設の確保の拡大、充実に向けて準備をしていると

ころです。基本的な考え方としては、引き続き自宅

療養はできれば極力避けたいということで、原則入

院、宿泊療養といった体制を組めるよう、病床、居

室の確保といったものも進めてまいりたいと思いま

す。

それから、今まで本県は人口当たりでは一番感染

者数が少なかったのですが、これが今後どうなるか

といったことはまだ分かりません。更なる強い感染

力を持つウイルスなどが流入した場合に、これまで

以上の感染拡大といったことも十分警戒しなければ

なりませんので、これまで以上の能力といいますか、

そういったものにも対応できるよう努めてまいりた

いと思っています。

鳥井修委員

委員会などの審査の内容を見ると、例えばこれま

では自宅療養についてはまずやらず、全ての人が宿

泊療養施設又は入院等で対応するという話でありま

した。今回の第２９回の本部会議（秋田県新型コロ

ナウイルス感染症対策本部会議）の資料を見させて

もらうと、それらのこともあるのですが、感染の爆

発などをいろいろと考えて自宅療養者の検討も進め

ていくと基本方針に書いてあるのですが、この辺は

どうなのでしょうか。

健康福祉部長

ただいま御指摘のとおり、原則入院又は宿泊とい

うことですが、更なる感染拡大、急激な拡大などに

備えた自宅療養の準備といったことも進めています。

例えば物資的なもので申しますと、パルスオキシ

メーター（採血することなく、指先や耳たぶなどの

皮膚を通して動脈血酸素飽和度と脈拍数を測定する

ための装置のこと。）とか、あるいは療養されてい

る方に配る食料の手配の関係、それから何よりも健

康観察といったことが重要ですので、県医師会等の

御協力を得まして、例えば御協力いただけるそうい

った機関などのアンケート的な調査もしているとこ

ろですので、今後そういったものを整理しながらで

きれば今月中に一定の枠組みは整理したいと思って

います。

鳥井修委員

自宅療養については、全国的に見て御自宅で亡く

なられるなど悲惨な事例がありましたので、そうい

うことにならないようにしっかりと準備を進めてい

ただきたいと思います。

続いて、ＰＣＲ検査についてお伺いします。ＰＣ

Ｒ検査についてはいろいろな考え方があって、ただ

広めてやればいいとかいろいろな議論があると思う

のですが、先進地の例として福井県だと、例えば小

学校で児童が１人感染したらまず学校全体をＰＣＲ

検査するとかいろいろな、要は先手先手の対策を取

っているそうです。福井県は、ある程度の指標でま

とめると全国でも感染者数も少ないですしトップレ

ベルの感染症対策をしているようなのですが、それ

らの分析というか情報は入っていますか。

健康福祉部長

全国でそれぞれ特徴のある取組といいますか、そ

ういったことをされていることは承知していますが、

本県でも感染者が発生した場合には、濃厚接触者以

外の方も含めて幅広に検査することを心掛けて、医

療機関等にもお願いしてきたところです。本県でも、

学校で感染者が出た場合には、例えば一緒に遊んだ

りする、あるいは同じ部活などといった濃厚接触者

に限らず学級あるいは学年、そして更には学校

それぞれの状況にもよりますけれども そういっ

た範囲で検査対象を広げてこれまでも対応してきて

いるところです。

鳥井修委員

福井県の件をまた出しますが、福井県では基本的

な考え方として次の次の感染を止めようと、早期に

拡大を抑えるという考え方でやっているそうです。

それらと本県の対策と比べて、どういう認識でしょ

うか。

健康福祉部長

これはそれぞれの感染事例にもよりますが、本県

でも先ほど申しましたとおり、濃厚接触に限らずそ
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のクラス、学年といった予防的なというか それ

までどのような接触をしているかよく分からないこ

ともあるのですが、そういったことを含めて拡大し

てやっているところですので、今後もそういった方

向で進められると思っています。

鳥井修委員

保健所の対応になるのですが、濃厚接触者の聞き

取り等について、例えば秋田で５０人くらい感染が

出たときに、多分大分難儀されたと思うのですが、

基本的には数が少ないのであればしっかり追跡する

べきだと思いますし、その辺の状況は今も引き続き

取られているのでしょうか。例えば２週間とか１週

間くらいの聞き取りです。

健康福祉部長

一度に一つの保健所で多くの感染者が出た場合に

は、業務量が過多になっていることは確かです。そ

ういったことに対応するため、もちろん保健所内の

応援体制といいますか、保健師であればほかにもい

ろいろな業務を行っていますので、そういった側面

をバックアップするところで保健師の業務負担を軽

減して専門的なことに集中して対応できるような仕

組みも講じています。また、現場で申しますと、秋

田コロナ医療の派遣支援チーム ＡＣＯＭＡＴ

（秋田県コロナ医療支援チーム）と呼んでいますが、

こういったものは実際に感染の現場でクラスターが

発生したときに、医療機関とか あるいは船のと

きもそうでしたが、そういった現場に行って実際に

感染制御をしながら、どういった範囲で感染が拡大

する可能性があるかとか、どういった範囲で検査を

しなければならないだとか、そういったものについ

て現場で対応して、保健所と連携しながら検査等に

結び付けています。

鳥井修委員

では、次に新型コロナウイルスのワクチン接種で

す。ワクチン接種は日本全国で７割以上が済んでい

るという話の中で、本県も７４％くらい済んでいる

という数字を頂きました。ワクチン接種が進んでい

るところの事例を見ると、接種主体は市町村なので

すが、やはり県がある程度その調整役に入って、ワ

クチンの融通などもしていると聞きます。多分これ

はワクチンの早期の接種に向けた対策としてはすご

くいい方法だと思うのですが、県の役割としてある

程度ワクチンの融通といった辺はやっていくべきか

と。多分これから３回目のブースター接種（新型コ

ロナウイルスのワクチン接種を終えた人の免疫を強

化するため、３回目の接種をすること。）等もある

と思いますので、その辺の考え方はどうでしょうか。

健康福祉部長

ワクチン接種ですが、初めの頃は国からも潤沢に

ワクチンの供給がなされていましたので、市町村が

それぞれに実施する方針に基づいて対応していたと

思います。途中からなかなか希望どおりに供給され

ないようになってから、県の調整が大変重要になっ

てまいりました。特にここ最近になってからはワク

チンの残りも供給される量が限られるようになって

きましたので、県が関係する市町村を調整して余剰

のあるところから不足しているところに供給すると

いったことで行っています。

現在の接種率を見ると、昨日国で 官邸で公表

されているのを見ると、本県は人口当たりでは全国

トップクラスです。そういったことがうまくいって

いると思っています。

鳥井修委員

ワクチン接種率について、いずれワクチンは任意

接種で個人が打ちたい打ちたくないというのは当然

あると思うのですが、全体を見れば打っていただき

たいと私も思いますし、多分県もそう思っていると

思いますが、これらのワクチンを打たない人への対

応などは結構難しいと私は思うのですが、その辺の

考え方はどうですか。

健康福祉部長

健康上の理由等から受けられない方もいらっしゃ

いますので、決して無理強いするものではなく、基

本的には希望される方がいつでも受けられるような

体制を作っていくことが重要だと思っています。

鳥井修委員

ワクチンを打ってのメリットや、例えば副反応

デメリットがあると思うのですが、そういう客観

的なことをしっかりお知らせしながらも、でも打っ

たほうがメリットがあるのだとやはりＰＲもしてい

かないと、ある程度の接種率になっていくと、それ

以上なかなか上がらないというのがどこの国でもそ

うですし、日本は比較的接種率は高いと思うのです

が、より多くの方に 自分の体調とか以外に自分

の思想的な部分で打てない方とかいらっしゃると思

いますので、そういう方への理解活動 全ては無

理だとしてもやるべきだと私は思うのですがいかが

でしょうか。

健康福祉部長

おっしゃるとおりです。ワクチンのメリット

これは打たない場合よりも科学的にもメリットがあ

ることは御承知のとおりですのでこういったメリッ

トについて、そして逆に副反応もあるけれどもこれ

についてはしっかり対応できる、あるいはこんな例

の場合にはどこに相談に行けばいいといった不安を

解消することも重要ですので、そういったことで今

後更にワクチン まだ接種に迷っている方がいら

っしゃると思いますので、そういった方に役立つ情

報は積極的に提供してまいりたいと思っています。

鳥井修委員
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最後にワクチン接種の関係で、先ほど３回目の

ブースター接種の話がありました。その部分と、こ

れから多分１２歳未満のワクチン接種の話が出てく

ると思うのですが、これらへの対応等についての考

え方 まだはっきりは分からない部分もあるかも

しれませんが。

健康福祉部長

３回目のワクチン接種について国から方針を示さ

れています。もう既にワクチン供給スケジュールは

示されていて、今月中旬頃から県内にも更に３回目

分ということで供給される予定になっています。そ

れを受けて、早い方では１２月から接種が進められ

ていくことになりますが、前回の２回目を接種して

から８か月経過した方が対象になってきますので、

まずは医療従事者、先行接種、それから優先接種を

受けた方から順番に始まっていくといったことにな

ると思います。ただ、具体的に全体像といいますか、

どういった方を 全ての方が対象になるのか、あ

るいは使用するワクチン、１回目、２回目にモデル

ナを使った方が、３回目は何を打つとかといったこ

ともまだ決まっていない部分もありますので、そこ

ら辺の情報を早く収集して適切に情報提供しながら

円滑に進むよう支援してまいりたいと思っています。

鳥井修委員

次に経済対策にいきます。前段で知事にお伺いし

ました。経済の話もされました。新型コロナウイル

スの影響によって、本当に日本経済は大きくダメー

ジを受けたと思います。また、最近では原油の値上

がり等でガソリンが値上がりしていますし、また食

料品等も値上げ傾向です。感染拡大前から日本の課

題であった長期停滞 個人消費の伸び悩みとか、

それを受けた企業の過小投資、あと手取り賃金の伸

び悩み、また将来不安、いろいろあると思いますが、

これらの状況についてまず知事の御認識をお聞かせ

ください。

知事

経済対策についてはいろいろな見方がありますが、

ミクロの経済対策、これは飲食とか宿泊業 ただ

この影響は全体的には微々たるものです。問題は、

それ以外の別のところです。今のところ経済の全体

像は順調です。これは、税収を見れば明らかに電子

関係 逆に新型コロナウイルスによって電子関係

のほう、あるいはスーパー、量販店は相当いいです。

ただ問題はこの後 これは新型コロナウイルスと

はあまり関係なくて、中国の買いあさり 大豆あ

るいは燃料 この影響が相当出てきて日本の電気

代、あるいはガス料金、あるいは食品関係がほとん

ど中国で買いあさり、日本が買い負けしているので

す。これが一番の問題で、そこら辺をどのように高

くするか。また半導体の不足、これは台湾のメー

カーを日本が誘致して造ることである程度緩和しま

すが、まだ工場が出来るまで相当掛かります。です

から、これは国家戦略としてどのように捉えるか。

今のところ県内の全体のマクロの経済は順調にいっ

ていますが、ミクロで飲食とかそこら辺をどうする

か。ただ、完全に元には形態が戻らないと思います。

全く同じようには。ですから、例えば東京などは居

酒屋が、個人向きの酒中心でなく食事中心、あるい

は酒は少人数の小部屋、仕切り、このようになって

いますので、あるパターンの飲食業はこれからなく

なる可能性が非常にあって別の形態に転換するとい

う動きがスムーズにいくように、そういう転換への

支援、あるいは小さいところが合併して大きくなっ

てスケールメリットを追求するという……。そのよ

うに元には戻らないので、いい方向に、この後のト

レンドに乗っていくという対策が必要だと思います。

鳥井修委員

今知事の話の中でも、やはり飲食業や観光の話で

した。県でもいろいろな対策を取って支援をしてい

ると思うのですが、まだまだ知事がおっしゃるとお

り戻らない部分があると思います。こうしたことを

考えると、まだまだそこに対しての支援であったり

消費喚起をするべきだと思うのですが、考え方をお

知らせください。

産業労働部長

飲食業につきましては厳しい状況が続いていまし

たが、統計を見ますと９月以降回復傾向にあります。

また、秋田県飲食業生活衛生同業組合に状況を伺い

ますと、感染レベルが下がったことで人出が戻って

きているといった話も伺っていますので、こうした

動きを続けていくためにも、まずは安全、安心の利

用につながる認証制度の利用促進に努めてまいりま

す。

また、事業の継続に必要な緊急支援金につきまし

ても受付を開始しまして、早期の支給に努めてまい

りたいと考えています。

鳥井修委員

経済対策の最後です。ニュース等で、忘新年会は

企業等も含めて７割がやらないと出ています。前段

で話したとおり、本県もなかなか出足が悪い中で、

知事もあきたびじょん（秋田県が奇数月に発行し県

内に全戸配布している広報紙のこと。）の中で秋の

味覚を店で楽しもうと多分メッセージを出している

と思うのですが、やはりもっと強く出していただき

たいと。もう一つ、やはり県庁、市役所の職員の方

にも外食していただきたいとすごく思うのですが、

そこら辺はどうでしょうか。

知事

これは、私がどんどん行けという なかなかそ

う簡単にはいかないですが、いろいろなこの広報紙
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とか県のウェブサイトでは相当やっています。ただ、

表立ってあまり……。むしろ我々が 私がうろつ

いたほうがいいですよね。今日早速この後、夜は秘

書課の懇親会をやります。そういうことで、県庁は

相当気を付けながら、ほとんどの課が忘年会はやる

方向で今やっています。やはり先生方も一緒に、ど

んどん委員会のそういうものをやってほしいのです。

やはり目立つ人が行くと安心するのです。そういう

ことで頑張ります。

鳥井修委員

質問を変えます。最後に、トップスポーツの支援

についてです。ちょっと時間がなくなったので

昨年来からずっとスタジアムの件です。なかなか今

コロナ禍で経済状況も良くない中で話は進んでいな

いと思うのですが、知事の選挙の前などの話を聞く

と結構前向きに穂積市長と話をされていました。現

状についての知事の考えというか……。変わりない

のであればそのまま進めていくという答えでも結構

ですし、お願いします。

知事

間もなく秋田市で公募要件が発表される予定です。

いずれ民間を中心にして、これに行政がある程度関

わると。いろいろなパターンのプロポーザルが今秋

田市から出ますので、その結果どうなるか。まず、

今のところ場所は外旭川地区。どういう形態か、あ

るいは費用、管理、またいろいろなまちづくり等の

関係、これも全部含んだプロポーザルの要件が出ま

す。これは秋田市と一緒になってやっていますので

その状況がどうなるか、これがまず第一歩。この点

が出てきますと、今度は秋田市議会、県議会での審

議の中にこれが入っていくということになっていく

と思います。

鳥井修委員

経済状況、県民の理解とか財政状況、いろいろあ

ると思うのですが、いずれ県民、市民の要望が多い

ことですので、是非前向きに捉えて進めていただけ

ればと思います。

最後にもう一つトップスポーツの支援ということ

で、バスケットボールのノーザンハピネッツ（秋田

県をホームとしＢリーグに所属するプロバスケット

ボールチーム秋田ノーザンハピネッツのこと。）で

す。県立体育館の建て替えを踏まえ、またバスケッ

トボールのリーグが再編するということで、この前

スポーツ振興議連（秋田県議会スポーツ振興議員連

盟）に水野社長（秋田ノーザンハピネッツ株式会社

代表取締役社長の水野勇気氏のこと。）がその話を

しに来られました。知事は、その話を御認識という

か分かっていらっしゃいますか。

知事

私のところに一番最初に来ていますので。聞かれ

ないので答弁しないほうがいいかな。実は、今あの

体育館は相当老朽化で天井が大変……。まず今あれ

を直すのに１年掛かります。ですから、ただあれを

今すぐほごしても（解体しても）、そのあとそう簡

単にはいきませんので、まず当面最低限の費用であ

れをもたせると。同時に来年度から新しい体育館の

建設構想に取り掛かります。ただ問題は場所。あの

くらいの大きいものになりますと、基本構想、基本

設計、設計、あと基盤整備とやはり七、八年は掛か

るのです。ですから、物理的に可能な限り急ぎます

が、やはり一定の時間は掛かります。ただ、こちら

は秋田ノーザンハピネッツの使用がそんなに長くな

いですから公の施設 これは完全に県の行政施設

こちらのほうがスタジアムよりも楽なのです。

スタジアムは公の施設という状況がないかもしれな

い。そうしますと起債が使えないのです。ですから、

こちらは県主導で県の施設、あちらは民主導に県と

秋田市がバックアップすると、そういうことになり

ますので、体育館のほうが非常にスムーズにいくと

思っています。

鳥井修委員

いずれ今財政的な面もあると思いますし、スポー

ツ立県秋田を掲げている中で、すべからくやるのは

難しいとは思いながらも、考えることの前向きさで

あったり検討することは大事だと思いますので、是

非今言った新スタジアム、また新しい体育館の検討

も順次進めていただければとお願いして、質問を終

わらせていただきます。

委員長

以上で鳥井委員の質疑は終了しました。

ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時

３０分とします。

午後 ０時 ５分 休憩

午後 １時２９分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き質疑を行

います。

児玉委員の質疑を行います。

児玉政明委員

よろしくお願いします。園芸メガ団地の推進につ

いてお伺いします。さきの部局別審査でも何点か質

問しましたが、再度お願いします。



- 196 -

まず、所得向上策につい伺います。平成２６年か

らスタートしたメガ団地等大規模園芸拠点育成事業

は、基本販売額の目標が、メガでは１億円、ネット

ワーク型では３,０００万円以上のトータルで１億

円、サテライト型では３,０００万円以上と販売額

の達成に条件を置いているようです。先日も申した

とおり、農家心情としては１円でも１０円でも所得

を増やす取組、高単価になるための品質向上やコス

ト削減等で所得を増やす取組、そういった方策が必

要だと思いますが、現在全県展開されている各団地

において、更なる所得向上を目指した取組 例え

ば６次産業化 団地で生産されている収穫物で、

生産から製造、販売といった自己完結型での所得向

上を目指すことができないものか伺います。

農林水産部次長（齋藤）

これまでメガ団地を進めてまいりました。メガ団

地は、６次産業化という前に、まずは生産をしっか

りやってもらおうということで、そちらを中心にや

っている団地がほとんどで、なかなか６次化に進ん

でいる団地というのは少ないところです。いずれ生

産をしっかりするというのがまず先なのですが、例

えば中には県北で 北秋田市になりますが、ニン

ニクの生産をして、自ら黒ニンニクということで加

工して販売している法人もあります。独自に一つの

形態で６次化をやっているのはここぐらいで、あと

は他の業者、例えば加工業者、野菜のカット業者な

どがありますが、そういった業務用のところと手を

組んで 農業とそういった加工業者と手を組んで

６次化に結び付けていこうという取組も中にありま

して、男鹿市のネギを作っている法人などがそうい

った業者と手を組んでトータルで６次化をしていこ

うという取組をしている団地もあります。

児玉政明委員

分かりました。いろいろなパターンがあると思い

ますし、所得の関係もあると思いますので、そうい

った事例を参考にしながら是非進めてもらいたいと

思います。

それから、県のウェブサイトに各地域で行ってい

る取組の分布資料があり、施設園芸が目立ちますが、

大仙市の中仙中央のメガ団地では施設１０４棟でト

マトを栽培しています。こういった施設では冬期間、

冬の栽培を休止している施設があると思うのですが、

周年園芸を進めて所得向上につながる取組を進めて

もいいと思いますがいかがでしょうか。

農林水産部次長（齋藤）

施設園芸は、当県の場合、雪の問題で冬期の栽培

が非常に課題となっています。今一例としておっし

ゃっていただいた中仙のメガ団地 トマトの団地

ですが、冬期は全てビニールを剥いで空にして雪の

ままにしているという状態になります。冬期間そこ

で何かやれればいいわけですが、当然暖房施設であ

ったり、無加温でやるにしてもそれなりの作目が必

要になってきますので、なかなか冬期の作物という

のは難しいのですが、今冬期で一番多いのはシイタ

ケで、県南地域を中心にシイタケ栽培が冬期間に限

らず周年栽培ということで展開されているのが大き

な特徴です。

児玉政明委員

ちなみに、例えばこの中で施設キュウリとホウレ

ンソウとかと書いているところは夏、冬通してやっ

ているということでよろしいですか。

農林水産部次長（齋藤）

冬期間無加温でホウレンソウを栽培されている方

もいらっしゃいますので、できるだけ暖房の費用を

掛けないで生産するのが望ましいわけですが、あと

は様々に花とか、そういった冬期間でも暖房を掛け

てでも費用的に間に合う 生産が間に合うような

取組をしているところもあります。

児玉政明委員

先ほどの大仙のトマトなのですが、冬はハウスの

ビニールを取って休んでいるということで、仮に冬

場に何か作付するとすれば、補助事業等の関係で計

画変更なり使用目的といった部分での縛りといいま

すか、そういった部分でできないということもあり

得ますか。

農林水産部次長（齋藤）

メガ団地は、特にトマトだったらトマトだけとい

うようなことではなく、当然園芸メガ団地ですので、

園芸の中でその法人若しくは農家が所得向上につな

がってくれればいいというのが最終目標ですので、

トマトは１００坪、１０４棟やっていても、途中か

ら園芸の中で何か別の花とか別の作物に変えるとい

うことで所得目標、販売目標を達成していただくと

いうのが最終目標ですので、そこは臨機応変に対応

できればと思っています。

児玉政明委員

分かりました。そういった部分で、途中で変わる

ところがあった場合でも適切に対応していただけれ

ばと思います。

それから、部局別審査で、園芸メガ団地の整備に

より新規就農者の就農先が各メガ団地で増えている

との説明も受けました。そういった新規就農者がメ

ガ団地で経験を積んで地域の担い手となり、独立す

るための育成の場としても有効と考えますが、そう

いった事例等はありましたか。

農林水産部次長（齋藤）

毎年２４０名とか２５０名という最近の新規就農

者 全県ですが その中で昨年であれば２５２

名の新規就農者に対して３１名がメガ団地で就農し

ています。年々そういったメガ団地に新規就農とい
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う形で、雇用就農という形で入るパターンが多くな

ってきていまして、その中で数年そこで先輩農家か

らいろいろな技術を継承し、自分でやってみたいと

いう意欲のある農家の方々も出てきています。例え

ば秋田市の野菜等をやっていますメガ団地ですが、

そこで３年くらい雇用就農された後に自分でやって

みようということで、１２月からネギの栽培を始め

ようという方もいらっしゃいますし、また県北の法

人でニンニクを勉強して、自分で能代で法人を立ち

上げてニンニクの生産に取り組もうというところも

出てきています。我々のそういった狙いもそこにあ

って、メガ団地で若い方々が技術を伝承され、独り

立ちしてのれん分けしていく、そういったことも効

果としてこれから期待していきたいと思っています。

児玉政明委員

分かりました。まだまだ新規就農者なり若手生産

者も足りないと思いますので、是非担い手の人材の

育成施設としても活用していただければと思ってい

ます。

これは平成２６年からスタートした事業ですが、

部局別審査で今後の計画を伺ったところ、令和３年

度までで当初計画の５０団地の整備が進み、いった

ん区切るとの説明を受けました。今までの検証なり

成果や反省を踏まえることは必要ですが、年々増加

している本県の農業産出額を更に増やすためにも、

このままの形が良いのか、変更する部分もあるのか、

そこら辺を考える余地もあろうかと思います。基本

的にはこういった大規模運営栽培を推進する事業は

今後も継続していただきたいと思いますが、今後の

展開について知事にお伺いします。

知事

まず、第１回目のメガ団地構想 地域によって

大分ばらつきはあるものの、おおむねいい方向で…

…。また、それぞれ今問題があるところも区分しな

がら、課題を解決しながら、更にいい方向に向かう

と。そういうことでいろいろな事例が出ていまして、

反省点あるいは検証点もありますので、そういうも

のを今回一回区切って、この後も当然その品目によ

って 要するにただいっぱい作ればいいものでは

なくて、やはり売れるかどうか。要するにマーケッ

トの状況を見ながら、可能性のあるものについては

また伸ばしていくということで、このメガ団地その

ものを全くなくすという、この後やらないという、

そういうことではございません。当然今までの検証

結果を踏まえて、今度は数がどうなるかは別にして、

非常に効果のあるものについては引き続きこのよう

な手法で広げていきたいと思っています。

児玉政明委員

分かりました。本県農業の発展に必要不可欠な事

業だと思いますので、高収益作物の導入に関しても

夢プラン事業（新時代を勝ち抜く！農業夢プラン応

援事業）もありますし、そういったものと併用しな

がら、是非引き続き進めていってもらいたいと思っ

ています。

それから、先ほど新規就農者がメガ団地に多く入

られているということで、リタイアしないで将来的

に後継者、担い手として育ててもらいたいと思いま

すが、若い人が働きやすい環境づくりを行政からも

後押しして進めてもらいたいと思いますがいかがで

しょうか。

農林水産部次長（齋藤）

若い方々はいろいろな思いがあって、農業にチャ

レンジしようという様々な方々がいらっしゃいます。

自分でやるという方もいらっしゃいますが、こうい

ったメガ団地に雇用就農という形で入って自らレベ

ルアップしていきたいという方もいらっしゃいます。

その中でやはり最初の条件となるのが、給料を幾ら

もらえるのかとか休みがいつあるのかとか、やはり

そういった労働環境的なことが気になる方もいらっ

しゃるようです。今メガ団地でも、そういった雇用

が非常に厳しくて人集めするにしても難儀している

ところがありますので、やはりそういった条件をち

ゃんと提示して若い方々が入ってこれるように、そ

ういった環境を提示する必要があるということで、

メガ団地では地域の 例えば高卒並みの給料が出

せるような提示をしながら、若い方々の就農に結び

付けようということでやっていますので、そういっ

たところを我々もサポートしていければと思ってい

ます。

児玉政明委員

是非よろしくお願いします。

それで、先週の部局別審査終了以降、私も総括審

査に向けて衆議院議員の選挙戦の合間を見て地元の

メガ団地の関係者から課題や要望を伺ったのですが、

地元からは振興局や普及員から大変お世話になって

いるということで、アドバイスや相談、圃場の改良

についても丁寧に御指導いただいているというお褒

めの言葉を頂いてきました。ここに前鹿角地域振興

局の岡崎さん（岡崎佳治労働委員会事務局長）、ま

た前々地域振興局長の土田さん（土田元総務部危機

管理監（兼）広報監）もいらっしゃいますが、本当

に皆さんに大変良くしてもらったということで感謝

を申し上げていました。本当にありがとうございま

した。私は、本当は苦情とか苦言があればそれをぶ

つけようと思ったのですが、そういうこともないと

いうことで、鹿角地域には１つしかメガ団地がない

ので、多分職員の方々から必ず成功してやるという

気持ちで取り組んでいただいたものと思っています。

そういった部分で ほかの地域でも同じような、

丁寧で熱心な指導をされていると思いますが 引
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き続き農家や地域に寄り添った事業展開をお願いし

たいと思いますが、次長、いかがですか。

農林水産部次長（齋藤）

今年で何とか５０団地の整備にこぎ着けることが

できました。目標であった５０団地を整備すること

ができました。先ほども知事がちょっと話しさせて

いただきましたが、やはりなかなか厳しい課題もあ

ります。１つは労働力の問題であったり、圃場条件

の問題であったり、また技術レベルであったりと様

々にありまして、そこら辺の改善を 事前に分か

っているところは改善できるようしっかり研修する

なり、若しくは改良するなりして取り組んでいるこ

とが失敗しないメガ団地につながると思っています

ので、これまでの反省を踏まえて次のステップに向

けていけるように我々も十分に検討を進めていきた

いと思っています。

児玉政明委員

ありがとうございます。

最後に、知事に伺います。今日の総括で、私は園

芸メガ団地推進１項目の質問でした。以前知事はオ

フィシャルの場ではなかったのですが、畜産の盛ん

な地域では園芸作物の野菜栽培が盛んになる、そう

いった取組、地域作りをしたいと言われていました。

本県では、農業の産出額の伸び率が４年連続で全国

でトップクラスになるなど着実に成果が現れてきて

います。また、秋田牛等でも畜産の産出額も年々増

加していますので、そういった地域作りについて園

芸メガ団地施策を中心にして、今後知事の想い描く

取組や抱負について伺いたいと思います。

知事

例えば今観光振興にあっても、やはりその地域の

特産、農産物、食材、こういうものが非常にうまく

バランス良くあるところが絵にもなるし、いろいろ

な面で せっかくいい肉があってもその付け合わ

せは全然違うところ、他県だというと、ちょっとぴ

んとこないのです。ですから、やはりある程度のエ

リアで一定のそういうものがセットでそろうような

ですから当然米はありますが 肉はあると。

野菜もやはり地元の野菜だと。あとのデザートのフ

ルーツも地元だと、そういうあまり狭い地域という

よりもあるエリアでそういうものがそろうような…

…。そうなると全体で相乗効果が上がりますし、ま

た地域の食に対するイメージが非常に高まります。

ですから、やはりそういう意味で単に畜産は畜産、

園芸は園芸というよりも、いろいろな組合せのバラ

ンスの中での連携の中で、地域を、農業の規模を高

めていくことがいろいろな面でプラスになるような

形であると、そのように思っています。ですからそ

ういう構想を地域で、そういうものが今後農協、あ

るいは市町村、県も含めてそういう方向に持ってい

くようなターニング（方向転換）も必要ではないか

と思っています。これから、この次の段階で更にそ

ういうものを強化することができればいいと思って

います。

委員長

以上で児玉委員の質疑は終了しました。

次に、薄井委員の質疑を行います。

薄井司委員

特別支援学校による就労支援についてお伺いしま

す。これまでの障害者を取り巻く各種法令等の改正

によって、よく地域校という言葉を耳にしますが、

現状の認識と今後の方向性について、まず健康福祉

部長にお伺いします。

健康福祉部長

地域校ということで、障害者の方が年齢、障害の

状態にかかわらず、自ら選んだ住まいで安心してそ

の人らしく暮らせる場を提供、選択できるといった

ことと理解しています。地域共生社会の実現に向け

て大変重要なことだと思っています。県では障害福

祉計画において、令和３年から令和５年までの３年

間に入所者の３％ ７５人、各年２５人になりま

すが そういったものを地域校の目標として掲げ

ておりますが、令和２年の実績で申し上げると８人

ということでまだ目標達成はこれからで、そういっ

た水準にはまだ達していないと思っていますので、

今後とも環境の整備に力を入れてまいりたいと思っ

ています。

薄井司委員

ありがとうございました。

そこで、教育委員会に話を聞いていきます。各学

校で就労支援を行っていると思いますが、その就労

支援の在り方についての考えを伺いたいと思います。

教育長

県教委（秋田県教育委員会）で第２次秋田県特別

支援教育総合整備計画を作っていまして、そこでは

就労支援の考え方を示していて、児童生徒一人一人

の教育的ニーズに応じたキャリア教育や進路指導の

充実を図るとされていまして、就労希望の方、生徒

に関しては就職率１００％、定着率に関しては３年

定着率９０％を目指しながらやっているところです。

これに向けて特別支援学校では、定期的に企業で職

場実習を行うとか、あるいは校内での作業学習に関

しては企業が実際やっている作業内容を導入すると

か、そういった職業教育の改善にも努めていると。

そういったことを通して一人一人の進路希望をかな

えて、就労支援とか職業教育の充実を図っている次

第です。

薄井司委員

生徒の立場に立ってと言えばいいのですが い

ろいろと努力していただいているとは思うのですが
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ある学校の担当の先生が新規の就職を世話する

に当たり、いろいろな方面に協力依頼などのお願い

をしたところ、その中でちょっと管理職とうまくい

かない部分があったというのを前に聞いたことがあ

るのです。そういうことが、全県のそういう学校で

あるのか、その辺について県教委の考え方をしっか

り各学校に伝えているのか伺いたいと思います。

教育長

特別支援学校では、就労を希望する生徒に関して

は早い段階で １、２年生の頃からそういう職場

実習といったものを年数回くらいやって、更に高等

部の３年生になれば希望する企業等での職場体験の

ようなことを行っています。そういった形で意外と

早い段階から就労に向けて職場体験等を積んできて

いると。様々な形で新規の職場を開拓しながら、そ

こで働けるという体制を作っていっています。そう

いったことで、例えば新しい職場に関していろいろ

な情報がもたらされたときに、それに関して生徒の

適性や希望といったことも含めて様々な形で指導す

るわけですが、我々の考え方からすれば希望する生

徒があれば就職をかなえてやりたいというのが当然

ですし、それに向けた指導をしていくということで、

県教委の考え方に関しては学校等に様々な会 校

長会、進路指導の会等ありますので、そういった会

を通して考え方は伝えていると思います。

薄井司委員

分かりました。一応伝わっているとは思うのです

が、やはり実際の現場で働いている担当の先生と、

例えば管理職の間で、なかなかうまく話が通らない

という状況はあるものですか。

教育長

私の個人的な感覚からすれば、あまりないと思っ

ています。いろいろな、例えば就職の情報や進学の

情報等が管理職に入ったとすれば、当然それは担当

の先生に、担当の先生は該当する生徒がいれば進路

指導等を行うという流れですので、どこかでストッ

プしてしまうことは基本的にはないと私は思ってい

ます。

薄井司委員

もしあったとすれば、それはしっかり対応してい

ただかないと、その生徒の将来もありますので是非

ともその間口を広げる意味でも積極的に職場を開拓

していく必要があると思いますので、そこはよろし

くお願いします。

教育長

再度我々からも、そういった情報に関してはしっ

かりと共有して生徒の不利益にならないように、そ

して学校としていろいろな情報に関してきちんと対

応するようにということで指導していきたいと思い

ます。

薄井司委員

令和元年度の卒業生全体の就職率が３３.８％、

令和２年度が３７.７％となっていますが、残りの

６割くらいの生徒方はどのような進路なのか、そこ

ら辺はどのように……。

教育長

細かいところまではちょっと分かりませんが、様

々な形だと思います。企業等に就職しない形でいろ

いろな 例えば自宅だったり、施設などに入りな

がらいろいろな作業をすることもあろうかと思いま

すが、きちんと就職したという形で三十何％という

ことです。

薄井司委員

多分障害の程度にもよって、就職できる人とでき

ない人がいるのだろうと思うのですが、やはりそこ

をもうちょっと広げていかないと……。だから３割

台で推移しているのではないかと考えているのです

が、いかがですか。

教育長

特別支援学校の生徒たちが学校で学習したり作業

したことを社会で貢献できるようなところまで

自分の将来設計も含めてですが そういった形で

社会参加していく生徒が増えることは非常に重要な

ことですし、当然就職率もできれば増やしていきた

いということで指導しています。

薄井司委員

分かりました。

先ほど私は担当の先生と言いましたが、その新規

開拓する場合などはどういうサポート体制で学校と

しては臨んでいるものですか。

教育長

新規の職場開拓に関しては、学校の進路指導主事

が中心になり、ハローワークや様々な就労支援セン

ターと連携を取りながら新しい職場を開拓している

ということで、ここ数年で意外と新しい職場、新規

の職場に関しては開拓が進んでいると聞いています。

薄井司委員

分かりました。

私がいつも考えているのが、公的機関には障害者

雇用率のいろいろな制約と言えばいいですか、法的

な部分があると思っていますので、県の障害者の雇

用状況あるいは取組について伺いたいと思います。

総務部長

令和３年度の知事部局における障害者の雇用率は

３.０８％で、法定雇用率の２.６％を上回っていま

す。平成２９年度から一貫して上昇していて、東北

の各県に比べて最も高い率になっています。

取組状況ですが、県では正職員の採用については

平成１０年度の試験から身体障害者を対象にした採

用試験、高校卒業程度を実施しています。また、令
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和元年度からは身体のほか、知的、精神障害の方も

対象として、年齢の上限も３４歳から３９歳へ引き

上げ、受験対象者の拡大を図っています。また、特

別支援学校等に対しても受験案内を提供し、採用試

験の周知を図っているところです。更に平成２２年

度からは障害者雇用事業を開始して、採用に当たっ

てはハローワークを通じて募集を行わせていただい

ており、現在３３名の方を雇用しています。

薄井司委員

今総務部長から話があったのは、まず正職員が中

心にという話だと理解しているのですが、今は会計

年度任用職員等がいるのですが、そういったところ

に 例えば県から各学校に情報が行っていると思

うのですが、そこら辺に支援学校の生徒が入ってい

けるような環境にあるのかないのか、そこら辺を伺

いたいと思います。

総務部長

私が先ほど申し上げましたのは、平成２２年度か

らの障害者雇用事業ですが、こちらについては非常

勤職員、今でいう会計年度任用職員、こうした方を

配置する事業でして、これも平成２２年度から。先

ほどの正職員については平成１０年度からやってい

まして 令和元年度から年齢上限を引き上げたと

いうのが正職員の話、平成２２年度からは非常勤職

員、会計年度任用職員を配置している事業を行って

いまして、ハローワークを通じて募集を行い３３名

の方を雇用させていただいています。

ちなみに、週３０時間勤務の方が２８名、週２４

時間勤務の方が５名といった状況です。

薄井司委員

そうすれば、県ではある程度の人数を支援学校か

ら採用していただいているということですが、支援

学校としてもそういった公的な部分、公的機関につ

いてはいろいろとアプローチをしてきたということ

でよろしいですか。

教育長

先ほども申し上げたように在学中から、高等部の

１、２年の頃からそれに向けた支援等を行い、訓練

等を行ってきている関係もあるのですが、そういっ

た官庁などへの就職希望があれば、当然そこを目指

した作業訓練等あるいは意識訓練として就労に向け

た支援をしてきているということです。

薄井司委員

そこら辺をよろしくお願いしたいのです。やはり

県にはある程度の人数が採用になっていますが、私

の住んでいるところではなかなかそういった話を聞

くことがなくてまだ採用まで至っていないという状

況がありますので、是非そういった子供たちがそう

いった事務的なところに就職できたという、後進に

希望を持たせるようなやり方をしていただきたいと

思っています。

教育長

社会人と違って生徒ですので、例えばハローワー

ク等で求人があって、ではすぐそこに就労できるか

というと、なかなかそう簡単にもいかない部分もあ

りますので……。ただもしそういった希望がある生

徒であればそういったところを目指して、こちらも

情報提供しながら就労を進めていくということはや

っていきたいと思います。

薄井司委員

今ハローワークという話もありましたが、ハロー

ワークを通じていくと何か間口が狭くなるので、や

はりどうしても担当の先生が積極的に回って歩かな

いとなかなか結果が出てこないと思っていますので、

そこら辺は十分検討していただきたいと思うのです

が。

教育長

企業だけではなく、幅広く様々な就労できるとこ

ろを新規開拓するということで進めていきたいと思

います。

薄井司委員

それから、今大変人手が不足しています。農福連

携というのはしばらく言われてきていますが、例え

ば県事業として農福連携についてはどの程度進んで

いるのかお聞きします。

農林水産部次長（齋藤）

農福連携といいますか、こういった障害者の方々

の障害程度に応じて農作業ができるできない 様

々な作業レベルによって障害程度とうまくマッチン

グできればつなげられるのですが、昨年農業法人に

そういった障害者の雇用条件について、また作業体

験とかの聞き取りをしました。２２の法人で９９人

の障害者を雇用しているといったアンケート結果を

まとめています。例えばシイタケ栽培の収穫作業だ

ったりパック詰めだったり、そういった作業に雇用

という形で入っている方々もいらっしゃるようです。

あと作業所に作業委託ということで、何人か作業を

手伝ってほしいと農業法人から作業をお願いして来

てもらっているといった法人もあり、例えば野菜や

花などの収穫作業や洗い方 洗い物をしたりする

作業に従事してもらっているといった取組で、農と

福の連携をしている事例があります。

薄井司委員

今農林部からも話がありましたように、結構いろ

いろな業種があると私は理解しているのですが、そ

こら辺はやはり待っているのではなくていろいろと

向かっていかないと、なかなかそこにたどり着けな

いと思うのですが、農業の部分について頑張ってい

かなければならないと思いますがいかがですか。

教育長
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農業分野に関しても、農林水産部から様々な情報

を頂いてきました。学校と共有しながら進めており、

例年農場とか農園等に就職する、農業に携わる生徒

も大体数名おりますので、これからもそういった部

分に関しては広く進めてまいりたいと思います。

薄井司委員

分かりました。

次に、令和２年度事業の決算の中で職場定着支援

員という方がいまして、これは２年前くらいから始

まっていると思うのですが、どういった成果があっ

たのかお知らせしていただきたいと思います。

教育長

就職率もそうですが、職場定着率を上げていくと

いうことも非常に大事だということで、職場定着支

援員を１名、昨年度は栗田支援学校に配置している。

実際に職場を訪問して卒業生と面談したり事業所と

面談したりしながら、障害者雇用の理解促進を図っ

たり、あるいは職場定着に向けて相談に乗ったりと

いったことで、職場定着への支援をしているという

仕事です。

薄井司委員

全県で１名というのは人数的に非常にハードだと

思うのですが、そこら辺を増やしていく考えはない

ですか。

教育長

昨年度は栗田支援学校で、今年度は県南に配置し

て 大曲のほうに配置していますが、何年か地区

で配置してその地区での職場定着の支援の活動状況

を見て、必要に応じて広げていければとは思ってい

るところです。

薄井司委員

分かりました。

３年くらい前に職場開拓員という制度があったと

思いますが、全県に６名配置してそれぞれ新しい職

場を開拓するということをしていたと思います。そ

の開拓員の成果が非常にあったと伺っているのです

が、先ほどの６割のまだ就職できていない方々がい

る。１００％は無理だとしても、やはり今後ある程

度開拓する必要があると思うのですが、そこら辺を

新たにやる予定等はありますか。

教育長

以前いた開拓支援員のおかげで、大分開拓が進ん

できたということはあると思っています。最近は、

先ほども申し上げましたようにまず各学校の進路指

導主事等が中心になって、今では新規の職場開拓も

やっているのですが、意外と新規開拓が進んでいて

ある程度広がりを見せているという状況にあります

し、実際に希望している生徒のかなりの人数が新規

のところに採用になっているといったこともありま

す。そういう状況ではありますが、更なる新規開拓

は当然必要になってくると思いますので、今後その

様子を見ながら新規の開拓の支援等も考えていかな

ければならないとは思っています。

薄井司委員

地域校も進んで 先ほど健康福祉部長から話が

ありましたが、グループホームなどで生活する障害

者は、障害の程度にもよると思いますが障害年金な

どだけで生活していかなければならない。決して生

活が安定しているとは考えられませんが、できる限

り自立できる収入を得るために、就職をサポートし

てもらえる在学中にしっかりとした支援をする必要

があると思っています。いろいろな部をまたいで事

業がありますので、県全体として今後どのように障

害者の雇用に取り組んでいくのか、最後に知事にお

伺いします。

知事

いろいろな業種によって仕事の内容も違いますし、

また障害のある方の適性あるいは障害の程度によっ

て、単純に、単に労働力と捉えるのではなく、社会

がそういう方々を支えるという意識を持って、そこ

ら辺のマッチングをうまくやることによって、更に

就労の場の拡大あるいはその率の拡大が進むのでは

ないかと思います。そういうことで、いろいろな業

者がありますので、そういうところの横の連携をし

ながら、うちの業種は無理だけれどもこっちはいい

だろうと、そっちに回るぞと、そういう縦割りを横

の連携に、これをどのようにやるか。また現場の学

校との連携、ハローワーク、ここら辺を今もやって

いますが そういう状況の中で特にみんなで支え

るという意識を持ちながら、今せっかくある意味で

人手不足ですから、障害のある方も十分に能力のあ

る方がいますので、そういう方々にも就労してもら

うことによってプラスにもなりますので、そういう

連携を取りながら県全体として問題意識を持って取

り組んでいきたいと思います。

薄井司委員

その他でちょっと意見というか、お話ししたいと

思いますが、「令和２年度秋田県歳入歳出決算審査

意見書」の「３（１）改善を要する事項」の交付金

の受入れ事業に関する事項について述べさせていた

だきます。

この事業の令和２年度指定管理鳥獣捕獲等事業交

付金に関わる件で、事業費が５１５万４,４１３円

のうち、国の交付金４０７万１,０００円が令和２

年度決算で歳入となっていないことに対する指摘で

あります。県では、４月１６日付で環境省から交付

金交付額決定通知書を受理していながら、国の出納

閉鎖日の４月３０日を経過し、国の会計システムで

支出決定決議書の起票が行えなかったことに起因し

ているとあります。原因については、所管課でいろ
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いろと調査したと思いますが、この交付金決定書の

受け取りから一定期間を有していたと考えられるこ

と、なおかつ例年行われている事業であり、出納閉

鎖日の認識不足もあると思いますが、やはりチェッ

ク体制の甘さにも一因があると思っています。この

事案については、本来であれば常任委員会で、この

経過と内容について６月議会あるいは９月議会で報

告する機会があったと思っていますが、この説明が

なかったことは大変遺憾ですし、同時に令和２年度

の秋田県内部統制評価報告書でこれを出しています

が、やはりそれで済むような問題ではないと思って

いますので、今後は慎重に対応してもらいたい。

もう一点は、この交付金事業が結果として県単独

事業として決算認定されることは会計上問題がない

としても、令和２年度の決算として県が歳入できる

財源が得られなかったことについて、県民からの信

頼を失望させ国からの信頼を損なっている事実を謙

虚に受け止め、再発防止に努めていただきたいと思

います。

生活環境部長

事案の経緯は、今委員から御指摘のあったとおり

で、国の出納閉鎖日の認識不足という初歩的なミス

によりこのような事態が生じてしまったことについ

ては、深くおわび申し上げたいと思います。再発防

止策として、これも御指摘のあったチェック体制の

充実など体制を再構築しているところです。また、

国に対してはてんまつ書など指示を受けた書類を提

出していまして、今年度の収入として受け入れるこ

とができるように国で審査をしていただいていると

ころです。繰り返しになりますが、今後このような

事務ミスが発生しないように努めてまいりたいと考

えています。

委員長

以上で薄井委員の質疑は終了しました。

次に、宇佐見委員の質疑を行います。

宇佐見康人委員

よろしくお願いします。少子化対策についてはも

う何度も取り上げていますので特段新しいというこ

とはないのですが、令和２年度の決算の認定という

観点から、そしてこの後令和４年度にどうやって反

映させていくのかという観点からお伺いします。

まず、少子化の影響は、経済やコミュニティーの

維持など多方面に及ぶと思います。また、今日の

テーマは少子化対策と女性の活躍についてというこ

とですが、この少子化を打破していくためには、や

はり女性の活躍も両面で進めていかなければいけな

いと常々思っています。まずは、令和２年度の少子

化対策事業全般について、知事はその効果などをど

のようにお考えでしょうか。

知事

なかなか数字的に思うようにいきませんが、いず

れこれは社会の経済状況等も非常に反映しますので、

そういう意味からすると県内定着率が少し上がって

いるという……。ただ結婚あるいは出産については、

２０代の結婚の年齢というのは全国的にそう遜色が

ないという……。それを超えたところで非常に低い

という……。また、２０代の第１子の誕生が、これ

も全国的にそう低くないのですが、その後が続かな

いという……。そういうことからすると、一方で支

援も必要ですが、アンケートなどを取るとやはり就

労の場と相応な給与かどうかというところに非常に

原因があると思っています。ただ、県が具体的にや

っているマッチング 結婚支援センターはＡＩな

どを導入していますので、相当これによって婚姻に

結び付いた例が、全体の 全てではないですが、

相当プラスになっているということはあるのではな

いかと思います。また、医療費助成あるいは保育料

の関係。県内にいると当たり前ですが、他県からお

いでになった方は 本県は非常に恩恵以上のとこ

ろはありますが、一般的に本県の状況が非常に手厚

いという評価も頂いています。

そういうことで、これはそう簡単ではありません

が、いずれ子育て支援と就労の場、所得の向上、そ

して地域の魅力化と、もう一つ 意外と女性の方

が県内に居着かないのは、要するに息苦しいと。こ

れは、全国的な調査の中でも本県が全国で４６番目

に窮屈だと。そういうところが、これはなかなかそ

う簡単に直りませんが、やはりオープンな、そうい

う社会作り、こういうことも必要ではないのかと思

っています。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。先ほど女性の息苦しさが

４６番目だというのは私初めて知ったのですが、理

事として今年度から女性の活躍やＳＤＧｓ（１７の

世界的目標、１６９の達成基準、２３２の指標から

なる持続可能な開発のための国際的な開発目標のこ

と。）について担当されているとのことですが、令

和２年度の事業全般を見て、今までの県の女性活躍

に対する取組などへの評価があればお聞かせくださ

い。

理事

女性活躍推進の秋田県の制度であったり、仕組み、

施策、これは他県に比べて劣るものではないと感じ

ています。また、秋田県の女性は、潜在的に能力、

ポテンシャルは国内で比較してもすばらしいものが

あると思っています。私着任しまして、２０代、そ

れから３０代の女性の方々、そして企業経営者の方

々と意見交換を重ねてまいりましたが、秋田の女性

の方々は家庭や周りの理解さえあれば、そしてそれ

に合わせてチャンスやきっかけがあれば頑張ってみ
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たいという思いを持っていらっしゃる方が想像以上

に多かったと感じています。

秋田県における取組 これからということにな

りますが これは首都圏と同じような取組そのま

まを実施するのは難しいと思っていますが、秋田の

企業の形態や規模感、それから家庭内における男女

の役割分担、意識等を考慮して進めていけば、女性

活躍推進は想像以上に進む、そのことによって人口

減少や少子化、そして安定的な世帯収入に結び付く

と思いますので、いわゆる今秋田県が抱えている様

々な課題の解決の一助になるのではないかと考えて

います。

現在、女性が生き生きと活躍できる環境づくりを

官民一体で進めることと、女性の皆さんが同じ志を

持った方々との精神的支柱となるネットワークを構

築するというのを県内で進めていますので、それが

きちんと定着し、文化となるようなこと そうす

れば様々な課題や解決することもできますし、企業

の持続的成長につながるのではないかと確信してい

ます。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思

います。もうこれ以上やる必要があるのかどうか…

…。

それで、女性の活躍を推進していくためには、周

りの支援や理解、特に企業の理解というのも当然重

要になってきます。秋田県内の経営者層の平均年齢

は随分高いので、そういった意味では世代間の意識

のギャップをいかに埋めていくかという部分が今後

重要になってくると思います。総括審査の中で、少

子化や女性の活躍をどうやって進めていくかという

答弁の中に、意識改革だとかマインドを変えていく

だとか、情報発信を丁寧に行っていくという答弁が

ありました。そういった答弁がありましたが、来年

度以降どのように工夫をしていくのか、腹案があれ

ばお聞かせください。

あきた未来創造部長

こういう少子化対策を進めていくため、本県でも

結婚から子育てまで切れ目のないステージに応じた

対策をしていますが、今までやってきたことに関し

ては一定の効果はあるものの、やはり自分が結婚し

たい、それから子供を産みたいと思うこと、これが

何よりも勝ることだと思っています。

それで今年の６月補正においても、そういう機運

の醸成といった観点から補正予算を組みまして、今

様々な取組をしており、今月にも新聞の全面広告と

いった形でそういう結婚、子育てがいいことだと、

それをみんなで支えていこうという気持ちの醸成に

つながるような取組をしようとしています。来年度

も、これはこれからの予算調整過程に関わりますが、

当部としてもそういう気持ちの醸成を更に進めるた

めの取組を検討しているところですので、まずはそ

ういう結婚、それから子育て、こういったものに対

する気持ちの醸成を一つのキーとして今後やってい

きたいと考えています。

宇佐見康人委員

ありがとうございます。意識の醸成は非常に重要

だと思います。６月補正予算で今後全面広告を使っ

てということだったのですが、実際に今私は９月に

第３子が生まれまして、６歳、２歳、０歳の子育て

をしています。３人目が生まれる前は、いろいろな

人から「２人も３人もそんなに変わらないから楽だ

よ。」と言われてそんなものなのかなと思っていた

のですが、実際に生まれたらもう全然違って、まず

寝る時間がなくなる。朝起きたら幼稚園に出掛ける

ための準備をして、その後すぐ仕事して、妻は家の

ことをやってくれて、帰ったらお風呂に入れて寝か

しつけてとなると、寝かしつけの間にもう疲れて寝

落ちしてしまって、１時、２時に目が覚めてそこか

ら自分のことをやってとなると、本当に精神的な余

裕がどんどんなくなってきています。今回の選挙で

すごく感じたのが、私政治に携わっている身なので

すが、選挙期間中にいろいろとポスティングされて

あおぽ（秋田市内にポスティングされているフ

リーペーパーの青いポスト２１のこと。）やフリー

ペーパーがポスティングされるのですが、２人、３

人育てているとそういうものに目を通す時間も心の

余裕もなくなって、恐らく私だけではなくてそのよ

うに思っている人たちは結構いっぱいいると思うの

です。今まで若い人たちが新聞を見ない 意識的

に見ないという人もいるのかもしれないですが、そ

ういった余裕がなくて見なくなってしまっている人

もいるのだろうと今回非常に感じました。そういっ

た方へのアプローチももう本当に抜本的に、今まで

のこっちからの情報を発信してはい終わりですとい

うだけではなくて、抜本的にどうやって伝えるのか

という部分を考えていかなければいけない時期なの

だと思います。その点に関して何か答弁があればお

願いします。

あきた未来創造部長

子育て支援、それからそういった様々な支援につ

いては、県だけでなく市町村も含め、いろいろな団

体で支援体制を組んでいるところです。ただ、それ

が必要としている人にしっかりと伝わらないことに

は、せっかくいいことをしてもそれが役に立たない

ということですので、そういった情報をしっかりと

必要な人に届けると。そういった観点から今年の９

月補正ですが、子育て支援のサイトの中身を、しっ

かりと市町村の支援事業も含めて分かりやすく整理

して、いつどんな情報が、どんな支援があるかとい
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った形で分かるような内容に変えることと、いつで

もそのサイトにアクセスできるようにＱＲコードを

作り、それを例えば母子手帳などに貼ってもらって、

何か困ったときにはスマホでＱＲコードを読み込み、

そのサイトにアクセスして必要な支援を受けていた

だくという、情報提供といった観点でも分かりやす

く、そしていつでもそこにアクセスしてもらえるよ

うなことを今やっているところです。

宇佐見康人委員

その情報の伝え方として今後考えて大事にしてほ

しいと思うのが、先ほど言ったようにこっちからア

クセスするとか情報を取りに行くということで、そ

れをやっているくらいだったらほかのことをやって

いたいとついつい思ってしまいます。もう今ネット

の広告などで主流になっているのは、こっちから強

制的に送り付けるＤＭみたいな感じで ＤＭのネ

ット版みたいな感じになっていますので、例えば広

告ではなくラインを活用して定期的にそういった情

報を送るとか、こっちからアクセスしなくても情報

を届けてもらえる。なおかつ、開きやすいという工

夫をしていただきたいと思います。これは要望にな

ってしまうのですが、答弁があればお願いします。

あきた未来創造部長

我々も情報の伝達の仕方 これは今いろいろな

ネット社会、スマホ社会の中で、どうしたら確実に

届けられるかということで考えた結果が先ほどのＱ

Ｒコードを読み込むという手段だったのですが、委

員御指摘のような手法、またそれ以外にも様々なや

り方がありますので、いろいろなニーズに的確に対

応できるような情報伝達手段については、今後検討

を重ねていきたいと考えています。

宇佐見康人委員

是非よろしくお願いします。

次、女性の活躍にもう一回戻ります。先日、大学

生と意見交換した際に、子供は産みたいけれども自

分のキャリアを考えると何歳で産んだらいいのか分

からないし、何歳で結婚したらいいか分からないし、

産休、育休の間に自分のキャリアがなくなってしま

うのではないか まだ就職もしていないのですが、

そういった漠然とした不安感があるというのが分か

りました。一昔前のように男性は外で働いて、女性

は家事をやってという時代も終わりましたし、これ

から就職する大学生や高校生に対して、出産や育児

をしたとしても自分のキャリアに影響がない、傷付

かないという安心感さえ与えられれば、ポジティブ

に結婚や出産を受け止められるのではないかと感じ

ていて、そういった対策、産後のキャリア支援は行

っているのですが、そもそも産後のキャリア支援が

産後辞めた方への支援となっているので、そもそも

辞めなくていいような対策、支援も検討していくべ

きだと思うのですがいかがでしょうか。

あきた未来創造部長

男女共同参画という観点から、やはり女性、男性

問わずちゃんと育児に参加しながら、自分のキャリ

アを積んでいくといった体制が必要だと思います。

県でもこういった私たちのワーク・ライフ・バラン

スという形で これは漫画を入れているのですが

こういった形で男性、女性、両面から仕事との

両立といった観点でこういうリーフレットも使いな

がらＰＲをしていますので、今後もこういった形で

男性、女性問わずしっかりとキャリアを積みながら、

一緒に子育てができる環境整備に向けて取り組んで

いきたいと考えています。

宇佐見康人委員

時間を頂いたので、次に男性の育児休暇について

です。今県庁全体では、育児休暇の取得率が随分と

上がりました。ただ、男性の育児休暇の取得率が県

庁全体では上がったのですが、民間の経営者の方に

話を聞くと、なかなか現状では厳しいけれどもなる

べく取れるように考えていくという方が結構いまし

た。けれども、年配の経営者の方になるとなかなか

そうはいかず、自分たちのときはやはり働いていた

からちょっとは頑張ってほしいと。その意識を急に

変えるのは 以前知事の答弁の中でもありました

が、私もいきなり変えるというのは難しいとは思い

ます。そこで教育長にお願いが１点ありまして、小

さいときから子供にとって一番接する大人は、まず

自分の家族、その次が多分教師だと思います。男性

の育児休暇や、男性でも自分の子供の行事への参加

がスタンダードなのだという意識を植え付けるため

にも、男性教職員の育休や自分の子供の行事への参

加を積極的に進めていって、それが児童生徒にとっ

て、男性でも育児などに取り組むのがスタンダード

だと植え付けていくのが一番近道になるのではない

かと考えるのですが、そういった取組を進めていた

だけないでしょうか。

教育長

全く御指摘のとおりだと思います。男性の教員が

育休を取得して積極的に育児に携わっている姿を児

童生徒に見せることは、長い目で見ればそういう児

童生徒の意識醸成に非常に効果が大きいものだと思

います。育児に限らず、子育てを先生がしているの

を見せるのは、それこそこれから自分が大人になっ

ていく上で、そういった考え方に関して非常に効果

があるのではないかと思います。教育委員会の男性

の育休取得率はまだまだですが、育児休業を取りや

すい環境作りを含めて、促進に向けて働き掛けてま

いりたいと思います。

宇佐見康人委員

よろしくお願いします。
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最後です。女性の活躍、あとは少子化対策につい

て、最も進めていかなければいけないのは男性の家

庭回帰だと思います。そういった中で、社会全体の

意識を変えていくために、最後に知事にどのような

取組を進めていくべきかという、どのように進めて

いかなければいけないかという考えがあればお聞か

せください。

知事

非常に難しい御質問です。やはり育った環境ある

いは自分の周辺の環境、その影響が非常にあると思

います。家庭回帰といいますと 私は自分で自慢

するわけではないですが、朝御飯は私が作りますし、

洗濯物も今日は朝洗濯して干して 私は完全に主

夫なのです。ただ、これは実は私自身が学生時代に

アパートで自炊したものですから、自分でそれをや

るのは何ともないのです。むしろ当たり前だと。そ

こら辺が小さいときから習慣が付けば。子供、例え

ば男の子にむしろ積極的にお母さんが台所で手伝っ

てもらうようにすると、そんなに苦にならないです。

これが当たり前だと。ですから、大人というよりも、

子供の頃からそれをどのように家庭や社会が植え付

けるか、ここら辺がみそかと思います。ですから、

そこのところを教育関係あるいは身近な町内会の、

例えばよく盆踊りの ああいうときも男の子はこ

れだと、女の子はこれと、それの差をなくして男性

でも、例えば男の子でもそういう水仕事をやっても

らうようにしむけていくことが、社会全体でこうい

う風潮を作っていくのが一番自然ではないかと思い

ます。

委員長

以上で宇佐見委員の質疑は終了しました。

ここで暫時休憩します。再開は午後２時５５分と

します。

午後 ２時４１分 休憩

午後 ２時５４分 再開

出席委員

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長

委員会を再開します。休憩前に引き続き質疑を行

います。

島田委員の質疑を行います。島田委員の質疑時間

は７分の予定でしたが、会派の残り時間が５分４６

秒ですので、タイマーの表示をそのようにします。

島田薫委員

よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染

症対策について質問させていただきます。

昨年から、秋田県における新型コロナウイルス感

染症のきっかけは、県外から持ち込まれることがほ

とんどでした。昨年度秋田県医師会の会員から、県

南のダム現場に外国人を含む県外の労働者が多数来

ており、新型コロナウイルス感染症対策が十分なさ

れているか懸念があるという情報が秋田県医師会に

寄せられました。昨年度外国人を含む県外の労働者

が多数来ているような大規模建設現場が県内に何か

所あったのかお知らせください。

建設部長

外国人が来ているということに関しては、私が知

っている限りでは成瀬ダムと、あとは多分洋上風力

のＳＥＰ船（海上作業用の箱船（台船）を海面上か

ら上昇させてクレーン、杭打ち等の作業を行う台船

のこと。）の絡みだけだと思います。ちょっとそれ

以上の情報は持ち合わせていません。

島田薫委員

それ以外にも、例えば県外から多数来ているよう

なところはないかという調査といいますか、聞き取

りとか、そういうことはされていたのでしょうか。

建設部長

やはり県外から下請等いろいろと入ってきますの

で、そこまでうちのほうでは把握していません。

島田薫委員

例えば把握されていた２か所において、そのよう

な大規模の建設現場で県としてどのように新型コロ

ナウイルス感染症対策を指導されたのかお聞かせく

ださい。

建設部長

建設部としてではなく建設業法にのっとってやっ

ていますので、新型コロナウイルスに関してはちょ

っと建設業法の範疇から外れるということでやれる

ことは限られていますが、国交省（国土交通省）か

ら令和２年２月以降に建設業における新型コロナウ

イルス感染予防対策ガイドラインが出ており、これ

に関しては発注者を通して受注者の方々にそのガイ

ドラインを踏まえて感染防止対策を徹底するように

という要請がなされて、各事業者、現場において対

策をしているところです。

島田薫委員

今おっしゃったのが、令和２年５月１４日に策定

され、その後改定が繰り返されている建設業におけ

る新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン

のことだと思いますがこれが出て ５月ですので

少し遅いとは思いましたが、ようやく出たわけです

が そのガイドラインが出てそれを通知するだけ

で、果たして昨年度の段階でそれで良かったのかど

うかと私は考えていまして、例えば秋田県内の複数
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の建設会社から依頼を受けて、私がそういうところ

に出向いて講演会などでガイドラインの説明を含め

た建設業における感染予防対策を説明したところで

す。その他にもいろいろな、例えば東北労働金庫や

トラック協会（公益社団法人秋田県トラック協会）

から依頼を受けて説明をしたところです。

次に、産業労働部長にお伺いしますが、秋田県医

師会から産業労働部にそういう大規模建設現場など

にもし行くのであれば、同行して説明しましょうと

いう提案があったかどうかお知らせください。

産業労働部長

そういった申出があったことは伺っています。

島田薫委員

今回の新型コロナウイルスに関して言えば、過去

に経験のない有事と言われていましたよね。それを

従来の 例えば国から出た通達なり文書があって、

それをただ送るだけでいいのか。実際私が依頼され

た建設会社、あるいは医師会で依頼された東北労働

金庫やトラック協会、そういうところではガイドラ

インがあってもそれを現場でどのように運営したら

いいのかが非常に不安だという声が出ていました。

ですから、そういう意味で、ただ通知が行っている

からいいということではないと私は考えています。

そういう過去に経験のない有事には、従来のように

ただ文書を送るだけではなく、危機感を持って新た

な対策を考えていくべきだと思います。ダムなどの

建設現場は建設部、洋上風力の建設現場は産業労働

部、そして感染対策は健康福祉部というように縦割

りというかそれぞれ担当している部署があるのです

が、例えば健康福祉部で言えば、昨年度県医師会と

協力して 介護福祉施設が県内にたくさんありま

すが、そこに声を掛けて希望する４０か所に県と医

師会が一緒に行って、そこでそういうマニュアルや

いろいろなことを説明してガウンテクニック（防護

具の安全な着脱方法のこと。）を現場で指導する事

業をやりまして、その介護施設では４０か所 説

明をやったところはクラスターが発生しなかったと

いう実績があると思います。そういうより踏み込ん

だ、かつ例えば建設部と健康福祉部が協力するとか、

あるいは産業労働部が協力するとか、そういう部局

横断的に対策をすべきではないかと考えています。

知事にお伺いしますが、そのような部局横断的な対

策の必要性をいかがお考えでしょうか。

知事

小さい現場で捕捉できない いつもどおりしょ

っちゅう行っているところはちょっと分かりません

が、いずれ私からはダムの現場と県の県民会館（秋

田県・秋田市連携文化施設として新たに建設中の

「あきた芸術劇場ミルハス」のこと。）、ああいう

ところは元請に一番効くのは私からですから、私か

ら十分に気を付けて……。また例えばワクチンの接

種をどうするかも含めて……。あとは昨年の早い段

階で、いずれ出入りする従業員について十分に気を

付けて何かあったら連絡するようにという……。そ

ういったことで、例えばダムは全部元請で 大き

な会社ですので やったと。あとは例の洋上風力。

あの場合は、やはり元請が全部自分で処理したと。

そういうことで、ある程度のことはああやっていま

すが、これからもやはりそういうパターンのところ

が これ全部は捕捉できませんが、ある程度分か

るところについては十分に連携を取って、常に注意

喚起と連絡体制をやはりやっておく必要があると思

いますので、十分にそういった点についてはこれか

らも留意してやりたいと思います。

島田薫委員

ありがとうございます。是非そのようにお願いし

たいと思います。

今知事がおっしゃった洋上風力に関して言えば、

その図面を見て現場に入ったドクターからは、その

中が聖域と書いてあると……。聖域です。聖域とい

うのは、つまり検査をして入っているからみんな大

丈夫だろうという考えなのですが、検査をしたそれ

までは感染していないけれども、潜伏期があって後

で発生するわけです。そういうことでいうと、やは

り現場任せではなくて協力して指導していくべきで

はないかと思いますので、質問をさせていただきま

した。

以上で終わります。

委員長

以上で島田委員の質疑は終了しました。

次に、小野委員の質疑を行います。

小野一彦委員

まず、令和２年度に実施された少子化対策の成果

・課題と今後の展開方向についてお尋ねします。

１つは、高齢者の社会参画による子育てができる

地域作りのモデル化についてです。令和２年度第１

回定例会の北林丈正議員の質問に対して知事は、合

計特殊出生率における市町村間の違いに着目した対

策について、出生率が高い市町村と低い市町村では

定量的な差はないが、定性的には高い市町村では子

育て支援策の充実や家族、地域における共助等の意

識の強さが現れており、これが合計特殊出生率の高

さの要因と考えられると……。これを踏まえて多世

代の交流による新たな子育て支援策として、地域に

おける元気な高齢者の知識や経験を生かして子育て

支援の担い手を育成するモデル的な取組を実施して

まいりますと御答弁されていますが、令和２年度が

正にこの御答弁を実施された１年だったと思います。

この取組を事前にお伺いしたところ、まず高齢者の

意識調査を全県的に行い、そしてやはり自分は今ま
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でそういう方のお子さんや御夫婦をサポートする取

組をやったことがないが是非やってみたいとか、そ

ういう意識があったと……。そういう方々に対して

研修をされて、マッチングをしたという３段階の取

組と承知していますが、この取組について、最初に

部長はどのように評価していますか。

あきた未来創造部長

今委員がおっしゃられたように、この事業につい

ては高齢者の 先ほどの話もありましたように少

子化対策のいろいろな分析の中で共助 地域みん

なで支えていこうという地域において、そういう合

計特殊出生率が高かったといったこともあり、その

地域を支える一つの型として、元気な高齢者の力を

借りて子育て支援を担っていただきたいというモデ

ル事業を３つの市と町で行ったということです。先

ほど委員おっしゃられたように、まずは意識調査と

いった形で全県の社協（社会福祉協議会）を通じて

各市町村２０名ずつの高齢者に協力をいただきアン

ケート調査をしたところ、小さい子供と関わる活動

を行いたいと思う人の割合が約７割、それから子育

て支援に関するボランティア活動を行いたいと思う

人の割合が約５０％といった形で、比較的高い率で

した。したがって、潜在的にはこういう子供、子育

て支援に携わりたい高齢者が相当程度いると思って

います。そのやった３つの市、町においては、まず

先ほどおっしゃられたように、子育て支援ボランテ

ィア育成講座といった形で一定の研修を受けてもら

ったのですが、受講者２０名のうち１５名の方に修

了証書を交付をしたと。その後地域の子育て支援団

体とマッチングを行ったのですが、残念ながら昨年

度は新型コロナウイルスの影響もあり、なかなか子

供と高齢者が接触するものに対して積極的な取組は

できない状況で、実際ボランティア活動を行えたの

は２名です。今後こういう 今現在は少しは落ち

着いていますが、やはりそういうまだまだ油断ので

きない状況ですので、その新型コロナウイルス感染

症が落ち着いて環境が整えば、こういった取組を再

度市町に提案しながら、高齢者にボランティア活動

に参画してもらうようなことをしていきたいと思っ

ています。

小野一彦委員

令和２年度の事業の、特にソフト対策をどう評価

するかという観点に、正にそこが一つのポイントだ

と思います。残念ながら２名とおっしゃいましたが、

新型コロナウイルスの中でもいろいろな距離を保ち

ながら、タイミングを取りながら、実際にマッチン

グしたと。調べたところによると、子育てを支援す

るＮＰＯがそういうマッチング業務をなされたとい

うことでした。私は正にこれもモデル的な取組だと

思います。少子化対策はやはり県と市町村とが一緒

になって一つのプロセスを評価して、そして役割分

担を認識して進めていくことが最も大事だと私は思

います。能代市と羽後町とにかほ市でしたか そ

ういう市町村で取り組んで、あとは自分たちでもや

っていくと。間にネットワーク型のＮＰＯが入って

マッチングをすると、これも一つの大きなモデルだ

と思うので、是非令和３年度、来年度も含めて進め

ていただければ……。モデルが広がるようにＰＲな

り、他の市町村への取組も進めていただければと思

いますがいかがですか。

あきた未来創造部長

おっしゃるように今回キーとなっていますのが、

そういう子育て支援団体の地域ネットワーク、ここ

がこの事業のキー団体です。そういった地域の子育

て支援団体の育成、それからネットワーク化、こう

いったところを通じて、前回やりましたそういうモ

デルをほかの地域にも広げていけるような形で、県

としてもやっていきたいと思っています。

小野一彦委員

その際に、子育ての支援制度の一つのモデルとい

うだけではなく、地域作りと捉えていただければと

思います。私が行ったある町内では、５年間で５人

の若者が帰ってきました。なぜかと聞いたら、ある

女性の方は、仙台に住んでいて自分は子供をもっと

産みたいのだけれどもこのままだと１人しか産めそ

うもないと……。自分たちのふるさとに、そして地

域の中でいろいろと関わりの持てる 窮屈ではな

い、いいイメージの関わりだと思いますが そう

いうところに回帰すれば、希望の２人、３人と産ん

でもっと楽しく過ごすことができるということで、

旦那さんを連れて帰ってきましたという女性もいま

す。ですので、是非そういうトータルな視点で進め

ていただきたいと思います。これは知事に、その御

答弁された後の考え方としてお願いします。

知事

いずれそういうことに関わりたいという方も５割

くらいいるという、そういう潜在的なニーズがあり

ますので……。あとは受入れのほうとのうまい状況

のマッチング、また当然子供を育てるということは、

単に物理的にやるのではなくて地域の環境あるいは

地域の習慣あるいは祭り、いろいろな面が全部関係

あるのです。ですから、そういうところでみんなで

やることによって、それに参加する方も自分の得意

の分野でできますので、小さい０歳児は別として、

ある程度年がいくと祭りを教えたり地元のいろいろ

な習慣を静かに教えたり、そういうことはいろいろ

な方がはまりますので、正にこれが地域の全体像、

これが底上げにつながりますので、そういう意味か

らすると地域でこの子育て支援をするということは、

正に地域のまとまり、あるいはそういうことに結び
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付きますので、是非そういう風潮をつくりながら、

可能な限り市町村と関係しながら支援を、情報発信

も含めてやっていきたいと思います。

小野一彦委員

主要な施策の成果の中で、結婚や子育てのプロジ

ェクトチーム 異業種の若い人たちの気運を醸成

しましょうということで平成２９年から進めている

取組だと思いますが、令和２年度の実績として、に

かほ市でそういうグループが立ち上がったと報告さ

れていますが、それについてはどのようにお考えで

すか。

あきた未来創造部長

この事業は、現役の子育て世代や次の親世代、こ

の人たちが結婚や子育て等に関する地域の様々な課

題について、当事者意識を持って話し合って課題解

決に向かった行動を実践してもらうこともモデル的

に実施して、平成２９年度から４年間で県内５か所

でやっていますが、令和２年度は羽後町とにかほ市

で実施しています。そのうち羽後町については、出

会い、結婚をテーマに若者が交流する機会といった

ことをやりましたが、にかほ市については子育てを

テーマとして子育て世代をターゲットに自然で遊べ

る、そういうスポットを発信したりということを検

討していましたが、こちらはコロナ禍もありまして、

実際の活動には至らなかったと聞いています。

小野一彦委員

この点、この部分についても実は先ほどと同じ視

点です。市町村と一緒に全体のプロセスを見て、世

の中に横展開していくかどうか、その後どうなった

かどうかを評価して、県もその情報発信なり、ある

いはサポートをやっていただきたいと。にかほ市に

問合せしてみたら、県の取組は１つで終わったが、

その代わりににかほ市若者１００人会議というのが

出来て、みんなで若い人たち 結婚とかそういう

子育ての気運を醸成するような取組をやろうではな

いかという動きにつながっているとのことでしたの

で、是非その後の工程とか 同時並行だと思うの

ですが そういう観点から県も関わっていただい

て、情報発信して県民に広げていただければと思い

ますが、そこら辺はどうですか。

あきた未来創造部長

こちらも同様でして、モデル的に実施してそれで

終わりというわけではなく、私も委員おっしゃるよ

うに日頃恐らくこういったことでもなければ交わる

機会がなかったであろう人たちが、この一つの結婚、

子育てというキーワードの中で人が集まって同じ活

動をしてきたといったことについては、非常にいい

取組だと思っていますので、こういった取組が

もちろん今までやったところも進化しながら継続的

にやっているところもありますし、今にかほ市にお

いても更にそういった動きができているという御紹

介がありましたが、そういった形で今やったところ

ももちろんですが、ほかの地域でも同様の広がりが

できるようにいろいろと働き掛けをしていきたいと

考えています。

小野一彦委員

次に、同じく令和２年度に行われた事業の中で、

観光の多言語サイトの充実という部分があります。

ＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡ（秋田県の多言語観光サイト

のこと。）という……。これについて、アメリカに

本社があって去年もいろいろと話しましたが 日

本法人の社長をやっていらっしゃる方がよく行き来

するわけです。すごくあちらの方々とのつながりが

あって、その方にこのＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡについ

て評価というか、見ていただきました。そうしたら、

非常にやはりアジアの方々と違う視点から、神社、

仏閣や酒蔵、花火など、いろいろな部分について高

い評価を頂いて、かつ今後アフターコロナのことも

アフターコロナになればとは思うのですが、よ

り富裕層の方々に秋田に来ていただける可能性があ

るのではないかという示唆を頂いたのですが、そこ

ら辺について観光文化スポーツ部ではどのように評

価されていますか。

観光文化スポーツ部長

今小野委員から話のありました多言語観光サイト

のＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡですが、これは これま

での県の多言語観光サイトは、もともと日本人向け

の観光用に作ったサイトを翻訳したものが中心だっ

たのですが、このＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡは初めから

外国人向けに作ったサイトということです。写真な

どを多く使いながら、ストーリー性のある文章で紹

介するという内容になっています。アフターコロナ

における市場ということを考えますと、特に欧米あ

るいはオーストラリアからの旅行客は、アジアに比

べて滞在期間も長く旅行の消費額も多いということ

で、有望な市場ではないかと考えています。

今後またＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡの内容の見直しを

図りながら、効果的な情報発信に取り組んでまいり

たいと思っていますし、ただ欧米といっても範囲が

非常に広くて、どうしても東京、京都、大阪のゴー

ルデンルートが中心になってしまいますので、いか

に秋田に来ていただくか、目を向けてもらうかと考

えた場合に、何をフックにするかが非常に大事にな

ってくると思っています。そういう意味では、例え

ば今年度県北の弁当屋がフランスのパリで駅に店を

開きまして、今年度はパリで秋田県の物産フェアを

開催することになっています。そういったところで

の評価も勘案しながら、そういったところもフック

にして欧米市場の開拓に取り組んでまいりたいと考

えています。
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小野一彦委員

２８日の羽越本線の高速化のシンポジウムのとき

に、フランスから鶴岡に住んでいらっしゃる方がい

らっしゃって 女性の方でしたが 出羽三山と

かそういうところはすごく良いと。そして、食もい

いという話をされていました。正にそういう関わり

のある人から広げていって、大館の会社でもチャレ

ンジされていると思うので、そういうところから是

非具体的に稼ぐ観光につなげていただきたいと思い

ます。

次に、リモートワーク、テレワークの全県への波

及により秋田を変えるということについてですが、

令和２年度は毎月補正があって、交付金を活用して

いろいろな観点から、人材誘致、あるいは県外企業

のテレワークの推進、サテライトオフィスなど、い

ろいろな事業がなされました。この取組を単独の関

わりではなく、県庁と市町村との協働政策も含めて

是非進めていただきたいと思うのですが、リモート

ワークの拠点、秋田市の 先ほどアトリエアルヴ

ェの話がありましたが、ここでもう７か月になりま

すが、個人利用や企業の利用の方もいらっしゃると

思います。是非こういう部分について、先ほどの知

事のオンラインでのＰＲ、そしてアンケート調査の

企業へのセールスとありましたが、もっと県内企業

も含めてＰＲしていくべきでないかと思うのですが、

そこら辺はどうですか。

あきた未来創造部長

県で整備したリモートワークの施設２か所、アル

ヴェと、それからＮｅｗテラス広小路という木内

（木内百貨店）の向かい側ですが、その２か所あり

まして、その２か所で延べ利用人数が２,０００人

程度、その中で長期契約している企業が合わせて９

社ほどあります。その９社でも県内が５社で、県外

が４社といった形で、リモートワークですのでもち

ろん県外企業の方がそこにオフィスを構えてという

ケースもあるのですが、県内企業がそこをリモート

ワークの拠点として使っているといったケースもあ

りまして、そういういろいろな、様々な利用の形態

がありますので、そういったところもしっかりとＰ

Ｒをしながらやっていきたいと思います。

小野一彦委員

次に、ＲＰＡ（ソフトウェアロボットによりコン

ピューターを使ったデスクワークなどの業務を自動

化する技術のこと。）の更なる推進ということで、

部局別審査でもお尋ねしましたが、令和２年度の行

革の調書（新行財政改革大綱（第３期）評価調書）

でも２,０００時間くらいの削減効果があったと承

知しています。これは是非令和２年度にそういう実

績があったということで、これもある意味でデジタ

ル コロナ禍という部分の投資的な部分もあった

かと思いますので、もっと広げていただきたいと思

います。部局別審査のときに、財務会計システムと

の関わりで是非やってほしいと伺いましたが、これ

は企画振興部において全体の中でということでした

が、そこら辺はどう考えていますか。

企画振興部長

今話にありましたとおり、ＲＰＡについては今年

度も新たに５つの業務について推進していくことに

しています。財務会計に関しては、他県のといいま

すか、国で示しているガイドブックの中にも推奨す

る事例として挙げられているものがありましたので、

そのようなものも見比べながら、今後実現可能な部

分については検討していきたいと考えています。

小野一彦委員

先日の御答弁の中で、財務会計システムの改修が

あるのでという話もありました。１０年くらいのス

パンでということでしたが、中には改修と関わりな

くやることができて、かつ特定の部署ではなく、ほ

とんどの公署で関わりを持って、その成果を確認す

ることができるような部分があると思います。それ

を例示としてガイドラインも挙げていますので、そ

ういう部分で場合によってお金が掛かるとすれば、

職員による内製化的な部分も含めて今後の取組とし

て是非進めてほしいと思います。

企画振興部長

今示していただいたものの中には、取扱件数が少

なく、改めて予算化してＲＰＡとして取り組むのに

適切ではないようなものも含まれてはいますので、

その辺りの中身をしっかりと精査をした上で、効果

の高いものについてはこの後関係部局と一緒に検討

していきたいと思っています。

小野一彦委員

最後に、決算の主要な施策の成果についてですが、

部局長説明では各地域振興局でやっている事業につ

いて、地域課題の解決に向けた事業的なことしか書

いていない部分がありますが、保護者と中学生が一

緒に企業の説明会に参加するとか、空き家の無料相

談会をやってそれが大きく展開するとか、実は非常

に有効でいろいろな全県に広がる可能性のあるもの

もあるので、是非こういう部分も主要な施策の成果

にもっと明らかにして、なおかつウェブサイトで公

表して県民につながるような形でやっていくべきだ

と思いますが、これは出納局長いかがですか。

会計管理者（兼）出納局長

主要な施策の成果については、重点施策の実施状

況や成果等を分かりやすく記載するように努めてい

たところですが、委員のこのたびの御指摘や、部局

別審査の中でも複数の委員からもうちょっと分かり

やすいように、充実するようにという話がありまし

たので、そういった御指摘を踏まえて工夫して対応
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していきたいと考えています。

委員長

以上で小野委員の質疑は終了しました。

以上で予定された委員の質疑は全て終了しました。

総括審査を終了します。

本日はこれをもって散会し、１１月５日金曜日午

前１０時３０分に委員会を開き、討論、採決を行い

ます。

散会します。

午後 ３時２９分 散会
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令和３年１１月５日（金曜日）

本日の会議案件

１ 認定第３号

令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定について

（討論・採決）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

書 記

議会事務局議事課 山 内 雅 絵

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 佐々木 亨

出納局会計課 清 水 寿 子

会 議 の 概 要

午前１０時２７分 開議

出席委員

委 員 長 鈴 木 健 太

副委員長 吉 方 清 彦

委 員 髙 橋 武 浩

委 員 佐 藤 信 喜

委 員 小 山 緑 郎

委 員 児 玉 政 明

委 員 宇佐見 康 人

委 員 島 田 薫

委 員 鳥 井 修

委 員 薄 井 司

委 員 小 野 一 彦

説 明 者

副知事 神 部 秀 行

副知事 猿 田 和 三

教育長 安 田 浩 幸

警察本部長 久 田 誠

総務部長 松 本 欣 也
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土 田 元
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生活環境部長 柳 田 高 人
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議会事務局長 千 葉 雅 也

人事委員会事務局長 真 壁 善 男

監査委員事務局長 智 田 邦 英

労働委員会事務局長 岡 崎 佳 治
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奈 良 聡

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、本委員会における質疑は終局したものと

認めます。

付託議案について討論・採決を行います。認定第

３号「令和２年度秋田県歳入歳出決算の認定につい

て」を議題とします。

討論を行います。ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論はないものと認めます。

採決します。認定第３号は認定すべきものと決定

することに賛成の方は、挙手願います。

【賛成者挙手】

委員長

賛成者全員であります。

よって、認定第３号は認定すべきものと決定され

ました。

以上をもちまして、本委員会に付託された議案の

審査は全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

閉会します。

午前１０時２８分 閉会


